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労災疾患臨床研究事業費補助金研究 

身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための主治医と事業場（産業医等）

の連携方法に関する研究―「両立支援システム・パス」の開発― 

総合研究報告書（まとめ） 

 

研究代表者 森 晃爾（産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学 教授） 

研究要旨：  

 身体疾患（あるいは内部障害）を有する就労者が治療を継続しつつ、事業場側で健康状態

に応じた配慮を受け、治療と仕事の両立の支援がなされるためには、主治医から事業主また

は担当者（産業医を含む）に対して、病状や治療状況、業務上の注意などについて情報や意

見が提供される必要がある。身体疾患の種類と事業場側の状況を勘案した、治療と仕事を両

立するための主治医と事業場間での情報交換のあり方とその有効性に関する評価・検討を行

うとともに、主治医、事業場（産業医等）、患者（就労者）の３者が関わる「両立支援システム」の

提言およびそれを可能とする「両立支援パス」の開発を目的とした研究を実施することにした。 
研究の実施に当たっては、疾患群として、急性期治療と急性期リハビリを経て、退院後も通

院治療が必要な疾患であり、職場復帰後もリハビリを含む治療継続が必要であるという共通点

を持つとともに、治療状況や心理状態が就労に大きく影響する「がん」、心肺機能や治療内容

が就労に大きく影響する「循環器疾患」、四肢の運動機能が影響する「脳卒中・骨関節疾患」

を対象とした。一方、事業場側の要因として、規模によって産業医の選任等の健康管理体制

に大きな差異が生じるため、健康管理体制（企業規模）ごとに、主治医に求める情報の内容等

について検討することとした。 
 そのうえで、平成 26年度から 28年度の３年間に、以下の項目の研究を行った。 
１． 身体疾患患者の就労継続に与える就労上および治療上の要因に関する文献調査 
２． 事業場において就労支援を行う上で必要な治療状況等の情報および就業配慮を行う上

で障害となる要因に関するインタビュー調査 
３． 事業場での就労支援に際して、主治医が提供すべき情報および情報提供において必要

な就労実態等に関する情報に関する検討 
４． 身体疾患患者の仕事と治療の両立に関する実態調査（インタビュー調査および質問紙調

査） 
５． プライバシーへの配慮等の倫理的事項の検討 
６． 両立支援のための情報共有様式およびガイド（案）の有効性・妥当性の検討 
以上の検討結果をもとに、以下の成果物を作成した。 

１． 両立支援のための情報共有様式およびガイドの作成 
２． 両立支援のための情報収集質問リスト 
３． 身体疾患を有する患者の治療と就労の両立支援のために必要な環境整備に関する提言 
今後、円滑な治療と就労の両立支援のためには、医療機関と事業場側で両立支援に関す

る価値観を共有化したうえで、倫理的事項に配慮しながら両立支援に必要な情報の共有が図

－1－



られ、事業場において労働者によって異なる就業継続における困難性に配慮した支援が行わ

れることが必要である。また、我が国において治療と就労の両立支援が推進されるためには、

必要な社会環境の整備を図るとともに、本研究班で作成したツール類が活用されることが望ま

れる。 
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A. 研究の背景と目的 
身体疾患（あるいは内部障害）を有す

る就労者が治療を継続しつつ、事業場側

で健康状態に応じた配慮を受け、治療と

仕事の両立の支援がなされるためには、

主治医から事業主または担当者（産業医

を含む）に対して、病状や治療状況、業

務上の注意などについて情報や意見が提

供される必要がある。しかし、事業場で

実施できる配慮は、就労規則などのルー

ルに則り行うことになるため、主治医側

から提供される情報の内容によっては、

却って配慮を困難にする場合も尐なくな

い。そこで、身体疾患の種類と事業場側

の状況を勘案した、治療と仕事を両立す

るための主治医と事業場間での情報交換

のあり方とその有効性に関する評価・検

討を行うとともに、主治医、事業場（産

業医等）、患者（就労者）の３者が関わる

「両立支援システム」の提言およびそれ

を可能とする「両立支援パス」の開発を

目的とした研究を実施することにした。 
研究の実施に当たっては、疾患群とし

て、急性期治療と急性期リハビリを経て、

退院後も通院治療が必要な疾患であり、

職場復帰後もリハビリを含む治療継続が

必要であるという共通点を持つとともに、

治療状況や心理状態が就労に大きく影響

する「がん」、心肺機能や治療内容が就労

に大きく影響する「循環器疾患」、四肢の

運動機能が影響する「脳卒中・骨関節疾

患」を対象とした。一方、事業場側の要

因として、規模によって産業医の選任等

の健康管理体制に大きな差異が生じるた

め、健康管理体制（企業規模）ごとに、

主治医に求める情報の内容等について検

討することとした。 

 

B．方法 
平成 26 年度から 28 年度の３年間に、

以下の項目の研究を行った。 
１． 身体疾患患者の就労継続に与える

就労上および治療上の要因に関する

文献調査 
２． 事業場において就労支援を行う上

で必要な治療状況等の情報および就

業配慮を行う上で障害となる要因に

関するインタビュー調査 
３． 事業場での就労支援に際して、主治

医が提供すべき情報および情報提供

において必要な就労実態等に関する

情報に関する検討 
４． 身体疾患患者の仕事と治療の両立

に関する実態調査（インタビュー調査

および質問紙調査） 
５． プライバシーへの配慮等の倫理的

事項の検討 
６． 両立支援のための情報共有様式お

よびガイド（案）の有効性・妥当性の

検討 
また、以上の検討結果をもとに、以下

の成果物を作成した。 
１． 両立支援のための情報共有様式お

よびガイド（両立支援パス使用ガイ

ド（職場・事業者向け）） 
２． 両立支援のための情報収集質問リ

スト（産業保健スタッフ向け・両立

支援 10 の質問） 
３． 身体疾患を有する患者の治療と就

労の両立支援のために必要な環境

整備に関する提言 
 

C．結果 
１． 身体疾患患者の就労継続に与える就
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労上および治療上の要因に関する文

献調査 
(1) 職場復帰を阻害する因子-特に血液が

んについて 

就労復帰を阻害する因子を抽出し、就労

復帰に際する留意点や現状での課題を明

確にし、就業復帰時への配慮に役立つ情報

を得る目的で、血液がん患者の就労復帰に

関して、文献の体系的レビューを実施した。 
その結果、血液がんの特徴として、治療

後長期にわたる疾患および治療の影響（障

害や後遺症）がみられ、これらが長期的に就

労復帰に影響し、治療後複数年を経ての就

労復帰も珍しくないことが挙げられた。さらに、

近年の分子標的薬や造血幹細胞移植技術

の進歩から、血液がんの生存率が急速に向

上したため、以前の報告と比べ血液がんサ

バイバー数は急激に増加しており、この急な

増加は、健康や社会的な問題を有した血液

がんサバイバーの増加を意味し、今回抽出

した文献でも以前と比べて血液がんサバイ

バーの就労復帰率が低下してきていること

を指摘されていた。そのため、血液がんサバ

イバーの健康状態を正確に解析するために

は、文献検索は有効とはいえず、また経年

的縦断研究の重要性が指摘されているもの

の、就労復帰の阻害因子を改善するなどの

介入研究は皆無であることが分かった。この

ように、血液がんは今後我が国が取り組む

べき、抗がん剤治療患者の就労支援モデル

として有用であると考えられた。 
 

(2) がん罹患と就労復帰との関連につい
ての体系的文献レビュー 
がん就労者の復職時における就業配慮

の実態および課題を整理することを目的とし、

がん罹患と就労復帰との関連を検討した文

献の体系的レビューを行った。 

抽出された文献を、がん就労者の復職に

関わる事象について 5 つのカテゴリーに分
類し、がん就労者の復職時における就業配

慮の実態および課題を整理した。①症状ま

たは機能低下：症状にはがんそのものによる

症状と治療誘発性のものがある。②病院か

らの支援：治療によって症状軽減できると、

仕事がしやすくなる。患者に対しリハビリや

教育を行うことで、心理的不安を軽減し働く

意欲をもたらす。また職場へ働きかけること

で、職場からの配慮をしやすくなる。③職場

からの配慮：職場ではビジネスと雇用のバラ

ンスに重きをおくため、公平性に留意しなが

ら、ルールの枠組み内で配慮を行う必要が

ある。コミュニケーションや作業姿勢・動作や

認知機能等、業務遂行能力に関わる症状

がある場合、配慮を行い、働きやすい環境

を整える。求められる配慮は個別性が高い

ため Flexible な対応が必要であり、職場の
理解・協力によって患者の就労意欲は高め

られる。④家族・社会からの支援：収入や人

種等の個人的背景によって支援を受けづら

い群が差別されることのないよう、一般的な

支援も必要である。⑤患者本人の要因：人

種や経済状況等の個人の背景に関する要

因や、仕事に対する意欲等があり、特に復

職の意思が大切であった。本レビューでは、

実施されている標準的な就業配慮は見いだ

されなかった。 
がん就労者が治療を継続しつつ、事業場

側で健康状態に応じた就業配慮を受け、治

療と仕事の両立支援がなされるためには、

今後、事業場規模や、症状毎の就業上の困

難等の特徴を踏まえた実態調査が必要であ

ると考えらえた。 
 
(3) 循環器疾患 

就労支援に関与する文献や臨床ガイドラ
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イ心疾患を発症した患者には就労者も多く、

その後の復職（職場復帰）や就労に関して

は各々に対し配慮が必要である。しかし就

業区分の決定や就業上の配慮すべき点に

関して、企業側（産業医側）と主治医（医療

機関）間でのコミュニケーションは実際的に

は非常に希薄であり、産業医側に必要な情

報が伝わっているか、あるいは患者の不利

益になっていないか、などの不安が医療現

場にはある。本研究の目的は、Web 検索シ
ステムや循環器疾患に関わる学会ホームペ

ージ等を利用し、就労支援に関与する文献

や臨床ガイドラインが、どの程度言及されて

いるのかを明らかにすることにある。 
Web 検索の結果、日本循環器学会から

「心疾患患者の学校、職域、スポーツにおけ

る運動許容条件に関するガイドライン」と「ペ

ースメーカ、ICD、CRT を受けた患者の社

会復帰・就学・就労に関するガイドライン」が

既に発行されていた。特に後者は、労働安

全衛生法・労働基準法に基づいた就労指

導のみならず、個人情報保護に関する記載

もなされていた。心疾患を有する就労者の

身体活動能力は勿論、職場環境から自動

車運転制限に至るまで幅広くしかも具体的

に記載されており、臨床医にとって極めて有

用性が高いガイドラインである。 
国内からの文献調査では、介護職、看護

職、リハビリテーション領域から心筋梗塞患

者を対象とした報告が多くなされていたが、

復職時の主治医と産業医の対応、等に言及

したものはなかった。 
現時点では「主治医—産業医間のコミュニ

ケーション」の必要性に関しては検討されて

いない。しかし、臨床医は日々の診療にお

いてその重要性を認識しており、いかに作り

上げて行くかが今後の課題であり、適切なツ

ールを作成する必要がある。 

 
(4) 脳卒中・骨関節疾患  

より復職が困難とされる脳卒中を対象とす

ることによって、骨関節疾患に伴う他の肢体

不自由機能障害においてもある程度カバー

できると考えられるため、脳卒中に絞り文献

調査を実施した。 
脳卒中後の復職の過程は各々の事例で

きわめて個別性が高く、神経学的、機能的

要因など多要因によって影響を受けている。

そのため、疾病や心身機能が改善されても、

なかなか仕事に就くことが困難であることが

多く、復職を望む 60%以上の者の復職が困
難な状況である。また、雇用者側も、脳卒中

を抱えている従業員を雇った経験がないた

め、どのように対応すればよいのか分からず

時間ばかりが過ぎていくことが多い。脳卒中

リハにおいて復職成功例を生み出すことが

最も重要な援助であり、リハビリチームの実

力そのものであると説いている。医療スタッ

フが一丸となって、対象者を理解し制度を

把握し、環境を調整していくことで、対象者

の働くことに関する作業ニーズに応えること

が出来ると考えられる。また、科学的根拠に

基づいた予測やアプローチだけでなく、さま

ざまな障壁を乗り越える努力あってこそ復職

は実現可能なゴールになると考えられた。 
 
２． 事業場において就労支援を行う上で必

要な治療状況等の情報および就労配

慮を行う上で阻害する要因に関するイ

ンタビュー調査 
大企業・中規模事業場・小規模事業場の

3 群について身体疾患患者の復職の際、医
療職との情報共有する上において、それぞ

れの専門職にフォーカスグループディスカッ

ションを実施し、聴取された内容については

KJ法を参考に類似の意見をまとめた。 
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その結果、治療内容、病状、ステージ、処

方内容といった医療情報が両立支援に有

用であるとともに、就業配慮を実施するため

に必要な医療情報という因果がはっきりわか

る情報共有が望まれていた。また、安全にか

かわる情報については確実な提供が望まれ

ていた。一方で職場の事情を考えない一方

的な医療の側からの情報は、かえって阻害

要因になるとの指摘があった。また、医療情

報で詳細すぎる項目は困惑していた。特に

予後が期待できない情報についてはあまり

ほしくないとの意見が大勢であった。 
企業規模で専門家の有無や就業配慮余

地に差があるが、それ以外については大きく

差は認められなかった。 
 
３． 事業場での就労支援に際して、主治医

が提供すべき情報および情報提供にお

いて必要な就労実態等に関する情報に

関する検討 
(1) がん専門医へのインタビュー調査 
 血液がん患者の就労復帰に関して、主

治医側からみた就労復帰に際する現状で

の問題点・課題を明確にするにするため

に、血液内科医に半構造化面接法を用い

たインタビューを実施した。 

その結果、まず、患者（就労者）を守

るシステムの構築を行った上で、職場と

医療機関（主治医）の連携を図ることが

必要であること、主治医側の視点として、

現実的には会社側から主治医へ患者の就

労支援に関するアプローチがないことが

明らかとなった。また、産業医の関与も

稀であることが指摘された。 

診療情報提供書を用いた職場との情報

共有については、患者健康状態を具体的

に記載することは、提出先が会社である

ために不可能であるとの意見が強い。主

治医が安心して情報提供できるように、

就労者を保護する法的整備がなされ患者

の就労支援プログラムも存在すれば、患

者保護の立場から当然提出すべきとも考

えている。 

 

(2) 循環器科専門医へのインタビュー調
査 
心疾患を有する就労者の職場復帰に関

して、復職支援の現状を把握した上で、

その改善事項を見出すために、循環器内

科医へのインタビュー調査を行った。 
その結果、心疾患患者自身から日常生

活や社会生活上での一般的な相談を受け

ることがあっても、企業の産業医から就

労や職場復帰を行う上での具体的な患者

情報の紹介依頼は殆どなされていないこ

とが明らかとなった。特に、嘱託産業医

からの依頼を経験した主治医は皆無であ

った。そのため、診断書でのやり取りし

かなされていないため、具体的な患者（就

労者）の心機能の程度・身体活動能力や

職場環境での注意点など、就労を行う上

で必要となる情報提供依頼は殆どなされ

ていない。そのため、単に就労者本人か

らの意見聴取と診断書の疾患病名のみで

判断されている可能性が高く、過度の就

労制限や就労者の医療支援への配慮なし

に就労区分が決定されている可能性を示

唆するものである。 
主治医—産業医間の情報提供を円滑に

行うための適切なツールが必要であり、

それらを駆使して患者―主治医―産業医

の三者間でのコミュニケーションをいか

に作り上げて行くかが今後の課題である

と考えられた。 
 
(3) 「リハビリテーション科専門医」への
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インタビュー調査 
脳卒中や骨関節疾患等の肢体不自由障

害者の復職や就業配慮に関する留意点に

ついて、診療経験が豊富なリハビリテー

ション科専門医にフォーカスグループデ

ィスカッションを実施し、就業配慮のた

めに提供すべき必要な情報の整理、医療

機関での就業状況の把握方法、事業場へ

の情報提供の方法等を明らかとし、適切

な就業配慮を行う手法を導き出すととも

に、その阻害要因についても見出し解決

策を検討した。 
その結果、医療機関側より情報提供で

きる脳卒中および骨関節疾患の復職を促

進する要因および阻害する要因について

は、すでに予後予測研究などで明らかと

なった要因に合致している。しかし、ど

のような情報でも、事業場側で復職でき

ない事由として利用されることがあるた

め、当初は曖昧な表現や内容で診断書を

記載することが多い。この情報は、脳卒

中の場合には復職可否の判定に、骨関節

疾患の場合は就業制限の内容に利用され

ることが多い。 
医療機関側での就労状況の把握方法は、

本人より直接聴取する、本人の同意を得

て職場の上司等が来院した折に確認する

ことが多い。医療機関側から事業場への

情報伝達の方法は限られており、頻度と

しては院内で職場上司との面談によるこ

とが最も多い。 
脳卒中および骨関節疾患の肢体不自由

者において就業配慮を行う際に障害とな

る要因については、産業医や職場の無理

解や偏見が最も重要となる。本人を含め

て、医療機関側と事業場の連携方法、そ

の背景にある信頼関係をいかに構築する

かにかかっていると考えられた。 

 
４． 身体疾患患者の仕事と治療の両立に

関する実態調査（１）-身体疾患患者の
就労継続に与える就労上および治療上

の要因に関する患者インタビュー実態

調査 
(1) 血液がん疾患編 

血液がんを有する就労者の就労継続に

おいて、「症状や治療による副作用等から

生じる様々な課題」を質的に評価し類型

化することを目的に、血液がん患者への

In-depth interview 調査を実施し、その

記録から KJ 法を参考にした内容分析法

を用いて課題の抽出を行った。 
インタビューを 11 例実施し、復職に直

接的・間接的影響を与える課題に関わる

64 個の要素が抽出された。これら小カテ

ゴリーをさらに 10 個の大カテゴリーに

類型化した（1.業務遂行能力の低下、2.
心理的影響、3.本人の背景、4.自助努力、

5.職場の背景、6.職場の受け入れ、7.職場

の適正配置、8.社会・家族の背景、9.職場

と医療の連携、10.情報獲得）。この内、

共に研究を進めている脳血管疾患・循環

器疾患と比較して、特に血液がんに特徴

的であったものは、1,6,9 であった。血液

がんは治療において抗がん剤を使用する

為、その副作用として生じる倦怠感や手

のしびれ、嘔気、脱毛といった症状が業

務遂行能力を低下させていた(項目 1 関

連)。またそのような症状は直接本人に確

認しなければわかりにくいため、病気に

対する職場や上司の理解・受け入れ(項目

6 関連)重要であることが特徴的であった。

血液がんは多くの場合、通院で抗がん剤

の治療を行いながら仕事を継続すること

ができるようになった。しかし、複数回

抗がん剤投与を繰り返す必要があるため、
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通院時間の確保が問題となる。そのため、

職場と主治医の情報交換が密に行われ

(項目 9 関連)、柔軟な勤務スケジュールを

立てられるかどうかが、就労継続に直接

的な影響を及ぼすことになる。 
今回の検討から、「症状から派生した課

題」について聴取してもその他の要因の

方が多く聴取され、患者の困っているこ

とは必ずしも症状に依存しないという事

が示唆された。これは血液がん患者の復

職支援を行う際に、症状の詳細な聴取だ

けでなく、職場の状況や周囲の人の状況

についての聴取も重要であることを示唆

していると考えられた。 
 

(2) 循環器疾患編  
循環器疾患を有する就労者での就労継

続において「症状や治療による副作用等か

ら生じる様々な課題」を質的に評価し類型

化する こ と を目的に 、患者 In-depth 
Interview 調査を実施した。その上で、イン

タビュー内容を文字に起こし、研究班員5名
によって KJ 法を参考にした内容分析法を

用いて課題の抽出を行った。 
インタビューを９例(不整脈による心臓デ

バイス植込み治療後 6例、心筋梗塞後 2例、
心不全 2 例))実施し、復職に直接的・間接
的影響を与える課題に関わる 57 個の要素
が抽出された。これら小カテゴリーをさらに

10 個の大カテゴリーに類型化した（1.業務
遂行能力の低下、2.心理的影響、3.本人の
背景、4.自助努力、5.職場の背景、6.職場
の受け入れ、7.職場の適正配置、8.社会・家
族の背景、9.職場と医療の連携、10.情報獲
得）。このうち特に直接的な業務に関わる事

象(欠勤・休憩・異動・通勤形態の変更を要
する事象、作業困難・作業不可・退職に至る

事象)は 1．2．であり、1．において、副作用

(薬物治療)、身体機能の低下(心不全症状
等)、疲労(長期間の安静療養による体力低
下等)、ICD への電磁干渉(電磁波を発する
機器のある職場等)、ICD による運転制限

(営業業務での運転代行の必要性等)、2．
において、症状再発への不安 (業務中の
ICD作動への不安等)、の 5個の小カテゴリ
ーがあった。 
不整脈は、発作性の疾患であるため、心

臓デバイス、特に埋込み型除細動器植込み

によっても、その症状が根本的に改善される

のではなく、次の不整脈発作による失神発

作や突然死予防されることとなる。これらの

患者は、外見上の変化もなく、概ね直接的

な業務遂行能力低下はほとんどないが、次

の発作への不安や電磁干渉や自動車運転

制限等の外見に表れない不都合を周囲に

理解されずに苦心する、といった循環器疾

患に特異的な課題を認めた。更に、「障害

者」として社会的支援を受ける立場となり、こ

のギャップから精神的葛藤が生まれ苦しむ。 
また、心不全状態に至ると就労能力が著

しく低下し職場で細やかな配慮が必要とな

る為、医療機関との密な情報交換は欠かせ

ない。事業場での就労配慮を検討する上で

は、高リスク業務(ひとり作業等)においてい
かにリスクを回避し安全配慮義務履行する

かが最も重要な課題であると考えらえた。 
  
(3) 脳卒中編 
脳卒中後の就労者での就労継続におい

て、症状や治療による副作用等から生じる

様々な困難性を就業・業務からの視点で抽

出することにより様々な職種であったとしても

応用可能な困難性の類型化を目指して、患

者 In-depth Interview調査を実施し、その
記録を用いて KJ 法を参考にした内容分析
法を用いて課題の抽出を行った。 
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インタビューを 5 例(脳梗塞後 4 例、脳出
血後 1 例)実施した。内容分析法により、復
職時における困難性は、54 個の要素、10
個の大カテゴリーに類型化された（1.業務遂
行能力の低下、2.心理的影響、3.本人の背
景、4.自助努力、5.職場の背景、6.職場の
受け入れ、7.職場の適正配置、8.社会・家
族の背景、9.職場と医療の連携、10.情報獲
得）。このうち特に直接的な業務遂行に関わ

る事象(欠勤・休憩・異動・通勤形態の変更
を要する事象、作業困難・作業不可・退職に

至る事象)は項目１であり、身体機能の低下
(運動・感覚麻痺、言語障害等)、疲労(体力
低下等)、高次脳機能障害（強制笑い）の 3
個の中カテゴリーがあった。 
脳卒中後の患者における主な困難性は、

身体的な業務遂行能力の低下である。発症

以降はほぼ一相性に回復へ向かうととともに、

ある段階で症状が固定することが脳卒中の

特徴である。復職成功者を対象とした今回イ

ンタビューでは、上司や職場の理解・支援が

比較的良好である、本人の復職への意欲が

強い、などが復職を促進する要因としての意

見が多く挙げられた。本人の機能回復、また

疾病の受け入れを支援し、職場としても設備

などハード面の整備に加え、職場メンバー

の理解を促すなど、本人、医療、職場・産業

医の密な連携が良好な復職への鍵となると

考えられた。 
 
５． 身体疾患患者の仕事と治療の両立に

関する実態調査（２）-両立の困難性と
必要な支援に関する患者質問紙調査 

 がん・脳卒中・心疾患の 3 疾患による症状
から就業困難に結びつくモデルを作成し疾

患ごとの問題点を整理するために質問紙調

査を実施した。 
質問紙では、年齢、性別、パートナー・経

済的ゆとりの有無、雇用形態、会社・職場規

模、勤続年数、職場内設備、職場の両立支

援経験、会社から本人への復職期待、産業

医の有無、業務内容について、また、復職

に影響のあった症状や、職場や医療機関で

得られた支援に加え、『働きづらさ』の点数を

5点満点（5に近いほど働きづらい）で 20項
目を聴取し、分析した。 
患者89名の回答を得た。「業務遂行能力

の低下」では骨関節・神経疾患群、「副作

用」では悪性新生物群において有意に点数

が高かった。復職・就労継続に影響する要

素として、症状のみに留まらない困難が回

答として挙がった。職場による支援では合理

的配慮の他、精神的なサポートに関する回

答が挙がった。医療機関による支援では、

病気や治療の説明の他、高い治療効果や、

職場との連携に関する回答が挙がった。本

調査によって、全体として課題となる頻度の

高い働きづらさや、特定の疾患群において

優先度の高い課題、また職場、医療機関に

おいて期待される支援や、連携の要点を明

らかにした。 
 
６． 身体疾患を有する患者の就労支援に

おける倫理的事項の検討 
(1) プライバシーへの配慮等の倫理的事項
の検討－主治医の立場での両立支援に

おける倫理的問題点 
 身体疾患を有する患者の就労復帰に際し、

主治医と産業医又は企業の間での医療情

報の開示及び提供において倫理的に留意

すべき事項を検討するために、国内外の産

業医の倫理綱領や産業保健従事者のため

の倫理ガイドラインの中から、主治医と産業

医との間で身体疾患を有する患者の就労復

帰の際に留意すべき倫理的事項を抽出して

整理した。さらに、本研究の共同研究者であ
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る臨床医を対象に半構造化面接によるイン

タビューを行い、現時点で身体疾患を有す

る患者の就労復帰に際して、主治医の立場

での産業医又は企業に対する医療情報開

示における倫理的問題点に関する調査を行

った。 
 身体疾患を有する患者の就労復帰に際し

て、主治医と産業医の間での医療情報の開

示及び提供において倫理的に留意すべき

事項に関して明記された内容は、何れのガ

イドラインにおいても存在しなかった。しかし

ながら、5 つのガイドラインの内 2 つの指針
の中で、産業医から主治医に医療情報を求

める際の、身体疾患を有する従業員本人に

その旨を伝えて同意を得るという一般的なイ

ンフォームド・コンセントの手続については

明記されていた。 
 また、共同研究者である 3 名の臨床医へ

のインタビューの結果から、身体疾患を有す

る患者の職場復帰に際して、主治医の立場

で産業医及び企業に対する医療情報の開

示及び提供における倫理的留意事項として、

患者本人が就労に際して社会的不利益を

被らないように相当に慎重な開示及び提供

を実施していることが示唆された。 
 
(2) 主治医と産業医の情報共有に関する倫

理的検討プライバシーへの配慮等の倫

理的事項の検討－患者・主治医・事業

所のインタビュー結果を踏まえて 
共同研究者が実施した血液がん、循環器

疾患、脳卒中患者に対する In-depth 
Interview 結果を用いて、治療中の職場復

帰や就労において患者本人と会社または産

業医と医療情報を共有した際のメリットと問

題点について倫理的観点から検討した。 
身体疾患を有する患者の就労復帰に際

して、患者本人及び主治医と会社との医療

情報の共有化がもたらすメリットは、病気に

対する積極的な職場の理解、上司による業

務中の積極的な傾聴・声掛け、治療スケジ

ュールと労働時間の調整、上司の配慮によ

る業務転換などであった。一方、医療情報

の共有化による問題点は、病気に対する職

場の誤解と偏見、主治医から職場への不十

分な説明による職務に対する配慮の不徹底

と就労中の症状に対する忍耐、同僚によっ

て病気に関する個人情報を広められた精神

的負担などであった。また、主治医と産業医

との間での医療情報の共有化におけるメリッ

トは、医療者同士の直接的な情報交換によ

って会社が病気や就労に対する偏見を生じ

ない職場環境を育成できること、産業医から

人事や上司に就業上の具体的なアドバイス

があることなどであり、一方で問題点と考えら

れるのは、情報の共有化があっても就労復

帰に際して産業医が積極的に関与していな

かったことが挙げられていた。 
以上の倫理的検討の結果から、本人及び

主治医と産業医及び企業とが就労復帰に際

して医療情報を共有化する場合、身体疾患

を抱えて就労することへの職場での理解と

個別対応姿勢及び組織的な支援体制があ

って、はじめて医療情報の共有化の効果が

生じるものであり、就労復帰の際の倫理的問

題点を解消するには産業医の役割が大きい

ことが示唆された。一方で、医療情報の共有

化で最も倫理的問題が生じるのは、産業医

が不在の職場において人事担当者が主治

医から直接に医療情報を得る場合であり、

本人同意の原則だけではなく、主治医が安

心して情報提供するための倫理的配慮を十

分に踏まえた書類の様式と倫理ガイダンス

の検討が必要であると考えられる。 
 
(3) 主治医と産業医の情報共有に関する倫
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理的検討プライバシーへの配慮等の倫

理的事項の検討－合理的配慮と安全

配慮義務に関する法的・倫理的検討 
 『両立支援パス』利用における事業者

の倫理的配慮としての「合理的配慮指針」

の活用の有効性について、「安全配慮義

務」を含めて検討した。 

 主治医と事業者が医療情報の共有化に

よって「患者の就労上のメリットを高め、

デメリットを防ぐこと」が倫理的配慮と

して不可欠あることが明らかとなった。

『両立支援パス』は、これらの倫理的検

討の結果を考慮して作成されたものであ

るが、相互の対話に基づく『両立支援パ

ス』を職場内で有効に活用するためには、

身体疾患を有する患者に対する会社組織

内で統一した理解と柔軟に個別対応でき

る組織体制が必要となる。その倫理的ア

プローチとして、「合理的配慮指針」の活

用が有効であることが示唆された。 

 身体疾患を有する患者の就労支援に向

けて、両立支援パスを効果的かつ倫理的

手順を踏まえて利用するには、主治医が

最も懸念する患者本人に就労上の不利益

が被ることがないように、相互理解のた

めの対話型アプローチを基本とする「合

理的配慮指針」の社内での活用が有効で

あると考えられる。そのためには、事業

者のみならず、主治医・産業医をはじめ

とする医療関係者への「合理的配慮指針」

の周知徹底が必要である。しかしながら、

障害者と認定されることを拒否する患者

については、事業者の安全配慮義務が優

先されるため、本人の希望とは異なる配

置転換や就業の変更となるケースが想定

され、障害者として合理的配慮を受ける

メリットとデメリットについて十分理解

した上での拒否であることの確認が患者

本人と事業者の双方に求められる。 

 
７． 両立支援のための情報共有様式およ

びガイドの作成 
 両立支援ツールを作成するにあたり、これ

までの研究分担報告書である、「各科主治

医インタビュー調査」、「患者インタビュー調

査」、「職域調査」を参照のうえ、産業保健を

専門職によるツールである両立支援パス使

用ガイドα案を作成した。 
 その経緯において、「治療医は業務の内

容が分からないので意見を述べようがない」、

「職域は医療情報が不足しているため必要

な配慮が分からない」という意見もあり、ギャ

ップを埋めるためには本人を中心とした対応

以外で解決することは難しいと判断した。そ

こで合理的配慮の考え方を盛り込んだ『本

人の申し出に基づき必要な配慮を職場で検

討の上、職場から主治医にポイントを絞った

情報提供を依頼する』手順のα版を作成し

た。 
 次に、α版を研究班メンバー（産業保健専

門 5 名、臨床専門家 15 名、倫理専門家 1
名）で 2 回集まり改善点や問題点を議論し

β版を開発した。β版作成の議論では、「職

場からの依頼では本人に利益か不利益か

わからない」、「主治医に会社のリスクを押し

付けられているようで書きづらい」、「主治医

側にインセンティブがなさすぎる」という意見

から、『本人と事業者が就労を継続するため

に必要な配慮を話し合ったうえで、「本人及

び事業者の連名で、配慮事項の内容につ

いて意見を求める』手順を加えβ版とした。 
そのうえで、β版について、医療機関側

についてβ版を使用するモデル調査（医療

機関側調査）を行い、また事業場側におい

てはβ版を使用するモデル調査と日本産業

衛生学会専門医を集めたグループディスカ
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ッション（事業場側調査）を実施した。医療機

関側調査では、医療機関側からの働きかけ

による妥当性、有効性の検討を行った。対

象は、大学病院の「血液内科」・「リハビリテ

ーション科」・「循環器内科」を受診している

患者に参加を呼びかけ、患者から復職した

いと申し出たものとした。対象者に「両立支

援パス」β版を主治医から渡して、事業場で

本人と職場が話し合い、様式「復職・就業配

慮に関するご意見伺い書」を主治医に提出

させた上で、主治医は就業上の意見を作成

し、事業場で得られた協力や、患者が考え

るパス利用の課題などを患者から聴取した。

これらの患者から得られたヒアリング情報を

もとに質的にまとめた。参加を呼びかけた中

から 4 例の事例を得た。そのうち、実際に

「両立支援パス」を使用して復職に至ったの

は 2 例のみであった。この 2 例では、患者、
職場、主治医の良好な連携が得られ適正な

就業配慮のもと復職を行うことができ、患者

から得られたヒアリング情報からも患者の満

足度は高かった。一方、他 2例に関しては、
「両立支援パス」を使用しようとして、職場と

患者本人の問題でうまく進まなかった事例

が 1例と、職場のシステムの問題で使用でき
なかった事例が 1 例という結果であった。

「両立支援パス」を医療機関側から働きかけ

ることは、熟知している主治医が用い、復職

したいという患者のニーズに対して、職場の

ニーズが適切に揃えば、妥当性、有効性が

ある可能性が考えられた。 
事業場調査では、実際に「両立支援パ

ス」β版を事業場において利用し、それによ

って収集される就業配慮に必要な情報の質

的・量的に評価し、有効性の検討を行った。

具体的には、協力が得られた産業医に「両

立支援パス」を使用するか、使用せずに現

行通りの方法で復職支援をするか選択させ、

実際に収集された情報をした。また、主治医

から発行された復職の診断書についての産

業 医 の 満 足 度 を Visual Analog 
Scale(VAS)を用いて測定し、分析した。事
業場側からの情報発信があった事例は就業

配慮に関する意見や就業配慮の期間など

が主治医から得られており、診断書への産

業医の満足度が高かった。また、事業場か

ら勤務内容に加え、可能な就業配慮の対応

の情報発信があった群では、対応可能な現

実的な就業配慮の意見が主治医から得られ

ていた。事例を提供した産業医に対して、復

職支援の際の主治医との情報交換につい

てのグループインタビューを行い、「両立支

援パス」の使用感、「両立支援パス」が有効

に利用できうる事例などについて聴取した。

「両立支援パス」は、利用することで事業者

と患者が復職について話し合いの場を持て

るという利点があった。一方で休職期間が短

い場合や、既存の復職の方法で復職支援

を行っている場合は「両立支援パス」の書式

を使いづらいとの意見が挙がった。また復職

に際し「患者のキャラクター」、「主治医の負

担」などの要素が復職に影響するという意見

が聴取された。身体疾患、精神疾患の復職

支援において、事業場側から業務状況を主

治医に伝えることで、産業医側が復職支援

に際して必要な情報を得ることができた。さ

らに就業配慮検討事項を伝えることで主治

医から現実的な就業配慮を引き出すことが

でき、スムーズに復職支援ができた例が多

かった。このような事業場側からの情報発信

の流れが確立できていない復職支援に不慣

れな産業医や事業場、専属の常勤産業医

がいない事業場で有効と考えられた。 
その結果をもとに、本研究班の意見を統

合してβ版を改善し、職域、治療医両者が

使いやすい「両立支援パス」を完成させた。 

－12－



 
８． 両立支援のための情報収集質問リスト

の作成 

 治療と就業の両立支援を行うための労

働者の働きづらさについて、包括的に把

握、共感するためのツール、質問リスト

を作成した。具体的には、質問リストを

作成するにあたり、これまでの研究分担

報告書である、「患者インタビュー調査」、

「患者質問紙調査」を参照のうえ、産業

保健を専門職による研究班メンバーで議

論し、困りごと抽出のための質問リスト

を作成した。 

患者インタビュー調査で得られた 68項

目10カテゴリーの困りごとの確認を行っ

た。デザインを検討する中で、職場、主

に産業保健職が使用することや、復職、

就労継続に臨む労働者の困りごとを包括

的に把握し、共感することを目的とする

ことなどの項目について合意し、案を作

成した。患者質問紙調査で得られた症状

や困りごとを包括していることを確認し、

質問リストの完成とした。復職に臨む労

働者の困難を、最小公倍数的に、包括し

て把握するための情報収集がスムーズに、

適切に行われることが期待される。 

 

９． 身体疾患を有する患者の治療と就労の

両立支援のために必要な環境整備に

関する提言 

今回の研究班では、専門医、事業場（産業

医等）、患者（就労者）の調査を経て、３者が

関わる「両立支援パス」を開発した。しかし、

調査検討の過程で、「両立支援パス」のよう

なツールのみでは両立支援の取り組みが必

ずしも進展するとは考えられず、様々な環境

整備が必要であることも明らかである。そこ

で、研究班会議において、各分担研究で明

らかとなった治療と仕事の両立を行うための

課題と考えられる事項を明確化し、それらを

もとに両立支援を推進するための提言内容

を検討した。 
その結果、以下の５項目の提言事項を取り

まとめた。 
1) 合理的配慮の対象拡大と浸透の努力 
2) ソフト面でのバリアフリー社会の構築 
3) 両立支援を行う医療機関や企業等に
対するインセンティブ 

4) 両立支援に関する判断を行う医療者
や事業主のリスクへの対応 

5) 社会に対する啓発および関係者への
教育の推進 

治療と仕事の両立支援の実践は、状況に

応じた柔軟な対応が必要となり、そのために

は当該労働者本人のエンパワーメントととも

に、専門医、産業医、事業主等の連携が欠

かせない。そのような連携を高めるためには、

両立支援のための社会システムが必要とな

る。現時点では、技術マニュアルと教育研修

が取組みの中心となっているが、今後社会

システムの構築という視点から、更なる政策

や関係者の努力が不可欠と考えられる。 
 
D. 考察 
 本研究では、主治医、事業場（産業医

等）、患者（就労者）の３者が関わる「両

立支援システム」の提言およびそれを可

能とする「両立支援パス」の開発を行う

ことを目的とした。 
しかし疾患を身体疾患に絞っても、そ

の疾患の病態は多様であり、一方就労の

場である事業場等においても、規模や業

種など多様である。このような多様性の

組み合わせの中で有効に機能する仕組み

を検討するために、身体疾患側を急性期

治療と急性期リハビリを経て、退院後も
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通院治療が必要な疾患であり、職場復帰

後もリハビリを含む治療継続が必要であ

るという共通点を持つとともに、治療状

況や心理状態が就労に大きく影響する

（がん）、心肺機能や治療内容が就労に大

きく影響する（循環器疾患）、四肢の運動

機能が影響する（脳卒中・骨関節疾患）

に分類したうえで、文献調査、主治医調

査および患者調査を行った。事業場側を

産業医選任の義務の有無を基本に、事業

場規模で分類したうえで、事業場で両立

支援を中心的に関与する産業医や社労士

調査を行った。そのうえで、全体的な課

題およびその組合せにおける課題を整理

するとともに、両者間の連携において、

個人情報の共有など倫理的配慮が必要と

なる事項についても検討した。それら一

連の研究の結果をもとに、「身体疾病を有

する労働者の就業継続の困難性を聴取す

るためのチェックリスト（両立支援１０の質

問）」、「両立支援パス使用ガイド」、「身体疾

患を有する患者の治療と就労の両立支援の

ために必要な環境整備に関する提言」の作

成を行った。 

 
身体疾病を有する労働者の就業継続の困

難性を聴取するためのチェックリスト 

 文献調査の結果では、身体障害者の就

労支援等に関して比較的豊富な知見のあ

る脳卒中・骨関節疾患を除き、文献上の

知見は非常に限られたものであった。そ

の中でも、就労復帰を阻害する属性等に

関する文献に比べて、具体的な阻害要因

とそれを解決するための就労支援に関す

る情報が不足していた。さらに、就労支

援については、有望者の就労に関しては、

就労に関する法令や慣習、文化的背景な

どが影響するが、欧米諸国の情報に比べ

て、日本国内からの報告は限られたもの

であり、最近の治療内容の進歩を反映し

たものではないなどの課題がある。しか

し、限られた知見であっても、文献検索

の結果、就労支援においては病状や症状

と職場環境等の条件に柔軟（Flexible）に

対応することの重要性が強調されていた。

これは、多様な病態と多様な職場環境の

中における支援においては、当然のこと

と考えられる。しかし、職場で柔軟な対

応を行う際には、就労支援を適切に行う

ための情報と、業務の多様性等の就労配

慮の余地が必要となる。 
 本来、適切な両立支援が行われるため

には、患者自身が体験する困難性と治療

状況等の医学面の情報から、必要な支援

を検討して実施することになる。このこ

とは事業場側の調査結果でも規模にかか

わらず指摘されている。このうち、患者

自身が体験する困難性について、血液が

ん、循環器疾患、脳卒中の患者それぞれ

に対してインタビューを実施し、就労継

続において症状や治療による副作用等か

ら生じる多様な困難性を就業・業務の視

点から抽出し、類型化を行う作業を行っ

た。さらに質問紙調査で妥当性の検討を

行った。その結果、疾患群によって特徴

があるものの、10 個の共通のカテゴリー

に類型化することが可能となった。 
これをもとに、本研究班の成果物とし

て、事業場側での支援を検討する際に、

当該労働者の困難性を効率的かつ効果的

に聴取する際に用いるチェックリスト

（両立支援 10 の質問）を作成した。 
 
両立支援パス使用ガイド 

事業場において両立支援を行う際、医

学的な情報は主治医から入手することに
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なる。今回行った各分野の専門医に対す

るインタビューでは、「患者本人が従事す

る具体的な仕事が分からない」といった

問題だけでなく、「提供した情報が事業場

側でどのように取り扱われるかが分から

ない」、「場合によっては事業場側で復職

できない理由に使われる可能性がある」

といった、主治医側の不安や不信が存在

しており、仮に患者からの依頼であって

も、それらが払拭されない限り詳細な情

報提供は困難と考えられた。また主治医

の意見が事業場の実状を考慮に入れたも

のでない場合、かえって配慮を困難にす

る可能性が事業場側調査で指摘されてい

る。 
このような課題に対して、産業医を介

することによってコミュニケーションが

促進する可能性があるが、現状では産業

医が活発に関わっているとは考えられな

い。また、50 名未満の事業場では産業医

の選任義務がなく、産業医に過度の期待

をすることもできない。倫理的な検討か

らも、身体疾患を抱えて就労することへ

の職場での理解と個別対応姿勢及び組織

的な支援体制があって、はじめて医療情

報の共有化の効果が生じるものであり、

就労復帰の際の倫理的問題点を解消する

には産業医の役割が大きいことが示唆さ

れた一方で、医療情報の共有化で最も倫

理的問題が生じるのは、産業医が不在の

職場において人事担当者が主治医から直

接に医療情報を得る場合であると考察さ

れている。 
治療と就業の両立支援を行うための主

治医と職場の情報共有を促進するために

は、主治医が安心して患者の医療情報や

職場の実状に合った意見を提供できるよ

うなツールやガイドラインが必要になる

と考えられる。本研究と関連して、厚生

労働省は平成 28 年 2 月に「事業場におけ

る治療と職業生活の両立支援のためのガ

イドライン」（ガイドライン）を公表した。

この中で、両立支援における労働者、産

業医を含む事業場、主治医の関係として、

両立支援を必要とする労働者自らが仕事

に関する情報を主治医に提供したうえで、

主治医から医学面での情報の提供を受け、

それを事業場に提出することが基本的な

手順となっている。また、その情報が不

足すると事業場側が判断した場合には主

治医からさらに情報を収集して、配慮の

検討と実施を行うことになっている。こ

の手順は、両立支援における根本的な課

題である「主治医は業務の内容が分から

ないので意見を述べようがない」、「職域

は医療情報が不足しているため必要な配

慮が分からない」という情報ギャップに

応えた内容となっている。しかし、成果

を上げるためには、「労働者が両立支援の

手順を理解していること」、「労働者が自

らの仕事内容を正しく説明できること」、

「主治医が労働者からの情報に基づいて

仕事の内容を正しくイメージできるこ

と」、「主治医が診断名を含む医療情報お

よび望ましい就業上の措置の意見を、事

業場の実情を踏まえて、安心して作成で

きること」、「主治医からの情報を事業場

側が正しく理解して、具体的な就業配慮

に結び付けることができること」など、

多くの前提が必要となる。もちろん、労

働者が主体性をもって両立支援を得る努

力をすることは不可欠であるが、限られ

た時間内で診療を行う主治医の状況、産

業医が選任されてない又は必ずしも機能

していない事業場が多いことなど、様々

な困難が予想される。すなわち疾患の種
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類の多様性、主治医の専門性や患者診察

環境の多様性、事業場側の多様性の無数

の組合せのすべてで機能する手順の作成

は極めて困難であると予想される。 
そこで、企業調査、主治医調査、患者

調査の結果を検討したうえで、厚生労働

省のガイドラインとは異なる両立支援の

流れを前提とした「両立支援パス使用ガ

イドβ版」を作成したうえで、実際に医

療機関および事業場において使用した事

例を収集して有効性と妥当性の検討を行

ったうえで、「両立支援パス使用ガイド」

を完成させた。このガイドでは、必ず存

在する労使関係と労働者本人に、患者自

身が体験する治療と就労の両立における

困難性を基本と考えるとともに、主治医

側の「職場からの依頼では本人に利益か

不利益かわからない」、「主治医に会社の

リスクを押し付けられているようで書き

づらい」という意見に配慮した内容とな

っている。 
 
身体疾患を有する患者の治療と就労の両

立支援のために必要な環境整備に関する

提言 

研究班会議において、各分担研究で明ら

かとなった治療と仕事の両立を行うための課

題と考えられる事項を明確化し、それらをも

とに両立支援を推進するための提言として

以下の５項目の提言事項を取りまとめた。 
 合理的配慮の対象拡大と浸透のための
努力 

 ソフト面でのバリアフリー社会の構築 
 両立支援を行う医療機関や企業等に対
するインセンティブ 

 両立支援に関する判断を行う医療者や
事業主のリスクへの対応 

 社会に対する啓発および関係者への教

育の推進 
 
E. 結論 
 円滑な治療と就労の両立支援のためには、

医療機関と事業場側で両立支援に関する

価値観を共有化したうえで、倫理的事項に

配慮しながら両立支援に必要な情報の共有

が図られ、事業場において労働者によって

異なる就業継続における困難性に配慮した

支援が行われることが必要である。我が国に

おいて治療と就労の両立支援が推進される

ためには、必要な社会環境の整備を図ると

ともに、本研究班で作成したツール類が活

用されることが望まれる。 

 
F. 研究発表 
学会発表 
 Abe H:ILR to monitor syncopal 

attacks. XVI International 
Symposium on Progress in Clinical 
Pacing 2014. Invited Lecture. 
December 2-5, 2014. Rome, Italy 

 安部治彦：心臓突然死の予知・予防と

管理. 第４２回福岡県産業医学大会、
特別講演、平成２６年１１月５日、北九州

市 
 原田有理沙, 立石清一郎, 岡亜希子, 

高橋都, 森晃爾. がん就労者に対し

取り組まれている職場内での就業上

の配慮の実態についての文献調査 第

88回日本産業衛生学会 2015.5 大阪 

 立石清一郎（産業医科大学・産業医実

務研修センター）、職場のがん対策とが

ん罹患就労者への支援 産業保健の役

割を考える 職場におけるがん罹患就
労者への支援、第 88 回日本産業衛生
学会、シンポジウム、2015.5 大阪 
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 Arisa Harada, Seiichirou Tateishi, 
Koji Mori. Training non-specialized 
occupational health physicians to 
support cancer workers in the 
workplace. 31st International 
Congress on Occupational Health 
2015.6 韓国 

 安部治彦：心臓突然死の予知と予防〜

循環器疾患の基礎知識〜．日本医師

会認定健康スポーツ認定医制度再研

修会、平成２７年２月１３日、福岡市 
 安部治彦：ペースメーカ植込み患者の

障害認定基準見直しの概要．日本不整

脈学会・第７回植込みデバイス関聯冬

期大会、教育講演２、平成２７年２月１９

−２１日、東京 
 安部治彦：社会的問題．日本不整脈学

会・第７回植込みデバイス関聯冬期大

会、ICD/CRT 合同研修セミナー教育

講演、平成２７年２月１９−２１日、東京 
 Abe H: Syncope and sudden cardiac 

death prevention. Europace/ 
Cardiostim 2015, Milan, Italy, June 
20-24, 2015 

 Abe H: Driving restriction by 
revision of Japan Road and Traffic 
Law in patients with cardiac 
arrhythmias. The 30th Annual 
Meeting of the JHRS/ the 32th 
Annual Scientific Meeting of the 
JSE. Educational Session 8, Kyoto, 
July 28-31, 2015 

 Oginosawa Y, Abe H, Kohno R, Ohe 
H, Hayashi K, Takahashi M, Otsuji 
Y. Sudden cardiac arrest in working 
generation: long-term trend of 
incidence and resuscitation by 
colleagues. – Data from 

nationwaide Japan Utstein 
Registry – The 80th annual 
scientific meeting of the Japanes 
Circulation Society 2016.03 Sendai 

 Oginosawa Y, Abe H, Kohno R, Ohe 
H, Hayashi K, Takahashi M, Otsuji 
Y.Sudden cardiac death in working 
generation: Long-term trend of 
incidence and resuscitation by 
colleagues. – Data from 
nationalwide Japan Utstein 
Registry –The 8th Asian pacific 
heart rhythm society scientific 
sessions 2015. 11 Melbourne. 

 安部治彦： 社会的問題 第３０回日本
不整脈学術大会／第３２回日本心電学

会学術集会合同学術大会、ICD/CRT
合同研修セミナー、教育講演、平成２７

年７月２７−３１日、京都市 
 安部治彦： ストレスと失神. 第３２回日

本循環器心身医学会総会、特別講演、

平成２７年１１月１４−１５日、大分市 
 安部治彦： 社会的問題. 日本不整脈

心電学会第８回植込みデバイス関聯冬

季大会、平成２８年２月５−７日、北九州
市 

 原田有理沙．立石清一郎．岡田岳大．

横山麻衣．安部治彦．河野律子．荻ノ

沢泰司．大江学治．高橋正雄．林克英．

森晃爾．身体疾患を有する就労者の仕

事と治療の両立に関する実態調査【第１

報：循環器疾患編】 第 89 回日本産業
衛生学会 2016.5福島 

 横山麻衣, 立石清一郎, 原田有里沙, 
岡田岳大, 佐伯覚, 加藤憲明, 伊藤英
明, 白石純一郎, 二宮正樹, 杉本香苗, 
森晃爾.身体疾患を有する就労者の仕
事と治療の両立に関する実態調査【第
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2 報：脳卒中編】、第 89 回日本産業衛
生学会 2016.5 福島 

 Mai YOKOYAMA,  Seiichiro 
Tateishi,Takeo Okada,Arisa 
Harada, Satoshi Saeki, Noriaki 
Kato, Hideaki Ito, Junichiro 
Shiraishi, Masaki Ninomiya, Kanae 
Sufgimoto, Koji Mori. SURVEY OF 
BARRIERS AND FACILITATORS 
RETURNING TO AND 
CONTINUING WORK AFTER 
STROKE. International Congress 
of Behavioural Medicine 2016 
2016.12 Melbourne 

 岡田岳大、立石清一郎、原田有理沙、

横山麻衣、塚田順一、山口享宏、北村

典章、高橋都、森晃爾。身体疾患を有

する就労者の仕事と治療の両立に関す

る実態調査【第 3報：血液がん編】第 89
回日本産業衛生学会 2016.5 福島市 

 Oginosawa Y, Abe H, Kohno R, Ohe 
H, Hayashi K, Takahashi M, Otsuji 
Y:    Sudden cardiac arrest in 
working generation: incidence and 
resuscitation by colleagues-data 
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分担研究報告書 
がん患者の就労継続に与える就労上および治療上の要因に関する文献調査 

職場復帰を阻害する因子－特に血液がんについて（最終報告） 
研究分担者 産業医科大学病院 血液内科 診療教授  塚田順一 

研究要旨 

【目的】血液がん患者の就労復帰に関して、文献の体系的レビューを実施した。

文献レビューにて、就労復帰を阻害する因子を抽出し、就労復帰に際する留意

点や現状での課題を明確にし、就業復帰時への配慮に役立つ情報を得る。最終

報告では、血液がんを代表する白血病・悪性リンパ腫および造血幹細胞移植の

患者における治療後就労状況および就労復帰を阻害する因子を文献的に検討し

た。 

【方法】血液がんを専門とする血液内科専門医師３名（経験 10年以上）で、文

献検索サイト PubMedを用いて、白血病・悪性リンパ腫および造血幹細胞移植の

患者の就労状況および就労復帰を阻害する因子に関する論文を検索し、本研究

の趣旨に最も合致した論文 15件を抽出した。抽出された論文を詳細に整理し、

その内容を具体的に結果・考案にまとめた。 

【結果および考察】血液がんの特徴として、治療後長期にわたる疾患および治

療の影響（障害や後遺症）がみられ、これらが長期的に就労復帰に影響し、治

療後複数年を経ての就労復帰も珍しくないことが挙げられる。さらに、近年の

分子標的薬や造血幹細胞移植技術の進歩から、血液がんの生存率が急速に向上

したため、以前の報告と比べ血液がんサバイバー数は急激に増加している。こ

の急な増加は、健康や社会的な問題を有した血液がんサバイバーの増加を意味

し、今回抽出した文献でも以前と比べて血液がんサバイバーの就労復帰率が低

下してきていることを指摘している。このように、血液がんサバイバーの健康

状態を正確に解析するためには、以前の文献を現在・将来の方策として利用す

ることはできない。また、横断的研究手法ではなく、経年的縦断研究の重要性

も指摘されている現状であり、就労復帰の阻害因子を改善するなどの介入研究

は全くの皆無であった。 

 

研究協力者 

山口享宏 （産業医科大学病院 血液内科 助教） 

北村典章 （産業医科大学病院 血液内科 修練指導医） 
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A. 研究目的 
1. はじめに 
現在、がん罹患率は増加しているが、

医療技術の進歩に伴い、罹患後も就労

を継続することが出来る可能性は高ま

っている。休職を必要とする場合はあ

るものの、がん患者・経験者（キャン

サーサバイバー）として就労復帰する

ケースは今後増加しなければいけない。

一方、労働人口の観点からも、多くの

がん経験者が職場復帰することが望ま

れる。 

がんの中で、造血器悪性疾患（血液

がん）は化学療法と放射線治療で治癒

可能であり、本研究は血液がん患者の

症状や問題点が就労復帰に対してどの

ように影響するかを検討し、今後の復

職支援に活用できるように情報整理と

情報伝達ツール作成のための基本情報

となる。 

日本においては、生涯でがんに罹患

する可能性は、男性約 60%、女性約 45%

であり、国民の 2 人に 1 人ががんにな

る時代である１）。一方、がんの早期発

見と治療法の進歩とともに、全がんの 5

年相対生存率は 58.6%（診断年平成 15

年から 17年）と確実に改善傾向である
２）。20歳～64歳の働き世代で新たにが

んと診断される人は 1年間に男性 11万

人、女性 10万人と推計され、がん患者・

経験者の中にも長期生存し、社会で活

躍している機会が増えつつある。 

しかし、キャンサーサバイバーとそ

の家族の中には就労を含めた社会的な

課題に直面している者も多い。例えば、

平成 16年の厚生労働省研究班によると、

がんに罹患した勤労者の 30.5%が依願

退職、4.2%が解雇となり、自営業等の

約 13%が廃業したことが報告されてい

る３）。このような背景をもとに第 2 次

がん対策推進計画でがん患者・経験者

の就労支援のあり方についての課題を

明らかにし、がん患者・経験者が復職・

就労継続のほか、新規就労するために

は、がんの部位や重症度、職場の制度

などにもよるが、がん治療に関わる医

師が就労支援の観点を持って患者に関

わることや、医療機関と事業場の情報

共有、支援体制を構築することが求め

られている。 

事業場においては、がん患者・経験

者への支援策について、厚生労働省が

ん臨床研究事業より「企業のための＜

がん就労者＞マニュアル」が示されて

いる４）。産業保健の目的は、労働者の

健康状態と職場状況で不適合が起こら

ないようにすること５）であり、産業医

は安全配慮的観点として、作業内容を

確認し、医療機関から身体症状や精神

状態、また作業と治療が両立できるよ

うな制限・措置の情報を共有すること

が必要である。 

一方、キャンサーサバイバーが直面

する問題、影響要因としては厚生労働

省がん臨床研究事業“がんと就労”研

究班が実施したインターネット調査６）

における診断後に直面した就労問題に

関して、①経済的な困難、②職場側の

対応不足やコミュニケーションの問題、

③医療施設や医療者の問題、④再就職

時の問題、⑤本人の心理的問題、⑥本

人の身体的問題、⑦その他、が挙げら
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れ、実に様々な要因に左右され、しか

も医学的要因のみならず、個人や職場

の要因、また、本人にとっての就労の

意義にも大きく影響される７）。 

2. 就労に及ぼす血液がんの特徴 
近年、白血病や悪性リンパ腫などの

血液がんにおいては、新規抗がん薬や

分子標的薬が開発され、造血幹細胞移

植療法の技術も発達し、従来からの治

療成績も格段に改善され多くの血液が

ん患者がサバイバーとなっている。悪

性リンパ腫を例に挙げると、人口動態

統計によるがん死亡データで、我が国

のがん患者死亡は年々増加傾向にあり、

2013 年死亡者数は男性では肺癌 52, 

054人、女性では大腸癌 21,846人が第

1 位である。2013 年悪性リンパ腫の年

間死亡者数は 11,340人である（がん情

報サービス；人口動態統計によるがん

死亡データ 1958年～2014年）。一方、

ICDコードに基づく、地域がん登録全国

推計によるがん罹患データのよると、

ICD コードがん登録者のうち、2011 年

悪性リンパ腫の罹患者数は 24,778人で

あり、年齢別でピークは 50代歳から 60

歳代であるが、20歳以上 70歳未満の罹

患者数 8,543 人も存在し、全体の約 3

分の 1 を占める（がん情報サービス；

地域がん登録全国推計によるがん罹患

データ 1975年～2011年）。このように、

悪性リンパ腫患者には就労可能年齢が

数多く存在する。 

しかし、乳がんなどの固形がんと比

較して、血液がん患者の就労支援に関

する研究はほとんどなされていない。

本研究の中間報告では、血液がん患者

における QOL 阻害・持続する疲労や不

安との就労との関連を文献調査したが、

本最終報告においては、更に課題を血

液がん患者の就労支援に絞り、血液が

ん患者に対する就労支援に関する文献

を調査する。本報告書では、血液がん

では代表的な造血幹細胞移植患者、悪

性リンパ腫・白血病患者を対象として、

文献検索を実施し、その概要を述べる。

そして、就労支援に関する具体的な項

目を抽出することで、治療と就労の両

立を支援するためのシステム・パス作

成に役立てる。このパスとは、現状分

析に基づいて、患者側・会社側（産業

保健師・産業医・会社関係者）および

主治医側の 3 者が利用できる両立支援

のためのシステム・パスとなる。 

 

B. 研究方法と結果 
１．概要 
本研究では、より客観的で大規模に

行われている量的方法で、血液がんに

対する造血幹細胞移植患者や白血病、

悪性リンパ腫を対象として、以下の文

献を抽出した。 

① 就労継続を阻害している患者側
の要因 

② 就労継続をする上で必要な支援
がある 

③ 元来有していたが、症状、治療
により一時的または恒久的に失

われてしまった就労能力への対

応 

④ 病院での介入で職業上のリハビ
リテーション等、業務能力に関

係する 

－27－



 
 

2．血液がん患者の就労復帰における造
血幹細胞移植の影響 
一般的に造血幹細胞移植におけるサ

バイバーの 50-70％は、移植後数年間で

就労復帰していると考えられている。

この就労復帰は造血幹細胞移植におけ

る第一義的な社会復帰の目安であり、

精神および身体機能の回復を実直に反

映している。しかし、造血幹細胞移植

に関する過去の研究では、造血幹細胞

移植におけるサバイバーの約 70％フル

タイムの就労をしており、健常人対象

との有意差がないとしている。 

このため、文献サイト PubMedを用い

て、全年代を検索したところ、

“ employment AND hematopoietic 

transplantation”（就労と造血幹細胞

移植）での検索は 39件であった。同様

の 方 法 を 用 い て 、

“ return-to-work(RTW) AND 

hematopoietic transplantation（就労

復帰と造血幹細胞移植）”は 13 件のみ

であり、就労復帰を詳細に検討した文

献は少数であることがわかった。これ

らの報告は全て欧米からの報告であり、

我が国からの報告は無かった。1999 年

以前の発表が 9 件で医学水準の変化を

考慮し除外した。2000年以降の 43文献

を検討すると、8件が小児患者に対する

造血幹細胞移植をみたもので、移植ド

ナーに関するもの 1 件、非がん性血液

疾患に関するものが 2 件、基礎医学に

関する発表が 6 件、英語以外の言語論

文 2 件含まれており、これらを除外し

26 件が残った。しかし、キャンサーサ

バイバーの就労における阻害印因子を

同定する事を目的としている研究は、

実際には極めて限られおり、これらの

26 文献の抄録を検討したところ、本研

究に寄与する文献が 4件抽出できた。 

以上の抽出 4 論文の内容を詳細に述

べる。2004 年、Syrjala らは、造血幹

細胞移植を受けた米国成人患者 319 人

の 5 年フォローアップによる経年的縦

断研究を用いて、移植後 1年で 20％、2

年で 31％、3年で 33％、5年で 34％の

患者がフルタイムでの就労復帰をし、

継時的な社会復帰を観察している８）。

自家移植と同種移植での復職での有意

な差異は観察されなかったが、自家移

植に早い回復の印象があったとしてい

る。しかし、同研究において、多くの

患者が死亡し、移植後 5 年フォローア

ップでのサバイバーとしては 94人のみ

の解析が可能であった。この 94人の解

析では、63％のサバイバーが重篤な後

遺症なく、身体機能の回復がメンタル

や就労復帰よりも早期にみられ、重篤

な後遺症のないサバイバーは 84％がフ

ルタイムの就労復帰している。一方、

20から 30％のサバイバーは、明らかな

医学的問題を有しており、就労復帰へ

の阻害要因として、慢性 GVHD、社会支

援の不足、患者性別での女性を挙げて

いる。十分な移植後回復のためには、

就労能力を向上させるようなリハビリ

テーションなどの医学的介入が重要で

あると結論している。しかし、翌 2005

年、同グループは、造血幹細胞移植後

10 年での横断的比較研究を発表してお

り、年齢・性・人種を一致させたコン

トロール群と比較し、移植後 10年サバ
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イバーにはコントロールと有意な就労

率での差異を認めていないと報告して

いる。一方、彼らは、移植サバイバー

が、コントロール群に比べ身体的・精

神的問題を約 2 倍程度有していること

も報告している９）。すなわち、これら

の事実から、移植を受けた血液がん患

者は、長期にわたる健康問題を抱えつ

つも、就労復帰をしていると言える。 

2008 年には、Bieri らは横断研究と

して EORTC QLQ-C30および FACTを用い

て、1984年から 2004年に同種造血幹細

胞移植を受けたスイス・フランス・ド

イツ 316 人の内、移植サバイバー124

人（移植後中央値 7.3年、1から 21年）

の移植後 QOL を解析している。疾患重

症度は移植後 QOLと相関しなかったが、

移植後就労および患者年齢（特に 25歳

未満が良好な QOL を示し）が移植後の

QOL と相関していることを報告してい

る 10)。就労復帰は 60％に認められ、29％

がフルタイム、21％がパートタイムへ

の復職であった。フルタイム復帰のう

ち、73％は良好な QOL を示したが、パ

ートタイムでは 28％にとどまり、移植

後 QOL が就労内容へも影響しているこ

とを報告されている。 

さらに、2010 年、Kirchhoff らは米

国 197 人の血液がん患者の造血幹細胞

移植後 5 年間のフォローアップデータ

を経年的に解析している。QOLに関して

は Short Form 36 Health Survey 

(SF-36)が用いられた。130 人が移植前

にフルタイムの就労をしており、血液

がんの疾患の重症度から、この中で 88

人（68％）が 5年無病生存であった 11)。

このうち、53 人（60％）がフルタイム

就労に復帰しており、28 人（32％）が

パートタイムであった。彼らは、移植

後半年での途中調査も行っており、10

人が就労復帰しており、5年間のフォロ

ーアップで、移植後半年で良好な身体

機能を有したサバイバーが良好な復職

にあった。特に、身体機能が高い男性

患者が高率に復職する傾向にあったと

報告している。良好な身体機能を有す

る男性の移植サバイバーは 3 年以内に

復職しているが、女性の就労復帰が遅

い傾向にあり、特に、全身放射線照射

（TBI）を移植時に受けた女性は復職が

遅くなっていた。フルタイムでの就労

復帰した移植サバイバーは病気の発症

前に比べて就労能力は 80-87％程度で

あると答えているが、3 から 11％の移

植サバイバーは 60％以下に能力が低下

したと答えている。また、移植の特徴

として、慢性 GVHDがあり、移植後急性

GVHD を経験した患者の 60％が慢性

GVHDを患い、精神・身体機能を損なう。

彼らは慢性 GVHDを復職の阻害因子とし

て指摘している 

 

3．白血病患者の就労復帰における阻害
因子の検討 
文献検索サイト PubMed を用いて、

2000 年以降の文献を検索(検索日 2016

年 2月 1日)した。白血病を“leukemia”

で、復職に関するキーワードとして

“ return to work ” あ る い は

“employment”として、英語文献を検

索した。“leukemia”AND“return to work”

で 6 件の文献が抽出された。また、
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“leukemia”AND“employment”で 151

件の文献が抽出された。これらの中で、

白血病による患者の症状や治療による

一時的あるいは永続的な症状が患者の

就労と復職を阻害する内容である文献

を選択した。また、小児から就学期に

発症した白血病患者に対する成人期の

就労阻害要因についての文献や、特定

の職種や職場環境での白血病を含めた

悪性腫瘍の発症率を追跡したコホート

研究などの文献は除外した。これによ

り 6件の文献が選択された。 

ここにおいて、がんが雇用と収入に

対してどのような影響があるかを調査

した Syse らの報告 12)がある。ノルウ

ェーの 2001年時点で 40-59歳人口が男

性 567000 名、女性 549000 名、その中

でのがんと診断された 34000 名とを比

較した。2001 年時点でがんでない人の

非雇用率は男性 8%、女性 14%に対して、

がん生存者は男性 13%、女性 20%と有意

に非雇用率が高い。男女ともに白血病、

非ホジキンリンパ腫、脳腫瘍、骨腫瘍、

肺癌、大腸がん、頭頸部がんで明らか

に雇用率が低かった。この文献では、

がん生存者の雇用困難の要因について

は述べられていないが、収入減少は教

育水準と強く相関することを示してい

る。 

 Suzuki-Tsunodaらは、2002年に成人

の急性白血病で完全寛解を 5 年以上維

持している長期生存者の合併症と復職

状況について、報告している１３）。診療

録等による後方視的調査で、42 名が 5

年以上無再発生存し、その中で 6名は 5

年以降に再発で死亡、36名中 3名が追

跡不能、33 名の就労状況が確認できて

いた。診断時に 15名が就労していたが、

入院治療により 2 名が退職し、うち 1

名が前職に復帰した。他の 13名は同じ

仕事を継続していた。この報告もある

一時点の質問紙による横断的調査で、

いつ、どのように復職したかは調査で

きていない。 

Horsboelらの報告 14)では、デンマー

ク国内で 2000 年から 2007 年に登録さ

れた血液患者の 1741名を対象として病

気休職から復職までを疾患別に解析し

た。65%の患者が復職し、多発性骨髄腫

(MM)と急性白血病(急性骨髄性白血

病：AML/郵政リンパ性白血病：ALL)が

他の造血器疾患(ホジキンリンパ腫：

HL/びまん性大細胞 Bリンパ腫：DLBCL/

濾胞性リンパ腫：FL/慢性骨髄性白血

病：CML/慢性リンパ性白血病：CLL)と

比較して復職率が有意に低かった。ま

た、診断後の抗うつ薬や抗不安薬の使

用、女性、高齢者、低い教育レベルで

は復職率が有意に低下した。一方、併

存症と復職には、相関がみられなかっ

た。 

 同じく、Horsboelらの 2015年の報告
15)では、復職後も持続する職業能力低

下の結果として、診断後 6 年時点で労

働者が賃金補助を受ける相対リスクは、

血液疾患の中で CML8.74倍、と MM6.83

倍と高く、HL2.51倍と低い。CMLや MM

は診断時の年齢が高く、長期の継続治

療による副作用とそれらの身体的症状

(疲労・筋骨格系疼痛)、精神的症状(う

つ・不安)などが影響する。一方、HL

は化学療法・放射線治療での寛解率が
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高く、半年程度の治療で追加や継続治

療なく経過観察できることが影響して

いると考察している。 

 白血病における同種造血幹細胞移植

には、成人ドナーからの幹細胞採取法

の違いにより骨髄移植(BMT)と末梢血

幹細胞移植(PBSCT)に分類される。

PBSCTは BMTよりも慢性 GVHDの発症率

が上昇することで、復職に対しての阻

害要因として影響することが推察され

る。Friedrichs らは 329名の白血病患

者に対しての同種移植を BMT と PBSCT

にランダム化し、その後の経過を報告

した 16)。BMT に対して PBSCT は有意に

慢性 GVHD の発症が高いにも関わらず、

同種移植後 5 年時点での復職率は BMT

群 79%と PBSCT群 75%と有意差はなかっ

たと報告している。 

 

４．悪性リンパ腫患者の就労復帰にお

ける阻害因子の検討 
キーワードにて文献検索サイト

PubMedを検索（2016 年 2月 12日）し

たところ、“employment”AND“lymphoma”

は 268 件、“ return to work” AND

“lymphoma”は 25件であった。 

血液がんの中で就労復帰に関わる大

きな要因の一つは疾患の種類であると

報告され、Horseboelらは、デンマーク

の血液がん患者 1,741 症例の 65%が就

労復帰に成功され、疾患別には悪性リ

ンパ腫（ホジキンリンパ腫、びまん性

大細胞型 B 細胞リンパ腫、濾胞性リン

パ腫）や慢性骨髄性白血病、慢性リン

パ性白血病が多発性骨髄腫や急性白血

病より有意に大きな割合を占めると報

告した 14）。今回、疾患を悪性リンパ腫

に絞り、年齢以外のがん就労者の復職

にかかわる事象について、5つのカテゴ

リーに分類した。 

① 症状または機能低下 

② 病院からの支援 

③ 職場からの配慮 

④ 家族・社会からの支援 

⑤ 患者本人の要因 

 

① 症状または機能低下 

嘔気や治療中の様々な副作用、機能低

下が就労復帰の阻害因子として挙げら

れたが 17）、特に疲労によっての就労困

難が抽出された 18）。また、がんの再発

または進行も有意な因子として報告さ

れている 19）。 

② 病院からの支援 

英国のリンパ腫を含む多種がんの質

的横断研究（質問紙法）の調査では、

就労問題について病院と話し合ったの

は 48%で、労働時間の問題と関連してい

た 20）。その他職業リハビリテーション

の必要性についての研究も確認された。 

③ 職場からの配慮 

前述の英国の質的横断研究において、

フルタイム勤労者は 53%から 33%に減少

し、総労働時間も減少していた。就労

の問題についてその大部分は上司によ

るポジティブなリアクションで 76%が

就労支援を受けていると感じていた１

２）。一方、ノルウェーの後ろ向きコホ

ート研究では、就労復帰されているが

んサバイバーの 26%が何らかの職場か

らの支援を受けており、その最多が 1

週間当たりの総労働時間の変更・縮減
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で 16%であった。その他身体的負担を軽

減する業務変更が 10%, 精神的負担を

軽減する業務変更は 8%で実施されてい

た 21）。 

④家族・社会からの支援家族・社会か

らの支援 

家族や社会相互作用 19）が就労継続に

影響を与える報告は認めたが、詳細な

記載はなかった。 

⑥ 患者本人の要因 

オーストラリアの質的研究では血液

がんでのがん就労に最も影響を与える

因子は年齢 19）であると報告した。その

他、ショックで復職の機会を逃がした

り精神的に自信や能力の喪失、社会的

な疎外感、経済的負担、復職に関する

社会的支援の知識がないこと 19）、寛解

時の希望喪失 17）、合併症や治療に対す

る恐怖 22）などがん診断後の復職では精

神的な負担を受けやすいため個人への

支援が必要である。 
 

C. 考察 
血液がんは他のがんと比較して、化

学療法や放射線治療によって治癒を目

指すことが出来る疾患である。治療終

了後、治療に伴う特有の低免疫状態(ス

テロイド・免疫抑制剤)による感染症、

末梢神経障害、疲労や痛み、痺れなど

の自覚症状は外見から判断できず、数

値化しにくい。 

また、造血幹細胞移植後の GVHDやそ

れに対する免疫抑制剤の長期投与など、

原疾患の再発はない状態でも定期的な

通院とケアや治療を必要とすることが

多い。造血幹細胞移植に関する過去の

研究では、移植後長期サバイバーにお

ける高い復職率を報告しており、健常

人対象との有意差がないとされている。

しかし、以前の報告では、その多くの

移植患者が経過中死亡しており、就労

復帰の率が高く出た可能性が否定でき

ない。近年の移植技術の進歩にて、死

亡率は減少しており、移植サバイバー

数が増加することによって、復職率が

減少してみえる可能性がある。また、

これら報告は、造血幹細胞移植後の就

労復帰へのメンタル機能の明らかな影

響を指摘できておらず、教育・収入・

結婚などの患者の社会背景の影響も見

いだせなかった。これは、既に良好な

社会背景の患者が移植患者として選択

されているなどのバイアスの可能性が

否定できない。慢性 GVHD に関しては、

就労復帰の阻害因子となっている可能

性は極めて高いが、未だ十分な解析は

されておらず、精度および感度の高い

データが必要である。さらに、ある時

点の横断的研究では、良好な QOL のサ

バイバーが就労復帰しているのか、復

帰自体が QOL を良好にしているのかは

結論できず、経年的な縦断的研究によ

る包括的な解析・情報が必要である。

これら移植後の就労復帰に関する情報

は移植医師だけではなく患者自身も知

る必要があり、移植実施への判断に用

いるべきであると考える。 

悪性リンパ腫と就労復帰との関連を

検討した文献調査においては、5つのカ

テゴリーに分類し、体系的レビューを

行うことで実態と課題について整理で

きた。悪性リンパ腫の再分類や治療に
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よって、引き起こされる症状または機

能低下は、重要な要因であるものの、

その多くはある程度予測可能であると

考えられる。病院からの支援、個人的

背景も重要な因子であるが、職場から

の配慮・支援は就業内容や就業規則、

職場環境など職場の要因が大きな影響

を受けると推察された。ドイツの質的

研究では就労復帰を予想する有意な因

子として、①本人の就労復帰の意思②

職場の理解③職務要件④がんの再発ま

たは進行⑤病気休暇の有無⑥社会相互

作用の問題を挙げており１１）、医療機関、

企業、家族や社会、そして患者本人と

いう４方向から連携し構造化したアプ

ローチが望まれることを示唆している。

まずは医療機関と企業が連携し、がん

就労に介入する「両立支援システム・

パス」の開発が重要であると考えられ

る。 

このように、患者の疾患自体あるい

は治療に伴う症状と就労復帰の阻害要

因に関してのいくつかの文献が挙げら

れた。国によって社会保障制度が異な

ること、雇用主の資本背景(大企業か中

小企業か)や雇用環境(正規・非正規な

ど)により休業補償制度や待遇が異な

ること、職場により必要とされる職業

能力が異なること、自覚症状は患者要

因(身体的・精神的状態、併存症、家族

背景、経済的問題など)で変化すること

など、就労復帰に関連する要因は多岐

にわたるため一定の見解を得るのは難

しい。患者自身の疾患やのみならず、

様々な社会的背景も理解した上で復帰

の可否を判断する必要がある。患者(労

働者)が職場復帰を望む時に上司や産

業保健スタッフ(産業医、保健師、職場

責任者)に対して医療者側の意向は伝

わりにくい。その要因として、医療者

は患者の職場環境や職場の支援の有無、

職場が就労制限の可能か等の情報を十

分に把握できていないこと、情報の扱

かわれ方次第で、患者の不利益になる

可能性があること、などが挙げられる。

産業保健スタッフと患者の復職支援を

連携する場合には、患者情報の扱われ

方について患者自身の同意が必要であ

る。患者を中心に、医療者と職場の上

司や産業保健スタッフが連携できるた

めの情報の整理と情報伝達ツールを開

発することが望ましい。 

 

D. 結論 
今回我々は、がん患者の就労復帰に

関する阻害因子の文献レビューを行っ

た。その結果、血液がん患者の就労復

帰を阻害する可能性のある因子を証明

した文献は依然少数であり、そのほと

んどは欧米からであった。血液がん患

者の QOL が悪化し就業復帰の阻害因子

となることが示されていたが、就労配

慮や復帰支援に関する介入研究はなさ

れていない。 

血液がんの長期的な健康障害と緩徐

な就労復帰の傾向から、横断的研究で

は就労復帰に関する有用なデータは得

られにくく、さらに以前の研究とは治

療成績が大きく異なるため、以前の文

献を現在のサバイバーのデータとして

は利用できないことが示唆された。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究 分担研究報告書 
身体疾患患者の就労継続に与える就労上および治療上の要因に関する 

文献調査・報告書 
「がん罹患と就労復帰との関連についての体系的文献レビュー」 

研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

国立がん研究センター・がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部部長 高橋 都 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

研究要旨 

【目的】がん罹患と就労復帰との関連を検討した文献の体系的レビューを行い、がん就労者

の復職時における就業配慮の実態および課題を整理することを目的とし、英文及び和文誌を

対象に、レビューを行った。【方法】キーワードにて文献検索サイト PubMed を検索（検索日：

2014年 12月 23日）し、206編ヒットした（発行期間：2000年-2014年 10月）。5名の医師によ

って、その中から、タイトル及び要約から今回の目的に該当する文献 94 編に絞った。それら

94 編の本文について詳細な検討を行った結果、47 編の文献が抽出された。【結果及び考

察】47 編の論文の「結果」の内容に記載されているがん就労者の復職に関わる事象につい

て、5 つのカテゴリーに分類し、がん就労者の復職時における就業配慮の実態および課題を

整理した。①症状または機能低下 17 編。症状にはがんそのものによる症状と治療誘発性の

ものがある。②病院からの支援 11 編。治療によって症状軽減できると、仕事がしやすくなる。

患者に対しリハビリや教育を行うことで、心理的不安を軽減し働く意欲をもたらす。また職場へ

働きかけることで、職場からの配慮をしやすくなる。③職場からの配慮 27 編。職場ではビジ

ネスと雇用のバランスに重きをおくため、公平性に留意しながら、ルールの枠組み内で配慮を

行う必要がある。コミュニケーションや作業姿勢・動作や認知機能等、業務遂行能力に関わる

症状がある場合、配慮を行い、働きやすい環境を整える。求められる配慮は個別性が高いた

め Flexible な対応が必要であり、職場の理解・協力によって患者の就労意欲は高められる。

④家族・社会からの支援 6 編。収入や人種等の個人的背景によって支援を受けづらい群が

差別されることのないよう、一般的な支援も必要である。⑤患者本人の要因 16 編。人種や経

済状況等の個人の背景に関する要因や、仕事に対する意欲等があり、特に復職の意思が大

切であった。【結論】がん罹患と就労復帰との関連を検討した文献の体系的レビューを行った

ことで、がん就労者の復職時における就業配慮の実態および課題を整理できた。本レビュー

では、実施されている標準的な就業配慮は存在しなかった。がん就労者が治療を継続しつ

つ、事業場側で健康状態に応じた就業配慮を受け、治療と仕事の両立支援がなされるため

には、今後、事業場規模や、症状毎の就業上の困難等の特徴を踏まえた実態調査が必要で

ある。 

研究協力者 
岡 亜希子   （パナソニック（株）エコソリューション社本社健康管理室） 
岡田 岳大   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
原田 有理沙   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
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A. 研究目的 

医療技術の向上や労働人口の高齢化によ

り、職場の中でがんに罹患した後も就労を

継続していく労働者（以下、がん就労者）

の数が今後増加していくことが予想される。

また、第 2 期がん対策推進基本計画でもが
ん患者の就労に関する課題が取り上げられ

ている。がん就労者の就労支援は、就労復

帰時の就業配慮が基本となっており、今後

産業医ががん就労者の就業に関する意見を

述べる機会が多くなると考えられる。がん

就労者特有の就労に関する具体的な課題と

して、1）治療（手術・放射線・化学療法）
による症状の変化、2）就労復帰後のがん治
療継続への対応、3）ターミナル期において
就労継続を希望した際の配慮等を予想され

た。 
このようながん就労者への就労支援の課

題に対し、医療機関（主治医等）と事業場

（産業医等）の情報交換の連携および患者

の主体的関わりのあり方について詳細に検

討し、検討結果に基づき情報提供のための

様式やガイド等の連携ツールを開発する必

要がある。 
そこで本調査では、がん罹患と就労復帰

との関連を検討した文献の体系的レビュー

を行い、がん就労者の復職時における就業

配慮の実態および課題を整理することを目

的とした。 
がん患者の就労継続を与える就労上およ

び医療上の要因及び治療と就労の両立に関

わる指標について、英文と和文誌を対象に、

レビューを行った。 
 

 

B. 研究方法 

 下記のキーワードにて文献検索サイト

PubMedを検索（検索日：2014年 12月 23

日）し、206編ヒットした（発行期間：2000
年-2014 年 10 月）。抽出の基準は 5 名の研
究者で検討し、Inclusion criteria および
Exclusion criteriaを以下の通り決定した。 
 
Inclusion criteria 
1) 就労継続を阻害している患者側の要因
（具体的な症状等）について記載がある。 

2) 就 労 継 続 を す る 上 で 必 要 な

accommodationについて記載がある。 
3) 元来有していたが、病気（症状、治療）
により一時的または恒久的に失われて

しまった就労能力への対応について記

載がある。 
4) 病院での介入であっても職業上のリハ
ビリテーション等、業務能力に関係する

介入について報告している。 
5) 研究対象に 18歳以上、60歳未満（労働
年齢）を含む文献である。 
 

Exclusion criteria 
1) Abstractの記載がない文献である。 
2) レター等の一般的な論文の体裁の整っ
ていない文献である。 

3) レビュー論文である。 
4) AYA 世代のがん等、元々就労能力を獲
得できていない患者にアプローチした

論文である。 
5) 年齢や性別、人種、病期など、ただ単に
就労復帰や仕事の継続に及ぼす要素に

ついての論文である。 
 

5名の医師によって、その中から、タイト
ル及び要約から今回の目的に該当する文献

94 編に絞った。それら 94 編の本文につい
て詳細な検討を行った結果、47 編の文献が
抽出された。 
これら文献のうち、国内及び海外にまで
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相互貸借依頼を実施しても所蔵館がみつか

らず除外された文献が 1編あった（図 1）。 
抽出された47編の論文について、「結果」

の内容に記載されているがん就労者の復職

に関わる事象について、以下の 5 つのカテ
ゴリーに分類し、分析した。 
１．症状または機能低下 
２．病院からの支援 
３．職場からの配慮 
４．家族・社会からの支援 
５．患者本人の要因 

検索キーワード：（ "neoplasms"[MeSH 
Terms] OR "cancer"[All Fields] OR 
"oncology"[All Fields] OR 
"carcinoma"[MeSH Terms] OR 
"carcinoma"[All Fields] ）  AND 
（ "employment"[MeSH Terms] OR 
"employment"[All Fields] ）  AND 
（ "productivity"[All Fields] AND 
"presenteeism"[All Fields] OR "return 
towork 
"[All Fields] OR "accommodation"[All 
Fields] OR "fitness for work"[All Fields] 
OR "fit for work"[All Fields] OR 
"disability"[All Fields] OR "handicap"[All 
fields] ）  AND （ English[Lang] OR 
Japanese[Lang]） AND "humans"[MeSH 
Terms] AND （ "2000/01/01"[PDAT] : 
"2014/12/15"[PDAT]） 
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C. 研究結果  

47 編の論文の「結果」の内容に記載され
ているがん就労者の復職に関わる事象につ

いて、5つのカテゴリーに分類された。 
１．症状または機能低下 
２．病院からの支援 
３．職場からの配慮 
４．家族・社会からの支援 
５．患者本人の要因 
尚、複数のカテゴリーの記載を含む文献

については、重複してカウントした。 
 

１． 症状または機能低下 
 症状または機能低下について検討されて

いた原著論文が 17編確認された。（Table 1） 
 対象のがん種としては、乳癌について報

告された文献が 9編（文献番号：1, 18, 22, 23, 
28, 34, 35, 37, 42）と最多であり、次いで、
口腔癌を含む頭頸部癌について報告された

文献が 5 編であった（文献番号：

10,22,23,38,44）。 
がん就労者の復職に関わる具体的な症状

としては、神経障害、他人が理解困難な発

語、発語・食事・嚥下等に関わる口腔内の

機能障害（口腔内乾燥、口臭、味覚の機能

低下、開口障害）、嗅覚の機能低下、見た目

の変化、首や肩・腕の運動制限や運動時疼

痛、筋力低下、食欲低下、胃部不快感、便

秘、呼吸機能低下、疼痛、長時間の座位困

難、認知力・記憶力低下、集中力低下、疲

労等が報告されていた（文献番号：

4,10,22,32,34,35,37,38,44）。また、化学療
法に誘発された認知力・記憶力低下により、

仕事に対する不安や自信喪失が引き起こさ

れることが報告され（文献番号：32,35）、
治療の副作用も就労継続に影響を及ぼすこ

とが明らかにされていた（文献番号：46）。
特に、がんそのものや治療によって誘発さ

れる疲労、体調の悪さといった症状が復職

及び就労継続に大きな影響を及ぼしており、

これら症状による sickness absenceは就労
継続の上で重要な課題であった（文献番

号：27-29,42,44）。 
 
２． 病院からの支援 
病院からの支援について検討されていた

原著論文が 11編確認された。（Table 2） 
う ち 、 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

（Vocational rehabilitation）の必要性につ
いての研究は、4 編あった 7,8,11,16）。その具

体的な効果として、脳腫瘍のがんサバイバ

ーにおける経時的に有意な認知機能改善効

果や（文献番号：11）、機能改善以外にも、
ストレス対処法や自己の能力で可能な業務

を知ることができるといった効果も報告さ

れていた 8）。 
医療機関を主体とした介入研究は 4 編あ
ったが、有意差があった研究はなかった（文

献番号：7,9,20,31）。介入の内容としては、
職業リハビリテーションが 1 編 7）、患者教

育が 3編（文献番号：9,20,31）、手紙等を通
した主治医と産業医のコミュニケーション

の促進が 2編（文献番号：9,20）であった。 
 
３． 職場からの配慮 
職場からの配慮について検討されていた

原著論文が 27編確認された。（Table 3） 
対象にがんサバイバーを含んだ原著論文

が 23 編 で あ っ た （ 文 献 番 号 ：

2,5,6,10,12,18-20,22-24,26,27,30,32,33,36,
38,40,43,45-47）。対象に治療者等の医療関
係者や、雇用者・上司や同僚、産業医等の

ステークホルダーを含んだ原著論文が 6 編
であった（文献番号：18,20,25,33,39,41）。
また、事業場の規模別の検討は見当たらな

かった。 
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職場からの配慮の具体的な内容について

は、上司・同僚からの理解や支援、労働時

間の縮減等の就業時間の調整、就業時間短

縮勤務からのリハビリ復職、在宅等の多様

な雇用形態の適用、仕事の裁量権を持ち

flexibilityにマネジメントする、小休憩をと
る、身体的または精神的負担を軽減する業

務変更、一時的な人員増強によるサポート、

経済的サポート等が報告されていた（文献

番号：2,5,6,26,27,32,39,40,43,45）。 
 

４． 家族・社会からの支援 
家族・社会からの支援について検討され

ていた原著論文が 6編確認された。（Table 4） 
家族や社会的要因が就労継続に影響を与

える報告があったが、その詳細な記載はな

かった。 
報告の地域については、今回の調査で抽

出された 47 編のうち、UK が最多の 13 編
（ 文 献 番 号 ：

5,11,13,22,28,31-33,35,39,41,45,46）、次い
で USA が 8 編 （ 文 献 番 号 ：

2,24,29,34,36,43,44,47）、スウェーデン 6
編（文献番号：6,15,17,21,30,40）、ドイツ 5
編（文献番号：8,10,14,16,23）、オーストラ
リア 3編（文献番号：4,18,27）、オランダ 3
編（文献番号：9,20,38）、ベルギー2編（文
献番号：19,25）、カナダ 2 編（文献番号：
1,37）、スコットランド 1編（文献番号：7）、
ノルウェー1編（文献番号：26）、フランス
1編（文献番号：3）、韓国 1編（文献番号：
42）、マレーシア 1編（文献番号：12）であ
った。国内の文化や制度に具体的に触れた

論文は見当たらなかった。 
 

５． 患者本人の要因 
 患者本人の要因について検討されていた

原著論文が 16編確認された。（Table 5） 

 具体的な要因としては、年齢、人種、教

育レベル、配偶者の有無、経済的背景等の

個人の背景に関する要因（文献番号：

12,14,15,24,27,42）や、復職する意志の有
無、自分にとっての仕事の意味や価値、仕

事に社会的な役割を感じているか否か、本

人の努力、信念が何に依存しているか、悲

観的か否か、不安や自信喪失等の個人の心

理的要因が報告されていた（文献番号：

1,10,12,13,15,17,21,23,27,32,40）。 
 
D. 考察 

１． 症状または機能低下 
 今回は、年齢や性別、人種、病期など、

ただ単に就労復帰や仕事の継続に及ぼす要

素についての論文は除外しているため

（Exclusion criteria 5）、抽出された原著論
文は 17編に留まった。 
 乳癌を対象とした原著論文が 9 編と最多
であったが、全体としても抽出された 47編
中 30 編が乳癌を対象としていた（文献番
号 ：

1-3,5-9,12,15,17-26,28,30,33-35,37,40,42,4
3,47）。これは乳癌の初発年齢が 40 歳以上
と労働年齢と合致するためである。乳癌は

職場で対応が必要とされる頻度が高いがん

のひとつと言える。また、乳癌では多くの

場合において乳腺外科単科で治療を完結で

きるため、研究対象となりやすいことが推

察された。 
 乳癌に次いで、対象とされた原著論文が

多かったのは、口腔癌を含む頭頸部癌であ

った。これは頭頸部癌では術後の physical
面の変化が大きく、外科的治療に加え化学

療法も施行されるためである。発語や上肢

の動きに障害があれば、従事可能な業務が

制限されやすいことが容易に推察されるが、

頭頸部癌ではこのような業務遂行能力に支
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障をきたす症状が出やすい。さらに、構音

障害に加えて術後の容貌変化も大きく、社

会的接触に問題が生じ得るため、接客業等

では復職困難が予想される。頭頸部癌は就

業に必要な能力に症状をきたしやすく、つ

まり、就労継続上の問題をきたしやすいが

んのひとつと考えられた。 
がん就労者の復職に関わる主な症状には、

がんそのものによる症状と治療誘発性のも

のがある。主な症状には、コミュニケーシ

ョンに関わる機能障害、感覚器の機能低

下・障害、運動機能低下・障害、作業姿勢

や作業動作に影響する症状・障害、認知機

能低下・障害があった。がんやその治療に

よって引き起こされる症状や disability に
ついては程度に個人差はあるものの、がん

の種別や治療方法からその多くは予測可能

なものであった。 
化学療法に誘発された認知力・記憶力低

下によって、仕事に対する不安や自信喪失

が生まれたとの報告があったが、このよう

な chemo brainと呼ばれる後遺症について、
医療者より具体的な説明がなされたかどう

かについては記載がなかった。どの程度の

認知・動作ができる或いはできないのか、

認知力低下がどの程度進行するか等の自分

自身の現在の状態について十分に理解でき

ず、認知力に対する漠然とした不安が増強

された結果、離職につながることが懸念さ

れた。 
業務遂行能力に支障をきたしやすいがん

種及び治療と職種の組み合わせでは、積極

的な介入及び支援が必要となる。 
しかしながら、がん就労者にとって就労

上最大の妨げとなるのは、がん種に関わら

ず、 sickness absence である。 sickness 
absence が懸念される体調の悪さのために
復職が遅れ、さらには離職につながってし

まう。sickness absence リスク低減のため
には、がんそのものや治療によって惹起さ

れる疲労のコントロールが重要であろう。

疲労のコントロールには、対症療法や治療

内容の変更等の医療的介入に加え、自身の

裁量で小休憩をとれる業務への配置転換や

重筋労働を避ける等の職場からの配慮とい

う 2方向からのアプローチが望ましい。 
 
２． 病院からの支援 
今回の調査では、病院からの支援につい

ての論文は、病院での介入であっても職業

上のリハビリテーション等、業務能力に関

係する介入に限ったため、（ Inclusion 
criteria 4）、調査対象となる文献が 11編に
留まった。 
職業リハビリテーションの必要性が主張

される反面、プログラム参加者の中でも主

観的必要性を訴えた者は 26％という報告が
ある 16）等、その有効性が周知されていると

は言い難いようだ。加えて、抽出された論

文の少なさから、職業リハビリテーション

プログラムが実施されているがん就労者は

決して多くはない現状が推察される。治療

中あるいは治療後の時点で、復職へのモチ

ベーションが低い患者をいかにプログラム

に参加させるかという課題の潜在が示唆さ

れるが、これについての介入は報告がなく、

今後期待されるところである。 
がん就労者への復職支援として、病院か

らの介入ができる対象としては、1）患者本
人とその家族、2）上司や産業医を含む患者
の職場の 2つが挙げられる。 
前者に対しての介入内容としては、職業

リハビリテーション、患者教育、精神的サ

ポートとしてのカウンセリング等があり、

これらを通し、患者本人が自身の業務遂行

能力を評価できた上で主体的に復職に取り
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組むことを支援できる。 
後者に対しての介入内容としては、産業

医（職場）への手紙を介しコミュニケーシ

ョンを図る、reasonable accommodationを
提言する等がある。職場への医療情報開示

は、がん就労者の就労支援上不可欠ではあ

るが、どこまでプライバシーに踏み込んで

よいかという問題がある。疾病そのものに

よるキャリアへのマイナス影響に留まらず、

情報開示によってこれが増強される事態は

避けなければならない。このような医療情

報開示による患者への不利益が発生する事

態は、医療者の倫理にも反する。主治医か

ら産業医への手紙を出す介入研究では、手

紙の内容は診断や治療内容と記載されてい

るものの、医療情報開示の基準について具

体的な記載はなかった（文献番号：9,20）。
職場への医療情報開示の基準を明らかにす

ることで、医療者が職場により積極的に働

きかけることを促進できると考える。 
 

３． 職場からの配慮 
今回の論文選別では、職場からの視点に

重きを置いたため、記載数が最多であった。 
医療機関やがん患者データベースを基に

実施された研究が多く、がん就労者側から

の調査が大多数であったが、治療者等の医

療関係者や、雇用者・上司や同僚、産業医

等のステークホルダーを含んだ報告も併せ

て検討できた。各ステークホルダーの視点

を整理すると、がん就労者を取り巻く現状

が見えてきた。 
治療者等の医療関係者は、治療を最優先

にした上での仕事という見方である。雇用

者は、ビジネスと雇用のバランスに重きを

置き、疾病に対しての知識不足から生じる

漠然とした不安からネガティブな考えが大

きい。上司は、他の従業員との公平性に留

意しながら業務の通常性を維持に努める立

場である。産業医は、社内規定や法律の枠

組みの中で就業上の配慮を提言しなければ

ならない。がん就労者が十分な治療を受け

ながらも、職場での立場を保ちながら就労

継続するためには、ステークホルダーの連

携が非常に重要だ。 
がん就労者の復職の可否や実施されてい

る adjustmentについて、がん就労者の持つ
症状や disability との直接的な関連を指摘
されている論文は存在しなかった。職場環

境により flexibleな対応が求められていた。 
今回の調査では、事業場の規模別での検

討については検索にヒットしなかった。職

場で実施可能な就業配慮は、事業場規模に

よって影響を受けることが容易に予想でき

る。今後、職場で実施可能な就業配慮を検

討する上で、まずは事業場の規模別におけ

るがん罹患と就労復帰との関連を検討する

研究が不可欠である。 
 
４． 家族・社会からの支援 
家族や社会的要因が就労継続に影響を与

える報告があったが、その詳細な記載はな

かった。 
がん就労者の就労継続は、文化的背景や

社会制度に大きく影響を受ける。今回の調

査では結果的に日本国内を対象とした研究

論文はヒットせず、海外における英文文献

のみとなったが、日本社会に受け入れられ

るがん就労の在り方を検討し構築していく

にあたって、日本における研究遂行が重要

である。今後、行政視点からの調査も望ま

れる。 
 
５． 患者本人の要因 

adjustmentは職種を含む職場環境や個人
的背景に直接的な影響を受けており、職場
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側要因により左右されやすいと推察された。

しかしながら、個人的背景や患者を取り巻

く環境により、就業配慮を受けづらい群が

いることが示されている。個人側要因によ

り差別されることのないよう一般的対応に

ついてある程度示しておくことも重要であ

ろう。 
患者の心理的要因は、その大部分が個人

の元来のキャラクターやこれまでの仕事へ

の向き合い方に依るものの、がんの症状ま

たは機能低下に影響され、不安が高まる傾

向がある。このような心理的変化は、復職

への意思や期待をどれほど持てるかに収束

していく。がん就労者本人の復職への決意

が固まり、やっと復職のスタートラインに

立つことになる。がん就労者の復職支援の

第 1 歩は、本人の復職の意思を高める支援
であろう。 
 
 
E. 結論 

 がん罹患と就労復帰との関連を検討した

文献の体系的レビューを行ったことで、が

ん就労者の復職時における就業配慮の実態

および課題を整理できた。以下に列挙し、

まとめる。 
１． 症状または機能低下に係る課題 
・業務遂行能力に支障をきたしやすいがん

種及び治療と職種の組み合わせでは、積極

的な介入及び支援が必要となる。 
・就労上最大の妨げとなる sickness absence
のリスク低減が重要であり、医療的介入と

職場からの配慮という 2 方向から疲労症状
のコントロールすることが望ましい。 
２． 病院からの支援に係る課題 
・職業リハビリテーションの有効性を周知

し、復職へのモチベーションが低い患者を

いかにプログラムに参加させるかという介

入が期待される。 
・医療者から職場への働きかけを促進する

ためには、職場への医療情報開示の基準を

明らかにする必要がある。 
３． 職場からの配慮に係る課題 
・がん就労者が職場での立場を保ちながら

就労継続するためには、ステークホルダー

（治療者、雇用者、上司・同僚、産業医等）

間の連携が必要とされる。 
・職場で実施可能な就業配慮を検討する上

で、まずは事業場の規模別におけるがん罹

患と就労復帰との関連を検討する研究が期

待される。 
４． 家族・社会からの支援に係る課題 
・がん就労者の就労継続について、文化的

背景や社会制度といった行政視点からの調

査が望まれる。 
５． 患者本人の要因に係る課題 
・個人側要因により差別されることのない

よう一般的な就業配慮及び職場対応につい

て、提示される必要がある。 
・何よりも、本人の復職への意思を高める

支援が求められる。 
 
患者自身が復職に向けて主体的に動くこ

とが、最も重要であり、そのために必要な

周囲のサポートをどれだけ用意できるかと

いう課題に集約できる。 
本レビューでは、実施されている標準的

な就業配慮は存在しなかった。 
がん就労者が治療を継続しつつ、事業場

側で健康状態に応じた就業配慮を受け、治

療と仕事の両立支援がなされるためには、

今後、事業場規模や、症状毎の就業上の困

難等の特徴を踏まえた実態調査が必要であ

る。加えて、医療機関、企業、家族や社会、

そして何より患者本人、という 4 方面から
連携する構造化したアプローチが望まれる。
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まずは、医療機関と企業が連携し、がん就

労者に介入する研究が期待される。 
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4
1
％

)
●

ブ
ル

カ
ラ

ー
で

は
1
9
の

よ
り

深
刻

な
障

害
が

報
告

さ
れ

た
。

①
 発

語
が

見
知

ら
ぬ

人
に

理
解

可
能

か
、

②
 発

語
が

家
族

に
理

解
可

能
か

、
③

 食
事

・
嚥

下
、

④
 舌

の
動

き
、

⑤
 口

裂
、

⑥
 下

顎
の

動
き

、
⑦

 首
の

動
き

、
⑧

 肩
-
腕

の
動

き
、

⑨
 味

覚
、

⑩
 嗅

覚
、

⑪
 見

た
目

、
⑫

 力
、

⑬
 食

欲
、

⑭
 呼

吸
、

⑮
 痛

み
、

⑯
 腫

脹
、

⑰
　

口
腔

内
乾

燥
、

⑱
 口

臭
、

⑲
 s

to
m

ac
h
 c

o
m

pl
ai

n
s

●
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

と
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
で

、
い

く
つ

か
の

治
療

場
面

で
行

動
の

違
い

が
認

め
ら

れ
た

。
・
診

断
前

か
ら

歯
医

者
に

き
ち

ん
と

行
っ

て
い

る
か

・
公

共
機

関
の

利
用

・
会

話
を

避
け

る
・
将

来
に

悲
観

的
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
運

命
に

よ
っ

て
い

る
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
社

会
と

の
依

存
に

よ
る

か
・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
自

己
に

よ
る

か
　

等

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
と

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
治

療
場

面
で

の
行

動
の

違
い

が
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

で
み

ら
れ

る
深

刻
な

障
害

を
招

い
て

い
る

。
結

果
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
復

職
が

困
難

と
な

っ
て

い
る

。
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
改

善
が

求
め

ら
れ

る
。

ブ
ル

カ
ラ

ー
、

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
の

復
職

の
違

い
を

分
析

し
て

い
る

論
文

で
あ

る
。

「
考

え
方

や
行

動
の

違
い

」
が

「
病

状
の

違
い

」
を

引
き

起
こ

す
。

と
い

う
点

で
、

復
職

阻
害

の
要

因
と

み
な

し
た

。

In
 V

iv
o
.

2
0
1
3

1
0

4
質

的
研

究
（
個

別
、

F
G

）

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
n
d

c
an

c
e
r:
 t

h
e

A
u
st

ra
lia

n
e
xp

e
ri
e
n
c
e
.

M
c
K
ay

 G
2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
乳

癌
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

1
5
例

・
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
　

1
2
例

・
E
A

P
/
心

理
職

　
4
例

様
々

個
別

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
C

la
rk

e
's

 t
h
e
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

 a
pp

ro
ac

h
を

用
い

て
、

解
析

し
た

。

●
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

人
に

つ
い

て
も

先
行

研
究

と
同

様
、

n
o
rm

al
it
yの

維
持

と
id

e
n
ti
ty

の
再

獲
得

が
、

復
職

の
質

に
と

っ
て

重
要

で
あ

る
。

●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
の

分
析

の
結

果
、

5
つ

の
テ

ー
マ

と
各

サ
ブ

テ
ー

マ
に

分
類

さ
れ

た
。

①
 I
m

pa
c
t 

o
f 
c
an

c
e
r 

o
n
 w

o
rk

（
サ

ブ
テ

ー
マ

数
　

5
）

②
 S

ta
yi

n
g 

in
 c

o
n
ta

c
t（

2
）

③
 A

c
kn

o
w

le
dg

in
g 

th
e
 e

xp
e
ri
e
n
c
e
 o

f 
c
an

c
e
r 

at
 w

o
rk

（
4
）

④
 G

u
id

an
c
e
 o

n
 r

e
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

 p
ro

c
e
ss

（
3
）

⑤
 W

o
rk

pl
ac

e
 s

u
pp

o
rt

（
5
）

乳
癌

患
者

の
復

職
支

援
に

お
い

て
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
重

要
で

あ
る

。
一

般
に

、
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は

支
援

的
で

あ
る

が
、

多
く

の
課

題
が

あ
る

。
・
本

人
が

自
身

の
業

務
遂

行
能

力
を

評
価

で
き

て
い

な
い

可
能

性
が

あ
る

・
情

報
開

示
が

大
切

だ
が

、
ど

こ
ま

で
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

踏
み

込
ん

で
よ

い
か

：
　

患
者

も
開

示
が

自
分

の
キ

ャ
リ

ア
に

マ
イ

ナ
ス

の
影

響
を

持
つ

の
で

は
な

い
か

と
思

っ
て

い
る

場
合

が
あ

る
　

等
ま

た
、

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
は

、
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
で

あ
る

べ
き

だ
が

、
あ

る
程

度
構

造
化

さ
れ

た
ア

プ
ロ

ー
チ

が
必

要
で

あ
る

。
今

回
の

結
果

を
も

と
に

、
今

後
の

支
援

に
つ

い
て

、
い

く
つ

か
の

提
言

案
を

考
察

し
た

。
-
 A

ss
e
ss

 C
ri
ti
c
al

 T
im

e
s 

fo
r 

In
te

rv
e
n
ti
o
n

-
 E

n
c
o
u
ra

ge
 t

h
e
 S

e
e
ki

n
g 

o
f 

S
u
pp

o
rt

-
 S

u
st

ai
n
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n
 E

ff
o
rt

s 
P

o
st

 I
m

m
e
di

at
e

R
e
tu

rn
 t

o
 W

o
rk

-
 F

ac
ili

ta
ti
n
g 

C
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
 a

dn
 C

o
n
n
e
c
ti
o
n

w
it
h
 t

h
e
 W

o
rk

pl
ac

e
-
 I
m

pr
o
vi

n
g 

L
it
e
ra

c
y 

o
n
 C

an
c
e
r 

as
 a

 C
h
o
ro

n
ic

Ill
n
e
ss

-
 A

do
pt

in
g 

F
o
rm

al
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n

が
ん

の
症

状
と

業
務

と
の

関
係

に
つ

い
て

の
記

述
は

、
ほ

と
ん

ど
な

い
。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
3

1
8

－51－



5
質

的
研

究

D
is

ti
n
c
t 

w
o
rk

-
re

la
te

d,
c
lin

ic
al

 a
n
d

ps
yc

h
o
lo

gi
c
al

fa
c
to

rs
pr

e
di

c
t 

re
tu

rn
to

 w
o
rk

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

in
fo

u
r

di
ff

e
re

n
t

c
an

c
e
r 

ty
pe

s

C
o
o
pe

r 
A

F
2
0
1
3

イ
ギ

リ
ス

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
泌

尿
器

系
が

ん

・
1
8
歳

以
上

・
治

療
を

完
了

し
た

・
転

移
例

は
除

外

医
療

機
関

(外
来

)
自

宅

①
S

o
c
io

de
m

o
gr

ap
h
ic

 f
ac

to
rs

②
C

lin
ic

al
 f
ac

to
rs

③
W

o
rk

-
re

la
te

d 
fa

c
to

rs
④

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
fa

c
to

rs
上

記
項

目
が

ど
の

程
度

復
職

に
関

与
す

る
の

か
に

つ
い

て
、

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rに

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

し
た

。
ア

ン
ケ

ー
ト

は
自

宅
で

記
入

し
た

。

●
各

が
ん

種
の

8
9
-
9
4
％

の
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rが

復
職

し
た

。
●

復
職

ま
で

の
期

間
が

最
長

だ
っ

た
の

は
乳

癌
、

最
短

だ
っ

た
の

は
泌

尿
器

系
が

ん
で

あ
っ

た
。

●
乳

癌
の

復
職

ま
で

の
期

間
の

予
測

因
子

と
し

て
は

、
以

下
が

挙
げ

ら
れ

た
。

①
 仕

事
の

場
面

で
が

ん
の

影
響

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

る
か

②
 フ

ル
タ

イ
ム

の
仕

事
●

婦
人

科
が

ん
に

お
い

て
、

治
療

で
職

業
能

力
を

低
下

す
る

と
復

職
ま

で
時

間
が

か
か

っ
た

。
●

泌
尿

器
系

が
ん

で
は

、
便

秘
が

復
職

ま
で

時
間

が
か

か
る

予
測

因
子

だ
っ

た
。

●
柔

軟
な

作
業

に
着

手
す

る
こ

と
が

、
早

期
復

職
の

予
測

因
子

と
な

っ
た

。
●

頭
頸

部
癌

で
は

、
癌

以
上

に
悪

影
響

が
出

る
場

合
が

、
復

職
に

時
間

が
か

か
っ

た
。

●
以

上
よ

り
、

身
体

機
能

が
良

い
ほ

ど
復

職
が

早
い

と
言

え
る

。

症
状

へ
の

対
応

と
、

適
正

配
置

が
重

要
で

あ
る

。
特

定
の

が
ん

と
そ

の
治

療
の

知
見

を
得

る
こ

と
は

、
復

職
を

よ
り

促
進

す
る

。
な

し
P

sy
c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

2
2

6
量

的
研

究
(観

察
研

究
：
前

向
き

)

P
re

di
c
to

rs
 o

f
e
m

pl
o
ym

e
n
t

am
o
n
g 

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

 a
ft

e
r

m
e
di

c
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n
 –

a 
pr

o
sp

e
c
ti
ve

st
u
dy

M
e
h
n
e
rt

 A
2
0
1
3

ド
イ

ツ

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
皮

膚
癌

大
腸

直
腸

癌
肺

癌
造

血
器

腫
瘍

・
1
8
‐
6
0
歳

医
療

機
関

①
1
年

間
の

リ
ハ

ビ
リ

後
の

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r

の
雇

用
状

況
を

調
査

し
た

。
②

R
T
W

へ
の

関
連

因
子

(人
口

統
計

学
的

、
癌

、
心

理
社

会
学

的
、

治
療

)を
特

定
し

、
R

T
W

ま
で

の
時

間
を

求
め

た
。

［
具

体
的

な
質

問
内

容
］

機
能

障
害

、
痛

み
、

不
安

、
抑

う
つ

、
生

活
の

質
、

社
会

的
支

援
、

そ
し

て
仕

事
関

連
の

特
性

(作
業

能
力

、
病

気
休

暇
の

不
在

、
ジ

ョ
ブ

要
件

、
仕

事
の

満
足

度
、

自
己

知
覚

雇
用

者
の

宿
泊

施
設

、
知

覚
仕

事
の

損
失

　
等

●
R

T
W

を
予

測
す

る
有

意
な

因
子

と
し

て
、

以
下

を
挙

げ
た

。
・
R

T
W

の
意

思
が

あ
る

か
・
雇

用
主

が
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

理
解

が
あ

る
か

・
求

め
ら

れ
る

職
務

要
件

が
高

い
こ

と
・
癌

の
再

発
ま

た
は

進
行

・
元

の
病

気
休

暇
の

有
無

・
社

会
的

相
互

作
用

の
問

題

動
機

的
な

要
因

に
よ

っ
て

、
R

T
W

が
左

右
さ

れ
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

が
分

か
っ

た
。

職
場

復
帰

に
向

け
て

の
意

欲
と

疑
い

の
目

を
も

っ
て

、
慎

重
に

リ
ハ

ビ
リ

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

評
価

す
べ

き
で

あ
る

。

な
し

S
c
an

d 
J

W
o
rk

E
n
vi

ro
n

H
e
al

th
.

2
0
1
3

2
3

7
質

的
研

究
（
個

人
、

F
G

）

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 a
ft

e
r

tr
e
at

m
e
n
t 

fo
r

h
ae

m
at

o
lo

gi
c
al

c
an

c
e
r:

fi
n
di

n
gs

 f
ro

m
A

u
st

ra
lia

.

M
c
G

ra
th

P
D

2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

造
血

器
腫

瘍

白
血

病
多

発
性

骨
髄

腫
リ

ン
パ

腫
そ

の
他

・
成

人
　

5
0
例

　
1
グ

ル
ー

プ
（
男

性
　

2
6
例

、
女

性
　

2
4
例

）
う

ち
、

　
・
白

血
病

　
1
7
例

、
　

・
多

発
性

骨
髄

腫
　

1
5
例

、
　

・
リ

ン
パ

腫
　

1
4
例

、
　

・
そ

の
他

　
4
例

・
診

断
後

1
年

以
上

経
過

・
L
e
u
ka

e
m

ia
 F

o
u
n
da

ti
o
n
 o

f
Q

u
e
e
n
sl

an
d（

L
F
Q

）
登

録
者

・
In

te
rn

at
io

n
al

 P
ro

gr
am

 o
f 
P

sy
c
h
o
-

S
o
c
ia

l 
H

e
al

th
 R

e
se

ar
c
h
 (
IP

P
-
S

H
R

)を
通

し
て

参
加

・
骨

髄
移

植
後

　
1
1
例

を
含

む
・
幹

細
胞

移
植

後
　

1
5
例

を
含

む

不
明

対
象

者
各

々
に

電
話

で
1
時

間
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

こ
の

調
査

結
果

と
考

察
を

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
に

報
告

し
、

議
論

し
た

。
議

論
内

容
は

録
音

・
文

字
起

こ
し

し
、

質
的

デ
ー

タ
解

析
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
用

い
て

解
析

し
た

。

●
就

労
と

の
関

係
性

で
3
グ

ル
ー

プ
に

分
類

で
き

た
。

各
グ

ル
ー

プ
の

経
験

の
特

徴
を

分
類

し
報

告
し

た
。

①
 退

職
後

で
復

職
問

題
が

な
か

っ
た

群
②

 復
職

成
功

群
・
休

業
期

間
が

短
く
身

体
的

負
担

も
小

さ
か

っ
た

た
め

、
問

題
な

く
前

職
に

復
職

で
き

た
。

・
pa

rt
 t

im
e
で

復
職

し
徐

々
に

就
労

時
間

を
伸

ば
し

た
。

・
仕

事
を

F
le

xi
bi

lit
yに

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

で
き

た
。

③
 働

き
た

い
の

に
復

職
過

程
で

問
題

が
あ

っ
た

群
・
様

々
な

合
併

症
、

特
に

疲
労

に
よ

っ
て

就
労

困
難

で
あ

っ
た

。
・
身

体
的

負
荷

の
高

い
作

業
に

つ
い

て
雇

用
契

約
を

結
ん

で
い

た
。

・
シ

ョ
ッ

ク
で

復
職

の
機

会
を

逃
し

た
。

・
精

神
的

に
自

信
や

能
力

が
失

わ
れ

た
。

・
仕

事
を

し
な

い
こ

と
で

社
会

的
な

疎
外

感
を

感
じ

た
。

・
経

済
的

な
負

担
を

感
じ

た
。

・
復

職
に

関
す

る
社

会
的

支
援

の
知

識
が

な
く
、

復
職

意
欲

が
あ

る
の

に
復

職
が

阻
害

さ
れ

た
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

、
が

ん
就

労
（
特

に
造

血
器

腫
瘍

患
者

の
就

労
）
に

最
も

大
き

な
影

響
を

与
え

る
因

子
は

年
齢

で
あ

る
。

が
ん

診
断

後
の

復
職

で
は

、
精

神
的

な
負

担
を

受
け

や
す

い
た

め
個

人
へ

の
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

（
※

文
献

的
考

察
が

中
心

。
）

な
し

S
u
pp

o
rt

C
ar

e
C

an
c
e
r.

2
0
1
2

2
7

8
質

的
研

究
（
m

e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

an
d 

br
e
as

t
c
an

c
e
r:
 a

m
e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y.

B
an

n
in

g 
M

2
0
1
1

U
K

乳
癌

該
当

な
し

不
明

診
断

後
に

職
場

復
帰

す
る

際
の

経
験

に
関

す
る

1
0
の

質
的

研
究

を
統

合
し

、
m

e
ta

-
e
th

o
n
o
gr

ap
h
ic

 a
pp

ro
ac

h
を

用
い

て
、

詳
細

に
分

析
し

た
。

各
研

究
論

文
の

情
報

を
統

合
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

グ
ル

ー
プ

内
で

翻
訳

し
た

。

●
職

場
復

帰
に

関
し

て
4
つ

の
コ

ン
セ

プ
ト

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
①

 i
n
fl
u
e
n
c
e
 f
ac

to
rs

,
②

 s
ic

kn
e
ss

 a
bs

e
n
c
e
,

③
 w

o
rk

 a
bi

lit
y,

④
 w

o
rk

-
re

la
te

d 
pr

o
bl

e
m

s
●

更
な

る
分

析
で

、
4
つ

の
最

終
的

な
解

釈
が

出
来

上
が

っ
た

。
①

 b
re

as
t 

c
an

c
e
 a

n
d 

e
m

pl
o
ym

e
n
t,

②
 t

re
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

 i
m

pa
ir
m

e
n
t,

③
 e

m
pl

o
ye

r 
c
o
m

pr
e
h
e
n
si

o
n
 o

f 
br

e
as

t 
c
an

c
e
,

④
 f
e
ar

 o
f 
w

o
rk

-
re

la
te

d 
fa

ilu
re

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
と

し
て

、
雇

用
者

の
教

育
の

重
要

性
、

産
業

保
健

サ
ー

ビ
ス

充
実

の
重

要
性

が
考

察
さ

れ
た

。
ま

た
、

が
ん

専
門

医
に

つ
い

て
も

、
職

場
復

帰
の

ベ
ス

ト
な

タ
イ

ミ
ン

グ
を

決
定

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
必

要
が

あ
る

。

tr
e
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

im
pa

ir
e
m

e
n
tと

し
て

、
種

々
の

症
状

と
仕

事
上

の
困

難
性

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。

E
u
r 

J
C

an
c
e
r 

C
ar

e
(E

n
gl

).
  

2
0
1
1

2
8

－52－



9
横

断
研

究

W
o
rk

in
g 

w
it
h

c
an

c
e
r:
 H

e
al

th
an

d 
di

sa
bi

lit
y

di
sp

ar
it
ie

s
am

o
n
g

e
m

pl
o
ye

d
c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

 i
n

th
e
 U

.S
.

C
la

rk
e
 T

C
2
0
1
1

ア
メ

リ
カ

多
種

の
が

ん

・
が

ん
患

者
　

2
2
9
5
2
例

・
対

照
群

　
3
5
8
4
9
5
例

・
1
9
9
7
–
2
0
0
9
年

に
U

S
 N

at
io

n
al

 H
e
al

th
In

te
rv

ie
w

 S
u
rv

e
yに

登
録

不
明

存
在

す
る

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
よ

り
、

以
下

を
抽

出
し

た
。

①
自

覚
症

状
の

オ
ッ

ズ
比

、
②

仕
事

を
す

る
こ

と
に

よ
る

健
康

状
態

の
オ

ッ
ズ

比

●
「
が

ん
患

者
の

就
業

者
」
の

「
が

ん
患

者
の

非
就

業
者

」
に

比
し

た
自

覚
症

状
の

出
現

・
体

調
が

悪
い

　
（
オ

ッ
ズ

比
 0

.2
5
）
、

・
機

能
障

害
　

（
0
.3

7
）
、

・
慢

性
的

な
症

状
　

（
0
.3

0
）
、

・
ベ

ッ
ド

デ
イ

　
（
0
.2

8
）

●
「
が

ん
患

者
の

就
業

者
」
の

「
非

が
ん

患
者

の
就

業
者

」
に

比
し

た
自

覚
症

状
の

出
現

・
体

調
が

悪
い

　
（
オ

ッ
ズ

比
 2

.0
6
）
、

・
機

能
障

害
　

（
1
.7

2
）
、

・
慢

性
的

な
症

状
　

（
1
.3

1
）
、

・
ベ

ッ
ド

デ
イ

　
（
1
.8

9
）

●
職

種
間

の
比

較
で

は
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

が
総

じ
て

健
康

状
態

が
悪

か
っ

た
。

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

は
健

康
状

態
が

悪
く
、

di
sa

bi
lit

yを
抱

え
が

ち
で

あ
り

、
多

く
の

支
援

が
必

要
で

あ
る

。
な

し
P

re
v 

M
e
d.

2
0
1
1

2
9

1
0

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

A
 l
o
n
gi

tu
di

n
al

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f 

th
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
w

o
rk

in
g

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

fo
r

gy
n
ae

c
o
lo

gi
c
al

c
an

c
e
r.

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
1
2

U
K

婦
人

科
が

ん

（
子

宮
内

膜
癌

、
子

宮
頸

癌
、

卵
巣

癌
）

・
1
8
-
6
5
歳

・
来

治
療

終
了

後
4
週

間
以

内
医

療
機

関
電

話

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
2
回

実
施

し
た

。
①

復
職

前
：

復
職

に
関

す
る

認
識

、
業

務
に

お
い

て
が

ん
の

影
響

に
つ

い
て

の
考

え
、

職
業

上
の

目
標

、
仕

事
の

価
値

な
ど

②
復

職
後

1
年

：
復

職
の

プ
ロ

セ
ス

（
促

進
因

子
と

阻
害

要
因

）
、

仕
事

や
職

業
上

の
目

標
に

対
す

る
認

識
な

ど

①
 復

職
前

（
5
5
例

）
②

 復
職

後
（
3
6
例

）
●

仕
事

の
意

味
：

・
金

銭
的

報
酬

、
・
社

会
と

の
関

わ
り

、
・
ル

ー
チ

ン
作

業
の

供
給

●
情

報
の

開
示

：
同

僚
に

開
示

し
た

事
例

は
ほ

と
ん

ど
な

く
、

限
ら

れ
た

同
僚

に
開

示
し

た
事

例
や

、
ラ

イ
ン

マ
ネ

ジ
ャ

ー
だ

け
に

開
示

し
た

事
例

は
あ

っ
た

。
●

仕
事

の
再

調
整

：
・
疲

労
感

、
集

中
力

低
下

、
長

時
間

座
位

が
困

難
等

に
よ

り
、

職
場

環
境

や
業

務
に

慣
れ

る
た

め
に

は
調

整
期

間
や

小
休

憩
が

必
要

で
あ

っ
た

。
・
記

憶
力

低
下

に
よ

り
、

不
安

、
自

信
喪

失
を

認
め

て
い

た
。

復
職

前
後

で
働

き
方

は
変

わ
ら

な
か

っ
た

が
、

仕
事

に
対

す
る

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
や

目
標

は
変

化
し

た
。

職
場

の
人

に
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

で
サ

ポ
ー

ト
が

得
ら

れ
や

す
い

反
面

、
仕

事
の

変
更

を
強

い
ら

れ
た

り
失

業
さ

せ
ら

れ
る

恐
れ

も
あ

る
。

な
し

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
2

3
2

1
1

量
的

研
究

W
o
rk

 t
as

k
di

sa
bi

lit
y 

in
e
m

pl
o
ye

d
br

e
as

t 
an

d
pr

o
st

at
e

c
an

c
e
r

pa
ti
e
n
ts

O
be

rs
t 

K
2
0
1
0

ア
メ

リ
カ

（
デ

ト
ロ

イ
ト

）
乳

癌
前

立
腺

癌

・
3
0
‐
6
4
歳

・
前

立
腺

が
ん

　
2
6
7
例

・
乳

が
ん

　
4
4
7
例

・
デ

ト
ロ

イ
ト

が
ん

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
シ

ス
テ

ム
か

ら
抽

出
・
診

断
後

1
2
か

月
と

1
8
ヶ

月
・
配

偶
者

が
就

労
し

て
い

る
例

は
除

外

電
話

・
雇

用
特

性
・
雇

用
状

況
・
仕

事
内

容
に

つ
い

て
、

以
下

の
7
項

目
を

電
話

に
よ

る
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
[身

体
障

害
]

①
身

体
的

な
努

力
を

多
く
必

要
と

す
る

か
②

重
い

荷
物

を
持

ち
上

げ
る

必
要

が
あ

る
か

③
前

か
が

み
、

ひ
ざ

ま
ず

い
く
、

し
ゃ

が
む

必
要

が
あ

る
か

[認
知

障
害

]
①

強
い

注
意

が
必

要
か

ど
う

か
②

デ
ー

タ
や

情
報

を
分

析
す

る
か

ど
う

か
③

新
し

い
こ

と
を

学
ぶ

こ
と

が
必

要
が

あ
る

か
ど

う
か

[最
後

に
]

①
が

ん
や

そ
の

治
療

が
、

仕
事

を
制

限
し

た
り

、
能

力
を

妨
害

し
て

い
る

か
ど

う
か

・
ピ

ア
ソ

ン
の

カ
イ

二
乗

検
定

を
用

い
て

、
障

害
の

見
積

も
り

と
雇

用
の

関
係

を
解

析
し

た
。

t
検

定
を

用
い

て
、

労
働

の
持

続
時

間
を

解
析

し
た

。

●
乳

癌
患

者
の

身
体

障
害

は
、

1
2
ヶ

月
で

6
0
％

、
1
8
ヶ

月
で

3
6
％

ま
で

減
少

し
た

。
認

知
障

害
は

、
1
2
ヶ

月
で

3
4
％

、
1
8
ヶ

月
で

2
2
％

が
報

告
さ

れ
た

。
●

前
立

腺
患

者
の

身
体

障
害

は
、

1
2
ヶ

月
で

2
9
％

、
1
8
ヶ

月
で

1
7
％

ま
で

減
少

し
た

。
認

知
障

害
は

、
1
2
ヶ

月
で

1
2
％

、
1
8
ヶ

月
で

7
％

が
報

告
さ

れ
た

。
●

乳
癌

患
者

に
お

い
て

、
障

害
の

あ
る

人
の

ほ
う

が
、

障
害

の
な

い
人

よ
り

も
、

労
働

力
を

残
し

て
い

た
（
力

を
使

い
き

れ
て

い
な

か
っ

た
）
。

●
乳

癌
お

よ
び

前
立

腺
癌

患
者

の
大

部
分

が
、

治
療

後
1
年

間
で

仕
事

関
連

の
障

害
を

経
験

し
た

。
●

身
体

障
害

の
方

が
、

認
知

障
害

よ
り

も
多

か
っ

た
。

治
療

誘
発

性
の

障
害

に
よ

っ
て

、
が

ん
患

者
の

雇
用

の
難

し
さ

を
招

い
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

。
前

立
腺

癌
患

者
の

雇
用

率
は

、
仕

事
関

連
の

障
害

を
持

っ
て

い
な

か
っ

た
。

こ
れ

は
お

そ
ら

く
、

前
立

腺
癌

の
治

療
が

低
侵

襲
の

た
め

で
あ

る
。

が
ん

患
者

が
労

働
力

を
残

し
て

し
ま

う
こ

と
は

財
政

的
に

も
は

個
人

的
に

望
ま

し
く
な

い
。

職
場

で
の

宿
泊

場
所

や
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
変

更
等

の
オ

プ
シ

ョ
ン

が
有

効
か

も
し

れ
な

い
。

認
知

障
害

に
比

し
て

、
身

体
障

害
者

の
方

が
多

く
報

告
さ

れ
た

。
T
as

kが
少

な
く
な

っ
て

も
身

体
障

害
大

き
い

た
め

示
で

あ
る

。
身

体
的

な
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
重

要
で

あ
る

。
認

知
-
仕

事
関

係
は

女
性

に
多

か
っ

た
。

癌
su

vi
vo

r
に

と
っ

て
、

認
知

障
害

が
生

産
性

を
破

壊
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

認
知

機
能

を
維

持
す

る
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

仕
事

の
障

害
要

素
を

、
身

体
障

害
と

認
知

障
害

に
分

け
て

分
析

し
て

い
る

。

J
 C

an
c
e
r

S
u
rv

iv
.

2
0
1
0

3
4

1
2

質
的

研
究

（
F
G

）

W
o
m

e
n
’
s

pe
rc

e
pt

io
n
 o

f
c
h
e
m

o
th

e
ra

py
-
in

du
c
e
d

c
o
gn

it
iv

e
 s

id
e

af
fe

c
ts

 o
n

w
o
rk

 a
bi

lit
y:

 a
fo

c
u
s 

gr
o
u
p

st
u
dy

M
u
n
ir
 F

2
0
1
0

イ
ギ

リ
ス

乳
癌

・
2
グ

ル
ー

プ
（
n
=
6
,n

=
7
)

1
2
ヶ

月
-
1
0
年

以
上

前
に

化
学

療
法

終
了

し
て

い
る

・
初

発
例

・
診

断
時

に
1
8
.5

時
間

/
週

以
上

働
い

て
い

た

不
明

半
構

造
化

面
接

を
用

い
て

、
2
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
し

た
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

内
容

を
文

字
起

こ
し

し
、

テ
ン

プ
レ

ー
ト

分
析

を
し

た
。

●
乳

癌
su

rv
iv

o
rの

「
見

識
」
や

「
作

業
能

力
」
は

、
化

学
療

法
に

よ
っ

て
誘

発
さ

れ
た

認
知

障
害

に
影

響
さ

れ
た

。
●

復
職

の
査

定
や

仕
事

の
管

理
能

力
等

が
、

3
つ

の
相

互
因

子
に

影
響

さ
れ

て
い

た
。

①
化

学
療

法
後

の
実

際
の

認
知

能
力

②
患

者
と

そ
の

家
族

に
よ

る
認

知
障

害
へ

の
認

識
③

毎
日

の
仕

事
を

実
行

す
る

時
の

「
信

頼
」
に

お
け

る
影

響

家
庭

や
職

場
に

お
い

て
、

が
ん

患
者

の
化

学
療

法
誘

発
性

の
認

知
障

害
を

管
理

す
る

た
め

に
、

今
後

よ
り

詳
細

な
情

報
と

サ
ポ

ー
ト

が
必

要
と

な
る

。

乳
が

ん
の

化
学

療
法

後
の

認
知

障
害

は
「
c
h
e
m

o
 b

ra
in

」
と

言
っ

て
、

実
際

に
臨

床
の

中
で

も
2
0
年

以
上

続
く
後

遺
症

と
し

て
研

究
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
こ

と
を

本
人

や
家

族
、

周
囲

の
人

が
キ

チ
ン

が
知

っ
て

、
復

職
に

取
り

組
む

べ
き

、
と

い
っ

た
内

容
で

あ
る

。

J
 C

lin
 N

u
rs

.
2
0
1
0

3
5

1
3

量
的

研
究

T
h
e
 i
m

pa
c
t 

o
f

br
e
as

t 
c
an

c
e
r

am
o
n
g

C
an

ad
ia

n
w

o
m

e
n
:

D
is

ab
ili

ty
 a

n
d

pr
o
du

c
ti
vi

ty

Q
u
in

la
n
 E

2
0
0
8

カ
ナ

ダ
乳

癌

・
1
8
際

以
上

・
片

側
の

乳
癌

・
S

ta
ge

Ⅰ
-
Ⅲ

・
英

語
か

仏
語

で
会

話
可

能

不
明

過
去

乳
癌

生
存

者
に

お
け

る
大

き
な

研
究

か
ら

、
デ

ー
タ

を
集

め
た

。
個

人
の

各
種

デ
ー

タ
と

、
腕

の
浮

腫
に

よ
る

運
動

制
限

や
痛

み
が

ど
の

程
度

生
産

性
に

影
響

し
て

い
る

か
を

調
べ

た
。

疲
労

、
st

ag
e
、

お
よ

び
地

理
的

位
置

に
よ

っ
て

調
整

し
、

検
討

し
た

。

●
運

動
制

限
や

腕
の

痛
み

が
あ

る
例

で
は

、
そ

れ
ら

の
症

状
が

無
い

例
に

比
べ

、
生

産
能

力
を

失
う

可
能

性
が

2
.5

倍
高

か
っ

た
。

乳
癌

術
後

の
回

復
期

に
は

、
浮

腫
に

よ
る

運
動

制
限

に
重

き
を

お
い

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

必
要

で
あ

る
。

乳
癌

o
pe

後
の

生
産

性
喪

失
の

話
題

だ
が

、
症

状
に

視
点

を
お

い
て

い
る

点
は

復
職

障
害

の
要

素
に

も
な

り
そ

う
な

の
で

、
入

れ
た

。

W
o
rk

. 
 2

0
0
9

3
7
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1
4

量
的

研
究

E
m

pl
o
ym

e
n
t

an
d 

re
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 i
n
 h

e
ad

an
d 

n
e
c
k

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

V
e
rd

o
n
c
k-

de
 L

e
e
u
w

IM
2
0
1
0

オ
ラ

ン
ダ

頭
頸

部
癌

・
診

断
時

　
6
5
歳

未
満

・
治

療
後

2
年

以
上

経
過

・
認

知
機

能
障

害
例

は
除

外
・
オ

ラ
ン

ダ
語

で
会

話
不

能
例

は
除

外

不
明

・
各

人
に

対
し

、
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

た
。

・
プ

ラ
イ

マ
リ

ア
ウ

ト
カ

ム
は

、
雇

用
状

況
と

復
職

の
評

価
と

し
た

。
・
セ

カ
ン

ダ
リ

ア
ウ

ト
カ

ム
は

、
健

康
関

連
Q

O
L

（
E
O

R
T
C

 Q
L
Q

-
C

3
0
と

Q
L
Q

-
H

＆
N

3
5
）
と

精
神

的
苦

痛
（
H

o
sp

it
al

 A
n
xi

e
ty

 a
n
d

D
e
pr

e
ss

io
n
 S

c
al

e
（
H

A
D

S
）
）
と

し
た

。
・
社

会
人

口
学

的
要

素
と

疾
患

と
治

療
関

連
パ

ラ
メ

ー
タ

、
健

康
関

連
Q

O
L
、

苦
痛

の
状

況
を

調
査

し
、

雇
用

状
況

と
比

較
し

た
。

●
診

断
時

に
就

労
し

て
い

た
5
3
例

の
う

ち
、

4
4
例

（
8
3
％

）
は

仕
事

に
復

帰
し

た
。

復
帰

状
況

の
内

訳
は

以
下

の
通

り
で

あ
っ

た
。

・
同

一
の

仕
事

に
復

帰
　

2
8
例

・
仕

事
内

容
を

変
更

し
て

復
帰

　
7
例

・
別

の
仕

事
に

復
帰

　
9
例

●
復

職
期

間
の

中
央

値
は

6
ヶ

月
(r

an
ge

 0
‐
2
4
ヶ

月
)で

あ
り

、
治

療
後

6
ヶ

月
以

内
に

復
職

し
た

の
は

7
1
％

で
あ

っ
た

。
●

治
療

後
の

雇
用

に
有

意
に

関
連

し
た

要
因

が
あ

っ
た

。
①

 歯
を

含
め

た
障

害
の

不
安

と
口

腔
内

の
機

能
障

害
（
歯

と
口

腔
乾

燥
、

 開
口

障
害

、
 粘

着
性

の
唾

液
、

等
）

②
 食

欲
損

失
③

 社
会

的
な

食
事

④
 社

会
的

接
触

に
問

題
を

生
じ

る
こ

と

頭
頸

部
癌

su
rv

iv
o
rの

大
半

は
、

治
療

後
6
ヶ

月
以

内
に

仕
事

に
復

帰
し

て
い

た
。

治
療

後
の

復
職

の
障

壁
は

、
口

腔
機

能
障

害
、

食
欲

不
振

、
劣

化
し

た
社

会
的

機
能

、
そ

し
て

、
高

度
の

不
安

で
あ

る
。

プ
ラ

イ
マ

リ
ア

ウ
ト

カ
ム

：
・
雇

用
状

況
・
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

る
復

職
の

評
価

セ
カ

ン
ダ

リ
ア

ウ
ト

カ
ム

：
・
健

康
関

連
Q

O
L
（
E
O

R
T
C

Q
L
Q

-
C

3
0
と

Q
L
Q

-
H

＆
N

3
5
）

・
精

神
的

苦
痛

（
H

o
sp

it
al

A
n
xi

e
ty

 a
n
d 

D
e
pr

e
ss

io
n
 S

c
al

e
（
H

A
D

S
）

O
ra

l 
O

n
c
o
l.

2
0
1
0

3
8

1
5

横
断

研
究

質
問

紙
調

査

Im
pa

c
t 

o
f

br
e
as

t 
c
an

c
e
r

di
ag

n
o
si

s 
an

d
tr

e
at

m
e
n
t 

o
n

w
o
rk

-
re

la
te

d
lif

e
 a

n
d

fa
c
to

rs
af

fe
c
ti
n
g 

th
e
m

.

A
h
n
 E

2
0
0
9

韓
国

乳
癌

・
2
0
‐
6
0
歳

　
女

性
 1

5
9
4
例

・
S

ta
rg

e
0
‐
Ⅲ

・
1
9
9
3
‐
2
0
0
2
年

に
手

術
を

受
け

た
・
そ

の
他

治
療

な
し

・
再

発
な

し
・
他

の
癌

の
既

往
な

し

不
明

質
問

紙
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

法
に

て
解

析
し

た
。

●
乳

癌
診

断
後

、
雇

用
率

は
4
7
.6

％
か

ら
3
3
.2

％
に

減
少

し
て

い
た

。
●

低
学

歴
、

低
収

入
世

帯
、

複
数

の
合

併
症

の
存

在
、

病
期

st
ag

e
、

腫
瘍

摘
除

術
は

、
乳

癌
su

rv
iv

o
rの

雇
用

と
逆

相
関

関
係

に
あ

っ
た

。
●

既
婚

者
は

、
未

婚
者

に
比

し
て

、
退

職
者

が
多

か
っ

た
。

●
仕

事
と

家
事

に
最

も
影

響
を

与
え

た
因

子
は

fa
ti
gu

e
と

e
xh

au
st

io
n
で

あ
っ

た
。

こ
れ

に
よ

り
職

業
性

業
務

に
支

障
を

受
け

た
乳

癌
su

rv
iv

o
rは

4
6
.8

％
、

家
事

に
支

障
を

受
け

た
乳

癌
 s

u
rv

iv
o
ｒは

6
4
.6

％
で

あ
っ

た
。

韓
国

に
お

け
る

乳
癌

患
者

の
復

職
に

は
、

医
療

的
な

要
因

と
同

様
に

、
社

会
的

因
子

も
大

き
く
影

響
を

与
え

て
い

る
。

な
し

B
re

as
t

C
an

c
e
r 

R
e
s

T
re

at
. 
 2

0
0
9

4
2

1
6

主
に

質
問

紙
調

査

P
at

ie
n
t-

re
po

rt
e
d

fa
c
to

rs
as

so
c
ia

te
d

w
it
h

di
sc

o
n
ti
n
u
in

g
e
m

pl
o
ym

e
n
t

fo
llo

w
in

g 
h
e
ad

an
d 

n
e
c
k

c
an

c
e
r

tr
e
at

m
e
n
t.

B
u
c
kw

al
te

r
A

E
2
0
0
7

ア
メ

リ
カ

頭
頸

部
癌

・
2
1
歳

以
上

　
2
3
9
例

・
医

療
機

関
で

募
集

し
た

医
療

機
関

診
断

時
に

諸
情

報
を

収
集

し
た

3
ヶ

月
毎

（
3
、

6
、

9
、

1
2
ヶ

月
後

）
に

就
労

状
態

を
聴

取
し

、
就

労
状

態
に

変
化

が
あ

っ
た

際
に

そ
の

要
因

(e
at

in
g,

 s
pe

e
c
h
, 
ap

pe
ra

n
c
e
, 
pa

in
 o

r
di

sc
o
m

fo
rt

, f
at

ig
u
e
)を

評
価

し
た

。

●
2
3
9
例

の
う

ち
、

9
1
例

が
仕

事
を

辞
め

た
。

そ
の

う
ち

3
7
例

が
1
年

以
内

に
仕

事
に

復
職

し
た

。
5
4
例

は
就

労
で

き
て

い
な

か
っ

た
。

●
仕

事
を

辞
め

た
の

は
、

3
ヶ

月
以

内
が

7
5
.8

%
で

あ
っ

た
。

●
仕

事
を

辞
め

た
要

因
は

、
fa

ti
gu

e
, s

pe
e
c
h
, e

at
in

g,
 p

ai
n
,

ap
pe

ra
n
c
e
の

順
で

多
い

。
ap

pe
ra

n
c
e
は

小
さ

い
。

●
復

職
で

き
た

グ
ル

ー
プ

と
で

き
な

か
っ

た
グ

ル
ー

プ
で

は
、

sp
e
e
c
h
,

e
at

in
gの

機
能

に
有

意
で

は
な

い
が

傾
向

が
あ

っ
た

。
●

fa
ti
gu

e
は

化
学

療
法

群
で

影
響

が
大

き
く
な

っ
て

い
た

。

頭
頸

部
癌

の
就

業
継

続
で

は
、

fa
ti
gu

e
が

重
要

な
要

素
を

占
め

て
い

る
。

一
方

で
、

ケ
ア

で
は

対
応

で
き

な
い

e
at

in
g,

 s
pe

e
c
h
の

機
能

も
重

要
な

要
素

で
あ

る
。

術
式

の
変

化
の

影
響

か
、

ap
pe

ar
an

c
e
の

要
素

は
小

さ
か

っ
た

。

仕
事

の
ど

の
場

面
で

影
響

が
大

き
い

か
に

つ
い

て
の

記
述

は
な

か
っ

た
。

A
rc

h
O

to
la

ry
n
go

l
H

e
ad

 N
e
c
k

S
u
rg

. 
 2

0
0
7

4
4

1
7

質
的

研
究

(個
別

、
F
G

)

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 f
o
llo

w
in

g
c
an

c
e
r:
 a

qu
al

it
at

iv
e

e
xp

lo
ra

to
ry

st
u
dy

 i
n
to

 t
h
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
re

tu
rn

in
g

to
 w

o
rk

fo
llo

w
in

g
c
an

c
e
r.

K
e
n
n
e
dy

 F
2
0
0
6

U
K

多
種

の
が

ん
・
個

別
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
　

1
9
例

・
2
グ

ル
ー

プ
　

1
0
例

（
n
=
4
,n

=
6
）

・
総

計
　

2
9
例

職
場

も
し

く
は

自
宅

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

と
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
2
グ

ル
ー

プ
）
の

2
つ

の
手

法
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。

●
議

論
は

、
7
点

に
分

類
さ

れ
た

。
①

 d
iv

e
rs

e
 a

n
d 

a 
va

ri
e
ty

 o
f 
re

as
o
n
s 

in
fl
u
e
n
c
e
d 

w
o
rk

 d
e
c
is

io
n
s

②
 i
n
c
lu

di
n
g 

fi
n
an

c
ia

l 
c
o
n
c
e
rn

s 
an

d 
re

ga
in

in
g 

n
o
rm

al
it
y

③
 p

ar
ti
c
ip

an
ts

 a
ls

o
 d

is
c
u
ss

e
d 

th
e
ir
 a

bi
lit

y 
to

 w
o
rk

④
 h

e
al

th
 p

ro
fe

ss
io

n
al

s’
 a

dv
ic

e
⑤

 s
id

e
 e

ff
e
c
ts

⑥
 s

u
pp

o
rt

 a
n
d 

ad
ju

st
m

e
n
ts

⑦
 a

tt
it
u
de

s 
to

w
ar

ds
 w

o
rk

医
療

専
門

家
の

的
確

な
合

理
的

配
慮

に
基

づ
く
意

見
に

よ
っ

て
、

よ
り

適
切

な
復

職
が

可
能

と
な

る
。

な
し

E
u
r 

J
C

an
c
e
r 

C
ar

e
(E

n
gl

).
  

2
0
0
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4
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T
ab

le
 2

．
病

院
か

ら
の

支
援

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

て
い

た
原

著
論

文

種
別

タ
イ

ト
ル

著
者

年
国

名
対

象
疾

患
対

象
者

観
察

・
介

入
の

場
面

方
法

結
果

考
察

備
考

文
献

番
号

1
8

R
C

T
(p

ilo
t 

st
u
dy

)

C
as

e
m

an
ag

e
m

e
n
t

vo
c
at

io
n
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

fo
r 

w
o
m

e
n

w
it
h
 b

re
as

t
c
an

c
e
r 

af
te

r
su

rg
e
ry

: 
a

fe
as

ib
ili

ty
st

u
dy

in
c
o
rp

o
ra

ti
n
g

a 
pi

lo
t

ra
n
do

m
is

e
d

c
o
n
tr

o
lle

d
tr

ia
l.

H
u
bb

ar
d 

G
2
0
1
3

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
乳

癌
・
平

均
年

齢
　

5
0
.5

歳
　

女
性

・
S
ta

ge
、

労
働

時
間

、
仕

事
の

役
割

、
職

種
、

h
o
u
se

h
o
ld

 i
n
c
o
m

e
は

様
々

医
療

機
関

V
o
c
at

io
n
al

 R
e
h
ab

ili
ta

ti
o
n
と

し
て

、
介

入
を

実
施

し
た

。
介

入
内

容
は

以
下

の
3
点

で
あ

っ
た

。
介

入
前

、
6
ヶ

月
、

1
2
ヶ

月
に

評
価

し
た

。
①

電
話

で
連

絡
②

面
談

③
ケ

ー
ス

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

や
H

R
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

利
用

●
si

c
k 

le
av

e
 (

da
y)

 は
6
ヶ

月
で

、
介

入
群

 5
5
.4

日
と

対
照

群
 1

0
8
.5

日
に

比
し

良
好

で
あ

っ
た

。
但

し
、

有
意

差
は

な
か

っ
た

。
1
2
ヶ

月
後

は
日

数
に

つ
い

て
も

大
差

な
か

っ
た

。
●

F
A

C
T
-
B

, 
P

W
B

, 
S
W

B
, 
E
W

S
, 
F
W

B
, 
T
O

I, 
F
A

C
IT

-
F
at

ig
u
e
は

6
ヶ

月
、

1
2
ヶ

月
と

も
有

意
差

は
な

か
っ

た
。

●
B

C
S
の

み
6
ヶ

月
で

有
意

差
が

あ
っ

た
。

pi
lo

t 
st

u
dy

と
し

て
は

う
ま

く
い

っ
た

が
、

質
問

紙
の

質
問

項
目

が
多

す
ぎ

る
、

と
の

対
象

者
か

ら
の

意
見

が
挙

が
っ

た
。

今
後

展
開

し
て

い
く
に

は
、

必
要

な
項

目
に

絞
る

必
要

が
あ

る
。

な
し

T
ri
al

s.
  

2
0
1
3

7

1
9

質
問

紙
調

査

W
o
rk

-
re

la
te

d
pr

e
di

c
to

rs
 o

f
n
o
t 

re
tu

rn
in

g
to

 w
o
rk

 a
ft

e
r

in
pa

ti
e
n
t

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

in
 c

an
c
e
r

pa
ti
e
n
ts

.

B
ö
tt

c
h
e
r

H
M

2
0
1
3

ド
イ

ツ
多

種
の

が
ん

・
6
0
歳

以
下

　
6
1
8
例

・
職

業
リ

ハ
ビ

リ
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
行

う
目

的
で

入
院

し
た

・
女

性
が

大
多

数
・
乳

癌
が

最
多

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
医

療
機

関

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
開

始
前

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

終
了

6
ヶ

月
後

、
1
2
ヶ

月
後

に
、

2
種

類
の

質
問

紙
（
E
R

I、
S
IB

A
R

）
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。

●
1
2
ヶ

月
後

の
時

点
で

2
1
％

が
復

職
し

て
い

な
か

っ
た

。
●

復
職

群
と

比
較

し
て

、
非

復
職

群
は

不
安

と
う

つ
の

ス
コ

ア
が

高
か

っ
た

（
H

A
D

S
）
。

2
3
%
が

努
力

報
酬

不
均

衡
を

示
し

た
。

●
非

復
職

群
の

半
分

以
上

が
早

期
退

職
の

リ
ス

ク
が

高
く
、

3
8
％

が
職

場
で

の
ス

ト
レ

ス
を

抱
え

て
い

た
。

職
業

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
が

必
要

だ
っ

た
（
の

に
し

な
か

っ
た

）
と

感
じ

た
の

は
復

職
群

が
5
％

で
あ

っ
た

の
に

対
し

非
復

職
群

は
3
7
％

で
あ

っ
た

。
●

1
年

間
で

2
5
週

以
上

休
職

し
て

い
た

割
合

は
、

非
復

職
群

は
半

数
、

復
職

群
は

3
4
%
で

あ
っ

た
。

●
大

半
の

非
復

職
群

は
作

業
能

力
が

制
限

さ
れ

た
が

、
大

半
の

復
職

群
は

十
分

な
作

業
能

力
を

も
っ

て
い

た
。

●
職

業
介

入
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
参

加
し

た
の

は
非

復
職

群
で

4
2
%
、

復
職

群
で

は
5
8
%
で

あ
っ

た
。

●
復

職
阻

害
要

因
：

①
 o

c
c
u
pa

ti
o
n
al

 s
ta

tu
s、

②
 t

yp
e
 o

f 
o
c
c
u
pa

ti
o
n
、

③
 r

is
k 

o
f 

e
ar

ly
 r

e
ti
re

m
e
n
t、

④
 t

u
m

o
r 

st
ag

e
、

⑤
 s

u
b
je

c
ti
ve

 w
o
rk

 a
b
ili

ty

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
、

職
業

に
関

す
る

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を

行
う

こ
と

で
、

ス
ト

レ
ス

対
処

法
や

現
在

の
能

力
で

可
能

な
業

務
を

知
る

こ
と

が
で

き
、

早
期

離
職

の
低

下
に

つ
な

が
る

。
S
A

B
IR

は
早

期
離

職
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

し
て

、
有

用
で

あ
る

。

S
A

B
IR

の
詳

細
に

つ
い

て
は

記
載

が
な

か
っ

た
。

A
c
ta

O
n
c
o
lo

gi
c
a,

2
0
1
3

8

2
0

他
施

設
R

C
T

E
ff

e
c
ti
ve

n
e
ss

o
f 

a 
h
o
sp

it
al

-
ba

se
d 

w
o
rk

su
pp

o
rt

in
te

rv
e
n
ti
o
n

fo
r 

fe
m

al
e

c
an

c
e
r

pa
ti
e
n
ts

 -
 a

m
u
lt
i-

c
e
n
tr

e
ra

n
do

m
is

e
d

c
o
n
tr

o
lle

d
tr

ia
l.

T
am

m
in

ga
S
J

2
0
1
3

オ
ラ

ン
ダ

乳
癌

婦
人

科
が

ん

・
1
8
‐
6
0
歳

　
女

性
　

1
3
3
例

（
介

入
群

　
6
5
例

、
対

照
群

　
6
8
例

）
・
完

治
目

的
（
1
年

生
存

率
8
0
％

以
上

）
の

治
療

後
・
重

症
合

併
症

な
し

・
診

断
後

2
ヶ

月
以

内

医
療

機
関

（
6
施

設
）

病
院

ベ
ー

ス
で

の
最

高
1
4
か

月
に

渡
る

介
入

を
実

施
し

た
。

介
入

内
容

は
以

下
の

4
点

で
あ

っ
た

。
復

職
に

要
し

た
時

間
は

K
ap

la
n
-

M
e
ie

r 
su

rv
iv

al
分

析
を

用
い

て
解

析
し

た
。

①
患

者
教

育
（
看

護
師

に
よ

る
1
5
分

×
4

回
）
、

病
院

か
ら

の
支

援
、

②
主

治
医

と
産

業
医

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
促

進
（
治

療
医

か
ら

O
P

へ
の

手
紙

1
通

以
上

）
、

③
産

業
医

に
企

業
内

で
の

復
職

プ
ラ

ン
協

議
の

依
頼

④
介

入
前

、
、

6
カ

月
後

、
1
2
カ

月
後

に
メ

ー
ル

に
よ

る
質

問
紙

を
用

い
た

評
価

●
復

職
率

は
介

入
群

8
6
％

、
対

照
群

8
3
％

で
、

2
群

間
に

有
意

差
は

な
か

っ
た

。
●

復
職

に
要

し
た

平
均

期
間

（
休

職
日

数
）
は

介
入

群
1
9
4
日

（
ra

n
ge

1
4
-
4
3
5
）
、

対
照

群
1
9
2
日

(r
an

ge
8
2
-
4
6
5
)で

、
2
群

間
に

有
意

差
は

な
か

っ
た

。
●

Q
O

L
と

w
o
rk

 a
bi

lit
yに

つ
い

て
も

、
2
群

間
に

有
意

差
は

な
か

っ
た

。
●

w
o
rk

 f
u
n
c
ti
o
n
in

g、
lo

st
 p

ro
d
u
c
ti
ve

ly
 c

o
st

に
つ

い
て

も
、

2
群

間
に

有
意

差
は

な
か

っ
た

。

こ
の

介
入

は
病

院
で

容
易

に
実

施
で

き
、

復
職

率
に

寄
与

し
た

。
し

か
し

、
介

入
群

と
対

照
群

に
違

い
を

出
せ

な
か

っ
た

。

※
文

献
6
5
の

介
入

研
究

の
続

き
の

報
告

文
献

で
あ

る
。

●
Q

O
L
の

評
価

は
V

A
S
を

含
む

S
F
-
3
6

●
w

o
rk

 a
bi

lit
yの

評
価

は
W

A
I

●
w

o
rk

 f
u
n
c
ti
o
n
 の

評
価

は
W

L
Q

P
L
o
S
 O

n
e
.

2
0
1
3

9

2
1

量
的

研
究

P
re

di
c
ti
n
g

o
u
tc

o
m

e
s 

o
f

vo
c
at

io
n
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

in
 p

at
ie

n
ts

w
it
h
 b

ra
in

tu
m

o
u
rs

R
u
sb

ri
dg

e
S
L

2
0
1
3

イ
ギ

リ
ス

脳
腫

瘍

・
生

産
年

齢
　

3
4
例

・
マ

ク
ミ

ラ
ン

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
に

在
籍

・
職

業
サ

ポ
ー

ト
を

必
要

と
し

て
い

る
人

医
療

機
関

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（
V

o
c
at

io
n
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n
）
開

始
時

と
終

了
時

に
お

け
る

作
業

状
態

を
比

較
し

た
。

作
業

状
況

を
予

測
す

る
変

数
（
人

口
統

計
学

、
腫

瘍
の

治
療

、
機

能
的

要
素

、
職

業
）
に

つ
い

て
、

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
分

析
を

用
い

て
、

解
析

し
た

。

●
職

業
リ

ハ
ビ

リ
開

始
前

よ
り

終
了

後
の

方
が

、
よ

り
働

け
て

い
た

。
●

激
し

い
活

動
で

は
、

腫
瘍

や
治

療
に

よ
る

衰
弱

、
平

衡
感

覚
の

困
難

、
疲

労
な

ど
に

り
、

作
業

に
入

る
こ

と
が

難
し

い
こ

と
も

あ
る

。
●

高
度

の
う

つ
ス

コ
ア

や
知

能
・
視

覚
的

記
憶

障
害

は
、

リ
ハ

ビ
リ

終
了

時
の

作
業

状
況

の
予

測
因

子
で

は
あ

っ
た

が
、

大
幅

な
因

子
で

は
な

い
。

こ
れ

は
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
「
認

知
」
の

改
善

に
効

果
的

で
あ

っ
た

た
め

と
考

え
ら

れ
る

。

脳
腫

瘍
su

rv
iv

o
rの

障
害

は
、

職
業

リ
ハ

ビ
リ

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
り

、
経

時
的

に
有

意
な

改
善

を
示

し
た

。
し

か
し

、
身

体
機

能
障

害
を

持
つ

脳
腫

瘍
su

rv
iv

o
r

に
は

、
さ

ら
に

多
く
の

サ
ポ

ー
ト

が
必

要
だ

。
身

体
機

能
障

害
と

実
際

の
作

業
と

の
つ

な
が

り
を

考
慮

し
た

サ
ポ

ー
ト

に
改

善
す

る
べ

き
で

あ
る

。
ま

た
、

職
場

で
は

「
移

動
性

」
の

課
題

を
管

理
す

る
た

め
に

、
移

送
法

を
改

善
す

る
と

い
っ

た
支

援
が

必
要

だ
。

な
し

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

1
1
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2
2

量
的

研
究

O
c
c
u
pa

ti
o
n
al

st
re

ss
 a

n
d 

it
s

as
so

c
ia

ti
o
n

w
it
h
 e

ar
ly

re
ti
re

m
e
n
t

an
d 

su
bj

e
c
ti
ve

n
e
e
d 

fo
r

o
c
c
u
pa

ti
o
n
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

in
 c

an
c
e
r

pa
ti
e
n
ts

B
ö
tt

c
h
e
r

H
M

2
0
1
3

ド
イ

ツ
多

種
の

が
ん

・
6
0
歳

未
満

・
6
ヶ

月
以

上
の

余
命

が
あ

る
・
主

婦
と

主
夫

は
除

外
・
独

語
で

会
話

不
能

例
、

認
知

症
例

は
除

外

医
療

機
関

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

開
始

時
に

、
職

業
関

連
お

よ
び

健
康

関
連

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
し

た
。

t検
定

、
カ

イ
二

乗
検

定
、

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
分

析
を

用
い

て
、

解
析

し
た

。

●
職

業
性

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
て

い
る

の
は

、
1
9
％

で
あ

っ
た

。
●

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

た
め

の
主

観
的

な
必

要
性

を
訴

え
た

の
は

、
2
6
％

で
あ

っ
た

。
●

仕
事

関
連

の
ス

ト
レ

ス
を

報
告

し
た

患
者

は
、

Q
O

L
の

低
下

が
あ

り
、

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

主
観

的
な

必
要

性
を

訴
え

る
率

が
高

く
、

ま
た

早
期

退
職

の
リ

ス
ク

も
高

か
っ

た
。

●
癌

患
者

は
、

2
つ

の
側

面
で

の
損

失
が

あ
っ

た
。

①
 積

極
的

な
対

処
能

力
の

損
失

②
 職

場
で

の
精

神
的

安
定

性
損

失

職
業

性
ス

ト
レ

ス
と

早
期

退
職

の
リ

ス
ク

で
は

、
関

連
性

が
高

い
た

め
、

患
者

と
医

師
が

共
に

真
剣

に
取

り
組

む
べ

き
で

あ
る

。
患

者
の

職
業

性
ス

ト
レ

ス
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

復
職

時
に

問
題

が
生

じ
る

リ
ス

ク
の

有
無

を
判

断
で

き
る

。

な
し

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

1
6

－56－



4
質

的
研

究
（
個

別
、

F
G

）

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
n
d

c
an

c
e
r:
 t

h
e

A
u
st

ra
lia

n
e
xp

e
ri
e
n
c
e
.

M
c
K
ay

 G
2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
乳

癌
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

1
5
例

・
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
　

1
2
例

・
E
A

P
/
心

理
職

　
4
例

様
々

個
別

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
C

la
rk

e
's

 t
h
e
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

ap
pr

o
ac

h
を

用
い

て
、

解
析

し
た

。

●
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

人
に

つ
い

て
も

先
行

研
究

と
同

様
、

n
o
rm

al
it
yの

維
持

と
id

e
n
ti
ty

の
再

獲
得

が
、

復
職

の
質

に
と

っ
て

重
要

で
あ

る
。

●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
の

分
析

の
結

果
、

5
つ

の
テ

ー
マ

と
各

サ
ブ

テ
ー

マ
に

分
類

さ
れ

た
。

①
 I
m

pa
c
t 

o
f 

c
an

c
e
r 

o
n
 w

o
rk

（
サ

ブ
テ

ー
マ

数
　

5
）

②
 S

ta
yi

n
g 

in
 c

o
n
ta

c
t（

2
）

③
 A

c
kn

o
w

le
dg

in
g 

th
e
 e

xp
e
ri
e
n
c
e
 o

f 
c
an

c
e
r 

at
 w

o
rk

（
4
）

④
 G

u
id

an
c
e
 o

n
 r

e
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

 p
ro

c
e
ss

（
3
）

⑤
 W

o
rk

pl
ac

e
 s

u
pp

o
rt

（
5
）

乳
癌

患
者

の
復

職
支

援
に

お
い

て
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
重

要
で

あ
る

。
一

般
に

、
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は

支
援

的
で

あ
る

が
、

多
く
の

課
題

が
あ

る
。

・
本

人
が

自
身

の
業

務
遂

行
能

力
を

評
価

で
き

て
い

な
い

可
能

性
が

あ
る

・
情

報
開

示
が

大
切

だ
が

、
ど

こ
ま

で
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

踏
み

込
ん

で
よ

い
か

：
　

患
者

も
開

示
が

自
分

の
キ

ャ
リ

ア
に

マ
イ

ナ
ス

の
影

響
を

持
つ

の
で

は
な

い
か

と
思

っ
て

い
る

場
合

が
あ

る
　

等
ま

た
、

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
は

、
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
で

あ
る

べ
き

だ
が

、
あ

る
程

度
構

造
化

さ
れ

た
ア

プ
ロ

ー
チ

が
必

要
で

あ
る

。
今

回
の

結
果

を
も

と
に

、
今

後
の

支
援

に
つ

い
て

、
い

く
つ

か
の

提
言

案
を

考
察

し
た

。
-
 A

ss
e
ss

 C
ri
ti
c
al

 T
im

e
s 

fo
r 

In
te

rv
e
n
ti
o
n

-
 E

n
c
o
u
ra

ge
 t

h
e
 S

e
e
ki

n
g 

o
f 

S
u
pp

o
rt

-
 S

u
st

ai
n
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n
 E

ff
o
rt

s 
P

o
st

Im
m

e
di

at
e
 R

e
tu

rn
 t

o
 W

o
rk

-
 F

ac
ili

ta
ti
n
g 

C
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
 a

dn
 C

o
n
n
e
c
ti
o
n

w
it
h
 t

h
e
 W

o
rk

pl
ac

e
-
 I
m

pr
o
vi

n
g 

L
it
e
ra

c
y 

o
n
 C

an
c
e
r 

as
 a

C
h
o
ro

n
ic

 I
lln

e
ss

-
 A

do
pt

in
g 

F
o
rm

al
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n

が
ん

の
症

状
と

業
務

と
の

関
係

に
つ

い
て

の
記

述
は

、
ほ

と
ん

ど
な

い
。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
3

1
8

2
3

他
施

設
R

C
T

（
の

一
部

）
T
am

m
in

ga
S
J

2
0
1
2

オ
ラ

ン
ダ

乳
癌

子
宮

頸
癌

卵
巣

癌
外

陰
癌

そ
の

他

・
休

職
中

の
1
8
-
6
0
歳

　
1
3
3
例

・
診

断
時

の
予

後
予

測
が

1
年

生
存

率
8
0
％

以
上

で
あ

っ
た

・
女

性
が

9
9
%

・
乳

癌
　

6
5
％

、
婦

人
科

が
ん

　
3
1
％

、
そ

の
他

　
5
％

・
介

入
患

者
を

5
人

以
上

担
当

し
た

看
護

士

医
療

機
関

（
6
施

設
）

以
下

の
内

容
の

介
入

を
実

施
し

た
。

①
 患

者
教

育
、

②
 精

神
腫

瘍
学

的
サ

ポ
ー

ト
、

介
入

患
者

に
つ

い
て

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
（
1
5
分

×
4
回

）
、

③
 O

P
に

患
者

・
上

司
を

含
め

た
復

職
プ

ラ
ン

を
立

て
る

た
め

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
を

す
る

よ
う

依
頼

、
④

 O
P

に
3
回

手
紙

（
診

断
や

治
療

法
：
主

治
医

か
ら

2
回

・
看

護
士

か
ら

1
回

）

●
介

入
の

実
施

率
は

、
O

P
に

手
紙

を
送

っ
た

　
1
0
0
％

、
上

司
含

め
た

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

　
1
0
％

で
あ

っ
た

。
●

患
者

の
介

入
の

受
入

れ
に

つ
い

て
①

 上
司

と
連

絡
を

と
る

　
7
9
％

②
 完

治
前

に
復

職
準

備
を

始
め

る
　

7
5
％

こ
の

2
点

の
ア

ド
バ

イ
ス

の
受

け
入

れ
が

良
か

っ
た

。
③

 O
P

と
連

絡
出

来
た

　
6
3
％

●
患

者
満

足
に

つ
い

て
①

 看
護

士
面

談
に

満
足

　
9
5
％

②
 有

益
な

情
報

を
受

け
取

っ
た

　
8
4
％

③
 O

P
・
上

司
面

談
が

有
益

だ
っ

た
　

8
8
％

●
こ

の
文

献
は

、
本

研
究

の
結

果
の

一
部

で
あ

る
。

病
院

ベ
ー

ス
の

介
入

プ
ラ

ン
に

O
P

を
関

わ
ら

せ
る

こ
と

は
難

し
い

。
患

者
サ

ポ
ー

ト
と

し
て

、
患

者
教

育
、

看
護

師
に

よ
る

サ
ポ

ー
ト

、
O

P
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
で

あ
る

。
介

入
の

実
施

に
は

が
ん

種
や

が
ん

の
タ

イ
プ

は
影

響
し

な
い

。

※
文

献
2
5
の

介
入

研
究

の
中

間
報

告
文

献
で

あ
る

。

介
入

プ
ラ

ン
の

実
現

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
研

究
で

あ
っ

た
。

J
o
u
rn

al
 o

f
O

c
c
u
pa

ti
o
n
a

l
R

e
h
ab

ili
ta

ti
o

n
, 
2
0
1
2

2
0

2
4

質
的

研
究

（
G

)

S
u
pp

o
rt

in
g

R
e
tu

rn
-
to

-
W

o
rk

 i
n
 t

h
e

F
ac

e
 o

f
L
e
gi

sl
at

io
n
:

S
ta

ke
h
o
ld

e
rs

’
E
xp

e
ri
e
n
c
e
s

w
it
h
 R

e
tu

rn
-

to
-
W

o
rk

A
ft

e
r 

B
re

as
t

C
an

c
e
r 

in
B

e
lg

iu
m

T
ie

dt
ke

 C
2
0
1
2

ベ
ル

ギ
ー

乳
癌

・
2
6
例

　
3
グ

ル
ー

プ
（
n
=
7
,n

=
9
,n

=
1
0
）

う
ち

、
　

・
治

療
担

当
者

　
4
例

　
・
雇

用
者

　
6
例

　
・
so

c
io

 s
e
c
u
ri
ty

 p
h
yc

ic
ia

n
　

3
例

　
・
産

業
医

　
4
例

　
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

5
例

　
・
患

者
関

係
者

　
4
例

不
明

3
つ

の
グ

ル
ー

プ
（
グ

ル
ー

プ
の

分
け

方
に

つ
い

て
記

載
な

し
）
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

た
。

R
T
W

に
つ

い
て

法
的

・
実

践
的

役
割

に
つ

い
て

経
験

を
も

と
に

語
っ

て
も

ら
っ

た
。

質
的

テ
ー

マ
分

析
の

手
法

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
毎

に
視

点
が

違
っ

て
い

た
。

●
従

業
員

は
治

療
に

フ
ォ

ー
カ

ス
を

充
て

る
と

と
も

に
、

R
T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
病

気
の

情
報

を
も

と
に

感
じ

て
い

る
。

●
治

療
医

は
仕

事
に

つ
い

て
患

者
に

指
示

に
従

っ
て

ほ
し

い
と

思
っ

て
い

る
。

治
療

が
終

了
す

る
ま

で
は

治
療

を
最

優
先

に
考

え
て

も
ら

い
た

い ●
雇

用
者

は
ビ

ジ
ネ

ス
と

雇
用

の
バ

ラ
ン

ス
を

考
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
●

so
c
ia

l 
se

c
u
ri
ty

 p
h
ys

ic
ia

n
は

仕
事

の
能

力
を

評
価

し
R

T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
を

調
整

す
る

。
●

産
業

医
は

機
会

を
伺

っ
て

い
る

が
、

法
律

が
そ

れ
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
な

い
。

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

は
そ

れ
ぞ

れ
の

見
え

て
い

る
も

の
が

違
う

の
で

、
他

職
種

の
連

携
が

重
要

で
あ

る
。

な
し

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
2

2
5

2
5

質
的

研
究

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
ft

e
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r:

W
o
m

e
n
’
s

e
xp

e
ri
e
n
c
e
s 

o
f

e
n
c
o
u
n
te

rs
w

it
h

di
ff

e
re

n
t

st
ak

e
h
o
ld

e
rs

N
ils

so
n
 M

2
0
1
1

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
2
0
‐
6
0
歳

　
女

性
　

2
3
人

・
復

職
し

た
・
乳

が
ん

既
往

例
や

全
身

転
移

例
は

除
外

不
明

4
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

を
つ

く
り

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
し

た
。

●
4
つ

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
①

社
会

保
険

職
員

②
雇

用
者

・
同

僚
③

医
療

従
事

者
④

家
族

・
友

人
●

乳
癌

患
者

の
復

職
に

関
与

す
る

や
り

方
の

3
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

①
 女

性
の

ニ
ー

ズ
に

関
連

し
た

調
整

（
e
x.

 仕
事

で
病

気
の

利
点

を
取

り
扱

う
、

ま
た

は
ケ

ア
　

等
）

②
 女

性
へ

の
情

報
の

シ
ェ

ア
（
e
x.

 関
連

疾
病

の
保

険
や

副
作

用
）

③
 女

性
が

知
覚

す
る

、
利

害
関

係
者

の
態

度
（
利

害
関

係
者

の
振

る
舞

い
に

対
し

て
、

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

女
性

が
ど

の
よ

う
に

感
じ

る
か

）
※

(4
×

3
)表

で
分

類
さ

れ
る

こ
と

が
分

か
っ

た
。

様
々

な
関

係
者

と
出

会
う

こ
と

は
、

R
T
W

に
影

響
を

与
え

る
。

R
T
W

プ
ロ

セ
ス

に
関

与
し

た
り

、
相

互
の

知
識

交
換

、
柔

軟
な

解
決

法
を

見
つ

け
る

た
め

に
、

有
用

と
な

る
。

直
接

復
職

へ
の

要
因

を
示

し
た

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
い

ろ
い

ろ
な

人
と

の
関

わ
り

が
復

職
を

早
く
す

る
と

い
っ

た
内

容
で

あ
っ

た
。

E
u
r 

J
 O

n
c
o
l

N
u
rs

. 
 2

0
1
1

3
0

－57－



2
6

介
入

研
究

（
fe

as
ib

ili
ty

st
u
dy

)

R
e
tu

rn
-
to

-
w

o
rk

 g
u
id

an
c
e

an
d 

su
pp

o
rt

fo
r 

c
o
lo

re
c
ta

l
c
an

c
e
r

pa
ti
e
n
ts

: 
a

fe
as

ib
ili

ty
st

u
dy

.

B
ai

n
s 

M
2
0
1
1

U
K

大
腸

癌
・
S
ta

ge
 I
-
III

・
N

IH
 T

ru
st

の
腫

瘍
科

で
加

療
・
診

断
時

に
就

労
し

て
い

た
医

療
機

関

個
別

面
接

を
実

施
し

た
。

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

労
働

と
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

労
働

に
分

け
、

就
労

と
疾

病
に

関
す

る
教

育
資

料
の

配
布

し
た

。
面

接
時

と
6
ヶ

月
後

に
、

質
問

紙
を

用
い

て
、

介
入

の
評

価
を

し
た

。

●
ほ

と
ん

ど
の

回
答

者
が

、
介

入
は

有
効

と
答

え
て

い
た

。
●

特
に

、
教

育
資

料
の

う
ち

、
治

療
が

就
労

能
力

に
及

ぼ
す

影
響

の
情

報
が

有
用

と
し

て
い

た
。

●
W

o
rk

 a
bi

lit
yや

se
lf
-
e
ff

ic
ac

y等
の

指
標

に
つ

い
て

、
介

入
前

後
で

有
意

差
は

な
か

っ
た

。
し

か
し

サ
ン

プ
ル

数
が

少
な

い
が

、
改

善
の

傾
向

は
認

め
ら

れ
た

。
●

治
療

開
始

時
に

情
報

が
あ

っ
た

ら
、

よ
り

有
効

で
あ

っ
た

と
回

答
し

て
い

た
。

サ
ン

プ
ル

数
が

少
な

く
、

有
意

差
が

な
か

っ
た

が
、

介
入

の
妥

当
性

は
あ

る
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

介
入

時
期

は
治

療
開

始
時

が
適

切
で

、
そ

の
タ

イ
ミ

ン
グ

を
考

え
る

と
、

介
入

者
は

癌
専

門
看

護
師

が
最

も
想

定
さ

れ
る

。
但

し
、

特
定

の
職

種
の

み
に

よ
る

支
援

は
現

実
的

で
は

な
く
、

各
職

種
の

役
割

を
明

確
に

し
た

上
で

の
、

多
職

種
に

よ
る

支
援

が
最

も
有

効
だ

ろ
う

。

質
問

紙
や

提
供

さ
れ

た
情

報
が

資
料

と
し

て
掲

載
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
中

に
、

治
療

毎
に

仕
事

に
ど

の
よ

う
に

影
響

す
る

か
に

つ
い

て
、

記
載

が
あ

っ
た

。

C
an

c
e
r

N
u
rs

. 
 2

0
1
1

3
1

1
7

質
的

研
究

(個
別

、
F
G

)

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 f
o
llo

w
in

g
c
an

c
e
r:
 a

qu
al

it
at

iv
e

e
xp

lo
ra

to
ry

st
u
dy

 i
n
to

 t
h
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
re

tu
rn

in
g

to
 w

o
rk

fo
llo

w
in

g
c
an

c
e
r.

K
e
n
n
e
dy

 F
2
0
0
6

U
K

多
種

の
が

ん
・
個

別
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
　

1
9
例

・
2
グ

ル
ー

プ
　

1
0
例

（
n
=
4
,n

=
6
）

・
総

計
　

2
9
例

職
場

も
し

く
は

自
宅

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

と
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
2
グ

ル
ー

プ
）
の

2
つ

の
手

法
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。

●
議

論
は

、
7
点

に
分

類
さ

れ
た

。
①

 d
iv

e
rs

e
 a

n
d 

a 
va

ri
e
ty

 o
f 

re
as

o
n
s 

in
fl
u
e
n
c
e
d 

w
o
rk

 d
e
c
is

io
n
s

②
 i
n
c
lu

di
n
g 

fi
n
an

c
ia

l 
c
o
n
c
e
rn

s 
an

d 
re

ga
in

in
g 

n
o
rm

al
it
y

③
 p

ar
ti
c
ip

an
ts

 a
ls

o
 d

is
c
u
ss

e
d
 t

h
e
ir
 a

b
ili

ty
 t

o
 w

o
rk

④
 h

e
al

th
 p

ro
fe

ss
io

n
al

s’
 a

dv
ic

e
⑤

 s
id

e
 e

ff
e
c
ts

⑥
 s

u
pp

o
rt

 a
n
d 

ad
ju

st
m

e
n
ts

⑦
 a

tt
it
u
d
e
s 

to
w

ar
d
s 

w
o
rk

医
療

専
門

家
の

的
確

な
合

理
的

配
慮

に
基

づ
く
意

見
に

よ
っ

て
、

よ
り

適
切

な
復

職
が

可
能

と
な

る
。

な
し

E
u
r 

J
C

an
c
e
r

C
ar

e
 (

E
n
gl

).
2
0
0
7

4
6

－58－



T
ab

le
 3

．
職

場
か

ら
の

配
慮

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

て
い

た
原

著
論

文

種
別

タ
イ

ト
ル

著
者

年
国

名
対

象
疾

患
対

象
者

観
察

・
介

入
の

場
面

方
法

結
果

考
察

備
考

文
献

番
号

2
7

質
的

研
究

（
個

人
）

（
プ

レ
調

査
）

S
tr

at
e
gi

e
s

U
se

d 
by

B
re

as
t 

C
an

c
e
r

S
u
rv

iv
o
rs

 t
o

A
dd

re
ss

W
o
rk

-
R

e
la

te
d

L
im

it
at

io
n
s

D
u
ri
n
g 

an
d

A
ft

e
r

T
re

at
m

e
n
t

S
an

db
e
rg

J
C

2
0
1
4

ア
メ

リ
カ

（
ノ

ー
ス

カ
ロ

ラ
イ

ナ
）

乳
癌

・
参

加
者

　
1
4
例

（
勤

労
者

　
1
3
例

、
自

営
業

　
1
例

）
・
診

断
後

3
-
2
4
ヶ

月
・
S
ta

ge
等

の
医

学
的

情
報

の
記

載
な

し

不
明

各
個

人
に

副
作

用
と

仕
事

で
の

限
界

を
聴

取
し

、
m

o
di

fi
c
at

io
n
と

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

手
法

を
検

討
し

た
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
に

従
い

半
構

造
化

面
接

を
実

施
し

た
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
に

は
1
0
‐
2
0
ド

ル
の

謝
金

を
支

払
っ

た
。

●
W

o
rk

 a
d
ju

st
m

e
n
ts

 d
u
lin

g 
an

d
 a

ft
e
r 

d
ia

gn
o
si

s 
si

x 
st

ra
te

gi
e
s

①
 m

id
if
y 

w
o
rk

 s
c
h
e
du

le
②

 p
e
rf

o
rm

 o
th

e
r 

o
r 

fe
w

e
r 

w
o
rk

 t
as

ks
③

 m
o
di

fy
 o

r 
c
h
an

ge
 w

o
rk

 e
n
vi

ro
n
m

e
n
t

④
 r

e
du

c
e
 n

o
n
-
w

o
rk

 a
c
ti
bi

ti
e
s 

at
 w

o
rk

pl
ac

e
⑤

 r
e
c
e
iv

e
 c

o
gn

it
iv

e
 p

ro
m

pt
 f

ro
m

 o
th

e
rs

 o
r 

pr
o
vi

de
 c

o
gn

ir
iv

e
pr

o
m

pt
 r

o
 s

e
lf

⑥
 a

c
t 

p
re

e
m

p
ti
ve

ly
 t

o
 m

ak
e
 w

o
rk

 t
as

ks
 m

an
ag

e
b
le

 a
ft

e
r

re
tu

rn
●

乳
癌

患
者

は
影

響
を

最
小

限
に

す
る

た
め

に
、

フ
ォ

ー
マ

ル
（
在

宅
勤

務
等

の
雇

用
の

多
様

性
 等

）
と

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
（
支

援
制

度
が

な
い

会
社

で
の

同
僚

の
支

援
を

求
め

る
 等

）
な

手
法

を
用

い
る

。

m
o
di

fi
c
at

io
n
と

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

手
法

を
検

討
す

る
た

め
の

プ
レ

調
査

で
あ

る
。

医
療

者
や

ヘ
ル

ス
ケ

ア
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
が

用
い

る
こ

と
の

で
き

る
基

礎
デ

ー
タ

の
収

集
が

で
き

た
。

な
し

W
o
m

e
n
s

H
e
al

th
Is

su
e
s.

2
0
1
4

2

2
8

質
的

横
断

研
究

質
問

紙
調

査

A
 U

K
 s

u
rv

e
y

o
f 

th
e
 i
m

pa
c
t

o
f 

c
an

c
e
r 

o
n

e
m

pl
o
ym

e
n
t.

L
u
ke

r 
K

2
0
1
3

U
K

乳
癌

前
立

腺
癌

直
腸

癌
膀

胱
癌

H
o
d
gk

in
リ

ン
パ

腫

（
5
年

生
存

率
5
0
％

超
の

が
ん

）

・
2
1
-
6
0
歳

　
3
8
2
例

・
診

断
時

よ
り

2
-
3
年

経
過

o
n
 l
in

e
電

話

o
n
 l
in

e
ま

た
は

電
話

で
、

質
問

紙
を

用
い

て
調

査
し

た
。

T
検

定
・
カ

イ
二

乗
検

定
・
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

法
を

用
い

て
解

析
し

た
。

回
答

者
へ

の
謝

金
は

1
0
ポ

ン
ド

で
あ

っ
た

。

●
が

ん
診

断
前

後
で

、
fu

ll 
ti
m

e
勤

労
者

が
5
3
％

か
ら

3
3
％

へ
減

少
し

て
い

た
。

（
※

fu
ll 

ti
m

e
か

ら
pa

rt
 t

im
e
へ

の
変

更
が

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
に

よ
る

も
の

か
に

つ
い

て
は

記
載

な
し

。
）

●
6
1
％

は
w

o
rk

 s
it
u
at

io
n
に

変
化

が
な

か
っ

た
一

方
で

、
2
5
％

は
診

断
後

働
く
こ

と
を

や
め

て
し

ま
っ

た
。

5
6
％

は
R

T
W

に
至

っ
て

い
た

。
●

平
均

労
働

時
間

も
、

3
8
時

間
/
週

か
ら

3
2
時

間
/
週

へ
と

減
少

し
て

い
た

。
●

就
労

問
題

に
つ

い
て

治
療

チ
ー

ム
と

話
し

合
っ

た
の

は
4
8
％

で
、

よ
り

長
い

労
働

時
間

と
関

連
し

て
い

た
。

（
※

こ
の

討
論

に
よ

っ
て

も
た

ら
さ

れ
る

具
体

的
な

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
に

つ
い

て
は

記
載

な
し

。
）

●
大

部
分

は
上

司
が

ポ
ジ

テ
ィ

ブ
な

リ
ア

ク
シ

ョ
ン

で
、

7
6
％

が
就

労
支

援
を

受
け

て
い

る
と

感
じ

て
い

た
。

●
n
o
rm

al
 d

u
ti
e
sの

た
め

の
re

as
o
n
ab

le
 a

dj
u
st

m
e
n
tを

受
け

て
い

る
人

は
7
3
％

で
あ

っ
た

。
●

ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
と

R
T
W

に
つ

い
て

話
し

合
っ

た
の

は
、

5
5
％

で
あ

っ
た

。

が
ん

治
療

に
よ

り
fu

ll 
ti
m

e
勤

労
者

は
減

少
し

、
総

労
働

時
間

も
減

少
す

る
。

治
療

チ
ー

ム
と

の
話

し
合

い
に

よ
っ

て
、

よ
り

長
い

労
働

時
間

を
持

て
る

。
な

し
O

c
c
u
p 

M
e
d

(L
o
n
d)

.
2
0
1
3

5

2
9

横
断

研
究

質
問

紙
調

査

A
dj

u
st

m
e
n
t

an
d 

so
c
ia

l
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

 e
ar

ly
af

te
r 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

su
rg

e
ry

 a
n
d

it
s

as
so

c
ia

ti
o
n
s

w
it
h
 s

ic
kn

e
ss

ab
se

n
c
e
.

N
ils

so
n
 M

I
2
0
1
3

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

（
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

）
乳

癌

・
2
0
-
6
3
歳

　
女

性
　

6
0
5
例

・
2
0
0
7
-
2
0
0
9
年

に
新

規
診

断
・
診

断
時

ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
在

住
・
外

科
手

術
後

・
術

前
化

学
療

法
な

し
・
遠

隔
転

移
な

し
・
診

断
時

就
労

し
て

い
た

・
T
h
e
 S

w
e
di

sh
 n

at
io

n
al

 q
u
al

it
y

re
gi

st
e
r 

fo
r 

br
e
as

t 
c
an

c
e
r登

録
者

不
明

質
問

紙
を

用
い

て
調

査
し

た
。

記
述

的
統

計
、

単
因

子
多

変
量

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
法

を
用

い
て

解
析

し
た

。

●
乳

癌
患

者
の

大
部

分
は

、
社

会
的

支
援

と
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tを

受
け

て
い

る
。

●
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tは

P
h
ys

ic
al

に
対

し
2
7
.9

％
（
al

w
ay

s）
、

 M
e
n
ta

l
に

対
し

2
2
.3

%
(a

lw
ay

s)
受

け
て

い
た

。
調

子
が

悪
い

時
に

自
身

に
業

務
に

裁
量

権
が

あ
る

の
は

1
9
.6

％
(a

lw
ay

s)
で

あ
っ

た
。

●
社

会
的

支
援

と
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tが

薄
い

と
、

si
c
kn

e
ss

 a
bs

e
n
tが

増
加

す
る

。

w
o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tと

社
会

的
支

援
は

si
c
kn

e
ss

ab
se

n
tと

関
連

し
て

い
る

。
就

労
継

続
す

る
た

め
に

も
、

w
o
rk

 a
ju

st
m

e
n
tと

社
会

的
支

援
に

つ
い

て
雇

用
者

と
が

ん
就

労
者

で
話

し
合

う
必

要
で

あ
る

。
（
※

文
献

的
考

察
が

中
心

。
）

P
e
rc

e
iv

e
d 

w
o
rk

aj
u
st

m
e
n
t/

so
c
ia

l 
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

, 
R

e
c
e
iv

e
d 

c
an

c
e
r

re
la

te
d 

so
c
ia

l 
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

を
測

る
質

問
を

、
次

の
質

問
紙

よ
り

引
用

し
た

。

●
T
h
e
 A

ju
st

m
e
n
t 

L
at

it
u
de

sc
al

e
●

th
e
 N

at
io

n
al

 W
o
rk

in
g 

L
if
e

C
o
h
o
rt

●
th

e
 S

tr
u
c
tu

ra
l 
F
u
n
c
ti
o
n
al

S
u
pp

o
rt

 S
c
al

e

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

6

3
量

的
研

究
(レ

ト
ロ

)

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
n
d

qu
al

it
y 

o
f 

lif
e

af
te

r 
th

e
ra

py
an

d
re

h
ab

ili
ta

ti
o
n

in
 o

ra
l 
c
an

c
e
r.

H
an

ds
c
h
e
l

J
2
0
1
3

ド
イ

ツ
口

腔
癌

・
口

腔
内

や
額

骨
顔

面
の

手
術

を
受

け
た ・
R

u
h
rU

n
iv

e
rs

it
y 

B
o
c
h
u
m

心
理

学
教

室
の

サ
ポ

ー
ト

を
受

け
た

医
療

機
関

医
師

が
以

下
の

9
項

目
に

つ
い

て
1
4
7
の

質
問

を
し

、
調

査
し

た
。

①
 p

e
rs

o
n
al

 d
at

e
②

 c
o
u
rs

e
 o

f 
d
is

e
as

e
 p

ri
o
r 

to
 s

ta
rt

 o
f

in
-
pa

ti
e
n
t 

tr
e
at

m
e
n
t

③
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

fr
o
m

 h
o
sp

it
al

is
at

io
n
 u

p
to

 t
h
e
 o

pe
ra

ti
o
n

④
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

af
te

r 
th

e
 o

p
e
ra

ti
o
n

⑤
 p

e
ri
o
d
 o

f 
p
o
st

o
p
e
ra

ti
ve

 c
ar

e
⑥

 s
p
e
c
ia

l 
pr

o
bl

e
m

s 
du

ri
n
g 

su
rg

e
ry

 a
n
d

di
se

as
e

⑦
 c

o
pi

n
g 

w
it
h
 t

h
e
 d

is
e
as

e
⑧

 l
if
e
 c

ir
c
u
m

st
an

c
e
s

⑨
 l
if
e
st

ya
le

●
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

は
復

職
が

早
く
復

職
率

も
高

い
。

医
療

要
素

に
よ

る
違

い
は

認
め

な
か

っ
た

。
(復

職
不

可
率

は
ブ

ル
ー

ワ
ー

カ
ー

：
ホ

ワ
イ

ト
ワ

ー
カ

ー
＝

6
3
％

%
：

4
1
％

)
●

ブ
ル

カ
ラ

ー
で

は
1
9
の

よ
り

深
刻

な
障

害
が

報
告

さ
れ

た
。

①
 発

語
が

見
知

ら
ぬ

人
に

理
解

可
能

か
、

②
 発

語
が

家
族

に
理

解
可

能
か

、
③

 食
事

・
嚥

下
、

④
 舌

の
動

き
、

⑤
 口

裂
、

⑥
 下

顎
の

動
き

、
⑦

 首
の

動
き

、
⑧

 肩
-
腕

の
動

き
、

⑨
 味

覚
、

⑩
 嗅

覚
、

⑪
 見

た
目

、
⑫

 力
、

⑬
 食

欲
、

⑭
 呼

吸
、

⑮
 痛

み
、

⑯
 腫

脹
、

⑰
　

口
腔

内
乾

燥
、

⑱
 口

臭
、

⑲
 s

to
m

ac
h
 c

o
m

pl
ai

n
s

●
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

と
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
で

、
い

く
つ

か
の

治
療

場
面

で
行

動
の

違
い

が
認

め
ら

れ
た

。
・
診

断
前

か
ら

歯
医

者
に

き
ち

ん
と

行
っ

て
い

る
か

・
公

共
機

関
の

利
用

・
会

話
を

避
け

る
・
将

来
に

悲
観

的
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
運

命
に

よ
っ

て
い

る
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
社

会
と

の
依

存
に

よ
る

か
・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
自

己
に

よ
る

か
　

等

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
と

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
治

療
場

面
で

の
行

動
の

違
い

が
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

で
み

ら
れ

る
深

刻
な

障
害

を
招

い
て

い
る

。
結

果
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
復

職
が

困
難

と
な

っ
て

い
る

。
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
改

善
が

求
め

ら
れ

る
。

ブ
ル

カ
ラ

ー
、

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
の

復
職

の
違

い
を

分
析

し
て

い
る

論
文

で
あ

る
。

「
考

え
方

や
行

動
の

違
い

」
が

「
病

状
の

違
い

」
を

引
き

起
こ

す
。

と
い

う
点

で
、

復
職

阻
害

の
要

因
と

み
な

し
た

。

In
 V

iv
o
.

2
0
1
3

1
0

－59－



3
0

質
的

研
究

（F
G

）

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 i
n
 m

u
lt
i-

e
th

n
ic

 b
re

as
t

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

-
-
a

qu
al

it
at

iv
e

in
qu

ir
y.

T
an

 F
L

2
0
1
2

マ
レ

ー
シ

ア
乳

癌

・
1
8
‐
6
0
歳

　
6
グ

ル
ー

プ
・
病

院
の

癌
患

者
リ

ス
ト

登
録

者
・
S
ta

ge
 1

-
3

・
初

期
治

療
終

了
者

・
sn

o
w

 b
al

l 
サ

ン
プ

リ
ン

グ
も

追
加

医
療

機
関

6
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

（
復

職
成

功
組

、
復

職
失

敗
組

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
以

下
の

人
種

毎
の

設
定

①
マ

レ
ー

系
、

②
イ

ン
ド

系
、

③
中

国
系

）
に

分
類

し
、

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

T
h
e
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
職

場
復

帰
の

阻
害

要
因

と
し

て
、

1
2
テ

ー
マ

を
報

告
し

た
。

●
職

場
復

帰
の

促
進

要
因

と
し

て
、

7
テ

ー
マ

を
報

告
し

た
。

●
阻

害
要

因
・
促

進
要

因
は

大
き

く
4
つ

に
分

類
で

き
た

。
①

 p
e
rs

o
n
al

,
②

 f
in

an
c
ia

l,
③

 e
n
vi

ro
m

e
n
t,

④
 w

o
rk

 f
ac

to
rs

●
促

進
要

因
に

つ
い

て
人

種
間

で
比

較
し

た
。

・
中

国
系

で
fi
n
an

c
ia

lが
多

か
っ

た
。

・
マ

レ
ー

系
は

社
会

化
（
so

c
ia

liｓ
at

io
n
)の

機
会

が
主

要
因

で
あ

っ
た

。

職
場

復
帰

と
仕

事
と

の
関

係
と

し
て

、
身

体
負

荷
が

高
い

業
務

や
有

害
因

子
へ

の
曝

露
の

恐
れ

が
あ

る
業

務
は

、
職

場
復

帰
を

遅
ら

せ
た

り
、

妨
げ

た
り

す
る

傾
向

が
あ

る
。

逆
に

、
使

用
者

に
よ

る
柔

軟
な

就
業

時
間

の
調

整
や

、
本

人
に

合
わ

せ
た

業
務

上
の

配
慮

の
実

施
、

経
済

的
サ

ポ
ー

ト
等

が
、

職
場

復
帰

を
促

進
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
※

考
察

の
一

部
で

あ
る

。
）

就
労

と
関

連
系

し
た

要
因

は
、

一
部

に
限

ら
れ

る
。

A
si

an
 P

ac
 J

C
an

c
e
r

P
re

v.
  

2
0
1
2

1
2

4
質

的
研

究
（
個

別
、

F
G

）

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
n
d

c
an

c
e
r:
 t

h
e

A
u
st

ra
lia

n
e
xp

e
ri
e
n
c
e
.

M
c
K
ay

 G
2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
乳

癌
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

1
5
例

・
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
　

1
2
例

・
E
A

P
/
心

理
職

　
4
例

様
々

個
別

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

し
た

。
C

la
rk

e
's

 t
h
e
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

ap
pr

o
ac

h
を

用
い

て
、

解
析

し
た

。

●
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

人
に

つ
い

て
も

先
行

研
究

と
同

様
、

n
o
rm

al
it
yの

維
持

と
id

e
n
ti
ty

の
再

獲
得

が
、

復
職

の
質

に
と

っ
て

重
要

で
あ

る
。

●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
の

分
析

の
結

果
、

5
つ

の
テ

ー
マ

と
各

サ
ブ

テ
ー

マ
に

分
類

さ
れ

た
。

①
 I
m

pa
c
t 

o
f 

c
an

c
e
r 

o
n
 w

o
rk

（
サ

ブ
テ

ー
マ

数
　

5
）

②
 S

ta
yi

n
g 

in
 c

o
n
ta

c
t（

2
）

③
 A

c
kn

o
w

le
dg

in
g 

th
e
 e

xp
e
ri
e
n
c
e
 o

f 
c
an

c
e
r 

at
 w

o
rk

（
4
）

④
 G

u
id

an
c
e
 o

n
 r

e
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

 p
ro

c
e
ss

（
3
）

⑤
 W

o
rk

pl
ac

e
 s

u
pp

o
rt

（
5
）

乳
癌

患
者

の
復

職
支

援
に

お
い

て
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
重

要
で

あ
る

。
一

般
に

、
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は

支
援

的
で

あ
る

が
、

多
く
の

課
題

が
あ

る
。

・
本

人
が

自
身

の
業

務
遂

行
能

力
を

評
価

で
き

て
い

な
い

可
能

性
が

あ
る

・
情

報
開

示
が

大
切

だ
が

、
ど

こ
ま

で
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

踏
み

込
ん

で
よ

い
か

：
　

患
者

も
開

示
が

自
分

の
キ

ャ
リ

ア
に

マ
イ

ナ
ス

の
影

響
を

持
つ

の
で

は
な

い
か

と
思

っ
て

い
る

場
合

が
あ

る
　

等
ま

た
、

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
は

、
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
で

あ
る

べ
き

だ
が

、
あ

る
程

度
構

造
化

さ
れ

た
ア

プ
ロ

ー
チ

が
必

要
で

あ
る

。
今

回
の

結
果

を
も

と
に

、
今

後
の

支
援

に
つ

い
て

、
い

く
つ

か
の

提
言

案
を

考
察

し
た

。
-
 A

ss
e
ss

 C
ri
ti
c
al

 T
im

e
s 

fo
r 

In
te

rv
e
n
ti
o
n

-
 E

n
c
o
u
ra

ge
 t

h
e
 S

e
e
ki

n
g 

o
f 

S
u
pp

o
rt

-
 S

u
st

ai
n
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n
 E

ff
o
rt

s 
P

o
st

Im
m

e
di

at
e
 R

e
tu

rn
 t

o
 W

o
rk

-
 F

ac
ili

ta
ti
n
g 

C
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
 a

dn
 C

o
n
n
e
c
ti
o
n

w
it
h
 t

h
e
 W

o
rk

pl
ac

e
-
 I
m

pr
o
vi

n
g 

L
it
e
ra

c
y 

o
n
 C

an
c
e
r 

as
 a

C
h
o
ro

n
ic

 I
lln

e
ss

-
 A

do
pt

in
g 

F
o
rm

al
 I
n
te

rv
e
n
ti
o
n

が
ん

の
症

状
と

業
務

と
の

関
係

に
つ

い
て

の
記

述
は

、
ほ

と
ん

ど
な

い
。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
3

1
8

3
1

質
的

研
究

S
u
rv

iv
e
d 

bu
t

fe
e
lin

g
vu

ln
e
ra

bl
e
 a

n
d

in
se

c
u
re

:
a 

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f 

th
e

m
e
n
ta

l
pr

e
pa

ra
ti
o
n

fo
r 

R
T
W

 a
ft

e
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r

tr
e
at

m
e
n
t

T
ie

dt
ke

 C
2
0
1
2

ベ
ル

ギ
ー

乳
癌

・
平

均
年

齢
　

4
6
歳

　
2
2
例

・
2
0
0
6
年

に
治

療
し

た
・
治

療
後

2
-
3
年

後
・
ベ

ル
ギ

ー
人

医
療

機
関

2
2
人

の
個

別
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

実
施

し
た

。
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
所

要
時

間
の

平
均

h
は

7
0
分

で
あ

っ
た

。
オ

ー
プ

ン
エ

ン
ド

の
ク

エ
ス

チ
ョ

ン
と

復
職

に
つ

い
て

の
彼

女
ら

の
経

験
を

聴
取

し
た

。
グ

ラ
ウ

ン
デ

ッ
ド

セ
オ

リ
ー

に
よ

る
d
e
p
th

in
te

rv
ie

w
と

ル
ー

ベ
ン

の
質

的
解

析
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

利
用

し
た

。

●
復

職
前

に
4
事

象
を

考
え

る
。

①
 w

o
m

e
n
 w

an
t 

to
 l
e
av

e
 t

h
e
 s

ic
k 

ro
le

 a
n
d 

w
is

h
 t

o
 k

e
e
p 

th
e
ir

jo
b

②
 t

h
e
y 

c
o
n
si

de
r 

w
h
e
th

e
r 

w
o
rk

in
g 

is
 w

o
rt

h
th

e
 e

ff
o
rt

③
 t

h
e
y 

re
fl
e
c
t 

o
n
 t

h
e
ir
 c

ap
ab

ili
ty

④
 t

h
e
y 

h
av

e
 d

o
u
bt

s 
ab

o
u
t 

be
in

g 
ac

c
e
pt

e
d 

in
 t

h
e
 w

o
rk

pl
ac

e
af

te
r 

re
tu

rn
in

g.
●

e
m

o
ti
o
n
al

 p
ro

c
e
ss

は
4
つ

の
テ

ー
マ

に
分

類
で

き
た

。
①

 a
n
xi

e
ty

、
②

 f
e
ar

、
③

 f
ru

st
ru

c
ti
o
n
、

④
 a

n
ge

r

乳
癌

患
者

の
脆

弱
性

は
社

会
的

な
状

況
に

よ
り

左
右

さ
れ

る
。

考
察

が
あ

ま
り

途
中

の
結

果
が

反
映

さ
れ

て
い

な
い

。

B
M

C
 P

u
bl

ic
H

e
al

th
.

2
0
1
2

1
9

2
3

他
施

設
R

C
T

（
の

一
部

）

A
 h

o
sp

it
al

-
ba

se
d 

w
o
rk

su
pp

o
rt

in
te

rv
e
n
ti
o
n

to
 e

n
h
an

c
e

th
e
 r

e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 o
f

c
an

c
e
r

pa
ti
e
n
ts

: 
a

pr
o
c
e
ss

e
va

lu
at

io
n
.

T
am

m
in

ga
S
J

2
0
1
2

オ
ラ

ン
ダ

乳
癌

子
宮

頸
癌

卵
巣

癌
外

陰
癌

そ
の

他

・
休

職
中

の
1
8
-
6
0
歳

　
1
3
3
例

・
診

断
時

の
予

後
予

測
が

1
年

生
存

率
8
0
％

以
上

で
あ

っ
た

・
女

性
が

9
9
%

・
乳

癌
　

6
5
％

、
婦

人
科

が
ん

　
3
1
％

、
そ

の
他

　
5
％

・
介

入
患

者
を

5
人

以
上

担
当

し
た

看
護

士

医
療

機
関

（
6
施

設
）

以
下

の
内

容
の

介
入

を
実

施
し

た
。

①
 患

者
教

育
、

②
 精

神
腫

瘍
学

的
サ

ポ
ー

ト
、

介
入

患
者

に
つ

い
て

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
（
1
5
分

×
4
回

）
、

③
 O

P
に

患
者

・
上

司
を

含
め

た
復

職
プ

ラ
ン

を
立

て
る

た
め

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
を

す
る

よ
う

依
頼

、
④

 O
P

に
3
回

手
紙

（
診

断
や

治
療

法
：
主

治
医

か
ら

2
回

・
看

護
士

か
ら

1
回

）

●
介

入
の

実
施

率
は

、
O

P
に

手
紙

を
送

っ
た

　
1
0
0
％

、
上

司
含

め
た

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

　
1
0
％

で
あ

っ
た

。
●

患
者

の
介

入
の

受
入

れ
に

つ
い

て
①

 上
司

と
連

絡
を

と
る

　
7
9
％

②
 完

治
前

に
復

職
準

備
を

始
め

る
　

7
5
％

こ
の

2
点

の
ア

ド
バ

イ
ス

の
受

け
入

れ
が

良
か

っ
た

。
③

 O
P

と
連

絡
出

来
た

　
6
3
％

●
患

者
満

足
に

つ
い

て
①

 看
護

士
面

談
に

満
足

　
9
5
％

②
 有

益
な

情
報

を
受

け
取

っ
た

　
8
4
％

③
 O

P
・
上

司
面

談
が

有
益

だ
っ

た
　

8
8
％

●
こ

の
文

献
は

、
本

研
究

の
結

果
の

一
部

で
あ

る
。

病
院

ベ
ー

ス
の

介
入

プ
ラ

ン
に

O
P

を
関

わ
ら

せ
る

こ
と

は
難

し
い

。
患

者
サ

ポ
ー

ト
と

し
て

、
患

者
教

育
、

看
護

師
に

よ
る

サ
ポ

ー
ト

、
O

P
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
で

あ
る

。
介

入
の

実
施

に
は

が
ん

種
や

が
ん

の
タ

イ
プ

は
影

響
し

な
い

。

※
文

献
2
5
の

介
入

研
究

の
中

間
報

告
文

献
で

あ
る

。

介
入

プ
ラ

ン
の

実
現

性
に

つ
い

て
評

価
す

る
研

究
で

あ
っ

た
。

J
o
u
rn

al
 o

f
O

c
c
u
pa

ti
o
n
a

l
R

e
h
ab

ili
ta

ti
o

n
, 
2
0
1
2

2
0

－60－



5
質

的
研

究

D
is

ti
n
c
t 

w
o
rk

-
re

la
te

d,
c
lin

ic
al

 a
n
d

ps
yc

h
o
lo

gi
c
al

fa
c
to

rs
pr

e
di

c
t 

re
tu

rn
to

 w
o
rk

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

in
fo

u
r

di
ff

e
re

n
t

c
an

c
e
r 

ty
pe

s

C
o
o
pe

r 
A

F
2
0
1
3

イ
ギ

リ
ス

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
泌

尿
器

系
が

ん

・
1
8
歳

以
上

・
治

療
を

完
了

し
た

・
転

移
例

は
除

外

医
療

機
関

(外
来

)
自

宅

①
S
o
c
io

de
m

o
gr

ap
h
ic

 f
ac

to
rs

②
C

lin
ic

al
 f

ac
to

rs
③

W
o
rk

-
re

la
te

d 
fa

c
to

rs
④

P
sy

c
h
o
so

c
ia

l 
fa

c
to

rs
上

記
項

目
が

ど
の

程
度

復
職

に
関

与
す

る
の

か
に

つ
い

て
、

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rに

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

し
た

。
ア

ン
ケ

ー
ト

は
自

宅
で

記
入

し
た

。

●
各

が
ん

種
の

8
9
-
9
4
％

の
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rが

復
職

し
た

。
●

復
職

ま
で

の
期

間
が

最
長

だ
っ

た
の

は
乳

癌
、

最
短

だ
っ

た
の

は
泌

尿
器

系
が

ん
で

あ
っ

た
。

●
乳

癌
の

復
職

ま
で

の
期

間
の

予
測

因
子

と
し

て
は

、
以

下
が

挙
げ

ら
れ

た
。

①
 仕

事
の

場
面

で
が

ん
の

影
響

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

る
か

②
 フ

ル
タ

イ
ム

の
仕

事
●

婦
人

科
が

ん
に

お
い

て
、

治
療

で
職

業
能

力
を

低
下

す
る

と
復

職
ま

で
時

間
が

か
か

っ
た

。
●

泌
尿

器
系

が
ん

で
は

、
便

秘
が

復
職

ま
で

時
間

が
か

か
る

予
測

因
子

だ
っ

た
。

●
柔

軟
な

作
業

に
着

手
す

る
こ

と
が

、
早

期
復

職
の

予
測

因
子

と
な

っ
た

。
●

頭
頸

部
癌

で
は

、
癌

以
上

に
悪

影
響

が
出

る
場

合
が

、
復

職
に

時
間

が
か

か
っ

た
。

●
以

上
よ

り
、

身
体

機
能

が
良

い
ほ

ど
復

職
が

早
い

と
言

え
る

。

症
状

へ
の

対
応

と
、

適
正

配
置

が
重

要
で

あ
る

。
特

定
の

が
ん

と
そ

の
治

療
の

知
見

を
得

る
こ

と
は

、
復

職
を

よ
り

促
進

す
る

。
な

し
P

sy
c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

2
2

6
量

的
研

究
(観

察
研

究
：
前

向
き

)

P
re

di
c
to

rs
 o

f
e
m

pl
o
ym

e
n
t

am
o
n
g 

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

 a
ft

e
r

m
e
di

c
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

–
 a

pr
o
sp

e
c
ti
ve

st
u
dy

M
e
h
n
e
rt

 A
2
0
1
3

ド
イ

ツ

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
皮

膚
癌

大
腸

直
腸

癌
肺

癌
造

血
器

腫
瘍

・
1
8
‐
6
0
歳

医
療

機
関

①
1
年

間
の

リ
ハ

ビ
リ

後
の

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r

の
雇

用
状

況
を

調
査

し
た

。
②

R
T
W

へ
の

関
連

因
子

(人
口

統
計

学
的

、
癌

、
心

理
社

会
学

的
、

治
療

)を
特

定
し

、
R

T
W

ま
で

の
時

間
を

求
め

た
。

［
具

体
的

な
質

問
内

容
］

機
能

障
害

、
痛

み
、

不
安

、
抑

う
つ

、
生

活
の

質
、

社
会

的
支

援
、

そ
し

て
仕

事
関

連
の

特
性

(作
業

能
力

、
病

気
休

暇
の

不
在

、
ジ

ョ
ブ

要
件

、
仕

事
の

満
足

度
、

自
己

知
覚

雇
用

者
の

宿
泊

施
設

、
知

覚
仕

事
の

損
失

　
等

●
R

T
W

を
予

測
す

る
有

意
な

因
子

と
し

て
、

以
下

を
挙

げ
た

。
・
R

T
W

の
意

思
が

あ
る

か
・
雇

用
主

が
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

理
解

が
あ

る
か

・
求

め
ら

れ
る

職
務

要
件

が
高

い
こ

と
・
癌

の
再

発
ま

た
は

進
行

・
元

の
病

気
休

暇
の

有
無

・
社

会
的

相
互

作
用

の
問

題

動
機

的
な

要
因

に
よ

っ
て

、
R

T
W

が
左

右
さ

れ
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

が
分

か
っ

た
。

職
場

復
帰

に
向

け
て

の
意

欲
と

疑
い

の
目

を
も

っ
て

、
慎

重
に

リ
ハ

ビ
リ

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

評
価

す
べ

き
で

あ
る

。

な
し

S
c
an

d 
J

W
o
rk

E
n
vi

ro
n

H
e
al

th
.

2
0
1
3

2
3

3
2

質
的

研
究

（F
G

)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

af
te

r 
a 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

di
ag

n
o
si

s:
 a

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f

e
th

n
ic

al
ly

di
ve

rs
e
 u

rb
an

w
o
m

e
n
.

B
lin

de
r 

V
S

2
0
0
7

ア
メ

リ
カ

乳
癌

・
1
8
‐
6
5
歳

・
S
ta

ge
 I
-
III

・
調

査
３

ヶ
月

以
上

前
に

診
断

・
人

種
：
A

fr
ic

an
-
A

m
e
ri
c
an

, 
A

fr
ia

n
-

C
ar

ib
be

an
, 
C

h
in

e
se

, 
F
ili

pi
n
a,

 L
at

in
a,

o
r 

n
o
-
L
at

in
a-

w
h
it
e

医
療

機
関

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
イ

ン
タ

ビ
ュ

-
を

実
施

し
た

。
診

断
時

の
仕

事
の

内
容

、
が

ん
に

よ
る

仕
事

の
変

化
や

上
司

・
同

僚
と

の
関

係
の

変
化

、
仕

事
を

辞
め

た
か

、
な

ぜ
辞

め
た

か
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

や
家

族
の

考
え

方
や

反
応

、
等

に
つ

い
て

議
論

し
た

。

●
討

論
の

テ
ー

マ
と

し
て

出
て

き
た

の
は

、
6
つ

で
あ

っ
た

。
①

 n
o
rm

al
c
y,

　
②

 a
c
c
e
pt

an
c
e
,　

③
 i
de

n
ti
ty

,　
④

 a
pp

e
ra

n
c
e
,　

⑤
pa

ri
va

c
y,

　
⑥

 l
ac

k 
o
f 

fl
e
xi

bi
lit

y 
at

 w
o
rk

,　
⑥

 e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

●
人

種
間

の
違

い
と

し
て

、
C

h
in

e
se

で
は

支
援

を
受

け
る

た
め

、
情

報
開

示
は

必
要

で
あ

る
こ

と
が

挙
が

っ
た

。
人

種
に

よ
る

違
い

は
大

き
く
な

か
っ

た
。

概
ね

こ
れ

ま
で

の
知

見
と

同
じ

で
あ

る
が

、
e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

, 
pr

iv
ac

y,
 n

o
rm

al
c
yの

関
係

に
つ

い
て

、
2
つ

の
th

e
m

at
ic

 p
at

h
w

ay
sを

新
た

に
見

出
し

て
い

る
。

①
以

前
と

変
わ

ら
ぬ

職
場

環
境

の
整

備
に

は
、

e
m

pl
o
ye

rに
よ

る
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

が
含

ま
れ

る
こ

と
②

家
族

の
既

往
が

あ
る

場
合

、
癌

の
診

断
の

受
入

れ
、

診
断

後
の

対
応

力
が

高
く
な

っ
て

い
る

こ
と

研
究

目
的

は
人

種
差

（
m

in
o
ri
ty

)
で

あ
っ

た
が

、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
あ

ま
り

意
味

の
あ

る
情

報
は

得
ら

れ
て

い
な

い
。

J
C

o
m

m
u
n
it
y

H
e
al

th
.

2
0
1
2

2
4

2
4

質
的

研
究

（
G

)

S
u
pp

o
rt

in
g

R
e
tu

rn
-
to

-
W

o
rk

 i
n
 t

h
e

F
ac

e
 o

f
L
e
gi

sl
at

io
n
:

S
ta

ke
h
o
ld

e
rs

’
E
xp

e
ri
e
n
c
e
s

w
it
h
 R

e
tu

rn
-

to
-
W

o
rk

A
ft

e
r 

B
re

as
t

C
an

c
e
r 

in
B

e
lg

iu
m

T
ie

dt
ke

 C
2
0
1
2

ベ
ル

ギ
ー

乳
癌

・
2
6
例

　
3
グ

ル
ー

プ
（
n
=
7
,n

=
9
,n

=
1
0
）

う
ち

、
　

・
治

療
担

当
者

　
4
例

　
・
雇

用
者

　
6
例

　
・
so

c
io

 s
e
c
u
ri
ty

 p
h
yc

ic
ia

n
　

3
例

　
・
産

業
医

　
4
例

　
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

5
例

　
・
患

者
関

係
者

　
4
例

不
明

3
つ

の
グ

ル
ー

プ
（
グ

ル
ー

プ
の

分
け

方
に

つ
い

て
記

載
な

し
）
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

た
。

R
T
W

に
つ

い
て

法
的

・
実

践
的

役
割

に
つ

い
て

経
験

を
も

と
に

語
っ

て
も

ら
っ

た
。

質
的

テ
ー

マ
分

析
の

手
法

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
毎

に
視

点
が

違
っ

て
い

た
。

●
従

業
員

は
治

療
に

フ
ォ

ー
カ

ス
を

充
て

る
と

と
も

に
、

R
T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
病

気
の

情
報

を
も

と
に

感
じ

て
い

る
。

●
治

療
医

は
仕

事
に

つ
い

て
患

者
に

指
示

に
従

っ
て

ほ
し

い
と

思
っ

て
い

る
。

治
療

が
終

了
す

る
ま

で
は

治
療

を
最

優
先

に
考

え
て

も
ら

い
た

い ●
雇

用
者

は
ビ

ジ
ネ

ス
と

雇
用

の
バ

ラ
ン

ス
を

考
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
●

so
c
ia

l 
se

c
u
ri
ty

 p
h
ys

ic
ia

n
は

仕
事

の
能

力
を

評
価

し
R

T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
を

調
整

す
る

。
●

産
業

医
は

機
会

を
伺

っ
て

い
る

が
、

法
律

が
そ

れ
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
な

い
。

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

は
そ

れ
ぞ

れ
の

見
え

て
い

る
も

の
が

違
う

の
で

、
他

職
種

の
連

携
が

重
要

で
あ

る
。

な
し

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
2

2
5

3
3

後
ろ

向
き

コ
ホ

ー
ト

研
究

質
問

紙
調

査

W
o
rk

si
te

ad
ju

st
m

e
n
ts

an
d 

w
o
rk

ab
ili

ty
 a

m
o
n
g

e
m

pl
o
ye

d
c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

.

T
o
rp

 S
2
0
1
2

ノ
ル

ウ
ェ

ー

1
5
種

の
が

ん

直
腸

癌
、

大
腸

癌
肺

癌
、

皮
膚

癌
、

子
宮

頚
癌

、
子

宮
体

癌
、

乳
癌

、
卵

巣
癌

、
前

立
腺

癌
、

精
巣

癌
、

膀
胱

癌
中

枢
神

経
系

が
ん

、
甲

状
腺

癌
、

白
血

病
、

n
o
n
-
H

o
d
gk

in
リ

ン
パ

腫
、

・
診

断
時

2
5
-
6
0
歳

　
5
6
3
例

・
2
0
0
5
‐
2
0
0
6
年

に
新

規
診

断
・
診

断
時

・
調

査
時

と
も

に
lo

ba
r 

fo
rc

e
st

at
u
sを

変
え

ず
に

就
労

し
て

い
た

医
療

機
関

（
4
施

設
）

2
0
0
8
年

1
-
3
月

（
診

断
後

1
5
-
3
9
ヶ

月
）
に

メ
ー

ル
で

質
問

紙
を

用
い

て
調

査
し

た
。

P
A

S
W

S
ta

ti
st

ic
s1

8
を

用
い

て
、

記
述

的
解

析
を

し
た

。

●
R

T
W

し
て

い
る

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

2
6
％

で
何

ら
か

の
ad

ju
st

m
e
n
t

が
実

施
さ

れ
て

い
た

。
●

実
施

さ
れ

た
ad

ju
st

m
e
n
tの

最
多

は
、

1
週

間
当

た
り

総
労

働
時

間
の

変
更

・
縮

減
で

1
6
％

で
あ

っ
た

。
●

身
体

的
負

担
を

軽
減

す
る

業
務

変
更

は
1
0
％

、
精

神
的

負
担

を
軽

減
す

る
業

務
変

更
は

8
％

で
実

施
さ

れ
て

い
た

。
（
※

業
務

変
更

の
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
は

記
載

な
し

。
）

●
ph

ys
ic

al
 a

bi
lit

yは
3
1
％

減
少

、
m

e
n
ta

l 
ab

ili
ty

は
2
3
％

減
少

し
て

い
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
9
0
％

以
上

の
C

an
c
e
r 

su
rv

iv
o
rが

仕
事

の
要

求
に

う
ま

く
応

え
て

い
た

。
●

w
o
rk

 a
bi

lit
yが

低
い

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rは

よ
り

多
く
職

場
で

の
ad

ju
st

m
e
n
tを

受
け

て
い

た
。

ノ
ル

ウ
ェ

ー
の

が
ん

就
労

者
に

つ
い

て
、

将
来

的
に

明
る

い
労

働
人

生
が

見
込

ま
れ

る
。

な
し

S
u
pp

o
rt

C
ar

e
C

an
c
e
r.

2
0
1
2

2
6

－61－



7
質

的
研

究
（
個

人
、

F
G

）

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 a
ft

e
r

tr
e
at

m
e
n
t 

fo
r

h
ae

m
at

o
lo

gi
c
a

l 
c
an

c
e
r:

fi
n
di

n
gs

 f
ro

m
A

u
st

ra
lia

.

M
c
G

ra
th

P
D

2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

造
血

器
腫

瘍

白
血

病
多

発
性

骨
髄

腫
リ

ン
パ

腫
そ

の
他

・
成

人
　

5
0
例

　
1
グ

ル
ー

プ
（
男

性
　

2
6
例

、
女

性
　

2
4
例

）
う

ち
、

　
・
白

血
病

　
1
7
例

、
　

・
多

発
性

骨
髄

腫
　

1
5
例

、
　

・
リ

ン
パ

腫
　

1
4
例

、
　

・
そ

の
他

　
4
例

・
診

断
後

1
年

以
上

経
過

・
L
e
u
ka

e
m

ia
 F

o
u
n
da

ti
o
n
 o

f
Q

u
e
e
n
sl

an
d（

L
F
Q

）
登

録
者

・
In

te
rn

at
io

n
al

 P
ro

gr
am

 o
f 

P
sy

c
h
o
-

S
o
c
ia

l 
H

e
al

th
 R

e
se

ar
c
h
 (

IP
P

-
S
H

R
)

を
通

し
て

参
加

・
骨

髄
移

植
後

　
1
1
例

を
含

む
・
幹

細
胞

移
植

後
　

1
5
例

を
含

む

不
明

対
象

者
各

々
に

電
話

で
1
時

間
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

こ
の

調
査

結
果

と
考

察
を

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
に

報
告

し
、

議
論

し
た

。
議

論
内

容
は

録
音

・
文

字
起

こ
し

し
、

質
的

デ
ー

タ
解

析
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
用

い
て

解
析

し
た

。

●
就

労
と

の
関

係
性

で
3
グ

ル
ー

プ
に

分
類

で
き

た
。

各
グ

ル
ー

プ
の

経
験

の
特

徴
を

分
類

し
報

告
し

た
。

①
 退

職
後

で
復

職
問

題
が

な
か

っ
た

群
②

 復
職

成
功

群
・
休

業
期

間
が

短
く
身

体
的

負
担

も
小

さ
か

っ
た

た
め

、
問

題
な

く
前

職
に

復
職

で
き

た
。

・
pa

rt
 t

im
e
で

復
職

し
徐

々
に

就
労

時
間

を
伸

ば
し

た
。

・
仕

事
を

F
le

xi
bi

lit
yに

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

で
き

た
。

③
 働

き
た

い
の

に
復

職
過

程
で

問
題

が
あ

っ
た

群
・
様

々
な

合
併

症
、

特
に

疲
労

に
よ

っ
て

就
労

困
難

で
あ

っ
た

。
・
身

体
的

負
荷

の
高

い
作

業
に

つ
い

て
雇

用
契

約
を

結
ん

で
い

た
。

・
シ

ョ
ッ

ク
で

復
職

の
機

会
を

逃
し

た
。

・
精

神
的

に
自

信
や

能
力

が
失

わ
れ

た
。

・
仕

事
を

し
な

い
こ

と
で

社
会

的
な

疎
外

感
を

感
じ

た
。

・
経

済
的

な
負

担
を

感
じ

た
。

・
復

職
に

関
す

る
社

会
的

支
援

の
知

識
が

な
く
、

復
職

意
欲

が
あ

る
の

に
復

職
が

阻
害

さ
れ

た
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

、
が

ん
就

労
（
特

に
造

血
器

腫
瘍

患
者

の
就

労
）
に

最
も

大
き

な
影

響
を

与
え

る
因

子
は

年
齢

で
あ

る
。

が
ん

診
断

後
の

復
職

で
は

、
精

神
的

な
負

担
を

受
け

や
す

い
た

め
個

人
へ

の
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

（
※

文
献

的
考

察
が

中
心

。
）

な
し

S
u
pp

o
rt

C
ar

e
C

an
c
e
r.

2
0
1
2

2
7

8
質

的
研

究
（
m

e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

an
d 

br
e
as

t
c
an

c
e
r:
 a

m
e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y.

B
an

n
in

g 
M

2
0
1
1

U
K

乳
癌

該
当

な
し

不
明

診
断

後
に

職
場

復
帰

す
る

際
の

経
験

に
関

す
る

1
0
の

質
的

研
究

を
統

合
し

、
m

e
ta

-
e
th

o
n
o
gr

ap
h
ic

 a
pp

ro
ac

h
を

用
い

て
、

詳
細

に
分

析
し

た
。

各
研

究
論

文
の

情
報

を
統

合
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

グ
ル

ー
プ

内
で

翻
訳

し
た

。

●
職

場
復

帰
に

関
し

て
4
つ

の
コ

ン
セ

プ
ト

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
①

 i
n
fl
u
e
n
c
e
 f

ac
to

rs
,

②
 s

ic
kn

e
ss

 a
bs

e
n
c
e
,

③
 w

o
rk

 a
bi

lit
y,

④
 w

o
rk

-
re

la
te

d 
pr

o
bl

e
m

s
●

更
な

る
分

析
で

、
4
つ

の
最

終
的

な
解

釈
が

出
来

上
が

っ
た

。
①

 b
re

as
t 

c
an

c
e
 a

n
d 

e
m

pl
o
ym

e
n
t,

②
 t

re
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

 i
m

pa
ir
m

e
n
t,

③
 e

m
pl

o
ye

r 
c
o
m

pr
e
h
e
n
si

o
n
 o

f 
br

e
as

t 
c
an

c
e
,

④
 f

e
ar

 o
f 

w
o
rk

-r
e
la

te
d
 f

ai
lu

re

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
と

し
て

、
雇

用
者

の
教

育
の

重
要

性
、

産
業

保
健

サ
ー

ビ
ス

充
実

の
重

要
性

が
考

察
さ

れ
た

。
ま

た
、

が
ん

専
門

医
に

つ
い

て
も

、
職

場
復

帰
の

ベ
ス

ト
な

タ
イ

ミ
ン

グ
を

決
定

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
必

要
が

あ
る

。

tr
e
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

im
pa

ir
e
m

e
n
tと

し
て

、
種

々
の

症
状

と
仕

事
上

の
困

難
性

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。

E
u
r 

J
C

an
c
e
r

C
ar

e
 (

E
n
gl

).
2
0
1
1

2
8

2
5

質
的

研
究

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
ft

e
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r:

W
o
m

e
n
’
s

e
xp

e
ri
e
n
c
e
s 

o
f

e
n
c
o
u
n
te

rs
w

it
h

di
ff

e
re

n
t

st
ak

e
h
o
ld

e
rs

N
ils

so
n
 M

2
0
1
1

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
2
0
‐
6
0
歳

　
女

性
　

2
3
人

・
復

職
し

た
・
乳

が
ん

既
往

例
や

全
身

転
移

例
は

除
外

不
明

4
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

を
つ

く
り

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
し

た
。

●
4
つ

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
①

社
会

保
険

職
員

②
雇

用
者

・
同

僚
③

医
療

従
事

者
④

家
族

・
友

人
●

乳
癌

患
者

の
復

職
に

関
与

す
る

や
り

方
の

3
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

①
 女

性
の

ニ
ー

ズ
に

関
連

し
た

調
整

（
e
x.

 仕
事

で
病

気
の

利
点

を
取

り
扱

う
、

ま
た

は
ケ

ア
　

等
）

②
 女

性
へ

の
情

報
の

シ
ェ

ア
（
e
x.

 関
連

疾
病

の
保

険
や

副
作

用
）

③
 女

性
が

知
覚

す
る

、
利

害
関

係
者

の
態

度
（
利

害
関

係
者

の
振

る
舞

い
に

対
し

て
、

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

女
性

が
ど

の
よ

う
に

感
じ

る
か

）
※

(4
×

3
)表

で
分

類
さ

れ
る

こ
と

が
分

か
っ

た
。

様
々

な
関

係
者

と
出

会
う

こ
と

は
、

R
T
W

に
影

響
を

与
え

る
。

R
T
W

プ
ロ

セ
ス

に
関

与
し

た
り

、
相

互
の

知
識

交
換

、
柔

軟
な

解
決

法
を

見
つ

け
る

た
め

に
、

有
用

と
な

る
。

直
接

復
職

へ
の

要
因

を
示

し
た

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
い

ろ
い

ろ
な

人
と

の
関

わ
り

が
復

職
を

早
く
す

る
と

い
っ

た
内

容
で

あ
っ

た
。

E
u
r 

J
 O

n
c
o
l

N
u
rs

. 
 2

0
1
1

3
0

1
0

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

A
 l
o
n
gi

tu
di

n
al

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f 

th
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
w

o
rk

in
g

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

fo
r

gy
n
ae

c
o
lo

gi
c
al

c
an

c
e
r.

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
1
2

U
K

婦
人

科
が

ん

（
子

宮
内

膜
癌

、
子

宮
頸

癌
、

卵
巣

癌
）

・
1
8
-
6
5
歳

・
来

治
療

終
了

後
4
週

間
以

内
医

療
機

関
電

話

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
2
回

実
施

し
た

。
①

復
職

前
：

復
職

に
関

す
る

認
識

、
業

務
に

お
い

て
が

ん
の

影
響

に
つ

い
て

の
考

え
、

職
業

上
の

目
標

、
仕

事
の

価
値

な
ど

②
復

職
後

1
年

：
復

職
の

プ
ロ

セ
ス

（
促

進
因

子
と

阻
害

要
因

）
、

仕
事

や
職

業
上

の
目

標
に

対
す

る
認

識
な

ど

①
 復

職
前

（
5
5
例

）
②

 復
職

後
（
3
6
例

）
●

仕
事

の
意

味
：

・
金

銭
的

報
酬

、
・
社

会
と

の
関

わ
り

、
・
ル

ー
チ

ン
作

業
の

供
給

●
情

報
の

開
示

：
同

僚
に

開
示

し
た

事
例

は
ほ

と
ん

ど
な

く
、

限
ら

れ
た

同
僚

に
開

示
し

た
事

例
や

、
ラ

イ
ン

マ
ネ

ジ
ャ

ー
だ

け
に

開
示

し
た

事
例

は
あ

っ
た

。
●

仕
事

の
再

調
整

：
・
疲

労
感

、
集

中
力

低
下

、
長

時
間

座
位

が
困

難
等

に
よ

り
、

職
場

環
境

や
業

務
に

慣
れ

る
た

め
に

は
調

整
期

間
や

小
休

憩
が

必
要

で
あ

っ
た

。
・
記

憶
力

低
下

に
よ

り
、

不
安

、
自

信
喪

失
を

認
め

て
い

た
。

復
職

前
後

で
働

き
方

は
変

わ
ら

な
か

っ
た

が
、

仕
事

に
対

す
る

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
や

目
標

は
変

化
し

た
。

職
場

の
人

に
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

で
サ

ポ
ー

ト
が

得
ら

れ
や

す
い

反
面

、
仕

事
の

変
更

を
強

い
ら

れ
た

り
失

業
さ

せ
ら

れ
る

恐
れ

も
あ

る
。

な
し

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
2

3
2

3
4

質
問

紙
調

査

C
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

’
 a

n
d

e
m

pl
o
ye

rs
’

pe
rc

e
pt

io
n
s 

o
f

w
o
rk

in
g

fo
llo

w
in

g
c
an

c
e
r

tr
e
at

m
e
n
t

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
1
0

U
K

頭
頸

部
癌

婦
人

科
が

ん
泌

尿
器

系
が

ん
乳

癌

・
が

ん
患

者
　

6
0
歳

未
満

　
1
9
4
例

・
雇

用
者

　
6
0
歳

未
満

　
2
5
2
例

医
療

機
関

2
つ

の
テ

ー
マ

に
つ

い
て

、
が

ん
患

者
と

雇
用

者
に

質
問

紙
を

記
入

し
て

も
ら

い
、

結
果

を
比

較
し

た
。

①
 仕

事
に

影
響

を
与

え
る

が
ん

に
よ

る
要

因
9
項

目
（
疲

労
、

集
中

力
低

下
　

等
）

②
 仕

事
に

関
す

る
気

に
対

す
る

認
識

　
8
項

目 （
治

療
の

せ
い

で
仕

事
の

能
力

が
落

ち
る

、
職

場
で

も
症

状
が

出
現

す
る

　
等

）

●
2
つ

の
テ

ー
マ

と
も

に
全

項
目

で
、

雇
用

者
の

解
答

は
患

者
の

解
答

よ
り

、
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

な
考

え
が

強
か

っ
た

。
●

ま
た

、
企

業
間

に
よ

る
大

き
な

差
は

な
か

っ
た

。

今
回

の
研

究
に

参
加

し
た

患
者

は
楽

観
的

な
方

が
多

か
っ

た
。

患
者

−
雇

用
者

間
で

復
職

に
関

す
る

意
見

の
不

一
致

が
あ

る
と

、
建

設
的

な
復

職
が

阻
害

さ
れ

る
。

患
者

-
雇

用
者

間
で

、
仕

事
に

つ
い

て
の

現
実

的
な

見
込

み
を

持
つ

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
そ

の
た

め
に

は
、

復
職

評
価

時
に

、
患

者
が

が
ん

や
そ

の
治

療
が

仕
事

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
て

認
識

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

。

な
し

O
c
c
u
pa

ti
o
n
a

l 
M

e
di

c
in

e
,

2
0
1
0

3
3

－62－



3
5

質
的

研
究

（F
G

、
S
e
m

is
tu

c
tu

re
d

D
is

c
u
ss

io
n
s)

C
an

c
e
r-

re
la

te
d 

ta
sk

s
in

vo
lv

in
g

e
m

pl
o
ym

e
n
t:

o
pp

o
rt

u
n
it
ie

s
fo

r 
c
lin

ic
al

as
si

st
an

c
e
.

F
ra

zi
e
r 

L
M

2
0
0
9

ア
メ

リ
カ

婦
人

科
が

ん

卵
巣

腫
瘍

、
子

宮
頚

癌
、

子
宮

体
癌

、
婦

人
科

が
ん

複
数

併
発

・
女

性
　

7
3
例

・
週

2
0
時

間
以

上
の

勤
務

・
診

断
か

ら
3
ヶ

月
以

上
経

過
医

療
機

関

・
4
‐
8
名

で
構

成
し

た
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

た
。

が
ん

診
断

後
の

就
業

上
の

経
験

、
発

生
し

た
健

康
問

題
、

就
労

を
続

け
る

上
で

必
要

な
工

夫
等

に
つ

い
て

聴
取

し
た

。

●
診

断
後

3
つ

の
段

階
（
診

断
直

後
、

治
療

中
、

初
期

治
療

の
終

了
後

）
に

分
類

し
、

各
段

階
に

つ
い

て
T
ab

le
に

て
報

告
し

た
。

●
困

難
な

T
as

kに
つ

い
て

報
告

し
た

。
・
上

司
や

同
僚

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
・
会

社
の

規
定

を
理

解
し

、
自

分
に

当
て

は
め

る
こ

と
・
経

済
的

問
題

を
解

決
す

る
こ

と
・
復

職
に

際
し

て
症

状
へ

の
対

処
を

す
る

こ
と

・
が

ん
関

連
の

仕
事

上
の

問
題

に
つ

い
て

、
有

効
な

解
決

策
を

探
す

こ
と ・
キ

ャ
リ

ア
プ

ラ
ン

を
作

る
こ

と

医
療

機
関

の
c
an

c
e
r 

te
am

と
し

て
、

患
者

の
就

労
に

関
し

て
で

き
る

こ
と

を
想

定
し

た
。

・
患

者
の

仕
事

の
懸

念
を

明
確

に
し

、
情

報
提

供
す

る
。

・
職

場
復

帰
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
。

・
他

の
専

門
職

に
コ

ン
サ

ル
ト

す
る

。
ま

た
、

ど
の

職
種

が
支

援
を

実
施

す
べ

き
か

等
に

つ
い

て
も

考
察

し
た

。

医
療

機
関

に
お

け
る

介
入

の
検

討
を

行
っ

て
い

る
が

、
診

断
後

ど
の

よ
う

な
T
as

kが
あ

る
か

と
い

う
視

点
は

、
職

域
の

支
援

に
も

役
に

立
つ

と
考

え
ら

れ
る

。

J
 S

u
pp

o
rt

O
n
c
o
l. 

 2
0
0
9

3
6

1
4

量
的

研
究

E
m

pl
o
ym

e
n
t

an
d 

re
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 i
n
 h

e
ad

an
d 

n
e
c
k

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

V
e
rd

o
n
c
k-

de
 L

e
e
u
w

IM
2
0
1
0

オ
ラ

ン
ダ

頭
頸

部
癌

・
診

断
時

　
6
5
歳

未
満

・
治

療
後

2
年

以
上

経
過

・
認

知
機

能
障

害
例

は
除

外
・
オ

ラ
ン

ダ
語

で
会

話
不

能
例

は
除

外

不
明

・
各

人
に

対
し

、
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

た
。

・
プ

ラ
イ

マ
リ

ア
ウ

ト
カ

ム
は

、
雇

用
状

況
と

復
職

の
評

価
と

し
た

。
・
セ

カ
ン

ダ
リ

ア
ウ

ト
カ

ム
は

、
健

康
関

連
Q

O
L
（
E
O

R
T
C

 Q
L
Q

-
C

3
0
と

Q
L
Q

-
H

＆
N

3
5
）
と

精
神

的
苦

痛
（
H

o
sp

it
al

 A
n
xi

e
ty

an
d 

D
e
pr

e
ss

io
n
 S

c
al

e
（
H

A
D

S
）
）
と

し
た

。
・
社

会
人

口
学

的
要

素
と

疾
患

と
治

療
関

連
パ

ラ
メ

ー
タ

、
健

康
関

連
Q

O
L
、

苦
痛

の
状

況
を

調
査

し
、

雇
用

状
況

と
比

較
し

た
。

●
診

断
時

に
就

労
し

て
い

た
5
3
例

の
う

ち
、

4
4
例

（
8
3
％

）
は

仕
事

に
復

帰
し

た
。

復
帰

状
況

の
内

訳
は

以
下

の
通

り
で

あ
っ

た
。

・
同

一
の

仕
事

に
復

帰
　

2
8
例

・
仕

事
内

容
を

変
更

し
て

復
帰

　
7
例

・
別

の
仕

事
に

復
帰

　
9
例

●
復

職
期

間
の

中
央

値
は

6
ヶ

月
(r

an
ge

 0
‐
2
4
ヶ

月
)で

あ
り

、
治

療
後

6
ヶ

月
以

内
に

復
職

し
た

の
は

7
1
％

で
あ

っ
た

。
●

治
療

後
の

雇
用

に
有

意
に

関
連

し
た

要
因

が
あ

っ
た

。
①

 歯
を

含
め

た
障

害
の

不
安

と
口

腔
内

の
機

能
障

害
（
歯

と
口

腔
乾

燥
、

 開
口

障
害

、
 粘

着
性

の
唾

液
、

等
）

②
 食

欲
損

失
③

 社
会

的
な

食
事

④
 社

会
的

接
触

に
問

題
を

生
じ

る
こ

と

頭
頸

部
癌

su
rv

iv
o
rの

大
半

は
、

治
療

後
6
ヶ

月
以

内
に

仕
事

に
復

帰
し

て
い

た
。

治
療

後
の

復
職

の
障

壁
は

、
口

腔
機

能
障

害
、

食
欲

不
振

、
劣

化
し

た
社

会
的

機
能

、
そ

し
て

、
高

度
の

不
安

で
あ

る
。

プ
ラ

イ
マ

リ
ア

ウ
ト

カ
ム

：
・
雇

用
状

況
・
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

る
復

職
の

評
価 セ

カ
ン

ダ
リ

ア
ウ

ト
カ

ム
：

・
健

康
関

連
Q

O
L
（
E
O

R
T
C

Q
L
Q

-
C

3
0
と

Q
L
Q

-
H

＆
N

3
5
）

・
精

神
的

苦
痛

（
H

o
sp

it
al

A
n
xi

e
ty

 a
n
d 

D
e
pr

e
ss

io
n

S
c
al

e
（
H

A
D

S
）

O
ra

l 
O

n
c
o
l.

2
0
1
0

3
8

3
6

量
的

研
究

R
e
tu

rn
 t

o
W

o
rk

 A
ft

e
r

C
an

c
e
r 

in
 t

h
e

U
K
: 
A

tt
it
u
de

s
an

d
E
xp

e
ri
e
n
c
e
s

o
f 

L
in

e
M

an
ag

e
rs

A
m

ir
 Z

2
0
1
0

イ
ギ

リ
ス

多
種

の
が

ん

・
公

共
部

門
の

雇
用

者
（
イ

ン
グ

ラ
ン

ド
北

東
部

）
・
小

中
等

学
校

　
校

長
（
従

業
員

1
0
,0

0
0
人

規
模

　
3
0
0
校

）
・
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

・
医

療
従

事
者

・
州

議
会

の
サ

ー
ビ

ス
ラ

イ
ン

管
理

者
（
従

業
員

8
5
0
0
人

規
模

、
建

築
ユ

ニ
ッ

ト
を

含
む

）
・
地

区
協

議
会

の
ラ

イ
ン

管
理

者
（
従

業
員

1
0
0
0
人

規
模

)
・
消

防
・
救

助
の

ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
従

業
員

6
0
0
人

規
模

）
・
民

間
/
ボ

ラ
ン

タ
リ

ー
セ

ク
タ

ー
の

雇
用

者
・
管

理
職

•国
家

の
遠

隔
通

信
会

社
（
従

業
員

1
0
0
,0

0
0
人

規
模

）
•中

小
企

業
の

地
域

雇
用

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

メ
ン

バ
ー

o
n
 l
in

e

下
記

項
目

に
つ

い
て

、
o
n
 l
in

e
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

し
た

。
・
感

情
的

な
負

担
・
個

人
の

ニ
ー

ズ
と

の
組

織
の

ニ
ー

ズ
と

の
バ

ラ
ン

ス
・
が

ん
就

労
者

の
雇

用
に

対
す

る
態

度
・
上

級
管

理
職

か
ら

の
支

援
や

ス
キ

ル
・
人

口
統

計
情

報
1
4
項

目
・
職

場
で

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

管
理

上
の

視
点

や
態

度
を

評
価

す
る

3
1
項

目
探

索
的

因
子

分
析

を
用

い
て

、
意

識
調

査
の

階
乗

構
造

を
解

析
し

た
。

多
変

量
分

散
分

析
を

用
い

て
、

人
口

統
計

学
的

特
性

及
び

ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

態
度

に
お

け
る

組
織

変
数

の
効

果
を

解
析

し
た

。

●
ラ

イ
ン

管
理

者
の

態
度

は
、

5
つ

の
経

験
的

要
因

に
従

い
概

念
化

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
①

 が
ん

生
存

者
に

向
か

っ
て

心
配

し
て

の
態

度
②

 協
力

的
態

度
③

 ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

知
覚

負
担

④
 通

常
性

を
維

持
⑤

 財
務

上
の

利
益

の
問

題
●

ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
は

c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

サ
ポ

ー
ト

に
比

較
的

積
極

的
な

姿
勢

だ
が

、
経

営
者

は
否

定
的

な
態

度
を

抱
く
傾

向
が

あ
る

。
●

女
性

管
理

職
は

、
男

性
管

理
職

よ
り

も
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

サ
ポ

ー
ト

に
積

極
的

な
姿

勢
で

あ
る

。

が
ん

と
診

断
さ

れ
た

従
業

員
の

雇
用

と
仕

事
保

持
を

支
援

す
る

た
め

に
、

雇
用

者
、

ラ
イ

ン
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
が

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

や
サ

ポ
ー

ト
及

び
リ

ソ
ー

ス
を

提
供

す
る

必
要

が
あ

る
。

調
査

対
象

は
癌

患
者

で
は

な
く
、

が
ん

患
者

の
い

る
ラ

イ
ン

の
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
で

す
。

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

の
要

素
が

仕
事

の
継

続
に

影
響

を
与

え
て

い
る

要
素

も
あ

る
た

め
、

入
れ

た
。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
0

3
9

3
7

質
的

研
究

F
ac

to
rs

in
fl
u
e
n
c
in

g
re

tu
rn

 t
o

w
o
rk

: 
a

n
ar

ra
ti
ve

st
u
dy

 o
f

w
o
m

e
n

tr
e
at

e
d 

fo
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r

J
o
h
n
ss

o
n

A
2
0
0
8

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
4
8
‐
5
5
歳

、
1
6
例

(就
労

中
　

8
例

、
休

業
中

　
8
例

)
・
手

術
後

1
年

の
時

点
の

・
勤

労
に

関
す

る
経

験
に

つ
い

て
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

電
話

や
文

書
で

リ
ク

ル
ー

ト
し

た
。

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
4
0
‐
6
0
分

）
に

よ
る

調
査

を
実

施
し

た
。

n
ar

ra
ti
ve

 m
e
th

o
d

su
gg

e
st

e
d
 b

y 
M

is
h
le

rを
用

い
て

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
お

よ
び

解
析

し
た

。
In

 d
e
pt

h
-

in
te

rv
ie

w
。

★
労

働
市

場
に

属
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

感
じ

方
の

変
化

が
あ

っ
た

。
●

労
働

市
場

に
い

る
人

た
ち

に
つ

い
て

①
 E

ar
ly

 r
e
tu

rn
e
r群

は
、

急
い

で
お

り
か

つ
ク

リ
エ

イ
テ

ィ
ブ

な
機

会
の

あ
る

職
と

感
じ

て
い

た
。

ま
た

仕
事

を
す

る
こ

と
は

普
通

の
こ

と
と

感
じ

て
い

た
。

一
方

で
、

配
慮

が
受

け
ら

れ
な

い
こ

と
に

つ
い

て
憤

慨
す

る
事

例
も

あ
っ

た
。

②
 L

at
e
 r

e
tu

e
n
e
rs

群
は

、
体

調
が

回
復

し
た

と
自

信
を

持
っ

て
か

ら
の

復
職

を
願

っ
た

。
③

 S
ic

k 
le

av
e
群

は
仕

事
に

対
す

る
態

度
が

変
わ

っ
て

い
た

。
一

時
的

な
di

sa
bi

lit
yを

有
し

て
い

て
も

市
場

に
残

る
こ

と
を

欲
し

て
い

た
。

●
休

ん
で

い
る

人
た

ち
に

つ
い

て
①

 E
ar

ly
 r

e
tu

rn
e
r群

は
、

上
司

や
同

僚
か

ら
の

支
援

が
強

か
っ

た
。

業
務

量
も

相
当

程
度

減
量

さ
せ

て
い

た
。

一
時

的
な

契
約

社
員

を
雇

い
労

働
者

を
サ

ポ
ー

ト
し

た
事

例
も

あ
っ

た
。

②
 L

at
e
 r

e
tu

e
n
e
rs

群
は

R
T
W

を
勝

ち
取

っ
た

③
 S

ic
k 

le
av

e
群

は
雇

用
者

に
で

き
な

い
こ

と
を

強
要

さ
れ

た
。

3
つ

の
重

要
な

要
素

が
存

在
す

る
。

①
 労

働
市

場
に

所
属

す
る

こ
と

は
心

理
的

変
化

に
非

常
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
。

②
 仕

事
へ

の
態

度
は

変
容

す
る

。
③

 社
会

的
支

援
は

R
T
W

に
と

っ
て

決
定

的
な

要
素

で
あ

る
。

M
S
W

が
作

成
し

た
も

の
で

感
情

が
こ

も
っ

た
論

文
で

あ
っ

た
。

し
か

し
が

ら
外

国
人

の
感

情
を

読
み

取
る

の
は

大
変

困
難

で
あ

っ
た

。
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
、

職
場

の
理

解
の

な
い

こ
と

が
就

労
の

阻
害

要
因

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
悪

意
を

持
っ

て
書

い
て

い
る

よ
う

な
気

が
す

る
…

ま
た

、
結

果
と

考
察

が
乖

離
し

て
お

り
あ

ま
り

参
考

に
な

ら
な

い
よ

う
に

も
思

わ
れ

た
。

E
u
r 

J
C

an
c
e
r

C
ar

e
 (

E
n
gl

).
2
0
1
0

4
0

3
8

量
的

研
究

T
h
e

o
rg

an
is

at
io

n
al

pe
rs

pe
c
ti
ve

o
n
 t

h
e
 r

e
tu

rn
to

 w
o
rk

 o
f

e
m

pl
o
ye

e
s

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

fo
r

c
an

c
e
r.

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
0
8

イ
ギ

リ
ス

多
種

の
が

ん
・
企

業
　

2
5
2
社

メ
ー

ル
電

話

メ
ー

ル
や

電
話

で
企

業
に

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

し
た

。
①

会
社

情
報

②
が

ん
患

者
の

職
場

復
帰

の
経

験
③

復
職

に
関

す
る

会
社

の
方

針
お

よ
び

手
順 ④

復
職

サ
ー

ビ
ス

⑤
が

ん
や

復
職

プ
ロ

セ
ス

へ
の

ポ
リ

シ
ー

●
企

業
の

が
ん

患
者

の
復

職
へ

の
ポ

リ
シ

ー
や

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
情

報
や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

が
提

供
さ

れ
た

従
業

員
は

3
8
％

で
あ

っ
た

。
●

が
ん

患
者

の
復

職
に

成
功

し
た

企
業

で
は

、
従

業
員

の
態

度
や

感
情

的
な

機
能

に
関

連
す

る
要

因
と

向
か

い
合

う
傾

向
が

あ
っ

た
。

従
業

員
が

自
社

の
が

ん
患

者
の

復
職

へ
の

サ
ー

ビ
ス

を
十

分
に

知
ら

な
か

っ
た

り
、

情
報

や
明

確
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

不
足

し
て

い
る

と
、

企
業

か
ら

の
支

援
の

有
益

性
を

妨
げ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
。

調
査

対
象

は
癌

患
者

で
は

な
く
、

組
織

の
仕

組
み

に
つ

い
て

で
す

。
組

織
の

仕
組

み
が

仕
事

の
継

続
に

影
響

を
与

え
て

い
る

要
素

も
あ

る
た

め
、

入
れ

た
。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
0
8

4
1

－63－



3
9

質
的

研
究

（F
G

）

（
p
ilo

t 
st

u
d
y)

S
u
c
c
e
ss

fu
l

re
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

fo
r 

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

.

N
ac

h
re

in
e
r

N
M

2
0
0
7

ア
メ

リ
カ

（
ミ

ネ
ソ

タ
）

乳
癌

肺
癌

急
性

骨
髄

性
白

血
病

卵
巣

癌

・
1
8
-
5
5
歳

　
女

性
　

7
例

う
ち

、
　

・
乳

癌
　

3
例

　
・
肺

癌
　

1
例

　
・
急

性
骨

髄
性

白
血

病
　

1
例

　
・
卵

巣
癌

　
1
例

・
ミ

ネ
ソ

タ
在

住
・
診

断
時

就
労

し
て

い
た

医
療

機
関

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
病

院
腫

瘍
科

に
て

対
象

者
4
0

例
の

リ
ス

ト
を

作
成

し
、

研
究

へ
の

参
加

を
募

集
し

た
。

募
集

に
応

じ
た

7
例

を
対

象
に

、
治

療
し

た
病

院
で

2
時

間
の

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

実
施

し
た

。
議

論
内

容
を

録
音

・
文

字
起

こ
し

し
、

M
o
rg

an
 a

n
d

K
ru

e
ge

r 
gu

id
e
d 

an
al

ys
is

を
用

い
て

、
記

述
的

質
的

な
分

析
を

し
た

。

●
R

T
W

を
促

進
す

る
要

因
は

3
点

で
あ

っ
た

。
①

 j
o
b
 f

le
xi

b
ili

ty
：
 入

院
先

に
仕

事
を

持
っ

て
き

て
く
れ

た
（
場

所
）
。

ド
ア

を
閉

め
て

昼
寝

で
き

た
（
休

憩
時

間
）
。

②
 c

o
w

o
rk

e
r 

su
pp

o
rt

：
　

同
僚

の
有

給
休

暇
を

く
れ

た
。

費
用

を
カ

ン
パ

し
て

く
れ

た
。

仕
事

を
手

伝
っ

て
く
れ

た
。

③
 h

e
al

th
 c

ar
e
 p

ro
vi

de
r 

su
pp

o
rt

：
　

復
職

を
促

す
助

言
を

し
て

く
れ

た
。

●
R

T
W

を
妨

げ
る

要
因

は
4
点

で
あ

っ
た

。
①

 i
gn

o
ra

n
c
e
 a

bo
u
t 

c
an

c
e
r 

in
 w

o
rk

pl
ac

e
：
　

入
院

先
に

仕
事

を
持

っ
て

き
た

。
疲

労
に

つ
い

て
理

解
が

な
か

っ
た

。
治

療
が

終
わ

っ
て

い
る

か
ら

元
気

だ
と

い
う

勘
違

い
。

②
 l
ac

k 
o
f 

e
m

o
ti
o
n
al

 s
u
pp

o
rt

：
　

う
つ

に
な

っ
た

が
気

遣
い

を
さ

れ
な

か
っ

た
。

③
 p

h
ys

ic
al

 e
ff

e
c
ts

 o
f 

c
an

c
e
r：

　
老

い
た

よ
う

に
感

じ
た

。
以

前
と

は
違

う
疲

労
が

あ
っ

た
。

④
 i
m

pa
c
t 

o
f 

c
an

c
e
r 

o
n
 i
n
di

vi
du

al
s'

 p
ri
o
ri
ti
e
s：

　
仕

事
が

す
べ

て
で

は
な

い
。

ス
ト

レ
ス

は
身

体
に

よ
く
な

い
。

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rは

、
A

D
A

、
管

理
者

の
支

援
、

同
僚

支
援

に
よ

っ
て

、
R

T
W

に
導

か
れ

る
。

①
 s

c
re

e
n
in

gや
治

療
を

促
す

。
②

 産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

（
O

H
N

）
が

R
T
W

の
促

進
因

子
と

妨
害

因
子

を
理

解
す

る
。

③
 A

D
A

を
活

用
す

る
④

 O
H

N
が

知
識

を
も

ち
、

労
働

者
の

就
労

経
験

を
m

an
ag

in
gし

、
雇

用
者

を
ア

シ
ス

ト
す

る
。

な
し

A
A

O
H

N
 J

.
2
0
0
7

4
3

4
0

横
断

研
究

質
問

紙
調

査

C
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

h
ip

an
d 

w
o
rk

:
sy

m
pt

o
m

s,
su

pe
rv

is
o
r

re
sp

o
n
se

, 
c
o
-

w
o
rk

e
r

di
sc

lo
su

re
 a

n
d

w
o
rk

ad
ju

st
m

e
n
t.

P
ry

c
e
 J

2
0
0
7

イ
ギ

リ
ス

4
5
種

の
が

ん
・
3
2
8
例

・
U

K
-
ba

se
d 

c
an

c
e
r 

c
h
ar

it
y登

録
者

・
乳

癌
が

最
多

（
4
7
.7

％
）

紙
面

o
n
 l
in

e

5
セ

ク
シ

ョ
ン

3
3
項

目
の

質
問

紙
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。
紙

面
で

回
答

の
さ

れ
た

2
1
0
例

と
、

o
n
lin

e
で

回
答

さ
れ

た
1
1
8
例

に
つ

い
て

、
単

変
量

及
び

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
治

療
中

に
就

労
継

続
に

影
響

を
与

え
る

因
子

は
4
点

で
あ

っ
た

。
①

 f
le

xi
bi

lit
yの

機
会

②
 同

僚
へ

の
告

知
③

 d
if
fi
c
u
lt
ie

s 
m

an
ag

in
g 

fa
ti
gu

e
④

 p
ai

d
 t

im
e
 o

ff
 t

o
 a

tt
e
n
d
 a

ll 
m

e
d
ic

al
 a

p
p
o
in

tm
e
n
ts

●
復

職
に

相
関

が
あ

っ
た

因
子

は
5
点

で
あ

っ
た

。
①

 d
if
fi
c
u
lt
ie

s 
m

an
ag

in
g 

fa
ti
gu

e
②

 m
an

ag
in

g 
th

e
 s

tr
e
ss

 o
f 

c
an

c
e
r

③
 m

an
ag

in
g 

ph
ys

ic
al

 c
h
an

ge
s 

as
so

c
ia

te
d 

w
it
h
 c

an
c
e
r

④
 主

治
医

か
ら

仕
事

に
関

す
る

ア
ド

バ
イ

ス
を

受
け

た
⑤

 雇
用

者
と

の
復

職
に

関
す

る
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ

が
ん

の
症

状
を

い
か

に
m

an
e
gi

n
gす

る
か

が
重

要
で

あ
る

。
ま

た
、

能
力

に
応

じ
w

o
rk

pl
ac

e
 a

dj
u
st

m
e
n
tを

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
※

具
体

的
な

m
an

ag
in

gや
aj

u
st

m
e
n
tn

o
記

載
な

し
。

）

★
J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
0
7

4
5

1
7

質
的

研
究

(個
別

、
F
G

)

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 f
o
llo

w
in

g
c
an

c
e
r:
 a

qu
al

it
at

iv
e

e
xp

lo
ra

to
ry

st
u
dy

 i
n
to

 t
h
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
re

tu
rn

in
g

to
 w

o
rk

fo
llo

w
in

g
c
an

c
e
r.

K
e
n
n
e
dy

 F
2
0
0
6

U
K

多
種

の
が

ん
・
個

別
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
　

1
9
例

・
2
グ

ル
ー

プ
　

1
0
例

（
n
=
4
,n

=
6
）

・
総

計
　

2
9
例

職
場

も
し

く
は

自
宅

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

と
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
2
グ

ル
ー

プ
）
の

2
つ

の
手

法
を

用
い

て
、

調
査

し
た

。

●
議

論
は

、
7
点

に
分

類
さ

れ
た

。
①

 d
iv

e
rs

e
 a

n
d 

a 
va

ri
e
ty

 o
f 

re
as

o
n
s 

in
fl
u
e
n
c
e
d 

w
o
rk

 d
e
c
is

io
n
s

②
 i
n
c
lu

di
n
g 

fi
n
an

c
ia

l 
c
o
n
c
e
rn

s 
an

d 
re

ga
in

in
g 

n
o
rm

al
it
y

③
 p

ar
ti
c
ip

an
ts

 a
ls

o
 d

is
c
u
ss

e
d
 t

h
e
ir
 a

b
ili

ty
 t

o
 w

o
rk

④
 h

e
al

th
 p

ro
fe

ss
io

n
al

s’
 a

dv
ic

e
⑤

 s
id

e
 e

ff
e
c
ts

⑥
 s

u
pp

o
rt

 a
n
d 

ad
ju

st
m

e
n
ts

⑦
 a

tt
it
u
d
e
s 

to
w

ar
d
s 

w
o
rk

医
療

専
門

家
の

的
確

な
合

理
的

配
慮

に
基

づ
く
意

見
に

よ
っ

て
、

よ
り

適
切

な
復

職
が

可
能

と
な

る
。

な
し

E
u
r 

J
C

an
c
e
r

C
ar

e
 (

E
n
gl

).
2
0
0
7

4
6

4
1

質
的

研
究

（
個

人
）

C
o
rr

e
la

te
s 

o
f

re
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

fo
r 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

.

B
o
u
kn

ig
h
t

R
R

2
0
0
6

ア
メ

リ
カ

（
デ

ト
ロ

イ
ト

）
乳

癌

・
3
0
-
6
5
歳

　
女

性
　

4
1
6
例

・
2
0
0
1
年

6
月

‐
2
0
0
2
年

4
月

に
新

規
診

断
・
診

断
前

よ
り

3
ヶ

月
以

上
就

労
し

て
い

た
・
治

療
法

は
不

問
・
M

e
tr

o
 p

o
lit

an
 D

e
tr

o
it
 C

an
c
e
r

S
u
rv

e
ill

an
c
e
 S

ys
te

m
登

録
者

電
話

診
断

後
1
2
ヶ

月
と

1
8
ヶ

月
の

2
回

、
電

話
で

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

多
変

量
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

回
帰

分
析

を
用

い
て

、
診

断
後

1
2
‐

1
8
カ

月
に

お
け

る
R

T
W

（
が

ん
診

断
前

と
同

一
職

へ
の

復
職

）
の

相
関

性
を

検
討

し
た

。
回

答
者

に
は

謝
金

が
支

払
わ

れ
た

。

●
R

T
W

（
乳

癌
診

断
前

と
同

一
職

へ
の

復
職

）
は

8
0
％

以
上

で
あ

っ
た

。
●

職
場

に
お

い
て

、
乳

癌
の

症
状

と
治

療
へ

の
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
が

8
7
％

で
実

施
さ

れ
て

い
た

。
●

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

実
施

と
復

職
率

と
の

相
関

が
最

も
強

か
っ

た
。

(※
具

体
的

な
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

記
載

は
な

し
。

）
●

h
e
av

y 
lif

ti
m

g 
as

 a
 j
o
b 

ta
sk

が
あ

る
事

例
は

1
1
%
で

あ
っ

た
。

●
h
e
av

y 
lif

ti
n
g作

業
が

あ
る

仕
事

で
は

復
職

率
が

低
か

っ
た

（
1
2
ヶ

月
後

6
6
％

、
1
8
ヶ

月
後

7
6
％

）
。

ま
た

、
R

T
W

と
は

逆
相

関
が

認
め

ら
れ

た
。

●
乳

癌
の

診
断

に
よ

っ
て

、
雇

用
者

に
区

別
さ

れ
て

い
る

と
感

じ
て

い
た

事
例

は
7
％

で
あ

っ
た

。

1
5
人

以
上

の
事

業
場

に
就

労
し

て
い

た
の

で
、

8
9
％

以
上

が
A

D
A

に
よ

る
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

資
格

を
得

て
い

た
。

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
は

復
職

し
や

す
く
、

ac
c
o
m

m
o
da

ti
o
n
も

受
け

や
す

い
。

h
e
av

y 
lif

ti
n
gの

あ
る

仕
事

で
は

R
T
W

が
し

づ
ら

い
。

乳
癌

患
者

は
高

比
率

で
復

職
し

て
い

た
。

乳
癌

患
者

の
R

T
W

に
お

い
て

、
雇

用
者

に
よ

る
職

場
で

の
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
が

、
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

な
し

J
 C

lin
O

n
c
o
l. 

 2
0
0
6

4
7

－64－



T
ab

le
 4

．
家

族
・
社

会
か

ら
の

支
援

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

て
い

た
原

著
論

文

種
別

タ
イ

ト
ル

著
者

年
国

名
対

象
疾

患
対

象
者

観
察

・
介

入
の

場
面

方
法

結
果

考
察

備
考

文
献

番
号

4
2

質
的

研
究

(p
ilo

t 
st

u
dy

)

質
問

紙
調

査

M
u
lt
id

is
c
ip

lin
a

ry
 d

e
pa

rt
m

e
n
t

o
f 

R
e
tu

rn
 t

o
W

o
rk

 A
ft

e
r 

a
C

an
c
e
r"

: 
a

F
re

n
c
h

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
su

pp
o
rt

gr
o
u
ps

 f
o
r

vo
c
at

io
n
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n
."

D
e
 B

la
si

 G
2
0
1
4

フ
ラ

ン
ス

多
種

の
が

ん

・
患

者
会

参
加

群
　

2
0
例

3
7
-
5
5
歳

乳
癌

8
0
％

、
造

血
器

腫
瘍

　
1
0
％

等
・
対

照
群

　
4
3
例

（
患

者
会

不
参

加
の

意
思

表
示

し
た

）
2
3
-
5
9
歳

、
乳

癌
6
3
％

、
造

血
器

腫
瘍

7
％

、
消

化
器

癌
7
％

、
等

・
寛

解
期

医
療

機
関

復
職

予
定

ま
た

は
復

職
後

だ
が

就
労

上
問

題
が

あ
る

寛
解

期
の

が
ん

患
者

の
患

者
会

を
催

し
、

復
職

に
関

す
る

テ
ー

マ
で

議
論

し
た

。
4
回

（
月

1
回

）
の

予
定

で
あ

っ
た

が
、

6
ヶ

月
後

に
5
回

（
期

間
の

記
載

な
し

）
追

加
に

な
っ

た
。

質
問

紙
を

用
い

て
、

患
者

会
を

評
価

し
た

。

●
回

答
者

の
8
8
％

は
患

者
会

を
高

く
評

価
し

た
。

・
何

か
し

ら
の

不
安

を
抱

い
て

い
た

：
　

4
7
％

・
他

の
参

加
者

か
ら

サ
ポ

ー
ト

を
受

け
取

っ
た

、
或

い
は

、
他

の
参

加
者

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
た

、
と

感
じ

た
：
　

7
0
％

・
孤

独
感

を
感

じ
ず

に
済

ん
だ

と
感

じ
た

：
　

6
5
％

●
参

加
者

の
復

職
率

8
0
％

に
対

し
、

不
参

加
者

の
復

職
率

7
2
％

と
統

計
学

的
な

有
意

差
は

な
か

っ
た

。

精
神

科
的

な
個

別
対

応
よ

り
も

患
者

会
の

方
を

好
む

患
者

が
多

か
っ

た
。

な
し

J
o
u
rn

al
 o

f
P

sy
c
h
o
so

c
ia

l
O

n
c
o
lo

gy
,

2
0
1
4

3

2
9

横
断

研
究

質
問

紙
調

査

A
dj

u
st

m
e
n
t

an
d 

so
c
ia

l
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

 e
ar

ly
af

te
r 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

su
rg

e
ry

 a
n
d

it
s

as
so

c
ia

ti
o
n
s

w
it
h
 s

ic
kn

e
ss

ab
se

n
c
e
.

N
ils

so
n
 M

I
2
0
1
3

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

（
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

）
乳

癌

・
2
0
-
6
3
歳

　
女

性
　

6
0
5
例

・
2
0
0
7
-
2
0
0
9
年

に
新

規
診

断
・
診

断
時

ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
在

住
・
外

科
手

術
後

・
術

前
化

学
療

法
な

し
・
遠

隔
転

移
な

し
・
診

断
時

就
労

し
て

い
た

・
T
h
e
 S

w
e
di

sh
 n

at
io

n
al

 q
u
al

it
y

re
gi

st
e
r 

fo
r 

br
e
as

t 
c
an

c
e
r登

録
者

不
明

質
問

紙
を

用
い

て
調

査
し

た
。

記
述

的
統

計
、

単
因

子
多

変
量

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
法

を
用

い
て

解
析

し
た

。

●
乳

癌
患

者
の

大
部

分
は

、
社

会
的

支
援

と
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tを

受
け

て
い

る
。

●
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tは

P
h
ys

ic
al

に
対

し
2
7
.9

％
（
al

w
ay

s）
、

 M
e
n
ta

l
に

対
し

2
2
.3

%
(a

lw
ay

s)
受

け
て

い
た

。
調

子
が

悪
い

時
に

自
身

に
業

務
に

裁
量

権
が

あ
る

の
は

1
9
.6

％
(a

lw
ay

s)
で

あ
っ

た
。

●
社

会
的

支
援

と
w

o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tが

薄
い

と
、

si
c
kn

e
ss

 a
bs

e
n
tが

増
加

す
る

。

w
o
rk

 a
dj

u
st

m
e
n
tと

社
会

的
支

援
は

si
c
kn

e
ss

ab
se

n
tと

関
連

し
て

い
る

。
就

労
継

続
す

る
た

め
に

も
、

w
o
rk

 a
ju

st
m

e
n
tと

社
会

的
支

援
に

つ
い

て
雇

用
者

と
が

ん
就

労
者

で
話

し
合

う
必

要
で

あ
る

。
（
※

文
献

的
考

察
が

中
心

。
）

P
e
rc

e
iv

e
d 

w
o
rk

aj
u
st

m
e
n
t/

so
c
ia

l 
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

, 
R

e
c
e
iv

e
d 

c
an

c
e
r

re
la

te
d 

so
c
ia

l 
su

pp
o
rt

 a
t

w
o
rk

を
測

る
質

問
を

、
次

の
質

問
紙

よ
り

引
用

し
た

。

●
T
h
e
 A

ju
st

m
e
n
t 

L
at

it
u
de

sc
al

e
●

th
e
 N

at
io

n
al

 W
o
rk

in
g 

L
if
e

C
o
h
o
rt

●
th

e
 S

tr
u
c
tu

ra
l 
F
u
n
c
ti
o
n
al

S
u
pp

o
rt

 S
c
al

e

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

6

6
量

的
研

究
(観

察
研

究
：
前

向
き

)

P
re

di
c
to

rs
 o

f
e
m

pl
o
ym

e
n
t

am
o
n
g 

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

 a
ft

e
r

m
e
di

c
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

–
 a

pr
o
sp

e
c
ti
ve

st
u
dy

M
e
h
n
e
rt

 A
2
0
1
3

ド
イ

ツ

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
皮

膚
癌

大
腸

直
腸

癌
肺

癌
造

血
器

腫
瘍

・
1
8
‐
6
0
歳

医
療

機
関

①
1
年

間
の

リ
ハ

ビ
リ

後
の

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r

の
雇

用
状

況
を

調
査

し
た

。
②

R
T
W

へ
の

関
連

因
子

(人
口

統
計

学
的

、
癌

、
心

理
社

会
学

的
、

治
療

)を
特

定
し

、
R

T
W

ま
で

の
時

間
を

求
め

た
。

［
具

体
的

な
質

問
内

容
］

機
能

障
害

、
痛

み
、

不
安

、
抑

う
つ

、
生

活
の

質
、

社
会

的
支

援
、

そ
し

て
仕

事
関

連
の

特
性

(作
業

能
力

、
病

気
休

暇
の

不
在

、
ジ

ョ
ブ

要
件

、
仕

事
の

満
足

度
、

自
己

知
覚

雇
用

者
の

宿
泊

施
設

、
知

覚
仕

事
の

損
失

　
等

●
R

T
W

を
予

測
す

る
有

意
な

因
子

と
し

て
、

以
下

を
挙

げ
た

。
・
R

T
W

の
意

思
が

あ
る

か
・
雇

用
主

が
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

理
解

が
あ

る
か

・
求

め
ら

れ
る

職
務

要
件

が
高

い
こ

と
・
癌

の
再

発
ま

た
は

進
行

・
元

の
病

気
休

暇
の

有
無

・
社

会
的

相
互

作
用

の
問

題

動
機

的
な

要
因

に
よ

っ
て

、
R

T
W

が
左

右
さ

れ
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

が
分

か
っ

た
。

職
場

復
帰

に
向

け
て

の
意

欲
と

疑
い

の
目

を
も

っ
て

、
慎

重
に

リ
ハ

ビ
リ

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

評
価

す
べ

き
で

あ
る

。

な
し

S
c
an

d 
J

W
o
rk

E
n
vi

ro
n

H
e
al

th
.

2
0
1
3

2
3

3
2

質
的

研
究

（F
G

)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

af
te

r 
a 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

di
ag

n
o
si

s:
 a

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f

e
th

n
ic

al
ly

di
ve

rs
e
 u

rb
an

w
o
m

e
n
.

B
lin

de
r 

V
S

2
0
0
7

ア
メ

リ
カ

乳
癌

・
1
8
‐
6
5
歳

・
S
ta

ge
 I
-
III

・
調

査
３

ヶ
月

以
上

前
に

診
断

・
人

種
：
A

fr
ic

an
-
A

m
e
ri
c
an

, 
A

fr
ia

n
-

C
ar

ib
be

an
, 
C

h
in

e
se

, 
F
ili

pi
n
a,

 L
at

in
a,

o
r 

n
o
-
L
at

in
a-

w
h
it
e

医
療

機
関

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
イ

ン
タ

ビ
ュ

-
を

実
施

し
た

。
診

断
時

の
仕

事
の

内
容

、
が

ん
に

よ
る

仕
事

の
変

化
や

上
司

・
同

僚
と

の
関

係
の

変
化

、
仕

事
を

辞
め

た
か

、
な

ぜ
辞

め
た

か
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

や
家

族
の

考
え

方
や

反
応

、
等

に
つ

い
て

議
論

し
た

。

●
討

論
の

テ
ー

マ
と

し
て

出
て

き
た

の
は

、
6
つ

で
あ

っ
た

。
①

 n
o
rm

al
c
y,

　
②

 a
c
c
e
pt

an
c
e
,　

③
 i
de

n
ti
ty

,　
④

 a
pp

e
ra

n
c
e
,　

⑤
pa

ri
va

c
y,

　
⑥

 l
ac

k 
o
f 

fl
e
xi

bi
lit

y 
at

 w
o
rk

,　
⑥

 e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

●
人

種
間

の
違

い
と

し
て

、
C

h
in

e
se

で
は

支
援

を
受

け
る

た
め

、
情

報
開

示
は

必
要

で
あ

る
こ

と
が

挙
が

っ
た

。
人

種
に

よ
る

違
い

は
大

き
く
な

か
っ

た
。

概
ね

こ
れ

ま
で

の
知

見
と

同
じ

で
あ

る
が

、
e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

, 
pr

iv
ac

y,
 n

o
rm

al
c
yの

関
係

に
つ

い
て

、
2
つ

の
th

e
m

at
ic

 p
at

h
w

ay
sを

新
た

に
見

出
し

て
い

る
。

①
以

前
と

変
わ

ら
ぬ

職
場

環
境

の
整

備
に

は
、

e
m

pl
o
ye

rに
よ

る
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

が
含

ま
れ

る
こ

と
②

家
族

の
既

往
が

あ
る

場
合

、
癌

の
診

断
の

受
入

れ
、

診
断

後
の

対
応

力
が

高
く
な

っ
て

い
る

こ
と

研
究

目
的

は
人

種
差

（
m

in
o
ri
ty

)
で

あ
っ

た
が

、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
あ

ま
り

意
味

の
あ

る
情

報
は

得
ら

れ
て

い
な

い
。

J
C

o
m

m
u
n
it
y

H
e
al

th
.

2
0
1
2

2
4

2
4

質
的

研
究

（
G

)

S
u
pp

o
rt

in
g

R
e
tu

rn
-
to

-
W

o
rk

 i
n
 t

h
e

F
ac

e
 o

f
L
e
gi

sl
at

io
n
:

S
ta

ke
h
o
ld

e
rs

’
E
xp

e
ri
e
n
c
e
s

w
it
h
 R

e
tu

rn
-

to
-
W

o
rk

A
ft

e
r 

B
re

as
t

C
an

c
e
r 

in
B

e
lg

iu
m

T
ie

dt
ke

 C
2
0
1
2

ベ
ル

ギ
ー

乳
癌

・
2
6
例

　
3
グ

ル
ー

プ
（
n
=
7
,n

=
9
,n

=
1
0
）

う
ち

、
　

・
治

療
担

当
者

　
4
例

　
・
雇

用
者

　
6
例

　
・
so

c
io

 s
e
c
u
ri
ty

 p
h
yc

ic
ia

n
　

3
例

　
・
産

業
医

　
4
例

　
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

5
例

　
・
患

者
関

係
者

　
4
例

不
明

3
つ

の
グ

ル
ー

プ
（
グ

ル
ー

プ
の

分
け

方
に

つ
い

て
記

載
な

し
）
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

た
。

R
T
W

に
つ

い
て

法
的

・
実

践
的

役
割

に
つ

い
て

経
験

を
も

と
に

語
っ

て
も

ら
っ

た
。

質
的

テ
ー

マ
分

析
の

手
法

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
毎

に
視

点
が

違
っ

て
い

た
。

●
従

業
員

は
治

療
に

フ
ォ

ー
カ

ス
を

充
て

る
と

と
も

に
、

R
T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
病

気
の

情
報

を
も

と
に

感
じ

て
い

る
。

●
治

療
医

は
仕

事
に

つ
い

て
患

者
に

指
示

に
従

っ
て

ほ
し

い
と

思
っ

て
い

る
。

治
療

が
終

了
す

る
ま

で
は

治
療

を
最

優
先

に
考

え
て

も
ら

い
た

い ●
雇

用
者

は
ビ

ジ
ネ

ス
と

雇
用

の
バ

ラ
ン

ス
を

考
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
●

so
c
ia

l 
se

c
u
ri
ty

 p
h
ys

ic
ia

n
は

仕
事

の
能

力
を

評
価

し
R

T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
を

調
整

す
る

。
●

産
業

医
は

機
会

を
伺

っ
て

い
る

が
、

法
律

が
そ

れ
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
な

い
。

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

は
そ

れ
ぞ

れ
の

見
え

て
い

る
も

の
が

違
う

の
で

、
他

職
種

の
連

携
が

重
要

で
あ

る
。

な
し

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
2

2
5

－65－



2
5

質
的

研
究

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
ft

e
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r:

W
o
m

e
n
’
s

e
xp

e
ri
e
n
c
e
s 

o
f

e
n
c
o
u
n
te

rs
w

it
h

di
ff

e
re

n
t

st
ak

e
h
o
ld

e
rs

N
ils

so
n
 M

2
0
1
1

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
2
0
‐
6
0
歳

　
女

性
　

2
3
人

・
復

職
し

た
・
乳

が
ん

既
往

例
や

全
身

転
移

例
は

除
外

不
明

4
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

を
つ

く
り

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
し

た
。

●
4
つ

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
①

社
会

保
険

職
員

②
雇

用
者

・
同

僚
③

医
療

従
事

者
④

家
族

・
友

人
●

乳
癌

患
者

の
復

職
に

関
与

す
る

や
り

方
の

3
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

①
 女

性
の

ニ
ー

ズ
に

関
連

し
た

調
整

（
e
x.

 仕
事

で
病

気
の

利
点

を
取

り
扱

う
、

ま
た

は
ケ

ア
　

等
）

②
 女

性
へ

の
情

報
の

シ
ェ

ア
（
e
x.

 関
連

疾
病

の
保

険
や

副
作

用
）

③
 女

性
が

知
覚

す
る

、
利

害
関

係
者

の
態

度
（
利

害
関

係
者

の
振

る
舞

い
に

対
し

て
、

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rの

女
性

が
ど

の
よ

う
に

感
じ

る
か

）
※

(4
×

3
)表

で
分

類
さ

れ
る

こ
と

が
分

か
っ

た
。

様
々

な
関

係
者

と
出

会
う

こ
と

は
、

R
T
W

に
影

響
を

与
え

る
。

R
T
W

プ
ロ

セ
ス

に
関

与
し

た
り

、
相

互
の

知
識

交
換

、
柔

軟
な

解
決

法
を

見
つ

け
る

た
め

に
、

有
用

と
な

る
。

直
接

復
職

へ
の

要
因

を
示

し
た

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
い

ろ
い

ろ
な

人
と

の
関

わ
り

が
復

職
を

早
く
す

る
と

い
っ

た
内

容
で

あ
っ

た
。

E
u
r 

J
 O

n
c
o
l

N
u
rs

. 
 2

0
1
1

3
0

－66－



T
ab

le
 5

．
患

者
本

人
の

要
因

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

て
い

た
原

著
論

文

種
別

タ
イ

ト
ル

著
者

年
国

名
対

象
疾

患
対

象
者

観
察

・
介

入
の

場
面

方
法

結
果

考
察

備
考

文
献

番
号

1

質
的

研
究

（
個

人
）

P
h
o
to

o
vi

c
e

st
u
dy

S
u
rv

iv
o
rs

'
e
xp

e
ri
e
n
c
e
s 

o
f

re
tu

rn
 t

o
 w

o
rk

fo
llo

w
in

g
c
an

c
e
r:
 A

ph
o
to

vo
ic

e
st

u
dy

.

M
o
rr

is
o
n

T
L

2
0
1
4

カ
ナ

ダ

多
種

の
が

ん

乳
癌

、
膵

癌
、

大
腸

癌
、

造
血

器
腫

瘍
そ

の
他

・
1
8
歳

以
上

　
女

性
　

1
0
例

(う
ち

、
乳

癌
　

7
例

）
・
診

断
時

に
就

労
し

て
い

た
・
同

意
が

取
れ

た
順

に
登

録
（
結

果
的

に
全

員
女

性
に

な
っ

た
）

不
明

対
象

者
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

と
写

真
撮

影
に

つ
い

て
説

明
し

た
。

1
ヶ

月
後

に
、

が
ん

と
仕

事
や

健
康

に
関

係
す

る
写

真
を

も
と

に
、

そ
の

意
味

等
を

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

し
た

。
テ

ー
マ

を
抽

出
し

考
察

し
た

。

●
仕

事
に

戻
っ

た
理

由
・
仕

事
が

n
o
rm

al
c
yの

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
。

・
復

職
が

re
si

lie
n
c
e
の

象
徴

で
あ

る
。

・
仕

事
に

価
値

が
あ

る
。

　
等

●
職

場
復

帰
の

タ
イ

ミ
ン

グ
・
治

療
期

間
全

体
に

渡
り

休
業

し
た

事
例

が
多

い
が

、
治

療
期

間
が

短
い

事
例

も
あ

る
。

・
医

療
者

か
ら

の
支

援
は

ほ
と

ん
ど

な
か

っ
た

。
「
あ

ま
り

慌
て

る
な

と
い

っ
た

警
告

」
の

み
で

あ
っ

た
。

●
職

場
復

帰
で

経
験

し
た

過
程

・
諸

課
題

が
発

生
し

た
際

、
解

決
の

た
め

の
本

人
に

よ
る

努
力

が
必

要
と

な
っ

た
。

経
済

的
問

題
は

職
場

復
帰

の
理

由
と

し
て

は
ほ

と
ん

ど
語

ら
れ

な
か

っ
た

。
職

場
で

の
配

慮
だ

け
で

な
く
、

職
場

復
帰

の
時

期
の

決
定

に
つ

い
て

も
、

本
人

の
意

思
決

定
に

委
ね

ら
れ

て
い

た
。

業
務

上
の

要
求

を
考

慮
し

た
上

で
、

su
rv

iv
o
rの

個
々

の
事

情
に

応
じ

て
全

人
的

サ
ポ

ー
ト

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
職

種
と

し
て

は
、

o
c
c
pa

ti
o
n
al

 t
h
e
ra

pi
st

の
関

与
が

有
効

で
あ

ろ
う

。

主
に

、
医

療
機

関
側

で
の

支
援

の
視

点
で

考
察

さ
れ

て
い

た
。

C
an

 J
O

c
c
u
p 

T
h
e
r.

2
0
1
4

1

3
量

的
研

究
(レ

ト
ロ

)

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 a
n
d

qu
al

it
y 

o
f 

lif
e

af
te

r 
th

e
ra

py
an

d
re

h
ab

ili
ta

ti
o
n

in
 o

ra
l 
c
an

c
e
r.

H
an

ds
c
h
e
l

J
2
0
1
3

ド
イ

ツ
口

腔
癌

・
口

腔
内

や
額

骨
顔

面
の

手
術

を
受

け
た ・
R

u
h
rU

n
iv

e
rs

it
y 

B
o
c
h
u
m

心
理

学
教

室
の

サ
ポ

ー
ト

を
受

け
た

医
療

機
関

医
師

が
以

下
の

9
項

目
に

つ
い

て
1
4
7
の

質
問

を
し

、
調

査
し

た
。

①
 p

e
rs

o
n
al

 d
at

e
②

 c
o
u
rs

e
 o

f 
d
is

e
as

e
 p

ri
o
r 

to
 s

ta
rt

 o
f

in
-
pa

ti
e
n
t 

tr
e
at

m
e
n
t

③
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

fr
o
m

 h
o
sp

it
al

is
at

io
n
 u

p
to

 t
h
e
 o

pe
ra

ti
o
n

④
 d

e
ve

lo
pm

e
n
t 

af
te

r 
th

e
 o

p
e
ra

ti
o
n

⑤
 p

e
ri
o
d
 o

f 
p
o
st

o
p
e
ra

ti
ve

 c
ar

e
⑥

 s
p
e
c
ia

l 
pr

o
bl

e
m

s 
du

ri
n
g 

su
rg

e
ry

 a
n
d

di
se

as
e

⑦
 c

o
pi

n
g 

w
it
h
 t

h
e
 d

is
e
as

e
⑧

 l
if
e
 c

ir
c
u
m

st
an

c
e
s

⑨
 l
if
e
st

ya
le

●
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

は
復

職
が

早
く
復

職
率

も
高

い
。

医
療

要
素

に
よ

る
違

い
は

認
め

な
か

っ
た

。
(復

職
不

可
率

は
ブ

ル
ー

ワ
ー

カ
ー

：
ホ

ワ
イ

ト
ワ

ー
カ

ー
＝

6
3
％

%
：

4
1
％

)
●

ブ
ル

カ
ラ

ー
で

は
1
9
の

よ
り

深
刻

な
障

害
が

報
告

さ
れ

た
。

①
 発

語
が

見
知

ら
ぬ

人
に

理
解

可
能

か
、

②
 発

語
が

家
族

に
理

解
可

能
か

、
③

 食
事

・
嚥

下
、

④
 舌

の
動

き
、

⑤
 口

裂
、

⑥
 下

顎
の

動
き

、
⑦

 首
の

動
き

、
⑧

 肩
-
腕

の
動

き
、

⑨
 味

覚
、

⑩
 嗅

覚
、

⑪
 見

た
目

、
⑫

 力
、

⑬
 食

欲
、

⑭
 呼

吸
、

⑮
 痛

み
、

⑯
 腫

脹
、

⑰
　

口
腔

内
乾

燥
、

⑱
 口

臭
、

⑲
 s

to
m

ac
h
 c

o
m

pl
ai

n
s

●
ホ

ワ
イ

ト
カ

ラ
ー

と
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
で

、
い

く
つ

か
の

治
療

場
面

で
行

動
の

違
い

が
認

め
ら

れ
た

。
・
診

断
前

か
ら

歯
医

者
に

き
ち

ん
と

行
っ

て
い

る
か

・
公

共
機

関
の

利
用

・
会

話
を

避
け

る
・
将

来
に

悲
観

的
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
運

命
に

よ
っ

て
い

る
か

・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
社

会
と

の
依

存
に

よ
る

か
・
信

念
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
自

己
に

よ
る

か
　

等

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
と

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
治

療
場

面
で

の
行

動
の

違
い

が
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

で
み

ら
れ

る
深

刻
な

障
害

を
招

い
て

い
る

。
結

果
、

ブ
ル

ー
カ

ラ
ー

の
復

職
が

困
難

と
な

っ
て

い
る

。
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
改

善
が

求
め

ら
れ

る
。

ブ
ル

カ
ラ

ー
、

ホ
ワ

イ
ト

カ
ラ

ー
の

復
職

の
違

い
を

分
析

し
て

い
る

論
文

で
あ

る
。

「
考

え
方

や
行

動
の

違
い

」
が

「
病

状
の

違
い

」
を

引
き

起
こ

す
。

と
い

う
点

で
、

復
職

阻
害

の
要

因
と

み
な

し
た

。

In
 V

iv
o
.

2
0
1
3

1
0

3
0

質
的

研
究

（F
G

）

R
e
tu

rn
 t

o
w

o
rk

 i
n
 m

u
lt
i-

e
th

n
ic

 b
re

as
t

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

-
-
a

qu
al

it
at

iv
e

in
qu

ir
y.

T
an

 F
L

2
0
1
2

マ
レ

ー
シ

ア
乳

癌

・
1
8
‐
6
0
歳

　
6
グ

ル
ー

プ
・
病

院
の

癌
患

者
リ

ス
ト

登
録

者
・
S
ta

ge
 1

-
3

・
初

期
治

療
終

了
者

・
sn

o
w

 b
al

l 
サ

ン
プ

リ
ン

グ
も

追
加

医
療

機
関

6
つ

の
フ

ォ
ー

カ
ス

グ
ル

ー
プ

（
復

職
成

功
組

、
復

職
失

敗
組

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、
以

下
の

人
種

毎
の

設
定

①
マ

レ
ー

系
、

②
イ

ン
ド

系
、

③
中

国
系

）
に

分
類

し
、

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

T
h
e
m

at
ic

 a
n
al

ys
is

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
職

場
復

帰
の

阻
害

要
因

と
し

て
、

1
2
テ

ー
マ

を
報

告
し

た
。

●
職

場
復

帰
の

促
進

要
因

と
し

て
、

7
テ

ー
マ

を
報

告
し

た
。

●
阻

害
要

因
・
促

進
要

因
は

大
き

く
4
つ

に
分

類
で

き
た

。
①

 p
e
rs

o
n
al

,
②

 f
in

an
c
ia

l,
③

 e
n
vi

ro
m

e
n
t,

④
 w

o
rk

 f
ac

to
rs

●
促

進
要

因
に

つ
い

て
人

種
間

で
比

較
し

た
。

・
中

国
系

で
fi
n
an

c
ia

lが
多

か
っ

た
。

・
マ

レ
ー

系
は

社
会

化
（
so

c
ia

liｓ
at

io
n
)の

機
会

が
主

要
因

で
あ

っ
た

。

職
場

復
帰

と
仕

事
と

の
関

係
と

し
て

、
身

体
負

荷
が

高
い

業
務

や
有

害
因

子
へ

の
曝

露
の

恐
れ

が
あ

る
業

務
は

、
職

場
復

帰
を

遅
ら

せ
た

り
、

妨
げ

た
り

す
る

傾
向

が
あ

る
。

逆
に

、
使

用
者

に
よ

る
柔

軟
な

就
業

時
間

の
調

整
や

、
本

人
に

合
わ

せ
た

業
務

上
の

配
慮

の
実

施
、

経
済

的
サ

ポ
ー

ト
等

が
、

職
場

復
帰

を
促

進
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
※

考
察

の
一

部
で

あ
る

。
）

就
労

と
関

連
系

し
た

要
因

は
、

一
部

に
限

ら
れ

る
。

A
si

an
 P

ac
 J

C
an

c
e
r

P
re

v.
  

2
0
1
2

1
2

4
3

質
的

研
究

（
個

人
）

T
h
e
 o

n
ly

 w
ay

 I
kn

o
w

 h
o
w

 t
o

liv
e
 i
s 

to
w

o
rk

"
: 
a

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f 

w
o
rk

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

fo
r

pr
o
st

at
e

c
an

c
e
r.
"

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
1
3

U
K

前
立

腺
癌

・
5
2
例

・
転

移
な

し
、

再
発

な
し

医
療

機
関

外
来

患
者

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
し

た
。

5
2
人

の
電

話
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
と

2
9
人

の
病

院
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

が
守

ら
れ

る
部

屋
で

の
初

期
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
が

実
施

さ
れ

た
。

（
平

均
 3

7
分

間
）
と

術
後

1
2
ヶ

月
（
平

均
 2

7
分

間
）
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

実
施

し
た

。
F
ra

m
e
w

o
rk

 a
n
al

ys
is

 a
pp

ro
ac

h
を

利
用

し
た

。

●
仕

事
を

通
し

て
ど

の
よ

う
に

生
き

る
か

に
つ

い
て

聴
取

し
、

4
つ

の
項

目
に

分
類

し
た

。
①

 W
o
rk

 a
n
d 

S
e
lf
-
id

e
n
ti
ty

②
 W

o
rk

 r
e
la

te
d 

im
pl

ic
at

io
n
s 

o
f 

tr
e
at

m
e
n
t 

si
de

 e
ff

e
c
t

③
 d

is
c
lo

su
re

 o
f 

c
an

c
e
r

④
 p

e
rc

e
pt

io
n
s 

o
f 

fu
th

e
r 

as
 a

 c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
rs

前
立

腺
癌

患
者

の
仕

事
に

関
連

す
る

要
因

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
さ

ら
に

多
く
の

事
例

収
集

と
、

病
気

に
な

っ
た

時
点

で
の

職
場

で
の

介
入

が
必

要
で

あ
る

。
な

し
H

e
al

th
P

sy
c
h
o
l.

2
0
1
3

1
3

4
4

量
的

研
究

R
e
in

te
gr

at
in

g
c
an

c
e
r

pa
ti
e
n
ts

 i
n
to

th
e
 w

o
rk

pl
ac

e
.

R
ic

k 
O

2
0
1
2

ド
イ

ツ
多

種
の

が
ん

・
多

国
籍

不
明

様
々

な
出

版
物

か
ら

デ
ー

タ
を

集
め

て
解

析
。

レ
ト

ロ
ス

ペ
ク

テ
ィ

ブ
に

オ
リ

ジ
ナ

ル
記

事
、

メ
タ

分
析

、
お

よ
び

過
去

1
0
年

の
レ

ビ
ュ

ー
を

、
含

む
。

・
労

働
年

齢
の

癌
患

者
の

6
3
％

が
平

均
5
ヶ

月
程

は
働

く
こ

と
が

で
き

ず
、

そ
の

後
に

仕
事

に
戻

る
。

・
状

況
は

国
に

よ
っ

て
著

し
く
異

な
り

、
復

職
す

る
乳

が
ん

の
女

性
の

割
合

は
イ

ギ
リ

ス
の

8
2
%
、

米
国

の
8
0
%
と

比
較

し
て

、
ド

イ
ツ

で
は

わ
ず

か
5
9
％

。
お

そ
ら

く
社

会
シ

ス
テ

ム
の

違
い

を
反

映
し

て
、

国
ご

と
に

そ
の

割
合

が
大

き
く
異

な
る

。
・
若

い
人

や
よ

り
高

い
教

育
を

受
け

た
患

者
は

、
仕

事
に

復
帰

す
る

可
能

性
が

高
い

。
こ

の
よ

う
な

人
は

、
侵

襲
性

が
低

く
、

よ
り

合
併

症
の

少
な

い
治

療
を

受
け

て
い

る
。

・
国

ご
と

の
シ

ス
テ

ム
の

違
い

・
(若

く
、

高
い

教
育

レ
ベ

ル
の

為
)侵

襲
性

の
低

い
治

療
を

受
け

る
こ

の
2
点

に
関

し
て

復
職

の
時

期
に

対
し

、
有

意
な

差
が

あ
っ

た
。

な
し

D
ts

c
h

A
rz

te
bl

 I
n
t.

2
0
1
2

1
4
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H
o
w

 d
o

w
o
m

e
n
 v

al
u
e

w
o
rk

 s
h
o
rt

ly
af

te
r 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

su
rg

e
ry

 a
n
d

ar
e
 t

h
e
ir

va
lu

at
io

n
s

as
so

c
ia

te
d

w
it
h
 b

e
in

g 
o
n

si
c
k 

le
av

e
?

P
e
te

rs
so

n
L
M

2
0
1
3

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
2
0
-
6
3
歳

　
女

性
　

6
0
5
例

・
診

断
前

に
働

い
て

い
た

・
遠

隔
転

移
例

、
術

前
化

学
療

法
を

受
け

た
例

、
乳

が
ん

既
往

例
は

除
外

医
療

機
関

術
後

約
4
‐
8
週

間
に

ア
ン

ケ
ー

ト
を

配
布

し
、

職
業

観
と

病
気

欠
勤

と
の

関
連

に
つ

い
て

調
査

し
た

。
推

測
統

計
と

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
分

析
を

用
い

て
解

析
し

た
。

●
回

答
者

の
3
分

の
2
は

、
生

活
の

中
で

最
も

重
要

な
も

の
の

一
つ

と
し

て
、

「
仕

事
」
を

挙
げ

た
。

●
仕

事
は

個
人

的
な

満
足

を
提

供
し

た
　

8
6
％

●
職

業
の

状
況

に
満

足
　

5
4
％

●
女

性
で

は
年

齢
が

高
い

ほ
ど

（
5
2
歳

以
上

）
、

よ
り

高
い

教
育

を
受

け
て

お
り

、
職

業
満

足
度

が
高

い
傾

向
で

あ
っ

た
。

●
高

等
教

育
の

女
性

は
、

自
分

の
仕

事
に

よ
り

打
ち

込
み

や
す

い
傾

向
だ

っ
た

。
●

単
変

量
解

析
で

は
、

「
職

業
満

足
度

の
低

さ
」
と

「
よ

り
若

い
年

齢
」
と

「
職

業
を

変
更

し
た

い
意

思
」
が

、
病

気
休

暇
と

関
連

し
て

い
た

。
●

多
変

量
解

析
で

は
、

「
職

業
満

足
度

の
低

さ
」
と

「
よ

り
若

い
年

齢
（
5
2

歳
未

満
）
」
が

、
病

気
欠

勤
に

関
連

し
て

い
た

。

乳
癌

の
治

療
や

リ
ハ

ビ
リ

計
画

の
初

期
段

階
に

お
い

て
、

患
者

の
仕

事
の

こ
と

を
考

え
る

必
要

が
あ

る
。

「
復

職
」
と

い
う

よ
り

は
、

「
職

業
観

」
に

関
す

る
調

査
で

す
が

、
復

職
へ

の
意

欲
の

よ
う

な
も

の
を

含
ん

で
い

る
た

め
入

れ
た

。

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
3

1
5

4
6

質
的

研
究

W
o
m

e
n
’
s

re
fl
e
c
ti
o
n
s

an
d 

ac
ti
o
n
s

re
ga

rd
in

g
w

o
rk

in
g 

af
te

r
br

e
as

t 
c
an

c
e
r

su
rg

e
ry

 –
 a

fo
c
u
s 

gr
o
u
p

st
u
dy

N
ils

so
n
 M

I
2
0
1
3

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
2
0
-
6
3
歳

　
女

性
　

5
9
例

・
初

発
診

断
・
転

移
な

し
・
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
語

で
会

話
可

能
・
術

後
3
-
1
3
ヶ

月

不
明

①
化

学
療

法
施

行
群

、
②

未
施

行
群

、
③

5
5
歳

以
上

群
、

④
5
5
歳

未
満

群
、

の
4
つ

の
グ

ル
ー

プ
に

分
類

し
、

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

実
施

し
た

。

●
復

職
に

関
す

る
反

応
に

は
5
つ

の
テ

ー
マ

が
同

定
さ

れ
た

。
①

 健
康

と
機

能
②

 自
尊

心
/
清

廉
(i
n
te

gr
it
y)

③
 仕

事
の

価
値

職
場

で
の

関
係

④
 職

場
で

の
関

係
⑤

 社
会

状
況

●
上

記
の

反
応

は
対

象
者

の
3
つ

の
行

動
に

関
連

し
て

い
た

。
①

 働
く
か

、
休

業
す

る
か

②
 自

分
の

ニ
ー

ズ
に

従
っ

て
仕

事
を

調
整

す
る

か
、

否
か

③
 自

分
の

癌
で

あ
る

こ
と

を
公

開
す

る
か

、
し

な
い

か
●

 幸
福

の
源

と
し

て
の

仕
事

を
経

験
し

て
い

た
女

性
と

、
仕

事
か

ら
休

息
を

必
要

と
し

て
い

る
女

性
と

の
間

に
明

確
な

差
が

あ
っ

た
。

復
職

に
向

け
た

過
程

に
お

い
て

、
患

者
自

身
の

好
み

や
知

覚
能

力
、

外
で

の
機

会
、

復
職

に
向

け
た

行
動

等
は

、
相

互
に

作
用

し
て

い
る

。
こ

れ
は

、
全

て
の

利
害

関
係

者
に

認
識

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。

「
復

職
を

阻
害

す
る

因
子

」
で

は
な

く
、

ど
ち

ら
か

と
言

え
ば

「
復

職
を

ど
の

よ
う

に
考

え
て

行
動

す
る

か
」
と

い
っ

た
内

容
だ

っ
た

。

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
3

1
7

4
8

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

M
e
an

in
g 

o
f

w
o
rk

 a
n
d 

th
e

re
tu

rn
in

g
pr

o
c
e
ss

 a
ft

e
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r:

a 
lo

n
gi

tu
di

n
al

st
u
dy

 o
f 

5
6

w
o
m

e
n
.

L
ill

ie
h
o
rn

S
2
0
1
3

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
6
0
歳

以
下

　
5
4
例

・
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
大

学
病

院
で

加
療

・
1
2
ヶ

月
以

上
放

射
線

治
療

を
受

け
て

い
る

医
療

機
関

電
話

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
3
‐
4
回

実
施

し
た

。
初

回
は

放
射

線
治

療
が

終
了

し
た

時
点

で
対

面
に

て
実

施
し

、
以

降
は

電
話

に
て

実
施

し
た

。

●
診

断
後

1
2
ヶ

月
と

1
8
ヶ

月
後

、
化

学
療

法
加

療
群

で
fu

ll 
ti
m

e
で

働
い

て
い

た
の

は
、

未
実

施
群

の
半

分
以

下
で

あ
っ

た
。

●
復

職
の

促
進

因
子

・
仕

事
は

自
身

の
生

活
を

構
築

し
て

い
る

と
い

う
考

え
、

・
職

場
が

恋
し

い
と

い
う

思
い

●
復

職
の

阻
害

因
子

・
復

職
す

る
に

は
ま

だ
調

子
が

悪
い

と
感

じ
て

い
る

こ
と

、
・
職

場
が

や
め

さ
せ

よ
う

と
し

て
い

る
、

・
仕

事
へ

の
嗜

好
を

失
っ

た
、

・
休

む
機

会
を

得
た

と
い

う
考

え

仕
事

の
意

味
は

時
間

と
と

も
に

変
化

し
、

復
職

の
プ

ロ
セ

ス
は

患
者

個
々

の
生

活
状

況
に

よ
っ

て
制

約
さ

れ
る

。
な

し
S
c
an

d 
J

C
ar

in
g 

S
c
i.

2
0
1
3

2
1

6
量

的
研

究
(観

察
研

究
：
前

向
き

)

P
re

di
c
to

rs
 o

f
e
m

pl
o
ym

e
n
t

am
o
n
g 

c
an

c
e
r

su
rv

iv
o
rs

 a
ft

e
r

m
e
di

c
al

re
h
ab

ili
ta

ti
o
n

–
 a

pr
o
sp

e
c
ti
ve

st
u
dy

M
e
h
n
e
rt

 A
2
0
1
3

ド
イ

ツ

乳
癌

婦
人

科
が

ん
頭

頸
部

癌
皮

膚
癌

大
腸

直
腸

癌
肺

癌
造

血
器

腫
瘍

・
1
8
‐
6
0
歳

医
療

機
関

①
1
年

間
の

リ
ハ

ビ
リ

後
の

C
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r

の
雇

用
状

況
を

調
査

し
た

。
②

R
T
W

へ
の

関
連

因
子

(人
口

統
計

学
的

、
癌

、
心

理
社

会
学

的
、

治
療

)を
特

定
し

、
R

T
W

ま
で

の
時

間
を

求
め

た
。

［
具

体
的

な
質

問
内

容
］

機
能

障
害

、
痛

み
、

不
安

、
抑

う
つ

、
生

活
の

質
、

社
会

的
支

援
、

そ
し

て
仕

事
関

連
の

特
性

(作
業

能
力

、
病

気
休

暇
の

不
在

、
ジ

ョ
ブ

要
件

、
仕

事
の

満
足

度
、

自
己

知
覚

雇
用

者
の

宿
泊

施
設

、
知

覚
仕

事
の

損
失

　
等

●
R

T
W

を
予

測
す

る
有

意
な

因
子

と
し

て
、

以
下

を
挙

げ
た

。
・
R

T
W

の
意

思
が

あ
る

か
・
雇

用
主

が
ac

c
o
m

m
o
da

ti
o
n
の

理
解

が
あ

る
か

・
求

め
ら

れ
る

職
務

要
件

が
高

い
こ

と
・
癌

の
再

発
ま

た
は

進
行

・
元

の
病

気
休

暇
の

有
無

・
社

会
的

相
互

作
用

の
問

題

動
機

的
な

要
因

に
よ

っ
て

、
R

T
W

が
左

右
さ

れ
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

が
分

か
っ

た
。

職
場

復
帰

に
向

け
て

の
意

欲
と

疑
い

の
目

を
も

っ
て

、
慎

重
に

リ
ハ

ビ
リ

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

評
価

す
べ

き
で

あ
る

。

な
し

S
c
an

d 
J

W
o
rk

E
n
vi

ro
n

H
e
al

th
.

2
0
1
3

2
3

3
2

質
的

研
究

（F
G

)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

af
te

r 
a 

br
e
as

t
c
an

c
e
r

di
ag

n
o
si

s:
 a

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f

e
th

n
ic

al
ly

di
ve

rs
e
 u

rb
an

w
o
m

e
n
.

B
lin

de
r 

V
S

2
0
0
7

ア
メ

リ
カ

乳
癌

・
1
8
‐
6
5
歳

・
S
ta

ge
 I
-
III

・
調

査
３

ヶ
月

以
上

前
に

診
断

・
人

種
：
A

fr
ic

an
-
A

m
e
ri
c
an

, 
A

fr
ia

n
-

C
ar

ib
be

an
, 
C

h
in

e
se

, 
F
ili

pi
n
a,

 L
at

in
a,

o
r 

n
o
-
L
at

in
a-

w
h
it
e

医
療

機
関

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
イ

ン
タ

ビ
ュ

-
を

実
施

し
た

。
診

断
時

の
仕

事
の

内
容

、
が

ん
に

よ
る

仕
事

の
変

化
や

上
司

・
同

僚
と

の
関

係
の

変
化

、
仕

事
を

辞
め

た
か

、
な

ぜ
辞

め
た

か
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

や
家

族
の

考
え

方
や

反
応

、
等

に
つ

い
て

議
論

し
た

。

●
討

論
の

テ
ー

マ
と

し
て

出
て

き
た

の
は

、
6
つ

で
あ

っ
た

。
①

 n
o
rm

al
c
y,

　
②

 a
c
c
e
pt

an
c
e
,　

③
 i
de

n
ti
ty

,　
④

 a
pp

e
ra

n
c
e
,　

⑤
pa

ri
va

c
y,

　
⑥

 l
ac

k 
o
f 

fl
e
xi

bi
lit

y 
at

 w
o
rk

,　
⑥

 e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

●
人

種
間

の
違

い
と

し
て

、
C

h
in

e
se

で
は

支
援

を
受

け
る

た
め

、
情

報
開

示
は

必
要

で
あ

る
こ

と
が

挙
が

っ
た

。
人

種
に

よ
る

違
い

は
大

き
く
な

か
っ

た
。

概
ね

こ
れ

ま
で

の
知

見
と

同
じ

で
あ

る
が

、
e
m

pl
o
ye

r 
su

pp
o
rt

, 
pr

iv
ac

y,
 n

o
rm

al
c
yの

関
係

に
つ

い
て

、
2
つ

の
th

e
m

at
ic

 p
at

h
w

ay
sを

新
た

に
見

出
し

て
い

る
。

①
以

前
と

変
わ

ら
ぬ

職
場

環
境

の
整

備
に

は
、

e
m

pl
o
ye

rに
よ

る
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

が
含

ま
れ

る
こ

と
②

家
族

の
既

往
が

あ
る

場
合

、
癌

の
診

断
の

受
入

れ
、

診
断

後
の

対
応

力
が

高
く
な

っ
て

い
る

こ
と

研
究

目
的

は
人

種
差

（
m

in
o
ri
ty

)
で

あ
っ

た
が

、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
あ

ま
り

意
味

の
あ

る
情

報
は

得
ら

れ
て

い
な

い
。

J
C

o
m

m
u
n
it
y

H
e
al

th
.

2
0
1
2

2
4
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2
4

質
的

研
究

（
G

)

S
u
pp

o
rt

in
g

R
e
tu

rn
-
to

-
W

o
rk

 i
n
 t

h
e

F
ac

e
 o

f
L
e
gi

sl
at

io
n
:

S
ta

ke
h
o
ld

e
rs

’
E
xp

e
ri
e
n
c
e
s

w
it
h
 R

e
tu

rn
-

to
-
W

o
rk

A
ft

e
r 

B
re

as
t

C
an

c
e
r 

in
B

e
lg

iu
m

T
ie

dt
ke

 C
2
0
1
2

ベ
ル

ギ
ー

乳
癌

・
2
6
例

　
3
グ

ル
ー

プ
（
n
=
7
,n

=
9
,n

=
1
0
）

う
ち

、
　

・
治

療
担

当
者

　
4
例

　
・
雇

用
者

　
6
例

　
・
so

c
io

 s
e
c
u
ri
ty

 p
h
yc

ic
ia

n
　

3
例

　
・
産

業
医

　
4
例

　
・
c
an

c
e
r 

su
rv

iv
o
r　

5
例

　
・
患

者
関

係
者

　
4
例

不
明

3
つ

の
グ

ル
ー

プ
（
グ

ル
ー

プ
の

分
け

方
に

つ
い

て
記

載
な

し
）
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

た
。

R
T
W

に
つ

い
て

法
的

・
実

践
的

役
割

に
つ

い
て

経
験

を
も

と
に

語
っ

て
も

ら
っ

た
。

質
的

テ
ー

マ
分

析
の

手
法

を
用

い
て

、
解

析
し

た
。

●
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
毎

に
視

点
が

違
っ

て
い

た
。

●
従

業
員

は
治

療
に

フ
ォ

ー
カ

ス
を

充
て

る
と

と
も

に
、

R
T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
病

気
の

情
報

を
も

と
に

感
じ

て
い

る
。

●
治

療
医

は
仕

事
に

つ
い

て
患

者
に

指
示

に
従

っ
て

ほ
し

い
と

思
っ

て
い

る
。

治
療

が
終

了
す

る
ま

で
は

治
療

を
最

優
先

に
考

え
て

も
ら

い
た

い ●
雇

用
者

は
ビ

ジ
ネ

ス
と

雇
用

の
バ

ラ
ン

ス
を

考
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
●

so
c
ia

l 
se

c
u
ri
ty

 p
h
ys

ic
ia

n
は

仕
事

の
能

力
を

評
価

し
R

T
W

オ
プ

シ
ョ

ン
を

調
整

す
る

。
●

産
業

医
は

機
会

を
伺

っ
て

い
る

が
、

法
律

が
そ

れ
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
な

い
。

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

は
そ

れ
ぞ

れ
の

見
え

て
い

る
も

の
が

違
う

の
で

、
他

職
種

の
連

携
が

重
要

で
あ

る
。

な
し

J
 O

c
c
u
p

R
e
h
ab

il.
2
0
1
2

2
5

7
質

的
研

究
（
個

人
、

F
G

）

R
e
tu

rn
in

g 
to

w
o
rk

 a
ft

e
r

tr
e
at

m
e
n
t 

fo
r

h
ae

m
at

o
lo

gi
c
a

l 
c
an

c
e
r:

fi
n
di

n
gs

 f
ro

m
A

u
st

ra
lia

.

M
c
G

ra
th

P
D

2
0
1
2

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

造
血

器
腫

瘍

白
血

病
多

発
性

骨
髄

腫
リ

ン
パ

腫
そ

の
他

・
成

人
　

5
0
例

　
1
グ

ル
ー

プ
（
男

性
　

2
6
例

、
女

性
　

2
4
例

）
う

ち
、

　
・
白

血
病

　
1
7
例

、
　

・
多

発
性

骨
髄

腫
　

1
5
例

、
　

・
リ

ン
パ

腫
　

1
4
例

、
　

・
そ

の
他

　
4
例

・
診

断
後

1
年

以
上

経
過

・
L
e
u
ka

e
m

ia
 F

o
u
n
da

ti
o
n
 o

f
Q

u
e
e
n
sl

an
d（

L
F
Q

）
登

録
者

・
In

te
rn

at
io

n
al

 P
ro

gr
am

 o
f 

P
sy

c
h
o
-

S
o
c
ia

l 
H

e
al

th
 R

e
se

ar
c
h
 (

IP
P

-
S
H

R
)

を
通

し
て

参
加

・
骨

髄
移

植
後

　
1
1
例

を
含

む
・
幹

細
胞

移
植

後
　

1
5
例

を
含

む

不
明

対
象

者
各

々
に

電
話

で
1
時

間
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
し

た
。

こ
の

調
査

結
果

と
考

察
を

フ
ォ

ー
カ

ス
グ

ル
ー

プ
に

報
告

し
、

議
論

し
た

。
議

論
内

容
は

録
音

・
文

字
起

こ
し

し
、

質
的

デ
ー

タ
解

析
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
用

い
て

解
析

し
た

。

●
就

労
と

の
関

係
性

で
3
グ

ル
ー

プ
に

分
類

で
き

た
。

各
グ

ル
ー

プ
の

経
験

の
特

徴
を

分
類

し
報

告
し

た
。

①
 退

職
後

で
復

職
問

題
が

な
か

っ
た

群
②

 復
職

成
功

群
・
休

業
期

間
が

短
く
身

体
的

負
担

も
小

さ
か

っ
た

た
め

、
問

題
な

く
前

職
に

復
職

で
き

た
。

・
pa

rt
 t

im
e
で

復
職

し
徐

々
に

就
労

時
間

を
伸

ば
し

た
。

・
仕

事
を

F
le

xi
bi

lit
yに

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

で
き

た
。

③
 働

き
た

い
の

に
復

職
過

程
で

問
題

が
あ

っ
た

群
・
様

々
な

合
併

症
、

特
に

疲
労

に
よ

っ
て

就
労

困
難

で
あ

っ
た

。
・
身

体
的

負
荷

の
高

い
作

業
に

つ
い

て
雇

用
契

約
を

結
ん

で
い

た
。

・
シ

ョ
ッ

ク
で

復
職

の
機

会
を

逃
し

た
。

・
精

神
的

に
自

信
や

能
力

が
失

わ
れ

た
。

・
仕

事
を

し
な

い
こ

と
で

社
会

的
な

疎
外

感
を

感
じ

た
。

・
経

済
的

な
負

担
を

感
じ

た
。

・
復

職
に

関
す

る
社

会
的

支
援

の
知

識
が

な
く
、

復
職

意
欲

が
あ

る
の

に
復

職
が

阻
害

さ
れ

た
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

、
が

ん
就

労
（
特

に
造

血
器

腫
瘍

患
者

の
就

労
）
に

最
も

大
き

な
影

響
を

与
え

る
因

子
は

年
齢

で
あ

る
。

が
ん

診
断

後
の

復
職

で
は

、
精

神
的

な
負

担
を

受
け

や
す

い
た

め
個

人
へ

の
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

（
※

文
献

的
考

察
が

中
心

。
）

な
し

S
u
pp

o
rt

C
ar

e
C

an
c
e
r.

2
0
1
2

2
7

8
質

的
研

究
（
m

e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y)

E
m

pl
o
ym

e
n
t

an
d 

br
e
as

t
c
an

c
e
r:
 a

m
e
ta

-
e
th

n
o
gr

ap
h
y.

B
an

n
in

g 
M

2
0
1
1

U
K

乳
癌

該
当

な
し

不
明

診
断

後
に

職
場

復
帰

す
る

際
の

経
験

に
関

す
る

1
0
の

質
的

研
究

を
統

合
し

、
m

e
ta

-
e
th

o
n
o
gr

ap
h
ic

 a
pp

ro
ac

h
を

用
い

て
、

詳
細

に
分

析
し

た
。

各
研

究
論

文
の

情
報

を
統

合
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

グ
ル

ー
プ

内
で

翻
訳

し
た

。

●
職

場
復

帰
に

関
し

て
4
つ

の
コ

ン
セ

プ
ト

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
①

 i
n
fl
u
e
n
c
e
 f

ac
to

rs
,

②
 s

ic
kn

e
ss

 a
bs

e
n
c
e
,

③
 w

o
rk

 a
bi

lit
y,

④
 w

o
rk

-
re

la
te

d 
pr

o
bl

e
m

s
●

更
な

る
分

析
で

、
4
つ

の
最

終
的

な
解

釈
が

出
来

上
が

っ
た

。
①

 b
re

as
t 

c
an

c
e
 a

n
d 

e
m

pl
o
ym

e
n
t,

②
 t

re
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

 i
m

pa
ir
m

e
n
t,

③
 e

m
pl

o
ye

r 
c
o
m

pr
e
h
e
n
si

o
n
 o

f 
br

e
as

t 
c
an

c
e
,

④
 f

e
ar

 o
f 

w
o
rk

-r
e
la

te
d
 f

ai
lu

re

乳
癌

患
者

の
職

場
復

帰
支

援
と

し
て

、
雇

用
者

の
教

育
の

重
要

性
、

産
業

保
健

サ
ー

ビ
ス

充
実

の
重

要
性

が
考

察
さ

れ
た

。
ま

た
、

が
ん

専
門

医
に

つ
い

て
も

、
職

場
復

帰
の

ベ
ス

ト
な

タ
イ

ミ
ン

グ
を

決
定

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
必

要
が

あ
る

。

tr
e
at

m
e
n
t-

in
du

c
e
d 

ph
ys

ic
al

im
pa

ir
e
m

e
n
tと

し
て

、
種

々
の

症
状

と
仕

事
上

の
困

難
性

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。

E
u
r 

J
C

an
c
e
r

C
ar

e
 (

E
n
gl

).
2
0
1
1

2
8

1
0

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

A
 l
o
n
gi

tu
di

n
al

qu
al

it
at

iv
e

st
u
dy

 o
f 

th
e

e
xp

e
ri
e
n
c
e
 o

f
w

o
rk

in
g

fo
llo

w
in

g
tr

e
at

m
e
n
t 

fo
r

gy
n
ae

c
o
lo

gi
c
al

c
an

c
e
r.

G
ru

n
fe

ld
E
A

2
0
1
2

U
K

婦
人

科
が

ん

（
子

宮
内

膜
癌

、
子

宮
頸

癌
、

卵
巣

癌
）

・
1
8
-
6
5
歳

・
来

治
療

終
了

後
4
週

間
以

内
医

療
機

関
電

話

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
2
回

実
施

し
た

。
①

復
職

前
：

復
職

に
関

す
る

認
識

、
業

務
に

お
い

て
が

ん
の

影
響

に
つ

い
て

の
考

え
、

職
業

上
の

目
標

、
仕

事
の

価
値

な
ど

②
復

職
後

1
年

：
復

職
の

プ
ロ

セ
ス

（
促

進
因

子
と

阻
害

要
因

）
、

仕
事

や
職

業
上

の
目

標
に

対
す

る
認

識
な

ど

①
 復

職
前

（
5
5
例

）
②

 復
職

後
（
3
6
例

）
●

仕
事

の
意

味
：

・
金

銭
的

報
酬

、
・
社

会
と

の
関

わ
り

、
・
ル

ー
チ

ン
作

業
の

供
給

●
情

報
の

開
示

：
同

僚
に

開
示

し
た

事
例

は
ほ

と
ん

ど
な

く
、

限
ら

れ
た

同
僚

に
開

示
し

た
事

例
や

、
ラ

イ
ン

マ
ネ

ジ
ャ

ー
だ

け
に

開
示

し
た

事
例

は
あ

っ
た

。
●

仕
事

の
再

調
整

：
・
疲

労
感

、
集

中
力

低
下

、
長

時
間

座
位

が
困

難
等

に
よ

り
、

職
場

環
境

や
業

務
に

慣
れ

る
た

め
に

は
調

整
期

間
や

小
休

憩
が

必
要

で
あ

っ
た

。
・
記

憶
力

低
下

に
よ

り
、

不
安

、
自

信
喪

失
を

認
め

て
い

た
。

復
職

前
後

で
働

き
方

は
変

わ
ら

な
か

っ
た

が
、

仕
事

に
対

す
る

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
や

目
標

は
変

化
し

た
。

職
場

の
人

に
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

で
サ

ポ
ー

ト
が

得
ら

れ
や

す
い

反
面

、
仕

事
の

変
更

を
強

い
ら

れ
た

り
失

業
さ

せ
ら

れ
る

恐
れ

も
あ

る
。

な
し

P
sy

c
h
o
o
n
c
o
l

o
gy

. 
 2

0
1
2

3
2

－69－



3
7

質
的

研
究

F
ac

to
rs

in
fl
u
e
n
c
in

g
re

tu
rn

 t
o

w
o
rk

: 
a

n
ar

ra
ti
ve

st
u
dy

 o
f

w
o
m

e
n

tr
e
at

e
d 

fo
r

br
e
as

t 
c
an

c
e
r

J
o
h
n
ss

o
n

A
,

2
0
0
8

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

乳
癌

・
4
8
‐
5
5
歳

、
1
6
例

(就
労

中
　

8
例

、
休

業
中

　
8
例

)
・
手

術
後

1
年

の
時

点
の

・
勤

労
に

関
す

る
経

験
に

つ
い

て
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

電
話

や
文

書
で

リ
ク

ル
ー

ト
し

た
。

個
別

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
4
0
‐
6
0
分

）
に

よ
る

調
査

を
実

施
し

た
。

n
ar

ra
ti
ve

 m
e
th

o
d

su
gg

e
st

e
d
 b

y 
M

is
h
le

rを
用

い
て

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
お

よ
び

解
析

し
た

。
In

 d
e
pt

h
-

in
te

rv
ie

w
。

★
労

働
市

場
に

属
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

感
じ

方
の

変
化

が
あ

っ
た

。
●

労
働

市
場

に
い

る
人

た
ち

に
つ

い
て

①
 E

ar
ly

 r
e
tu

rn
e
r群

は
、

急
い

で
お

り
か

つ
ク

リ
エ

イ
テ

ィ
ブ

な
機

会
の

あ
る

職
と

感
じ

て
い

た
。

ま
た

仕
事

を
す

る
こ

と
は

普
通

の
こ

と
と

感
じ

て
い

た
。

一
方

で
、

配
慮

が
受

け
ら

れ
な

い
こ

と
に

つ
い

て
憤

慨
す

る
事

例
も

あ
っ

た
。

②
 L

at
e
 r

e
tu

e
n
e
rs

群
は

、
体

調
が

回
復

し
た

と
自

信
を

持
っ

て
か

ら
の

復
職

を
願

っ
た

。
③

 S
ic

k 
le

av
e
群

は
仕

事
に

対
す

る
態

度
が

変
わ

っ
て

い
た

。
一

時
的

な
di

sa
bi

lit
yを

有
し

て
い

て
も

市
場

に
残

る
こ

と
を

欲
し

て
い

た
。

●
休

ん
で

い
る

人
た

ち
に

つ
い

て
①

 E
ar

ly
 r

e
tu

rn
e
r群

は
、

上
司

や
同

僚
か

ら
の

支
援

が
強

か
っ

た
。

業
務

量
も

相
当

程
度

減
量

さ
せ

て
い

た
。

一
時

的
な

契
約

社
員

を
雇

い
労

働
者

を
サ

ポ
ー

ト
し

た
事

例
も

あ
っ

た
。

②
 L

at
e
 r

e
tu

e
n
e
rs

群
は

R
T
W

を
勝

ち
取

っ
た

③
 S

ic
k 

le
av

e
群

は
雇

用
者

に
で

き
な

い
こ

と
を

強
要

さ
れ

た
。

3
つ

の
重

要
な

要
素

が
存

在
す

る
。

①
 労

働
市

場
に

所
属

す
る

こ
と

は
心

理
的

変
化

に
非

常
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
。

②
 仕

事
へ

の
態

度
は

変
容

す
る

。
③

 社
会

的
支

援
は

R
T
W

に
と

っ
て

決
定

的
な

要
素

で
あ

る
。

M
S
W

が
作

成
し

た
も

の
で

感
情

が
こ

も
っ

た
論

文
で

あ
っ

た
。

し
か

し
が

ら
外

国
人

の
感

情
を

読
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身体疾患患者の就労支援に与える就労上および治療上の要因に関する文献
調査 「循環器疾患」 
 

 研究分担者 安部 治彦  産業医科大学医学部不整脈先端治療学 教授 

研究要旨： 

心疾患を発症した患者には就労者も多く、その後の復職（職場復帰）や就労に関し

ては各々に対し配慮が必要である。しかし就業区分の決定や就業上の配慮すべき点に

関して、企業側（産業医側）と主治医（医療機関）間でのコミュニケーションは実際

的には非常に希薄であり、産業医側に必要な情報が伝わっているか、あるいは患者の

不利益になっていないか、などの不安が医療現場にはある。本研究の目的は、Web 検
索システムや循環器疾患に関わる学会ホームページ等を利用し、就労支援に関与する

文献や臨床ガイドラインが、どの程度言及されているのかを明らかにすることにある。 
Web 検索の結果、日本循環器学会から「心疾患患者の学校、職域、スポーツにおけ
る運動許容条件に関するガイドライン」と「ペースメーカ、ICD、CRT を受けた患者
の社会復帰・就学・就労に関するガイドライン」が既に発行されていた。特に後者は、

労働安全衛生法・労働基準法に基づいた就労指導のみならず、個人情報保護に関する

記載もなされていた。心疾患を有する就労者の身体活動能力は勿論、職場環境から自

動車運転制限に至るまで幅広くしかも具体的に記載されており、臨床医にとって極め

て有用性が高いガイドラインである。 
国内からの文献調査では、介護職、看護職、リハビリテーション領域から心筋梗塞

患者を対象とした報告が多くなされていたが、復職時の主治医と産業医の対応、等に

言及したものはなかった。 
現時点では「主治医—産業医間のコミュニケーション」の必要性に関しては検討さ
れていない。しかし、臨床医は日々の診療においてその重要性を認識しており、いか

に作り上げて行くかが今後の課題であり、適切なツールを作成する必要がある。 
 

 

研究協力者 

荻ノ沢泰司  （産業医科大学医学部 第二内科学 学内講師） 

河野 律子  （産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 講師） 
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Ａ. 研究の背景と目的 

1) 背景 

心疾患患者には、就労に従事している

者も多く含まれる。実際、虚血性心疾患

や不整脈疾患のため植込み型心臓デバイ

ス治療のために入院し、その後職場復帰

する患者も多数存在する。当然内因性疾

患、特に心疾患患者は外見上での疾病の

有無の判断はできない。他疾患と異なる

心疾患患者の特徴は、病状の増悪が軽度

の精神的・肉体的ストレスや職場環境に

より突然引きおこされ、その結果失神や

心臓突然死に絡む就労事故、心不全の急

性増悪による緊急入院、等に結びつく場

合がある点である。即ち、心疾患患者の

職場復帰に際しては、適切な就業区分の

設定と就業上の配慮を必要とする場合が

多いことを認識しておく必要がある。し

かし患者（就労者）に対して医療機関が

行う医療支援と企業が行う就労支援は、

現実的には別々にそれぞれ単独でなされ

ているため、患者（就労者）にとってそ

の両者がうまく機能していない、即ち両

立支援が十分とは言えない現状にある。

これは、企業側（産業医）と医療機関（医

師側）との間のコミュニケーションがう

まくなされていないためであり、両者に

とって本当に必要な情報が十分伝わって

いないことに原因があると思われる。 

 

2) 目的 

本研究では、心疾患を有する就労者の

就業措置あるいは職場復帰に関する文献

や臨床ガイドラインなどが、現在までど

の程度なされているのかをまず明らかに

する。 

 

Ｂ. 方法 

1) 国内のガイドライン調査 

心疾患患者の就労あるいは職場復帰に

関係する記載の有無を、日本循環器学会、

日本不整脈学会、日本心臓病学会、日本

脈管学会、日本高血圧学会、日本心臓血

管外科学会、日本小児循環器学会、日本

心電学会、日本動脈硬化学会、日本胸部

外科学会、日本冠疾患学会、日本心不全

学会、日本心血管インターベンション治

療学会、日本循環器病予防学会など、循

環器関連学会が開設しているホームペー

ジを利用して、刊行されている診療ガイ

ドラインを全て検索した。 

 

2) 文献調査 

PubMed、医中誌 Web などの検索シス
テムを利用して就労支援に関与している

文献について検索した。 
 

Ｃ. 結果 

1) 国内のガイドラインの状況 

① 日本循環器学会のガイドライン 

心疾患を有する患者への日常生活指導

や社会生活指導の重要性に関しては、循

環器科医の間では既にある程度広く認識

されている。実際、日本循環器学会はこ
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れまで、「心疾患患者の学校、職域、スポ

ーツにおける運動許容条件に関するガイ

ドライン（2008 年改訂版）」および「ペ
ースメーカ、ICD、CRTを受けた患者の
社会復帰・就学・就労に関するガイドラ

イン（2013年改訂版）」を公表しており、
循環器専門医を始めとした学会員に対し

て、該当患者の就労や社会復帰に際して

参考とするようガイドラインで示してい

る。現時点では、循環器以外の各種疾患

患者の就労に関する指標をガイドライン

として示しているのは、日本循環器学会

だけであった。日本不整脈学会は、平成

２６年道路交通法改正に関連し、失神発

作を有する患者や植込み型心臓デバイス

患者の自動車運転制限や診断書記載上で

の注意点に関して学会ステートメントを

公開していた。特に、失神患者の就労に

伴う営業運転や職業運転に関する記載は

実社会での現状を背景にしたステートメ

ントとなっている。 
循環器疾患の特殊性に関しては、表１

に示しているが、虚血性心疾患・慢性心

不全・不整脈疾患・心臓手術後、等それ

ぞれに治療経過や予後等が異なるため、

一概に論じることは困難であるが、上記

２つのガイドラインではこれら多岐に渡

る疾患に対しても十分対応可能な内容で

記載されている。 
各ガイドラインの概要を下記に示す。 

a)日本循環器学会「心疾患患者の学校、
職域、スポーツにおける運動許容条件に

関するガイドライン（2008 年改訂版）」
（図１） 
主に業種別（農作業、林業、建設業、

製鋼所、歩行を伴う作業、立位作業、管

理業務）に具体的な作業内容にかかる身

体負荷強度を Mets 値で示し、患者の就
労指導に際し参考とするように示してい

る。しかし、本ガイドラインで示された

指標は、身体活動能力（Mets）のみによ
る指標であるため、身体活動能力と一般

的な職種の評価に留まっている。即ち、

各就労者の就労形態や就労時間、就労に

おける環境要因や職場環境、等は考慮さ

れていない。従って、個々の就労者での

一般的指導としては参考とすべきである

が、就労に際しての具体的指導としての

有用性はあまり高くないかもしれない。 
 
b)日本循環器学会「ペースメーカ、ICD、
CRTを受けた患者の社会復帰・就学・就
労に関するガイドライン（2013 年改訂
版）」（図２） 
一般的な健康診断結果に基づく指導区

分や事後措置の内容にまで踏み込んだ内

容で、就労患者の指導に必要な労働基準

法・労働安全衛生法のみならず個人情報

保護に関しても詳しく記載してある。植

込みデバイス患者の就労に際して、職場

での物理的応力や電磁干渉等の職場環境

に関する注意点も具体的に記述されてい

る。また、具体的な職種や就業の可否の

みならずデバイス患者の自動車運転制限
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についても述べられている。本ガイドラ

インは、業種別ではなく就労内容の質的

評価や職場環境を加味した内容での記載

となっている。 
 
２） 文献調査結果 

① 海外論文の文献検索 

PubMedを利用して、「return to work」
と「 industrial doctor」 「 industrial 
physician」、更に、循環器疾患の中でも
最も患者数が多く、職場復帰を必要とす

る可能性がある疾患として「myocardial 
infarction」を検索した。 
「 return to work」と「 myocardial 
infarction」の両方を含む検索を行ったと
ころ、337件の文献が確認された。更に、
「industrial doctor」を組み合わせること
を 1件の論文を確認できた (3)。 
「Evaluation of the return to work and 
its duration after myocardial infarction. 
（ ARYA Atheroscler. 2014;10 (3): 
137-140）」.  
 本論文は、イランでの検討結果である

が、産業医学、循環器科、リハビリ科な

ど多方面の医師が関与して検討されてい

る。心筋梗塞後の患者の左心機能と復職

率の関係を検討されている。 
 その他、337 件の論文では、疾患の程
度と復職率を検討したもの、復職に影響

を及ぼす疾患因子を検討したものが大多

数であった。また、就労者と事業者の関

わりや立場は各国で異なる点を踏まえ、

「 return to work」と「 myocardial 
infarction」と「Japan」という検索を行
ってみたが、337 件のうち下記 2 件の文
献が認められた(4, 5)。 
1. Psychosocial and clinical factors 

predicting resumption of work 
following acute myocardial 
infarction in Japanese men. Int J 
Cardiol. 1999 ;72 (1): 39-47. 

2. Clinical problems in the 
management of patients with acute 
myocardial infarction from its onset 
to the patients' return to work. Jpn 
Circ J. 1983; 47 (6): 686-695. 

 これら２件の論文は、疾患のどのよう

な要因が患者の復職に影響を及ぼしてい

たのかを検討したものである。その結果、

年齢、左心機能、退院時の運動耐用能と

冠動脈疾患の重症度は、患者の職場復帰

に影響を与える重要な因子であったと結

論づけられている。 
 

② 国内論文の文献検索 

医中誌 Web 検索システムを利用して、
国内の文献を中心にして「復職支援、職

場復帰、循環器、心臓、心筋梗塞」など

のキーワード検索を行った。 
「職場復帰 and 心臓 」での検索結

果 
では 38件の文献が検索され、「復職 and 
心臓」での検索結果では 65件が検索され
た。これらの文献の多くは、重症の心疾

患患者が治療とリハビリによって社会復

帰できたことを報告したもので、リハビ

リテーションや看護部門からの報告が多

かった。 
上記の検索結果の件数は、重複してい

るものもある。その検索から、本研究の

趣旨に合致していると考えられるものを

文献を選別した（表１）。選別基準として、

１．循環器疾患についての報告、2．特殊
な症例の職場復帰を取り上げた内容では

ないこと、の 2 点を考慮し、表 1 の 13
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件の報告文献の内容を確認した。その結

果は下記の如くであった。 
 
a) 介護職、看護職、リハビリテーション
領域からの報告が多かった。 

b) 復職プログラム、サポート体制を解説
した文献も存在した。 

c) 多くの文献は、心筋梗塞罹患後の復職
についての検討であった。 

d) 治療後の復職状況を検討した報告も
存在した。 

e) 精神的要因、患者要因、疾患要因と復
職状況を検討した報告も存在した。 

 
しかしながら、復職時の職場環境での

心疾患患者の妥当性や安全性、就労区分、

ならびに担当医師と産業医のコミュニケ

ーション対応の重要性、などに触れた報

告は皆無であった。 
 
Ｄ. 考察 

1) 循環器疾患患者における両立支援の必

要性 

疾病管理支援と就労支援による両立支

援の必要性は、何もがん患者に限ったこ

とではなく、心疾患（突然死や虚血性心

疾患、心不全や不整脈疾患、など）患者

でも両立支援が必要であることは言うま

でもない。急性心筋梗塞に罹患した就労

者は、発症時の急性期入院治療のみなら

ず退院後も外来での定期的な通院治療あ

るいは短期の入院治療の継続が必要とな

ることが多い。また、心筋梗塞後の患者

では、心機能低下に伴う慢性心不全を発

症し、危険性や致死性不整脈により心臓

突然死や一過性意識消失をきたす危険も

ある。更に、心疾患患者は自身の身体活

動能力低下に対する就労上での不安のみ

ならず、心疾患に伴う精神的な不安感・

恐怖感をもち続けて就労に携わっている

ことが多い。 
今回の調査結果においても、国内外か

らの報告には、心筋梗塞罹患患者の職場

復帰に関する報告が大多数であることが

判明した。しかし、それらの報告は、リ

ハビリテーションや看護学的視点からの

精神的サポートに関するものである。残

念ながら医師による職場復帰支援につい

て論じた報告は認めなかったが、心筋梗

塞では、年齢が高いほど、心機能が悪い

ほど、職場復帰に困難を伴うことが報告

されている。 

 

2) 主治医による循環器疾患の就労支援 

 心疾患を有する患者の就労上での指導

に関して、日本循環器学会は２つの診療

ガイドラインを発行していた。心疾患罹

患患者の職場復帰あるいは就労に際して、

医療機関の主治医は診療ガイドラインで

示された身体活動能力を参考にした上で

患者指導を行う。一方、心疾患を有する

就労者管理の特殊性として、患者（就労

者）の身体活動能力や心機能に応じた就

業区分の決定のみならず、個々の職種・

職場特有の問題、職場環境改善（心臓植

込みデバイス治療患者の職場での電磁干

渉問題、など）や自動車運転制限（植込

み型除細動器患者や失神患者、など）へ

のリスクも考慮する必要がでてくるため

より複雑である。 
患者が心疾患の治療を受けつつ、かつ

疾患の増悪をきたさない範囲で就労を継
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続していくためには、主治医—産業医間
での両方向性の情報共有が必要であるこ

とは言うまでもない。単なる紹介状や診

断書程度の書類のやり取りのみでは十分

に機能せず、患者が就労に携わる上での

両立支援も進まない。即ち、主治医に取

って必要な情報が何であるかを産業医が

事前に把握した上で主治医への情報提供

を求める必要性がある。逆に、産業医に

取って最も必要な情報が何であるかを主

治医が事前に把握した上で産業医への情

報提供を求めることが必要である。 
 例えば、ペースメーカや植込み型除細

動器（ICD）などのデバイス治療の患者
（就労者）を例にすると、主治医が産業

医に情報提供を行う上で、これまでどの

様な就労区分で働いていたのか、どの様

な職場環境で仕事をしていたのか、仕事

で自動車運転を行う必要があるのか、あ

るいは高所作業や危険作業に従事するこ

とがあるのか、などの情報は主治医にと

って最低限必要な情報である。主治医は、

それに基づいて患者の心機能状態や投薬

情報、ICD 作動による就労中の意識消失
発生の可能性、あるいは職場環境での電

磁干渉による健康被害発生の可能性、な

どについて産業医が必要とする情報提供

を提供することができる。 
 既に発行されている日本循環器学会の

ガイドラインは、上記のような産業医と

のコミュニケーションに役立つものであ

ると考えられる。 
 

Ｅ. 結論 

 報告された文献からは、心疾患に罹患し

た就労者の就労支援および治療支援に関

して、臨床医と産業医のもコミュニケー

ションの重要性について述べた報告や職

場復帰に与える影響について論じたもの

は皆無であった。臨床医は治療後に職場

復帰に対する一般的指導は行っている程

度である。既に心疾患患者における職場

復帰・就労ガイドラインも整備されてい

る。事業所（産業医）から患者の就労を

行う上での必要な活動能力や職場環境な

どに関する情報提供がなされることで主

治医からの更に踏み込んだ情報提供も可

能であると考えられる。 
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身体疾患患者の就労支援に与える 

就労上および治療上の要因に関する文献調査 

「脳卒中・骨関節疾患」 

 

研究分担者 佐伯 覚 （産業医科大学リハビリテーション医学講座 教授） 

研究要旨 

【目的】脳卒中や骨関節疾患に罹患した患者、特に肢体不自由障害者の職場復帰（復職）に

おいて、リハビリテーション（リハビリ）の視点では、①再雇用を含めて復職そのものを支援する

こと、②①の復職成立後、職場定着を目指すことの 2 点にある。リハビリ医学からみた脳卒中

は、多種多様な問題点を有するため個別の対応を要する一方、その経過が発症～回復とい

う一相性という特徴があり、最も困難である①をクリアすれば②は比較的進めやすいという肢

体不自由を代表する疾患である。 

【方法】より復職が困難とされる脳卒中を対象として文献調査を実施しその概要を述べる。骨

関節疾患に伴う他の肢体不自由機能障害においても、脳卒中疾患における対応である程度

カバーできると考えられる。 

【結果および考察】 

脳卒中後の復職の過程は各々の事例できわめて個別性が高く、神経学的、機能的要因な

ど多要因によって影響を受けている。そのため、疾病や心身機能が改善されても、なかなか

仕事に就くことが困難であることが多く、復職を望む 60%以上の者の復職が困難な状況であ

る。また、雇用者側も、脳卒中を抱えている従業員を雇った経験がないため、どのように対応

すればよいのか分からず時間ばかりが過ぎていくことが多い。 

脳卒中リハにおいて復職成功例を生み出すことが最も重要な援助であり、リハビリチームの

実力そのものであると説いている。医療スタッフが一丸となって、対象者を理解し制度を把握

し、環境を調整していくことで、対象者の働くことに関する作業ニーズに応えることが出来ると

考えられる。また、科学的根拠に基づいた予測やアプローチだけでなく、さまざまな障壁を乗

り越える努力あってこそ復職は実現可能なゴールになると考えられる。 

 

研究協力者 
加藤徳明 （産業医科大学 リハビリテーション医学講座 助教） 
伊藤英明 （産業医科大学 リハビリテーション医学講座 助教） 
白石純一郎 （産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 助教） 
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A. 研究目的 

 はじめに 

 脳卒中や骨関節疾患に罹患した患者、特に肢体

不自由障害者の職場復帰（復職）において、リハ

ビリテーション（リハビリ）の視点では、①再雇

用を含めて復職そのものを支援すること、②①の

復職成立後、職場定着を目指すことの2点にある１、

２）。産業保健分野の両立支援は、疾病を抱えなが

らも仕事の両立を目指すことであり、上記②の職

場定着の概念とほぼ一致する。このとらえ方の違

いは、リハビリ領域が再雇用を含む就労への復帰

を「職業復帰」として幅広くとらえていることに

対して、産業医学では同一企業内への復帰、すな

わち「職場復帰」を前提にしていることによる。

リハビリ医学からみた脳卒中は、多種多様な問題

点を有するため個別の対応を要する一方、その経

過が発症～回復という一相性という特徴があり、

最も困難である①をクリアすれば②は比較的進め

やすいという肢体不自由を代表する疾患である。 

 

B. 研究方法 

 本報告では、より復職が困難とされる脳卒中を

対象として文献調査を実施しその概要を述べる。

骨関節疾患に伴う他の肢体不自由機能障害におい

ても、脳卒中疾患における対応である程度カバー

できると考えられる。 

 

C. 研究結果 および D. 考察 

 １．脳卒中患者のおかれた現状 
我が国の脳卒中有病者数は約１７７万人と推定

され３）、そのうち１／３～１／４は６５歳未満で

ある４）。医療現場においても３０～５０歳の脳卒

中患者が増加しており５）、リハビリで関わる機会

が多くなっている。また、「若年」の脳卒中患者に

とってのゴールは社会復帰であり、その中でも復

職が重要である４) 。 

 しかし、今日の雇用条件はきびしく、社会的な

受け皿が少ないために、たとえ働きたくても仕事

を通した社会参加が難しくなっている。脳卒中患

者の入院時のニーズを調査した澤の研究では６）、

仕事に対するニーズは高いものの、ニーズのあき

らめで多かった項目は皮肉にも復職であったとい

う結果を報告しており、再就職の壁が高いことわ

かる。 

仕事をすることで、人は収入を得て生活を保ち

（生存）、また仕事役割の遂行を通して自分の社会

的存在（社会参加、連帯）や価値を確認すること

ができる７）。また、脳卒中後の障害をきたした勤

労者にとっても、復職という行いは社会復帰その

ものであり、労働生活の質の確保と向上に大いに

寄与することが報告されており８）、脳卒中患者の

復職は、重要な意義を有している。しかし、復職

支援にあたって、脳卒中の予後をどう予測するか

は非常にわかりにくく難しいように感じる。なぜ

なら、脳卒中後の復職に影響する唯一の予測要因

というものはなく、脳卒中の復職には多くの要因

が関与するからである３) 。 

 

２．脳卒中の復職の三要素 

 復職は、脳卒中勤労者、企業、および、両者を

結ぶ雇用の三要素が揃って初めて可能となる（図

１）８）。脳卒中勤労者に関わる要因として年齢、

意欲、障害の種類や程度などがあり、企業に関わ

る要因として雇用主の受け入れ姿勢、産業保健制

度や産業医との関わりなどがある。また、雇用に

関わる要因には失業率、法制度、福祉サービスな

どがある８－９）。 

 
図１．脳卒中の復職の三要素 

３．脳卒中患者の復職上での問題点 

 他の疾患と比べて特に復職上問題になるのは、
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就業能力に対する直接的影響（身体障害・高次脳

機能障害など）が大きいことである１０）。身体障害

や、失語などの高次脳機能障害があること、また、

合併症（高血圧、糖尿病、心房細動など）がある

ことで、復職を大きく阻害する。それに加え、脳

卒中の復職に際して法的支援制度を利用しにくい

ことも影響している。現在の我が国の障害者雇用

制度は、障害者の新規雇用を目的としているため、

脳卒中などの中途障害者の支援サービスが乏しい

８）。そのため、復職は、脳卒中患者と企業の当事

者間の問題とみなされ、行政は関与せず支援が受

けにくい状況にある。 

また、対象集団が定年退職年齢に近く、復職を

目標としにくい状況にあり、「脳卒中患者は就労で

きない」という誤った固定観念も影響し、障害者

雇用に対する社会的偏見も少なからずある８）。 

そして最大の問題は、回復の予測が難しく、復

職時期の設定が脳卒中発症初期に困難なことであ

る。なぜなら、脳卒中患者の症状は多彩であり、

障害の程度が広範囲に及び事例の個別性も高いた

めである。また、病前の能力や社会的地位にこだ

わり過度な期待を持っている時期では、就労支援

が失敗するリスクも高く、今後の可能性を狭める

要因ともなるため、慎重に対応する必要がある。 

４．退院後の職場未復帰者の心身機能の特徴につ

いて 

脳卒中後に復職出来なかった者は、必要なニー

ズが満たされず低い心理社会的転帰に至っている

４)との報告がある。Niemiらは、６５歳以下の発症

時有職の脳卒中患者で復職できなかった４６名す

べてが４年後の QOLの低下を報告している１０)。ま

た、退院後の脳卒中患者では、復職する目途がた

たないために、社会的・経済的に不安定な立場に

おかれることでうつ状態となり、うつ状態から抜

け出せないために復帰できないという悪循環が復

帰困難者を生んでいる６）。 

 このように、脳卒中後の復職は個人レベルでの

生きがいにも関わっており、社会復帰の一形態と

して重要な意義を有しているといえる。 

 

５．復職率について 

 リスクファクターの管理による脳卒中予防や急

性期医療の進歩、回復期リハビリテーション病棟

や地域連携パスなど、脳卒中を取り巻く医療状況

の大きな発展にも関わらず、脳卒中後の復職率は

２０年前と比べて大きな違いはない３）。 

 我が国の脳卒中後の復職率は約３０％と推定さ

れていたが、軽症まですべての脳卒中を含めれば

およそ４５％と考えられる３、１１、１２) 。 さらに復

職可能であった患者の約８０％は発症前の職場に

復帰するとの報告もされている１３）。ちなみに諸外

国の脳卒中復職率については約７０篇ほどの報告

があるが、1990年以降報告を表１にまとめた４）。

対象者の年齢、重症度、景気や文化社会背景が異

なるため、一つにまとめることは困難であるが、

大まかには復職率の平均値は４４％であった。 

 初回発症の脳卒中患者 244 名の復職を経時的に

追跡し調査したコホート研究によれば、脳卒中発

症～３か月、１年から１年６か月の２つの期間で

復職率が増えるものの、発症１年６か月でほぼ最

大になり、以降は変わらないとされている（図２）

１３－１６）。これには、傷病手当金の受給期限（１年

６か月）等の社会経済的要因が関連しているほか、

定年退職年齢との関係から新たな求職がなされて

いないことも影響している３）。 
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図２．我が国の脳卒中後の復職率（横軸は発症か

らの経過日数、縦軸は累積の復職率）１６） 
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６．復職の予測要因 

 脳卒中後の復職に関する予測要因の研究は数多

く報告されている８，１２，１２，１４－２１）。表２に文献

情報をまとめた。図３に復職にかかわる要因を示

す。 

復職を促進する要因として、若年者で復職に強

い意欲をもっていることがあげられる。就労への

意欲に関しては、就労への意思がある方が明らか

に就労可能となった例が多い１２)。また、高学歴で

ホワイトカラーの職種であること、セルフケアや

歩行が自立していること、家族や同僚の支援があ

ることなどが復職を促進する方向に働く８、１４）。

欧米の報告では、障害者に対する対応が大きく影

響するとしており、特に上司の対応がよければ再

就労につながるケースが多くなる１２，１７) 

 一方、阻害する要因としては、中高年齢での発

症、肉体労働を主とするブルーカラー、長期入院、

長期の傷病手当や、障害年金の受給などがあげら

れる８，１４）。また、重度の片麻痺、失語、失行、

失認などの高次脳機能障害の合併や、精神機能障

害（特にうつ症状）も挙げられる。特に、注意障

害などは仕事の持続力低下や集中力低下に繋がり、

就労の継続において支障となることがあるとされ

る１０，１８，１９）。また、体力低下があると、仕事を

始めても継続できなくなり、離職してしまうケー

スを見かける。退院時に易疲労性を訴える脳卒中

患者は就労につながりにくい。 

性別や脳卒中の病型（脳出血、脳梗塞、くも膜

下出血）に関しては、復職への直接的影響は少な

いことが分かっている６）。麻痺側に関しては、促

進要因にも阻害要因にもなりうる。 

 

図３．脳卒中勤労者側の復職に関わる要因８，１２，１４－２１） 
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７．復職できる条件 

 Melamedら２２）によると脳卒中後の復職を目標と

する脳卒中患者個人レベルでの復職できるための

条件として１）ADL遂行能力が高い、２)疲労なし

に少なくとも 300mの距離を歩行できる、３）作業

の質を低下させないで精神的負荷を維持できる、

４）障害の受容が出来ている、の４点を挙げてい

る。しかし、上記１）～３）の条件を患者が満足

していても４）の条件である情緒的に障害の受容

ができていなければ、復職できるチャンスは巡っ

てこない。 

 また、復職するためには、１)何らかの仕事が出

来る（作業の正確性）、２)８時間の作業耐久力が

ある、３)通勤が可能である（公共交通機関の利用）

の３つを必要とする実用的な判断基準もある１１）。

すなわち、「一日仕事をして通勤できる能力」があ

るかどうかということである。さらに職場に定着

する条件として上述の通り、「障害の受容ができて

いる」ことが必要である。 

 

８．脳卒中後の復職条件と適正配置 

就労可能か否かを検討するには就労支援者の有

無、職場環境、職務内容、労働条件、在宅ワーク

等の多くの条件を考え合わせることが重要である

４，９，２３)。また、脳卒中患者の 92％が障害者向け

の職種、障害の程度に応じて改変された職場への

配置転換を受けており１０)、本人の就業能力と作業

負荷とのバランスをとることは今後継続した復職

を目指す上でも重要である。例えば、身体的負荷

軽減のために姿勢を調整し、作業道具の選択や置

く位置の設定等を調整するなどの環境設定を行う

ことや、職場の人間関係を把握し、調整をしてい

くことで、作業をより安心・安定・継続してでき

るよう検討することも必要となる２３）。また、安全

衛生について考えておく必要があり、本人の再発

のリスク、そして第三者へのリスクも考慮しなけ

ればならない。リスクがあることは復職を阻害す

る方向に作用する。脳卒中患者を雇用する企業の

中において、脳卒中に関する知識や経験不足のた

めに、脳卒中労働者の雇用に対して複雑な感情や

様々な問題点に遭遇すると言われている１７）。その

ため、医療関係スタッフと産業保健スタッフとの

密な情報交換を行い、障害を知ってもらうことが

大切である。 

 

９．サポート体制 

 発症前に就業していた脳卒中患者は、入院当初

から再就労を念頭にしたリハビリが望まれるが、

現状では ADL を中心とした機能回復訓練に集中し、

次のステップである回復期リハビリ病棟やリハビ

リ専門病院へ早期の転院となるケースがほとんど

である１４)。さらに、患者の高齢化、疾病構造の変

化、障害医療の軽視、復職をサポートしてきた経

験スタッフの減少が、復職リハビリの実施を困難

としている９)。 

 このような状況で患者をスムーズに復職に導く

ためには、再就労を目的としたリハビリを行う上

で、就労を念頭においた全スタッフの方向性の一

致が重要である１２）。就労への動機づけや職種ごと

に分けたプログラムなどの工夫が必要となり、ス

タッフが一丸となってそれぞれの技術と知識を結

集しチームの能力を発揮することが肝要である１

１)。 

また、急性期、回復期および生活期それぞれの

病期において医療機関、産業保健スタッフ、企業

などが適切なサポート体制とっておく必要がある。 

 

１０．産業医との連携 

脳卒中の復職に際して、これまで社会的支援復

職への関与に関する比較研究はほとんど見られな

かったが、全国２１労災病院の脳卒中患者の復職

研究において、田中らは産業医の復職支援の有無

との関連性について、産業医の関与があった場合

はない場合に比べて７．５倍復職率が高かったこ

とを報告し産業医との連携の重要性を指摘してい

る２０）。また、産業医との良好な連携により、配置
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転換で復職できた脳卒中症例の報告もある２４）。こ

れらは適切な連携を行うことが復職を促進するこ

とを示したものであるが、一方で復職に際して成

功した例の報告というパブリケーションバイアス

の可能性もある。なぜなら、脳卒中後復職に至ら

ず解雇となり事業主を民事裁判で訴える、あるい

は、脳卒中発症が過重労働であるとして労災申請

を行うケースも増えつつある。 

 

E. 結論 

脳卒中後の復職の過程は各々の事例できわめて

個別性が高く、神経学的、機能的要因など多要因

によって影響を受けている。そのため、疾病や心

身機能が改善されても、なかなか仕事に就くこと

が困難であることが多く、復職を望む 60%以上の

者の復職が困難な状況である。また、雇用者側も、

脳卒中を抱えている従業員を雇った経験がないた

め、どのように対応すればよいのか分からず時間

ばかりが過ぎていくことが多い。 

原は２５）、脳卒中リハにおいて復職成功例を生み

出すことが最も重要な援助であり、リハビリチー

ムの実力そのものであると説いている。医療スタ

ッフが一丸となって、対象者を理解し制度を把握

し、環境を調整していくことで、対象者の働くこ

とに関する作業ニーズに応えることが出来ると考

えられる。また、科学的根拠に基づいた予測やア

プローチだけでなく、さまざまな障壁を乗り越え

る努力あってこそ復職は実現可能なゴールになる

と考えられる。 
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研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

研究要旨 

【目的】 

大企業・中規模事業場・小規模事業場の 3 群について身体疾患患者の復職の際、医療職

との情報共有する上において、それぞれの専門職にフォーカスグループディスカッションを実

施し、適切な情報共有のあり方と問題点を整理する。 

【方法】 

3 群についてそれぞれ 2 つのフォーカスグループディスカッションを実施する。参加者の募

集は機縁法やスノーボールサンプリングにて実施する。大企業や中規模事業場については

最も情報の多く集まる産業医から聴取することとし、産業医のリクルートについては日本産業

衛生学会専門医または指導医資格保持者を対象とした。小規模事業場については特定社会

保険労務士の集団からサンプリングした。フォーカスグループディスカッションで聴取された内

容については KJ法を参考に類似の意見をまとめた。 

【結果および考察】 

 有用な情報としては治療内容、病状、ステージ、処方内容といった医療情報が挙げら

れた。就業配慮を実施するために必要な医療情報という因果がはっきりわかる情報共

有が望まれていた。また、安全にかかわる情報については確実な提供が望まれていた。

一方で困る情報としては職場のことを考えない一方的な医療の側からの情報発信の場

合で、医療情報で詳細すぎる項目は困惑していた。特に予後が期待できない情報につ

いてはあまりほしくないとの意見が大勢であった。 

【結論】 

医療職と職場の情報共有は企業規模で大きく違う部分は専門家の有無と就業配慮余

地の大小でそれ以外は大きく異なるということはなかった。今回の調査結果をもとに

両立支援パスのβ版を作成し試行をすることが肝要である。 

研究協力者 
岡 亜希子   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
岡田 岳大   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
原田 有理沙   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
横山 麻衣 （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
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A. 研究目的 

従業員が身体的疾患に罹患し復職する際

に、企業の担当者が治療状況の確認をした

うえで、疾患ごとに発生する身体的な能力

低下を確認したうえで仕事と健康状態のミ

スマッチを解消するよう就業配慮が実施さ

れる。このように、企業にとって疾病に罹

患した従業員の就業配慮を行うためには個

別の病態・状況を把握し仕事への適性を確

認することが必要であり、一般化された手

法が存在しないため担当者の能力に相当程

度依存することになる。また、企業ごとに

備わっている事情により就業配慮の実施や

実効性に促進因子や困難因子が存在するこ

とが想定され、企業特性という視点が重要

である。企業特性の中でも特に重要な項目

として“従業員規模”がある。労働基準法

や労働安全衛生法は従業員数により必要な

体制が異なる（例；10 人以上で就業規則の
労働基準監督署への報告義務、50 人以上で
衛生管理者と産業医の選任義務、1000人以
上で専属産業医の選任義務など）。体制が異

なるということは課題も異なることであり、

従業員規模別という視座に立ち情報の整理

が必要である。 
そこで、本研究においては、わが国の疾

病頻度として多い「がん・脳卒中・心臓疾

患」の対応について就業配慮の実務に携わ

った経験のある企業の担当者を集め、グル

ープディスカッション（FGD）を行うこと
により、①就業配慮のために必要な情報の

整理、②就業配慮の実態把握、を明らかに

し、適切な就業配慮を行う手法を導き出す

とともに、その阻害要因についても見出し

解決策を提示する。 
調査は企業規模ごとに大企業（1000人以

上）、中小企業（50 人以上）、小規模事業場
（50人未満）として実施する。 

B. 研究方法 
FGDを３つの企業規模ごとに2回ずつ実施

し、結果を内容分析法により解析する。各

グループディスカッションの参加者は 5 名

-8名とした。FGDは各 3時間実施した。 

【対象者】 

以下の項目を inclusion criteriaとした。 

①大企業は専属産業医（卒後 7 年程度の企

業内での産業医の地位を確立しているグル

ープ、および卒後 20年以上の統括産業医的

立場のグループ） 

②中小企業は嘱託産業医（労働衛生機関医、

および開業産業医のグループを想定） 

③小規模事業場は社会保険労務士（就労支

援に対し積極的な企業支援を行っている社

会保険労務士の機縁法による独立した 2 グ

ループ） 

【聴取した者】 

 それぞれの FGDについて、研究者 STと研

究分担者 KM または研究協力者 TO の 2 名を

モデレーターとして実施した。 

【聴取した質問】 

①医療機関側担当医等から提供される診断

書やその他の情報のうち、支援に有用な情

報（医療機関に出してほしい情報）および

就労支援を阻害する可能性のある情報を教

えてください 

②就業配慮を行う際の事業場内での情報の

流れを教えてください 

③就業配慮を行う際に障害となる要因につ

いて教えてください 

上記質問を行ったうえ、関連する情報が

出てきた場合の質問からずれた発言につい

ては重要な要素が含まれている場合にはモ

デレーターによるさらなる深い要素まで含

めて継続して聴取した。 

【解析方法】 

FGDはすべてテープレコーダーに録音し
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逐語録を作成した。KJ法を参考に、作成さ
れた逐語録にトピックコードを付し、類似

の意味のある項目ごとにまとめ、カテゴリ

ーを作成した。 

 
C. 研究結果およびインタビューの考察 

FGD参加者の属性は以下のようであった。 
  対象者 人

数 
大企

業 
A 日本産業衛生学会専門医 

～卒後 7～10 年程度の経
験を持つ専属産業医への

機縁法 

7名 

B 日本産業衛生学会指導医 
～卒後 20年以上の経験を
持つ統括・総括産業医への

機縁法 

4名 

中規

模事

業場 

C 労働衛生機関医 
～日本産業衛生学会指導

医または専門医に対する

機縁法 

5名 

D 開業産業医 
～日本産業衛生学会指導

医に対する機縁法による 

5名 

小規

模事

業場 

E 特定社会保険労務士 
～メンタルヘルスの就労

支援で活動実績のある対

象からのスノーボールサ

ンプリング 

7名 

F 特定社会保険労務士 
～がん患者の就労支援で

活動実績のある対象から

のスノーボールサンプリ

ング 

7名 

 
【医療機関との情報共有で有用な項目】 
１．直接的な医療情報 
共通する項目として、休業・休職をする

ために病気であることを証明するための

情報が必要と挙げられた。治療内容、病状、

ステージ、処方内容といった情報があるこ

とで『業務を休む』行為を職場として容認

しやすくなるものと思われる。また、業務

の滞りを防ぐことを目的として、抗がん剤

など治療の頻度、業務から派生する予想さ

れる就業能力の低下や、予想される副作用、

残存する障害、治療スケジュールという情

報は職場内での経過中において業務分担

などの役に立つとの意見は 6 つすべての
インタビューで聴取された。また、告知の

状況などにより職場としてどのように扱

うかが異なるので情報としてほしいとい

う意見が挙げられている。 
心筋梗塞後など、目に見えにくい機能の

低下について嘱託産業医群では心筋梗塞

後の検査などでは Ejection Fractionなど
の心臓機能のデータを主治医側から提供

があることによって産業医による就業配

慮のアレンジがしやすいとの意見が聴取

された。 
一方で、専属群は手間がかかっても主治

医からの確実な情報を得るように腐心し

ていた。これは、嘱託産業医が月に一度の

勤務が多く、主治医とコミュニケーション

をとる頻度が専属産業医に比べて低くな

らざるを得ないので一定の医学的知識を

背景に判断をするケースが発生しうるこ

とが示唆されている。 
また、小規模事業場に特徴的な項目とし

ては、専門家不在であることに起因した内

容がほとんどであった。あげられた意見の

スクリプトを斜字体で以下に示す。 
休養について病気であることが原

因であることを明確に記載してほし

い（F社会保険労務士） 
職場復帰は個別の問題であったと
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しても、疾病経過について一般的な情

報があると専門職でないものとして

は助かる（F社会保険労務士） 
がんはどんな治療をしているかで

体調は数日単位で変化しますよね。治

療方針やスケジュールなど 1 年を通
したスケジュールを提示してもらえ

ると職場側に業務について調整しや

すい（A専属産業医） 
職場復帰が可能であることについ

て明確な根拠が示されているものが

ありがたい（F社会保険労務士） 
主治医と患者が相談し患者が「休み

たい」と言うと、本来は就労可能な状

態であるにも関わらず「要休養」とな

った（D開業産業医） 
中規模・大規模事業場については産業医

に聴取しているので特徴的なものは本項

目については存在しなかった。 
 
２．就業上の配慮に関する意見 
 復職時の勤務時間・残業時間など配慮す

べき事項についての記載について言及さ

れた。特にがんや心臓疾患など見た目には

わからない状態の時に医学的な判断をも

って配慮の意見があることが重要との意

見が挙げられている。就業上の配慮につい

ては「医学的な情報を背景とした配慮」に

ついて記載されていることの重要性が指

摘されている。 
 就業配慮は治療の副作用などで働

けないなど原因と結果がそろってい

ると対応することが容易になる（労働

衛生機関医） 
これは、病気による必要な配慮なのか本

人の心理的な影響から「できない」という

気持ちから出てくるものに対する配慮で

あるのか、職場として明確にしたうえで対

応したいという現れであると推察される。 
 
【医療機関との情報共有で障害となった項

目】 
 前述された「有用な項目」以上に多くの

ことが指摘されている。医療と職場の適切

な情報共有という観点から考えると 
１．直接的な医療情報 
 本人を継続して雇うために不要な情報

が治療者から提供されることが多く存在

していた。予後不良を想定されるような極

端に進行した病状・ステージ、詳細すぎる

医療情報、長すぎる要休養時間などが項目

として挙げられた。 
大腸がんステージ 4 とか記載され
ていても身構えてしまいますよね…

（E社会保険労務士） 
がんでも予後が悪そうな内容だと

会社の人がすでに身構えているので

対応に困難となることがある（F社会
保険労務士） 
半年間の休職との診断書が出され

たことがある。いきなり長期間の診断

書が出ると職場の人たちはもう働け

ないのではないかと動揺する（D開業
産業医） 
また、明らかに働くことができない体力

にもかかわらず勤務ができると診療情報

に記載されているものも存在していると

の意見も多く挙げられている。専属産業医

では休職の時点で病状が重いということ

を判断した場合には混乱を避けるため復

職の検討を始める前に患者とともに治療

医を訪問し仕事の状況を説明するという

行動が確認できた。 
主治医の先生は患者さんの言いな

りになって診断書を書くので体力が

なくても本人が復職したいといえば
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そういう診断書が出てきて困っちゃ

うんですよね（E社会保険労務士） 
復職に難渋することが想定される

場合は主治医の先生と復職より先に

話をしてきちんと体調を戻してから

復職することを伝えるとともにお仕

事ができる状況ということを一緒に

ディスカッションすることにしてい

ます（A専属産業医） 
メンタルヘルス不調や高次脳機能障害

の合併のケースについて医学的な調査が

なされていなくて困るという意見も聴取

されている。 
高次脳機能障害での業務遂行能力

があるかどうか。検査してほしい。検

査がないと、自宅療養中には気づかず、

復帰後に気づくことになる（D開業産
業医） 
さらに、医療職の字が汚くて読むことが

できない、労働者（=患者）の話している
こととつじつまが合わない、傷病手当金の

書面と間違えて記載してくる、といった意

見も挙げられており、医療職側への啓発も

必要であることが示唆されている。 
 また、小規模事業場（社会保険労務士）

からの意見として診断書は休職・復職とい

ったときに手続き上必要ではあるが、非常

に有用であったことがほとんどないとい

う意見も聴取されており、中規模事業場

（嘱託産業医）、大企業（専属産業医）か

らも労働者から直接聞くことでほとんど

のことが事足りるとの意見が大勢を占め

た。 
 小規模事業場において特徴的であった

点は、医療職でないとわからないような内

容の情報を渡されても安全配慮義務の観

点から状況が複雑になるとの意見が挙げ

られている。 

 以上より、職域において必要な医療情報

を整理した場合、休職事由となる病名は必

須の情報であるがそれ以外の情報を積極

的に欲しているというわけではなくむし

ろ復職を阻害する情報となっている可能

性がある。 
 
２．就業配慮に関する意見 
 就業配慮についての障害となるとあげら

れた意見は、集約すると労働者の実情に合

っていない就業配慮の意見が出されること

が多いというものであった。特に、規定に

ない短時間勤務の要請、重筋作業者等に対

する軽作業の要請、実情に合わない配置転

換の要請などについて職場内で混乱をきた

したとの意見が多く挙げられた。また、主

治医からの就業に関する意見は、労働者を

雇用継続するための参考意見にすぎないに

もかかわらず強制力を持っているかのよう

に労働者が誤解することがあり実情に合わ

ない意見をどう受け入れるのか苦労したと

の意見も聴取された。 
業種によっては半日だけ仕事に来ら

れても適切に仕事をしてもらうことが

難しい（F社会保険労務士） 
軽作業なら復職可は困る主治医の意

見の“鉄板”（C労働衛生機関医） 
事務職員として配置転換のうえ復職

可能という診断書を盾に要求されたこ

とがありました。事務スキルのない人に

仕事はないし…（F社会保険労務士） 
本来休職は労働契約で規定されてい

る業務履行を果たしていない状態なの

で元の仕事をどうしたらできるように

なるのか考えられるような診断書がほ

しい（F社会保険労務士） 
 さらに、配慮期間の定めのない場合にお

いて、配慮を継続することに関する事業者
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の不安への対応なども項目として挙げられ

ている。 
また、労働者の希望していない配慮の内

容も散見されており治療医がよかれと思っ

て記載する配慮には就業を阻害する大きな

要因が存在している可能性がある。さらに、

治療医は診断書（診療情報提供書）を本人

の目の前で記載することはほとんどなく、

記載の内容を労働者自身も復職を職場と検

討するとき初めて見て驚くという意見も散

見された。 
就業配慮については、大企業においては

様々な業務が存在し、業務遂行能力が低下

した場合においても配置転換が可能である

状況が多いという意見があった。中規模・

小規模事業場においては、配置転換の使用

がなく現職復帰が難しい場合は何らかの配

慮を行うものの一定程度の業務が実施でき

ない場合は配慮のしようがないとの意見が

得られている。ただ、大企業であっても最

近は業務見直しがなされており、比較的単

純な作業は非正規雇用や委託業務に移行し

ているケースも多く、配置転換の余地が減

りつつあるとの意見もあった。 
従業員が 10人程度の企業だと一人ひ
とりが尐しでも仕事ができないと仕事

が回らなくなってしまう。医者からいろ

いろ言われたってどうにもならないと

ころはあるよね（E社会保険労務士） 
また、会社の制度との整合性について、

休職期間が満了になるにもかかわらず「休

職が必要」という治療医の意見による混乱

も聴取されている。このことは労働者が自

身の休職期間を知らないことに起因してい

る場合が多く、知っていても治療医にも伝

えていないことが問題点として挙げられて

いる。 
 

【就業配慮を行う際の企業での手順】 
 メンタルヘルス不調と違い、身体疾患で

は休職することが突然であるケースが多く

休職前のケアや休職中のケアはあまりなさ

れていなかった。一方、がん検診を受けた

後、精密検査結果が出るまでの心理的な不

安定さに寄り添うことについての効用につ

いて特徴的な意見が聴取されている。 
検診受診後など診断がつく前から関

わることが大切。主治医は検査結果が

出るまで明確なことは何も言えない。

このような時期に産業医の支援は労

働者にとって大変重要（D開業産業医） 
また、産業医がいる企業においては、あ

る程度治療が落ち着いた段階での対応にな

ることがほとんどであった。専属産業医の

場合、復職を考える前に本人と面談をした

り医療機関に本人と一緒に行ったりするケ

ースも多く存在していた。嘱託産業医群で

は 1 か月に 1 度の訪問というケースも多く
傾向としては復職面談の時に初めて会うケ

ースが多いとの意見が多く聴取されている。

また、嘱託産業医群では訪問日程と復職希

望日が合わないケースも存在する。メンタ

ルヘルス不調に比較して身体疾患は業務起

因で発生することが尐ないことからとりあ

えず主治医の意見に沿って復職をさせて置

き事後面談にすることもあるという意見が

あった。大企業であれば復職面談は必須と

考えられており、中規模事業場では産業医

面談を実施せず職場のみで対応するケース

もそれなりに存在するようである。身体疾

患は職場の人でも判断しやすいケースが多

いとの意見も得られている。 
問題点として一人作業や運転業務などの

危険作業については主治医から意見をもら

うよう事業場に指導しているとのことであ

った。小規模事業場においては、そもそも

－110－



ケースが発生しない事業場のほうが圧倒的

に多かったりまた労働者が自分から仕事を

辞めるという選択をするケースも多かった

りするので規定等に収めることが現実的で

ないためほとんどの場合ケースバイケース

で対応フローを変えているとの意見が大勢

であった。一度事例が発生した場合には規

定に落とし込むことを事業者が望んだ場合

には対応することもあるとのことであった。 
また、フォローアップの重要性について

も言及されている。身体疾患は急性疾患と

慢性疾患があり、慢性疾患においては状況

も変わるので定期的に状況を確認の上、適

切な配慮を検討することが肝要であると思

われる。フォローアップの期間は就業配慮

が安定するまでは 3 か月以内ごとが望まし
いとの意見があった。また、今後の仕事に

影響を及ぼす病状の見込みの話を職場の人

にすることによって就業しやすい環境がで

きるとの意見も聴取されている。 
個人情報の保護については、専属産業医

の場合は産業医あてに診断書が作成されれ

ば産業保健スタッフのみが内容確認となる

が、嘱託産業医群であれば診療情報提供書

の到着が産業医執務とタイムラグが発生す

るため人事や上司等が内容を確認せざるを

得ない状況が発生している 
 
【就業配慮をするうえで促進/障害になる要
因】 
支援的な上司、柔軟な制度、上司や人事

の権限の強さ、などが促進因子として挙げ

られた。 
専属産業医群ではコンプライアンス的観

点から産業医意見による就業配慮が実施さ

れないケースはほとんどないとのことであ

った。一方で大企業では社内規則が硬直化

していることで柔軟性がないため個別の対

応がとりにくいという意見もあった。多く

の企業の社内規定がメンタルヘルス不調を

念頭に作成されているため病状と合わない

という意見も聴取されている。ベテランの

統括産業医などは社内制度を知り尽くして

おり柔軟な対応をとることのノウハウを多

く持っていた。 
抗がん剤治療で休職期間が無くなっ

たところで欠勤にしてしまえば問題な

い。尐しイレギュラーな対応を人事等が

許してくれるかどうかは知識のみなら

ず普段からの信頼関係が重要（B統括産
業医） 

 中規模事業場であれば産業医の意見が反

映されていないケースも散見されるようで

ある。これは産業医が意見を述べる相手に

なる対象と実際に配慮を実施する現場に乖

離がある場合に存在する事態であるとのこ

とであった。また、フォローアップについ

て産業医側でリストアップしておかなけれ

ば対象から漏れてしまいいつの間にか就業

配慮が終了しているケースも多く発生して

いるとのことであった。 
 本社にしか人事がいない支社の労働者の

対応や、上司が遠方にしかいないというこ

とも最近では多く発生しており阻害する要

因になっている。 
 また、本来的には就業配慮については会

社と本人とで考えなければならない問題を

会社が治療医や産業医に判断を丸投げする

ケースも多く存在することで問題が複雑化

するとともに無責任な対応をする職場の存

在も指摘されている。一方で、主治医がリ

ーダーシップをとってはっきりと意見を述

べてくれることで配慮がとりやすかったと

いう意見も存在した。 
 復職し就業配慮を始めた当初は職場の同

情的観測から医師の意見が守られるケース
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が多いが徐々に慣れてくると業務分担等の

不公平感をもつ同僚等が増えてくるという

意見はすべてのグループの FGD で聴取さ
れている。また、本当に働かせていいのか

という漠然とした不安が同僚から出ること

は多く存在すると聴取されている。 
 手すりを付けたいがつけることができな

いなど事業場の物理的・構造的問題点も存

在していた。 
 
D. 両立支援パスへの考察 

 本調査は職域と医療の適切な情報共有を

行うことにより疾病に罹患した労働者が働

きやすくなることを目的として実施された。

情報共有としては【共有されることが望ま

しい項目】と【共有されることでかえって

阻害される項目】があることが前項までの

結果および考察で示されている。 
 就業の問題は雇用者と被用者の労働契約

でなされており、医療者は被用者の一部ま

たは全部の代弁者にすぎず、本質的には雇

用者（事業者）と労働者が主体的となって

就業するために必要な情報を収集・整理の

上、適切な就業配慮が実施されることが望

ましい。よって、職域の立場からは両立支

援パスに記載され医療と職域が共有すべき

情報について以下の項目が記載されること

を提案する。 
【記載すべき項目】 
≪診断名（病名のみ）≫ 
 休復職の根拠となるもの 
≪労働者の従前の業務内容≫ 
≪必要な就業上の配慮≫ 

 業務を遂行するために必要な就業上の配

慮の内容、例：高所作業の禁止など 
≪就業上の配慮を実施する医学的根拠≫ 
≪就業配慮を継続する機関≫ 
≪治療スケジュール≫ 
≪積極的に働くことができることの証明≫ 
≪残っている休業・休職期間≫ 
≪本人の職場に対する期待≫ 
【状況に応じて記載を検討すべき項目】 
≪本人への病状の説明内容≫ 
≪次回、情報共有内容事項の更新時期の記

載≫ 
【記載が避けられるべき項目】 
≪病状の程度を表すもの≫ 
 がんの進行ステージなど就業上の配慮に

必要のない情報 
≪医療者以外わからない用語≫ 
≪汚い字・書式≫ 
 
E. 結論 

 医療職と職場の情報共有は企業規模で大

きく違う部分は専門家の有無と就業配慮余

地の大小でそれ以外は大きく異なるという

ことはなかった。今回の調査結果をもとに

両立支援パスのβ版を作成し試行をするこ

とが肝要である。 
 
F．参考文献 

なし 

 
G. 研究発表 

なし 
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究 分担研究報告書 
(身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための主治医と事業場
（産業医等）の連携方法に関する研究―「両立支援システム・パス」の開発―) 

 
がん患者の就労復帰に与える 

就労および治療上の要因に関するインタビュー調査 
―主治医側からみた課題 

 
研究分担者 産業医科大学病院 血液内科 診療教授  塚田順一 

研究要旨 

【目的】血液がん患者の就労復帰に関して、血液内科医にインタビューを実施

し、主治医側からみた就労復帰に際する現状での問題点・課題を明確にする。 

【方法】両立支援でのがんの主治医側の課題を抽出するために、血液内科医に

対して、半構造化面接法を用いて、インタビューを実施する。内容を記録し質

的帰納法を参考に分析する。文章をコードに整理し，内容からカテゴリー分類

する。 

【結果および考察】まず、患者（就労者）を守るシステムの構築が求められる。

その上で、職場と医療機関（主治医）の連携を図ることが必要である。主治医

側の視点として、現実、会社側から主治医へ患者の就労支援に関するアプロー

チはないことが明らかとなった。また、産業医の関与も稀であることが指摘さ

れた。このような現状では、診療情報提供書のように、患者健康状態を具体的

に記載することは、提出先が会社であるために不可能であるとの意見が強い。

これは、患者情報が最も機密性の高い個人情報に相当するため、会社での患者

の不利益を考慮せざるを得ないことに起因する。たとえ、提供の患者同意が得

られたとしても同様である。しかし、主治医が安心して情報提供できるように、

就労者を保護する法的整備がなされ患者の就労支援プログラムも存在すれば、

患者保護の立場から当然提出すべきとも考えている。 

研究協力者 

山口享宏 （産業医科大学病院 血液内科 助教） 

北村典章 （産業医科大学病院 血液内科 修練指導医） 

 

A. 研究目的 
 がんに罹患した就労者が職場に復

帰する場合（以下就労復帰と呼ぶ）復

職に際しての就業配慮が必要となる。

しかし、がん患者が現在・将来の病状

や配慮してほしい点を会社側に伝え

ることは不可能であり、本来、主治

医・会社の間での情報交換は必須であ

る。本研究では、血液がんの診療に携

わる医師に対して、個人面談ないしグ

ループインタビューを実施し、主治医

の視点から、就業配慮の現状、これを

適切に実施するための阻害因子や改

善方法を協議する。 
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B. 研究方法 
本研究において両立支援でのがんの

主治医側の課題を抽出するために、血

液内科医に対して、半構造化面接法を

用いて、インタビューを実施する。内

容を記録し質的帰納法を参考に分析

する。文章をコードに整理し，内容か

らカテゴリー分類する。 

なお、本研究は本学倫理員会にて

承認されており、実施計画書・説明文

および同意書に基づいて実施される

ものである。 

１．対象：血液内科医師 

２．聴取内容：  
① 患者の就労復帰についての相談の
有無 

② 就労に関する事業場（産業医等）
からの情報提供の有無 

③ 医療機関からの情報のうち、就労
支援に有用な情報 

④ 医療機関の就業状況の把握方法 

⑤ 医療機関から事業場への情報伝達
の方法・情報の流れ 

⑥ 就業配慮んい障害となる要因 

３．聴取場所： 

実施責任者が手配した会議室 

４．調査参加者の自由な選択の保障： 

実施責任者は調査参加者を募集す

る際に本研究の目的、方法、倫理的配

慮、参加しなくてもあるいは途中で参

加を中止しても、不利な取り扱いを受

けないことについて電話又はメール

にて説明を行い、参加の意思を確認す

る。 

５．調査参加者のプライバシー確保に

関する対策： 
場所は外部に声が洩れない会議室

もしくは同様の部屋を確保するよう

対象者に依頼する。結果から個人が特

定されないように情報を加工する。 

６． インタビュー結果の取り扱い： 
電子レコーダーにて記録する。電子

レコーダーおよびインタビュー結果

は、実施責任者の居室の鍵がかかる保

管庫に保管する。公表する情報以外は

調査終了後速やかに破棄する。 

 

C. 研究結果および考案 ： 
3 名の血液内科医師との個人面談

および 5 名の血液内科医師によるグ

ループインタビューを実施した。現時

点、主治医側の視点において、主治医

は患者情報を会社側に提供する用意

はあると考えている。しかし、主治医

は患者情報が極めて機密性の高い個

人情報であり、情報を提供することは

大きな問題であるとも考えている。 

 

① 患者から就労復帰等についての相
談の有無： 

そもそも稀である。就労復帰の話自体

をあまりしない。一部の患者から相談

を受けるが、大半は患者自身が迷い・

悩みを抱えこんでいると考えられる。 

 

② 会社と主治医の間の情報交換不
足： 

a. 会社側からのアプローチ： 

 診断書を記載したことはあるが、
就労支援として会社側から相談を

受けた記憶はほとんどない。稀に
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患者が上司を連れてきて直接面会

するケースを経験した。 

 復職後も企業と主治医との情報の
やり取りはほとんど行われていな

い。 

 患者が復職を希望した時、復職診
断書を依頼する時、医療機関が病

状から復職可能かを判断するのに

必要な情報を企業側から提供して

もらう必要がある。 

 主治医には会社の休職・欠勤に関
する就業規則や雇用形態・休職制

度がわからない。 

 主治医から就労支援の会社窓口に
問い合わせる余裕なく、問い合わ

せ方法も判らない。 

 病名・治療計画・復帰の見込みは、
疾患重症度や病期で変わってくる。 

 背景として、患者自身が復帰した
いのか、もしくは、せざるを得な

いのか、家族や経済状況、勤務先

規模や病気休業の規定などにもよ

る。 

 産業医の問い合わせが稀ながらあ
ったが、あまり前面には出てこな

い。 

 主治医から診断書の形で情報提供
をしたこともあったが、返答はな

かった。 

b. 医療機関側からのアプローチ： 

 会社からの情報提供がほとんどな
いため、患者自身より聴取してい

る。 

 会社からの情報提供がなければ、
細部の就業内容・就業規則や職場

環境を情報取得することの困難で

ある. 

 会社側から復帰後の仕事内容が主
治医には知らされていない。 

 復職する前提で、職種、仕事・作
業内容か、環境面（デスクワーク

か現場作業か、屋内か屋外かなど）、

職場内での立場、予定されている

業務や仕事と可能な就業配慮など

を知りたい。 

③ 医療機関側から提供される情報の
うち、支援に有用な情報: 

 診断書は患者の依頼であるので、
患者と相談し、記載することが多

い。 

 就業内容（仕事内容や就業形態、
フルタイム・夜勤などのシフト、

復職支援プログラムの有無な

ど）・就業規則（有給や休業）や職

場環境（粉塵作業の有無、同僚の

人数など）などは有用な情報であ

り知りたい。 

 重労働は困難だがデスクワークな
ら可能など職場配置転換が可能か

は有用な情報。 

④ 会社での患者情報の利用への不
安: 

 主治医は今後の検査計画および留
意点を知らせる準備はある。しか

し、治療計画を含めて病名・病状

の情報が患者不利益となる。特に、

進行期で予後不良の場合、雇用継

続の妨げになり伝えない場合が多

い。 

 生死にかかわる重要な情報は患者
の同意を得たとしても患者不利益

にならないように回答することが

－117－



 
 

多い。 

⑤ 医療機関側から事業場への情報伝
達の方法・情報の流れ: 

 提供した情報が産業医の判断であ
っても会社内で拡散しないことが

条件である。現時点では診断書や

患者への口頭説明にとどまる。 

 病気休業を理由とした解雇を法律
等で禁止するなど、就労者保護の

法的整備がなされていない状況で

は、医師の守秘義務違反や個人情

報流出の問題もある。 

 主治医は復職可能の助言を行うが、
復職の最終決定は企業にあること、

就業上の配慮も患者と企業（現場）

で協議したうえで決定されるべき

である。 

⑥ その他障害となる要因 

 専門用語の解釈 

 主治医側と事業場側の信頼関係の
希薄 

 責任転嫁や情報を悪用 

 企業規模や産業医・保健師の有無
や能力差 

 主治医の負担増大 

 医療機関には診断書発行料などの
金銭的メリット、面談時の面談料

などのインセンティブ。 

D. 結論 
本研究の結果からは、主治医と事業場

との協議に基づく就労復帰の支援に

対する取り組みはほぼ実施されてい

ない現状であった。主治医側からみて、

患者の具体的な就労内容・就業規則や

職場環境等について、事業場の情報提

供がなければ、把握は困難である。そ

のため、主治医としては患者と相談し、

一般的な注意事項のみにとどめざる

を得ない。 

主治医側と事業場側との間の情報

交換・共有の不足の大きな要因のひと

つとして、主治医側からはプライバシ

ーへの配慮等の倫理的・法的な問題点

が挙げられた。就労者保護の法的整備

がなされていない現状では、主治医と

して患者情報の提供や提供後の情報

の取り扱いには大きな不安が存在し、

主治医として情報提供を躊躇する。 

また、一貫したツールがなく、情報

共有ができないこと、職種の違いから

求められている情報や専門用語など

理解度の相違、曖昧な質問、責任転嫁、

主治医の多忙な現状で、負担増大にな

る点も抽出された。しかし、確立した

簡便なツールがあり、適切に使用し患

者の就労支援につながるなら、ツール

を使用したいという結果も得られた。 

 

E. 参考文献   なし 

 

F．研究発表   なし 
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労災疾病臨床研究事業費補助金  

分担研究報告書 

（身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための主治医と事業場（産業医等）

の連携方法に関する研究―「両立支援システム・パス」の開発） 
「循環器内科医」へのインタビュー調査―現状と課題の把握― 

 
 

研究分担者 安部 治彦  産業医科大学医学部不整脈先端治療学 教授 

研究要旨： 

心疾患を有する就労者では、職場復帰や就労に関する配慮が必要である。しかし就

業区分の決定や就業上配慮すべき点に関して、企業側（産業医側）と主治医（医療機

関）間でのコミュニケーションは希薄であり、産業医側に必要な情報が伝わっている

か、患者の不利益は生じていないか、などの不安が医療現場（主治医）にはある。本

研究の目的は、心疾患を有する就労者の職場復帰に係る循環器内科医へのインタビュ

ー調査を行い復職支援の現状を把握した上で、その改善事項を見出すことにある。 
循環器内科医師へのインタビューは、産業医科大学倫理委員会での承認を得た後に

開始された。患者の復職に携わった経験のある医師（循環器専門医資格を有し、産業

医経験あり）15 名へのインタビュー調査結果をまとめると、心疾患患者自身から日常

生活や社会生活上での一般的な相談を受けることがあっても、企業の産業医から就労

や職場復帰を行う上での具体的な患者情報の紹介依頼は殆どなされていないことが明

らかとなった。特に、嘱託産業医からの依頼を経験した主治医は皆無であった。現状

では、診断書でのやり取りしかなされていないため、具体的な患者（就労者）の心機

能の程度・身体活動能力や職場環境での注意点など、就労を行う上で必要となる情報

提供依頼は殆どなされていなかった。産業医が患者の復職時に行う就労支援（就労区

分の決定や職場環境改善、など）において、心疾患を有する就労者の情報提供依頼を

主治医に行っていないことは、単に就労者本人からの意見聴取と診断書の疾患病名の

みで判断されている可能性が高く、過度の就労制限や就労者の医療支援への配慮なし

に就労区分が決定されている可能性を示唆するものである。 
主治医—産業医間の情報提供を円滑に行うための適切なツールが必要であり、それら

を駆使して患者―主治医―産業医の三者間でのコミュニケーションをいかに作り上げ

て行くかが今後の課題である。 
 
研究協力者 
荻ノ沢泰司  （産業医科大学医学部 第二内科学 学内講師） 
河野 律子  （産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 講師） 
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大江 学治  （産業医科大学医学部 第二内科学 学内講師） 

林 克英    （産業医科大学 循環器内科・腎臓内科 助教） 

高橋 正雄   （産業医科大学医学部 第二内科学 修練指導医） 

 

Ａ.研究の背景と目的 

1) 背景 
心疾患患者には、罹患後にも就労に従

事している者は多い。虚血性心疾患や不

整脈疾患のため植込み型心臓デバイス治

療のために入院し、その後職場復帰する

患者も多数存在する。内因性疾患、特に

心疾患患者は外見上のみでの疾病の有無

や重症度の判断はできない。心疾患患者

の特徴は、病状の増悪が軽度の精神的・

肉体的ストレスあるいは職場環境の変化

であっても突然に発症し、その結果心臓

突然死や失神に絡んだ就労事故、心不全

の急性増悪による緊急入院、等に結びつ

く場合がある点が特徴である。即ち、心

疾患患者の職場復帰に際しては、心疾患

患者の心機能や身体活動能力に見合った

適切な就業区分の決定と就業上の配慮

（職場環境改善、など）が必要とされる

場合があることを認識しておく必要があ

る。しかし患者（就労者）に対して医療

機関が行う医療支援と企業が行う就労支

援は、現実的には別々にそれぞれ単独で

なされているため、心疾患を有する患者

（就労者）にとってその両者がうまく機

能していない、即ち両立支援が十分とは

言えない現状にある。これは、企業側（産

業医）と医療機関（医師側）との間のコ

ミュニケーションがうまくなされていな

いため、両者にとって本当に必要な情報

が十分伝わっていないことが原因と考え

られる。 
 
2) 目的 
本研究の目的は、心疾患を有する就労

者の職場復帰に関して医療機関で心疾患

の治療に携わる循環器内科医を対象とし

たインタビュー調査を行い、疾病罹患後

の職場復帰への障害となる要因や指導方

針、主治医—産業医のコミュニケーション、

等に関して現状の問題点を把握すること

である。 

 

Ｂ.方法 

循環器内科医へのインタビュー調査 

循環器内科医へのインタビュー調査に

関しては、産業医科大学・倫理委員会で

の承認を得た後に施行した。調査内容は、

プライバシー等に十分に配慮した上で、

下記の内容で調査を行った。 

方 法： 

本研究の分担研究者および研究協力者が、

循環器内科医として実際に循環器診療業

務に従事している医師、あるいは経験を

有している医師を対象に直接インタビュ

ーを行った。インタビュー対象医師は 15
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名、所要時間は各 30 分程度であった。 

対象者： 

① 産業医科大学病院循環器内科に所属

する循環器内科医師：６名 

② 循環器内科を専門とする開業医師：１

名 

③ 労災病院（九州労災病院、旭労災病院、

熊本労災病院）に勤務する循環器内科

医師：４名 

④ 一般病院循環器内科医：3名 

⑤ 大阪大学病院循環器内科医：1名 

聴取する内容： 

①  患者の復職や就労に関する産業医か

らの情報提供依頼の有無 

② 情報提供依頼があった場合の産業医

の種類（専属、嘱託、など）と会社の

規模 

③ 就労指導を行う際の具体的な指導内

容 

④  循環器対象患者の各疾患や各職業な

ど 

⑤  産業医もしくは企業側(産業医)から

提供される診断書・意見書やその他の

情報のうち、支援に有用な情報（医療

機関に出してほしい具体的情報）や就

労支援を阻害する可能性のある情報 

⑥ 心疾患患者が就労を行う際の企業側

への要望・希望 

上記内容を盛り込んだ具体的なインタ

ビューを行った。 

結果の解析： 

 循環器科医師へのインタビュー調査で

得られた結果を、把握しやすいように整

理し、大多数の医師より聴取された意見

や重要な意見を中心に整理した。 

 

Ｃ.結果 

循環器内科医インタビュー 

①  インタビュー対象者（循環器科医師） 
今回のインタビューは、産業医科大学

病院勤務医（６名）、労災病院循環器内科

勤務医（４名）、循環器を専門とする開業

医（１名）、一般病院循環器内科医（３名）

および大阪大学病院循環器内科医（１名）

を対象にした。これらの医師には、専属

産業医経験者が多く含まれている点で、

ある程度の心疾患患者の職場復帰や就労

支援に関心のある医師といえる。また多

くの医師は、患者が就労する企業側への

診断書や情報提供の経験を有していた。 
② インタビュー内容 
実際のインタビューの項目は、下記の

通りである。 
a) これまで復職支援に携わった経験が

あるか 
b) 主治医として企業（産業医）との患者

情報のやり取りをしたことがあるか 
c) 患者の疾患, 年齢, 性別など 
d) 円滑に職場復帰に向けての会社側と

の情報のやり取りができたか 
e) 具体的なやり取りの情報内容 
f) 問題点、要望 

 
② 実例とインタビュー回答のまとめ 
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多くの医師が、産業医との連携に疑問 

や不安を感じており、医療機関の主治医

と産業医間のコミュニケーションが整っ

ていないことを実感していた。また、主

治医か記載する診断書には、患者から求

められた内容を遜色ない程度に記載する、

などの意見があった。その理由として、

患者が復職するにあたり企業・産業医が

真に必要とする情報がわからない。また

就労内容に関しては、企業（産業医）か

らの情報はなく、患者からのみの情報で

あり、実際にどの程度の負担を強いる仕

事内容なのか、どのよう危険性がある職

場環境なのか、などの仕事内容の十分な

把握ができないため、一般的な意見を述

べるに留まるとの回答であった。一方、

職場復帰に関して、循環器疾患には事務

的作業や知的作業では、あまり問題とな

らないものの、工場勤務における肉体労

働を伴う職場に復帰する場合、交代制勤

務がある場合、運転業務がある場合、高

所作業などの危険業務を行う場合には、

診断書のみならず主治医としての意見書

提出などを行い、細やかな配慮が必要で

あるとの意見が大多数を占めた。以下に、

インタビューで得られた現状について、

多数得られた結果や重要な結果を挙げた。 
 
a) 主治医意見を求められた経験はある

が、いずれの場合も大企業の専属産業

医が就労区分を決定する際の参考と

するためであった。しかし、これらに

主治医への意見書依頼は中小企業の

嘱託産業医から依頼されたことはな

い 
b) 専属産業医から医療機関への主治医

意見書の依頼は、あったとしても復職

（職場復帰）時のみの 1 回である。産

業医が就労区分を変更したり、その後

の治療経過に関しての主治医意見書

依頼がなされた経験はない 
c) 診断書の形式および記載内容に対す

る主治医の意見が反映し難い（職場環

境や具体的な就労内容が不明である） 
d) 診断書発行後のその後の経過（配置換

えの有無、職場環境改善や安全対策の

有無、交代勤務の是正の有無、通院時

の配慮がなされているか、作業に伴う

実際の負荷への配慮がなされている

か）等々の情報は主治医側には不明で

ある 
e) 診断書の内容を企業（産業医）が、ど

のように処理しているのかわからな

いので不安である 
f) 公務員や事務職での職場復帰時の診

断書あるいは意見書の提出を求めら

れたことは殆どない 
g) 主治医に患者の復職の可否を決定さ

せるような内容の手紙が届いたこと

がある 
h) 産業医から患者の仕事内容などを具

体的に提示されたことがなく、患者が

従事する仕事内容を十分把握できて

いないことが不安である 
i) 主治医が記載する診断書や意見書等
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で、患者の就労上での不利益を与えて

いないかという不安 
j) 産業医が最も必要としている情報が

何かが主治医としてわからない 
k) 産業医と主治医の直接のコミュニケ

ーションが得られていない（就労に関

して患者への負担を考慮するのに必

要な主治医の意見を企業（産業医）か

ら求められることが殆どない） 
l) 簡便で有用性の高い主治医と産業医

間の連携ツールが完全に欠如してい

る 
 
Ｄ.考察 

1) 循環器疾患患者における両立支援の必

要性 
疾病管理支援と就労支援による両立支

援の必要性は、がん患者に限ったことで

はなく、循環器疾患（突然死や虚血性心

疾患、心不全や不整脈疾患、など）患者

でも両立支援が必要であることは言うま

でもない。表１に、循環器疾患の代表的

な疾患と治療の流れを概説した。急性心

筊梗塞に罹患した就労者は、発症時の急

性期入院治療のみならず退院後も外来で

の定期的な通院治療あるいは短期の入院

治療の継続が必要となることが多い。ま

た、心筊梗塞後には、心機能低下に伴う

慢性心不全を発症し、危険性や致死性不

整脈により心臓突然死をきたす危険もあ

る。患者が自身の身体活動能力低下に対

する就労上での不安のみならず精神的な

不安感・恐怖感をもち続けて就労に携わ

っていることが多い。がん患者は疾病の

進行とともに、徐々に病状の変化をきた

してくるのとは対照的に、循環器疾患患

者は病状の急激な突然の変化をきたし得

ることや、治療経過とともに病状が時事

刻々と変化するため、その時々での医学

的健康状態に応じた就労管理を行う必要

性が必要となる。従って、循環器疾患を

有する就労者の健康状態を定期的に把握

し、その健康状態に応じた的確な就労指

導や就労管理を行うためには、定期的あ

るいは病状の変化時点での医療機関（主

治医）と企業（産業医）との間での情報

伝達が必要となってくる（図１）。 
 
2) 主治医による循環器疾患の就労支援 
 心疾患を有する就労者の就労支援に関

して、日本循環器学会はガイドラインを

発行している。心疾患患者が職場復帰あ

るいは就労を行う上で、医療機関の主治

医は診療ガイドラインを参考の上患者指

導を行う。一方、循環器疾患を有する就

労者管理の特殊性として、患者（就労者）

の身体活動能力や心機能に応じた就業区

分の決定のみならず、ガイドラインに示

すことのできない個々の職種・職場特有

の問題、職場環境改善（心臓植込みデバ

イス治療患者の職場での電磁干渉問題、

など）や自動車運転制限（植込み型除細

動器患者や失神患者、など）への配慮も

考慮する必要がありより複雑である。 
 しかし、今回のインタビュー調査の結

果からも明らかなように、主治医が患者

の就労状況（就労区分など）や職場環境、

具体的な仕事内容を産業医の情報提供な

しに把握することは現実的には困難であ

る。その結果、主治医が患者の社会生活

および就労に際して指導を行う場合には、

一般的注意事項のみに停めざるを得ない。

また、産業医から主治医への情報提供依
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頼は殆どなされていないことも判明した

（単なる診断書のみが大部分である）。大

企業で働く専属産業医からの情報提供依

頼を経験した循環器内科医はいたが、嘱

託産業医から依頼を受けた経験のある循

環器内科医は皆無であった。また、大企

業の産業医からの情報提供依頼も復職

（職場復帰）時のみに限られており、そ

の後の就労区分変更時や経過中での依頼

は殆どなされていなかった。 
 
3) 循環器疾患患者への両立支援 
 心疾患を有する患者に対して、医療機

関の主治医が行う疾病管理支援と企業の

産業医が行う就労支援がうまく機能し、

患者が循環器疾患の治療を十分受けつつ、

かつ疾患の増悪をきたさない範囲で就労

を継続していくためには、主治医—産業医

間での両方向性の情報共有が必要である

ことは言うまでもない。単なる紹介状や

診断書程度の書類のやり取りのみでは十

分に機能せず、患者が就労に携わる上で

の両立支援も進まない。即ち、主治医に

取って必要な情報が何であるかを産業医

が事前に把握した上で主治医への情報提

供を求める必要性がある。逆に、産業医

に取って最も必要な情報が何であるかを

主治医が事前に把握した上で産業医への

情報提供を求めることが必要である。 
 例えば、ペースメーカや植込み型除細

動器（ICD）などのデバイス治療後の患者

（就労者）では、主治医が産業医に情報

提供を行う上で、これまでどの様な就労

区分で働いていたのか、どの様な職場環

境で仕事をしていたのか、仕事で自動車

運転を行う必要があるのか、あるいは高

所作業や危険作業に従事することがある

のか、などの情報は主治医にとって最低

限必要な情報である。主治医は、それに

基づいて患者の心機能状態や投薬情報、

ICD 作動による就労中の意識消失発生の

可能性、あるいは職場環境での電磁干渉

による健康被害発生の可能性、などにつ

いて産業医が必要とする情報提供を提供

することができる。また、今後の定期的

な患者の健康情報のやり取りを継続する

ことも同時に依頼しておく必要がある。 
 一方、産業医は主治医から現時点での

身体活動能力（Mets）や投薬情報のみな

らず原因疾患の急性増悪や意識消失発作

を起こす可能性についての情報提供がな

されれば、今後の就労者の職場復帰や就

労に際して就労区分や職場環境管理の決

定や改善を行う上で非常に参考となる。 

 

Ｅ.結論 

 循環器疾患を有する患者（就労者）にお

いて、医療機関（主治医）での疾病管理

支援と企業（産業医）での就労支援がう

まく機能し両立支援がなされるためには、

医療機関（主治医）と企業（産業医）で

の両方向性の情報提供が必要となる。し

かし今回の循環器内科医でのインタビュ

ー調査結果は、産業医から主治医への情

報提供依頼が殆どなされていない現状が

反映されている。特に、嘱託産業医から

の依頼を経験した循環器内科医は皆無で

あり、今後早急な改善が望まれる。就労

者が働く職場環境によって必要とされる

健康情報は、各就労者により異なってい

る筈である。その点を踏まえ、患者を中

心にした、患者－主治医—産業医間のコミ
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ュニケーションを作り上げる必要があり、

心疾患患者の両立支援を行う上で最も重

要な課題と思われる。 

 

Ｆ.引用・参考文献 

  なし 
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ーマンファクターと安全の接点-医学的

側面から- 安全衛生コンサルタント 2015, 
35 (No.114): P44-48. 
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各疾患毎に治療方針と計画は異なる。また各疾患は、単独ではなく、組合わさっていることが多い。

・虚血性心疾患：長期の薬物が必要。心筋梗塞、等で心機能が低下している場合には、その後に

心不全や致死性不整脈の発生の可能性も考慮。

・慢性心不全：就労により病状悪化をきたし、入退院を繰り返す可能性がある。定期的な治療管理

が必要となるが、問題なく就労活動ができる場合もある。症状改善後も長期の薬物

治療の継続は必要。

・不整脈疾患：治療により完治するものからデバイス治療が必要になるものまで種々ある。

薬物治療では長期に継続加療が必要となることが多い（例えば、心房細動）。

デバイス治療では、職場の電磁干渉が問題となり、意識消失をきたす不整脈では

自動車運転が制限される場合がある。

・心臓手術後：弁置換手術後では長期の抗凝固療法が必要となる。冠動脈バイパス術後では、

虚血性心疾患に準ずる。

表1.循環器疾患の特殊性

患者
（就労者）

主治医
（医療機関）

企業
（産業医）

疾病管理支援就労支援

循環器疾患における両立支援
図１
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研究分担者 産業医科大学リハビリテーション医学講座    教授   佐伯 覚 

研究要旨 

【目的】脳卒中や骨関節疾患等の肢体不自由障害者の復職や就業配慮に関する留意点に

ついて、診療経験が豊富なリハビリテーション科専門医にフォーカスグループディスカッション

を実施し、就業配慮のために提供すべき必要な情報の整理、医療機関での就業状況の把握

方法、事業場への情報提供の方法等を明らかとし、適切な就業配慮を行う手法を導き出すと

ともに、その阻害要因についても見出し解決策を提示する。 

【方法】北九州市内の医療機関に勤務するリハビリテーション科医を対象に、脳卒中および骨

関節疾患に分けてフォーカスグループディスカッションを実施した。 

【結果および考察】 医療機関側より情報提供できる脳卒中および骨関節疾患の復職を促進

する要因および阻害する要因については、すでに予後予測研究などで明らかとなった要因

に合致している。しかし、どのような情報でも、事業場側で復職できない事由として利用される

ことがあるため、当初は曖昧な表現や内容で診断書を記載することが多い。この情報は、脳

卒中の場合には復職可否の判定に、骨関節疾患の場合は就業制限の内容に利用されること

が多い。 

医療機関側での就労状況の把握方法は、本人より直接聴取する、本人の同意を得て職場

の上司等が来院した折に確認することが多い。医療機関側から事業場への情報伝達の方法

は限られており、頻度としては院内で職場上司との面談によることが最も多い。 

脳卒中および骨関節疾患の肢体不自由者において就業配慮を行う際に障害となる要因に

ついては、産業医や職場の無理解や偏見が最も重要となる。本人を含めて、医療機関側と事

業場の連携方法、その背景にある信頼関係をいかに構築するかにかかっている。 
 

研究協力者 
加藤徳明 （産業医科大学 リハビリテーション医学講座 助教） 
伊藤英明 （産業医科大学 リハビリテーション医学講座 助教） 
白石純一郎 （産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 助教） 
二宮正樹   （産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 専門修練医）  
杉本香苗     （産業医科大学病院 リハビリテーション科 専門修練医） 
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A. 研究目的 
従業員が疾病に罹患し復職する際

に、企業の担当者が治療状況の確認を

したうえで、身体的な能力低下を確認

したうえで仕事と健康状態のミスマ

ッチを解消するよう就業配慮が実施

される。就業配慮に際して、主治医側

より提供される従業員の健康状態や

治療状況に関する情報は極めて重要

である。そこで、本研究においては、

主として肢体不自由者（脳卒中や骨関

節疾患など）の復職や就業配慮に際し

て、休・復職診断書や情報提供に携わ

った経験のある専門医を集め、グルー

プディスカッションを行うことによ

り、①就業配慮のために提供すべき必

要な情報の整理、②医療機関での就業

状況の把握方法、③事業場への情報提

供の方法等を明らかとし、適切な就業

配慮を行う手法を導き出すとともに、

その阻害要因についても見出し解決

策を提示する。調査は肢体不自由者を

診療するリハビリテーション科専門

医を対象に実施する。 
 
B. 研究方法 
１）対象者： 
北九州市内の医療機関において脳

卒中・骨関節疾患等の肢体不自由者の

診療経験が7年以上のリハビリテーシ
ョン科専門医とする。 
２）方法： 
【脳卒中】および【骨関節疾患】を

テーマに、それぞれフォーカスグルー

プディスカッションを上記対象者に

実施し、結果を内容分析法により解析

する。各グループディスカッションの

参加者は 5名程度、ディスカッション
時間は 2時間程度を想定している。 
３）聴取する内容： 
①医療機関側担当医等から提供さ

れる診断書やその他の情報のう

ち、 
＋就労支援に有用と考えられる情

報（医療機関として提出できる情報） 
＋就労支援を阻害する可能性のあ

る情報 
②医療機関側での就業状況の把握

方法 
③医療機関側から事業場への情報

伝達 
方法 
④就業配慮を行う際に障害となる

要因についても併せて整理する。 
 

C．研究結果 
【脳卒中】についてはリハビリテー

ション科専門医 5 名出席によるフォ
ーカスグループディスカッションを、

【骨関節疾患】に対してはリハビリ

テーション科専門医 8 名出席による
フォーカスグループディスカッショ

ンを実施した。ディスカッションの

内容についてはボイスレコーダーに

録音記録するとともに、主要な意見

を下記に抜粋した。 
 
１）医療機関側担当医師等から提供

される診断書やその他の情報のう

ち、①就労支援に有用と考えられる

情報（医療機関として提供できる情

報）、②就労支援を阻害する可能性
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のある情報について 
①就労支援に有用と考えられる情

報 
（医療機関として提供できる情報） 
【脳卒中】 
・臨床症状や所見：認知機能・高次

脳機能、片麻痺側と重症度、補装

具使用の有無、歩行状況（歩行移

動の注意点）、ADL、けいれん発
作などの合併症、など 

・治療状況：疾患（合併症含む）の

コントロールの状況、内服薬、通院

頻度など 
・就業上注意すべき点：作業に及ぼす

障害の程度、作業に集中できる時間、

高所作業の可否、自動車運転の可否

（けいれん発作のコントロールの

状況を含む）など 
・就業制限事項：短時間勤務、配置転

換（職務を限定せず「軽作業で復帰

可能」と診断書に記載することが多

い。曖昧な表現であるが、細かく作

業を規定すると配置転換場所がな

くなり復帰を阻害するため経験上

このように記載することが多い） 
・注意事項や制限事項ではなく、むし

ろ、本人ができる能力面についての

情報が有用 
【骨関節疾患】 
・復職をゴールとする骨関節疾患の患

者は、急性期病院では多いが、回復

期リハ病棟では非常に尐ない。 
・労災患者の場合は、比較的入院や外

来通院の期間が長く設定できるこ

と、また、会社の理解が得られやす

いこともあり、復職は比較的スムー

ズにいく。 
・骨折の場合、骨癒合の時期が問題と

なるため、骨癒合の状況および作業

負荷量の設定、その情報伝達が重要

である。例えば、前腕骨折の場合、

重量物運搬や強い負荷のかかる作

業は骨癒合が不十分な場合は避け

る必要があり、どのような業務であ

れば可能か、その負荷を避けるか期

間など、作業に配慮すべき情報を会

社に伝える必要がある。 
・骨折以外に関節障害や靭帯損傷など

が対象となる。一般的に、関節可

動域、筋力、神経損傷の有無に関

すること、また、予後（どの程度

改善するか、後遺症が残るか）に

ついて、再発・再燃のことも含め

て情報として伝達した方がよい。 
・骨関節疾患の合併症・後遺症である

複合性局所疼痛症候群（CRPS）に
関しては、本人ならびに会社側もよ

く理解できていないことがあり、具

体的に就業制限をすべきかどうか

の情報を提供した方がよい。 
・下肢切断、両下腿切断例の復職に関

するアプローチとして、医療機関側

から職場訪問をしたことがある。 
・骨関節疾患で現場作業の場合、就業

制限がかかる。また、後遺症が残っ

た場合、ほとんどは内勤や事務作業

に配転されることが多い。 
・骨関節疾患で事務作業職の場合、復

職に際して大きな問題は生じない

ことが多い。 
・医療機関側が発行する復職診断書は

「復職可能」「軽作業可」など、曖
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昧な表現が多く、会社側では有用な

情報になっていない（産業医経験の

ある専門医より）。 
 
②就労支援を阻害する可能性のあ

る情報 
【脳卒中】 
・けいれん発作など運転業務の制限事

項 
・詳細な症状や障害の記載→本来復職

可能なのに、重度な障害という印象

をもたれ復帰を阻害することが多

い。 
・どのような情報でも、事業場側で復

職できない事由として利用される

ことがある。 
【骨関節疾患】 
・骨折では、就労支援を阻害する可能

性のある情報は特にない。むしろ、

CRPS 等では原因不明の「痛み」が
症状であり、周囲より「疾病利得」

と誤解されることがあり、就業や復

職に影響することがある。 
・リスク要因を診断書等に記載すると、

現場が就業制限をかけざるを得な

くなる。労災予防など、過剰に現場

が反応することが多いので、診断書

にはそのような内容を記載しない

ことが多い。 
 

２）医療機関側での就業状況の把握方

法について 
【脳卒中】 
・患者本人の同意を得て、企業への問

い合わせをすることが原則 
・MSWが本人と家族から仕事内容を

含めて聴取することが多い。その後、

あらためて担当リハスタッフ（療法

士）が復職アプローチの一環として、

本人あるいは事業場へ問い合わせ

る。 
・病院によっては、主治医やリハ科担

当医が本人への聴取を行っている。 
・医師から直接事業場へ問い合わせる

ことはしていない。事業場との信頼

関係が構築されていない段階での

問い合わせは、復職の大きな阻害要

因となるから 
・職場上司との面談の際に聴取する。 
【骨関節疾患】 
・本人に対する問診や聞き取りによっ

て情報を得ることが一般的であり、

最も多い。 

・職場訪問を実施することもある。 

・本人と会社の了解を得る前に、現場

の作業療法士が先回りして情報収

集や職場訪問をして、復職を阻害し

たことがある。職場等に介入する場

合は、事前に関係者の了解、信頼関

係の構築が必要。 

・骨関節疾患の場合、頻度は尐ないが、

医療ソーシャルワーカーや社会復

帰指導員から情報を得ることがあ

る。 

 
３）医療機関側から事業場への情報

伝達の方法 
【脳卒中】 
・院内での職場上司との面談（頻度

が多い） 
・コンタクトが取れた場合は産業医

と電話で話す 
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・各事業場が準備している復職判定

意見書に記載する（大手企業の場

合は事業場指定のフォーマットが

あるが、中小企業の場合は既定の

フォーマットはあまりみない → 
北九州市内では既定のフォーマッ

トで記載した経験がない出席医師

が大半であった） 
・事業場の担当者が来院せず、結局

患者本人を通じてのことが多かっ

た。 
【骨関節疾患】 
・診断書あるいは診療情報提供書と

して伝達することが最も多い。 
・本人に直接、作業負荷、復帰時期

などの話をすることが多く、それ

を会社の上司等と相談してもらう

ことが多い。医療機関側が直接職

場にコンタクトをとることは尐な

い。 
・骨関節疾患の場合、産業医が診断

書や診療情報提供書を判断してい

るように思う。そのため、会社側

より主治医に詳細な問い合わせが

くることはあまりない。 
・後遺障害が残った場合、復職判定

委員会に係ることがあり、その場

合、追加の情報提供を文書で行っ

たことがある。 
 
４）就業配慮を行う際に障害となる要

因について 
【脳卒中】 
・情報提供を行う際、事業場側の姿勢

（復職に前向きか、そうでないか）

が不明なことが多く、本人の同意を

得たとしても情報提供に躊躇する。 
・事業場が復職に前向きであれば情報

はオープンにする、そうでなければ

提供する情報を絞り込んで復職の

妨げとならないように配慮してい

る（実際、非常に診断書等に書きに

くい） 
・復職診断書については、本人を含め

た事業場担当者の面談・話し合いが

終了した後、就業制限（時間的配慮

など）を含めて記載し情報提供して

いる。 
・産業医を含めて事業場側の担当者の

脳卒中（高次脳機能障害）・骨関節

疾患の医療情報に関する理解不足

が多く、後々トラブルとなる事例が

多い（復職できるのに早とちりされ

て復職否と判断されたことがある）。

また、障害に対する先入観や偏見か

ら、症状や就業能力で判断されず、

「診断名より復職は否」と判断され

がちである。たとえ、産業医が復職

OKであっても、最終的に人事部門
で復職否と判断されることがある。 

・医療者側と事業場との直接の双方向

性のコミュニケーション手段がな

い。 
【骨関節疾患】 
・神経損傷の合併などの後遺症の存在 
・複合性局所疼痛症候群（CRPS） 
・痛み 
・復職に対する不安、「自信がない・・・」 
・心理的な要因 
 
５）その他 
【脳卒中】 
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・院内での事業場側と医療者側の面談

は、本人の同意を得て本人も同席す

るのが原則だが、事業場側の復職に

対する意思を確認するため本人な

しで面談する場合もある。 
・事業場側への情報提供（面談など）

に関しては、本人に口頭で同意を取

ってカルテに記載しているが、文書

として同意書を取っていない → 

生命保険診断書の事後面談のよう

に、文書で情報提供に関する同意書

を取得する必要があるのでは 
・事業場側へ提出する資料については、

事前に本人に確認してもらってい

る。 
・事業場側との面談については、話す

内容や進行方法について医療者側

と患者本人とで事前に打ち合わせ

をしている。なぜなら、本来情報提

供を目的とする面談の場が、復職交

渉の場（修羅場）と化すからである。 
・事業場側の面談者がどのような立場

であるかが重要である。単に情報伝

達者であれば、口頭では誤って伝え

られることがあり、伝達内容を文書

化する必要がある。復職などの決定

権を持った面談者であれば、その場

で復職が決定されることがある。 
・職場訪問は、事業場との面談が終了

後、受け入れ体制が整ってから実施

すべき。熱心なリハスタッフが先走

りして、職場訪問をして復職に失敗

したことがある。 
・上記の背景には、現在の回復期リハ

ビリの介入方法が影響している。回

復期リハビリは、脳卒中や大腿骨警

部骨折を中心に在宅復帰を目標と

しており、大部分は「高齢者仕様（高

齢者向けリハビリ→介護保険サー

ビス利用）」となっており、復職を

目標とする若年脳卒中者向けにな

っていない。そのため、熱心な若手

のリハスタッフは在宅復帰と同様

のスタンスで、積極的に事業場へ働

きかける傾向にあり、この点注意が

必要であり、今後、啓発（教育・指

導）が必要 
・脳卒中後の自動車運転の可否につい

て判断を求められることが多い。事

業としての運転業務に関しては、医

学的なアドバイスができても、最終

的には事業場側（管理者）の判断に

なる。事業場側の責任回避目的で医

療者側に判断を求めてくることが

多い。 
・通勤等自家用車の運転再開は医学的

な範疇での可否は判断できても、公

安委員会による免許更新の判断を

受け、最終的に自己責任での運転再

開となる。現在、当講座では医学的

な範疇での可否判断の要件として、

「簡易的自動車シミュレータでの

検査と自動車教習所での路上教習

の結果」を次のステップの判断根拠

としている。 
【骨関節疾患】 
・骨関節疾患の場合、患者の精神や高

次脳機能に状態に問題がないこと

が多いので、本人に適切に伝えるこ

とができれば、会社に伝えて配慮し

てもらえることが多い。 
・その反対に、中小企業の現業職場で
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配置転換場所がない場合、本人に伝

えても会社側の配慮が得られない

場合もあり、その場合は医療機関側

より適切に伝達する必要がある。 
・腰痛の場合、入院治療（手術治療な

ど）や診断書が 
ある場合を除いて、就業はほとんど配

慮されていない。 
・神経筋疾患を基礎疾患として骨関節

疾患を合併した場合（骨折をきたし

た場合など）、骨関節疾患の状況よ

り基礎にある神経筋疾患の状況に

よって、復職が左右される。 
D．考察 
医療機関側より情報提供できる脳

卒中および骨関節疾患の復職を促進

する要因および阻害する要因につい

ては、すでに予後予測研究などで明ら

かとなった要因に合致している。しか

し、どのような情報でも、事業場側で

復職できない事由として利用される

ことがあるため、当初は曖昧な表現や

内容で診断書を記載することが多い。

この情報は、脳卒中の場合には復職可

否の判定に、骨関節疾患の場合は就業

制限の内容に利用されることが多い。 
医療機関側での就労状況の把握方

法は、本人より直接聴取する、本人の

同意を得て職場の上司等が来院した

折に確認することが多い。医療機関側

から事業場への情報伝達の方法は限

られており、頻度としては院内で職場

上司との面談によることが最も多い。 
脳卒中や骨関節疾患など肢体不自

由者において就業配慮を行う際に障

害となる要因については、産業医や職

場の無理解や偏見が最も重要である。

本人を含めて、医療機関側と業場の連

携方法、その背景にある信頼関係をい

かに構築するかにかかっている。 
 
 

E．結論 
脳卒中および骨関節疾患の肢体不

自由において疾患特異的な、就労を促

進する、あるいは、阻害する要因は医

療機関側で十分把握されており、情報

提供できる状況にある。しかし、肢体

不自由者において就業配慮を行う際

に障害となるのは、事業場側の無理解

や偏見であり、本人を含めて、医療機

関側と事業場の連携方法、その背景に

ある信頼関係をいかに構築するかに

かかっている。 
今後、このような連携方法の確立の

ための具体的な方策や手順の検討を

進めてゆく必要がある。 
 
 
F．参考文献 
なし 
 
 
G．研究発表 
なし 
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患者インタビュー実態調査 
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研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

国立がん研究センター・がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部部長   高橋 都 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

産業医科大学病院・血液内科 教授 塚田 順一 

研究要旨 

【背景・目的】内部障害を含む身体疾患を有する就労者が、治療と就労を両立して継続するため

には、様々な困難を乗り越え、医療機関・職場・社会・家族の各々から支援または配慮を受けるこ

とが必要となる。 我々は、循環器疾患・脳血管疾患・がんの 3 つの身体疾患患者の仕事と両立

に関する研究に取り組んでおり、今回は血液がん疾患について報告する。がんの中でも血液が

んは働きながら治療を継続する人も多くなったため、患者本人だけでなく家族や会社への影響も

少なくはない。しかし日本において血液がんを有することでどのような就労上の困難が発生する

かを調査した研究はほとんど見当たらなかった。本研究では、血液がんを有する就労者の就労

継続において、「症状や治療による副作用等から生じる様々な課題」を質的に評価し類型化する

こととした。 

【方法】患者への In-depth interview調査を実施した。対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年

間に産業医科大学病院及び産業医科大学若松病院を受診した血液がん患者の内、2010 年 3

月以降に血液がんの診断を受け、治療のために休職及び復職をした経緯のある就労者とした。

インフォーマント 1名に対しインタビュアー1名とオブザーバー1～2名によって対面での個別イン

タビューを行い、「症状により派生した課題」を聴取した。インタビューは事前に作成したインタビ

ューガイドを参考に血液内科医 3 名で担当した。インタビューは逐語録を作成し、研究班員 5 名

によって KJ法を参考にした内容分析法を用いて課題の抽出を行った。 

【結果・考察】インタビューを 11 例実施し、復職に直接的・間接的影響を与える課題に関わる 64

個の要素が抽出された。これら小カテゴリをさらに 10個の大カテゴリに類型化した（1.業務遂行能

力の低下、2.心理的影響、3.本人の背景、4.自助努力、5.職場の背景、6.職場の受け入れ、7.職

場の適正配置、8.社会・家族の背景、9.職場と医療の連携、10.情報獲得）。 この内、共に研究

を進めている脳血管疾患・循環器疾患と比較して、特に血液がんに特徴的であったものは、

1,6,9 であった。血液がんは治療において抗がん剤を使用する為、その副作用として生じる倦怠

感や手のしびれ、嘔気、脱毛といった症状が業務遂行能力を低下させていた(1)。またそのような

症状は直接本人に確認しなければわかりにくいため、病気に対する職場や上司の理解・受け入
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れ(6)重要であることが特徴的であった。 また血液がんは多くの場合、通院で抗がん剤の治療を

行いながら仕事を継続することができるようになった。しかし、複数回抗がん剤投与を繰り返す必

要があるため、通院時間の確保が問題となる。そのため、職場と主治医の情報交換が密に行わ

れ(9)、柔軟な勤務スケジュールを立てられるかどうかが、就労継続に直接的な影響を及ぼすこと

になる。 今回の検討から、「症状から派生した課題」について聴取してもその他の要因の方が多

く聴取され、患者の困っていることは必ずしも症状に依存しないという事が示唆された。これは血

液がん患者の復職支援を行う際に、症状の詳細な聴取だけでなく、職場の状況や周囲の人の状

況についての聴取も重要であることを示している。 以上の点を踏まえ、今後より効果的な両立支

援の実現に向け、本人・職場・周囲が十分な疾患理解を得られる適切な知識伝達ツールの作成

が強く望まれる。 

研究協力者 
原田 有理沙 （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
岡田 岳大 （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
横山 麻衣 （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
北村 典章   （産業医科大学病院 血液内科） 

山口 享宏   （産業医科大学病院 血液内科） 
 

 

A. 研究目的 

内部障害を含む身体疾患を有する就労者

が治療と就労を両立して継続するために、

医療機関・職場・社会・家族の各々から支

援または配慮が必要となる場合が尐なくな

い。 

我々は、循環器疾患・脳血管疾患・がん

の 3 つの身体疾患患者の仕事と両立支援に

関する研究に取り組んでおり、第 3 報では

血液がん疾患について報告する。 

 がんの中でも血液がんは、働きながら

治療を継続する人も多くなったため、患者

本人だけでなく家族や会社への影響も尐な

くはない。しかし日本において血液がんを

有することで、どのような就労上の困難が

発生するかを調査した研究はほとんど見当

たらなかった。 

また、近年、抗がん剤に対する薬物療法

（いわゆる抗がん剤治療）は急速に進歩し、

多く患者が抗がん剤治療をうけるようにな

っている。特に、血液がん治療は抗がん剤

を主体としており、他のがんに比較して抗

がん剤投与も長期・大量である。このため、

がん患者に対する抗がん剤治療の問題点を

抽出するモデルとして血液がんは適切であ

ると考えられる。 

そこで本研究では、血液がんを有する就

労者の就労継続において、「症状や治療によ

る副作用等から生じる様々な課題」を質的

に評価し類型化することとした。 

 

B. 研究方法 

 患者 In-depth Interview調査を実施した。 

1）対象者の選出 

対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年間

に産業医科大学病院を受診した血液がん疾

患患者の内、その治療のため 2010年 3月以

降に休職及び復職をした経緯のある就労者

とした。 

2）インタビューの実施 
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インタビュアーは事前に作成したインタ

ビューガイド（別添１）を参考に、血液内

科医 3名で担当した。 

インフォーマント 1 名に対しインタビュ

アー１名とオブザーバー１～２名によって

対面での個別インタビューを行い、復職に

直接的・間接的影響を与える課題を聴取し

た。 

3）インタビューデータの分析 

研究班員 5名によって KJ法を参考にした

内容分析法を用いて課題の抽出を行った。 

インタビュー内容を文字に起こし、数文

節単位で excel データに変換、各インタビ

ューexcel データにインタビュー番号（c1

～12）をつけた。また、各文章セルに行番

号を付けた（c1-001～c12-642）。 

各文章セルについて、①不要なセルを除

き、②不要な文字を除き、③周辺情報と併

せて文章を再構成し、必要な情報の抽出を

行った。 

抽出された情報（再構成後の文章セル）

について、要素を抽出し、表札を付けた。

抽出した要素を各担当者が持ち寄り、5名の

研究者によって各カテゴリの検討を行い、

グループ毎に表札をつけ（小カテゴリ）、さ

らに類型化した（大カテゴリ）。 

 

C. 研究結果  

インタビューを 12例実施した（表 1）。 

対象者背景について、以下のような特徴

があった。 
・主たる生計者である事例が多い。（12例中
11例） 
・経済的ゆとりが尐しある、もしくは十分

ある事例が多い。（12例中 9例） 
・仕事充実度が復職後、休職する前に比し

て維持あるいは低下している事例が多い。

（12例中 9例） 

復職に直接的・間接的影響を与える課題

に関わる 322 個の要素が抽出され、62 個の

小カテゴリに類型化された（表 2）。 

これら小カテゴリをさらに以下の 10個の大

カテゴリに類型化した。 

１． 業務遂行能力の低下 

２． 心理的影響 

３． 本人背景 

４． 自助努力 

５． 職場背景 

６． 職場の受け入れ 

７． 職場の適正配置 

８． 社会・家族背景 

９． 職場と医療の連携 

１０． 情報獲得 

※直接的な業務に関わる事象について 
本調査では、直接的な業務に関わる事象

について、欠勤・休憩・異動・通勤形態の

変更を要する事象、作業困難・作業不可・

退職に至る事象と定義した。 
以下、10 個の大カテゴリ毎に結果を報告
する。 
１． 業務遂行能力の低下 
 業務遂行能力の低下にまつわる復職時の

困難について、インタビュー12 件中 12 件
（事例 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・
11・12）から、計 64 要素が挙がった。(表
3) 
小カテゴリでの内訳は、 
1-1. 基礎体力が 1要素、 
1-2. 日常生活が 2要素、 
1-4. 容姿の変化が 2要素、 
1-5. 副作用が 42要素、 
1-6. 疲労（体力低下）が 12要素、 
1-7. 身体機能の低下が 5要素 
であった。 
本調査では、1-3．impairmentの程度、

1-8．高次脳機能の低下、1-9．ICD への
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電磁干渉、1-10．ICD による運転制限、
1-12．医療リハビリテーション、1-11．職
業リハビリテーションの要素は認めなか

った。 
 最多で挙がった 1-5．副作用については、
インタビュー12 件中 12 件で要素が聴取さ
れた。 
「口内炎があったり唾液量が減って、声が

出なくなりました。だから、営業とか、や

っぱしたら、もしくは会議とかで話をしな

いといけないんですよね。そしたら、続け

てずっと話をしていたら声が出なくなって

くるんですよね。」（事例 7） 
「治療の副作用で、便秘・下痢でトイレの

回数が増えたり、食思不振・筋力低下・手

のしびれなどにより、デスクワークの作業

効率が落ちた。目が疲れやすかったり、座

っているので腰が痛くなったりした。」（事

例 4） 

 次に多かった 1-6．疲労（体力低下）につ
いては、インタビュー12件中 7件で要素が
聴取された。 
「ビル・マンションとかの塗装・施工管理

の管理職をしていた。症状は腰の痛み・発

熱があり、高所作業が結構多かったので、

足に力があんまり入らなかったので足場の

確保が難しい。」（事例 10） 

「現場へ出て気がついたんですけど、体力

がもう全く。ふだんは、ちょっと散歩出た

りは何ともなかったんですけど、やっぱり

働くとなったら、もう、すごい労力要るな

と思って。最初の半日でもうダウンしてま

したね。もう、１カ月ぐらい、全然だめや

ったですね。」（事例 12） 
 この 2 つに加え、その他に血液がん疾患
に特異的なものとして、1-4．容姿の変化に
ついて、抗がん剤の副作用に伴う脱毛の要

素が聴取された。 

「もう頭つるつるですし、もう眉毛もなく

て、もう人相悪いですから。だから、あん

まりもうお客さんの方には出ないようには

したんですけどね。」（事例 7）       他 
 
２． 心理的影響 
 心理的要因にまつわる復職時の困難につ

いて、インタビュー12件中 8件（事例 2・3・
4・5・7・8・10・12）から、計 14 要素が
挙がった。（表 4） 
小カテゴリでの内訳は、 

2-13．疾患の受容 1要素、 
2-14．業務に対する自信の回復 5要素、 
2-16．症状再発・治療への不安・心配・恐
怖 6要素、 
2-17．失職への恐怖 2要素  
であった。 
本調査では、2-15．「障がい者」であるこ

との受容の要素は認めなかった。 
 
最多で挙がった 2-16．症状再発・治療へ

の不安・心配・恐怖については、インタビ

ュー12件中 5件で要素が聴取された。 
「腰痛があり、病気が進行するとどうなる

のか、という症状に対する不安を抱いてい

た。」 
（事例 4） 
 
「今きついのは、やっぱり、その薬の副作

用とか、そういった体の機能が戻ってこな

いという、そっちの方が、やっぱり、どう

しても強くてですね。「次の一月は大丈夫か

な？」というような、そういう不安も、ず

っとついて回るからですね。」（事例 10） 他                      
次に多かった 2-14．業務に対する自信の
回復については、インタビュー12件中 4件
で要素が聴取された。 
「体力だけは普通の人よりは十分にあるっ
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ていう自覚があった。(体という)資本がなく
なったことによって、どうしていいかが、

まず分からなかったですね。自分の売りに

するところがなくなってしまう、と言うん

ですかね。なかなか思うように体が動かな

いというところがつらい。」 （事例 10） 
「仕事に復帰するにあたって、自分が第一

線でやってたので、ちょっと「できるだろ

う」みたいな感じはあったんですけどね(で
きなかった)。」 
（事例 12）    他 
 
３． 本人背景 
 本人の背景にまつわる復職時の困難につ

いて、インタビュー12件中 7件（事例 1・2・
3・5・7・11・12）から、計 9要素が挙がっ
た。（表 5） 
小カテゴリでの内訳は、 

3-18．資格・専門性 2要素、 
3-20．職位・責任 4要素、 
3-24．家庭環境からの要求 3要素  
であった。 
本調査の調査では、3-19．職場への過去

の貢献、3-21．雇用条件・定年制度、3-22．
経済事情、3-23．職場からの復職期待の要
素は認めなかった。 
最多で挙がった 3-20．職位・責任につい

ては、インタビュー12件中 4件で要素が聴
取された。 
「実務の割り振りの裁量があったため、会

社に事情を伝えて、仕事をズラせば困難な

く(病院を)受診できた。」（事例 1） 
「気持ち悪くなる期間が決まっていて、シ

フトを作るのが自分だったので、自分で調

整していた。」（事例 3）      他 
 次に多かった 3-24．家庭からの要求につ
いては、インタビュー12件中 3件で要素が
聴取された。 

「そのときはバツイチで子供２人育ててい

たので、そのことばかり気になっていた。

とりあえず仕事は続けないと金はもらえな

いから。」（事例 2）   
「子どもに対しては、自分がこういう大病

をしてるっていうことを、まだ当時、子ど

も、ちっちゃかったからですね。父親とし

て、がんばらなきゃいけないというか、い

うのもあったんで、かなり、心にはプレッ

シャーになったんだろうな。」（事例 11）他 
４． 自助努力 
 自助努力にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー12件中 11件（事例 1・2・
3・4・5・7・8・9・10・11・12）から、計
44要素が挙がった。（表 6） 
小カテゴリでの内訳は、 

4-25．自主トレーニング 3要素、 
4-26．自己体調管理 5要素、 
4-27．自己アピール 4要素、 
4-28．自分から職場への説明 19要素、 
4-29．合理的配慮の申し出 4要素、 
4-30．自己努力 9要素 
であった。  
 最多で挙がった 4-28．自分から職場への
説明については、インタビュー12件中 6件
で要素が聴取された。 
「施設長と面談して、復帰する時も主任と

含めて面談していろいろ決めた。「抗がん剤

治療中ですが、復職していいですか？でも

調子が悪かったらすみませんけど休みます」

という話までして、復職した。上司や身内

には言える環境であり、その辺の理解はあ

った。」（事例 3） 
「社内の社長ないしに、状況を申して、入

院とか今後の治療について相談していくっ

ていうことで、大体は解決した。」（事例 7）              

他 
また、職場への説明として 4-30．合理的
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配慮の申出まで行われた例も聴取された。 
「仕事に復帰しようとするときに、上司の

方とかと面談したり。時間短めに、早めに

上がるように仕事を調整してもらった。」 
（事例 11）    他 
次に多かった 4-30．自己努力については、

インタビュー12件中 5件で要素が聴取され
た。 
「ぼうっとしたりずっと頭痛がしていたが、

周りに分からないように我慢して仕事をし

ていた。」（事例 2） 
「白血病って聞いた時に、死ぬんかなって

いう実際の頭があったんでですね。でも、

それはそれでやりつつ、やっぱ自分のでき

ることをやるのもまた、僕が戻ってからの

糧になるのかなっていうのがあってです

ね。」 
（事例 12）      他 
 
５． 職場背景 
 職場背景にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー12件中 11件（事例 1・2・
3・4・5・6・7・8・9・11・12）から、計
38要素が挙がった。（表 7） 
小カテゴリでの内訳は、 

5-31．職場の疾患経験 9要素、 
5-32．職場風土 8要素、 
5—33. 職場規模 5要素、 
5-34．職場マンパワー 2要素、 
5-35．職場シチュエーション 9要素、 
5-36．職場設備・環境 7要素  
であった。 
最多で挙がった 5-31．職場の疾患経験に

ついては、インタビュー12件中 6件で要素
が聴取された。 
「がんの人の受け入れは初めてだったので、

探り探りだった。」（事例 4） 
「たまたま上司が同じような部位の症状が

出ていたため、その上司に相談して、仕事

をスムーズに休むことができた。」（事例 5）  

他 
次に多かった 5-35．職場シチュエーショ
ンについては、インタビュー12件中 5件で
要素が聴取された。 
「会社の方は、週４のパートから始めても

いいよっていうのは言ってるんですよ。た

だ、週４で働いてた人も、利用者に合わせ

て(の勤務)ですから、毎日出てこないといけ
んような仕事なんですよね。」（事例 9）   
「自分がやってる仕事っていうのは、仕事

の組み立てっていうかチームワークを形成

するのが、うまいなって思うんですよね。

仕事には主担と副担がいてっていうふうな

形で、仕事が何でも進められていくので、

自分がいなくても、その仕事は副担がいつ

も見ている。ジョブローテーが、半年にい

っぺんぐらいやるから、みんながいろんな

業務を知っている。だから、１人抜けても、

大丈夫ではあるっていう。」（事例 11）               

他 
 
６． 職場の受け入れ 
 職場の受け入れにまつわる復職時の困難

について、インタビュー12 件中 12 件（事
例 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・
12）から、計 54要素が挙がった。（表 8） 
小カテゴリでの内訳は、 

6-37．職場からの配慮 10要素、 
6-38．上司からの配慮 8要素、 
6-39．職場からの声かけ 10要素、 
6-40．職場の理解 14要素、 
6-41．上司の理解 6要素、 
6-42．職場からの過剰な気遣い 3要素、 
6-43．職場の業務遂行能力に対する過大評
価 2要素 
6-44．職場での差別 3要素  
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であった。 
最多で挙がった 6-40．職場の理解につい

ては、インタビュー12件中 9件で要素が聴
取された。 
「社長も役員さんも事務員さんも集まって

もらって、「こういう診断受けたので、しば

らく治療に日数がかかりますし、お休みさ

せてもらわないといけないので」というこ

とで話をして、会社としては認めていただ

きました。」（事例 7） 
「すぐに復職するのではなく、復職する前

にウオーミングアップみたいな感じ体を慣

らして、それからいくぞ、という感じの方

がいいのかな。そんなことができるか、ま

た相談してみようとは思うんですよ。そう

いうのは相談しやすい環境。」（事例 9）他 
次に多かった 6-37．職場からの配慮につ

いては、インタビュー12件中 7件で要素が
聴取された。 
「プライバシーが守られるような感じの配

慮もしてもらいながらも、仕事の調整をし

てもらってという形のサポート体制があっ

た。」（事例 6） 
「復帰して１週間か２週間は、もう９時か

ら 12時まで。で、それを１週間やって、様
子見て、そして、２週間続いたんかな。そ

して、別に症状は悪くないちゅうことで、

今度３時間から今度６時間。で、６時間を

２週間したんかな。で、それで様子見て。

で、それで良ければ、通常の８時間勤務だ

ったですね。その代わり、残業はもう一切

なしちゅうことで(認めてもらった)。」（事例
8） 他 
 加えて、6-43．職場の業務遂行能力に対
する過大評価についても要素が聴取された。 
「(治療が)終わって復職した次の月からよ

り忙しい職場への異動の話があり、異動せ

ざるを得ない状況だった。治療が終わった

から「もういいでしょう」という感じがあ

った。」（事例 3）    他 
 また、職場からの声かけの要素が多かっ

た一方で、6-44．職場での差別についても
要素が抽出された。 
「もう休んでこんなぐらいになるから、そ

ろそろ辞めてもらわないといかん、みたい

な話があったので、ちょっと私はもうカチ

ンときて、辞めるとか私が決めることだか

ら、会社からそんなこと言えんでしょって。

今の一番命がかかった大事なときにそうい

う話するの？と(言った)。」（事例 9） 他 
 
７． 職場の適正配置 
 職場の適正配置にまつわる復職時の困難

について、インタビュー12件中 5件（事例
3・4・5・6・7）から、計 7要素が挙がった。
（表 9） 
小カテゴリでの内訳は、 

7-45．合理的配慮の受入 1要素、 
7-46．業務転換による恩恵 4要素 
7-47．業務転換による困難 2要素 
であった。 
最多で挙がった 7-46．業務転換による恩
恵については、インタビュー12件中 4件で
要素が聴取された。 
「まったく同じ職場なんですけど、やるこ

とが、以前は歩き回ってた仕事なんだけど、

それを部屋内で、机上に変わって(負担が減
った)。」（事例 5） 
「上司から抗がん剤の治療で掃除車の運転

業務はしないていいよ、安静にしてくださ

いっていうことで、配慮でパソコン作業に

してくれ(て良かった)。」（事例 7） 他 
             
８． 社会・家族背景 
 社会・家族背景にまつわる復職時の困難

について、インタビュー7件中 2件（事例 1・
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5）から、計 3要素が挙がった。（表 10） 
小カテゴリでの内訳は、 

8-50．家族からの支援 10要素 
8-51．家族の理解 2要素、 
であった。 
本調査の調査では、8-48．地域愛、8-49．
世間の疾患イメージ、8-52．家族の過保護 

の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 8-50．家族からの支援に

ついては、インタビュー12件中 7件で要素
が聴取された。 
「兄と姉は、「お金のことは心配せんでいい

よ」とは言ってくれたのですが、そういう

のは私あんまり好きじゃないので、断りま

した。姉の方はよく来てくれて、昔からき

ょうだいは仲がいいので、いつも何かある

とみんなでそろって相談するっていうこと

をしてました。」（事例 9） 
「いろいろ書類とか家賃とか、そういう支

払いがちょっと自分じゃできないので、そ

れはもう家族等にお願いしたりとかはあっ

たんです。」（事例 12）   他 
 
９． 職場と医療の連携 
 職場と医療の連携にまつわる復職時の困

難について、インタビュー12件中 11件（事
例 1・2・3・4・5・6・7・8・10・11・12）
から、計 35要素が挙がった。（表 11） 
小カテゴリでの内訳は、 

9-53．入院による休職 2要素、 
9-54．産業保健スタッフからの支援 14 要
素、 
9-56．通院・治療時間の確保 8要素、 
9-57．職場と病院の連携 10要素、 
9-58．主治医からの支援 1要素  
であった。 
本調査の調査では、9-55．職場での医療

情報の管理 の要素は認めなかった。 

最多で挙がった 9-54．産業保健スタッフ
からの支援については、インタビュー12件
中 9件で要素が聴取された。 
「復職前に産業医の面談があって、就業意

見書みたいなものを主治医の先生に頂いて、

「いつぐらいからいいですよ」みたいな意

見をいただいて産業医に出して、産業医の

先生と私と面談して、「働けますか」とか、

「どういう状況ですか」っていうのをお互

いが聞いて、判断されてました。」（事例 5） 
「産業医の先生も、免疫力が落ちたりする

のでマスクは常時、仕事のときは普通の粉

じんマスク、保護眼鏡をしてください、(と
指導してくれた。)」（事例 6）   他 
次に多かった 9-57．職場と病院との連携
については、インタビュー12件中 5件で要
素が聴取された。 
「一般の人には症状や治療が分からないた

め、配置転換を検討するのが難しかった。

医療職からの説明を受けていれば、もっと

スムーズに配置換えができていた。」（事例 4） 
「産業医と主治医は直接情報のやり取りが

あるとありがたい。解釈が間違って誤解を

招くこともあるから。」（事例 6）  他 
 加えて、9-56．通院・治療時間の確保に
ついても要素が聴取された。 
「計画表を事務所とか会社でたてるんで、

何月何日と何日は病院に通院するから休ま

せてくれちゅうことで、前もって連絡して

たんで、別に支障がなかったですね。」 

（事例 8）       他 
 
１０． 情報獲得 
 情報獲得にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー12件中 12件（事例 1・2・
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12）から、
計 43要素が挙がった。（表 12） 
小カテゴリでの内訳は、 
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10-59．積極的な情報収集 1要素、 
10-60．医療保険 7要素、 
10-61．収入 15要素、 
10-62．福利厚生に係るサポート 1要素、 
10-63．職場からの情報 4要素、 
10-64．会社制度の活用 3要素、 
10-65．年次休暇の不足 3要素、 
10-66．病院からの情報 1要素、 
10-68．医療費 8要素  
であった。 
本調査の調査では、10-67．ピア・サポー

ターからの情報の要素は認めなかった。 
一般的な情報の獲得として、以下の 3 つ

が挙がった。 
最多で挙がった 10-61．収入については、

インタビュー12件中 8件で要素が聴取され
た。 
「職種で営業って書いてますんで、一度人

に仕事譲ったりしてますんで、当然数字的

な面では上がりません。当然、賞与とか、

そういう関係で下がってきますからね。」 
（事例 7） 
「給料は一番もう悩んだですね。手当とか

がもう、基本ではちょっと低いからですね、

手当とかがもう一切なくなって、その保険

とか何か引かれる分はもう同じだからです

ね、だけど、当然手取りがもうがたっと下

がりますよね。」（事例 8）     他 
加えて、下記のような有用な情報について

の要素も聴取された。 
10-62．福利厚生にかかるサポートについて。 
「休みのことについては、やっぱり人事が

率先して(サポート)しないといけないとい
うところもある。そういう面でのサポート

は、してもらったし、あと、共済関係の、

高額医療関係の手続きもしっかりできた。」 
（事例 11）   他 
10-63．職場からの情報について。 

「マニュアルが欲しいですね。「病気入院し

た場合には、こういう規約に基づいて、こ

ういう制約があるんで、ここを見ときなさ

い」ぐらいの社内ルールがあってもいいか

なとは思いましたね。」（事例 5）   他 
 

D. 考察 

 以下、10 個の大カテゴリ毎に結果を報告す

る。 

１． 業務遂行能力の低下 
 本調査で対象となった血液がん患者は、

化学療法・放射線療法・骨髄移植いずれか

の治療を施されており、それらの治療によ

る副作用(1-5.)が大きな問題となっていた。
副作用の症状や程度は様々であるが、仕事

への影響の受け方は職場の状況や仕事の内

容によって様々である。例えば、手のしび

れや足のふらつきなどの神経症状を発現す

る場合には、書類作成等のデスクワークは

作業効率が低下し、また高所作業など足場

が不安定な場所での仕事は、足に力が入ら

ずに安全上の危険が生じる場合がある。一

方、営業職の人には同様の症状でも仕事に

大きな影響はなく、業務を継続することが

可能であることが分かった。その一方で、

化学療法に特徴的な副作用として、脱毛な

どの容姿の変化があり、これは営業職にと

っては致命的であるが、ヘルメットをかぶ

っている建設現場作業者には全く影響がな

いことは分かる。 
副作用について就業配慮を検討する際に

は、副作用の症状の種類や程度だけでなく、

その業務にどのように影響しているかを明

らかにし、必要があることが分かる。 
また疲労・体力の低下(1-6.)も血液がんそ

のものの症状や治療の副作用として大きな

問題になることが分かった。しかし、この

症状は永続的に続くものではなく、症状の
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再燃や治療のスケジュールによってある程

度の期限をもって断続的に生じる症状であ

る。そのため、そのような症状がある時に

は、一時的に休養をとれるような体制づく

りをすることで、無理なく業務に取り組む

ことができるという意見が多く聞かれた。 
血液がんから生じる体力の低下は、業務

スケジュールとの調整を行うことで軽減す

ることができると考えられる。 
 
２． 心理的影響 

 血液がん疾患は、近年の医療の進歩に

より生存率・寛解率共に、飛躍的に進歩し

ているが、古くからの疾患イメージとして、

「生命にかかわる重大な疾患」としての認

識が根強い。そのため、血液がんの診断を

受けた瞬間から、まずはその疾患の受け入

れにかなりの時間を要することが分かった。

また、一度寛解した場合にも症状再発・治

療への不安・心配・恐怖(2-16.)は消えるこ
となく、その思いを抱えたまま私生活や仕

事に復帰することになることが、多くの訴

えとなっていた。 
同時に、先述の「業務遂行能力の低下」

を認めることから、業務に対する自信の回

復(2-14.)にも時間を要することが分かった。
疾患再発の恐怖におびえつつ、仕事では業

務遂行能力の低下により自信を喪失し、失

職や給与低下の不安を生じてしまうという

悪循環に至ってしまう例も多い。 
このような不安の連鎖を、どこまで受け

止め、どこまで配慮あるいは支援すべきか

については、職場のみならず主治医をはじ

めとした医療従事者、また家族を含め、共

に検討すべき事項である。 
例えば症状再発の不安や恐怖は、主治

医・看護師など医療職に加え、家族がその

不安を共有すること(9-58.8-50.)で尐なから

ず改善するという声が多く聞かれた。また、

職場では疾患への理解（6-40．）をし、受け
入れ姿勢を示す声かけ（6-39．）が必要であ
る。支援する周囲の人々が、患者と向き合

い、共に歩む姿勢を示すことで、業務に対

する自信の回復（2-14．）見込めると考えら
れる。 
 
３． 本人背景 
 本人背景として、業務遂行の困難性に大

きく影響していた要素は、職位・責任(3-20.)
であった。これは、仕事の裁量権を持って

いるか否かで、自身の症状に合わせて仕事

のコントロールを行うことができるためで

ある。一方、患者自身の職位が高くなくて

も、上司などの裁量権を持った人が、仕事

のコントロールに協力的であった場合には、

困難はより尐なくなることも分かった。 
 この裁量権を持った人が、支援に協力的

であるかどうか、については、資格・専門

性(3-18.)が大きくかかわっていると考えら
れる。このような専門性を持ち、他の従業

員と代えがたいような人は、上司の支援を

受けやすいためである。 
このように、職位をコントロールするこ

とは困難だが、業務のコントロールを行う

べき裁量権を持った人が、仕事の量の裁

量・内容の裁量・期限の裁量の配慮をすべ

きであると考える。 
また治療にかかる費用が大きいことから、

金銭面において家庭からの要求(3-24.)を受
ける場合があり、このことがより精神的な

負担を生じていることも明らかであった。

これは、保険や傷病手当金(10-60.)などの保
障制度をしっかりと活用できているか否か

が重要な論点となっている。会社としても、

このような保障制度を職場からの情報とし

て(10-63.)しっかりと伝えることで、かなり
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の不安を解消することができると考えられ

る。 
 
４． 自助努力 
 就労と治療の両立支援の原則は合理的配

慮の考えが前提である。本調査でも復職に

成功している人は、疾患について自分から

職場へ説明する（4-28．）ことを積極的に行
っていた。 
 この背景には、社会的に血液がんという

疾患に対する誤った認識がある。大きな手

術を行わない血液がんは、先述のような副

作用や疲労に悩まされているが、外見上は

それほど明らかな変化はないケースが多い。

そのような患者に対して、業務遂行能力を

評価することなく、過剰な業務を与えるな

どの事象が発生していた。そのため患者自

ら、自身の状態を会社に報告する必要が発

生している。 
 この解決には、やはり本人を交えた医療

職と職場との情報交換(9-57.)が必要である。
必要な情報を必要に応じて共有することで、

本人の負担を軽減することが可能になると

考えられる。 
 
５． 職場背景 
 職場の疾患経験(5-31.)の有無が、復職や
業務遂行に大きく影響していることが明ら

かになった。これは、一度同様の疾患で配

慮や支援を経験したことがある職場では、

それに即した配慮を決断しやすく、周囲の

同僚もその配慮に抵抗が尐ないとのことで

あった。その職場が疾患経験を有している

か、それとも自身が最初の事例であるかは

時の運であるが、もし初めての例であった

としても、「同業他社ではその疾患に対して

どのような対処が可能であったのか。」など

のモデルケースを医療側から提供すること

で、可能な配慮を検討しやすくなると考え

られる。 
 ただし、職場背景は多様であるため、職

場シチュエーション(5-35.)に合せた配慮を、
その都度検討する必要があると考えられる。

このような、復職に協力的な会社の雰囲気

づくりを普段から心掛けることが重要であ

る。 
 
６． 職場の受け入れ 
職場の理解 (6-40.)と、職場からの配慮

（6-37．）といった職場の受け入れがあって
初めて、働きやすい環境が作りあげられる

が、血液がんに関してはこの理解と配慮を

求めるために、先述の自分から職場への説

明(4-28.)が重要のようである。 
先に述べたように、血液がんの症状や副

作用は外見上では分かりにくく、ともすれ

ば職場での業務遂行能力に対する過大評価

(6-43.)や職場での差別(6-44.)を招き、働きに
くい環境に陥ってしまう。 
医療情報の乏しい職場では患者の困難に

対する理解が乏しくなってしまう。そのた

め、患者自ら職場へ自身の状態を報告する

ことで、理解を促す必要があるためである。 
もちろん自信からの申告も必要ではある

が、職場側も積極的に声掛け(6-39.)を行い、
患者の求めを受け取りやすい体制を作る必

要がある。また、その声かけが患者の安心

感つながると考えらえられる。 
 
７． 職場の適正配置 
 血液がんにおける業務遂行能力の低下は、

副作用や疲労に規定されていることが多く、

それらの症状と現在の業務の適正に問題が

あるかどうかが重要なポイントとなる。先

述のような、自分から職場への説明(4-28.)
を行い、職場の受け入れが進んでいる例に
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関しては、業務転換による恩恵(7-46)を受け
ていた。ここにもやはり、「疾患に関する情

報の共有」が重要な鍵となっている。 
ただし現状では、副作用によりその業務

が困難であっても本人の自助努力(4-30.)や
我慢によって、業務を継続している例が尐

なくない。これは生産性を下げるだけでな

く、安全配慮の面から企業リスクにもなり

得る。企業として利潤を追求することを考

えると、適正配置として業務転換を行うこ

とは、容易なことではないが、仕事と労働

者の適正とのバランスを考慮しつつ、適正

配置を行う体制を作る必要があると考えら

れる。 
 
８． 社会・家族背景 
 家族背景としては、家族からの支援(8-50)
に大きく励まされたという意見が多く聞か

れた。血液がんは治療期間が長期間に及び、

また再発・寛解を繰り返すことがあるため、

金銭面や生活面において、周囲のサポート

を多く必要とすることが特徴である。そう

いった点は、会社や医療からはサポートが

困難であるが、周囲にいる家族が支えるこ

とで、かなりの負担が軽減されていること

が分かった。 
 血液がん患者の両立支援を行う際には、

家族への支援の要請も重要である。 
 
９． 職場と医療の連携 
 ここまで述べてきたように、血液がん患

者が復職し、働きやすい環境を作るために

は、関わる人々の疾患に対する情報共有と

それに基づく受け入れが必要である。 
その実現には、医療職から職場への医療

情報の提供といった介入が不可欠であり、

産業保健スタッフからの支援(9-54.)、職場
と病院の連携 (9-57.)、主治医からの支援

(9-58.)などの体制を整えることが重要であ
る。 
特に、血液がんは抗がん剤治療の通院・

治療時間の確保(9-56.)と就業時間の調整が
難しいため、医療側から通院時間の確保に

関する情報の提供や会社側の勤務調整も望

まれる。 
 
１０． 情報獲得 
血液がんの治療の特性から、多額の医療

費(10-68.)が必要となり、収入(10-61.)や医
療保険(10-60)など金銭面の情報を必要とし
ている現状があった。また治療に長期間要

するため、その間は会社制度（10-64．）、福
利厚生にかかるサポート(10-62.)をうまく
活用できるかどうかが重要な問題となって

いる。 
これら職場からの情報(10-63.)は、存在は
しているが、患者本人に届いていない場合

や、情報が不十分で活用できていないケー

スが多いため、職場から丁寧に説明をし、

活用時にも継続的なサポートを行う必要が

あると考える。 
 
E. 結論 

 本研究を通して血液がん疾患は、疾患そ

のものの症状や治療の副作用により、直接

的な業務遂行能力低下があるが、外見上の

変化があまりないことから周囲の人から理

解されにくく、働くことの困難を感じてい

る事例が多かった。職場の理解が乏しい原

因としては、職場と医療との間で正しい医

療知識の共有ができておらず、職場の理解

を得られていないために適正配置が十分検

討されていないことがある。今後より職場

と医療の連携を効果的に行い、本人・職場・

周囲が十分な疾患の情報共有を行えるよう

な知識伝達ツールの作成が強く望まれる。 
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事例 1 2 3 4 5 6 

年齢/性別 42/M 46/M 32/F 56/M 48/M 62/M 

職種 

建設業 

(自動ドア) 

公務員 介護士 公務員 設備保全 鉄鋼業 

診断 

悪性リンパ

腫、びまん性

大細胞型 B

細胞リンパ腫 

混合細胞型古

典的ホジキン

リンパ腫再発 

結節硬化型古

典的ホジキン

リンパ腫 

多発性骨髄腫 

リンパ球豊富

型古典的ホジ

キンリンパ腫 

悪性リンパ

腫、濾胞性リ

ンパ腫 

加療内容 

化学療法、 

放射線治療 

化学療法 

化学療法、 

放射線療法 

化学療法 化学療法 

化学療法、 

光線療法、 

骨髄移植 

主たる生計者 主 主 でない 主 主 主 

経済的ゆとり 少しあり 少しあり 十分あり 十分あり 少しあり なし 

雇用形態 一般正社員 その他 一般正社員 その他 一般正社員 

契約・ 

嘱託社員 

会社規模(人) -10 1001- 51-300 1001- 1001- 301-1000 

職場規模(人) -10 51-300 51-300 51-300 11-50 51-300 

休職時 

仕事充実度 

87 51 83 83 75 65 

復職時 

仕事充実度 

85 49 50 50 50 66 

復職時 

支援満足度 

95 50 76 64 50 96 

仕事の変化 なし なし なし あり あり あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1． 血液がんインタビュー事例 12 例 
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事例 7 8 9 10 11 12 

年齢/性別 58/M 58/M 62/F 46/M 46/M 44/M 

職種 建設業 事務 

ケア 

マネージャー 

塗装 教育 

建設業 

(設備業) 

診断 

悪性リンパ

腫、びまん性

大細胞型 B

細胞リンパ腫 

成人 T 細胞白

血病/リンパ

腫、急性型 

急性骨髄性 

白血病 

慢性骨髄性 

白血病 

急性転化 

混合細胞型古

典的ホジキン

リンパ腫再発 

急性骨髄性 

白血病 

加療内容 

化学療法、 

骨髄移植 

化学療法、 

光線療法、 

骨髄移植 

化学療法、 

骨髄移植 

化学療法、 

骨髄移植 

化学療法 

化学療法、 

骨髄移植 

主たる生計者 主 主 主 主 主 主 

経済的ゆとり 少しあり なし 少しあり 少しあり なし 十分あり 

雇用形態 

経営者・ 

管理職 

一般正社員 一般正社員 

経営者・ 

管理職 

一般正社員 一般正社員 

会社規模(人) 11-50 1001- 301-1000 11-50 301-1000 -10 

職場規模(人) 11-50 11-50 -10 11-50 51-300 -10 

休職時 

仕事充実度 

45 48 95 87 39 75 

復職時 

仕事充実度 

34 46 未記入 未記入 79 64 

復職時 

支援満足度 

50 57 未記入 未記入 57 100 

仕事の変化 なし あり 未記入 未記入 なし あり 
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1. 業務遂行能力の

低下 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.基礎体力 

6. 職場の受け入れ 

  

  

  

  

  

  

  

37.職場からの配慮 

2.日常生活 38.上司からの配慮 

3.impairment の程度 39.職場からの声かけ 

4.容姿の変化 40.職場の理解 

5.副作用 41.上司の理解 

6.疲労（体力低下） 42.職場からの過剰な気遣い 

7.身体機能の低下 

43.職場の業務遂行能力に対する

過大評価 

8.高次脳機能の低下 44.職場での差別 

9.ICD への電磁干渉 7. 職場の適正配置 

  

  

45.合理的配慮の受入 

10.ICD による運転制限 46.業務転換による恩恵 

11.職業リハビリテーション 47.業務転換による困難 

12.医療リハビリテーション 

8. 社会・家族背景 

  

  

  

  

48.地域愛 

2. 心理的影響 

  

  

  

  

13.疾患の受容 49.世間の疾患イメージ 

14.業務に対する自信の回復 50.家族からの支援 

15.「障害者」であることの受容 51.家族の理解 

16.症状再発・治療への不安・心

配・恐怖 

52.家族の過保護 

17.失職への恐怖 9. 職場と医療の連携 

  

  

  

  

  

53.入院による休職 

3. 本人背景 

  

  

  

  

  

  

18.資格・専門性 54.産業保健スタッフからの支援 

19.職場への過去の貢献 55.職場での医療情報管理 

20.職位・責任 56.通院・治療時間の確保 

21.雇用条件・定年制度 57.職場と病院との連携 

22.経済事情 58.主治医からの支援 

23.職場からの復職期待 
10. 情報獲得 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59.積極的な情報収集 

24.家庭環境からの要求 60.医療保険 

4. 自助努力 

  

  

  

  

  

25.自主トレーニング 61.収入 

26.自己体調管理 62.福利厚生にかかるサポート 

27.自己アピール 63.職場からの情報 

28.自分から職場への説明 64.会社制度の活用 

29.合理的配慮の申出 65.年次休暇の不足 

30.自己努力 66.病院からの情報 

5. 職場背景 

  

  

  

  

  

31.職場の疾患経験 67.ピア・サポーターからの情報 

32.職場風土 68.医療費 

33.職場規模   

34.職場マンパワー  

35.職場シチュエーション   

36.職場設備・環境   

表 2． 復職時点の困難のカテゴリ分類 
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表3. 血液がんで聴取された1.業務遂行能力の低下に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

1.基礎体力 治療による副作用を補完できる業務能力 c2-330

治療と生活の選択 c2-174

治療(食事の制限)による体力低下 c10-169

治療の副作用(脱毛→ウイッグ)による労働困難(暑さ) 作業困難 c3-255

副作用(脱毛)による就業困難(営業での対人業務) 作業困難 c7-271

治療の副作用(口内炎)による生活習慣の乱れ(不眠) c1-119

治療の副作用(白血球減少)による労働不可(建設現場への出入り不可) 作業不可 c1-155

治療の副作用(白血球減少)に対する対策(マスク) c1-197

治療の副作用(手のしびれ・血管痛)による労働不可(道具の使用不可) 作業困難 c2-318

治療の副作用(体のきつさ)によるコミュニケーション不可 c2-460

治療の副作用(腋窩腫脹・疼痛)による生活習慣の乱れ(不眠) c3-17

治療の副作用(嘔気・血管痛)による労働困難 欠勤 c3-71

治療の副作用(嘔気・血管痛)による労働困難 c3-113

治療の副作用(嚥下困難)による労働困難

治療の副作用(だるさ)による労働困難

欠勤 c3-139

治療の副作用(体力低下)による労働困難(入浴介助不可) 作業困難 c3-279

治療の副作用(疼痛・嘔気・体力の低下)による労働困難(入浴介助不可) 作業困難 c3-309

治療の副作用(体力の低下・疲れやすさ)による仕事に対するプレッシャー

(締め切り)

c3-317

治療の副作用(免疫力低下)による、業務が困難(対人の仕事)。 作業困難 c4-128

治療の副作用(便秘・下痢、食思不振、筋力低下、手のしびれ、目の疲

れ)による、業務困難(デスクワーク)

作業困難 c4-152

治療の副作用(しゃっくり、便通悪化、手の指先のしびれ、食欲低下、首

元のかゆみ)によるコンディションの悪化

作業困難 c5-149

副作用(腹痛、吐き気)により睡眠不足となり、就労が困難 欠勤 c6-59

副作用(手のしびれ)によるパソコン使用の困難 作業困難 c6-208

副作用(しゃっくり、手のしびれ、便秘)による、就労困難(体力低下、現場

での排便コントロール)

作業困難 c7-162

副作用(口内炎、唾液減少)による、就労困難(声が出ない) 作業困難 c7-265

副作用(免疫力低下)に対して、対策(マスク)を行うが、営業職に支障が

あった

作業困難 c7-426

病状・副作用(肝障害・湿疹・肺炎など)による復職困難(主治医判断) 欠勤 c8-196

治療(移植)の副作用(疲れやすさ)による、就労困難(業務効率の低下) 作業困難 c8-234

治療の副作用(ドライアイ)による業務困難(パソコン作業) 作業困難 c8-445

病状・副作用(下半身の筋力の低下）による就労困難 作業困難 c9-20

筋力低下に対して、自己リハビリ(階段上り) c9-20

病状・治療の副作用(食欲が低下） c9-206

起床時の気分の低下 c9-269

病状・副作用(発汗) c9-277

病状・副作用(目が悪くなってる）による就業困難(画面を長時間パソコン

で見るのが難しい）

作業困難 c9-458

副作用(体のだるさ・目の渇き)による就業困難(車の通勤困難) 作業困難 c10-137

副作用(免疫力低下)により就業困難(屋外作業・粉じん暴露) 作業不可 c10-147

副作用(爪の変形・巻き爪もひどい)による就業困難(足の踏ん張りがきか

ない)

作業困難 c10-163

副作用(筋肉硬直・体のだるさ・手足指の痙攣・発熱・腹痛) c10-183

副作用(目の疲れ・手の硬直)による就業困難(事務作業の手書きで文章

作成)

作業困難 c10-203

副作用(目の乾燥)により、就業困難(書類を見る時に疲れやすい) 作業困難 c10-223

副作用(目の乾燥)により、就業困難(車通勤困難) 作業困難 c10-231

副作用(だるさ)により、就業困難(ケアレスミス) 作業困難 c11-72

副作用(足の痙攣で不眠)により就業困難(仕事の効率が悪い) 作業困難 c11-116

副作用(吐き気)がある c11-158

副作用(脱毛に対するかつらで厚い)があった c11-311

副作用(関節の痛み・目の乾燥・口内炎)があった c12-184

副作用(目が悪い)により就業困難(図面作製の作業効率悪化) 作業困難 c12-296

病気・治療による体力の低下 c1-337

労働困難(体力低下)に対して支援の要請(休養をもらう) 休憩 c2-504

疾患の症状(疼痛・発熱) c3-265

労働困難(体力低下)に対して支援の要請(入浴介助から外してもらう) 作業困難 c3-281

疾患後の変化(ストレス抵抗性の低下)による労働困難(疲れやすくなった) c3-391

仕事への意欲に対して、体力がついていかない 作業困難 c5-329

疾患・治療の後の体力の低下による、業務困難(運搬作業) 作業困難 c8-377

疾患・治療後の体力低下による体のだるさ 作業困難 c8-437

体力が低下しているため、仕事について行けるか、という不安 c9-466

現場へ出て仕事をする体力が全くないことに気付いた 作業困難 c12-184

第一線でいろいろ作業するのは、体力が十分でない 作業困難 c12-316

体力の低下が一番復帰を妨げました 欠勤 c12-534

症状(腰の痛み・発熱)による就業困難(高所作業で足がふらつく) 作業困難 c10-62

筋力低下により就業困難(重量物運搬困難) 作業困難 c10-82

症状(腰痛)による就業困難(長時間座位困難) 作業困難 c10-99

筋力の低下により就業困難(高所作業の危険) 作業困難 c10-151

体力・筋力低下により、退職した 退職 c10-241

2.日常生活

4.容姿の変化

5.副作用

6.疲労（体力低下）

7.身体機能の低下

－157－



表4. 血液がんで聴取された2.心理的影響に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

13.疾患の受容 疾患に対する本人のマイナス思考 c3-369

疾患に対する本人の気持ちの切り替え c3-371

仕事のおくれを取り戻そうと感じることによる、精神的負担 作業困難 c5-325

自信があった体力を失ったことによる辛さ c10-311

復帰するにあたって、仕事ができるか不安があった c12-168

自分から仕事に出て働ける自信がついた c12-172

病気を予見できることによる、不安感 c2-65

病気に対する消極的な自己の理解 c2-400

病気が進行・再発に対する不安 c4-341

寛解後でも何か症状があると、すぐ悪いように悪えてしまう思考 c7-304

「どのような経過になるか」という病気に対する不安 c8-170

副作用などの症状が再発する不安 c10-349

休職したことによる人事考課 c2-262

仕事をしなければ生きていけないという、気持ちが復職意思を支えた c10-423

16.症状再発・治療への不安・心配・

恐怖

17.失職への恐怖

14.業務に対する自信の回復
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表5. 血液がんで聴取された3.本人背景に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

仕事が、治療スケジュールを調整しやすい業種であった c7-481

組織の制度を一番理解している人事に所属していた c11-757

仕事のコントロール度 c1-41

仕事のコントロール度 c3-83

仕事のコントロール度 c5-581

現場の責任者のため、部下に説明はしながらやっていた c12-076

家庭環境(離婚・子育て)による精神的負担 c2-66

家族の状況でプレッシャーを感じていた c11-376

独身で貯金があったので困らなかった c12-104

18.資格・専門性

20.職位・責任

24.家庭環境からの要求
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表6. 血液がんで聴取された4.自助努力に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

体力回復のための、自己リハビリ(ウオーキング) c5-277

休業中から体力をつけるための自己トレーニング c7-363

自分なりのリハビリを行った c10-302

本人と主治医との情報共有による、本人の理解 c1-95

本人と主治医との情報共有による、本人の理解 c1-321

本人と主治医との情報共有による、本人の理解 c1-585

本人と主治医との情報共有による本人の理解 c3-163

風邪歩引きやすいので、睡眠をとったり安静にするなどの体調管理を行う c8-404

休職中の積極的な仕事への関与 c1-175

休職中の会社の情報収集。 c5-333

周囲からの噂を避けるために、自分から周囲に説明した。 c11-335

自分から周囲に包み隠さずに病状を話した。 c11-543

本人と職場との情報の共有による職場の理解 c1-87

本人と職場の情報の共有による職場の理解 c1-357

職場の理解を求めるための努力 c1-441

本人と職場の情報の共有による職場の理解 c1-623

本人と上司との情報共有による上司の理解 c3-43

本人と職場の情報の共有による職場の理解 休憩 c3-85

本人と上司の情報の共有による上司の理解 c3-91

本人と職場の情報の共有による職場の理解 c3-107

症状の重大さが、同僚・上司に伝わらない困難さ c4-96

症状や治療が伝えることの困難さ c4-197

自ら状況報告と治療方針の申告を、職場・社長へ行う c7-155

自ら状況報告と治療方針の申告を、職場・社長へ行う c7-367

会社と交渉するために、病状を自分でしっかりと会社に申告する c7-485

前もって病状と治療スケジュールを知らせることで、職場の理解を得られ

る

c8-125

会社に対して情報の報告 c8-208

体調を考慮せず、転勤の申しつけを受けたが、自分でしっかりと状況を伝

えて交渉した

c8-248

上司との人間関係の困難さがあったが、自分の考えははっきりと伝えた c8-272

自分の体調を常に上司報告する c8-422

本人が会社に治療の経過などの情報を連絡していた c9-318

腰痛の症状で、上司に業務変更を依頼 c4-59

症状がある時には、休養を申請 休憩 c4-104

上司と面談して時短になるように仕事を調整してもらった c11-284

自分から産業医に時短勤務をお願いした c11-726

症状に対する忍耐力 作業困難 c2-33

症状に対する忍耐力 作業困難 c2-106

症状に対する忍耐力 c2-194

症状に対する本人の対策 c2-342

会社の評価低下を防ぐための本人の努力 c3-243

部下への示しを付けるための、自己努力 c4-136

体調に合わせて仕事のやり方を変えた c9-239

部下が見舞いに来た時に現場の状況を聞いて、アドバイスをしていた c12-088

自分のできることをやることが、戻ってからの糧になる c12-100

30.自己努力

25.自主トレーニング

28.自分から職場への説明

29.合理的配慮の申出

26.自己体調管理

27.自己アピール
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表7. 血液がんで聴取された5.職場背景に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

社内での同様の経験による職場の理解 c1-67

がんの人の受け入れは初めての経験 c4-253

白血病の経験 c4-273

職場(上司)が同様の症状を経験 c5-85

他職場での同じ症状の人の経験 c5-447

病気を経験したことによる、病気に対する意識の改善 c6-334

上司の親族が同じ病気だったことによる、上司の理解 c6-876

職場における、癌という病気の経験 c7-442

職場に同様の病気の経験の方がいる c9-513

職場の有給の取りやすい雰囲気 c2-262

職場の中は元気な人が多いため、あまり健康的な配慮をされることがな

い職場風土

c4-415

業務困難であることを、理解してもらえるような職場の雰囲気があって c5-483

復職時、業務に戻ることに焦りを感じさせない、職場の風土 c6-294

上司が部下の状態を把握するという、管理体制 c6-352

休職時の相談手順など、会社としての整備された支援体制 c6-852

疾患後の、職場内の健康に対する意識の改善 c8-332

人事異動の参考のため自身の状態を報告する、会社のシステム(アン

ケート)

c8-400

会社規模による雇用キャパシティの差異 c1-245

会社規模による雇用キャパシティの差異

雇用維持のための無理な労働

c1-525

小さな職場なのでサポートし合える c12-070

小さな会社なので産業医や労働安全衛生の責任者みたいな人はいない c12-186

小さい会社なので、皆が知っている c12-566

マンパワー不足による、休憩取得不可 c3-123

マンパワー不足による業務量の増加 c3-273

職種による副作用への影響度の差異 c1-401

労働形態として仕組みとしては、半日勤務ができない c5-285

上司の方が替わることによる、対応の変化 c8-258

疾患に対する上司の意識の違い c8-400

勤務スケジュールの融通が利きづらい仕事内容 c9-487

治療が仕事に重なると迷惑をかけるため、入院して治療する c11-154

一度仕事に出ると早退するのは難しいので、入院して治療する c11-170

職場の支援制度がしっかりしていたので、助かった c11-419

仕事は主担と副担がいて、ジョブローテーあるため、休職しても仕事が回

る仕組みになっている

c11-704

産業保健資源へのアクセス c3-189

上司による休憩室やソファーなど、休憩設備の設置 c5-419

いつでも休憩が取れる環境 c6-716

事務所内の休憩室の設置 c8-306

職場環境の汚さ c9-336

職場に横になれるソファーがあったらありがたい c11-447

建設労働者は喫煙率高く、休憩所の喫煙ルームと分かれていない c12-244

36.職場設備・環境

31.職場の疾患経験

32.職場風土

33.職場規模

34.職場マンパワー

35.職場シチュエーション
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表8. 血液がんで聴取された6.職場の受け入れに関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

病気に対する積極的な同僚の無関心 c2-250

職場からの積極的な休養勧奨への精神的負担 c2-386

病気に対する積極的な同僚の無関心 c3-251

病気に対する積極的な同僚の無関心 c3-285

上司・同僚の配慮による、仕事の慣らし時間確保 c4-132

職場による仕事の調整 c6-186

復職直後は3時間勤務から開始し、徐々に就業時間を延長 c8-220

休職の際の仕事の引き継ぎ・申し送りは同僚・上司と連携を取った c11-204

ちょっと時間をずらして、温かいお弁当を持ってきてもらうなど、気を遣っ

てもらった

c12-224

自分の病気を気遣って、職場は３人ぐらいはたばこやめた c12-232

上司による業務中の積極的な傾聴・声掛け c2-190

上司による業務中の積極的な傾聴・声掛け c2-202

上司による業務中の積極的な傾聴・声掛け c3-181

休業中の上司による仕事の調整 c6-148

退院直後の、上司による業務の交代 c6-254

上司による声掛け c6-350

勤務時間に応じた業務量という、上司の配慮 c8-240

仕事の制限に関する、上司との相談 c8-393

職場による業務中の積極的な傾聴・声掛け c2-238

職場による業務中の積極的な傾聴・声掛け c2-432

職場による業務中の積極的な傾聴・声掛け c3-201

職場による業務中の積極的な傾聴・声掛け c3-353

「エレベーターを遣うように」との同僚からの声掛け c4-217

「仕事で疲れを残さないように」との上司・同僚からの声掛け c4-223

病状に対する職場からの声掛け c7-377

上司が体調を鑑みて早く帰るように声かけをしてくれる c9-44

上司が仕事に対して安心できる言葉や励ましの言葉をかけてくれた c9-306

復職時の異動先に関する管理者のアドバイス c9-360

病気に対する積極的な職場の理解 c1-205

病気に対する積極的な職場の理解 c1-389

病気に対する積極的な職場の理解 c1-589

病気に対する積極的な職場の理解 c3-177

病気に対する積極的な職場の理解 c3-237

上司・同僚とのコミュニケーション c4-227

治療で休養をとることに関する、職場の理解 c4-231

会社の理解 c5-443

診断後すぐに休業を認めてもらえる、職場の理解 c7-124

入院に対する職場の理解 c8-148

復職の条件について相談しやすい職場環境 c9-503

周囲の人の受け入れが良く、適度に関わってくれた c11-543

自分が所属する人事課の人も、自分が病気をしたからサポートの意識が

芽生えた

c11-779

引き継ぎは周囲の人も理解してもらってもらった c12-058

上司による、喫煙のルールを徹底 c6-306

治療スケジュールに合わせて休みがもらえる、上司の理解 c8-119

入院に対する上司の理解 c8-149

必要な時に休憩を取らせてもらえる、上司の理解 c8-290

社長からの励ましの言葉 c10-433

上司からしっかり休むようにアドバイスを受けた c11-250

42.職場からの過剰な気遣い 復職の意思を表明した時に、過剰な配慮を受けない c7-411

病気に対する職場の誤解 異動 c3-169

病気に対する職場の誤解 c3-241

同僚によって個人情報を広められた精神的負担 c2-488

上司・職場の心無い言葉 c9-329

周りの人の声掛けが、実はその人に負担になっていることがある c9-542

44.職場での差別

37.職場からの配慮

38.上司からの配慮

39.職場からの声かけ

40.職場の理解

41.上司の理解

43.職場の業務遂行能力に対す

る過大評価

－162－



表9. 血液がんで聴取された7.職場の適正配置に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

45.合理的配慮の受入 異動に関する、上司との相談 c4-187

入院の間に、上司による配置転換 異動 c4-128

業務内容変更による、身体負担の軽減 c5-341

上司の配慮による業務転換 c6-692

職場の理解による、配置転換(現場の変更) c7-229

行きたくない部署への異動によるモチベーションの低下 c3-329

行きたくない部署への異動によるモチベーションの低下 c3-385

46.業務転換による恩恵

47.業務転換による困難
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表10. 血液がんで聴取された8.社会・家族背景に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

家族の支援 c1-477

家族からの「仕事を続けるように」とのアドバイス c4-64

経済的な家族の支援 c8-162

仲の良い兄弟からの支え(相談を聞いてくれる c9-396

食べられるものが限られているので、妻に調理を工夫してもらった c10-277

体がその思うように動かないので、妻に手助けをもらう c10-281

妻の収入で生活費を賄っている c10-289

家族のサポートは万全だった c11-376

書類とか家賃とかの支払いを家族等にお願いした c12-148

料理や収入面で妻の支えがある c12-596

家族による業務中の積極的な傾聴・声掛け c3-201

家族から「早めに動き始めるように」とのアドバイス c7-359

50.家族からの支援

51.家族の理解
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表11. 血液がんで聴取された9.職場と医療の連携に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

治療スケジュールによる、技能習得機会の損失 c1-453

入院による休職 欠勤 c8-147

産業保健スタッフによる消極的介入 c1-685

産業保健スタッフによる消極的介入 c2-528

産業保健スタッフによる消極的介入 c3-57

常駐ドクターや巡回している看護師がなどの、医療スタッフの充実 c4-201

常駐の産業医と保健師による病院選びのサポート c5-121

産業医による復職前面談 c5-249

毎月の産業医の先生の面談フォロー c5-403

産業医から、人事などへの情報の発信 c6-200

産業医からの就業上のアドバイス c6-282

産業医による経過フォロー c8-208

カウンセリングの設置 c10-328

愚痴を言えるカウンセリングの設置 c10-438

復職面談や復職後の声掛けなど、産業医がいた方が心強い c11-589

産業医から上司に意見をしてもらった c11-726

治療スケジュールと労働時間の調整(欠勤も含む) c2-104

治療スケジュールと労働時間の調整(欠勤も含む) c2-130

治療スケジュールと労働時間の調整(欠勤も含む) c3-141

職場の配慮による、柔軟な勤務時間 c7-289

放射線治療のスケジュールを、治療医と相談して決定 c7-445

前もって治療の計画を会社と交渉して有休をとり、治療のスケジュールを

確保していた

c8-101

仕事の引き継ぎ・説明等があり、入院時間が遅くなった c12-056

通院時間の確保に対して、会社は理解があった c12-558

情報共有の困難性の疾患による差異 c1-599

主治医と職場との情報共有による職場の理解 c3-215

主治医と職場との情報共有による職場の理解 c3-229

主治医と職場との情報共有による職場の理解 c3-267

医療職から職場への説明が不十分 c4-197

主治医からの職場への情報共有 c4-249

病院からの情報提供 c4-261

上司が偏見を持たないためにも、病院と産業保健スタッフの医療職同士

での情報交換

c4-315

産業医と主治医による直接の情報交換 c6-590

主治医から産業医への意見書 c8-214

58.主治医からの支援 復職は主治医先生と相談して決めた c12-196

56.通院・治療時間の確保

57.職場と病院との連携

53.入院による休職

54.産業保健スタッフからの支援
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表12. 血液がんで聴取された10.情報獲得に関わる要素

小カテゴリー名 要素の表札

業務遂行能力

への影響

番号

59.積極的な情報収集 会社に説明するための、積極的な病気に関する情報収取 c7-441

保険加入による金銭的余裕 c2-270

給与・公的支援以外の経済環境(保険) c3-359

保険加入による、金銭的余裕 c6-510

がん保険に拝いていたが、入院費は出るが、通院費は出ない c9-404

保険に入っていた c12-104

入ってた保険は入院保障だけで、退院後に困った c12-454

薬や治療費が高額になる c12-474

有給後の給与不足 c1-465

給与・公的支援以外の経済環境(妻の収入) c1-473

傷病手当 c3-143

当直時間外勤務の減少による、収入の低下 c4-176

障害年金の申請 c4-295

治療に伴う欠勤による、給料・賞与への影響 c5-391

給与が半分になる収入減 c5-503

営業職のため、休業することで他の人に仕事を譲ったことで賞与などへの

影響

c7-316

手当などがなくなることにによる、経済的な不安 c8-160

収入が減少していることによる経済面的な困難 c8-367

障害年金当の手続き c10-339

傷病手当の申請 c12-104

傷病手当や実家生活で、収入面は助かった c12-324

傷病手当を延長してほしい c12-348

公的資金による補助 c12-356

62.福利厚生にかかるサポート 休養や共済・高額医療の手続きなどについて、人事のサポートがあった c11-423

有給休暇に関する、会社からの情報提供 c5-357

病気休業の際の会社のルールに関する情報提供 c5-619

病気関係の規定を知れるように人事がサポートする必要がある c11-759

会社から傷病手当のことを早めに教えたもらいたかった c12-130

90日間の病気休暇があります c11-218

病気関係の規定はそろっている c11-759

有休の活用ができていない c12-352

有給の有無 欠勤 c1-135

有給の有無 c2-9

有休の不足 c5-289

66.病院からの情報 主治医意見書による配慮の情報 c5-291

公的な経済支援の不足 c1-469

公的な経済支援の不足 c1-563

金銭面による治療意欲の低下 c1-573

治療費用への不安 c2-274

医療費がどのくらいかかるか分からない不安 c6-450

復職後業務の制限による、金銭的な困難(医療費への不安) c8-313

治療に必要な費用に対する不安 c9-388

高額医療費の申請を行っている c10-289

65.年次休暇の不足

68.医療費

60.医療保険

61.収入

63.職場からの情報

64.会社制度の活用
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労災疾病臨床研究
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インタビューガイドの目的1
本インタビューガイドでは、患者向けインタビューを行う際に適切な

情報を集めるための基本的なポイントを示すことを目的としています。

インタビューで聴取すべき項目は、以下の3点です。

 仕事に関する困りごと

 復職にあたって役に立った支援

 仕事の意義・その意義に対する解釈モデル

これら患者が実際に経験した両立支援にまつわる情報は、本研究に

おいて根幹の要素となります。しかし、インタビューを受ける患者は、

当時のことをはっきりと覚えていなかったり、どのようなことを話せばよ

いか分からないことが多々あります。

より有用な情報を集めるためには、患者が抱えていた「困難さ」や

「感情」を交えて、病気にまつわる情報を引き出すようなインタビューを

行う必要があります。

患者の当時の心情にまで入り込み、より深い情報を得られるように、

上手くインタビューガイドを活用していただけますと幸いです。

※「解釈モデル」は、仕事の意義に対する考え方や今後の人生への期待感などを聴取するこ

とが目的です。P6の【インタビュー例】に具体例を挙げていますのでご参照ください。
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• インタビューは患者1名、臨床医1名、立合人(実務研修センター)1

～2名で行います。

• 向かい合う形、もしくは斜め45°～90°で座席を準備します。座席

は1～2m離してセッティングします。立会人も患者の視界に入る位

置に座ります。

• 研究概要説明・倫理説明書・同意書・事前アンケート・インタビュー

ガイド・メモ帳・ボイスレコーダーを用意します。

• 事前に患者の臨床的な病歴を把握します。

• ＰＨＳ電源を切るか、マナーモードにしておきます。

インタビューの準備3

対象者の選定基準2
• 「がん」「循環器疾患」「脳卒中・骨関節疾患」に罹患して、

休職を経験された方。

• 復職をしてから5年以内、もしくは復職を試みている、現在

外来通院中の方。

• 初めての復職経験の方のみを対象とし、すでに複数回復

職を経験されている方は除外する。

• 「自営業」・「経営者」の方は除外する。

• 研究目的を理解し、かつご協力をいただける方。
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インタビューの実際3
【メイン質問】
①患者が症状に関して困ったこと⇒「症状」に関して掘り下げる

②患者にとって役に立った支援・配慮⇒「支援・配慮」について掘
り下げる

③患者にとっての仕事の意義・その意義に対する解釈モデルを
確認する。

【質問の流れ】
• 患者の答えに応じて、What, Why, Howの質問を用いて、内容
を掘り下げます。

• どこまで掘り下げるかについては、インタビュアーの所感にお
任せします。

What：「仕事において、何が困りましたか？」
↓
Answer：「〇〇が困りました。」
↓
Why：「〇〇はなぜ困りましたか？」
↓
Answer：「○○のために△△の様になり、困りました。」
↓
How：「あなたはどのように解決しましたか？」「どのようにすれば
解決できましたか？」
↓
・・・（繰り返し）・・・

※会話の流れが多少不自然になる場合もあります。

仕事に関連して

－171－



【インタビュー例】(DVD参照)
＜開始の挨拶＞

それではインタビューに移らせていただきます。病気に罹患した時、復職前後のことを思
い出しながらインタビューにお答えください。
インタビューは30分から、長くても1時間程度を目標としています。
途中で気分が悪くなった場合はいつでも休憩・中止できますので、お申し出ください。ま
たご不明な点がございましたら、いつでもお尋ねください。

①患者が症状に関して困ったこと
What：「復職をする際に、病気の症状や治療の副作用などでいろいろと困ることがあった
かと思います。あなたが復職する際に、実際に困った症状は、どんな症状がありました
か？」
↓
Answer：「治療の副作用からくる、体のだるさが大変でした。」
↓
Why：「なぜ体のだるさが、復職する際に大変だったのでしょう？」
↓
Answer：「体のだるさのせいで、仕事に集中できなくて。しかも、だんだんと仕事を回しても
らえなくなりました。」
↓

How：「あなたは体のだるさで仕事に集中できない状態を、どのように対処しましたか？」
↓

Answer：「上司と相談して、体がだるい時には午後から早退させてもらっていました。」
↓
・・・（繰り返し）・・・

※患者が思いつく限りの症状をインタビュー
What：「その他に困った症状は、どんな症状がありましたか？」
↓
・・・（①と同様に）・・・

＜②の質問も同様の流れで聴取します。＞

立会人が記入した「職業困難性リスト(P9)」から、補足のインタビューを行います。

最後に、患者の解釈モデルを確認します。

「最後に、あなたにとって、お仕事をすることの意義はどのようなことですか。ご家族との
関係も含めてお話いただけますか。また、病気を抱えたまま働くことをどのように感じてい
ますか。」

＜終わりの挨拶＞
お疲れ様でした。インタビューは以上で終わります。
最後に何か言い残したことや、ご確認しておきたいことはございませんか。

※患者が思いつく限りの
症状をインタビュー
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インタビュー時の留意点4

インタビューのテクニック5

• 患者の体調に注意する。
• 先入観を持たない。
• 言葉遣いに注意する、威圧する態度にならないように注意する。
• 目を見たりうなづいたりして、共感の意を表す。
• 急に難しい話にしない。
• 1回の質問に、1つのことを聞く。

• 前提付き条件の活用

例：「何かつらい症状があったと思いますが、どんな症状がつらかったで
すか？」

• 質問の際に回答を例示する
例：(「当時困ったことについて自由にお話しください。」→「特に何も無

かったです。」)
⇒「何でも構いませんよ。つらい症状があったとか、治療の頻度が多くて

仕事にならなかったとか、治療にお金がかかって金銭的に困ったと
か・・・どんなことでもいいから自由におっしゃってみて下さい。」

• 具体的な場面設定の利用

例：「たとえば、産業医が当時のあなたに配慮して欲しい内容を聞いたと
しますね。あなたは何と答えますか？」

• 質問の前に「前置き」する

例：「当時は治療をしながら復職を始めたそうですね。治療による副作用
などもあったと思います。そこで・・・」（ある程度の状況を説明し、相
手が思い出したり、考える準備のための余裕を与える）

• 明確化を促す

例：「今、『みんなに理解して欲しいつらさ』とおっしゃられたのですが、
『理解してほしいつらさ』というのは、具体的にはどのようなことです
か？」
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インタビューことば集 –最初のことば・最後のことば -

最初の言葉

挨
拶

〇〇さん、こんにちは。

私は、△△科の▲▲です。こちら
はインタビューに立ち会っていた
だく□□先生です。

今日はお忙しい中、ご協力いただ
きありがとうございます。よろしくお
願いします。

健
康
問
い
か
け

最近の体調はいかがですか？

本日は30分～1時間程度のインタ
ビューになりますが、体調は大丈
夫ですか？

きつい時は無理せずおっしゃって
くださいね。

目
的

復職の時は大変だったようですね。

〇〇さんの経験をお聞きして、今
後の復職支援の参考にさせてい
ただきたいと思っています。

緊張せずに楽な気持ちでお答えく
ださい。

本
題
へ

今日は、「病気になった時、復職さ
れた時のことを思い出していただ
きながらインタビューをさせていた
だきます。

分からないことがある時は、いつ
でもご質問ください。

最後の言葉

挨
拶

以上でインタビューを終わります。
〇〇さん、今日はありがとうござ
いました。

長時間お疲れ様でした。

感
謝

大変貴重なお話を聞けて、良かっ
たです。すごく参考になりました。

お忙しいところ、インタビューのた
めにお時間を取っていただき、あ
りがとうございました。

感
想

疲れなかったですか？

本日のインタビューに関して、何
か嫌なことはありませんでした
か？次回に生かしていきたいと思
いますので、もしあれば教えてく
ださい。

こ
れ
か
ら

今回のインタビューは、復職支援
の取り組みに役立てさせていただ
きます。

〇〇さんの思いを大切にして、こ
れからも研究を進めていきたいと
思います。

お
わ
り
に

研究に関して気になることがあり
ましたら、いつでもお声掛けくださ
い。

お疲れでしょうから、今日はゆっく
り休んでください。
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このチェックリストは、より良いインタビューを行うためにインタビューの
流れを確認する目的でご用意しています。
インタビューの準備や振り返りとしてご使用ください。

(準備)
 事前アンケートの記入ができている。
 「思い出し」の時間を設けている。
 インタビューガイドを側に準備している。

(挨拶)
 開始の挨拶ができている。
 丁寧な自己紹介とインタビューの内容について説明できている。
 インタビューの時間、心理的・精神的配慮について説明できている。

(インタビュー①）
 患者が「症状に関して困ったこと」を聞けている。
 「症状が仕事において、どのように困ったか」を聞けている。

 「その困ったことに対して、『誰が』『どのように』対処したか」を聞けて
いる。

 その他に、「困ったことが無いか」を聞けている。

(インタビュー②)
 患者が「どのような役に立った支援を受けたか」を聞けている。
 「その支援がなぜ役に立ったか」を聞けている。
 「どのような支援をして欲しかったか」を聞けている。
 その他に、「役に立った支援が無いか」を聞けている。

(終了の挨拶)
 終了の挨拶ができている。
 今後の研究への活用を述べている。

インタビューチェックリスト
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原因となる症状/要因 仕事において困っていること 自分が行った対応策

例) 抗がん剤の吐き気。
介護職なので、気分が悪そうなとこ
ろを、利用者に見せられない。

副作用が出る時間はある程度決
まっていたので、自分で上司に相談
してシフトを変更した。

①このリストはインタビューの立会人が記入します。
②インタビューの内容から困難性と受けた支援のメモを取ってください。
③インタビューの最後に、より詳細に質問した方が良い点を、インタビュアーに渡してください。
※インタビュアーはできる限り自然な流れのインタビュー進行に専念して下さい。

(年齢： 性別： 疾患名： 職業： ）

職業困難性リスト

〔困りごと関連〕

〔支援関連〕

受けた支援/受けたかった支援 どのような効果があるか どのようにして欲しかったか

例）復職すると、勝手に軽作業の部
署に異動させられてしまった。

仕事に対するモチベーションが下
がった。

病院から、「仕事が出来る範囲」を
もっと十分に伝えて欲しかった。
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原因となる症状/要因 仕事において困っていること 自分が行った対応策

受けた支援/受けたかった支援 どのような効果があるか どのようにして欲しかったか

〔困りごと関連〕

〔支援関連〕
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究 分担研究報告書 

 
身体疾患患者の就労継続に与える就労上および治療上の要因に関する 

患者インタビュー実態調査・報告書 

循環器疾患編 

 

研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・不整脈先端治療学                教授        安部 治彦 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

研究要旨 

【背景・目的】 

内部障害を含む身体疾患を有する就労者が治療と就労を両立して継続するために、医療機

関・職場・社会・家族の各々から支援または配慮が必要となる場合が少なくない。循環器疾

患領域では、既に「ペースメーカ、ICD、CRT を受けた患者の社会復帰・就学・就労に関する

ガイドライン(2008 年、2013 年改訂版)」が出されているものの、提唱された支援がどの程度

行き届いているかについての報告は我々が調べた範囲では見出すことができなかった。そこ

で本研究では、循環器疾患を有する就労者での就労継続において「症状や治療による副作

用等から生じる様々な課題」を質的に評価し類型化することとした。 

【方法】 

患者 In-depth Interview調査を実施した。対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年間に産業

医科大学病院を受診した循環器疾患患者の内、循環器疾患の治療のため 2010年 3月以降

に休職及び復職をした経緯のある就労者とした。インフォーマント 1 名に対しインタビュアー1

名とオブザーバー1～2 名によって対面での個別インタビューを行い、復職に直接的・間接的

影響を与える課題を聴取した。インタビュアーは事前に作成したインタビューガイドを参考に

循環器内科医 3名で担当した。インタビュー内容を文字に起こし、研究班員 5名によって KJ

法を参考にした内容分析法を用いて課題の抽出を行った。 

【結果】 

2016 年度報告書で 7 例について報告済みである。今年度新たに 2 例追加して報告する。イ

ンタビューを 9例(不整脈による心臓デバイス植込み治療後 6例、心筋梗塞後 2例、心不全 2

例)実施し、復職に直接的・間接的影響を与える課題に関わる 57 個の要素が抽出された。こ

れら小カテゴリをさらに 10個の大カテゴリに類型化した（1.業務遂行能力の低下、2.心理的影

響、3.本人の背景、4.自助努力、5.職場の背景、6.職場の受け入れ、7.職場の適正配置、8.社

会・家族の背景、9.職場と医療の連携、10.情報獲得）。このうち特に直接的な業務に関わる

事象(欠勤・休憩・異動・通勤形態の変更を要する事象、作業困難・作業不可・退職に至る事

象)は 1．2．であり、1．において、副作用(薬物治療)、身体機能の低下(心不全症状等)、疲労

(長期間の安静療養による体力低下等)、ICD への電磁干渉(電磁波を発する機器のある職
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場等)、ICD による運転制限(営業業務での運転代行の必要性等)、2．において、症状再発へ

の不安(業務中の ICD作動への不安等)、の 5個の小カテゴリがあった。 

【考察・結論】 

不整脈は、発作性の疾患であるため、心臓デバイス、特に埋込み型除細動器植込みによっ

ても、その症状が根本的に改善されるのではなく、次の不整脈発作による失神発作や突然

死予防されることとなる。これらの患者は、外見上の変化もなく、概ね直接的な業務遂行能

力低下はほとんどないが、次の発作への不安や電磁干渉や自動車運転制限等の外見に表

れない不都合を周囲に理解されずに苦心する、といった循環器疾患に特異的な課題を認め

た。更に、「障害者」として社会的支援を受ける立場となり、このギャップから精神的葛藤が生

まれ苦しむ。また、心不全状態に至ると就労能力が著しく低下し職場で細やかな配慮が必要

となる為、医療機関との密な情報交換は欠かせない。事業場での就労配慮を検討する上で

は、高リスク業務(ひとり作業等)においていかにリスクを回避し安全配慮義務履行するかが

最も重要な課題であろう。今後より効果的な両立支援の実現に向け、本人・職場・周囲が十

分な疾患理解を得られる適切な知識伝達ツールの作成が強く望まれる。 

研究協力者 
原田 有理沙   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
岡田 岳大   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
横山 麻衣   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 
河野 律子    （産業医科大学 不整脈先端治療学） 
荻ノ沢 泰司   （産業医科大学 循環器内科、腎臓内科） 

大江 学治    （産業医科大学 循環器内科、腎臓内科） 
林 克英      （産業医科大学 循環器内科、腎臓内科） 
高橋 正雄    （産業医科大学 循環器内科、腎臓内科） 
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A. 研究目的 

内部障害を含む身体疾患を有する就労者

が治療と就労を両立して継続するために、

医療機関・職場・社会・家族の各々から支

援または配慮が必要となる場合が尐なくな

い。 
我々は、循環器疾患・脳血管疾患・がん

の 3 つの身体疾患患者の仕事と両立支援に
関する研究に取り組んでおり、第 1 報では
循環器疾患について報告する。 

 
循環器疾患領域では、日本循環器学会等

から既に「ペースメーカ、ICD、CRT を受
けた患者の社会復帰・就学・就労に関する

ガイドライン(2008年、2013年改訂版)」が
出されているものの、提唱された支援が実

臨床においてどの程度行き届いているかに

ついての報告は我々が調べた範囲では見出

すことができなかった。 
そこで本研究では、循環器疾患を有する

就労者での就労継続において「症状や治療

による副作用等から生じる様々な課題」を

質的に評価し類型化することとした。 
 

B. 研究方法 

 患者 In-depth Interview調査を実施した。 
 
1）対象者の選出 
対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年間

に産業医科大学病院を受診した循環器疾患

患者の内、循環器疾患の治療のため 2010年
3 月以降に休職及び復職をした経緯のある
就労者とした。 

 
2）インタビューの実施 
インタビュアーは事前に作成したインタ

ビューガイド（別添１）を参考に、循環器

内科医 3名で担当した。 

インフォーマント 1 名に対しインタビュ
アー１名とオブザーバー１～２名によって

対面での個別インタビューを行い、復職に

直接的・間接的影響を与える課題を聴取し

た。 
 

3）インタビューデータの分析 
研究班員5名によってKJ法を参考にした
内容分析法を用いて課題の抽出を行った。 
インタビュー内容を文字に起こし、数文

節単位で excelデータに変換、各インタビュ
ーexcelデータにインタビュー番号（v1～9）
をつけた。また、各文章セルに行番号を付

けた（v１-001~v9-288）。 
各文章セルについて、①不要なセルを除

き、②不要な文字を除き、③周辺情報と併

せて文章を再構成し、必要な情報の抽出を

行った。 
抽出された情報（再構成後の文章セル）

について、要素を抽出し、表札を付けた。

抽出した要素を各担当者が持ち寄り、5名の
研究者によって各カテゴリの検討を行い、

グループ毎に表札をつけ（小カテゴリ）、さ

らに類型化した（大カテゴリ）。 
 
C. 研究結果  
インタビューを 9 例（不整脈による心臓

デバイス植込み治療後 5 例、心筋梗塞後 2
例、慢性心不全による薬物治療例 2 例）実
施した（表 1）。 
対象者背景について、以下のような特徴

があった。 
・同居する家族がいる事例が多い。（9 例中
8例） 
・主たる生計者である事例が多い。（9 例中
8例） 
・経済的ゆとりがある事例が多い。（9 例中
8例） 
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・仕事充実度が復職後、休職する前に比し

て維持あるいは上昇している事例が多い。

（9例中 8例） 
・休職以前と復職後で仕事の変化がない事

例が多い。（79中 8例） 
復職に直接的・間接的影響を与える課題

に関わる 242個の要素が抽出され、57個の
小カテゴリに類型化された（表 2）。 
これら小カテゴリをさらに以下の10個の

大カテゴリに類型化した。 
 

１． 業務遂行能力の低下 
２． 心理的影響 
３． 本人背景 
４． 自助努力 
５． 職場背景 
６． 職場の受け入れ 
７． 職場の適正配置 
８． 社会・家族背景 
９． 職場と医療の連携 
１０．情報獲得 

 
 
1.業務遂行能力

の低下 
1.基礎体力 

6.職場の受け

入れ 
37.職場からの配慮 

  2.日常生活   38.上司からの配慮 

  3.impairmentの程度   39.職場からの声かけ 

  4.容姿の変化   40.職場の理解 

  5.副作用   41.上司の理解 

  6.疲労（体力低下）   
42.職場からの過剰な気

遣い 

  7.身体機能の低下   
43.職場の業務遂行能力

に対する過大評価 

  8.高次脳機能の低下   44.職場での差別 

  9.ICDへの電磁干渉 
7.職場の適正

配置 
45.合理的配慮の受入 

  10.ICDによる運転制限   46.業務転換による恩恵 

  
11.職業リハビリテーショ

ン 
  47.業務転換による困難 

  
12.医療リハビリテーショ

ン 

8.社会・家族

背景 
48.地域愛 

2.心理的影響 13.疾患の受容   49.世間の疾患イメージ 

  
14.業務に対する自信の

回復 
  50.家族からの支援 

  
15.「障害者」であること

の受容 
  51.家族の理解 

  
16.症状再発・治療への

不安・心配・恐怖 
  52.家族の過保護 

  17.失職への恐怖 9.職場と医療 53.入院による休職 
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の連携 

3.本人背景 18.資格・専門性   
54.産業保健スタッフから

の支援 

  19.職場への過去の貢献   
55.職場での医療情報管

理 

  20.職位・責任   56.通院・治療時間の確保 

  21.雇用条件・定年制度   57.職場と病院との連携 

  22.経済事情   58.主治医からの支援 

  23.職場からの復職期待 10.情報獲得 59.積極的な情報収集 

  24.家庭環境からの要求   60.医療保険 

4.自助努力 25.自主トレーニング   61.収入 

  26.自己体調管理   
62.福利厚生にかかるサ

ポート 

  27.自己アピール   63.職場からの情報 

  
28.自分から職場への説

明 
  64.会社制度の活用 

  29.合理的配慮の申出   65.年次休暇の不足 

  30.自己努力   66.病院からの情報 

5.職場背景 31.職場の疾患経験   
67.ピア・サポーターから

の情報 

  32.職場風土   68.医療費 

  33.職場規模 
  

  34.職場マンパワー 
表 2． 復職時点の困難のカテゴリ分

類 
  35.職場シチュエーション 

  
  36.職場設備・環境 

  
直接的な業務に関わる事象について 
本調査では、直接的な業務に関わる事象

について、欠勤・休憩・異動・通勤形態の

変更を要する事象、作業困難・作業不可・

退職に至る事象と定義した。 
直接的な業務に関わる事象は、特に 1．業

務思考能力の低下、2．心理的影響で多かっ
た。（表 3-12） 

1．において、小カテゴリの内訳としては、 
1-1．基礎体力：入院加療・療養による体力
低下 
1-5. 副作用 

1-6．疲労：入院加療・療養による体力低下 
1-7．身体機能の低下：心臓デバイス挿入後
の上肢挙上・持ち上げ動作の制限、心不全

症状 
1-9．ICDへの電磁干渉：電磁波を発する機
器のある職場 
1-10．ICDによる運転制限：業務での運転、
自動車通勤 
があった。 

2．において、小カテゴリの内訳としては、 
2-16．症状再発への不安：業務中の ICD作
動・再発への不安、気分の落ち込み 
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があった。 
 
以下、10 個の大カテゴリ毎に結果を報告

する。 
 
１． 業務遂行能力の低下 
 業務遂行能力の低下にまつわる復職時の

困難について、インタビュー9件中 9件（事
例 1・2・3・4・5・6・7・8・9）から、計
36要素が挙がった。（表 3） 
小カテゴリでの内訳は、 

1-1．基礎体力 1要素、 
1-3．impairmentの程度 9要素、 
1-4．容姿の変化 1要素、 
1-5 副作用 1要素 
1-6．疲労（体力低下） 2要素、 
1-7．身体機能の低下 6要素、 
1-9．ICDへの電磁干渉 6要素、 
1-10．ICDによる運転制限 9要素、 
1-12．医療リハビリテーション 1要素  
であった。 
本調査の調査では、1-2．日常生活、高次

脳機能の低下、1-11．職業リハビリテーシ
ョン の要素は認めなかった。 

 
 最多で挙がった 1-10．ICDによる運転制
限については、インタビュー9件中 5件で要
素が聴取された。 
「車に乗るときはものすごく怖いですね。

体調の悪いとき、ここら辺(胸の辺り)がなん
か重たいなとかいうときは(車に)乗らない
ようにしています。仕事も(自動車はやめて)
バスで行っています。」 
（事例 2） 
「クラブの顧問をしているが、土日の試合

や夜の練習への(同行業務)については、配慮
は全然なかったです。(自動車運転制限のた
め、復帰後)半年間は車に乗れなかったので、

その期間、遠征(試合への同行)はしていない
です。」 
（事例 4）              他 
 
 次に多かった 1-9．ICDへの電磁干渉につ
いては、インタビュー9件中 4件で要素が聴
取された。 
「(ICDに影響する)電磁波のために、あまり
触ったらいけないもの、近づいたらいけな

いときは、(理解のある上司)がいらっしゃる
ときは、職員に『A さんは使えんけん、あ
んた行っといで』とか言ってくれるので、

ものすごく助かりました。」 
（事例 2） 
「私は学校の教員しているのですが、(校舎
の上を)高圧電線が通っていて、高圧電線の
下側に(ある教室へ授業をしに)行くときは、
ちょっと胸が重たく気分が悪くなる感じが

ありました。」 
（事例 4）              他 
 
 この 2 つに加え、その他に循環器疾患に
特異的なものとして、以下の 6 つが挙がっ
た。 
 

1-3．impairment の程度について、心筋
梗塞後の重症度の程度に関わる要素が聴取

された。 
「私は(心筋梗塞の重症度が)軽かったから、
そんなに心配するようなことはなかったで

すね。元の仕事はできる自信はありました。」 
（事例 5）              他 
 

1-4．容姿の変化について、心臓デバイス
挿入後の胸元の傷跡に関わる要素が聴取さ

れた。 
「(職場に)戻った最初に(同僚から)『傷口見
せて、触らせて』と言われ、自分でも(傷口
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を)見ないようにするのが精一杯の状態のと
きで、ものすごく嫌だった。更衣室での着

替えで、(周囲の人に傷を)見られるのも嫌で、
暗くなっていた。(職場で)着替えるのが嫌で、
(家から)制服で(仕事に)行っていました。」 
（事例 2）              他 
 
1-5. 副作用について、心不全治療の利尿薬
による頻回な尿意についての要素が聴取さ

れた。 
「やっぱ利尿剤を飲みようけ。もう 10分か
15 分ぐらいで小便を行きたくなる。最近は
そういう症状が出ることがありますね。薬

のせいだと思う。仕事中にそこまでおしっ

こ行きたくなると、かなり大変ですね。」 
(事例 9) 
 

1-7．身体機能の低下について、心臓デバ
イス挿入後の左上肢の挙上及び持ち上げ動

作の制限に関わる要素や、心不全症状に関

わる要素が聴取された。 
「介護の仕事で、お年寄りを抱えたり、お

風呂に入れたり、おむつを替えたりとかい

う際に、左腕に力が入らないので、腰を痛

めた。左手を使うと鎖骨がなくなるぐらい

まで肩が腫れるので、夜勤をしたあとや使

いすぎたあとは、冷やしたりして(対処して
いた)。」 
（事例 2） 
「定時(勤務の就労制限をしていた)けど、心
不全症状で息切れが出てきて、調子が悪く

なった。」 
（事例 7）              他 
 

1-12. 医療リハビリテーションについて、
心筋梗塞後の心機能低下に対するリハビリ

テーションに関わる要素が聴取された。 
「退院前、私は 100％元に戻ったと勘違い

をしていたんですけど、リハビリに行って

(体力を)調整しよったら、『元の 81％ぐらい
しか戻ってないですよ』と言われた。私は

もう完全に(心筋梗塞になる前の体力に)戻
るような気持ちでリハビリしていたんです

けど、まったく戻んないんです。お医者さ

んの言うことは正しいです。」 
（事例 5）              他 
 
２． 心理的影響 
 心理的要因にまつわる復職時の困難につ

いて、インタビュー9件中 8件（事例 1・２・
３・４・５・７・8・9）から、計 33要素が
挙がった。（表 4） 
小カテゴリでの内訳は、 

2-13．疾患の受容 11要素、 
2-14．業務に対する自信の回復 8要素、 
2-15．「障害者」であることの受容 4要素、 
2-16．症状再発・治療への不安・心配・恐
怖 14要素、 
2-17．失職への恐怖 1要素  
であった。 

 
最多で挙がった 2-16．症状再発・治療へ

の不安・心配・恐怖については、インタビ

ュー9件中 6件で要素が聴取された。 
「仕事へのモチベーションは、自分なりに

は前と変わらないんですけど、やっぱりい

つまた(体調が)悪くなるか不安はある。日頃
の生活に気をつけて無理したらいけないな

と気をつけながら(仕事)している。だけど、
自分を守って相手に迷惑かけたらいけない

っていうのがあるから、仕事自体はもう普

通にしているんですよね。」 
（事例 1） 
「電磁波に関しては、やっぱり不安です。

どれぐらいの影響があるのかな。」 
（事例 1） 
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「海外研修は若い頃には行っていました。

主治医には、『(海外でも治療)できるし、(行
って)いいんだよ』と言われるけども、『もし
飛行機の中で(発作が)起きたらどうするん
だろうか？』(という不安)もある。もちろん
(職場)側も、(海外研修)に行けとは言わない。
もし(海外研修に参加しろと職場に)言われ
ても…長時間の飛行機に乗る(のは気が)進
まない。」 
（事例 3） 
「復帰に当たって困った症状は、不安です

ね。(埋め込み型除細動器の)機械を入れて
(治療しているが)、仕事中にまた発作が起こ
るのではないか、と心配でした。」 
（事例 4） 
「(営業の)仕事をするとき、やっぱり遠距離
での運転途中でまた心筋梗塞起こした場合

が心配(です)。宿泊先で(心筋梗塞に)なった
ときはどうなるのか、すごく心配ですね。(だ
から)泊まりにはなるべく行かないようにし
ている。」 
（事例 5）              他 
  
次に多かった 2-14．業務に対する自信の

回復については、インタビュー9件中 5件で
要素が聴取された。 
「実際働いてみて、今でも(周囲の人と)同等
の力では働けない、働いてないって自分で

思っている。その介護業務でできていない

分を、残業して、みんなができないことを

フォローしたりしています。よく『まだ残

っとる。どんだけ(仕事)好きなん？』って言
われるけど、別に好きなわけじゃないけど、

これだけしとけば肉体労働ができない分を

ちょっとは補えているかなって(思える)。自
己満足ですよね。」 
（事例 2） 
「(自分に就業制限がかかっているので)他

の人に(仕事の)負担がいっている。それに関
して(同僚から)何か言われたことはないけ
ど、自分が気にして産業医に言ったことは

あります。今は、基本的には(周りに)認めて
もらって、定時退社だけど普通に働けてい

る。」 
（事例 7）              他 
 
循環器疾患に特異的なものとしては、

2-15．「障害者」であることの受容において、
心臓機能障害（ペースメーカ等植え込み者）

への身体障碍者手帳の受給に関わる要素が

聴取された。 
「1人のお客様に『障害者やろう』って言わ
れたときには、一瞬ドキッとした。やっぱ

りそういう目で見る方もいるって思う。障

害者手帳を持っているだけで、仕事は普通

の人と一緒のようにしているんだけど。か

えって健康な人になったっていう気持ちが

あるので、何でこれが障害なのかなって思

うときはあります。自分自身は障害という

気持ちは全くない。」 
（事例 1） 
「研修に行くときに、(事務方から)『障害者
手帳で、障害者割引で、交通費請求してね』

と言われます。」 
（事例 2）              他 
 
３． 本人背景 
 本人の背景にまつわる復職時の困難につ

いて、インタビュー9件中 6件（事例 1・2・
4・5・6・8）から、計 27要素が挙がった。
（表 5） 
小カテゴリでの内訳は、 

3-18．資格・専門性 4要素、 
3-19．職場への過去の貢献 3要素、 
3-20．職位・責任 6要素、 
3-21．雇用条件・定年制度 2要素、 
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3-23．職場からの復職期待 9要素、 
3-24．家庭環境からの要求 3要素  
であった。 
本調査の調査では、3-22．経済事情 の

要素は認めなかった。 
  
最多で挙がった 3-9．職場からの復職期待

については、インタビュー9件中 5件で要素
が聴取された。 
「社長や(職場の)皆さんの理解があったん
です。それで、(CRT-D を体に)入れたから
といって仕事に差しつかえないなら、『(職場
に)ずっといてください』と言われる、よい
環境だった。もう『1日でも早く戻ってきて』
っていう感じで、『病気したから辞めてくれ』

っていうことは一切なかったです。」 
（事例 1） 
「(教務主任から進路指導主事への昇進)に
(埋め込み型除細動器)を植え込んだことは
ぜんぜん影響していないです。(上司に)『お
まえが辞めたら学校(職場)が困る』と言われ、
(説得されて)了承した。」 
（事例 4）              他 
 
 次に多かった 3-20．職位・責任について
は、インタビュー9件中 3件で要素が聴取さ
れた。 
「僕は教務主任(という)立場で、ある程度
(業務内容を)コントロールできる立場には
いた。」（事例 4） 
「宿泊(研修を行う業務)で支障があったこ
とはないです。自分が(講義を)担当するとき
は、討議をいつまでやらせるとかの進め方

や時間も自由にできるわけです。『今日はち

ょっと疲れたから(講義を)早くやめようか
な』と(思ったら早め)に終えて、『あとは報
告書を書いてくれ』というよう(な研修の進
め方に)自由にできた(ので)支障は、ほとん

どなかったです。」 
（事例 6）              他 
 
 その他にも 3-18．資格・専門性について
もインタビュー9 件中 3 件で要素が聴取さ
れた。 
「私の仕事内容はちょっと特殊で、ほかの

人にあまりできないんです。例えば私が今

の仕事(営業内容)をやめたら、たぶん、関係
する仕事は激減すると思います。営業では

しゃべって相手と契約結んでくるのが大切

なんですけど、こういう特殊な仕事は、私

にしかできない仕事と会社は評価している

んです。」 
（事例 5）              他 
 
４． 自助努力 
 自助努力にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー9件中 8件（事例 1・2・3・
4・5・6・8・9）から、計 31要素が挙がっ
た。（表 6） 
小カテゴリでの内訳は、 

4-25．自主トレーニング 3要素、 
4-26．自己体調管理 9要素、 
4-27．自己アピール 2要素、 
4-28．自分から職場への説明 4要素、 
4-29．合理的配慮の申し出 5要素、 
4-30．自己努力 8要素 
であった。 
  
 最多で挙がった 4-29．合理的配慮の申し
出については、インタビュー9件中 3件で要
素が聴取された。 
「(復職に際し)上司の理解が必要になると
思います。だから、(本調査)の職場復帰をす
る前に、学校(職場)に夫婦で出向いて校長先
生に『こう(いう配慮を)お願いできないか』
と要望を出し、どういう形で復帰を(するか)
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お話しさせてもらいました。『こういう病気

なので、ここまでしかできません。(ICD挿
入の為)半年間は車も乗れないので、配慮し
てください』(等の)要望は、当然(職場に)言
わないといけないですよ。(要望を申し出る
には本人の)性格もあるけど、職場環境も(要
望を)言える環境にあったんです。」 
（事例 4） 
「勤務時間についても(自分の)自由(がきく
ように)要望し、会社側に許可してもらって
いる。」 
（事例 6）              他 
 
合理的配慮の申し出に至らないまでも、

4-28．自分から職場への説明についての要
素も聴取された。 
「どういった手術か、『(埋め込み型除細動
器)が入っているから心配ない』とか、(自分
で)説明したら、(職場の)皆さんが心配を取
り除いてくれた。」 
（事例 1）              他 
 
積極的な取り組みとして、4-25．自主ト

レーニングについての要素が聴取された。 
「心臓(を鍛える)は、歩いたほうがいい」と
一般的に言うので、(体力づくりと考えて通
勤は)歩く(ことにした。)」 
（事例 3） 
「重い物を持つときに負荷がかかるので、

最初の頃はなるべく(症状のない)右手で持
っていたけども、(左右の筋力の)バランスが
崩れるから、鉄アレーで(筋トレをして、肩
こり症状のある左)側の筋力をつけて、(左右
の筋力のバランスを)保つようにしました。」 
（事例 4）              他 
 
日常生活の取り組みとして、4-26．自己

体調管理についての要素が聴取された。 

「(栄養管理や食事制限は)自分で管理しな
きゃいけないですね。例えば、外食するに

しても『これは食べたらいけん』とか、1日
に食べる量の半分ぐらいに押さえたり(工夫
し)ている。」 
（事例 5） 
「基本的に、病気を考えた場合に、無理は

できないなという頭はあります。警備会社

ですから、そのあたりは、やっぱりぴしゃ

っと睡眠を取って仕事に備えるっちゅうの

は、以前よりもですね、体の、食事とかも

含めてですね、それは特に注意（している）。

仕事する以上は、そのあたりは、責任も持

たなければいかんという、頭、あります。」 
(事例 8) 
 
その他あらゆる方面での取り組みとして、

4-30．自己努力についての要素が聴取され
た。 
「運動もちゃんと言われたように毎日 1 万
歩目指して歩いています。車もなるべく乗

らないようにし、(お店の入口より)遠くに停
車して、極力歩くようにしています。本当

のあらゆる面で変わりましたね。」 
（事例 5）              他 
５． 職場背景 
 職場背景にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー9件中 8件（事例 2・3・4・
5・6・7・8・9）から、計 12要素が挙がっ
た。（表 7） 
小カテゴリでの内訳は、 

5-31．職場の疾患経験 3要素、 
5-32．職場風土 7要素、 
5-34．職場マンパワー 3要素、 
5-35．職場シチュエーション 4要素、 
5-36．職場設備・環境 6要素  
であった。 
本調査の調査では、5-33．職場規模 の
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要素は認めなかった。 
 
最多で挙がった 5-32.職場風土について

は、インタビュー9件中 3件で要素が聴取さ
れた。 
「（会社の）規模は従業員 1,800人ぐらい

で、歴史も古い（会社）ですが、案外とア

ットホーム的な面もあり、案外融通はきき

やすい（です）。」 
(事例 4) 
「今は会社が「遅いぞ」とか「早くやれ」

ちゅうより、安全を第一に考えて、「ライン

を止めていいですよ」、「けがをしないでく

れ」ちゅうような方針で。休憩するのも普

段よりは長く取ったりとか。それはやりや

すくなって。」(事例 9) 
 
また、5-35．職場シチュエーションにつ

いては、インタビュー9件中 3件で要素が聴
取された。 
「会社自体として復帰後の支援っていうも

のは、ほとんどないですね。(自分から配慮
の申請を)言えば、逆に給料を減額されるん
じゃないかというような(雰囲気ですね)。」 
（事例 5） 
「コンピューターの仕事で、(休職)前だと勤
務時間が 8時から 23時ぐらい結構長かった
ですね。客先のシステム開発維持管理(の仕
事なので)、夜の(システムトラブル)対応と
かで電話がかかってきて、(深夜でも)自宅で
パソコン対応する。土日祝含めて、夜中も

仕事しているみたいな感じだった。なので、

睡眠が全然とれてなかった。夕食は 24時以
降ですね。」 
（事例 7）              他 

 
その他にも 5-31．職場の疾患経験につい

ての要素が聴取された。 

「(同じ業務についていた)２人の教務主任
が(同時期に)倒れ、１人は死んだんです。僕
が 2 人目に倒れた。それだけ激務だった。
そ(のような経緯)もあって、第２・第３のこ
ういう人は作っちゃいけないから、(復職に
関しての職場で必要な配慮)を要望した。現
場または上の立場の人としては、こういう

配慮も必要だ、言わないと分からない。次

の年の配置換えで、(その業務に就く職員
が)3 人から 5 人に(増員)なった。(自分達が
倒れた)ことをきっかけに、いい方向に改善
がされて、学校(職場)にとってもよかった。」 
（事例 4）              他 
 
 

 
６． 職場の受け入れ 
 職場の受け入れにまつわる復職時の困難

について、インタビュー9件中 9件（事例 1・
2・3・4・5・6・7・8・9）から、計 45 要
素が挙がった。（表 8） 
小カテゴリでの内訳は、 

6-37．職場からの配慮 14要素、 
6-38．上司からの配慮 7要素、 
6-39．職場からの声かけ 9要素、 
6-40．職場の理解 7要素、 
6-41．上司の理解 要素、 
6-42．職場からの過剰な気遣い 3要素、 
6-43．職場の業務遂行能力に対する過大評
価 1要素、 
6-44．職場での差別 3要素  
であった。 
 
最多で挙がった 6-37．職場からの配慮に
ついては、インタビュー9件中 7件で要素が
聴取された。 
「一緒に働いている同僚がすごい理解のあ

る方で、半年に 1 回のペースメーカ外来や

－191－



かかりつけ病院への定期受診が、仕事(販売
業)のセール期間等の忙しいときに被った時
でも、私の分まで(同僚)1 人で(販売の)対応
してくれた。だから、(その好意に)甘えてい
た。」 
（事例 1） 
「担任は(して)なくて教務主任をしていた。
対外的な(業務が)多かったので、治療後から
部下に教務サブがついて、サブが車を運転

し一緒に出張に行って、必ず２人で行動し

ていた。校長先生が、『出張は全部(自分と)
一緒に行け」とサブ(をつけてくれた)ので、
非常に助かりました。」 
（事例 4） 
「同僚は気使いしてくれますね。私が(遠方)
に営業に行くとき身が空いていたら、同僚

が『運転しますよ、私連れて行きますよ』

と(申し出てくれて)、何回かその同僚の助け
てもらっています。」 
（事例 5）              他 
 
次に多かった 6-39．職場からの声かけに

ついては、インタビュー9件中 7件で要素が
聴取された。 
「(販売業の)セールの期間中はやっぱり忙
しいから、『忙しいときできついんじゃない

の？』とか(同僚が)心遣いをしてくれるので
助かっています。」 
（事例 1） 
「(心臓デバイス挿入時の傷跡について、理
解のある上司に)『病気を治すために入れて
いるんだから、全然恥ずかしがることも何

もない。薬飲みよるのと一緒やろ』って言

われて、『ああ、そうか』って(思った)。『(他
人が傷を)見たかったら見せなさい。そのお
かげで生きとんやけ』って言われ(励まされ)
ましたね。」 
（事例 2） 

「周りの者が『もういいよ』とか『あとは

こっちでやらせるから先にあがってくださ

いよ』と、そういう配慮をしてもらってい

るから大丈夫ですね。」 
（事例 6）              他 
 
 職場からの配慮の要素が多かった一方で、

6-42．職場からの過剰な気遣いについても
要素が聴取された。 
「自分では普通に働いているつもりだが、

(同僚に)変に気を使われた。変な知識で『も
うしなくていい』とできることもさせても

らえない。」 
（事例 2）              他 
 
 加えて、6-43．職場の業務遂行能力に対
する過大評価についても要素が聴取された。 
「入院プラス自宅療養は１か月でしたけど、

それでも体がなまっていて、2割分くらい減
らしてもらった仕事をやるのも、かなりき

つかったですね。」 
（事例 3）              他 
 
 また、職場からの声かけの要素が多かっ

た一方で、6-44．職場での差別についても
要素が抽出された。 
「(同僚に)笑いながらなので本心ではない
んでしょうけど『こういう仕事に向いてな

い。仕事をせんでも年金で食べていける。

お荷物になって帰ってきたね。ロボット。

電池で生きているから、電池が止まるまで

は絶対に死なない』って言われ、最初の頃

はものすごく暗かった。」 
（事例 2） 
「２回目の(入院では)、事務長や管理職に
『入院はもうこれぐらいにしてくれ』と、

はっきり言われた。心無い発言をした上司

は、(元々)仲良かった(人だった)。『あんたが
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急に休むから大変だ』って(言われ、)後任を
探そうとされた。今にしてみれば、(職場の)
まわり(の人)は『ああ、もう、この人は終わ
ったんだな』という感じはあったと思いま

すね。」 
（事例 3）              他 
 
７． 職場の適正配置 
 職場の適正配置にまつわる復職時の困難

について、インタビュー9件中 5件（事例 3・
5・6・7・9）から、計 7 要素が挙がった。
（表 9） 
小カテゴリでの内訳は、 

7-45．合理的配慮の受入 2要素、 
7-46．業務転換による恩恵 5要素  
であった。 
本調査の調査では、7-47．業務転換によ

る困難 の要素は認めなかった。 
 
最多で挙がった 7-46．業務転換による恩

恵については、インタビュー9件中 4件で要
素が聴取された。 
「(仕事は)学校で主担任していたのが、副担
任に(異動に)なって、(業務量を)軽減しても
らった。」 
（事例３） 
「(休職)前は客先の会社に入っての仕事を
していたが、客先の会議とかで(勤務時間が)
長くなってしまうので、今は客先常駐業務

もＮＧになって、自分の会社で仕事すると

いうふうに(異動してもらっていた)。自身の
負担としては当然軽くなった。」 
（事例 7）              他 

 
８． 社会・家族背景 
 社会・家族背景にまつわる復職時の困難

について、インタビュー9件中 3件（事例 1・
5・8）から、計 4要素が挙がった。（表 10） 

小カテゴリでの内訳は、 
8-49．世間の疾患イメージ 1要素、 
8-50．家族からの支援 3要素  
であった。 
本調査の調査では、8-48．地域愛、8-51．
家族の理解、8-52．家族の過保護 の要素

は認めなかった。 
 
最多で挙がった 8-50．家族からの支援に

ついては、インタビュー9件中 3件で要素が
聴取された。 
「不安を解消するために、家族にいろいろ

話したりした。そういった周りのサポート

で、(不安が)和らぐような感じだった。」 
（事例 1） 
「家庭(からの支援)に関しては、最初はすご
かったですね。(自分には心筋梗塞の)合併症
がいっぱいあるので、栄養管理とか食事制

限を気使ってくれていた。私の生活が不規

則で、朝早く行ったり、(出張先)に泊まって
きたり、夜遅く帰って来たり、で、外食を(よ
く)食べる。(だから)、家族が気遣って健康
管理をしてくれたりするのは、仕事を再開

する上で心強いですね。」 
（事例 5）              他 
 
９． 職場と医療の連携 
 職場と医療の連携にまつわる復職時の困

難について、インタビュー9件中 7件（事例
1・3・4・5・6・7）から、計 21 要素が挙
がった。（表 11） 
小カテゴリでの内訳は、 

9-53．入院による休職 3要素、 
9-54．産業保健スタッフからの支援 1要素、 
9-56．通院・治療時間の確保 3要素、 
9-57．職場と病院の連携 1要素、 
9-58．主治医からの支援 10要素  
であった。 
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本調査の調査では、9-55．職場での医療
情報の管理 の要素は認めなかった。 

 
最多で挙がった 9-58．主治医からの支援

については、インタビュー9件中 6件で要素
が聴取された。 
「 (仕事の忙しい時期)の外来や定期受診は
ちょっと困ったなっていう感じはあった。

(主治医の)先生方に相談して日にちを尐し
ずらしてもらったりして、病院に行くよう

にはできたから良かった。」 
（事例 1） 
「(主治医の)先生が、職場の上司に直接コン
タクトを取ってくれて、管理職に『あまり

職場で配慮しすぎると、うつになることが

よくあるので、もう普通にしてください。

気にしなくていいですよ』みたいなことを

言ってくれたので、(職場の人は)かなり普通
に(接)してくれた。」 
（事例 3） 
「(職場復帰の)最初(の頃)は筋力もないし、
(除細動器挿入の影響で肩こりの症状が出や
すかった)。(主治医の)先生に、『もう尐し筋
力上げたほうがいいよ』と(アドバイスをも
らい)、軽い筋トレをし出した。そこから運
動に真面目に取り組むようになって、(体力
に関する)不安はある程度解消しました。」 
（事例 4） 
「ICDを植え込み、退院(するとき主治医か
ら)『こちら側に思いっきり手を上げちゃ駄
目です』とかしてはいけないことを言われ

ていたから、(注意された動作は)自分でセー
ブして(いた)。」 
（事例 6）              他 

 
１０． 情報獲得 
 情報獲得にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー9件中 5件（事例 1・3・4・

6・7）から、計 10要素が挙がった。（表 12） 
小カテゴリでの内訳は、 

10-59．積極的な情報収集 1要素、 
10-60．医療保険 1要素、 
10-61．収入 1要素、 
10-64．会社制度の活用 1要素、 
10-65．年次休暇の不足 1要素、 
10-66．病院からの情報 1要素、 
10-67．ピア・サポーターからの情報 2 要
素、 
10-68．医療費 1要素  
であった。 
本調査の調査では、10-62．福利厚生に係

るサポート。10-63．職場からの情報 の要

素は認めなかった。 
 
一般的な情報の獲得として、以下の 3 つ

が挙がった。 
 
10-64．会社制度の活用について、事務手
続き上のトラブルに関わる要素が聴取され

た。 
「困ったのは病休の事務的な(手続き)で、
『書類を出したら(過去に)さかのぼって病
休取れるよ』と言われたが、事務方が『(書
類を)出した日付じゃないとだめだ』という
ので、(主治医は)『日付を(書き)直しますよ』
(と対応してくれた。)そうしたら『いや、そ
れは改ざんじゃ』(と書類をめぐるトラブル)
があった。(事務手続きが)一部しゃくし定規
なとこがあって、病人が困るのになあ、と

困ったことがあった。」 
（事例 3）              他 
  
 10-65．年次休暇の不足について、入院加
療に関わる要素が聴取された。 
「今年は入院が多かったので、年休と積み

立て休暇を全部使い果たし、どうしようか
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なと思っている。」 
（事例 7）              他 

 
10-66．病院からの情報について、主治医

からの情報に関わる要素が聴取された。 
「(病気やペースメーカのことで)分からな
いことがあるときは、先生にすぐ聞きます。」 
（事例 1）              他 
 
循環器疾患に特異的なものとして、以下

の 4つが挙がった。 
 

 10-59．積極的な情報収集について、心臓
植込みデバイスのガイドラインに関する要

素が聴取された。 
「当社の溶接をする工場で、(自分で調べた)
ガイドラインに(電磁干渉のため立ち入って
はならないと)書いてような(設備のある敷
地)には、(自分)から(会社に)言って、立ち入
らないという了解はもらっておりました。」 
（事例 6）              他 
 
 10-60．医療保険について、循環器疾患の
既往症に関する要素が聴取された。 
「(海外研修への参加)に関しては、医療費の
問題(もあって)、(海外)で何か(医療)処置を
してもらったら、莫大な医療費が考えられ

る。既往症があるものは、基本的に海外旅

行保険になかなか入れない。」 
（事例 3）              他 
 

10-67．ピア・サポーターからの情報につ
いて、心臓デバイス挿入後に関わる要素が

聴取された。 
「同じ体験を持った人たちと話をするとい

うのは、(医師から聞くのとは)またちょっと
違う効果がある。やっぱり実際ペースメー

カ入れているから、『どういったふうにして

いる？』とかですね。」 
（事例 1）              他 
 

10-68．医療費について、障害者手帳取得
に関わる要素が聴取された。 
「私、今、元気になったのに、医療費は無

料になった。最初のときはまだ医療費がか

かっていたから、１か月１万ぐらいかかっ

たりして、これは大変なことだなって思っ

た。（障碍者）手帳が１級ですので、今は（障

碍者手帳取得の）手続きして、もうすべて

の医療費がかからないです。」 
（事例 1）              他 

 
D. 考察 

 以下、10 個の大カテゴリ毎に結果を報告
する。 

 

１． 業務遂行能力の低下 
 本調査では心臓デバイス挿入例が 7 例中
6 例であったので、ICD による運転制限

（1-10．）と ICDへの電磁干渉（1-9．）が多
く聴取された。不整脈は、発作性の疾患で

あるため、心臓デバイス、特に埋込み型除

細動器植込みによっても、その症状が根本

的に改善されるのではなく、次の不整脈発

作による失神発作や突然死予防されること

となる。これらの患者は、外見上の変化も

なく、概ね直接的な業務遂行能力低下はほ

とんどないが、次の発作への不安や電磁干

渉や自動車運転制限等の外見に表れない不

都合を周囲に理解されずに苦心する、とい

った循環器疾患に特異的な課題を認めた。

本調査では直接運転業に携わる事例はなく、

通勤形態の変更を余儀なくされた事例ある

いは本人の心配による自主的な通勤形態を

変更した事例が多かった。心臓デバイス挿

入後の不整脈患者では、職場復帰に際し、

－195－



職場で運転制限と電磁干渉に係る事項を必

ず確認し、配慮する必要がある。個人と企

業の安全に関わる意識レベルには幅があり、

それゆえケース毎に復職時に生じる困難の

程度に差が出ることが推察される。不整脈

患者の復職の際し、企業としては、運転業

務や高リスク業務（ひとり作業等）におい

ていかにリスクを回避し、安全配慮義務履

行するかが最も重要な課題であろう。また、

これら外見に表れない不都合を周囲に理解

されずに患者本人が苦心するケースも多く、

患者（就労者）と企業が協同して復職の形

態を検討する姿勢も重要だ。 
不整脈患者では、心臓デバイス挿入に伴

って胸元に傷跡が残る容姿の変化（1-4．）
があり、羞恥心や心理的負荷につながり、

就労継続する上で困難を呈する。制服があ

る業種では、個別での更衣室を用意する等

の対応が望ましいケースもある。しかし、

普段は他人に見られにくい胸元の傷跡を気

にしていない事例も多く、容姿の変化によ

る心理的負担の程度は、個人の疾患の受容

（1-13．）や「障害者」であることの受容
（1-15．）の程度や経過にも強く修飾される
可能性が示唆された。 
 心臓デバイス挿入後の不整脈患者に特異

的な身体機能の低下（1-7．）としては、左
上肢の挙上及び持ち上げ動作の制限に関わ

る要素が認められた。心臓デバイス挿入は

内臓損傷を伴わない比較的侵襲度の低い処

置ではある。しかし、外科的加療を受ける

場合はその物理的な侵襲によって、その程

度に関わらず、身体機能に変化が生じてい

る可能性があることは見落としてはならな

い。身体機能を鑑み業務遂行能力を適切に

判断する上で、加療前後の身体状態の比較

に関する情報が必須であり、また創を含む

術後の治癒状況の経時的な変化についても

確認しなければならない。 
心不全を抱えた就労者においては、薬物

療法による副作用(1-5)に注意する必要があ
る。頻回の尿意は、特にトイレへのアクセ

スが比較的容易でない職場(クリーンルーム
や食品製造など)では、大きな困難となりう
る。また、暑熱職場における熱中症対策に

ついても、除水と水分補給のバランスは残

存心機能の考慮も必要となり、主治医との

連携が重要となるだろう。これら副作用に

関する困難は、本人が言い出しにくい場合

もあり、潜在化しやすいことが懸念される。

プライバシーに配慮した上で、困難の有無

を確認する働きかけをすることで、安心し

て就労を継続できる可能性がある。 
 循環器疾患患者の就労継続においては

impairment の程度（1-3．）、つまり心不全
の程度が長期間に渡って鍵となる。心不全

状態に至ると就労能力が著しく低下し職場

で細やかな配慮が必要となる。しかし、ど

の程度の身体的負荷まで耐えうるのかとい

う心不全の程度は、患者の主観では正確に

わかりづらく、主治医の医学的な判断を仰

ぐ他ない。心不全患者に適切な配慮を実施

する上で、医療機関との密な情報交換は欠

かせないだろう。加えて、心機能は医療リ

ハビリテーション（1-12．）で回復の見込み
があることから、心不全患者では、医療機

関が直接業務遂行能力の向上に関わる余地

がある。心不全を呈する循環器疾患患者に

対する両立支援としては、まず医療機関に

て心機能リハビリテーションによって積極

的に介入し、心機能を可能な限り回復させ

た上で、医療機関から職場へ情報提供を行

い、職場で残存した心不全の程度に応じた

配慮を行うという手順が望ましいだろう。 
 
２． 心理的影響 

－196－



 循環器疾患患者では、疾患の特性上、

意識下で生命の危険を感じた既往がある。

そのため、彼らの抱えている症状再発・治

療への不安・心配・恐怖（2-16．）は、他疾
患患者に比しても並々ならぬものがあり、

当然仕事への姿勢や取り組み方にも影響し、

さらには人生観が変化する者もいる。 
加えて、心臓機能障害に対して身体障碍

者手帳を受け、「障害者」であることを受容

（2-15．）しなければならない事実も、循環
器疾患患者の不安に拍車をかける。不整脈

患者では心臓デバイス挿入により症状が改

善し、直接的業務遂行能力低下がほとんど

ないない一方で、「障害者」として社会的支

援を受ける立場となるため、このギャップ

から精神的葛藤が生まれ苦しむのだ。 
このような不安から生まれる要望を、ど

こまで受け止め、どこまで配慮あるいは支

援すべきかについては、職場のみならず主

治医をはじめとした医療従事者や家族にと

ってさえ難解な課題であろう。尐なくとも、

循環器疾患患者の抱える不安を増長させな

いような対応が求められる。具体的には、

職場では理解（6-40．）し受け入れ姿勢を示
す声かけ（6-39．）や、医療機関では疾患に
ついて正しい自己理解を深めるために不可

欠な主治医からの病態説明（9-58．）といっ
た対応である。また、患者自身についても、

可能な限り早期に疾患と向き合い、障害を

受け入れることが求められる。その先に業

務に対する自信の回復（2-14．）段階があり、
そこに至ればクリティカルな状況は回避で

きより安定した就労継続が見込めるだろう。 
 
３． 本人背景 
 家庭や職場での本人背景は、疾患に罹患

する以前に決定している要素が多く、復職

時の対応のために促進要因を投入あるいは

阻害要因を排除するといった事後介入は総

じて難しい。これは循環器疾患患者に限ら

ず、全ての疾患患者に対し共通して言える

ことである。 
 休職期間あるいは復職時に、職場からの

復職期待（3-9．）があれば、当然ながら復
職しやすく職場からの配慮も施されやすい。

職場から復職を乞われるか否かは、休職し

た人物の人柄だけでなく、資格・専門性

（3-18．）を有した貴重な人材であると職場
に評されているかを含む職場への過去の貢

献（3-19．）度に左右されてしまう。本調査
では復職成功例に限ったため、本人背景に

ついてはこのような促進要因が多く聴取さ

れた。適切な指標がないため評価できない

が、インタビュアーとオブザーバーからは、

本調査に同意して下さった患者らのキャラ

クター由来の要素による影響も小さくない

印象を受けたとの声があった。 
 本来、雇用継続や両立支援の対応に差別

があることは倫理的には許されないが、職

場からの配慮や支援が「人の理解や思いや

り」に依る部分が大きいため、患者の人柄

や過去に評価された能力によって配慮や支

援を受けやすい群は存在すると推測される。

企業が社会からの倫理的要求に応えるため

にも、標準的対応を示し、一定の公平性を

確保する必要性があるだろう。 
 職場における職位・責任（3-20．）によっ
ては、患者自らが業務調整を行う裁量権が

持っており、周囲に配慮を頼む引け目を感

じることなく、仕事との折り合いをつける

ことができる。業務裁量権にも、仕事の量

の裁量・内容の裁量・期限の裁量等がある

が、本調査によって、循環器疾患患者では、

特に仕事の期限つまりスケジュールの裁量

権の保有が肝要であることが見えてきた。

疲労の蓄積を主とした体調変化や通院時間
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の確保のため、スケジュールを自身で調整

することができれば、就労継続しやすい。

逆にスケジュールの裁量権を有さない立場

にある循環器患者の場合は、上司がこの点

に留意して配慮を講じるとよいだろう。 
 
４． 自助努力 
 就労と治療の両立支援の原則は合理的配

慮の考えであり、就労者（患者）本人が申

し出た際に適切な就業配慮を検討すること

が前提である。本調査は復職成功例に限っ

たこともあり、患者本人から職場への合理

的配慮の申し出（4-29．）がなされているこ
とが多かった。また、合理的配慮の申し出

にいたらないまでも、疾患について自分か

ら職場へ説明する（4-28．）等、患者本人の
積極的な職場へのアクションを認めた。 
また、自己体調管理（4-26．）や自主トレ

ーニング（4-25．）等、本人が疾患を抱える
自身の身体と向き合うアクションをとる、

あるいは、罹患や休職・復職の経験を経て

自己努力（4-30．）に取り組む変化があるよ
うだ。特に循環器疾患患者では、生活習慣

病に関連した合併症が多いので、このよう

な自助努力をする余地は大いにある。また、

生命の危険を感じた経験から、努力するモ

チベーションも高いので、適切な保健指導

及び疾患教育を介入すれば、復職・就労継

続に対して高い促進効果が見込まれる。 
復職成功例である 7 例中 6 例が何らかの

自助努力をしていることからも、本人の具

体的なアクションを伴った困難に立ち向か

う姿勢が何よりも重要であり、両立支援の

スタートラインであると言えよう。そして、

やはり合理的配慮の原則に沿う両立支援こ

そが、復職・就労継続を達成し得る可能性

が示唆された。 
 

５． 職場背景 
 前述の通り疾患や治療による症状の程度

や本人背景は様々であり、このため職場は

個別性の高い対応が求められるが、職場背

景も様々であるため、両立支援として対応

できる範囲は一様ではない。これも本人背

景と同様に、循環器疾患患者に限らず、全

ての疾患患者に対し共通して言えることで

ある。 
 言い出しにくい・相談しにくいといった

職場の雰囲気や、職場全体が忙しく業務分

担が煩雑である状況等の職場シチュエーシ

ョン（5-35．）のために、復職時の困難性が
不必要に高まってしまい、患者本人の復職

意欲がそがれ、結果的に復職を断念してし

まうケースの潜在も懸念される。こういっ

た復職・就労継続しづらい職場の状況は、

患者の罹患前後で変化するものではないの

で、普段から職場の人間関係構築を含めた

雰囲気づくりや職場体制を整え、快適な職

場環境づくりに努めることが重要である。 
 職場が疾患を有した就労者の困難を目の

当たりにした経験、すなわち職場の疾患経

験（5-31．）があるか否かも、実施できる配
慮に大きく影響する。これは疾患経験のな

い職場の「どのような対応をしたらよいか、

何を配慮したらいいかわからない」という

本音の反映でもあり、手探りでもとりあえ

ずやってみるしかないという苦しい職場の

現状が垣間見られる。このような職場の不

安を解消するには、各職場の疾患経験を共

有できる企業間のネットワーク構築も有用

であろう。行政主体の取り組みが期待され

る。 
 
６． 職場の受け入れ 
 職場の受け入れについては、前述の本人

背景と職場背景が大きく影響することは当
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然であるが、それだけでは規定されず、職

場の同僚や上司といった属人的な要素によ

る影響がはるかに大きいと言えそうだ。 
職場からの配慮（6-37．）が行われた背景

に上司や同僚の思いやりのある人柄がある

ことは容易に想像できる。行われた配慮の

大部分は、難解な業務調整や人員調整を要

さない「思いやりから派生した行動」であ

ったが、患者本人にとっては非常にありが

たくまた有益な配慮であった。 
患者本人を助ける具体的な行動に至らな

いまでも、職場からの声かけ（6-39．）があ
れば、それがたとえ「大丈夫？」の一言で

あっても、患者は職場の受け入れに安心感

を持つようである。 
その一方で周囲の者からすれば、病気休

養後に復職したばかりの同僚を「気にかけ

る」行動は、その加減が容易ではなく、戸

惑いが生じて当然であり、精神的な負担を

感じることもあるだろう。時に、十分すぎ

る思いやりあるいは熟考する面倒さから、

本人からできるはずの仕事を取り上げる等

の過剰な気遣い（6-42．）をしてしまい、結
果的に本人の就労意欲を低下させ、就労継

続の阻害要因となってしまう。 
本調査では、何らかのマニュアルや手順

に沿って行われた職場からの配慮は聴取さ

れなかったが、標準的な対応や留意点等が

示されていれば、周囲の負担も軽減され、

適切な配慮や声かけがより実施しやすくな

るだろう。 
職場からの配慮がなされない背景要因と

しては、循環器疾患に対する不十分な理解

から生じる、職場の業務遂行能力に対する

過大評価（6-43．）や職場での差別（6-44．）
がある。我が国における循環器疾患に対す

る世間の疾患イメージ（8-49．）は、「心臓
の病気は大病」という認識はあるものの、

外見からわからない内部障害に対し必ずし

も正しい理解とは言えず、障害者に対する

差別や偏見も残っている。職場に留まらず

社会に対し、循環器疾患に対する正しい知

識を啓蒙していく取り組みは、重大な課題

である。 
本調査で挙がってきた職場の受け入れに

関する要素は、非常に属人的な印象が強く、

偏りがある可能性がある。世間一般的な職

場の受け入れの実態を明らかにするために

は、さらなる調査が必要だ。 
 
７． 職場の適正配置 
 適切な適正配置を図るには、「仕事を労働

者に適応させる」ことと「労働者を仕事に

適応させる」ことの両面の調和をとるよう

努めなければならない。本調査では、循環

器疾患患者において、業務転換による恩恵

（7-46．）は認めたものの、それによる困難
（7-47．）は聴取されなかった。業務軽減は、
労働者にとっては恩恵となる場合が多いの

は当然であるが、事業者にとっては生産性

やビジネスに支障をきたす困難となる可能

性が高く、果たして生産性やビジネスに支

障が出ていないかについても検証しなけれ

ば、真に適正配置が為されたか評価できな

い。企業の宿命である利潤追求を阻害する

ことなく、両立支援を行わなければ社会全

体の利益につながっていかない。適正配置

の実態については、今後事業者側からの検

証が必要である。 
 
８． 社会・家族背景 
 循環器疾患患者は生活習慣病に関連した

合併症が多く、生活習慣の改善や合併症の

コントロールが予後を左右する。また、前

述の通り、症状再発・治療への不安・心配・

恐怖（2-16．）をはじめとした心理的影響を
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きたしやすい。そのため、日常生活におけ

る物理的・精神的支援は欠かせない。本調

査の調査でも家族の支援（8-50．）が復職時
に促進要因として大きく影響している可能

性が示された。本調査は全例復職成功例で

あり、7例中 6例で同居する家族がいた。今
後、復職失敗例でも検討し、社会的支援を

厚くすべき対象を明らかにすることで、各

対象別に支援の在り方を示していく必要が

ある。 
 
９． 職場と医療の連携 
 職場と病院の連携に関する要素は、全例

復職成功例であるにも関わらず、我々の予

想を下回って尐なく、課題の深刻さが推測

された。 
 本調査で聴取された要素の大部分が主治

医からの支援（9-58．）から派生したもので
あったが、主治医から「患者本人」への働

きかけが主であり、患者本人の疾患理解を

深めるアドバイスや保健指導が主体であっ

た。患者にとって、疑問や不安に応えてく

れる「主治医」の存在は非常に大きい。主

治医が直接職場に出向いて説明したエピソ

ードもあったが、その際の心強さは計り知

れない。主治医にしか吐露できない弱音や

悩みもあり、主治医の存在抜きの両立支援

はあり得ない。特に循環器疾患患者は、蘇

生を含む「心臓」への加療経験から、「救命

してもらった」という実感が強く、主治医

への信頼は厚い傾向がある。この両者の信

頼関係をベースにした両立支援を実現でき

れば、現実に生じる困りごとを解決できる、

より有用な支援となるだろう。 
 
１０． 情報獲得 
循環器疾患患者に限らず、疾患を有する

就労者にとって復帰時に共通して有用な情

報としては、活用できる会社制度（10-64．）
についての情報、残りの年次休暇の期間

（10-65．）とその活用方法についての情報、
主治医または病院からの疾病に関する情報、

が挙げられた。 
前述の 2 項目についての情報は、職場側
から提供でき、総務・人事部からの丁寧で

親切な説明が求められる。企業内における

職場復帰マニュアルに、総務・人事部から

事前に提供すべき情報として盛り込まれる

ことで復職を促進できるであろう。 
疾患に関する情報は、医療機関や主治医

から提供でき、患者がより理解しやすい説

明に留まらず、自己体調管理（4-26．）のた
めに関心が高まるような説明が求められる。

自助努力を促進するような情報を積極的に

提供していけば、復職を促進するだけでな

く、患者の予後の改善や社会的な医療費削

減も期待できよう。 
次に、循環器疾患患者にとって復職時に

有用な情報としては、ペースメーカのガイ

ドラインに関する情報、医療保険（10-60．）
の加入条件に係る既往症についての情報、

心臓デバイス挿入経験者からの実体験等の

ピア・サポーターからの情報（10-67．）、が
挙げられた。いずれの情報も、現状では患

者本人による積極的な情報収集（10-59．）
によるアクセスを要している。これらの情

報に循環器疾患患者が容易にアクセスでき

る場があれば、より復職・就労継続意欲向

上に寄与できるはずだ。公的な制度整備を

含め、課題が残る。 
 
E. 結論 

 不整脈は、発作性の疾患であるため、心

臓デバイス、特に埋込み型除細動器植込み

によっても、その症状が根本的に改善され

るのではなく、次の不整脈発作による失神
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発作や突然死予防されることとなる。これ

らの患者は、外見上の変化もなく、概ね直

接的な業務遂行能力低下はほとんどないが、

次の発作への不安や電磁干渉や自動車運転

制限等の外見に表れない不都合を周囲に理

解されずに苦心する、といった循環器疾患

に特異的な課題を認めた。一方で「障害者」

として社会的支援を受ける立場となり、こ

のギャップから精神的葛藤が生まれ苦しむ

ということも明らかとなった。 
また、心不全状態に至ると就労能力が著

しく低下しうる。また、薬物治療による副

作用も考慮した上で、職場で細やかな配慮

が必要となる為、医療機関との密な情報交

換は欠かせない。 
事業場での就労配慮を検討する上では、

高リスク業務（ひとり作業等）においてい

かにリスクを回避し安全配慮義務履行する

かが最も重要な課題であろう。 
本調査は不整脈疾患が多かったが、さら

にインタビュー事例数を重ね、各循環器疾

患の特徴をより明らかにしていく予定であ

る。 
今後より効果的な両立支援の実現に向け、

本人・職場・周囲が十分な疾患理解を得ら

れる適切な知識伝達ツールの作成が強く望

まれる。 
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身体疾患患者の就労継続に与える就労上および治療上の要因に関する 

患者インタビュー実態調査 

脳卒中編 

 

研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・リハビリテーション医学              教授        佐伯 覚 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授  森 晃爾 

研究要旨 

【背景・目的】内部障害を含む身体疾患を有する就労者が治療と就労を両立して継続

するために、医療機関・職場・社会・家族の各々から支援または配慮が必要となる場

合が尐なくない。我々は、がん・脳血管疾患・循環器疾患の 3 つの身体疾患患者の仕

事と両立に関する研究に取り組んでおり、今回は脳血管疾患（脳卒中）について報告

する。脳卒中後の復職については他疾患と比較して、労働者健康福祉機構が公開して

いる「症例に見る脳卒中の復職支援とリハシステム」など、事例に基づいた検討が比

較的多くなされている。一方で、これらの資料を参考としたとしても各々の事例で「症

状の多様性に富んで」おり極めて個別性が高いという特徴を有しているため、症状と

仕事の両方が類似のケースを見出すことは極めて困難である。そこで、本研究では、

脳卒中後の就労者での就労継続において、症状や治療による副作用等から生じる様々

な困難性を就業・業務からの視点で抽出することにより様々な職種であったとしても

応用可能な困難性の類型化を目指す。 

【方法】患者 Depth Interview調査を実施した。対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1

年間に産業医科大学病院及び産業医科大学若松病院を受診した脳卒中後患者のうち、

2010年 3月以降に脳卒中のため休職、復職をした経緯のある就労者とした。インフォ

ーマント1名に対しインタビュアー1名とオブザーバーによって対面での個別インタビ

ューを行い、復職に直接的・間接的影響を与える課題を聴取した。インタビュアーは

事前に作成したインタビューガイドを参考にリハビリテーション科医が担当した。イ

ンタビュー内容を文字に起こし、研究班員 5名によって KJ法を参考にした内容分析法

を用いて課題の抽出を行った。 

【結果】インタビューを 5 例(脳梗塞後 4 例、脳出血後 1 例)実施した。内容分析法に

より、復職時における困難性は、10 個の大カテゴリに類型化された（①業務遂行能力

の低下、②心理的影響、③本人の背景、④自助努力、⑤職場の背景、⑥職場の受け入

れ、⑦職場の適正配置、⑧社会・家族の背景、⑨職場と医療の連携、⑩情報獲得）。こ

のうち特に直接的な業務遂行に関わる事象(欠勤・休憩・異動・通勤形態の変更を要す

る事象、作業困難・作業不可・退職に至る事象)は①であり、①において、身体機能の
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低下(運動・感覚麻痺、言語障害等)、疲労(体力低下等)、高次脳機能障害（強制笑い）

の 3個の中カテゴリがあった。 

【考察・結論】脳卒中後の患者における主な困難性は、身体的な業務遂行能力の低下

である。発症以降はほぼ一相性に回復へ向かうという疾患の特徴があり、ある部分で

症状が固定することが脳卒中の特徴である。復職成功者を対象とした今回インタビュ

ーでは、上司や職場の理解・支援が比較的良好である、本人の復職への意欲が強い、

などが復職を促進する要因としての意見が多く挙げられた。本人の機能回復、また疾

病の受け入れを支援し、職場としても設備などハード面の整備に加え、職場メンバー

の理解を促すなど、本人、医療、職場・産業医の密な連携が良好な復職への鍵となる

であろう。より効果的な両立支援の実現に向け、本人・職場・周囲が十分な疾患理解

を得られる適切な情報伝達ツールの作成が強く望まれる。 

研究協力者 

横山 麻衣   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 

岡田 岳大   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 

原田 有理沙   （産業医科大学 産業医実務研修センター） 

佐伯 覚 (産業医科大学 リハビリテーション医学) 

加藤 徳明 (産業医科大学 リハビリテーション医学) 

伊藤 英明 (産業医科大学 リハビリテーション医学) 

白石 純一郎 (若松病院 リハビリテーション科) 

二宮 正樹 (産業医科大学 リハビリテーション医学) 

杉本 香苗 (産業医科大学 リハビリテーション医学) 
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A. 研究目的 

内部障害を含む身体疾患を有する就労者

が治療と就労を両立して継続するために、

医療機関・職場・社会・家族の各々から支

援または配慮が必要となる場合が尐なくな

い。 

我々は、循環器疾患・脳血管疾患・がん

の 3 つの身体疾患患者の仕事と両立支援に

関する研究に取り組んでおり、第 2 報では

脳血管疾患(脳卒中)について報告する。 

脳卒中後の復職については他疾患と比較

して、労働者健康福祉機構が公開している

「症例に見る脳卒中の復職支援とリハシス

テム」など、事例に基づいた検討が比較的

多くなされている。一方で、これらの資料

を参考としたとしても各々の事例で「症状

の多様性に富んで」おり極めて個別性が高

いという特徴を有しているため、症状と仕

事の両方が類似のケースを見出すことは極

めて困難である。そこで、本研究では、脳

卒中後の就労者での就労継続において、症

状や治療による副作用等から生じる様々な

困難性を、就業・業務からの視点で抽出、

質的に評価し、様々な職種であったとして

も応用可能な類型化を試みる。 

 

B. 研究方法 

患者 Depth Interview調査を実施した。 

 

1）対象者の選出 

対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年間

に産業医科大学病院及び産業医科大学若松

病院を受診した脳卒中後患者のうち、脳卒

中の治療のため 2010年 3月以降に休職、復

職をした経緯のある就労者とした。 

 

2）インタビューの実施 

インタビュアーは事前に作成したインタ

ビューガイドを参考に、リハビリテーショ

ン科医が担当した。 

インフォーマント 1 名に対しインタビュ

アー1 名とオブザーバーによって対面での

個別インタビューを行い、復職に直接的・

間接的影響を与える課題を聴取した。 

 

3）インタビューデータの分析 

研究班員 5名によって KJ法を参考にした

内容分析法を用いて課題の抽出を行った。 

インタビュー内容を文字に起こし、数文

節単位で excelデータに変換し、各インタ

ビューexcelデータにインタビュー番号（s1

～5）をつけた。また、各文章セルに行番号

を付けた(s1-001～s5-750)。 

各文章セルについて、①不要なセルを除

き、②不要な文字を除き、③周辺情報と併

せて文章を再構成し、必要な情報の抽出を

行った。 

抽出された情報（再構成後の文章セル）

について、要素を抽出し、表札を付けた。

抽出した要素を各担当者が持ち寄り、5名の

研究者によって各カテゴリの再検討を行い、

グループ毎に表札をつけ（小カテゴリ）、さ

らに類型化した（大カテゴリ）。 

 
C. 研究結果  

インタビューを 5例(脳梗塞後 4例、脳出

血後 1例)実施した（表 1）。 

対象患者背景について、以下のような特

徴があった。 

・主たる生計者である事例が多い。(5例中 5
例) 
・休職以前と復職後で仕事の変化がある事

例が多い。(5例中 5例) 
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復職に直接的・間接的影響を与える課題

に関わる 142 個の要素が抽出され、以下の
54個の要素が抽出された（表 2）。 
これら小カテゴリをさらに以下の 10 個の

大カテゴリに類型化した。 
１． 業務遂行能力の低下 
２． 心理的影響 
３． 本人背景 
４． 自助努力 
５． 職場背景 
６． 職場の受け入れ 
７． 職場の適正配置 
８． 社会・家族背景 
９． 職場と医療の連携 

１０． 情報獲得 
直接的な業務に関わる事象について 
本調査では、直接的な業務に関わる事象

について、欠勤・休憩・異動・通勤形態の

変更を要する事象、作業困難・作業不可・

退職に至る事象と定義した。 

直接的な業務に関わる事象は、特に 1．業務

思考能力の低下、2．心理的影響で多かった。

（表 3-12） 

1．において、小カテゴリの内訳としては、 

1-06.疲労（体力低下）：作業時の易疲労 

1-07.身体機能の低下：麻痺や失語など 

1-08.高次脳機能の低下：就業中の強制笑い 

があった。 

2．において、小カテゴリの内訳としては、 

2-15.疾患の受容 

2-15.「障害者」であることの受容 

があった。 

以下、10 個の大カテゴリ毎に結果を報告す

る。 

 
１． 業務遂行能力の低下 

業務遂行能力の低下にまつわる復職時の

困難について、インタビュー5件中 5件（事

例 1・2・3・4・5）から、計 28要素が挙が
った。 
小カテゴリでの内訳は、 

1-02.日常生活 1要素、 
1-03.impairmentの程度 3要素、 
1-04.容姿の変化 1要素、 
1-06.疲労（体力低下） 2要素、 
1-07.身体機能の低下 11要素、 
1-08.高次脳機能の低下 1要素、 
1-11.職業リハビリテーション 3要素、 
1-12.医療リハビリテーション 6要素  
であった。今回の調査では、1-01.基礎体力
の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 1-07.身体機能の低下に

ついては、インタビュー5件中 5件で要素が
聴取された。 
「(左上肢麻痺のため、精密機器を)持てない
から、台座を使用するんですけど、セット

もできない。できても力が入り過ぎてぶれ

る。何回も私がすると(お客さんに)迷惑かか
るでしょう？ だからもう、それはやめて

るんですよ。(事例 1)」 
「言葉が出ないので、電話対応ができない

という困難性があった。机の上のデータ整

理を行っていた。(事例 2)」 
「みんな障害を持ってますけど、片手って

いうのは私一人だけです。足が悪かったり

とか（なら）、みんな普通に両手で仕事でき

ますもんね。パソコンも片方で打たんとい

けないですからね。マウスを操作してキー

ボードに置き換えてっていうことがちょっ

と不便。(事例 5)」他 
次に多かった 1-12.医療リハビリテーシ
ョン 
については、インタビュー5件中 3件で要素
が聴取された。 
「電車に乗るのも怖かったし、エスカレー

ターも、デパートに行って人ごみの中を歩

－210－



くという、そういうのもすごい怖かったけ

ど、そういうのを、先生と一緒に行ってや

る。やることによって覚えてくる。(事例 1)」 
「復帰までの時間が、ちょっと長かった。

リハビリとか大変だった。リハビリ施設 A 
へ２年行った。リハビリ施設 B っていうと
こにも行った。今、通ってるのがリハビリ

施設 C。(事例 3)」 
「リハビリテーション病院へ転院し半年で

退院。退院時は装具と杖で歩くこと、身の

回りの動作のほとんどは、片手でできるよ

うになっていた。(事例 4)」他 
この 2 つに加え、その他に脳卒中に特異

的な物として、以下の 3つが挙がった。 
1-03.impairment の程度による、生活、就
業への影響に関する要素が聴取された。 
「歩けるのと、車を運転できるので、それ

以外に困ることとかほとんどない。階段も

かなり練習しました。手すりさえあれば、

もう十分行けます。(事例 1)」 
「手足は、自分自身は感じなかったんです

けど、リハビリのときに、『右に、ちょっと、

麻痺があるかな』っちゅうことは、言われ

ました。ただ、生活には、支障はないです。

(事例 2)」他 
06.疲労（体力低下）について、就業や通勤
上の不便に関する要素が聴取された。 
「掃除が疲れるんですよ。物を取るときに

中腰で取らなあかんでしょう。これが疲れ

ましてね。ものすごいつらいんですよ。腰

も痛い、足もがくがくいう。(事例 1)」 
「帰りは歩いて帰ります。朝は駅から歩け

なくはないぐらいの距離ですけど徒歩で 10
分ちょっとぐらいかかるので、（右麻痺のた

め）ちょっときつい。(事例 5)」 
1-08.高次脳機能の低下について、強制笑い
による就業上の不適切な行動に関わる要素

が聴取された。 

「高次脳(機能)障害で、尐し刺激が入ると、
笑ってしまうという強制笑いがあった。大

事な会議のときとかに、笑い止まらなくな

ったりとか。息ができなくなる、もう、笑

いだしたら苦しかったもんね。(事例 4)」 
 
２． 心理的影響 

心理的影響にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー5件中 3件（事例 1・4・5）
から、計 11要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

2-13.疾患の受容 7要素、 
2-14.業務に対する自信の回復 2要素、 
2-15.「障害者」であることの受容 1要素、 
2-17.失職への恐怖 1要素  
であった。今回の調査では、2-16.症状再発・
治療への不安・心配・恐怖の要素は認めな

かった。 
最多で挙がった 2-13.疾患の受容につい

ては、インタビュー5件中 3件で要素が聴取
された。 
「私がお店で出るでしょ。そしたらどこま

でがんばったとか「どこの病院行った？」

とか、聞きにくるんですよ。いろんなこと

を私が、知ってる範囲で全部教えてるんで

すよ。自分のできることは全部教えてやり

ます。(事例 1)」 
「『また、来てもらえないか』って、言って

いただいたんですけど。僕が歯がゆい部分

があるんですね。「ばりばりやってた俺が、

何をしとんや」っていう。人に指示出すよ

りも、自分がやっちゃうタイプなのに、体

が動かないっていうジレンマがあって、ど

うしても『来てくれ』って言われたときも、

『自分ですりゃあいいやん」って思ったん

ですね。(事例 4)」他 
その他にも、以下のようなものが挙がっ

ている。 
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可能な作業を行うことによる 2-14.業務に
対する自信の回復についての要素が聴取さ

れた。 
「自分でやれることを、今、やってる。だ

から、『あ、これもできた』というのもある

んです。(製品を)額に入れるとき、やっぱり
微妙なずれとかを調整せなあかんから、そ

ういうのも、自分で（やってみて）、『何と

か右手だけでできるな』という。(事例 1)他 
2-15.「障害者」であることの受容について、
職場配慮の受け入れ困難に関わる要素が聴

取された。 
「仕事と関係ない部分でも、身体障害者に

なったんだからっていう。僕がいけないん

ですけどね。『持ちましょうか』って(言われ
ても)、『いや、いい』って言ってしまうんで
すね、甘えればいいんでしょうけど。優し

さでいってくれてるのは分かるんですけど。

(事例 4)」他 
 
３． 本人背景 

本人背景にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー5件中 3件（事例 1・3・4）
から、計 11要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

3-18.資格・専門性 1要素、 
3-20.職位・責任 1要素、 
3-21.雇用条件・定年制度 2要素、 
3-22.経済事情 5要素、 
3-23.職場からの復職期待 1要素、 
3-24.家庭環境からの要求 1要素  
であった。今回の調査では、3-19.職場への
過去の貢献の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 3-22.経済事情について

は、インタビュー5件中 3件で要素が聴取さ
れた。 
「仕事が突然なくなる、生活ができなくな

るわけです。自営業も生活支援というのが

国の方にあったみたいですけど、全く教え

てくれなかった。それを患者から聞いたん

です。それも１銭ももらってない。(事例 1)」 
「(就業制限のため残業禁止となったが、)
でも、残業もね、もう、交通費と一緒やも

んね。厳しいよ。(事例 3)」 
「今、収入としては、障害年金と、民間生

命保険の仕事ができなくなったときの所得

保障。掛けてたから、助かる。それと合算

して、まあ、暮らせるぐらい。(事例 5)」他 
その他にも以下の要素が聴取された。 
3-20.職位・責任については、職位による裁
量権の大きさに関わる要素が聴取された。 
「自営なので、体が資本ですからね、体が

続く限り、定年はない。死ぬまで働かない

といけない。ある意味、逆にちょっと苦労

はあったんですけど、自営業なので、比較

的、仕事としては確保ができてる。(事例 1)」
他 
また、3-23.職場からの復職期待については、
職場の人員不足による要求に関する要素が

聴取された。 
「指導するような人間がいなかったんです

よね。それを期待されてた分、社長が、「早

よ来てくれ、早よ来てくれ」っていうもん

ですから。今思うと、もうちょっと治って

から職場復帰しても（よかったかもしれな

いが）、早かったのかな。(事例 4)」 
更に、3-24.家庭環境からの要求では、自ら
が家族の拠り所であるという責任感につい

ての要素が聴取された。 
「父親、母親が他界して、そしてもう支え

る人間は私しかいない。その支える人間が

しっかりしとかなあかんという、そういう

気持ちがありましたね。(事例 1)」 
 
４． 自助努力 

自助努力にまつわる復職時の困難につい
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て、インタビュー5件中 4件（事例 1・2・3・
5）から、計 16要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

4-25.自主トレーニング 7要素、 
4-27.自己アピール 1要素、 
4-28.自分から職場への説明 2要素、 
4-29.合理的配慮の申出 2要素、 
4-30.自己努力 4要素  
であった。今回の調査では、4-26.自己体調
管理の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 4-25.自主トレーニングに
ついては、インタビュー5件中 3件で要素が
聴取された。 
「歩けるのと、車を運転できるので、それ

以外に困ることとかほとんどない。階段も

かなり練習しました。手すりさえあれば、

もう十分行けます。(事例 1)」 
「私はもうとにかく、言葉だけと思ってる

もんで、言葉が使えるように、毎日、朝起

きたら、音読をやっていました。今も、続

けておりますね。(事例 2)」 
「帰りは歩いて帰ります。早くて 30 分で、
遅かったら 40分ぐらい。運動と思ってやっ
てます。(事例 5)」他 
また、特徴的であった 9.合理的配慮の申

出では、インタビュー5件中 1件において、
更衣などに関わる合理的配慮の申出や、復

帰ペースについての要素が聴取された。 
「上がるときに、トイレも、靴を上履きと

履き替えないかんの。立ってできないから、

いすを置いてくださいって先生に頼んだ。

座って、靴、スリッパへ履き替えできるよ

うにいすを入れてくれた。非常にありがた

かったですね。(事例 3)」 
「復帰後も、定期的に、産業医の先生と、

面接とかあったよ。復帰して２か月は、『半

日にしてください』って、言えば(意見書を
書いてくれた)。(事例 3)」他 

これに加え、4-28.自分から職場への説明に
ついての要素も聴取された。 
「最初にお客さんに断るんですよ。『すいま

せん、左がもううまいこと(動か)ないから、
右手でお金を渡すんやけどいいですかね』

って言ったら、『いいよ、いいよ』っていう、

本当にいいお客さんばっかりですね。(事例
1)」 
「まず、会社の人と連絡、取ることだよね。

何もしなかったら、向こうも分かんないし、

「これが、こういう状況です」っていうの

を行かないかん。自分からアピールしない

と。(事例 3)」他 
 
５． 職場背景 

職場背景にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー5件中 4件（事例 1・3・4・
5）から、計 10要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

5-31.職場の疾患経験 1要素、 
5-32.職場風土 2要素、 
5-33.職場規模 2要素、 
5-34.職場マンパワー 1要素、 
5-35.職場シチュエーション 1要素、 
5-36.職場設備・環境 3要素  
であった。 
最多で挙がった 5-36.職場設備・環境につ

いては、インタビュー5件中 2件で要素が聴
取された。 
「駅とバス停が遠いからね、しょうがない

の。駅が近けりゃ歩いて行くけど、遠い。

かみさんが、毎日、送迎だもんでかわいそ

う、悪いと思って。(事例 3)」 
「職場は、麻痺の影響があっても、非常に

歩いたりしにくい部分はない。事例 5)」他 
また、32.職場風土では、障害者雇用に慣れ
た企業体制についての要素が聴取された。 
「(職場には)障害お持ちの方、結構雇用し、
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いろんな部署に配置をして、仕事されてる

んだと思います。だから、人事とか労務と

かの人は、パソコン使うから、障害者がい

いと思って(配慮してくれた)。(事例 5)」他 
一方で、5-33．職場規模、5-35．職場シチ
ュエーションについては、職場規模やシチ

ュエーションによる配慮の困難さに関する

要素が聴取された。 
「経営者自体が、『マネージャーだけに基本

給を払って、それがもったいないな』みた

いな感じになってきた。僕もプライドを持

って仕事をしてきたつもりなもんですから、

『要らないならもういいですよ』『お世話に

なりました』っていう感じで 11ヶ月で退職。
女房の方に、要るような、要らんような話

をされてたみたいだから、もう、しょうが

ないねって。(事例 5)」他 
 
６． 職場の受け入れ 

職場の受け入れにまつわる復職時の困難

について、インタビュー5件中 4件（事例 2・
3・4・5）から、計 17要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

6-37.職場からの配慮 6要素、 
6-38.上司からの配慮 5要素、 
6-39.職場からの声かけ 2要素、 
6-40.職場の理解 2要素、 
6-41.上司の理解 2要素  
であった。今回の調査では、6-42.職場から
の過剰な気遣い、6-43.職場の業務遂行能力
に対する過大評価、6-44.職場での差別の要
素は認めなかった。 
最多で挙がった 6-38.上司からの配慮に

ついては、インタビュー5件中 3件で要素が
聴取された。 
「上司の方が、やはり、１週間にいっぺ

んぐらい、体調を気にして、それでいろい

ろ話をして、まだ、仕事は無理だなとか、

そういう判断はしてもらいました。(事例 2)」 
「周りの方々の配慮も良かったですか、

産業医の先生、それから、上司の方々。非

常にいろんなところですね、配慮いただい

てる(事例 3)」 
「出勤初日に倒れたから、保険など心配

していたら、社長のご厚意で、『俺が、社会

保険、入るように、もう、手続きをしとる

から』っていうふうに言っていただいて。

会社勤めなってるので、休職中は傷病手当

金とかは、いただきました。(事例 4)」他 
次に多かった 6-37.職場からの配慮につ
いては、インタビュー5件中 2件で要素が聴
取された。 
「(新しい作業を)やるようになったけども、
やはり、分からない面ちゅうが、中にはあ

りましたので、そのときは、(職場の人に)
助けてもらったということですね。(事例 2)」 
「(右上肢麻痺のため、)右手は重たいものを
持つときに、そえるだけです。研修とかで

弁当出したりとかで、片手っていうのはで

すね、お弁当が、30 個とかんなると持てま
せん。どなたか、手伝ってもらって（いま

す）。(事例 5)」他 
この 2つに加え、6-41.上司の理解について
は、上司の疾病経験に関する要素が聴取さ

れた。 
「上司が、心臓の病気(大動脈解離)をやった
ばっかしやったんですよ。それで上司も、

ちょっと体調の方が悪い内容を持っとって。

だけん、痛みが分かってくれた環境があり

ました。(事例 2)」他 
 
７． 職場の適正配置 

職場の適正配置にまつわる復職時の困難

について、インタビュー5件中 5件（事例 1・
2・3・4・5）から、計 12要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 
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7-45.合理的配慮の受入 1要素、 
7-46.業務転換による恩恵 8要素、 
7-47.業務転換による困難 3要素  
であった。 
最多で挙がった 7-46.業務転換による恩

恵については、インタビュー5件中 5件で要
素が聴取された。 
「仕事をするときに困った症状というのが、

麻痺というような症状がありました。4キロ
の(材料)を、真っ暗な部屋で入れ替えないか
んのですよ。その作業ができないんです。

今は嫁さんがやってます。それができなく

なって、お客さんとの接客になった。(事例
1)」 
「言葉が出ないので、電話対応ができない

という困難性があった。机の上のデータ整

理を行っていた。(事例 2)」 
「復帰された仕事の内容っていうのは、事

務。パソコン、打ち込み。ほぼ座ってでき

る作業。(事例 3)」他 
一方、7-47.業務転換による困難について

は、インタビュー5件中 2件で聴取され、新
たな作業の習熟や、新規作業での困難に関

する要素が挙がった。 
「最初に復帰した時は何もできず、データ

整理などを出来るようになるのに時間がか

かった。(事例 2)」 
「みんな障害を持ってますけど、片手って

いうのは私一人だけです。足が悪かったり

とか（なら、）みんな普通に両手で仕事でき

ますもんね。パソコンも片方で打たんとい

けないですからね。マウスを操作してキー

ボードに置き換えてっていうことがちょっ

と不便。(事例 5)」他 
 
８． 社会・家族背景 

社会・家族背景にまつわる復職時の困難

について、インタビュー5件中 5件（事例 1・

2・3・4・5）から、計 10要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

8-48.地域愛 1要素、 
8-49.世間の疾患イメージ 2要素、 
8-50.家族からの支援 4要素、 
8-51.家族の理解 2要素、 
8-52.家族の過保護 1要素  
であった。 
最多で挙がった 8-50.家族からの支援に

ついては、インタビュー5件中 3件で聴取さ
れた。 
「(精密機器)を持てないから、(台座を使用
す)るんですけど、セットもできない。でき
ても力が入り過ぎてぶれる。何回も私がす

ると (お客さんに )迷惑かかるでしょう？ 

だからもう、それはやめてるんですよ。今、

そういうほとんどの仕事は、奥さんがやっ

てます。(事例 1)」 
「通勤とかは、女房が、送り迎え（してく

れる）。(事例 4)」 
「入院中に、身体障害者手帳２級取得した。

その後障害年金とかももらってます。私が

動けなかったから、親が、全部手続きした。

(事例 5)」他 
その他に脳卒中に特徴的なものとして、

8-52.家族の過保護について、家族の心配に
よる運転業務の差し控えに関する要素が聴

取された。 
「免許は更新したけども(運転は)家族が、だ
めだって。車ん乗れないから。営業の仕事

はできない(事例 3)」 
これに加え、8-41.世間の疾患イメージに
ついては、周囲の過剰な心遣いや、

impairment の種類による理解のしづらさ
に関する要素が聴取された。 
「それでもやっぱり、脳の病気でしょう。

いいように言わん人もおるんですよ。『そこ

までせんでいいよ』とか、『もうやめたらい
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いよ』とかね。おるんですよ。(事例 1)」 
「言語障害、失語症というと、麻痺とか

と違って外からは見えないので、『あの人は、

何も悪くないんではないか』と思われるこ

ともありました。(事例 2)」他 
 
９． 職場と医療の連携 

職場と医療の連携にまつわる復職時の困

難について、インタビュー5件中 3件（事例
3・4・5）から、計 8要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

9-54.産業保健スタッフからの支援 6 要素、 
9-55.職場での医療情報管理 1要素、 
9-58.主治医からの支援 1要素  
であった。今回の調査では、9-53.入院によ
る休職、9-56.通院・治療時間の確保、9-57.
職場と病院との連携の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 9-54.産業保健スタッフ

からの支援については、インタビュー5件中
2件で要素が聴取された。 
「産業医の先生、復帰する際にいろいろア

ドバイスとかですね、サポートやられて。

その後も、復帰後も、定期的に、産業医の

先生と、面接とかあったよ。(事例 3)」 
「会社の中で、産業医の先生は知っている。

他の人はありますけど、私は特別お会いす

るような面談はしなかった。(事例 5)」他 
また、9-58.主治医からの支援では、傷病保
障制度に関する情報提供についての要素が

聴取された。 
「（治療した）先生が、やっぱり、まず、お

金だっていうことで。涙が出そうだった。

お金がなかったら治療できないじゃないで

すか。保険のこと、教えてくださって。教

えてくれなかったら、分からなかった。や

っぱ知らないと、申請しないので。(事例 4)」
他 
また、脳卒中に特異的な物として、9-55

職場での医療情報管理について聴取された。 
「他の職場の人たちには、(失語について)
知れてるのかどうかっちゅうのが、分から

なかった。苦労はちょっとしたですね。周

りの方との、コミュニケーションが難しく

なった感じがありました。(事例 2)」他 
 
１０． 情報獲得 

情報獲得にまつわる復職時の困難につい

て、インタビュー5件中 5件（事例 1・2・3・
4・5）から、計 17要素が挙がった。 
小カテゴリでの内訳は、 

10-59.積極的な情報収集 3要素、 
10-60.医療保険 1要素、 
10-61.収入 4要素、 
10-62.福利厚生にかかるサポート 1要素、 
10-63.職場からの情報 1要素、 
10-64.会社制度の活用 2要素、 
10-66.病院からの情報 4要素、 
10-67.ピア・サポーターからの情報 2要素、 
10-68.医療費 1要素  
であった。今回の調査では、10-65.年次休暇
の不足の要素は認めなかった。 
最多で挙がった 10-61．収入については、イ
ンタビュー5件中 3件において、経済的支援
に係る情報取得、またその困難さについて

の要素が聴取された。 
「仕事が突然なくなる、生活ができなくな

るわけです。自営業も生活支援というのが

国の方にあったみたいですけど、全く教え

てくれなかった。それを患者から聞いたん

です。それも１銭ももらってない。(事例 1)」 
「休んでる期間中に、傷病手当金ていうの、

もらってなかった。情報がない。最初は障

害年金だって、知らなかった。友達に聞い

て分かったんだ。手続き、ものすごく難し

い。手帳は言われたけど、年金のこと何も

言わない。手続きがね、早めにやれるのに。
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(事例 3)」 
「出勤初日に倒れたから、保険など心配し

ていたら、社長のご厚意で、「俺が、社会保

険、入るように、もう、手続きをしとるか

ら」っていうふうに言っていただいて、休

職中は傷病手当金とかは、いただきました。

(事例 4)」他 
また、同数であった 10-66.病院からの情

報については、インタビュー5件中 3件で要
素が聴取された。 
「日本の場合は、役所、身体障害者手帳の

申請も申請原則で、本人、あるいは家族が

やらないといけない。申請するんじゃなし

に、早く教えてあげる制度が欲しい。もう

家に財産ありません。役所がしてくれなか

ったら、病院なりでそういう情報を提供し

てくれてもありがたかったかな。(事例 1)」 
「（治療した）先生が、やっぱり、まず、お

金だっていうことで。涙が出そうだった。

お金がなかったら治療できないじゃないで

すか。保険のこと、教えてくださって。教

えてくれなかったら、分からなかった。や

っぱ知らないと、申請しないので。(事例 4)」 
「健康療法士の人が、能力開発校に行って

みない？みたいにアドバイスがあった。能

力開発校で、職業訓練をし、かなり鍛えら

れた。また、就職先のあっせんもされて、

そこは良かった。(事例 5)」他 
この他に、10-67.ピア・サポーターからの

情報では、経済的支援についての情報に関

する要素が聴取された。 
「障害年金は、ここにかかって、同じ病

気をしていた方の奥様と、ちょっと、仲良

くなって、教えていただきました。ほとん

どの人が、初めてだからどこに行って、ど

こに相談したらいいのか分かんないですね。

(事例 4)」他 
また、10-59.積極的な情報収集については、

心理的影響に関する要素も聴取された。 
「この病気になってネットを見る機会が増

えてですね、そのネットを見てると、『ああ、

人間って思い込めばできるんだ』というの

がいっぱい書いてるんですよ。『もしかして

俺もできるんかな』という、そういうきっ

かけがあってから、リハビリがんばりまし

たね。(事例 1)」他 
 
D. 考察 
以下 10個の大カテゴリごとに結果を考察

する。 

 

１． 業務遂行能力の低下 
 脳卒中後の復職については、業務遂行能

力の低下を来す何らかの障害を後遺する例

が大きな割合を占めると考えられる。本調

査でも、業務遂行能力の低下に関する困難

の訴えはインタビュー5 件中 5 件において
複数聴取されている。程度の違いはあれど、

いずれの事例においても、身体機能の低下

(1-07)が直接的に業務遂行能力へ影響を及
ぼしていた。脳卒中後の患者については、

経過が発症から回復といった一相性という

疾患の特徴から、復職そのものを支援する

ことが重要と考えられる。本人の疾患の受

け入れからはじまり、罹患後の身体機能な

どに応じた職場の設備、業務内容等のハー

ド面のみならず、職場スタッフの支援や理

解といったソフト面を、復職に向けて十分

に整える必要がある。このためには、患者

を中心として、職場、医療が密に連携を取

り、復職への準備を進めていくべきであろ

う。 
また、場合によっては周囲から気付かれ

にくい疲労(体力低下)(1-06)、高次脳機能の
低下(1-08)といった症状によっても、業務自
体や間接作業、通勤において困難を伴う場
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合が尐なくない。復職後にも患者の様子に

注意を傾け、困難を感じていないかどうか、

正しく評価、支援をする必要がある。 
また、本調査において対象となった事例

では、5件中 4件において医療リハビリテー
ション(1-12)、もしくは職業リハビリテーシ
ョン(1-11)による、機能回復、残存機能の活
用が復職を大きくサポートしていた。

impairmentの程度(1-03)、更に disability、
handicapのいずれをも最小限とし、また患
者の疾患受容、自信の回復を支えるために

も、早期からのリハビリテーション介入が

非常に重要である。その折にも、復職に向

けた適切な目標設定をする必要があるため、

リハビリ開始の時点からの職場・医療連携

が必要となるだろう。 
 
２． 心理的影響 

 脳卒中患者においては、後遺する神経学

的、機能的障害のため、他疾患と比較して

も、罹患前後での自己像のかい離を意識す

る機会が尐なくないと考えられる。本調査

においては、疾患の受容(2-13)、「障害者」
であることの受容(2-15)について、良好な事
例と不十分であったと考えられる事例が含

まれていた。これらが比較的良好な事例で

は、就労継続に促進的に関与していた一方

で、受容が不十分な例では、これを一つの

要因として失職に至っている。疾病の受容

や自信の回復が不十分であると、就労継続

に不可欠な周囲への支援の要望が提示でき

ない、意欲が維持できないことなどにつな

がり、失職に至る可能性が大きくなること

が示唆された。 
心理的影響についての支援では、ある程

度の時間と、支援者の寄り添いが重要と考

えられる。職場など周囲の要求や機能回復

の程度だけでなく、患者自身の受容のタイ

ミングを計る必要がある。場合によっては、

患者のことをよく理解している家族などと

連携しての支援も有効であろう。 
 また、業務に対する自信の回復(2-14)を支
えるためには、リハビリテーションの活用

や、業務内容・時間について、復職ペース

を調整することが必要と考えられる。前述

のとおり、疾患特徴として回復の経過が一

相性であることから、復職段階の環境調整

が重要だ。患者自身を中心として、職場・

医療が連携してプランを立てることが出来

るとよいだろう。 
 

３． 本人背景 

 家庭や職場での本人背景は、疾患に罹患

する以前に決定している要素が多く、復職

時の対応のために促進要因を投入あるいは

阻害要因を排除するといった事後介入は総

じて難しい。これは脳卒中後の復職に限ら

ず、全ての疾患患者に対し共通して言える

ことである。 
 患者の 資格・専門性（3-18．）や、本
調査において要素としては認めなかった 

職場への過去の貢献（3-19．）などを基にし
た 職場からの復職期待（3-23．）は、多く
は復職に促進的に働くことが予想される。

一方で、本調査においては、患者自身の疾

患受容とのタイミングが合わず、結果とし

ては退職につながっていた。このように、

それぞれの因子が促進、阻害のいずれにも

相互しうる点が、支援を困難にしているこ

とが推察される。 
また、職位・責任(3-20)によって、業務調

整の難易度が変化するため、業務に関する

裁量権を保有しない患者においては、上司

などの細やかな配慮が必要となるであろう。 
更に、経済事情(3-22)については、本調査

でのいずれの事例においても聴取され、患
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者の復職に際しての勘案事項として大きな

ウエイトを占めることが示唆された。イン

タビュー内容からは、経済的なゆとりの有

無が復職意欲へ大きく関与していた。また、

家庭環境からの要求(3-24)に関しても、意欲
の強化につながっていた。ただし、インタ

ビュー内容に見て取れるように、経済的な

ゆとりのなさは、復職に臨む患者に必要以

上の焦りを感じさせ、治療やリハビリへの

専念を妨げうる。焦りから適切な復職時期

を見誤るなどの事態を防ぐためには、患者

側からの情報取得への働きかけのみならず、

職場や医療、自治体から、保障制度などに

関わる適切な情報提供がなされることが重

要であろう。これに関しては、10 情報獲
得 の項にて更に言及することとする。 
 
４． 自助努力 

 本調査において、復職後就労を継続して

いるいずれの事例にからも、自助努力に関

する要素が聴取された。明確な機能損失が

後遺しがちな疾患の特徴から、機能回復や

残存機能の業務へのフィットには、罹患後

のリハビリ開始時点より復職後まで継続し

て、本人の積極的な姿勢が肝要である。自

主トレーニング(4-25)のみならず、自信回復
への取り組みや積極的な情報獲得など、自

己努力(4-30)が復職に関して促進的に働い
ていた。良好な復職へとつながるため、自

主的な取り組みをサポートするという視点

も必要となるだろう。 
また、両立支援のスタートとなる患者本

人の合理的配慮の申出(4-29)や、自分から職
場への説明(4-28)が適切になされることで、
復職自体、また就労継続がより達成しやす

くなることが示唆されていた。脳卒中後の

復職については、障害の種類や程度が多岐

にわたる上、本人背景、復職する職場背景

も様々である。一様な対応では適切な支援

がなされないため、患者側からの積極的な

アプローチも欠かせないが、これらの申出

がしやすいような環境や復職プログラムの

提示などといった、職場からの歩み寄りも

あるとよりよいだろう。 
 
５． 職場背景 

前述の通り、疾患による本人背景は様々

であり、このため職場は個別性の高い対応

が求められるが、職場背景も様々であるた

め、両立支援として対応できる範囲は一様

ではない。これも本人背景と同様に、脳卒

中後の復職に限らず、全ての疾患患者に対

し共通して言えることである。 
本調査では職場設備・環境(5-36)について、

職場の立地に関わる通勤の困難や、職場の

バリアフリーによる恩恵などが聴取された。

施設設備の改変は容易でない場合も多いが、

可能な範囲だけでも配慮・調整することで、

ハード面のフィットのみならず、患者自身

が職場の受け入れを実感できるといったメ

リットもある。また、障害を有する者の働

きやすい職場は、往々にして健常就労者に

ついても安全で働きやすい職場である。復

職支援が、職場環境の改善、職場の成長の

きっかけとなりうるのではないだろうか。 
一方で、職場規模(5-33)や職場シチュエー
ション(5-35)によっては、可能な配慮がかな
り限られるというのも事実だ。事業者にと

って、復職を支援することが生産性やビジ

ネスに支障をきたすことにつながる場合、

これを継続することは困難である。これを

乗り越えるためには、やはり職場と医療が

密に連携し、双方にとって最善の実現可能

な対応を検討していく必要があるだろう。 
 

６． 職場の受け入れ 
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前述のとおり、脳卒中疾患においては、

復職そのものが一番のハードルとなる。今

回対象とした事例は、いずれも復職に至っ

た経緯のあるものであったため、比較的職

場の受け入れが良い事例であったと考えら

れた。職位や立場によっては配慮の申出が

しづらいと感じてしまう場合もあるが、そ

の分上司からの配慮(6-38)の有無は、復職に
大きく影響する。また、上司のみならず、

職場からの配慮(6-37)によって業務の困難
を乗り越えたケースも聴取された。本調査

では、上司や職場からの配慮に対する感謝

の意が多く聴取されている。患者側からの

アプローチはもちろん欠かせないが、職場

からの歩み寄りがあることで、患者は安心

して復職に臨むことができるだろう。 
本調査では患者側にフォーカスを当てて

いるが、事例の多様性から、支援側が対応

を悩み、負担に感じることも起こりうる。

今回は聴取されなかったが、疾患に関する

不十分な理解から、職場からの過剰な気遣

い(6-42)、職場の業務遂行能力に対する過大
評価(6-43)、や職場での差別(6-44)が復職を
阻害するケースもあることは想像に難くな

い。本人や職場の自主的なアプローチのみ

に依存するのではなく、コミュニケーショ

ンを円滑にするツールなどを活用できると

よりスムーズに復職を進めることが出来る

であろう。 
脳卒中後の復職については他疾患と比較

して、労働者健康福祉機構が公開している

「症例に見る脳卒中の復職支援とリハシス

テム」など、事例に基づいた検討が比較的

多くなされている。 
これらの事例を参考にすることも、復職に

関わるメンバーの支えとなり、更には疾患

に対する正しい知識の啓もうにもつながる

と考えられる。 

 
７． 職場の適正配置 

脳卒中後の復職については、損失機能に

より業務転換を余儀なくされる事例が尐な

くない。しかし、これが適正になされるこ

とで、業務転換による恩恵(7-46)としての復
職、また就労の継続が可能となる。しかし

ながら、適正配置として可能な配慮は、職

場背景によって尐なからず制限を受ける。

このため、罹患後、生命予後が安定し、復

職を検討することとなった段階で、復職目

標を適切に設定し、医療・職業リハビリテ

ーションを行うことが大切になる。また、

5.職場背景 でも触れたとおり、適切な復職

目標の設定は、患者にとってのみならず、

企業にとっても重要であるため、復職目標

設定時など、早期から何らかの形で関わる

ことが出来るとよいかもしれない。 
業務転換による困難(7-47)について、今回
聴取したものに関しては就労継続を直接的

に妨げるものはなかった。しかし、事例に

よっては困難を訴えづらい場合もあること

が推定されるため、復職後にもある程度の

頻度で面談を設けるなど、訴えを拾い上げ

られる体制が必要である。 
 
８． 社会・家族背景 

脳卒中後の復職においては、前述のとお

り、罹患前後の自己像のかい離を意識する

機会が尐なくない。またこの葛藤は早期ほ

ど大きく、かつ復職後や日常生活でも、軽

減しながらではあるが、長らく続くものと

考えられる。このため、家族からの支援

(8-50)や家族の理解(8-51)が復職促進因子と
して重要な位置を占めるものと考えられた。

家族の支援が得難いケースについては、医

療や職場、地域などによる更なるサポート

が必要となるだろう。 
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一方で、本調査では家族の過保護(8-52)によ
り、通勤に困難を抱えた事例を認めた。ま

た、世間の疾患イメージ(8-49)では、周囲の
過剰な心遣いや、impairmentの種類による
理解のしづらさについての要素が聴取され

ている。疾患や本人の状況に対する理解が

不十分な場合、周囲の好意が有効に働かな

いことが示唆された。本人からの、また医

療側からの状況に関する適切、必要十分な

情報提供が必要となるだろう。 
  
９． 職場と医療の連携 

 職場と病院の連携に関する要素は、全例

復職成功例であるにも関わらず、我々の予

想を下回って尐なく、課題の深刻さが推測

された。 
産業保健スタッフからの支援(9-54)につ

いては、支援を受けられたことが聴取され

たのは 5 件中 1 件のみであった。支援のあ
った事例については、更衣などといった直

接業務以外の困難についても、介入により、

サポートできる可能性が挙がった。 
 また、主治医からの支援(9-58)として、傷
病保障制度に関わる情報提供が挙がった。

治療以外の面でも疑問や不安に応えてくれ

る「主治医」の存在は非常に大きい。罹患

して間もない時期から介入している主治医

との信頼関係は、患者を支える大きな要因

の一つに違いない。この信頼関係をベース

に両立支援を実践していくことが、復職可

能性を高めると考えられる。 
職場での医療情報管理(9-55)については、

その活用の是非や周知の範囲などについて

職場で悩まれることが多い。この点につい

ても、主治医や、場合によっては産業保健

スタッフが連携を取ることで、より良い支

援につながる適切な運用がなされるだろう。 
 各大カテゴリにおいても、職場と医療の

連携が有効となる可能性が示唆されたが、

実態としてはまだまだ不十分である。今後

の取り組みが大きな課題となるだろう。 
 
１０． 情報獲得 

本調査においては、情報取得について、

インタビュー実施 5件中 5件で聴取された。
また、その中でも収入(10-61)についての情
報不足に対する不安や、煩雑な手続きに対

する不満の訴えが強く伺われた。脳卒中後

の復職については、復職に臨む段階となる

まで、就労が全く行われない期間が比較的

長期にわたるため、社会経済的な不安や負

担が患者に大きくのしかかる。特に本調査

においては、いずれの事例においても対象

患者が主たる生計者であったため、より深

刻な悩みであったことが推察される。これ

を解決するためには、積極的な情報収集

(10-59)のみならず、職場からの情報(10-63)、
病院からの情報(10-66)、更にはピア・サポ
ーターからの情報(10-67)を有効に活用する
ことが重要となるだろう。しかし、罹患直

後の患者本人や、復職支援に慣れていない

企業などにおいては、情報提供のタイミン

グや内容、方法に悩むことが想像できる。

周囲からの情報提供がよりスムーズになさ

れるためには、職場復帰マニュアルのよう

なものに必要な情報を盛り込み、活用して

いくといった方法を取ることが有効となっ

てくるのではないだろうか。 
また、情報取得により、モチベーション

のアップにつながるといった要素も聴取さ

れている。患者を心理的に支えるためにも、

欠かせない要素であろう。 
 
E. 結論 

脳卒中後の患者における主な困難性は、

身体的な業務遂行能力の低下である。発症
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以降はほぼ一相性に回復へ向かうという疾

患の特徴があり、ある部分で症状が固定す

ることが脳卒中の特徴である。復職自体が

一番のハードルとなるため、これを乗り越

えるため、職場・医療の双方から患者をサ

ポートする必要があろう。復職成功者を対

象とした今回インタビューでは、上司や職

場の理解・支援が比較的良好である、本人

の復職への意欲が強い、などが復職を促進

する要因としての意見が多く挙げられた。

また、社会経済的な支援に関する情報の不

足に困難や不安を覚える例も多く、情報提

供についての支援も重要な因子であること

が示された。本人の機能回復、また疾病の

受け入れを支援し、職場としても設備など

ハード面の整備に加え、職場メンバーの理

解を促すなど、本人、医療、職場・産業医

の密な連携が良好な復職への鍵となるであ

ろう。より効果的な両立支援の実現に向け、

本人・職場・周囲が十分な疾患理解を得ら

れる適切な情報伝達ツールの作成が強く望

まれる。 
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����職��の��の������

�����力 ���職場��の配�

������ �������の配�

������������の�� ���職場��の��け

����の�� ���職場の理�

����� �����の理�

������力��� ���職場��の������

�����能の�� ���職場の業務遂行能力��������

������能の�� ���職場�の��

������の���� ����理的配�の受入

������������� ���業務�������

���職業��������� ���業務�������

���医療��������� ������

�����の受� �����の������

���業務����自�の�� ���家族��の��

�������������の受� ���家族の理�

���������療�の���心配��� ���家族の���

����職�の�� ���入�����職

��������� ����業��������の��

���職場�の��の�� ���職場�の医療情報�理

���職���� �������療��の��

������������ ���職場����の連携

������情 �����医��の��

���職場��の�職�� �����的�情報��

���家�����の�� ���医療��

���自������� ����入

���自����理 ���������������

���自����� ���職場��の情報

���自���職場�の�� ���会社��の��

����理的配�の�� �������の��

���自��力 �������の情報

���職場の���� �������������の情報

���職場�� ���医療�

���職場��

���職場�����

���職場��������

���職場�����

��職場背景

��自��力

��本人背景

��心理的影響

��業務遂行能力の��

��職場の受け入�

��職場の適正配置

��社会�家族背景

��職場�医療の連携

���情報獲得
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�表��������������業務遂行能力の�������要素

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

�����生活 療養終了後生活活動への不安 ������

�能�������生活の���� ������

��生活���の���������� ������

����������������の����の�� ������

�����の�� �行��������の��� ��������

���業�の����������� 休憩 ��������

�行��������の不� ��������

�������������動�業の�� �業不� ������

�����������������業の�� �業不� ��������

���������������業の�� �業不� ��������

�������������業の�� �業不� ��������

������������業の�� �業�� ��������

������������の�������� �業�� ��������

������業務�������の�������� �業�� ��������

������������の�� 異動 ������

�行��������の不� ��������

�������������業の�� �業�� ��������

������������業務�の不� �業�� ������

�������能の�� ����能������業�の不���行動 �業�� ������

�業�������業�� ������

�業��������業�� ������

������������能�����へ���� ������

�������の������行��の��の�� ��������

���������生活活動への不安の�� ��������

��������能�� ��������

�������の�������� ������

����������������行��の�� ��������

����������������������の�能�� ��������

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

�������業務������への����� ��������

��の����������������� ��������

�業�������������の��への����� �業�� ��������

��の業務遂行能力���の��の���� �� ��������

��の業務遂行能力���の��の���� �� ������

��の��不����要� ������

�������������の���� ������

���������生活活動への不安の�� ��������

�能��業�行����の��の�� ��������

�������������の�� ��の����������不�� �業�� ��������

�����への�� �業�������������������への不安 ������

�表������������������影響�����要素

���業務������の��

�����の��

�������������の��

�������力���

������能の��

����業����テ����

����療����テ����
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小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

��������� �����要��業務�� ������

�������� 自営業������の��� ��������

自営業������の��� ��������

��������������������� ������

自営業者のため休業中無収入 ��������

自�����自営業者��������������の�� ��������

�業��のための�業���収入� ������

罹患前の貯蓄の存在 �����

��������の�� ������

�������の���� ��の�������要� ������

���������の要� 自����の������������ ��������

�表����中�����た����自��力�����要素

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

自������������への��の�� ������

自��力����能�� ������

��������自�������た������ ������

入�����力������自�����行���� ������

自�����行����のための�� ��������

自�����行����のための�� ������

自����������た�能�����への�������� ������

���自����� ��への自�の��の���� ������

自��������への����の�� ��������

休�中の���の�������� �����

��������自���������の�� ��������

自�������������の�����の�� ��������

自�の�行������������ ��������

自��力 ��������

�能��業�行����の自�の�� ��������

������������テ����� ��������

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

�����の�患�� ��の�������の�������� ������

��者�����た�業�� ��������

��者�����た�業�� ��������

自営業������の��� ��������

���������の��� ��������

���������� ��の�������要� ������

������������� 罹患����������の���の���� �� ��������

������の��������の�� ������ ��������

�������行����������の���� ��������

������の��������の�� ��������

�表����中�����た�������������要素

�表����中�����た�������������要素

������������

�������

���自�������

���自�����への��

��������の��

���自��力

�������

�������

����������
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�表�����������������の���������要素

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

������業遂行能力の����� ��������

��������業の�� ��������

����業������������ ��������

����業������������ ������

����業������������ ������

���業�の�������������の�業�� ��������

��の���������への����� ������

��の���への�� ��������

��の��������の�行�� ��������

��の��������の�行�� ������

��の��������の�行�� ��������

�������の��へ������ ��������

������の���業������の��� ��������

����の�����������の���������の��� ������

��の�� ��������

��の���������への����� ������

��の�� ��������

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

��������の�� �������������の���� ��������

����の影響�������業への�� ��������

�������業���������業の���能への���� ������

�������業���������業の���能への���� ������

�������業���������業の���能への���� ������

�������業���������業の���能への���� ��������

�������行����������の���� ��������

�������業���������業の���能への���� ��������

���能����業�������業��の�� ��������

�業���の����業�������� ������

���������業��の��の業務��の����� ������

������������業務�の�� ������

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

������ ���������への�� ������

����������������� ��������

����の����の��の���� ������

������業の�� ��������

��������業の�� ������

�������の���� ������ ������

����������������の�� ������

�������行��������の�� ��������

�������の���� ������ ������

�����の��� �������������������業務の���� ������ ��������

�表����������������������������要素

�����の������

�������の��

�����の��

�������の���

�����の��

�����の��

���業務�������

���業務�������

�表�����������������の���������要素

�������の��

�������の��
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�表���������������������の�������要素

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

�業����������������の�� ��������

�業�������������業務���の�� ��������

�業��������������業�� ��������

�業�������������������� ��������

�業������の���への�� ��������

�業������の��� ������

������の������ ����の�����������の���������の��� ������

�表�������������������������要素

小カテ���� 要素の表�
業務遂行能力
への影響

番�

��������の�� ��������������������� ��������

���������������の������ ��������

������������テ����� ������

������������の�� ������

������� ��������の�� ������

��������業���������������の�� ��������

������������の���� ��������

��������������� ���������の��� ��������

�������の�� ������������ ��������

���������の���� ������

������の�� ��������

����������������の������ ��������

��������������������� ��������

��������への�テ�������������� ������

�業���������の�� ������

�������������������� ������

���������������の����

������ ��������������������� ��������

�������の��

�������の��

�������������の��

����業��������の��

�����������

�����
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両立の困難性と必要な支援に関する患者質問紙調査 

 

 
 
 
 

 
 
 

研究分担者 
立石 清一郎 産業医科大学・産業医実務研修センター講師 
塚田 順一  産業医科大学・血液内科教授 
安部 治彦  産業医科大学・不整脈先端治療学教授 
佐伯 覚  産業医科大学・リハビリテーション医学教授 

藤野 昭宏 産業医科大学・医学概論教授 
高橋 都      国立がん研究センターがん対策情報センター 

 がんサバイバーシップ支援部部長 
森 晃爾 産業医科大学・産業保健経営学教授 
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両立の困難性と必要な支援に関する患者質問紙調査 

 

 
研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・血液内科 教授  塚田 順一 

産業医科大学・不整脈先端治療学 教授 安部 治彦 

産業医科大学・リハビリテーション医学 教授 佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論 教授 藤野 昭宏 

国立がん研究センターがん対策情報センター 

 がんサバイバーシップ支援部             部長      高橋 都 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

研究要旨 

【目的】身体疾患に罹患した労働者は何らかの就業困難性を持ちながら働くことになるがそれらを

定量化する取り組みは今のところなされていない。がん・脳卒中・心疾患の 3疾患による症状から就

業困難に結びつくモデルを作成し疾患ごとの問題点を整理するために質問紙調査を実施する。 

【方法】質問紙コア研究班によるベータ版作製とベータ版をもととした 2回の研究班全員による会合

により質問紙を作成した。2016年 2月-8月の 7か月間に、産業医科大学病院循環器、血液内科、

リハビリテーション科および本学若松病院リハビリテーション科の入院及び外来患者を対象とし、質

問紙を配布、回収した。質問紙では、年齢、性別、パートナー・経済的ゆとりの有無、雇用形態、会

社・職場規模、勤続年数、職場内設備、職場の両立支援経験、会社から本人への復職期待、産業

医の有無、業務内容について、また、復職に影響のあった症状や、職場や医療機関で得られた支

援に加え、『働きづらさ』の点数を 5点満点（5に近いほど働きづらい）で 20項目を聴取した。得られ

た回答のうち、『働きづらさ』の各項目について、疾患群間の差を分散分析で比較した。また、症状

や職場・医療機関からの支援についての回答に対し、KJ 法を参考にした内容分析法を用いて、課

題や有効な支援の抽出を行った。 

【結果および考察】患者 89 名の回答を得た。「業務遂行能力の低下」では骨関節・神経疾患群、

「副作用」では悪性新生物群において有意に点数が高かった。復職・就労継続に影響する要素と

して、症状のみに留まらない困難が回答として挙がった。職場による支援では合理的配慮の他、精

神的なサポートに関する回答が挙がった。医療機関による支援では、病気や治療の説明の他、高

い治療効果や、職場との連携に関する回答が挙がった。 

【結論】身体疾患による就業困難性を定量化する質問紙により、全体として課題となる頻度の高い

働きづらさや、特定の疾患群において優先度の高い課題、また職場、医療機関において期待され

る支援や、連携の要点を明らかにすることが出来た。今回得られた知見を、情報共有のツール作

成に活かしていきたい。 
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研究協力者 
岡田 岳大   産業医科大学 産業医実務研修センター 
原田 有理沙   産業医科大学 産業医実務研修センター 
横山 麻衣 産業医科大学 産業医実務研修センター 
山口 享宏 産業医科大学 血液内科 
北村 典章 産業医科大学 血液内科 
河野 律子 産業医科大学 不整脈先端治療学 
荻ノ沢 泰司 産業医科大学 第２内科 
大江 学治 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
林 克英 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
高橋 正雄 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
加藤 徳明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
伊藤 英明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
白石 純一郎 産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 
二宮 正樹 産業医科大学 リハビリテーション医学 
杉本 香苗 産業医科大学 リハビリテーション医学 
 

A. 研究目的 

 医療の進歩により治療を受けながら就業

を継続したいと思う労働者は増加しつつあ

る。そのような労働者はもともとの疾患に

よる症状や治療の副作用により何らかの働

きづらさを持ちながら就業することになる

が、疾病ごとにどのような働きづらさが多

いかということはこれまであまり検討され

ていない。本研究においては、①直接的に

業務遂行能力が低下する「脳・関節疾患」、

②直接的な業務遂行能力は低下しないなが

らも業務遂行時に事故等が発生する可能性

がある「循環器系疾患」、③疲労等による業

務遂行能力の低下と集中力の低下等による

事故等の両方の要素を併せ持つ「がんなど

の腫瘍性疾患」についてそれぞれの『働き

づらさ』に焦点を当てた質問紙により数値

化する取り組みである。 

3 系統の疾患の働きづらさについてはす

でに本研究別の分担研究による患者 Depth 

Interview により 68カテゴリーが提示され

ている。提示されたカテゴリーから必要な

項目を質問紙として抽出し、疾患ごとの困

りごとの優先度を評価する。これにより疾

患に応じた困りごとの順位付けができるた

め、対応の優先順位を決めることができる。

治療医と職場の連携ツールの作成に直接的

に寄与することのできる質問紙調査となる。 

 

B. 研究方法 

【重要項目の抽出：事前検討】 

3 系統の患者インタビューにより収集さ

れた 68の困難リストは表 1である。表 1の

困難性についてインタビュー分析を実施し

た 4 名の担当者（ST、TO、AH、YM）が個別

に重要性を検討のうえディスカッションを

行い質問紙原案を作成した。 

 

【重要項目の妥当性の検証】 

 前述の重要項目として選択された項目を

研究班会議で議論のうえ、最終的な質問項

目を確定した。 

－232－



 

【重要項目の抽出：事前検討】 

質問紙作成に際して68の困難リストを10

の大カテゴリーに分類した際の概念図を作

成した（図 1．疾病－就業困難影響モデル）。

疾病に罹患することにより症状（①身体的

影響と②心理的影響）が発生し働くことの

困難性につながる。これらに影響を与える

因子として③本人が持っている背景、④自

助努力の有無、⑤職場が持っている背景、

⑥職場の受け入れ状況、⑦職場の適正配置、

⑧社会・家族が持っている背景、⑨職場と

医療の連携、⑩情報獲得の手法、という 8

つの働くことの困難を増強・緩和する因子

が存在することを見出した。 

 質問紙に記載する項目としてこのモデル

を中心に議論を行った。研究者 4 名により

本モデルのメインストームである病名と症

状名、身体的影響と心理的影響を聴取する

ことは必須であると考えた。身体的影響や

心理的影響はあり／なしという二元論では

なくどの程度というアナログな要素をある

程度入れたほうがいいという観点から 5 点

法（Likert scale）を採用し働きづらさの

程度を定量化できるような形で聴取するこ

ととした。 

 大カテゴリー③－⑩の項目のうち、本研

究の上位の目標である職場と医療による情

報共有・連携がなされることで解決される

べき項目を検討した。③本人背景や④自助

努力、⑤職場背景、⑧社会・家族背景、⑩

情報獲得の手法は情報共有や連携で向上す

るものではなくそれぞれへのアプローチな

どの手法が重要であることから属性情報の

一部として採用することとした。⑥職場の

受け入れ状況、⑦職場の適正配置、⑨職場

と医療の連携、についてスケールを用いた

質問紙への記載を行うこととした。 

 

【重要項目の妥当性の検証】 

 研究班による会議によるディスカッショ

ンを 2 回行った。研究班には研究分担者で

ある臨床専門家 3 名、倫理専門家 1 名、産

業保健専門家 2 名に加え、それぞれの研究

分担者に紐づく研究協力者を加えて議論を

行った。 

 1 回目の議論は疾病－就業困難影響モデ

ルの解説をメインに行った。質問紙の研究

デザインを検討し、 

 外来患者に無記名で記載を依頼するこ
と 

 心的外傷に触れるような内容を含まな
いこと 

 業務の内容を答えやすい形で聴取する
こと 

 仕事や生活に影響した障害、症状は限り
なくあるので自由記載にすること 

 スケールで定量化する内容はせいぜい
20項目とすること 

 スケールで聴取する内容は有意差が出
ると思われる最小程度の数字として各

科 100名を目標とすること 

 質問紙は最長で 20分以内にすること 

 などの項目が合意された。これらの意見

をもとに質問紙のベータ版を作成し全員に

メールで配信した。 

 2 回目の議論では事前にメールで配信し

た質問紙の中身について議論がなされた。

患者に理解のしやすい言葉を選ぶとともに、

記載のしやすい文言に修正した。また、イ

ンタビューでは中小規模事業場が多かった

ためあまり出てこなかったが産業医の有無

は就業について重要なファクターであると

考えられることから追加することとした。

修正をした質問紙を研究班班員全員にメー

ルを送信することで合意形成を行った。質
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問紙の最終形を添付資料として示す。 

 

【質問紙の配布・回収】 

2016年 2月-8月の 7か月間に、産業医科大

学病院循環器、血液内科、リハビリテーシ

ョン科および本学若松病院リハビリテーシ

ョン科の入院及び外来患者のうち、就労中

に疾患のために休職を要し、復職に臨んだ

経験のある者を対象とした。外来主治医に

より質問紙が配布され、任意による回答の

のち、配布者もしくは外来担当者への提出

を経て回収した。質問紙では、問 1~3 にお

いて年齢、性別、パートナー・経済的ゆと

りの有無、雇用形態、会社・職場規模、勤

続年数、職場内設備、職場の両立支援経験、

会社から本人への復職期待、産業医の有無、

業務内容について、また、問 5において『働

きづらさ』の点数を 5点満点（5に近いほど

働きづらい）で 20 項目(病気による症状や

障害、副作用や体の変化、体力低下、リハ

ビリテーション、本人の努力、不安、職場

の理解・気遣い・配慮、家族の支援、周囲

の偏見、仕事と治療のスケジュール、適正

配置、業務遂行能力の過大評価・過小評価)

を聴取した。更に、問 4 において復職に影

響したと考えられる症状、問 7  

で職場において得られた支援、問 8 で医療

機関において得られた支援、最後に問 9 で

欲しかった支援について自由記述の形式で

聴取した。 

 

【統計解析】 

得られた回答のうち、質問紙 問 1～3(年齢、

性別、パートナー・経済的ゆとりの有無、

雇用形態、会社・職場規模、勤続年数、職

場内設備、職場の両立支援経験、会社から

本人への復職期待、産業医の有無、業務内

容)、問 5(『働きづらさ』に関する 20 の質

問)について、単純集計を行った。『働きづ

らさ』については、各項目において働きづ

らさを「よく感じた」「いつも感じた」と回

答した割合を、算出し、それぞれにおいて

頻度の高い項目を比較した。また、各項目

について、疾患群間の差を分散分析で比較

した。 

更に、症状や支援内容といった質的回答に

ついて、KJ 法を参考にした内容分析法を用

いて、課題の抽出を行った。 

質問紙 問 4「職場復帰に際し仕事や生活に

影響したと思われる主な症状や後遺症(以

下「症状や後遺症」)」について、1 つのカ

ードあたり 1 つのコメントを起こした。仕

事や生活への影響という視点で内容の似通

ったものをグループ毎に分類したのち、そ

れぞれのグループに表札をつけ（小カテゴ

リー）さらに類型化した(大カテゴリー)。 

質問紙 問 7「職場復帰時に、職場内から受

けた支援や配慮のうち、自身にとって良か

ったもの(以下「職場支援」)」、8「職場復

帰時に、医療機関から受けた支援や配慮の

うち、自身にとって良かったもの(以下「医

療支援」)」9「職場復帰時に、職場や医療

機関から受けたかった支援や配慮(以下「要

望」)」については、回答内容について要約

したものをそれぞれカードに起こし、内容

の似通ったものをグループ毎に分類したの

ち、それぞれのグループに表札をつけ、（小

カテゴリー）さらに類型化した（大カテゴ

リー）。 

統計解析には IBM社製 SPSSを用いた。 

 

【倫理的配慮】 

産業医科大学研究倫理審査委員会の承認後

に実施した。 

 

C. 研究結果 
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【対象者の背景】 

89件の回答を得た。回収した質問紙のうち、

主科の記載のある 88 例(循環器疾患 14 例、

骨関節・神経疾患 24例、悪性新生物 50例)

を有効回答として分析した(有効回収率 

61.5%)。対象者の背景は表 2 に示した。対

象者背景として、主には以下のような特徴

があった。 

・骨関節・神経疾患群において平均年齢が

低かった(45.04歳)。 

・循環器疾患において、男性の割合が高か

った(85.71%)。 

・循環器疾患についてパートナーありと回

答した割合が低かった(57.14%)。 

・骨関節・神経疾患群において、経済的余

裕が「十分にあった」「少しあった」と回

答した割合が高い(87.5%)。 

・いずれの疾患群においても、正社員の割

合が 6割以上である。 

・いずれの疾患群においても、事業所規模

が 50人以上と回答した割合が 6割以上で

あった。 

・いずれの疾患群においても、勤続年数 5

年以上と回答した割合が 6 割以上であっ

た。 

・全体として最多の割合を占めた業務内容

は専門的業務で、骨関節・神経疾患にお

いては 5割の回答者が該当した。 

・骨関節・神経疾患群において、職場にお

ける疾患経験が「ある」と回答したもの

は、20.8%で、他疾患群と比較し最多であ

った。 

・骨関節・神経疾患群において、復職の期

待を感じたかについて、「はい」と回答し

たものは約 8割であった。 

・いずれの疾患群においても、産業医が「い

る」と回答した割合は 40%を超えなかった。 

・全体として 66.3%の回答者が同一会社に復

職していた。 

 

【復職に影響のあった症状】 

問 4「症状や後遺症」について、「特になし」

などの回答を除き、1つ以上症状や後遺症の

記載されていたものは全体で 71名、各疾患

群においては、循環器疾患 10名、骨関節・

神経疾患 17 名、悪性新生物 44 名であり、

合計で 202 コメントの記入が得られた。KJ

法を参考にした内容分析法により抽出した

課題を表 3に示す。抽出した課題について、

以下の特徴が観察された。 

・大カテゴリーについては、いずれの疾患

群においても 8割以上の回答者が「疾患・

治療による身体的変化」を挙げていた。 

・また、いずれの疾患群においても 3 割以

上の回答者が「疾患:治療による心理的変

化」を挙げていた。 

・小カテゴリーについて、1番頻度の多かっ

た回答は「体力低下」(62 コメント)であ

り、全体で 52 名(73.2%)、循環器疾患に

おいて 9名(90%)、骨関節・神経疾患にお

いて 6 名(35%)、悪性新生物において 37

名(84.1%)が記載していた。 

・2番目に頻度の多かった回答は「治療の副

作用」(52コメント)であり、全体で 29名

(%)、循環器疾患において 2 名(20%)、悪

性新生物において 27 名(61.4%)が記載し

ていた。骨関節・神経疾患においては該

当のコメントがなかった。 

・循環器疾患において、特徴的な回答は「治

療による生活上の制限」「車両運転」「治

療費」であった。 

・骨関節・神経疾患において、「疾患による

不快な感覚」を回答したものは 16 名

(94.1%)、「疾患による身体機能低下」を

回答したものは 10 名(58.8%)と、頻度が

高かった。また、特徴的な回答として「疾
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患による高次脳機能低下」「疾患に直接由

来しがたい症状」があった。 

・悪性新生物において、特徴的な回答とし

て「用紙の変化」他、「休憩場所」や「職

場の気遣いの過剰・不足」などが挙がっ

た。 

・『働きづらさ』の合計点数の大きさと症状

の頻度について、明らかな差は認められ

なかった。 

 

【働きづらさの疾患群比較】 

質問紙 問 5 『働きづらさ』に関する 20

項目の質問について、疾患群ごとの平均値

と、分散分析の結果は表 3の通りであった。

また、各項目について、働きづらさを「よ

く感じた」「いつも感じた」と回答した割合

を、表 4に示した。『働きづらさ』について

は全体、疾患群ごとで、以下のような特徴

が観察された。 

・疾患群で平均に有意な差のあったものは、

以下の 2項目であった。 

5-1 病気による症状や障害があったため 

(F(2,83)=5.485, p-0.006) 

5-2 治療による副作用・体の変化があっ 

たため(F(2,82)=4.211, p-0.018) 

・循環器疾患群において、「5- 6 病気をし

たことで不安な気持ちが生まれたため」

働きづらさを感じた頻度が平均値として

最も高く、かつ「よく感じた」「いつも感

じた」と回答した割合は 28.57%であった。

同項目については、他の 2 つの疾患群に

おいても 3割程度が「よく感じた」「いつ

も感じた」と回答していた。 

・循環器疾患群において、各項目はいずれ

も平均が 3を超えなかった。 

・骨関節・神経疾患群において、「5- 1 病

気による症状や障害があったため」働き

づらさを感じた頻度が平均値として最も

高く、かつ「よく感じた」「いつも感じた」

と回答した割合は 54.2%であった。 

・悪性新生物疾患群において、「5- 3 病気・

治療による体力低下があったため」働き

づらさを感じた頻度が平均値として最も

高く、「よく感じた」「いつも感じた」と

回答した割合は、50.0%であった。同項目

については、骨関節・神経疾患群におい

ても 45%程度が「よく感じた」「いつも感

じた」と回答していた。 

 

【職場からの支援】 

問 7-③「職場支援」について、「特になし」

などの回答を除き、実際の支援が 1 つ以上

記載されていたものは全体で 50名、各疾患

群においては、循環器疾患 9 名、骨関節・

神経疾患 16名、悪性新生物 25名であった。

合計で 70個の「職場支援」の記入が得られ

た。KJ 法を参考にした内容分析法により抽

出した課題を表 5 に示す。抽出した課題に

ついて、以下の特徴が観察された。 

・1番頻度の多かった回答は「作業上の配慮」

であり、全体で 17 名(34.0%)、循環器疾

患において 4名(44.4%)、骨関節・神経疾

患において 6名(37.5%)、悪性新生物にお

いて 7名(28.0%)が記載していた。 

・2番目に頻度の多かった回答は「通院配慮」

であり、全体で 10 名(20.0%)、骨関節・

神経疾患において 8名(50.0%)が記載して

いた。 

・循環器疾患において、「時間外勤務配慮」

についての回答が 3名(33.3%)挙がった。 

「残業、休日出勤、出張の制限」 

「夜の会議は参加しなくてよくなった」 

・骨関節・神経疾患において、「トイレの配

慮」についての記載が特徴的であった。 

「職員トイレではない大きなトイレの利

用ができる」 
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・悪性新生物において、「休憩の配慮」につ

いての回答が 5名(20.0%)挙がった。 

「体調が悪い時はいつでも休める環境を

整えてくれた」 

「治るまで休憩がとれるようにしてくれ

た」 

・その他、「気遣い」「相談対応」などの精

神的サポートや、「専門スタッフによる相

談対応」「傷病手当」といった回答も挙が

った。 

 

【医療機関からの支援】 

問 8「医療支援」について、「特になし」

などの回答を除き、実際の支援が 1 つ以上

記載されていたものは全体で 46名、各疾患

群においては、循環器疾患 10名、骨関節・

神経疾患 13名、悪性新生物 23名であった。

合計で 65個の「医療支援」の記入が得られ

た。KJ 法を参考にした内容分析法により抽

出した課題を表 6 に示す。抽出した課題に

ついて、以下の特徴が観察された。 

・1番頻度の多かった回答は「病気や経過に

ついての説明」であった。全体で 15 名

(32.6%)、循環器疾患において 3名(30.0%)、

骨関節・神経疾患において 4 名(30.8%)、

悪性新生物において 8名(34.8%)が記載し

ていた。 

・2番目に頻度の多かった回答は「高い治療

効果」であり、全体で 14 名(30.4%)、循

環器疾患において 3名(30.0%)、骨関節・

神経疾患において 4名(30.8%)、悪性新生

物において 7名(30.4%)が記載していた。 

・循環器疾患において、「十分な療養・リハ

ビリ期間」「傾聴・気遣い」についての回

答が特徴的であった。 

「入院で萎えた体をリハビリで改善して

もらった」 

「本来の病気以外に、メンタル面について

の面談があった」 

・骨関節・神経疾患において、「職場への情

報提供」についての回答が特徴的であっ

た。 

「職場復帰の時は、担当の先生から、病気

のことなどを説明していただき、職場復帰

が出来ました」 

・悪性新生物において、「主治医との信頼関

係」「治療スケジュールの調整」「復職プ

ラン遂行の支援」が特徴的であった。 

・その他、「継続的なフォローアップ」や、

「産業医との連携」、「給付の手続き支援」

といった回答も挙がった。 

 

D. 考察 

【対象者の背景】 

今回調査においては同一会社への復職が

可能となったケースが全体で 66.3％を占め

た。雇用形態や事業所規模の大きさ、勤続

年数の長さなどの背景条件が復職の可否と

関係している可能性は十分考えられるが、

同一会社への復職が困難であったケースの

数が少なかったため比較が困難であった。 

事業所規模が 50 人以上である割合が約 7

割であることに対し、産業医が「いる」と

回答した割合は約 4 割に留まった。今回調

査におけるサンプリングに一定の偏りはあ

るものの、産業医が充足していない、もし

くは機能していない事業所が残存しており、

十分に活用されていないことが推察された。

産業保健分野における今後の課題である。 

 

【復職に影響のあった症状】 

体力低下や副作用の影響、身体機能の低

下など、身体的症状に関する回答の頻度が

高かった。身体疾患を抱えながら復職に臨

む就労者が抱える困難として、周囲、本人

共に比較的納得しやすいものである。各症
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状は治療や経過により変化するものや、一

定の経過ののちに固定する症状など、ベー

スにある疾患やその重症度によりさまざま

であるため、本人の訴えはもとより、主治

医より経過についての意見を提供してもら

うことも柔軟な支援に役立つだろう。また、

経過による変化にフィットするため、適宜

見直しの機会を設けておくことも、双方に

とって合理的な配慮であるために重要であ

る。 

また、不安や気分の落ち込み、疾患の受

容などといった心理的変化について、いず

れの疾患群においても一定の割合で復職や

就労継続に影響していることが分かった。

目に見えづらい部分であるために、周囲も

支援に悩む点であると推察される。解決に

はある程度の時間と、周囲の寄り添う姿勢

が必要となると考えられる。周囲としては

労働者の困難を把握、共感するために、想

像力を働かせることも必要ではあるが、場

合によっては的外れとなったり、過剰な気

遣いから腫れ物に触るようになったりして

しまうことがあり、これらはかえって両立

支援の妨げとなりうる。ある割合で心理的

変化による困難を抱える労働者がいること

を理解した上で、実際に労働者とコミュニ

ケーションをとり、就労上でどのような支

援が心理面での支えとなれるのかを話し合

うことも大切であろう。 

更に、症状・治療による社会的制限や、

職場の風土・環境・設備、自身の社会経済

的背景に関する課題も挙がった。本調査で

対象になったのは復職に臨む一部の労働者

であり、また、質問紙における問いも「影

響のあった症状を 5 つまで」と制限のある

形式であったが、身体疾患を抱える労働者

の復職・就労継続に関する困難は、症状の

多様に併せ、就労環境の多様により、非常

にバリエーションが広くなることが改めて

示された。これは、別に報告の患者インタ

ビュー調査において得られた知見に沿うも

のである。したがって、身体疾患を抱えた

労働者の両立支援の実施には一律のソリュ

ーションではカバーが困難であり、労働者-

職場間のコミュニケーションの中でいかに

労働者の困難を把握、共感できるかという

点が非常に重要となる。 

 

【働きづらさの疾患間比較】 

復職・就労継続において困難となった課

題として、「病気による症状や障害があった

ため」、「治療による副作用・体の変化があ

ったため」という項目では、疾患群間で有

意に差があった。骨関節・神経疾患におい

ては病気による症状や障害、悪性新生物に

ついては治療の副作用に関する困難が、個、

集団いずれにおいても頻度が高く、対策の

優先度が高いと言える。 

骨関節・神経疾患における症状や障害に

ついての多くは、発症から回復といった一

相性の経過をたどる。このため、罹患後の

身体機能などに応じた職場の設備、業務内

容等のハード面のみならず、職場スタッフ

の支援や理解といったソフト面を、復職に

向けて十分に整え、復職そのものを支援す

ることが重要と考えられる。 

悪性新生物における治療による副作用は、

治療の内容や仕事の形態によって影響の及

び方が様々である。更にこの影響は永続的

に続くものではなく、症状の再燃や治療の

スケジュールによってある程度の期限をも

って断続的に生じる困難である。必要に応

じて、経過や治療スケジュールを共有する

ことで、柔軟な支援が可能となるだろう。 

一方、循環器疾患においては、回答者の

評価を平均すると、いずれの項目も個別の
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評価として頻度の高い困難とは言えなかっ

た。今回調査における回答者は、残存する

明らかな症状がない例も多かったことに起

因している可能性が考えられる。しかしな

がら、集団としては、「病気をしたことで不

安な気持ちが生まれたため」、「自分が思う

ように頑張ることが出来なかったため」、

「職場から過大評価されるため」に困難を

感じている割合がそれぞれ 2 割を超え、他

疾患群の値に迫る。これらは、循環器疾患

の特性、すなわち意識下で生命の危険を感

じた既往による症状再発・治療への並々な

らぬ不安や、治療により症状が消失してい

ながら、疾患を抱えているという状況に対

する精神的葛藤を示唆するものである。潜

在化しやすい問題である点や、個別性が高

いことが支援を難しくさせうると考えられ

るため、労働者とのコミュニケーションの

機会を意識的に設けることが必要となるだ

ろう。 

 

【職場での支援】 

職場において得られた支援としては、合

理的配慮に関わるものが多く挙がった。両

立支援において、まず職場に望まれるとこ

ろである。業務の質や量のみならず、休憩

やトイレなど、職場で過ごすにあたって考

慮が必要な項目が示された。治療と就労の

両立のため、労働者本人として最低限どの

程度の配慮が必要であるのか、職場として

最大限どの程度の配慮が可能なのかなどに

ついて話し合いの機会が設けられることが、

双方として納得のいく両立を実現するため

に欠かせない。場合によっては労働者本人

が十分に疾患や必要な配慮について言語化

できないケースも存在するため、主治医に

よる意見を参考にしたいところであろう。

一方、別に報告した企業側調査では「事業

所の事情により実現できない配慮を依頼さ

れる」といった職場側の困難の訴えが聞か

れている。職場の事情や、実現可能な配慮

の範囲を、いかに主治医に理解してもらう

かが医療との連携の上での課題である。 

また、実際の業務上調整のみならず、気

遣いや相談への対応など、精神的なサポー

トについての回答も挙がった。職場として

支援をする心構えでいることは言うまでも

なく、これを相談対応や声かけ、雇用の維

持、復職への期待など、態度として示すこ

とが、身体疾患を抱える労働者の不安の解

消や自信の回復、疾患の受容につながるだ

ろう。 

更に、専門スタッフの配置や傷病保障な

ど、制度的な準備が必要なものも挙がった。

職場の資源にもよるが、両立支援を充実さ

せるためには、長期的に検討していくこと

が望ましいだろう。 

 

【医療での支援】 

医療機関において得られた支援としては、

病状や治療経過について説明が最多で挙が

った。疾患によっては必ずしも症状や障害

が消失するものではなく、付き合っていか

ねばならないもの、再発を念頭に置かねば

ならないものもある。しかしながら、経過

の見通しがつくことで、労働者は安心して

治療と就労に臨むことが出来る。また、主

治医による傾聴や気遣い、継続的なフォロ

ーアップがあることは、復職や就労継続に

おいて新たな困難が生じたとしても、支援

を受けることが出来る、という期待、安心

感につながる。これは、両立に前向きに取

り組むために非常に重要な要素である。 

また、高い治療効果、十分な療養・リハ

ビリ期間についての回答も多く挙がった。

Impairment が就労に影響を及ぼさない程度
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であることは幸いである。このためには、

適切な時期の適切な治療はもとより、日頃

の生活習慣や持病の管理など、ヘルスリテ

ラシーの向上も求められる。 

更に、職場への情報提供など、職場との

連携についての回答も挙がった。職場によ

る支援においても触れたが、労働者が自身

の状況をうまく言語化できないケースでは、

労働者が職場で必要な支援を受けるために、

主治医による診療情報の提供が重要な位置

を占める。一方、別に報告した主治医調査

では「疾患を抱える労働者がどのように働

くことになるのか、情報がどのように扱わ

れるのかわからない」といった主治医側の

不安の訴えが聞かれている。別に報告した

事業場側調査も考え合わせると、職場から

の情報提供が解決との鍵なると考えられる。 

加えて、給付の手続き支援についての回

答も挙がっている。疾病の罹患という経験

は本人、職場ともに頻度の高いものではな

いため、医療機関においてメディカルソー

シャルワーカーなどによる支援があること

は、安心して両立に臨むためにも大変有意

義であろう。職場としても、職場内では解

決できずとも、相談先を紹介することが支

援のひとつとなりうるため、このような困

難を抱えうるということは認識しておくと

よいだろう。 

 

 

E. 結論 

 身体疾患による就業困難性を定量化する

質問紙により、全体として課題となる頻度

の高い働きづらさや、特定の疾患群におい

て優先度の高い課題、また職場、医療機関

において期待される支援や、連携の要点を

明らかにすることが出来た。今回得られた

知見を、情報共有のツール作成に活かして

いきたい。 
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図 1．疾病－就業困難影響モデル 
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表 1．68カテゴリー 

 

1.業務遂行能力の低下 1.基礎体力 6.職場の受け入れ 37.職場からの配慮

2.日常生活 38.上司からの配慮

3.impairmentの程度 39.職場からの声かけ

4.容姿の変化 40.職場の理解

5.副作用 41.上司の理解

6.疲労（体力低下） 42.職場からの過剰な気遣い

7.身体機能の低下 43.職場の業務遂行能力に対する過大評価

8.高次脳機能の低下 44.職場での差別

9.ICDへの電磁干渉 7.職場の適正配置 45.合理的配慮の受入

10.ICDによる運転制限 46.業務転換による恩恵

11.職業リハビリテーション 47.業務転換による困難

12.医療リハビリテーション 8.社会・家族背景 48.地域愛

2.心理的影響 13.疾患の受容 49.世間の疾患イメージ

14.業務に対する自信の回復 50.家族からの支援

15.「障害者」であることの受容 51.家族の理解

16.症状再発・治療への不安・心配・恐怖 52.家族の過保護

17.失職への恐怖 9.職場と医療の連携 53.入院による休職

3.本人背景 18.資格・専門性 54.産業保健スタッフからの支援

19.職場への過去の貢献 55.職場での医療情報管理

20.職位・責任 56.通院・治療時間の確保

21.雇用条件・定年制度 57.職場と病院との連携

22.経済事情 58.主治医からの支援

23.職場からの復職期待 10.情報獲得 59.積極的な情報収集

24.家庭環境からの要求 60.医療保険

4.自助努力 25.自主トレーニング 61.収入

26.自己体調管理 62.福利厚生にかかるサポート

27.自己アピール 63.職場からの情報

28.自分から職場への説明 64.会社制度の活用

29.合理的配慮の申出 65.年次休暇の不足

30.自己努力 66.病院からの情報

5.職場背景 31.職場の疾患経験 67.ピア・サポーターからの情報

32.職場風土 68.医療費

33.職場規模

34.職場マンパワー

35.職場シチュエーション

36.職場設備・環境
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表2：対象者の特徴

平均 ±
標準

偏差
% N 平均 ±

標準

偏差
% N 平均 ±

標準

偏差
% N 平均 ±

標準

偏差
% N

年齢 50.30 ± 12.32 ( 22-74 ) 52.14 ± 12.56 (32-74 ) 45.04 ± 12.42 (22-69 ) 52.40 ± 11.65 (29-74 )

性別

男 65.17 ( 58 ) 85.71 ( 12 ) 66.67 ( 16 ) 58 ( 29 )

女 32.58 ( 29 ) 14.29 ( 2 ) 33.33 ( 8 ) 38 ( 19 )

パートナー

あり 71.91 ( 64 ) 57.14 ( 8 ) 70.83 ( 17 ) 76 ( 38 )

主たる生計者か

はい 71.9 ( 64 ) 78.6 ( 11 ) 83.3 ( 20 ) 66.0 ( 33 )

経済的余裕

あり 67.4 ( 60 ) 64.3 ( 9 ) 87.5 ( 21 ) 58.0 ( 29 )

雇用形態

正社員 68.5 ( 61 ) 78.6 ( 11 ) 83.3 ( 20 ) 60.0 ( 30 )

自営業 4.5 ( 4 ) 4.2 ( 1 ) 6.0 ( 3 )

事業所規模

50人以上 68.5 ( 61 ) 85.7 ( 12 ) 75.0 ( 18 ) 60.0 ( 30 )

勤続年数

5年以上 65.2 ( 58 ) 71.4 ( 10 ) 66.7 ( 16 ) 64.0 ( 32 )

業務内容

管理 9.0 ( 8 ) 8.3 ( 2 ) 12.0 ( 6 )

専門 30.3 ( 27 ) 28.6 ( 4 ) 50.0 ( 12 ) 22.0 ( 11 )

販売 10.1 ( 9 ) 8.3 ( 2 ) 12.0 ( 6 )

サービス 6.7 ( 6 ) 7.1 ( 1 ) 4.2 ( 1 ) 8.0 ( 4 )

生産工程 9.0 ( 8 ) 7.1 ( 1 ) 8.3 ( 2 ) 10.0 ( 5 )

輸送運転 3.4 ( 3 ) 7.1 ( 1 ) 4.0 ( 2 )

建設・採掘 11.2 ( 10 ) 28.6 ( 4 ) 8.3 ( 2 ) 8.0 ( 4 )

運搬・清

掃・包装
4.5 ( 4 ) 14.3 ( 2 ) 4.0 ( 2 )

通信・運輸 1.1 ( 1 ) 4.2 ( 1 )

その他 11.2 ( 10 ) 7.1 ( 1 ) 8.3 ( 2 ) 14.0 ( 7 )

職場の疾患経験

あり 14.6 ( 13 ) 1 ( 7.1 ) 20.8 ( 5 ) 14.0 ( 7 )

復職期待

あり 59.6 ( 53 ) 57.1 ( 8 ) 79.2 ( 19 ) 52.0 ( 26 )

産業医

いる 37.1 ( 33 ) 35.7 ( 5 ) 33.3 ( 8 ) 40.0 ( 20 )

復職先

同会社 66.3 ( 59 ) 78.6 ( 11 ) 87.5 ( 21 ) 52.0 ( 26 )

困りごと和 46.38 ± 14.67 42.71 ± 16.63 43.00 ± 14.99 49.37 ± 13.47

全体

(N=89)

循環器疾患 筋骨格・神経疾患 悪性新生物

(N=14) (N=24) (N=50)

－243－



表3：復職に影響のあった症状

% ( N ) % ( N ) % ( N ) % ( N )

疾患・治療による身体的変化

疾患による身体機能低下 16.90 ( 12 ) 20.00 ( 2 ) 47.06 ( 8 ) 4.55 ( 2 )

疾患による不快な感覚 23.94 ( 17 ) 40.00 ( 4 ) 70.59 ( 12 ) 2.27 ( 1 )

疾患による高次脳機能低下 1.41 ( 1 ) 5.88 ( 1 )

疾患による発作的症状 1.41 ( 1 ) 10.00 ( 1 )

体力低下 61.97 ( 44 ) 10.00 ( 1 ) 35.29 ( 6 ) 84.09 ( 37 )

治療による副作用 40.85 ( 29 ) 20.00 ( 2 ) 61.36 ( 27 )

容姿の変化 2.82 ( 2 ) 4.55 ( 2 )

疾患・治療による精神的変化

気分の落ち込み 19.72 ( 14 ) 10.00 ( 1 ) 17.65 ( 3 ) 22.73 ( 10 )

不安 12.68 ( 9 ) 30.00 ( 3 ) 11.76 ( 2 ) 9.09 ( 4 )

自身の疾患の受容 4.23 ( 3 ) 10.00 ( 1 ) 4.55 ( 2 )

集中力 2.82 ( 2 ) 11.76 ( 2 )

疾患によらない症状 2.82 ( 2 ) 11.76 ( 2 )

症状・治療による社会的制限

通院、入院による休職、欠勤 8.45 ( 6 ) 10.00 ( 1 ) 5.88 ( 1 ) 9.09 ( 4 )

通勤 4.23 ( 3 ) 10.00 ( 1 ) 11.76 ( 2 )

車両運転 4.23 ( 3 ) 20.00 ( 2 ) 5.88 ( 1 )

治療による生活上の制限 1.41 ( 1 ) 10.00 ( 1 )

職場の風土・環境・設備

休憩場所の確保 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

職場環境 1.41 ( 1 ) 5.88 ( 1 ) (

職場の衛生環境 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

職場の気遣いの過剰 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

職場の気遣いの不足 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

職場の上司の評価 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

勤務時間 1.41 ( 1 ) 2.27 ( 1 )

自身の社会経済的背景

治療費用 1.41 ( 1 ) 10.00 ( 1 )

全体 循環器

筋骨格

・神経疾患 悪性新生物

(N=71) (N=10) (N=17) (N=44)
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表4:質問紙 問5 20項目の平均値、選択率

平均 ±
標準

偏差

回答率

(%)
平均 ±

標準

偏差

回答率

(%)
平均 ±

標準

偏差

回答率

(%)
平均 ±

標準

偏差

回答率

(%)

5-1
病気による症状や障害があっ

たため
3.13 ± 1.19 34.09 2.64 ± 1.39 21.43 3.75 ± 1.15 54.17 2.96 ± 1.03 29.17 0.006

5-2
治療による副作用・体の変化

があったため
2.59 ± 1.30 21.59 2.00 ± 1.18 7.14 2.25 ± 1.48 20.83 2.94 ± 1.15 27.08 0.018

5-3
病気・治療による体力低下が

あったため
3.31 ± 1.28 42.05 2.71 ± 1.20 14.29 3.21 ± 1.59 45.83 3.54 ± 1.07 50.00 0.091

5-4
期待するリハビリテーションを

受けることが出来ないため
1.70 ± 0.91 5.68 1.64 ± 0.84 7.14 1.54 ± 1.06 8.33 1.80 ± 0.84 4.17 0.519

5-5
自分が思うように頑張ること

が出来なかったため
2.95 ± 1.27 31.82 2.57 ± 1.22 21.43 2.67 ± 1.26 33.33 3.21 ± 1.13 35.42 0.110

5-6
病気をしたことで不安な気持

ちが生まれたため
3.03 ± 1.06 30.68 2.86 ± 1.17 28.57 2.75 ± 1.49 29.17 3.23 ± 0.88 33.33 0.153

5-7
職場に自分の病状や心情を理

解してもらえないため
2.53 ± 1.24 22.73 2.29 ± 1.20 14.29 2.54 ± 1.41 29.17 2.60 ± 1.18 22.92 0.705

5-8
職場から声かけなどの気遣い

がないため
2.20 ± 1.14 12.50 1.93 ± 1.07 14.29 2.08 ± 1.18 8.33 2.34 ± 1.15 14.58 0.422

5-9

家族からのサポートが小さ

い、または過度な心配があっ

たため

2.09 ± 0.97 7.95 1.93 ± 0.83 7.14 1.88 ± 0.80 0.00 2.25 ± 1.06 12.50 0.237

5-10
周囲からの差別や過度な心配

があったため
2.16 ± 1.12 12.50 1.86 ± 0.86 7.14 2.04 ± 1.27 16.67 2.31 ± 1.09 12.50 0.337

5-11
職場から十分に配慮されない

ため
2.17 ± 1.12 11.36 2.14 ± 1.41 14.29 2.04 ± 0.95 8.33 2.25 ± 1.12 12.50 0.757

5-12

自らが職場に対し、病状の説

明や合理的配慮の申し出を積

極的にできなかったため

2.13 ± 1.02 10.23 2.14 ± 1.23 14.29 1.83 ± 0.98 8.33 2.28 ± 0.95 10.42 0.220

5-13

仕事と治療のスケジュールの

都合をつけることが難しかっ

たため

2.52 ± 1.14 21.59 2.07 ± 0.92 7.14 2.57 ± 1.27 25.00 2.64 ± 1.11 25.00 0.258

5-14

希望する業務に変更が行われ

なかった、または希望しない

業務に変更されたため

1.81 ± 0.96 5.68 1.86 ± 0.95 7.14 1.57 ± 0.90 4.17 1.91 ± 1.00 6.25 0.358

5-15 職場から過大評価されるため 2.08 ± 1.03 11.36 2.07 ± 1.21 21.43 1.96 ± 1.15 8.33 2.15 ± 0.93 10.42 0.768

5-16 職場から過小評価されるため 1.99 ± 1.09 11.36 1.71 ± 0.91 7.14 1.83 ± 1.15 16.67 2.15 ± 1.10 10.42 0.304

5-17
自らの経済的な問題があった

ため
2.62 ± 1.17 19.32 2.36 ± 1.01 7.14 2.39 ± 1.03 16.67 2.81 ± 1.27 25.00 0.242

5-18
職場から会社の制度等を十分

に説明されなかったため
1.98 ± 1.06 6.82 1.93 ± 1.14 7.14 1.78 ± 1.00 4.17 2.09 ± 1.07 8.33 0.528

5-19

自分が知りたいと思った情報

をどうやって得たらいいかわ

からなかったため

2.17 ± 1.05 10.23 2.14 ± 1.10 14.29 1.78 ± 0.95 4.17 2.36 ± 1.05 12.50 0.094

5-20

医療機関と職場の間での情報

のやり取りが不十分であった

ため

1.82 ± 0.93 5.68 1.86 ± 1.03 14.29 1.48 ± 0.73 0.00 1.98 ± 0.95 6.25 0.105

p値

全体 循環器疾患 筋骨格・神経疾患 悪性新生物

（N=86） (N=14) (N=24) (N=48)
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表5：職場からの支援

% ( N ) % ( N ) % ( N ) % ( N )

合理的配慮

作業上の配慮 34.00 ( 17 ) 44.44 ( 4 ) 37.50 ( 6 ) 28.00 ( 7 )

勤務時間配慮 12.00 ( 6 ) 22.22 ( 2 ) 12.50 ( 2 ) 8.00 ( 2 )

時間外勤務配慮 8.00 ( 4 ) 33.33 ( 3 ) 4.00 ( 1 )

勤務地調整 2.00 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

休憩の配慮 16.00 ( 8 ) 11.11 ( 1 ) 12.50 ( 2 ) 20.00 ( 5 )

通院配慮 20.00 ( 10 ) 11.11 ( 1 ) 50.00 ( 8 ) 4.00 ( 1 )

トイレの配慮 2.00 ( 1 ) 6.25 ( 1 )

復職プランの設定 2.00 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

精神的サポート

気遣い 8.00 ( 4 ) 11.11 ( 1 ) 6.25 ( 1 ) 8.00 ( 2 )

相談対応 6.00 ( 3 ) 6.25 ( 1 ) 8.00 ( 2 )

病気への理解 2.00 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

雇用の維持 4.00 ( 2 ) 6.25 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

専門スタッフによる相談対応 4.00 ( 2 ) 11.11 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

傷病手当 2.00 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

裁量権 2.00 ( 1 ) 4.00 ( 1 )

表6：医療機関からの支援

% ( N ) % ( N ) % ( N ) % ( N ) 

高い治療効果 30.43 ( 14 ) 30.00 ( 3 ) 30.77 ( 4 ) 30.43 ( 7 ) 

十分な療養・リハビリ期間 13.04 ( 6 ) 30.00 ( 3 ) 15.38 ( 2 ) 4.35 ( 1 ) 

容姿の変化のカモフラージュ 2.17 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

継続的なフォローアップ 4.35 ( 2 ) 10.00 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

病気・治療に関する説明 32.61 ( 15 ) 30.00 ( 3 ) 30.77 ( 4 ) 34.78 ( 8 ) 

傾聴・気遣い 8.70 ( 4 ) 20.00 ( 2 ) 7.69 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

主治医との信頼関係 6.52 ( 3 ) 10.00 ( 1 ) 8.70 ( 2 ) 

職場との連携

職場への情報提供 10.87 ( 5 ) 10.00 ( 1 ) 23.08 ( 3 ) 4.35 ( 1 ) 

産業医との連携 2.17 ( 1 ) 7.69 ( 1 ) 

治療スケジュールの調整 2.17 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

復職プラン遂行の支援 2.17 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

満足度の高い復職 4.35 ( 2 ) 15.38 ( 2 ) 

社会経済的保障の手続き

給付の手続き支援 4.35 ( 2 ) 10.00 ( 1 ) 4.35 ( 1 ) 

経済的負担の軽さ 2.17 ( 1 ) 7.69 ( 1 ) 

全体 循環器

筋骨格

・神経疾患 悪性新生物

(N=50) (N=9) (N=16) (N=25)

全体 循環器

筋骨格

・神経疾患 悪性新生物

(N=46) (N=10) (N=13) (N=23)
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平成 27年 12月 10日 
 
患者さま各位 

 
 産業医科大学 産業医実務研修センター  立石 清一郎 
 産業医科大学 産業保健経営学  森 晃爾 
 産業医科大学 血液内科  塚田 順一 
 産業医科大学 不整脈先端治療学  安部 治彦 
 産業医科大学 リハビリテーション医学  佐伯 覚 
 産業医科大学 医学概論  藤野 昭宏 

 
 

治療と就業の両立支援に関する意識調査について（ご依頼） 
 
謹啓 
産業医科大学では治療中の患者さまが円滑に就業できるために職場と主治医が連携するた

めの手法を研究しております。そのためには働く上で患者さまが、どのような困難を抱えて

いる（いた）か、必要な配慮は何か、という情報は必須です。これらを明らかにするために

アンケートを実施いたします。本研究にご参加いただける患者さまはアンケートにご回答い

ただきますようよろしくお願いいたします。参加については自由意思で行っていただいて構

いません。また回答の途中で辞めたくなった場合にはやめていただいて構いません。みなさ

まのご回答が疾病を持ちながらも働きやすい社会の形成に役立ちます。 
本調査の回答に要する時間は 20分以内です。 
無記名となっておりますので、率直なご意見をお聞かせください。ご回答いただいた患者

さまには粗品（同封しているボールペン）を差し上げます。調査票のご記入に用いてくださ

い。調査用紙は封筒に入れて担当者にお渡しください。ボールペンはそのままお持ち帰りく

ださい。 
なお、本研究は産業医科大学利益相反委員会および倫理委員会の承認を得て実施されてい

ます。 
それでは、よろしくお願いいたします。 
 

敬具 
 
 
 

本件についての問合せ先 
〒807-8555 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１ 

産業医科大学 産業医実務研修センター 
（担当教員）立石、（担当事務）林 
電話：093-603-1611 内線 4932 

メール：tateishi@med.uoeh-u.ac.jp 
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１．あなたの情報について①～⑥に記入してください。 

 

① 年齢：      歳 ② 性別： 男 ・ 女 

③ 受診中の診療科：            ④ 病名：                

④ 症状が出始めた年齢：      歳 ⑥ 診断された年齢：       歳 
 
２．病気で仕事を休み始めた時についてお聞きします。設問ごとに該当する回答をひとつ選び、

○をつけてください。 

 

 
※合致するものに○を付けてください↓↓ 

① 当時、配偶者またはパートナーがいま
したか いた いなかった その他 

② あなたは主たる生計者でしたか 
はい いいえ どちらでもない 

③ 生活では経済的ゆとりがありましたか 
十分あった 少しあった なかった 

④ 雇用形態を教えてください。 
正職員 

契約 

社員 

派遣 

社員 
自営 その他 

⑤ 会社全体の従業員数規模（他地域を含
む）を教えてください。 

10人 

未満 

11～ 

49人 

50～

299人 

300～

999人 

1000人 

以上 

⑥ 職場全体の従業員数規模（同一事業場
内）を教えてください。 

10人 

未満 

11～ 

49人 

50～

299人 

300～

999人 

1000人 

以上 

⑦ 病気になった時点での勤続年数を教え
てください。 

1年 

未満 
1～3年 3～5年 

5～ 

10年 

10年 

以上 

⑧ 職場内にあった施設・設備を教えてく
ださい(⑧のみ○はいくつでも可)。 

休憩室 医務室 
エレベ

ータ等 
AED 

受診しや

すい病院 

⑨ 職場内にあなたより以前に同様の病気
で仕事を休んだ方はいましたか。 

はい いいえ 不明 

⑩  あなたの職場復帰について、職場から
期待されていると感じましたか。 

はい いいえ どちらでもない 

⑪  あなたの会社に産業医はいますか。 
はい いいえ わからない 

 
３．あなたの休職前の業務に最も近いものをひとつ選び、○をつけてください。 

 
①管理的業務 ②専門的業務 ③販売 ④サービス 

⑤保安 ⑥農林漁業 ⑦生産工程 ⑧輸送機械運転 

⑨建設・採掘 ⑩運搬・清掃・包装 ⑪運輸・通信 ⑫その他（    ） 
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４.職場復帰を考えた時、仕事や生活に影響したと思われる主な症状や後遺症を 5つまで記

入してください。 

  【（例）吐き気、気分の落ち込み、疲れやすさ、など】 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

５．以下の項目について、実際に「職場復帰した」または「職場復帰を考えた」とき、『働

きづらさや困ったことを感じた程度』について、該当する数字に○をつけてください。 

  【例：通勤に自動車運転が必要だったので働きづらいと「いつも感じた」場合】 
 

以下の理由によって、       
       働きづらさを⇒ 

まったく 
感じなか

った 

ほとんど 
感じなか

った 

ときどき 
感じた 

よく 
感じた 

いつも 
感じた 

○例  通勤に自動車運転が必要だったの

で、・・・ 
1 2 3 4 5 

 
 

以下の理由によって、       
       働きづらさを⇒ 

まったく 
感じなか

った 

ほとんど 
感じなか

った 

ときどき 
感じた 

よく 
感じた 

いつも 
感じた 

① 病気による症状や障害があったた
め、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

② 治療による副作用・体の変化(脱毛や体重
増加、ペースメーカー挿入等)があったた
め、・・・ 

1 2 3 4 5 

③ 病気・治療による体力低下があったた
め、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

④ 期待するリハビリテーションを受けるこ
とができないため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑤ 自分が思うように頑張ることが出来なか
ったため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 
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以下の理由によって、 

       働きづらさを⇒ 

まったく 
感じなか

った 

ほとんど 
感じなか

った 

ときどき 
感じた 

よく 
感じた 

いつも 
感じた 

⑥ 病気をしたことで不安な気持ちが生まれ
たため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑦ 職場に自分の病状や心情を理解してもら
えないため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑧ 職場から声かけなどの気遣いがないた
め、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑨ 家族からのサポートが小さいため、また
は、家族からの過度な心配があったた

め、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑩ 周囲から偏った病気のイメージから生じ
た差別や過度な心配があったため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 

以下の理由によって、 
       働きづらさを⇒ 

まったく 
感じなか

った 

ほとんど 
感じなか

った 

ときどき 
感じた 

よく 
感じた 

いつも 
感じた 

⑪ 職場から十分に配慮されないため、・・・ 
 
 

1 2 3 4 5 

⑫ 自らが職場に対し病状や治療の説明や配
慮の申し出を積極的にできなかったた

め、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑬ 仕事と治療のスケジュールの都合をつけ
ることが難しかったため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑭ 希望する業務に変更が行われなかったた
め、または、希望しない業務に変更が行

われたため、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑮ 自分では「困難」と考える仕事を職場か
らは「出来る」と過大評価されるた

め、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑯ 自分では「出来る」と考える仕事を職場か
らは「出来ない」と過小評価されるた

め、・・・ 
1 2 3 4 5 
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以下の理由により 

        生活や働く上で⇒ 

まったく 
困らなか

った 

ほとんど 
困らなか

った 

ときどき 
困った 

よく 
困った 

いつも 
困った 

⑰ 自らの経済的な問題があったため、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑱ 職場から有給休暇や職場復帰に関わる会
社の制度等を十分に説明されなかったた

め、・・・ 
1 2 3 4 5 

⑲ 自分が知りたいと思った情報をどうやっ
て得たらいいかわからなかったため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

⑳ 医療機関と職場の間での情報のやりとり
が不十分であったため、・・・ 
 

1 2 3 4 5 

 
 
６．休んだ後に一度でも職場復帰することができましたか。以下の選択肢から該当する回答

をひとつ選び、○をつけてください。 

①同一部署に復帰 ②別の部署に復帰 ③転職した ④退職した  ⇒①、②、③、④は６-２へ      

➄引続き休職中   ⑥その他（                  ）    ⇒⑤、⑥は７へ 

 

６-２．上記①、②、③、④を選択した場合、仕事を休んでから復帰・転職・退職した期間

はどのくらいでしたか。右の欄に回答してください    （   年   ヶ月） 

 

７．職場復帰に際して、あなたの職場の状況・対応について質問します。 

①職場あるいは上司から病気による仕事への影響（勤務状況や作業状況、職場状況など）

について話し合いが持たれましたか？ 

  はい  ・  いいえ （いいえの場合②・③は不要） 

 

②あなたの病気について、職場で何らかの支援や配慮を受けましたか？ 

  はい  ・  いいえ  (いいえの場合③は不要) 

 

③職場復帰時に、職場内から受けた支援や配慮のうちあなたにとってよかったものを記

入してください。【例：適宜休憩が取れるようにしてくれた】 

● 

 

● 

 

● 
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８．職場復帰に際して、あなたが加療を受けた医療機関（担当医や医療相談窓口など）の対

応について質問します。 

①あなたの職場復帰に際して、医師から仕事内容について確認がありましたか？ 

   はい  ・  いいえ （いいえの場合②・③は不要） 
 
②あなたが職場復帰をする際に、医療機関から、何らかの支援や助言を受けましたか？ 

   はい  ・  いいえ  (いいえの場合③は不要) 
 
③職場復帰時に、医療機関（担当医や医療相談窓口など）から受けた支援のうちあなた

にとってよかったものを記入してください。 

【例：いい治療を受けることが出来て症状がほとんどなく職場復帰できた】 

● 

 

● 

 

● 

 

 

９．あなたが職場復帰する際に、職場や医療機関から受けたかった支援や対応があれば記入

してください。 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 
★その他、何かコメントがありましたらご自由に記入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
★ご回答ありがとうございました。 
※本研究は厚生労働省・労災疾病臨床研究 身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支

援するための主治医と事業場（産業医等）の連携方法に関する研究－「両立支援システ

ム・パス」の開発（主任研究者：森晃爾：課題番号 14010101-03 ）により実施されてい
ます。 
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労災疾病臨床研究事業  

 

分担報告書 

 

身体疾患を有する患者の就労支援における 

プライバシーへの配慮等の倫理的事項の検討 

―主治医の立場での両立支援における倫理的問題点― 

 

 

 

 

 

 

 

研究分担者 

藤野 昭宏   産業医科大学医学部 医学概論教室 
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究 分担研究報告書 

(身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための主治医と事業場（産

業医等）の連携方法に関する研究―「両立支援システム・パス」の開発―) 

 

身体疾患を有する患者の就労支援における 

プライバシーへの配慮等の倫理的事項の検討 

―主治医の立場での両立支援における倫理的問題点― 

 

研究分担者  藤野 昭宏  産業医科大学 医学部 医学概論教室 教授    

研究要旨 

【目的】 
 身体疾患を有する患者の就労復帰に際し、主治医と産業医又は企業の間での医療情報

の開示及び提供において倫理的に留意すべき事項を検討すること。 
【方法】 
 国内外の産業医の倫理綱領や産業保健従事者のための倫理ガイドラインの中から、主

治医と産業医との間で身体疾患を有する患者の就労復帰の際に留意すべき倫理的事項

を抽出して整理した。 
 さらに、本研究の共同研究者である臨床医を対象に半構造化面接によるインタビュー

を行い、現時点で身体疾患を有する患者の就労復帰に際して、主治医の立場での産業医

又は企業に対する医療情報開示における倫理的問題点に関する調査を行った。 
【結果】 
 身体疾患を有する患者の就労復帰に際して、主治医と産業医の間での医療情報の開示

及び提供において倫理的に留意すべき事項に関して明記された内容は、何れのガイドラ

インにおいても存在しなかった。しかしながら、5つのガイドラインの内 2つの指針の
中で、産業医から主治医に医療情報を求める際の、身体疾患を有する従業員本人にその

旨を伝えて同意を得るという一般的なインフォームド・コンセントの手続については明

記されていた。 
 また、共同研究者である 3名の臨床医へのインタビューの結果から、身体疾患を有す
る患者の職場復帰に際して、主治医の立場で産業医及び企業に対する医療情報の開示及

び提供における倫理的留意事項として、患者本人が就労に際して社会的不利益を被らな

いように相当に慎重な開示及び提供を実施していることが示唆された。 

研究協力者 
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A. 研究の背景と目的 

１）背景 

 疾患を有する患者の就労復帰に際して、

主治医が産業医や企業に対して患者の医

療情報を開示又は提供する場合、「患者の

ために最善を尽くす」という医の倫理や

「患者中心の医療」の生命倫理学に則っ

て、患者の不利益にならないようにイン

フォームド・コンセントに基づいた相当

に慎重に配慮することが求められる。 
 しかしながら、疾患を有する患者の就

労復帰に際して、主治医が産業医又は企

業に対する患者の医療情報を開示又は提

供する場合の具体的な倫理的配慮事項に

ついて明記された、臨床医と産業医の立

場の双方から公式に承認されている実践

的な倫理ガイドラインの存在の有無やそ

の内容については、これまで十分に検討

された調査や研究はほとんど存在してい

ない。 
 
２）目的 

 本研究の目的は、身体疾患を有する患

者の就労復帰に際し、主治医と産業医の

間の医療情報のやりとりにおいて、双方

の間で具体的に何か問題となっているの

かをできるだけ明らかにし、倫理的に留

意すべき事項を検討することである。今

年度は、主治医が産業医や企業に対して

患者の医療情報を開示又は提供する場合

の倫理的留意点について検討する。 
 
B. 方法 

１）文献調査 

 海外の産業医・産業保健に関する倫理

ガイドラインとして、「ILO 健康サーベイ

ランスのための技術・倫理ガイドライ

ン・労働者個人情報の保護実施要項」、「国

際産業保健学会（ICOH）：産業保健専門

職のための国際倫理コード」及び「英国

王立内科医会産業医部会：産業医のため

の倫理ガイダンス」、国内の倫理ガイドラ

インとして、「日本産業衛生学会：産業保

健専門職の倫理指針」と「健康開発科学

研究会：産業医の倫理綱領」の合計 5 つ

の倫理ガイドラインを公にされている倫

理指針として位置付け、主治医と産業医

との間で身体疾患を有する就労者の職場

復帰の際に留意すべき倫理的事項と関連

すると考えられる箇所を抽出し検討を行

った。 
 
２）臨床医へのインタビュー調査 

 本研究の共同研究者である血液内科医、

循環器内科医及びリハビリテーション医

の 20年以上の臨床経験のある3名の医師

に対し、半構造化面接法を用いて、これ

までの診療経験で患者の就労復帰に際し、

主治医として産業医や企業に対して医療

情報の開示・提供において、倫理的に考

慮したことを中心にインタビュー調査を

実施した。 
 このインタビュー調査は、対象となっ

た 3 名の臨床医が本研究の共同研究者で

あるため、倫理委員会への申請は要しな

いとの倫理委員会の判断により実施した。
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 インタビュー内容は以下の通りである。 
① 患者の就労復帰に際して、どういう

点に問題があったのか。 
② 患者の就労復帰に際して、疾患に特

有の配慮すべき医療情報の開示の条

件は何か。 
③ 患者の就労復帰に際して、主治医と

して産業医や会社に望むことは何か。 
④ 患者の就労復帰に際して、産業医が

いない会社に対して必要なものは何

か。 
  
 インタビューの結果は、全体を通して

理解しやすいように列挙し直し、重要な

内容を中心に整理した。 
 
C. 結果 

１）海外の倫理ガイドラインの現状 

 ① ILO 健康サーベイランスのための

技術・倫理ガイドライン・労働者個人情

報の保護実施要項 
 疾患を有した患者の就労復帰の際の主

治医と産業医や企業との間での医療情報

の開示・提供に関する内容の記載は特に

なく、一般的な職場における個人情報保

護の指針として、以下のことが示されて

いる。 
・ 雇用者は、以前の事項に関する労働者

の個人情報を収集してはならない。 
（a）性生活（b）政治的、宗教的または

その他の信念・信条（c）前科 
・ 例外として、雇用者は、その情報が雇

用上の決定に直接関連し、国内法に準拠

するのであれば、上記の事項に関する個

人情報を収集することができる。 
 これは、会社が労働者の性生活や宗教

及び前科という極めて私的な個人情報を

収集してはならないというものであり、

疾患を有した労働者の就労復帰の倫理問

題とは直接的に結びつかない内容である。

（会社→労働者） 
 
 ② 国際産業保健学会（ICOH）：産業保

健専門職のための国際倫理コード 
 これも疾患を有した患者の就労復帰の

際の主治医と産業医や企業との間での医

療情報の開示・提供に関する内容の記載

は特に存在していなかった。ただし、産

業医から労働者への通知義務として、以

下の指針が規定されている。 
・ 産業保健専門職の任務と義務：労働者

に対する情報；健康サーベイランスの枠

組み内で行われた健康診断の結果は、当

該労働者に通知されなくてはならない。 
 
③ 英国王立内科医会産業医部会：産業

医倫理ガイダンス（第 6版） 
 海外のガイドラインでは、この英国の

指針が以下のとおり最も詳細且つ具体的

に記載されており、産業医と主治医の間

での医療情報のやりとりについて言及さ

れていた。 
・ 通常、産業医は、本人の同意の下に、

本人の健康に対して負荷となり得る

ような業務に関連する事項を、本人の

診療を継続的に責任を持つ家庭医に
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知らせなければならない。例外的な状

況においては、この告知を本人の同意

なしに行ってもよい。また、労働者の

一般的な診療に関することは、家庭医

に報告しなければならない。（産業医

→主治医） 
・ 特定の労働者の健康や職務適正に関

する報告書が使用者に提出される場

合、産業医の使用者に対する義務につ

いて当該労働者が理解している必要

がある。（産業医→会社） 
・ 産業医は患者から得られた個人情報

の秘密を保持し、下記に示す例外的な

状況を除いて、下記に示す例外的な状

況を患者の同意なしに決して情報開

示してはならない。また、患者は開示

に同意あるいは拒否するとき、その開

示の意義を認識していなければなら

ない。（産業医→患者） 
・ 使用者がどのような情報が産業保健

専門職から提供され、何が開示されて

いないか、といった知識に乏しい場合、

産業医にとって問題が起こり得る。こ

のような場合、産業保健サービス機関

や産業医が、守秘義務や情報開示に関

する方針を作り、それを使用者や労働

者と共有することができれば、産業保

健サービス提供側への信頼を築き、専

門家としての行動基準を理解しても

らうことができるため、すべての関係

者にとって役立つものとなる。使用者

と労働者代表とのサービス内容に関

する定期的な会議は、相互理解を促進

するのに有用なことが多い。（産業医

→会社） 
・ 個人情報は公共の利益のために、患者

の同意なしに、あるいは例外的な状況

で患者が同意を保留した場合にも、開

示されることがある。これは個人や社

会にとっての利益が、情報を開示しな

いことによる公共や患者の利益を上

回る場合などである。すべての事例で

患者の同意のない情報開示を考慮す

る場合、弊害（患者への弊害と医師患

者間の全般的な信頼関係を損ねる弊

害）と情報の公開により得られると考

えられる利益をよく比較検討しなけ

ればならない。（産業医→患者） 
 
２）国内の倫理ガイドラインの現状 

④ 日本産業衛生学会：産業保健専門職

の倫理指針 
 この倫理ガイドラインは、国内で唯一

の学会が作成した産業保健専門職のため

の倫理指針であり、産業医と主治医の間

での健康情報のやりとりについて記載さ

れている。しかしながら、疾患を有した

患者の就労復帰に際しての主治医と産業

医の間での医療情報の開示・提供に関す

る内容についての記載はみられていなか

った。 
・ 労働者の安全と健康をまもるために

健康情報を事業者に開示する必要が

ある場合には、労働者の承諾を前提と

し、その範囲は職務適性の有無や労働

に際して具体的に配慮すべき事項に
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限定する。（産業医→会社） 
・ 医師は労働者の健康の保持に必要な

場合に、本人の同意を得て、自らの職

責と利用目的を明らかにした上で、か

かりつけ医などの他の保健専門職に

健康情報を求め、あるいは提供するこ

とができる。（産業医⇔主治医） 
 
⑤ 健康開発科学研究会：産業医の倫理

綱領 

 これは、産業医科大学初代学長の土屋

健三郎らによって日本で最も早期に作成

された産業医のための倫理ガイドライン

である。下記のとおり、産業医の会社に

対する情報開示についての記載はあるも

のの、疾患を有した労働者の就労復帰の

際の主治医と産業医の間での医療情報の

開示・提供に関する内容はみられていな

い。 
・ 従業員の HIV に関する譲歩は、一般

の医療情報同様、個人のプライバシー

が完全に保てるように厳重に管理さ

れなければならない。就業制限のため

会社に報告する必要がある場合は、会

社組織上で必要最小限の人数（課長や

部長職など）に絞って行い、その際、

職務上知り得た医療情報に対する守

秘義務があることを徹底して説明す

べきである。（産業医→会社） 
・ 産業医が医学的評価に関して事業所

に助言する内容は、就業制限事項に限

るべきである。会社側に報告書を提出

する内容は、従業員と十分検討した上

で従業員の署名入りの同意書を得る

ことが必要である。一方、事業所の従

業員に対する安全衛生配慮の責任が

法的規定されているが、事業者が自由

に閲覧できる情報は作業環境や産業

保健に関するものに限定し、個人の医

学情報（診断名や治療内容など）はそ

の対象外であることを倫理的に明確

にしなければならない。（産業医→会

社） 
①〜⑤については、表 1 に整理した。 

 
３）臨床医へのインタビューの結果 

  
 本研究の共同研究者である血液内科医、

循環器内科医及びリハビリテーション医

の 3 名の臨床医に対し、半構造化面接法

を用いて、これまでの診療経験で患者の

就労復帰に際し、主治医として産業医や

企業に対して医療情報の開示・提供にお

いて、倫理的に考慮したことを中心にイ

ンタビュー調査したところ、次のような

結果が得られた。 
 
① 血液内科を専門とする臨床医へのイ

ンタビュー結果 
a）会社に対して困ったこと 
・ 会社の窓口がわからない、誰に相談す

ればよいかわからない 
・ 産業医の名前がわからない、責任のあ

る上司が誰かが明示されていない 
・ どういう復職状況になるかを聞きた

くてもわからない 
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b）会社に対して望むこと 
・ 産業医がいる場合は産業医が窓口に

なってほしい 
・ 具体的な復職プログラムを提示して

ほしい。 
・ 医療情報を悪用しないことを明文化

してほしい 
・ 変動する臨床情報を長期的に提供し

ないといけないことを理解してほし

い 
 
c）医療情報の開示範囲について 
・ 会社にどこまで喋ってよいかの確認

作業が取れない 
・ ご本人にとって不利益になる可能性

がある情報は、波及効果が見えない以

上、主治医としてはご本人を守るため

に会社に流さない、事故につながるよ

うな禁止事項しか伝えられないとい

う現状がある 
・ 個人情報をどのように利用するのか、

どのようにご本人に還元されるのか

を知りたい。 
 
d）産業医に対して望むこと 
・ 就業状況（医学的な負荷やリスク）に

ついて、医学的言語に翻訳して主治医

に伝えてほしい 
・ 会社から雇用についての保障を伝え

てほしい 
・ 医師として信頼できる医学的知識・理

解力があるかどうかが不安である 

・ 信頼できる医学的レベル（臨床知識）

と倫理観、具体的な作業の主治医への

翻訳力の能力が必要ではないか 
・ 産業医から主治医に情報を伝える際

に利用できるツールや説明の流れに

ついて検討してほしい 
 

e）産業医がいない会社に対する要望 
・ 復職のためのフォーマットがほしい 
・ 主治医が復職の支援を果たせるよう

なフォーマットがあれば産業医が不

在での復職が比較的スムーズにいく

のではないか 
 
② 循環器内科を専門とする臨床医への

インタビュー結果 
a）循環器領域において就業上問題となる

前提 
・ PM、ICD などのデバイスに対する電

磁波干渉があること 
・ 突然発症→事故・大災害につながる

（癌との違い） 
・ 肉体的負担は誘発要因であること 

 
b）主治医から産業医に望むこと 
イ）業務内容、職場環境などの情報提供 
・ 特殊業務（高所、運転、電磁干渉を起

こす職場など）かどうか 
・ 負荷の評価（METｓ）をするため、

勤務形態の具体的内容の情報がほし

い 
 
ロ）臨床的知識の共有化 
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・ 臨床医は、専門医の立場から、ガイド

ラインに沿った一定したアドバイス

をするため、産業医は現場に特化した

個別対応し、臨床と直結させるために、

主治医とのコミュニケーション能力

を高め、会社へ誤解が生じないように

翻訳するスキルを磨き、職場でのリス

ク管理を行う必要がある 
 
c）会社とのやりとりで生じている問題 
イ）安全配慮義務への過剰反応 
・ 主治医が良かれと思って過剰・詳細な

診断書を作成すると、会社が安全配慮

義務に過剰反応してしまう危険性が

ある 
・ 医学情報の認識のズレが大きく、病気

の急変が理解されない 
  ex.)ICD 植え込み患者の 40%がクビ

になる→患者が ICD を拒否 
・ 緊急性がある場合は、法的には主治医

も安全配慮義務が優先されるが信頼

関係が壊れるため、産業医から主治医

と直接連絡をとることの同意をとっ

てほしい 
 
d）就労復帰に関する循環器学会の対応の

現状 
・ 診断書の書き方・情報の伝え方に問題

があるため、循環器学会では、診断の

サンプルをガイドラインに基づいて作

成している 
・ 循環器学会で専門医に対して教育し

ており、産業医側からもアプローチが

必要ではないか 
 
③ リハビリテーション医学を専門とす

る臨床医へのインタビュー結果 
a）脳卒中患者復職における特徴・問題 
・ 脳卒中になった方で復職可能な人は全

体の 3 割程度と低い（配置転換含む） 
・ 復職可能者を 7 割に増やすのは無理

だが、ボーダーの人が復職できるよう

にはしたい 
・ 中途障害者に対する職場復帰に対す

る法的支援制度がなく（民事不介入の

ため）、各企業に対応が任されている 
・ 最初の復帰ができるかどうかがもっ

ともハードルが高い 
・ 会社からの偏見が大きい：脳に障害が

起きた時点で職場復帰は困難なこと

が多い 
・ 一旦安定すれば悪化することはない

ことをもっと知ってほしい 
・ 作業内容と重症度のマッチングが重

要、個人差が大きいため、復帰のため

のクライテリアを決めることは困難

である 
 

b）会社との医療情報をやりとりする際に

困ったこと 
・ コミュニケーションエラーが起きるこ

とが多い 
・ 半年までは症状が改善していくが、急

性期にはどこまで回復するか予測困

難であり、情報開示のタイミングが早

過ぎると、その時点での回復度合いを
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みて仕事ができないと判断されクビ

になる 
・ 診断書の書き方についてガイドライ

ンがないため、主治医の対応の現状と

して診断書は「回復途中にある」など

ぼかして書かざるをえない 
・ 復職に関してのガイドラインは必要 
・ 北九州市の診断書や労災病院医師会

で使用しているチェックシートのよ

うなシートがほしい 
 
c）産業医との医療情報をやりとりする際

に困ったこと 
・ 産業医の臨床的な技量がわかなない 
・ どこまで情報を開示したらよいかわ

からないので最初は曖昧な診断書を

書かざるをえない 
・ 職場のこととプライマリケアレベル

の臨床医学的な知識をよく知ってい

てほしい 
・ 産業医から主治医に対して職場に関

するより詳細な情報提供がほしい 
 
D. 考察 

１）疾患を有した患者の両立支援のため

の主治医と産業医に共通した倫理ガ

イドラインの必要性 

 国内外の産業医や産業保健専門職の倫

理ガイドラインにおいて、何れも個人情

報保護を前提したインフォームド・コン

セントの一般論に終始しており、疾患を

有した患者の就労復帰に際して主治医と

産業医の間での医療情報の共有・提供を

具体的に考慮した内容は存在しないのが

現状であると思われる。これらは、産業

医や産業保健専門職を前提とした倫理ガ

イドラインであるため、産業医サイドか

らのアプローチのみの記載であり、主治

医の立場をも含めた医療情報の共有・提

供に関しては十分考慮していない内容と

なっている。 
 一方、主治医サイドからの就労に関す

る倫理ガイドラインとして注目すべきな

のは、日本循環器学会が中心となって9つ
の臨床医学学会と日本産業衛生学会との

合同研究結果として公表された「ペース

メーカ, ICD, CRTを受けた患者の社会復

帰・就学・就労に関するガイドライン

（2013年改訂版）」である。デバイスに

対する電磁波干渉があることと、肉体的

負荷が原因となって突然に発症し、事故

や大災害につながる危険性があることか

ら、 日本循環器学会などの臨床医学会が

積極的に就労に関するガイドラインを作

成している事実は、他の臨床医学会に非

常に参考になるものと思われる。と同時

に、産業医サイドの学会である日本産業

衛生学会の今後の取り組みとして、各臨

床系医学会との合同作業により、主治医

と産業医が共通して対応できるような就

労復帰に関する疾患別のガイドラインの

作成が期待される。 

２）疾患を有した患者の両立支援のため

の倫理的検討を踏まえた就労復帰の際

の診断書の必要性 
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 経験豊富な 3 名の臨床医へのインタビ

ューの結果から、倫理ガイドラインに加

えて、疾患を有した患者の両立支援する

ための就労復帰の際の倫理的配慮を十分

検討した診断書のひな型を作成すること

が、主治医側から強く求められているこ

とが示唆された。 
 両立支援のための倫理的検討を加えた

ガイドラインを作成すると同時に、その

実践的な就労復帰の場で活かすためには、

両立支援のための具体的な事項を記載し

た診断書が必須であると思われる。 
 本研究の共同研究者らによるさらなる

各臨床医へのインタビュー調査の結果と

倫理的検討を踏まえた上で、本研究の最

終段階で提示できる両立支援のための診

断書となるように工夫する予定である。 
 

３）患者・主治医・企業から信頼される

医師としての産業医の倫理観の確立とプ

ライマリケア臨床能力及び個別対応能力

の必要性 

 今回の臨床医へのインタビューの結果

から、疾患を有している患者の就労復帰

に際して主治医が最も期待していること

は、産業医が同じ医師としての倫理観を

共有する信頼できる存在であってほしい、

という強い要望が根底に存在しているこ

とが示唆された。 
 さらに、産業医には、職場での患者の

フォローアップのためにはプライマリケ

アレベルの臨床能力があってほしいとの

要望も強く感じられた。これらの要望は

専門分野が異なっても共通して強く求め

られる産業医への要望であると考えられ

る。 
 疾患を有した患者の就労復帰に際し、

産業医が信頼される倫理観を確保するた

めには、産業医イコール企業側という倫

理的に誤解を招き易い立場ではなく、産

業医は産業医学の専門家として、中立・

独立した立場で企業と労働者双方に責任

がある医師であるとの倫理意識の徹底が

必要であると考えられる。 
 産業医は、就労復帰の際の労働者の両

立支援に関わる倫理的に最も重要な立場

にある医師である、と改めて再認識する

ことこそが、主治医と患者、さらに企業

サイドからの厚い信頼感につながるもの

と思われる。 
 両立支援のための産業医のプライマリ

ケアレベルの臨床能力については、各産

業医の個人的努力に依拠するものが大き

いと考えられるが、本研究を機会に産業

医に必須の能力として再認識することが、

これも主治医や患者からの信頼の獲得に

つながるものと思われる。 
 さらに、インタビュー結果から、産業

医が主治医との医療情報を共有し、主治

医が安心して疾患を有する患者の両立支

援のために医療情報の開示・提供ができ

るためには、上記の再認識に加えて、産

業医にしかできない職場に応じた就労復

帰のきめこまやかで具体的な個別対応を

必要としていることが明らかになった。

主治医の意見を十分に汲み取り、企業に
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倫理的に配慮して上手く翻訳して伝える

コミュニケーション能力を有しているこ

とが産業医に対して大いに期待されてい

ると思われる。 
  
E. 結論 

 疾患を有する患者の就労復帰に際し、

患者の治療と就労双方の両立支援を行う

ためには、主治医と産業医又は企業との

医療情報の開示・提供の範囲を判断する

倫理的配慮が必要となる。患者の個人情

報の保護と本人の自己決定の尊重という

インフォームド・コンセントの原則を単

に重視するだけではなく、就労復帰を目

指す患者に主治医と産業医の間でのミス

コミュニケーションによって社会的な不

利益が生じることがないように、十分倫

理的に慎重に配慮した個別対応可能な診

断書の記載が求められる。 
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表１.  海外及び国内の産業医・産業保健専門職に関する倫理ガイドライン 

ガイドライン名 内容 

ILO 

「労働者個人情

報の保護実施要

綱」 

6.5.（1）雇用者は、以前の事項に関する労働者の個人情報を収集して
はならない。（a）性生活（b）政治的、宗教的またはその他の信念・
信条（c）前科（2）例外として、雇用者は、その情報が雇用上の決定
に直接関連し、国内法に準拠するのであれば、上記の（1）における
事項に関する個人情報を収集することができる。（会社→本人） 

国際産業保健学

会 ICOH 

「産業保健専門

職のための国際

倫理コード」 

産業保健専門職の任務と義務 労働者に対する情報  
9. 健康サーベイランスの枠組み内で行われた健康診断の結果は、当
該労働者に通知されなくてはなりません。（産業医→本人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国王立内科医

会産業医部会 

 

「産業医倫理ガ

イダンス」 

2.5 通常、産業医は、本人の同意の下に、本人の健康に対して負荷と
なり得るような業務に関連する事項を、本人の診療を継続的に責任を

持つ家庭医に知らせなければならない。例外的な状況においては、こ

の告知を本人の同意なしに行ってもよい。また、労働者の一般的な診

療に関することは、家庭医に報告しなければならない。 
（産業医→主治医） 
2.15 特定の労働者の健康や職務適正に関する報告書が使用者に提出
される場合、産業医の使用者に対する義務について当該労働者が理解

している必要がある。（産業医→会社） 
3.5 産業医は患者から得られた個人情報の秘密を保持し、下記に示す
例外的な状況を除いて、下記に示す例外的な状況を患者の同意なしに

決して情報開示してはならない。また、患者は開示に同意あるいは拒

否するとき、その開示の意義を認識していなければならない。 
（産業医→患者） 
3.11 使用者がどのような情報が産業保健専門職から提供され、何が
開示されていないか、といった知識に乏しい場合、産業医にとって問

題が起こり得る。このような場合、産業保健サービス機関や産業医が、

守秘義務や情報開示に関する方針を作り、それを使用者や労働者と共

有することができれば、産業保健サービス提供側への信頼を築き、専

門家としての行動基準を理解してもらうことができるため、すべての

関係者にとって役立つものとなる。使用者と労働者代表とのサービス

内容に関する定期的な会議は、相互理解を促進するのに有用なことが

多い。（産業医→会社） 
3.33 個人情報は公共の利益のために、患者の同意なしに、あるいは
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例外的な状況で患者が同意を保留した場合にも、開示されることがあ

る。これは個人や社会にとっての利益が、情報を開示しないことによ

る公共や患者の利益を上回る場合などである。すべての事例で患者の

同意のない情報開示を考慮する場合、弊害（患者への弊害と医師患者

間の全般的な信頼関係を損ねる弊害）と情報の公開により得られると

考えられる利益をよく比較検討しなければならない。（産業医→患者） 

 

日本産業衛生学

会 

 

「産業保健専門

職の倫理指針」 

第三章 13 労働者の安全と健康をまもるために健康情報を事業者
に開示する必要がある場合には、労働者の承諾を前提とし、その範囲

は職務適性の有無や労働に際して具体的に配慮すべき事項に限定す

る。（産業医→会社） 
第三章 17 医師は労働者の健康の保持に必要な場合に、本人の同意
を得て、自らの職責と利用目的を明らかにした上で、かかりつけ医な

どの他の保健専門職に健康情報を求め、あるいは提供することができ

る。（産業医⇔主治医） 
 

 

 

 

健康開発科学研

究会 

 

「産業医の倫理

綱領」 

第 3章 3.20 従業員の HIVに関する譲歩は、一般の医療情報同様、
個人のプライバシーが完全に保てるように厳重に管理されなければ

ならない。就業制限のため会社に報告する必要がある場合は、会社組

織上で必要最小限の人数（課長や部長職など）に絞って行い、その際、

職務上知り得た医療情報に対する守秘義務があることを徹底して説

明すべきである。（産業医→会社） 
題 7章 7.4 産業医が医学的評価に関して事業所に助言する内容は、
就業制限事項に限るべきである。会社側に報告書を提出する内容は、

従業員と十分検討した上で従業員の署名入りの同意書を得ることが

必要である。一方、事業所の従業員に対する安全衛生配慮の責任が法

的規定されているが、事業者が自由に閲覧できる情報は作業環境や産

業保健に関するものに限定し、個人の医学情報（診断名や治療内容な

ど）はその対象外であることを倫理的に明確にしなければならない。

（産業医→会社） 
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究  
分担研究報告書 

身体疾患を有する患者の就労支援におけるプライバシーへの配慮等の倫理的事項の検討 

―患者・主治医・事業所のインタビュー結果を踏まえて 

 

研究分担者 藤野 昭宏   産業医科大学 医学部 医学概論教室 教授   

研究要旨 

【目的】身体疾患を有する患者の就労復帰に際し、主治医と産業医又は企業の間での医療

情報の開示及び提供において倫理的に留意すべき事項を検討すること。 
【方法】本研究の共同研究者が実施した患者 In-depth Interview調査結果を用いて、治

療中の職場復帰や就労において患者本人と会社または産業医と医療情報を共有した際の

メリットと問題点について倫理的観点から検討した。 

【結果】身体疾患を有する患者の就労復帰に際して、患者本人及び主治医と会社との医療

情報の共有化がもたらすメリットは、病気に対する積極的な職場の理解、上司による業務

中の積極的な傾聴・声掛け、治療スケジュールと労働時間の調整、上司の配慮による業務

転換などであった。一方、医療情報の共有化による問題点は、病気に対する職場の誤解と偏

見、主治医から職場への不十分な説明による職務に対する配慮の不徹底と就労中の症状に

対する忍耐、同僚によって病気に関する個人情報を広められた精神的負担などであった。

また、主治医と産業医との間での医療情報の共有化におけるメリットは、医療者同士の直

接的な情報交換によって会社が病気や就労に対する偏見を生じない職場環境を育成でき

ること、産業医から人事や上司に就業上の具体的なアドバイスがあることなどであり、一

方で問題点と考えられるのは、情報の共有化があっても就労復帰に際して産業医が積極的

に関与していなかったことが挙げられていた。 
【考察】以上の倫理的検討の結果から、本人及び主治医と産業医及び企業とが就労復帰に

際して医療情報を共有化する場合、身体疾患を抱えて就労することへの職場での理解と個

別対応姿勢及び組織的な支援体制があってはじめて医療情報の共有化の効果が生じるも

のであり、就労復帰の際の倫理的問題点を解消するには産業医の役割が大きいことが示唆

された。一方で、医療情報の共有化で最も倫理的問題が生じるのは、産業医が不在の職場

において人事担当者が主治医から直接に医療情報を得る場合であり、本人同意の原則だけ

ではなく、主治医が安心して情報提供するための倫理的配慮を十分に踏まえた書類の様式

と倫理ガイダンスの検討が必要であると考えられる。 
 

A.  研究の背景と目的 
 身体疾患を有する患者の就労復帰に際

して、患者本人及び主治医と産業医及び会

社と症状や治療などの医療情報を共有化

することによるメリットと問題点につい

て、昨年度は両立支援に関して経験豊富

（臨床経験 20 年以上）な共同研究者を対
象に半構造化面接によるインタビュー調
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査を行った。その結果、身体疾患を有して

いる患者の就労復帰に際して主治医が最

も望んでいることは、産業医が同じ医師と

しての臨床医学理解能力と倫理観を共有

する信頼できる存在であってほしい、とい

うことであり、産業医にしかできない職場

に応じた就労復帰のきめこまやかで具体

的な個別対応を必要としていることが明

らかになった。すなわち、主治医の意見を

十分に汲み取り、企業に倫理的に配慮して

上手く翻訳して伝えるコミュニケーショ

ン能力を有していることが産業医に対し

て大いに期待されていることが示唆され

た。 
 今回の研究目的は、医療情報の共有化に

よって何がメリットとなり、何が問題とな

ったのかについて、身体疾患を有した患者

インタビュー結果を倫理的観点から分析

することにより、倫理的問題点を解消する

ためには必要なことを提示することであ

る。 
  

B.  研究の対象と方法 

 対象は 2015年 3月-2016年 3月の 1年
間に産業医科大学病院を受診した血液が

ん疾患、循環器疾患及び脳卒中患者の内、

同疾患の治療のため 2010年 3月以降に休
職及び復職をした経緯のある就労者とし

た。倫理的観点からの検討を行う対象人数

は、血液がん患者 14名、循環器疾患患者 7
名及び脳卒中患者 4名である。 
 方法は、共同研究者の立石らが実施した

患者 In-depth Interview 調査結果を用い
て、治療中の職場復帰や就労において患者

本人と会社または産業医と医療情報を共

有した際のメリットと問題点について倫

理的観点から検討した。 
 

C.   結果 
 疾患別の患者インタビューの内容から、

倫理的観点からの検討に関連すると考え

られる内容を抽出し、小タイトルを付した

ものをケース別に示した（表１〜３）。 
 
1) 疾患別患者インタビュー結果からみた
医療情報共有化（患者本人及び主治医

と産業医及び会社）の患者のメリット

と問題点 
① 血液がん患者インタビューから 
 ケース１  
＜メリット＞ 
・ 本人と主治医との情報共有による本人

の理解の徹底 
・ 本人と職場の情報の共有による職場の

理解 
・ 本人と職場の情報の共有による職場の

配慮 
・ 情報共有の継続性による職場の理解 
・ 病気に対する積極的な職場の理解 
・ 主治医による丁寧な治療中の症状の説

明と職場調整 
・ 職場の理解を求めるための本人からの

積極的な情報提示 
・ 仕事のコントロールによる治療時間の

確保 
・ 休職中の積極的な仕事への関与 
・ 社内での同様の経験による職場の理解 
＜問題点＞ 
・ 産業医の消極的介入 

 
 ケース２  
＜メリット＞ 
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・ 上司による業務中の積極的な傾聴・声か

け 
・ 職場による業務中の積極的な傾聴・声か

け 
・ 病気に対する積極的な同僚の無関心と

いう気遣い 
＜問題点＞ 
・ 情報共有の不十分による就労中の症状

に対する忍耐 
・ 職場からの積極的な休養勧奨への精神

的負担 
・ 同僚によって個人情報を広められた精

神的負担 
・ 病気に対する消極的な自己の理解 
・ 産業医による消極的介入 

 
 ケース３  
＜メリット＞ 
・ 本人と上司との情報共有による上司の

理解と配慮 
・ 本人と職場の情報の共有による職場の

理解 
・ 本人と主治医との情報共有による職場

への配慮 
・ 主治医と職場との情報共有による職場

の理解 
・ 主治医から具体的な職務適性に関する

提案 
・ 病気に対する積極的な上司の理解 
・ 治療スケジュールと労働時間・欠勤の調

整 
＜問題点＞ 
・ 会社の評価低下を防ぐための本人の努

力 
・ 血液がんという病気に対する職場の誤

解 

・ 上司による定期的な声かけなし 
・ 病気に対する職場の誤解 
・ 病気に対する積極的な同僚の無関心 
・ 業務中の積極的な傾聴・声かけなし 
・ 職場による業務中の積極的な傾聴・声か

けの要望 
・ 業務転換によるモチベーションの低下 
・ 産業医の存在が不明 
 
 ケース４  
＜メリット＞ 
・ 主治医と産業医の医療職同士での情報

共有による病気に対する偏見の防止 
・ 上司・同僚の配慮 
・ 上司・同僚からの配慮による積極的な声

かけ 
・ 上司・同僚との良好なコミュニケーショ

ンの確保 
・ 治療で休むことへの職場の理解 
・ 上司の配慮による入院中の配置転換 
・ 異動に関する上司との相談 
・ 主治医からの病気に関する十分な情報

提供 
＜問題点＞ 
・ 症状や治療が伝えることの困難さと主

治医からの積極的介入の要望 
・ 主治医から職場への具体的な指導や配

慮を記載した書類の要望 
 
 ケース５  
＜メリット＞ 
・ 上司が同様の症状の経験による配慮 
・ 他職場での同じ症状の人の経験による配慮 

・ 業務遂行が困難であることへの理解的な職場の雰囲気 

・ 上司の積極的な理解 
・ 常勤の産業医と保健師によるサポート 
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・ 産業医による復職前面談あり 
・ 毎月の産業医による面談フォロー 
・ 産業医による就業配慮 
＜問題点＞ 
・ 病気休業の際の会社のルール（マニュアル）の要望 
 
 ケース６  
＜メリット＞ 
・ 情報共有による上司の配慮と支援的雰囲気作り 
・ 上司による病気を抱えた部下の管理体制 
・ 職場での情報共有による健康志向の雰囲気づくり 
・ 職場での情報共有による作業中の休憩への配慮 
・ 情報共有による休職時の整備された支援体制 
・ 情報共有による上司の個人的理解の徹底と安心感の醸成 
・ 休業中の上司による仕事の調整 
・ 職場におけるプライバシー確保と就労支援の体制 
・ 退院直後の上司による就労上の配慮 
・ 情報共有による職場での喫煙のルールの徹底 
・ 上司による積極的な声かけ 
・ 抗がん剤治療中の上司の配慮による業務転換 
・ 産業医から人事などへの情報の開示 
・ 産業医と主治医による直接の情報交換の要望 
＜問題点＞ 
 該当なし 
 
 ケース７  
＜メリット＞ 
・ 治療スケジュールを調整しやすい業種 
・ 自ら状況報告と治療方針の社長・同僚へ

の申告 
・ 病状を自分で正直に会社へ申告 
・ 診断後すぐに休業を認めてもらえる職

場の理解 
・ 病状に対する職場からの声かけ 
・ 職場の理解による、配置転換(現場の変
更) 

・ 職場の配慮による、柔軟な勤務時間 
・ 放射線治療のスケジュールを、治療医と

相談して決定 
・ 会社に説明するための、積極的な病気に

関する情報収取 
＜問題点＞ 
該当なし 
 
 ケース８  
＜メリット＞ 
・ 事前の病状と治療スケジュールの告知

による職場の理解 
・ 毎月の会社への診断書提出と産業医に

よるフォロー 
・ 体調を考慮しない転勤命令に対する自

分からの交渉 
・ 上司との人間関係の困難さに対する自

分の正直な考えの伝達 
・ 自分の体調を常に上司への報告ことの

重要性 
・ 治療スケジュールに合わせて休めるよ

うな上司の支援 
・ 入院に対する上司と職場の理解 
・ 勤務時間に応じた業務量という上司の

配慮 
・ 必要な時に休憩を取らせてもらえる上

司の理解 
・ 仕事の制限に関する上司との相談 
・ 産業医による経過フォロー 
・ 主治医から産業医への意見書と産業医

面談 
＜問題点＞ 
・ 疾患に対する上司による意識の違い 
・ 復職後業務の制限による、金銭的な困難

(医療費への不安) 
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 ケース９  
＜メリット＞ 
・ 体調を鑑みて早く帰るように上司から

の声かけ 
・ 体調に合わせた仕事のやり方 
・ 仕事に対して上司からの安心できる言

葉や励ましの言葉 
・ 会社への治療の経過などの情報の連絡 
・ 復職時の異動先に関する管理者のアド

バイス 
・ 復職の条件について相談しやすい職場

環境 
・ 職場に同様の病気の経験ある人の存在 
＜問題点＞ 
・ 上司・職場の心無い言葉 
・ 勤務スケジュールの融通が利きづらい

仕事内容 
・ 負担になることがある周囲からの声か

け 
 
 ケース１０  
＜メリット＞ 
・ 復職に関して事前の職場との相談 
・ 周りの人が体調を気遣っての声かけ 
・ 周りの人に支援のお願い 
・ 治療中心で仕事ができるための上司と

の相談 
・ 上司交代時の十分な引継ぎによる差別

の解消 
・ 脱毛を見られないように上司の配慮 
・ 上司による働きやすい環境 
・ 産業医との治療と仕事の両立に関する

相談 
＜問題点＞ 
・ 主治医や産業医からの上司・同僚に対す

る説明の要望 

 
 ケース１１  
＜メリット＞ 
・ 社長からの励ましの言葉 
＜問題点＞ 
・ カウンセリングの設置の要望 
 
 ケース１２  
＜メリット＞ 
・ 上司の配慮による治療継続のための職

場環境の設定 
・ 産業医との面談で配置転換の指導と治

療のアドバス 
・ 会社から主治医へ情報提供を依頼 
・ 治療を早く受けられるように上司が配

慮 
・ 産業医と担当医の連携 
・ 上司によるサポート 
＜問題点＞ 
該当なし 
 
 ケース１３  
＜メリット＞ 
・ 上司からしっかり休むようアドバイス 
・ 上司と面談して時短になるように仕事

を調整 
・ 周囲からの噂を避けるために自分から

周囲に説明 
・ 自分から周囲に包み隠さずに病状を説

明 
・ 周囲の人の好意的な受け入れ 
・ 産業医による心強い復職面談 
・ 休職しても仕事が回る仕組み 
・ 自分から産業医に時短勤務を希望 
・ 産業医から上司に意見 
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・ 職場が組織の制度を一番理解している

人事課 
・ 職場のがん患者に対するサポートの意

識の醸成 
＜問題点＞ 
該当なし 
 
 ケース１４  
＜メリット＞ 
・ 周囲の人の理解による良好な引き継ぎ 
・ 自分の病気を気遣った職場の同僚の禁

煙 
・ 通院時間の確保に対する会社の理解 
・ 小さい会社ゆえの周囲の認知 
＜問題点＞ 
・ 産業医や労働安全衛生の責任者の不在 
 
 
② 循環器患者インタビューから 
 ケース１  
＜メリット＞ 
・ 定期受診のための時間確保に対する同

僚の配慮と通院日の設定における主治

医からの支援 
・ 私傷病休職後の職場復帰と定期受診に

対する職場全体からの十分な理解と配

慮 
・ 補聴器販売業における同一部署での雇

用継続に対する職場からの希望 
・ CRT-D 植込み後の体調や症状に対する
自分からの十分な説明と同僚からの声

かけと心配 
・ 契約社員という小さな責任と補聴器販

売業における 27年間という長い勤続年
数による会社からの信頼と復帰への理

解 

＜問題点＞ 
・ 販売業における接客時は体調の悪さを

言い出せない・休憩を取れない状況 
・ CRT-D 植込み後の電磁干渉に対する同
僚の不十分な理解 

・ CRT-D 植込み後の障がい者手帳取得に
対する受容と販売業における顧客から

の差別的発言 
 
 ケース２  
＜メリット＞ 
・ 職場での ICD 作動後の職場での疾病理
解の進展 

・ 心臓デバイス挿入（疾患）に対する上司

の理解と復職への声かけ、軽作業から通

常業務に配置 
・ 介護職における心臓デバイス挿入後の

電磁干渉する機器等の設置個所での作

業者の交代の上司からの指示 
・ 疾病の受け入れに悩んでいた際の上司

からの励ましの声掛け 
・ 介護職における心臓デバイス挿入後の

介護業務遂行に対する上司の配慮 
・ 心臓デバイス挿入後の復職後 4 年での
生活や仕事に対する自己受容 

・ 心臓デバイス挿入に対する上司の理解

と声掛け 
・ 心臓デバイス挿入後の 5 年での生活や
仕事での価値観の変化・疾患の受容 

・ 心臓デバイス挿入後の職場に対して疾

患について専門家からの説明の要望 
＜問題点＞ 
・ 心臓デバイス挿入後の同僚からの疾患

に対する理解不足と差別的発言 
・ 心臓デバイス挿入後の職場での「疾患も

ち、障がい者」という噂や中傷 
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・ 不整脈症状に対する悩みや職場での悩

みの相談相手不在 
 
 ケース３  
＜メリット＞ 
・ 過剰な配慮をしないよう主治医から管

理職への助言・連携 
・ 主治医からの職場訪問し疾患について

講演・説明する支援 
・ 職場における不整脈発作時の AED稼働
による救命措置 

・ 教育職における心臓デバイス植込み後

の主担任から副担任への異動を伴う業

務量軽減措置 
・ 教育職における不整脈発作再発への不

安による海外研修への参加困難 
・ 心臓デバイス挿入後の転職に係る障が

い者雇用での採用 
＜問題点＞ 
・ 職場復帰後の入院加療による再休職の

際の上司からの心無い発言 
 
 ケース４  
＜メリット＞ 
・ 教育職における心臓デバイス挿入後の

電磁干渉環境下の教室から電磁干渉の

ない教室への授業（作業）場所の変更の

自らの申し出 
・ 教育職における部活動の顧問業務での

超過勤務困難と通勤時の同僚の配慮 
・ ICD 挿入後の運転制限に対し上司から
の出張時の運転業務交代の命令 

・ 心臓デバイス挿入後の上司が業務量を

半分負担し業務量軽減する配慮 

・ 教務主任という業務内容について裁量

権を持つポジションと組織トップの要

望・申し出を受け入れ 
・ 心臓デバイス挿入後の復帰時の自分か

ら積極的に職場に対して配慮を要望 
・ 心臓デバイス挿入後の積極的な配慮の

申し出による職場全体の働きやすさの

改善 
・ ＜問題点＞ 
・ 教育職における心臓デバイス挿入後の

部活動顧問現場で単独になる不安と複

数人体制 
・ 心臓デバイス挿入後の職場からの就労

継続の期待や不本意な昇進 
 
 ケース５  
＜メリット＞ 
・ 営業業務における心筋梗塞後の運転代

行という同僚からの配慮 
・ 心筋梗塞後の負担の大きい非定常の事

務作業の際の職場からの声かけ 
・ 心筋梗塞後の自分のペースで体調管理

をしながら仕事に取り組む姿勢 
・ 営業職における心筋梗塞後の仕事をす

る場を自分で決めるといった業務調整 
＜問題点＞ 
・ 心筋梗塞後の職場からの就業上の配慮

の未検討 
・ 心筋梗塞後の職場からの高いパフォー

マンスの期待と消極的声かけ 
・ 心筋梗塞後にして欲しい就業上の配慮

を申し出せない職場の雰囲気 
・ 営業職における心筋梗塞後の遠距離運

転時や外泊時に再発作が生じる心配 
・ 職種転換・後進育成の対応がない就労環

境 
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 ケース６   
＜メリット＞ 
・ 製鋼業における心臓デバイス挿入後の

電磁干渉の恐れがある機械のある区域 
・ 心臓デバイス挿入後の就労時間につい

て自己裁量権の付与という配慮の会社

への申し出と認可 
・ 教育研修を行う業務における心臓デバ

イス挿入後の勤務時間の短縮（宿泊研修

を日帰り出張に変更） 
・ 移動時における ICD挿入後の自動車運
転制限に対する運転代行という同僚か

らの配慮 
・ 心臓デバイス挿入後の身体的負荷を気

遣う職場からの声かけ 
・ 心臓デバイス挿入後の定年後雇用に関

わる就労条件の要望 
・ 合理的配慮の申し出を受け入れてくれ

る背景にある職場からの復職の期待や

信頼関係 
・ 就業配慮の要望に応えるアットホーム

な企業風土 
＜問題点＞ 
該当なし 

 
 ケース７  
＜メリット＞ 
・ 産業医からの残業禁止・夜勤禁止という

就業制限 
・ SE職における就業時間制限に対する職
場の受け入れ・理解 

・ 主治医からの説明や意見を産業医に自

分で伝達・説明 
・ SE職における客先での業務から自社内
での業務への転換 

＜問題点＞ 
・ 該当なし 
 
③ 脳卒中患者インタビューから 
 ケース１  
＜メリット＞ 
・ 上司による作業遂行能力の適切な判断 
・ 上司による自己の状態へ頻回な気遣い 
・ 同僚による制限作業の代替 
・ 新たな作業習得に係る同僚による補助 
・ 上司の疾病経験による障害への良好な

理解 
・ 新たな作業習得に係る同僚による補助 
＜問題点＞ 
・ 言語障害の他者からの理解のしづらさ 
・ 言語障害の見えづらさによる同僚との

コミュニケーションの困難さ 
 
 ケース２  
＜メリット＞ 
・ 産業医による職場巡視を基にした更衣

上の配慮 
・ 産業医による職場巡視を基にした業務

周辺上の配慮 
・ 産業医による体調回復に合わせた就業

制限 
・ 産業医による復帰における面談評価・ア

ドバイス 
・ 職場の経験による障害の良好な理解、受

容 
・ 上司の多方面への配慮 
・ 産業保健スタッフの多方面への支援 
・ 左麻痺による作業制限に対する代替作

業の残存機能へのフィット 
・ 職場への自己の状態のアピール 
・ 休職中の職場との定期的な情報交換 
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＜問題点＞ 
・ 産業医による就業制限のための残業手

当分収入減 
 
 ケース３  
＜メリット＞ 
・ 上司の福利厚生手続き上の代行支援 
・ 左麻痺による作業制限に対する代替作

業の残存機能へのフィット 
・ 医療機関による傷病保障制度に関する

情報提供 
・ 他患者による傷病保障制度に関する情

報提供 
＜問題点＞ 
・ 現存の業務遂行能力と上司の希望のジ

レンマ 
・ 罹患による状態変化と職場の期待との

ギャップ 
・ 職場の人員不足による要求 
・ 通勤に係る家族の送迎支援 
 
 ケース４  
＜メリット＞ 
・ 右麻痺による作業制限に対する代替作

業の残存機能へのフィット 
・ 右麻痺による歩行障害に対する職場環

境のフィット 
・ 公共交通機関の使用が困難な職場の立

地 
・ 障害者雇用に慣れた企業体制と右麻痺

による作業制限に対する代替作業の残

存機能へのフィット 
・ 間接作業上の麻痺による困難に対する

同僚の作業補助 
・ 右上肢麻痺による物品運搬作業の制限 
・ 同僚の理解 

・ 上司の理解 
＜問題点＞ 
・ 通勤に係る家族の送迎支援 
・ 産業医によるフォロー面談なし 
 
2) 血液がん、循環器疾患及び脳卒中患者
に共通してみられる医療情報共有化

（本人及び主治医と産業医及び会社及）

による患者のメリットと問題点 
① 血液がん、循環器疾患及び脳卒中患者

に共通してみられるメリット 
 ３つの疾患に共通してみられるメリッ

ト  
・ 職場の上司と同僚から積極的な病気と

治療に対する理解が得られること 
・ 職場の上司と同僚から積極的な就労へ

の配慮があること 
・ 職場の上司と同僚から励ましや安心の

声かけがあること 
・ 治療スケジュールと就労との調整がし

やすくなること 
・ 産業医からのフォローがあること 
などが挙げられる。 
  
 情報共有化によるメリットを促進する

もの  
・ 患者本人から積極的に上司や同僚に対

して病気や治療のことを説明すること 
・ 主治医による職場への具体的で丁寧な

症状と治療に関する説明があること 
・ 主治医と産業医の情報交換の連携が明

確にあること 
・ 産業医または保健師による定期的な面

談によるフォローがあること 
などが３つの疾患に共通してみられてい

る。 
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② 血液がん、循環器疾患及び脳卒中患者

に共通してみられる情報共有化によっ

て生じる問題点 
 ３つの疾患に共通してみられる問題点  
・ 病気に関する個人情報が広がることに

よって精神的負担が生じること 
・ 周囲の配慮や声かけがかえって精神的

に負担になること 
・ 病気に対して上司や同僚が誤解するこ

と 
・ 主治医から職場への不十分な説明によ

る職務に対する配慮の不徹底と就労中

の症状に対する忍耐 
・ 上司や同僚から心無い言葉を浴びせら

れること 
・ 上司によって病気に対する意識や理解

が異なること 
・ 健康配慮による業務転換によって、仕事

に対するモチベーションが低下するこ

と 
・ 産業医の介入が消極的であること 
・ 産業医による就業制限によって、金銭的

な困難が生じること 
・ 悩みを相談できるカウンセリングの機

会がないこと 
などであった。 
 
③ 血液がん、循環器疾患及び脳卒中患者

の各々の疾患特有の情報共有化によっ

て生じる問題点 
 血液がん患者に特有の問題点  
 抗がん剤治療による副作用が強い状態

で就労していることが多いが、一見すると

普通に見えることが尐なくないため、一般

的な副作用についての情報共有があって

も上司や周囲の同僚に症状をうまく伝え

ることができない。このため、主治医から

症状についての具体的な作業と関連した

情報提供が随時必要となる。 
 
 循環器疾患患者に特有の問題点  
 心臓デバイス挿入後の業務に関して、量

的軽減や電磁波干渉の配慮はあるものの、

その分、質的に高いパフォーマンスが求め

られる心的ストレスが強い職務に職種変

更や昇進することがある。また、周囲から

障害者という差別的発言を受けることが

ある。 
 

 脳卒中患者に特有の問題点  
 言語障害による上司や同僚とのコミュ

ニケーションの困難さ、残存機能による業

務遂行能力と上司が期待する業務とのギ

ャップがあり、これらの苦悩を理解しても

らうことが難しく、その結果、自ら退職に

追い込んでしまうことがある。また、通勤

に家族の協力が必要となることがある。 
 
D.   考察 
1) 患者本人及び主治医と産業医及び会社

との間で医療情報を共有することは、問題

点もあるが、メリットの方が大きいと考え

られること 

 今回のインタビュー対象となった患者

は、職場との関係が比較的良好である人を

選んでいるバイアスは否定できないもの

の、今回の結果を倫理的な観点から分析す

る限り、本人及主治医と会社との医療情報

の共有化は、職場の就労適性に関する的確

な判断と病気に関する正しい理解と適切

な配慮をもたらす可能性が高いものと考
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えられる。 
 患者本人自らが積極的に上司や同僚に

対して自分の病気と症状や治療について

開示し説明を行った方がよいとするケー

スも複数あったことは注目に値する。しか

しながら、患者自身が自分の症状や治療に

ついて会社に理解しやすく説明すること

は、場合によっては誤解を生じることも考

えられる。そのため、患者自らが積極的に

職場に対して説明するためには、主治医か

らの症状と治療に関する情報が作業と関

連した具体的な指導の内容であってほし

いとの強い要望があり、主治医が記載する

書類の不十分さが指摘されている。 
 ところが、主治医の本来の役割は日常生

活レベルの復帰の際の留意事頄やアドバ

イスを行うのが主であり、職場復帰の際の

現場に精通した作業内容の具体的記載を

求めることは実際には極めて困難であり、

その限界があることは明らかである。職場

復帰の際の医療情報の共有化は、適切な治

療と就労の継続という患者のメリットだ

けでなく、会社にとっても本人と周囲への

安全配慮を十分に行うことができるメリ

ットがあり、そのことについて具体的にき

め細かく説明しアドバイスできる医師の

存在が不可欠である。 
 身体疾患を有する患者の職場復帰に際

して、患者本人と会社の双方のメリットを

維持するためには、病床から日常生活への

復帰をめざす主治医と、日常生活から職場

への復帰をめざす産業医との双方の役割

分担と医療情報の共有による連携作業で

あることを、患者本人と会社に理解しても

らうことが大切である。その上で、身体疾

患を有する患者への職場での理解と個別

対応、そして組織的な支援体制があっては

じめて医療情報の共有化のメリットが生

かされてくるものと思われる。 
 

2) 医療情報の共有化の際に生じる問題点

を解消するには、産業医の倫理的立場

の確立とその役割が大きいと考えられ

ること 

 前述したように、主治医からの医療情報

を同じ医師として医学的に正しく理解し、

患者本人の要望と会社の職場環境を十分

理解した上で、本人と会社に対して理解し

やすく説明し、職場復帰や職務適性につい

て具体的なアドバイスを行う役割を担う

のが産業医である。 
 今回の調査結果の分析から、血液がん、

循環器疾患及び脳卒中の患者に共通した

情報共有化による問題点として、個人情報

の安易な漏洩による精神的負担、過度の声

かけによる精神的な負担、病気に対する上

司や同僚の誤解と不用意な発言、上司によ

る病気に対する意識や理解の違い、主治医

から職場への不十分な説明による職務に

対する配慮の不徹底と就労中の症状に対

する忍耐、配置転換による仕事に対するモ

チベーションの低下、病気と就労の悩みを

相談できない、などの内容がみられたが、

これらはいずれも有能な産業医が適切に

対応すれば解消が可能なものと考えられ

る。 
 しかしながら、その際に求められるのが

産業医の倫理的立場の確立である。専属産

業医であれば、事業者とは労働契約の法的

立場にあるが、医師としての倫理的立場は、

事業者または労働組合とは中立性・独立性

を保持する立場であることを明確にして
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おく必要がある。何故ならば、この倫理的

立場が明確でないと、主治医からの信頼性

を得ることができず、十分な医療情報の共

有化ができないリスクが生じるからであ

る。昨年の本研究の報告書でも述べたよう

に、主治医が情報提供する上でもっとも不

安に感じるのは、産業医の臨床医学に対す

る理解力もあるが、産業医が会社と全く同

じ立場で判断することがあった場合、医療

情報の共有化によって本人に対して不利

益が生じてしまうのではないかと考える

からである。その不安を解消しない限り、

主治医の産業医に対する信頼を得ること

は困難である。 
 一方、患者本人と会社の産業医に対する

信頼を得るためにも、産業医には、産業医

学の専門家として、中立性・独立性の倫理

的な立場を明確にした上で、患者本人、主

治医及び会社とコミュニケーションを十

分にとり、上記の医療情報の共有化による

問題点を実務的に対応できる能力を有す

ることが求められるといえる。 
 
3) 産業医が不在の職場において主治医か
ら直接に医療情報を伝える場合が最も

倫理的に問題となること 
 職場復帰の際の医療情報の共有化で最も

倫理的に問題となるのが、産業医が不在の

職場において、人事労務担当者が主治医か

ら直接に治療状況等の医療情報を入手し

て就業制限や就労配慮を行う場合である。  
 産業医が不在の場合、血液がん、循環器

疾患及び脳卒中の患者に共通してみられ

た問題点である、個人情報の安易な漏洩に

よる精神的負担、過度の声かけによる精神

的な負担、病気に対する上司や同僚の誤解

と不用意な発言、上司による病気に対する

意識や理解の違い、主治医から職場への不

十分な説明による職務に対する配慮の不

徹底と就労中の症状に対する忍耐、配置転

換による仕事に対するモチベーションの

低下、病気と就労の悩みを相談できない、

などが生じやすい就労環境になる可能性

が高くなることが想定される。 
 さらに、情報共有化によって各々の疾患

特有に生じる問題点である、血液がん患者

の抗がん剤による副作用の周囲からのわ

かりにくさ、心臓デバイス挿入後の作業の

量的削減の反動による質的に高いパフォ

ーマンスの要求と心的ストレスが強い職

種変更や昇進、周囲から障害者という差別

的発言、脳卒中患者の言語障害による上司

や同僚とのコミュニケーションの困難さ、

残存機能による業務遂行能力と上司が期

待する業務とのギャップなど、直属の上司

や人事労務担当者にとって十分な理解と

適切な対応が難しいことが尐なくない。 
 産業医不在で産業保健師や看護師が常

在する場合は、産業医の職務を代行する場

合もあるが、産業医であっても主治医から

の信頼を得るのが難しい場合があること

を考えると、職場復帰の際の医療情報の共

有化のプロセスで、産業保健スタッフが主

治医から信頼を得て十分な情報提供を受

けることは実際にはハードルがかなり高

いものと思われる。 
 今年（平成 28 年）2 月に厚労省から公
表された「事業場における治療と職業生活

の両立支援のためのガイドライン」では、

産業医や産業保健スタッフが不在の場合

は、労働者本人の同意があれば人事労務担

当者が主治医から直接に必要な情報を収
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集することもできる、とされているが、今

回の患者インタビュー調査結果の分析か

ら判断する限り、本人同意の原則の対応だ

けでは倫理的な問題が解消できないこと

を示唆している。 
 したがって、産業医が不在の場合は、主

治医が安心して情報を提供できるための

書類の様式の検討とその記載にあたって

の倫理ガイダンス（本人、主治医及び会社

に対する倫理的留意事頄）が必要になるも

のと考えられる。 
 
E.   結語 

 身体疾患を有する患者の治療と就労双

方の両立支援を行うための医療情報の共

有化は、職場での理解と個別対応姿勢及び

組織的な支援体制があってはじめてメリ

ットが生じる。一方、医療情報の共有化よ

って生じる問題点を解消するには、産業医

の存在と役割が極めて重要であり、その実

務において産業医学を専門とする医師と

しての中立性・独立性の倫理観の確立が不

可欠である。また、産業医が不在の場合が

最も医療情報の共有化よる問題を生じや

すく、主治医が倫理的な不安を感じること

なく情報を提供できるための書類の様式

の検討とその記載にあたっての倫理ガイ

ダンスの作成が期待される。 
 
F.   引用・参考文献 

１） 厚生労働省（2016）：事業場におけ
る治療と初授業生活の両立支援の

ためのガイドライン  
(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou
/0000113365.html) 
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表１．血液がん労働者の職場における医療情報の共有化によるメリットと問題点 

 
 血液がん ケース１  

＜メリット＞ 

仕事のコントロールによる治療時間の確保 

病気の情報を会社に伝えて自分の裁量で仕事をコントロールして受診できた。 
 

情報共有の継続性による職場の理解 

逐一自分と職場と情報を共有していたので職場の理解があった。 
 

主治医による丁寧な治療中の症状の説明と職場調整 

主治医がいろいろな可能性を話してくれたので、職場とのすり合わせができた。 
 

休職中の積極的な仕事への関与 

休職中も会社に出て現場の状態を把握していたので、スムーズに復職できた。 
 

本人と主治医との情報共有による本人の理解の徹底 

主治医と相談して、やっていいことと悪いことを確認していた。 
 

本人と職場の情報の共有による職場の理解 

今の状態を会社や従業員に伝えていたので、会社が重い仕事は外してくれて、軽い作業に当ててくれた。 
 

職場の理解を求めるための本人からの積極的な情報提示 

会社から病気の状態を聞かれたらなんでも答えるようにしていた。 
 

本人と主治医との情報共有による本人の理解の徹底 

主治医から「何をしてはいけない」という情報を聞いていた。 
 

本人と職場の情報の共有による職場の配慮 

体力が落ちたので、仕事内容を軽いものにしてもらったり、楽な道具を使うようにした。 
 

社内での同様の経験による職場の理解 

以前に胃がんで亡くなった人がいて、病気に対する周囲の理解があった。 
 

病気に対する積極的な職場の理解 

会社の人も理解があって、職場の中を清掃してくれた。 
 

病気に対する積極的な職場の理解 

周囲の従業員が自分らで病気の情報を調べ、適宜配慮してくれた。 
 

＜問題点＞ 

産業医の消極的介入 

産業医は年に 1回の健康診断の時に、痩せてくださいと言われるくらい。 
 
 

 血液がん ケース２  

＜メリット＞ 

上司による業務中の積極的な傾聴・声かけ 

上の人たちが気を遣ってくれて、「きつかったら、電話一本でもいいし、連絡してくれたら休んでいいよ」っていう配

慮はあります。 
 

上司による業務中の積極的な傾聴・声かけ 

勤務について「自由にしていいよ」と言われている。 
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職場による業務中の積極的な傾聴・声かけ 

仲の良い上司の人で、「大丈夫か」と自分のことを気遣ってくれる。 
 

病気に対する積極的な同僚の無関心 

同僚は気を遣って逆に病気のことは、会話に出ないぐらい。 
 

＜問題点＞ 

病気に対する消極的な自己の理解 

知ってしまう方が怖いので、病気の情報はあえて詳しく調べなかった。 
 

情報共有の不十分による就労中の症状に対する忍耐 

ぼうっとしたりずっと頭痛がしていたが、周りに分からないように我慢して仕事をしていた。 
 

職場からの積極的な休養勧奨への精神的負担 

休みたくないので、「休んでいいよ」と言われると逆に負担になる。 
 

同僚によって個人情報を広められた精神的負担 

自分は隠しておきたかったのに、衛生課の看護婦さんがうちの先輩とか他の課の人に、「〇○さんはがんになった」と

言ってしまった。 

 

産業医による消極的介入 

産業医の関わりはほとんどなかった。 
 
 

 血液がん ケース３  

＜メリット＞ 

仕事の裁量と職務調整 

気持ち悪くなる期間が決まっていたので、休みを取るのに最初は上司と相談していたが、シフトを作るのが自分だった

ので、自分で調整していた。 
 

本人と上司との情報共有による上司の理解と配慮 

上司にもしかしたら入院するかもしれないっていう話をしたら、「病院を優先しなさい」って言ってくれて、仕事の都

合をつけることができた。 
 

本人と職場の情報の共有による職場の理解 

吐き気などについて、会社からの支援は「調子が悪かったら休んでいいよ」と言われるくらい。 
 

本人と上司・同僚との情報共有による上司・同僚の理解 

施設長と面談して、復帰する時も主任と含めて面談していろいろ決めた。「抗がん剤治療中ですが、復職していいです

か？でも調子が悪かったらすみませんけど休みます」という話までして、復職した。上司や職場の身内には言える環境

であり、その辺の理解はあった。 
 

本人と主治医との情報共有による職場の配慮 

放射線に切り替えは元々決めており、復職の時に一応放射線治療もあるかもしれないという説明をしていたので、3週

間休みをとることはスムーズにできた。 
 

病気に対する上司の積極的な理解 

直属の上司は、結構理解がある人だった。「無理しないでね」っていう理解はある職員は何人かいたんで、すごい勤め

やすかった。 
 

病気に対する積極的な職場の理解 

努めているところが福祉系なので、病気には理解があり、看護師さんも気にかけてくれたので働きやすかった。 
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治療スケジュールと労働時間・欠勤の調整 

毎日放射線治療は午前中なので、7月後半は勤務時間を遅くして治療が終わってから仕事に行った。８月から２交替制

に変わって、昼勤務がなくなったため、遅刻扱いになるから傷病手当も出るので午後は出勤せず休んだ方がいいと言わ

れた。 
 

主治医と職場との情報共有による職場の理解 

病院からの支援として、復職するときに説明の文書として、血管痛とか「軽作業から始めてください」とかを加えてく

れてたんで、改めて説明をしなくてよかった。 
 

主治医から具体的な職務適性に関する提案 

悪性リン腫や抗がん剤などについて、全部自分で説明をしないといけなかったので、「この人はこういう状態です」み

たいに職場が分かりやすくしてくれるといいかな。 
 

主治医と職場との情報共有による職場の理解 

先生が書いていただいたお手紙で、症状とかをある程度詳しく書いてくれたから、会社の人にも分かりやすかった。 
 

＜問題点＞ 

会社の評価低下を防ぐための本人の努力 

外から見ると(症状が)そこまでなくて、ちょっと体がきついとか、吐き気とかだから、はたから分かりにくいんですよ

ね。周りから理解されないことがつらかった。復帰したときに「動かないね、この人は」と思われてるんじゃないかと

か思うと、無理してでも、もうちょっと頑張ろうかと。 
 

血液がんという病気に対する職場の誤解 

治療が終わって復職した次の月からより忙しい職場への異動の話があり、異動せざるを得ない状況だった。治療が終わ

ったから「もういいでしょう」という感じがあった。 
 

上司による定期的な声かけなし 

定期的に話は聴いてもらいたかったなっていうのは、ありました。こっちから発信しないと聴いてくれるような環境じ

ゃなかった。直属の人はしょっちゅう聴いてくれるけれど、さらに上の人とかは、もうちょっと気にかけてほしかった

なという気はしましたね 
 

病気に対する職場の誤解 

リンパ腫っていうのは、外から見ると(症状が)そこまでなくて、はたから分かりにくいんです。復帰たときに「動かな

いね、この人は」と思われてるんじゃないかとか思うと、無理してでも、もうちょっと頑張ろうかと。 
 

病気に対する積極的な気遣いによる同僚の無関心 

抗がん剤打って脱毛起こった時は、ウイッグをつけていて、知らない人は知らないし、誰もそれには触れなかった。 
 

業務中の積極的な傾聴・声かけなし 

職場が「休んでいいよ」って言っても、変わりはしなかったのかなとは思うんですけど、ちょっと一言とか言ってくれ

たら、自分もちょっと一旦立ち止まったのかなと思う。向こうからももう尐し深く「どう？」って聞いてもらえるよう

な環境があると、もう尐し助かった。 
 

職場による業務中の積極的な傾聴・声かけの要望 

職場が「休んでいいよ」って言っても、変わりはしなかったのかなとは思うんですけど、ちょっと一言とか言ってくれ

たら、自分もちょっと一旦立ち止まったのかなと思う。向こうからももう尐し深く「どう？」って聞いてもらえるよう

な環境があると、もう尐し助かった。 
 

業務転換によるモチベーションの低下 

－284－



仕事のモチベーションは異動が原因で下がりっぱなし。異動が無かったら・・・と思う。自身のキャリア像としては、

ケアプランを作ったりするケアマネジャーというようなところを目指してて、そのところに比較的近い場にいたが、病

気をしたタイミングでたまたま同時に異動があって、それから尐しずれたことでモチベーションが下がっている。 
 

産業医の存在が不明 

 職場は 51人から 300人の規模だが、産業医の先生がいるという話は聞いたことがない。 
 

 

 血液がん ケース４  

＜メリット＞ 

上司・同僚の配慮 

新しい仕事は易しい仕事から徐々に鳴らしてくれた。上司・同僚が協力的だった。 
 

上司・同僚からの配慮による積極的な声かけ 

上司・同僚が協力的で、仕事で疲れを残さないように注意を受けた。 
 

上司・同僚との良好なコミュニケーションの確保 

上司・同僚とのコミュニケーションがうまくとれていた。 
 

治療で休むことへの職場の理解 

治療で休む時は、前もって申請していれば可能だった。 
 

上司の配慮による入院中の配置転換 

腰痛で、体位変換や俊敏な動きができない、治療の副作用で免疫力が落ちているため、対人の仕事はできない。そのため、入

院している間に、上司が別の仕事に配置転換してくれた。 
 

異動に関する上司との相談 

異動前の上司とは相談しながら、新しい配属先を決めた。 
 

主治医からの病気に関する十分な情報提供 

上司・同僚の病気に対する理解があったので、新しい仕事を覚える中で一つ一つフォローしてくれた。自分の症状に対する理解

があった。病気の認知度を上げる資料のようなものがあると良いと思う。 
 

主治医と産業医の医療職同士での情報共有による病気に対する偏見の防止 

上司が偏見を持たないためにも、医療職同士での情報交換の方が良い。 
 

＜問題点＞ 

症状や治療が伝えることの困難さと主治医からの積極的介入の要望 

一般の人には症状や治療が分からないため、配置転換を検討するのが難しかった。医療職からの説明を受けて、いればもっとス

ムーズに配置換えができていた。 
 

主治医からの職場への具体的な指導や配慮を記載した書類の要望 

主治医からの指導事項として、病気の内容や経過、避けるべき事項、治療のスケジュールなどを具体的に記載してもらうと、治療

経過中の配慮が非常にしやすい。 
 

 

 血液がん ケース５  

＜メリット＞ 

上司が同様の症状の経験による配慮 

たまたま上司が同じような部位の症状が出ていたため、その上司に相談して、仕事をスムーズに休むこときた 
 

他職場での同じ症状の人の経験による配慮 

同じ症状の方が、別の職場にいらっしゃって、会社はその症状の情報も入手していたみたい 

－285－



業務遂行が困難であることへの理解的な職場の雰囲気 

自分ができることしかできないので、それを理解してもらえるような雰囲気があって 
 

上司の積極的な理解 

上司に理解していただいて、気長に見て治してくれっていうことを言われましたね 
 

常勤の産業医と保健師によるサポート 

常駐の産業医と保健師がおり、病院選びの相談などはする 
 

産業医による復職前面談あり 

復職前に産業医の面談があって、就業意見書みたいなものを主治医の先生に頂いて、「いつぐらいからいいですよ」

みたいな意見をいただいて産業医に出して、産業医の先生と私と面談して、「働けますか」とか、「どういう状況で

すか」っていうのをお互いが聞いて、判断されてました 
 

毎月の産業医による面談フォロー 

徐々に徐々に通常の業務を取り戻しつつ、毎月の産業医の先生の面談もありながら、やってたんですけど 
 

産業医による就業配慮 

産業医の先生も「夜勤はいいよ」だとか、「残業はだめだよ」とか、具体的にチェック頄目があって、それで、いい、

悪いを判断されてました 
 

＜問題点＞ 
 

病気休業の際の会社のルール（マニュアル）の要望 

マニュアルが欲しいですね。「病気入院した場合には、こういう規約に基づいて、こういう制約があるんで、ここを

見ときなさい」ぐらいの社内ルールがあってもいいかなとは思いましたね 
 
 

 血液がん ケース６  

＜メリット＞ 

情報共有による上司の配慮と支援的雰囲気作り 

復職時も上司は「焦らずにしてください」と声をかけてくれ、支えてくれている雰囲気があった 
 

上司による病気を抱えた部下の管理体制 

会社の体制として、上司はグループ員ごとに病気を把握しとかないといけない。従業員も報告しないといけない。大

きな病気は上司が把握しておくことで、上司がうまくサポートしたりとか、目を配ったりっていう雰囲気がある 
 

職場での情報共有による健康志向の雰囲気づくり 

病気を経験したことで、職場のみんながいい意味で喫煙のマナーを守ってくれるような雰囲気ができた。職場の身内

のコミュニティーの中でも、いい雰囲気ができた 
 

職場での情報共有による作業中の休憩への配慮 

もし眠たくなったら、ちょっとこうやって寝ていいですよ、と言われていた 
 

情報共有による休職時の整備された支援体制 

作業長とか役付きさんに相談して、役付きさんの方から今度は作業長に話して。そして３人で話して、という支援を

するときのルート、ラインは、いつも浸透して、決まってるんです。支援する体制が整ってるんですね。手項も整っ

てる。それはみんな知ってます 
 

情報共有による上司の個人的理解の徹底と安心感の醸成 

工場長っちゅうか、その人のおふくろさんが同じ病気っちゅうか、それで自分も分かっとるっちゅうてから。だから、

雇用に対する不安は、特にはない 
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休業中の上司による仕事の調整 

上司が自分が休んでいる間の仕事の調整してくれた。そういう調整ができる職場の環境だった 
 

職場におけるプライバシー確保と就労支援の体制 

プライバシーが守られるような感じの配慮もしてもらいながらも、仕事の調整をしてもらってっていう形のサポート

体制があった 
 

退院直後の上司による就労上の配慮 

退院したばかりの時は上司が仕事を変わってくれていて、掃除車を運転をしなくていいよと言ってくれた 
 

情報共有による職場での喫煙のルールの徹底 

上司が喫煙のルールを徹底してくれるようになった 
 

上司による積極的な声かけ 

上司が「どうある？ どうある？」と声かけをしてくれた 
 

抗がん剤治療中の上司の配慮による業務転換 

上司から抗がん剤の治療で掃除車の運転業務はしないでいいよ、安静にしてくださいっていうことの配慮で、パソコ

ン作業にしてくれた 
 

産業医から人事などへの情報の開示 

産業医と面談し、産業医から人事や職場外のそういう人たちに発信していた 
 

産業医と主治医による直接の情報交換の要望 

産業医と主治医は直接情報のやり取りがあるとありがたい。解釈が間違って誤解を招くこともあるから 
 
＜問題点＞ 

 該当なし 
 

血液がん ケース７  

＜メリット＞ 

治療スケジュールを調整しやすい業種 

僕なんかはもう外で出てからあれですから、営業なんて外で何してるか分かんないという感じで言われるような仕事で

すからね。自分で勝手に時間を作って(治療に)行くんですよね。 
 

自ら状況報告と治療方針の社長への申告 

社内の社長ないしに、状況を申して、入院とか今後の治療について相談していくっていうことで、大体は解決した。 
 

自ら状況報告と治療方針の社長・職場への申告 

社長とかに、抗がん剤に行くために２日間くらいお休みしないといけないんで、「今回は何回めの抗がん剤で」という

ことを逐一報告していた。 
 

病状を自分で正直に会社へ申告 

治療スケジュールをうまく組むためには、正直に全て言わんと、会社の方も納得するのが厳しいと思います。 
 
診断後すぐに休業を認めてもらえる職場の理解 

社長も役員さんも事務員さんも集まってもらって、「こういう診断受けたんで、しばらく治療に日数がかかりますし、

お休みさせてもらわないといけないんで」ということで話をして、会社としては認めていただきました。 
 

病状に対する職場からの声かけ 

今も社長・同僚から「どうなの、病状は」って聞かれることはある。 
 

職場の理解による、配置転換(現場の変更) 
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建物を造り始めたらば大体１年半とか２年とかかかるわけですよね。契約をさせてから、ずっと工事管理していくわけ

ですけど、大きい工事には引いて、他の人に替わってもらったりしてもらった。 
 

職場の配慮による、柔軟な勤務時間 

勤務時間が８時から夕方５時までなんですけど、その時間にとらわれずに、きつくなったらば途中でも家の方に帰ると

か、そんな形にしてですね。 
 
放射線治療のスケジュールを、治療医と相談して決定 

東京への出張に行くときに、放射線治療の間隔を主治医にお願いして、調整してもらった。 
 

会社に説明するための、積極的な病気に関する情報収取 

パソコンで悪性リンパ腫とか、いろいろと調べました。有名な俳優さんが悪性リンパ腫とかで亡くなられたとか、そう

いうのをある程度調べて、そういう知識を得て会社の人とかにお話しした。 
 
＜問題点＞ 

該当なし 
 
 
 血液がん ケース８  

＜メリット＞ 

事前の病状と治療スケジュールの告知による職場の理解 

前もって自分に直接関係ある事務員とか事務職に、こういう状態だからもう通院しなくちゃいけない、だから、何月だ

ったら何日は休ませてもらうけって、迷惑かけるけど申し訳ないけどっていう形で、理解はしてもらったですね。 
 

毎月の会社への診断書提出と産業医によるフォロー 

会社としては、診断書を毎月出してくれという条件で。そして、何かあったら電話ください。そして、時々ですけど、

うちの産業医の先生の方から、「どんな状態ですか」とかあったですね。 
 

体調を考慮しない転勤命令に対する自分からの対処 

いい上司が定年になって次の上司がちょっとくせ者で、病気をちゃんと引き継いで分かってるはずなのに、(遠方に)

異動してくれっていうふうに言われた。(だから)「自分の体は今こんなんでってちゃんと報告してるはずですけど。そ

れでも行けというんなら、一応主治医の先生から証明書取りますけど」と言ったら、「ちょっと考え直す」と言われて

地元の方になったんですよね。 
 

上司との人間関係の困難さに対する自分の正直な考えの伝達 

その上司が何で言うこと聞けとかという感じのような対応やったですね。自分の性格もそんなの負けたくないもんだか

ら、自分の正直に言いたいことはちゃんと言って、そのかわり仕事はちゃんとしてますからですね。 
 

自分の体調を常に上司への報告ことの重要性 

自分の体調を常に上司に伝えることが、もう最優先ですね。決して黙って無理をしない。やっぱ再発したら怖いもので

すからですね。 
 

治療スケジュールに合わせて休めるような上司の支援 

自分が抜けても「何月何日にヒヤミズが抜けるから」そこに誰かをはめるように、(上司が)先に出した計画表をもとに、

シフトを決めていくっていう形でうまく支援してもらってた。 
 

入院に対する職場の理解 

がんっていう病気自体は、もうみんなが結構耳にしている状態だったんでですね。申し訳ないけども、入院せな、治療

をしなくてはいけないちゅうことで。それがどんくらいになるかというのが分からないからですね、それはもう迷惑か

けるけど、理解してもらったですね。 
 

入院に対する上司の理解 
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半年くらいちょっと入院っていう形になってしまったんですが、入院して治療しないといけないとなったときの、基本

的には上司の方と相談してお伝えした。 
 

勤務時間に応じた業務量という上司の配慮 

そのときの上司もそれを考慮してくれて、「なら、今日は時間こんくらいだから、一応これとこんくらいでやらしてく

れ。もしできんやったらできんでかまわないから」ちゅうことで、気は使ってもらったですね。 
 

必要な時に休憩を取らせてもらえる上司の理解 

ちょっと無理したな、ちょっときついなと思ったときには、上司に「ちょっときついからちょっと休ませてくれ」って

言うてから、30分とか、１時間弱なんですけど休ませてもらってたですね。 
 

仕事の制限に関する上司との相談 

肉体労働的な作業は自分の体調次第で、軽い荷物の運搬などはやっている。これできる・できないっていうのは、上司

との相談で決まる。 
 

産業医による経過フォロー 

会社としては診断書を毎月出してくれという条件で。そして、何かあったら電話ください。時々ですけど、うちの産業

医の先生の方から、「どんな状態ですか」とかあったですね。毎月じゃないですけどね。 
 

主治医から産業医への意見書と産業医面談 

主治医の意見書とか踏まえた上で、(産業医の)面談は復帰する１か月ぐらい前に２回ぐらい面談があった。 
 

＜問題点＞ 

疾患に対する上司による意識の違い 

上司次第で全然違いますね。理解できる上司、そういったのを関係なく無視する上司。だけ、うちの会社の場合は、人

事異動とかも含めて、今あなたの状態はどんなんですかっていうアンケートみたいな、あるんですよね。 
 

復職後業務の制限による、金銭的な困難(医療費への不安) 

金銭面では、最初は仕事の制限があるので、その分手取りの収入も尐なくなるから、そこはかなり大変だった。 
 
 
 血液がん ケース９  

＜メリット＞ 

体調を鑑みて早く帰るように上司からの声かけ 

白血病になる前に、めまいとかが出て、ちょっと産業医大の方に４日ぐらい入院したんですよ。その以降は、管理者の

方も「早く帰んなさい」っちゅうことで、それから７時か７時半ぐらいには帰ってた。 
 

体調に合わせた仕事のやり方 

体調が悪いっちゅうのがとても気になってたので、早く書類を仕上げとった方がいいって、自分の中でそう思って、大

体事務所にそれまであんまり腰を据えていないっちゅうたらおかしいですけど、夜はいるんですけど、昼間は訪問にず

っと行っていて、居なかったのが、昼間でもパソコンで書類作りをした。 
 

仕事に対して上司からの安心できる言葉や励ましの言葉 

管理者が代わったんですけど、元の管理者と今の管理者と２人で来てくれて、そして、仕事の方は大丈夫だから」「元

気になってまたおいでよ」って言ってくれはしたんですね。そして休職扱いになった。 
 

会社への治療の経過などの情報の連絡 

ちゃんと(連絡を)取るようにって言われてたので、管理者が来てくれたり、メールで私が送ったり、病状が変わったり

とかしたときに、今度こんな治療しますよとか、そういうのずっと連絡取ってました。 
 

復職時の異動先に関する管理者のアドバイス 
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何回も来てたんですよ、管理者とかはですね。で、「どんな？」とかいって。でも、今度(復職の)話し合いにいくのが

すごい規模が大きい(職場)だから人数もすごいと思うんですよ。「そこに行ってあれしたら、もうちょっと大変。もう

イノウエさん、もしかしたら、ここには働かん方がいいかもしれんよ」とか、管理者が来てから言った。 
 

復職の条件について相談しやすい職場環境 

すぐに復職するのではなくっちゅうか、復職する前にウオーミングアップみたいな感じ体を慣らして、それからいくぞ

っちゅう感じの方がいいのかな。そんなことができるか、また相談してみようとは思うんですよ。ちょっと管理者の方

に。そういうのは相談しやすい環境。 
 

職場に同様の病気の経験ある人の存在 

厨房の方なんですけど大腸がんか何かが見つかって、手術したのかな放射線っていったかな。それから抗がん治療をち

ょっと受けたりして、そして職場に今、週に何回か出てるっちゅう人がいます。 
 
 
＜問題点＞ 

上司・職場の心無い言葉 

もう休んでこんなぐらいになるから、そろそろ辞めてもらわなみたいな話があったので、ちょっと私はもうカチンとき

て、辞めるとか私が決めることだから、会社からそんなこと言えんでしょって。今の一番命がかかった大事なときにそ

ういう話するのって。一番上の人が、看護師さんなんですよ。看護師の免許持ってる人がそういうこと言うんですかね、

もうちょっと落ち着いてからでもいいんやないですか、うちの姉はとても怒ってますよっちゅうのだけは伝えたんです

ね、間接的に。そしたら、ちょっとやんだんです、その話は。 
 

勤務スケジュールの融通が利きづらい仕事内容 

会社の方は、週４のパートから始めてもいいよっていうのは言ってるんですよ。ただ、週４で働いてた人も、利用者に

合わせてですから、毎日出てこないといけんような仕事なんですよね。 
 

負担になることがある周囲からの声かけ 
私、厳しく育てられたので、普通の人にとっては結構厳しいとかいうこともある。でも自分が反対に患者になって(気

付いたのは)、人からかけられた言葉「こんなに頑張ってるのに、またそれ言う？」とか。悪い気で言ってるんじゃな

いっていうのは分かるんだけど、今はそれ言われたらきついよねとかいうのがちょっとあって。やっぱりそういうふう

に言われたりしたときに、ああ、ひょっとしたら私も、支援の中でこういうことしてたかもしれんなとか、相手のこと

を思って言ってるんだけど、相手にとってはそれがすごく負担になったりとか、重荷になったりとかすることがあった

かなとか、それはすごい勉強になりましたね。 
 
 

 血液がん ケース１０  

＜メリット＞ 

復職に関して事前の職場との相談 
復帰するときにも面談で、「こういうとこはできるけど、こういうとこはできないです」っていう話をして、それでも

いいっていうことで復帰したりしてた。 
 

周りの人が体調を気遣っての声かけ 
同じメンバーとか、一番身近な人とかが「(助けが必要な時は)言って」と気遣ってくれて、今の仕事も続けられてきま

したね。 
 

周りの人に支援のお願い 
こういう治療をしてるから、月にこれくらいは休まないといけないし、重たいものが持てないって先生にも言われたの

で、「こういうときは助けてもらいたいので、いいかな」っていうのは、メンバーには話して。 
 

治療中心で仕事ができるための上司との相談 
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上司から電話があって、「どういう状況か」って聞かれて、「いや、今、こういう状況で」って言ったら、それでもい

いから来れたら来てくれということで、治療を中心に、できるときでいいから出勤で仕事をするように、その上司が道

を作ってくれたんで。 
 

上司交代時の十分な引継ぎによる差別の解消 

上司が替わられてもそれは引き継ぎされてるので、まわりの人からも、嫌なこととかもぜんぜんなくって。 
 

脱毛を見られないように上司の配慮 

髪の毛が抜けてる姿も見られたくなかったから、上司が、一番奥の更衣室、ロッカーを与えてくれた。 
 

上司による働きやすい環境 

上司の方が働きやすいところになるべくしてくださったのかな。 
 

産業医との治療と仕事の両立に関する相談 

産業医はおられました。治療の内容とか治療しながら仕事ができるといった話をした。 
 

＜問題点＞ 

病院や産業医からの上司・同僚に対する説明の要望 

病院側とか産業医から、みんなの前でじゃないですけど、上司１人でもいいので、直接言ってもらってて、「本人の状

態はこういうことだから、皆さん、こういうふうに協力してください」って一言あったら、もっと理解してもらえてた

というか。余計気遣われるのも嫌だし、一緒にしてる仕事の仲間として、特別扱いがあまりにもされてもやりにくいの

で、尐し理解してくれるぐらいで。 
 
 
 血液がん ケース１１  

＜メリット＞ 

社長からの励ましの言葉 

退院してからも、何回か社長に会って「とにかく今は何も考えんで、体をとにかく治して、それら、早いとこ現場に復

帰できるように頑張ってくれ」というようなこと(を言われた)。 
 

＜問題点＞ 

カウンセリングの設置の要望 

精神的なケアとかがあったほうが。ちょっとした愚痴じゃないですけど、そういったものを聞いてもらえるようなとこ

ろ。簡単なカウンセリングみたいなものですよね。そういったようなところがあればな、とは思いますね。 
 
 

 血液がん ケース１２  

＜メリット＞ 

上司の配慮による治療継続のための職場環境の設定 

職場の直属の上司に相談したら、すぐに治療を受けられるような環境にしてくれた。 
 

産業医との面談で配置転換の指導と治療のアドバス 

車の運転も産業医と面談があったときに、すぐ、「まず内勤に１年間変わりなさい」と、総務課も含めて、「内勤にさ

してもらいなさい」と。目の手術も、「一気に両目、やってもらいなさい」と。 
 

会社から主治医へ情報提供を依頼 

総務課と産業医の先生と話し合って、できるだけ早く「症状を一筆書いてくれ」、主治医に電話して、こういう状況で

すということで書いてもらって、それを本社の方へ提出して、で、まあ、受理されたような形なんです。 
 

治療を早く受けられるように上司が配慮 

手術して組織採ってみたら小細胞がんだったということで。で、また化学療法やるなら近い方がいいやろうということ

で、部長の方に(言われた)。 
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産業医と担当医の連携。 

産業医と担当医の連携がうまくいった方が、患者にとっては助かるかなとは思います。 
 

上司によるサポート。 

上司が代わりに来でサポートしてくれた。 
 

＜問題点＞ 

該当なし 
 
 

 血液がん ケース１３  

＜メリット＞ 

上司からしっかり休むようアドバイス 

病気休暇とか年次休暇とか、そういった制度を使ってしっかり休む。完全に治して仕事に復帰するっていうふうなメリ

ハリをつけないと、仕事の面でもすべてが中途半端になってしまうっていうふうに思った。厳しい上司も、「そういう

ふうにした方がいいよ」っていうふうなアドバイスは、そのときもらったから、じゃ、もう、上司が言うんやったら、

それは、もう甘えようと。しっかり休みなさいっていうふうな感じやったからですね。そういう面では、救われたかな

っては思います。 
 

上司と面談して時短になるように仕事を調整 

仕事に復帰しようとするときに、上司の方とかと面談したり。時間短めに、早めに上がるように仕事を調整してもらっ

た。 
 

周囲からの噂を避けるために自分から周囲に説明 

かつらをしてるから、周りが、「スガタさん、どうしたとかいなね」っていう、そういううわさは立ちますね。僕もあ

んまり隠したくなかったので、自分から積極的に言ってました。 
 

自分から周囲に包み隠さずに病状を説明 

いろんな人に自分の病気のこと包み隠さず言って、みんな受け入れはよかった。周りの感じっちゅうのは。あんまり変

わらない。あまり妙に大事にされても、きついもんね。 
 

周囲の人の好意的な受け入れ 

いろんな人に自分の病気のこと包み隠さず言って、みんな受け入れはよかった。周りの感じっちゅうのは。あんまり変

わらない。あまり妙に大事にされても、きついもんね。 
 

産業医による心強い復職面談 

産業医の先生と復職面談があるので。産業医はおった方が心強い。いまだに会うと、「どうですか」っていう声かけも

してくれるしですね。何かあったとき動いてくれるからね。 
 

休職しても仕事が回る仕組み 

自分がやってる仕事っていうのは、厳しい上司の影響もあるんですけど仕事の組み立てっていうかチームワークを形成

するのが、今思えばうまいなって思うんですよね。仕事には主担と副担がいてっていうふうな形で、仕事が何でも進め

られて

いくので、自分がいなくても、その仕事は副担がいつも見ている。副担がいなければ主担がするみたいな感じで、そう

いう複数でやってるからですね。ジョブローテーが、半年にいっぺんぐらいやるから、だから、みんながいろんな業務

を知っている。だから、１人抜けても、大丈夫ではあるっていう。 
 

自分から産業医に時短勤務を希望 

産業医の先生には、自分の方から時短勤務をお願いしたような気がします。 
 

産業医から上司に意見 
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産業医の先生から自分の上司に、１時間の時短を、「言ってもらえませんか」っていうふうなお願いをして。産業医の

先生から、人事の当時の課長にですね。(配慮の期間は)産業医の先生が、「何月何日まで、こういう時短の勤務としま

す」っていうふうな、多分書類を作ってくれてるはずです。 
 

職場が組織の制度を一番理解している人事課 

人事にいて組織の制度とかすごく、一番理解しているところにいた。 
 

職場のがん患者に対するサポートの意識の醸成 

人事課の人間も、一番近いところで自分がそういう病気をしてるから、やっぱり、そういう意識っていうものは、多分

生まれたんじゃないかなというふうに思いますけどね。 
 

＜問題点＞ 

該当なし 
 
 

 血液がん ケース１４  

＜メリット＞ 

周囲の人の理解による良好な引き継ぎ 

引き継ぎとかは、うまく周りの方も理解してもらってもらった。 
 

自分の病気を気遣った職場の同僚の禁煙 

職場はですね、３人ぐらいはたばこやめました。自分の病気を知ってですね。で、仲間内ではそういうふうに動いてく

れるんですけ。 
 

通院時間の確保に対する会社の理解 

化療センターと眼科、口腔外科へ行くときは、会社、半日なり休ましてもらって行かしてもらってるんで、そこは助か

ってるなと思いますね。他の従業員も「ちょっと抜けるけん」ちゅうてから、行って。会社はそこら辺、理解はあるん

ですね。 
 

小さい会社ゆえの周囲の認知 

ちっちゃい会社やから、皆さん知ってる。 
 

＜問題点＞ 

産業医や労働安全衛生の責任者の不在 

小さな会社なので産業医や労働安全衛生の責任者みたいな人はいない。 
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表２．循環器疾患患者の職場における医療情報の共有化によるメリットと問題点 

 

循環器疾患 ケース１ 

＜メリット＞ 

定期受診のための時間確保に対する同僚の配慮と通院日の設定における主治医からの支援 

半年に 1回のペースメーカ外来や、元々のかかりつけの病院への定期受診は、仕事のセール期間中に入ったときはちょ

っと困ったなっていう感じはあった。（だけど、）一緒に働いてる方がすごい理解のある方が配慮してくれたり、先生

方に相談して日にちを尐しずらしてもらったりとか、病院には行くようにはできたから良かった。 
 

私傷病休職後の職場復帰と定期受診に対する職場全体からの十分な理解と配慮 

今、同じように働いてる 2人や社長、皆さんが理解があったんです。それで、（CRT-Dを）入れたからといって、仕事

に差しつかえなかったから、「（職場に）ずっといてください」と言われる、よい環境だった。例えば、外来日が職場

のセール(期間)等の忙しいとき被った時でも、私の分まで、（同僚）1 人で対応してくれた。だから、（その好意に）

甘えてた。 
 

補聴器販売業における同一部署での雇用継続に対する職場からの希望 

今の仕事がやはり経験がないとできない（仕事で）ある、誰でも入ることができない。病気をして仕事できるか不安は

あったんですが、会社側に「辞めてくれ」とは一切言われなかった。（むしろ）できればずっと続けてほしい（と言わ

れた）。（職場復帰して）仕事は病気になる前と同じぐらいできるようになった。 
 

CRT-D植込み後の体調や症状に対する自分からの十分な説明と同僚からの声かけと心配 

他に（ペースメーカを）入れた方が会社いないから（職場の）皆さんは、ペースメーカの（知識）は全くないんだけど、

「心臓の（病気・治療）」と言ったら、「それで大丈夫なんやろうか」「仕事もできるんかな」っと、心配してくれた

んです。手術する前、歩くのもやっとという感じで仕事に出てた状態を（職場の）皆さんは見てたから、手術したあと

の元気になった姿で、皆さんが受け入れてくれたという感じです。どういった手術か、「（ペースメーカ）が入ってる

から心配ない」とか、（自分で）説明したら、（職場の）皆さんが心配を取り除いてくれた。だけど、セールの期間中

はやっぱり忙しいから、「忙しいときにきついんじゃないの？」とか、（同僚が）心遣いをしてくれるので助かってい

ます。 
 

契約社員という小さな責任と補聴器販売業における 27年間という長い勤続年数による会社からの信頼と復帰への理解 

補聴器販売なんです。入社して 25年で、60までは店長で、責任感の強い仕事してた。今は、1年更新の契約（社員）

で、責任はなくなり、仕事も楽になった。店長時代は、もし病気しても休むわけいかないし、そんなに入院もできなか

ったと思う。（今回の職場復帰の対応は、）27年間の経験を会社が認めてくださってるっていうことなんです。 
 

＜問題点＞ 

販売業における接客時は体調の悪さを言い出せない・休憩を取れない状況 

セールが年に４回ある。１回のセールが４週間と長い。補聴器や電池を購入されたり、補聴器点検のお客さんの対応で

す。忙しいときは 1 日に 20 人（客が）いらっしゃるのを、2 人でこなしてるんです。（忙しいセールの）ときに病院

の定期（受診）で休みを取られたら、（同僚の）負担が大きくなるから、申し訳ないなっていう感じだった。 
 

CRT-D植込み後の電磁干渉に対する同僚の不十分な理解 

（電磁干渉の）ことは、職場の中では、「22 センチって言われてるんよ」と言っているので、一応知ってるんです。

だけど、実際、電話してるときに「近いよ」とか言われたことないから、（職場の人は）そこまで（重視しては）思っ

てくれてないと思う。 
 

CRT-D植込み後の障がい者手帳取得に対する受容と販売業における顧客からの差別的発言 

私の場合は、（ペースメーカを）入れてるからといって、（職場での）偏見はない。1 人のお客様に「障害者やろう」

って言われたときには、一瞬ドキッとした。「そうです」と言うたんですけど。やっぱりそういう目で見られる方もい

るかなって思う。昔の方というのは、障害者は受け入れられない人が多いんですね。 
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循環器疾患 ケース２ 

＜メリット＞ 

介護職における上司（看護職）の疾患に対する良好な理解による普段と変わりない接し方 

看護師の上司は「傷口もちゃんとふさがって普通に働けるんだから」って言って、普通と変わりなく接してはくれた。 
 

職場での ICD作動後の職場での疾病理解の進展 

（ICD が）一回作動してから、（職場の人が）「ああ、やっぱり病気だったんだ」と「これ（ICD）がなかった、その

まま死んでた」っていうのを分かり出したので、作動してよかった。それから見方が変わって、いつもどおりにしてく

れるようにはなりました。 
 

心臓デバイス挿入（疾患）に対する上司の理解と復職への声かけ、軽作業から通常業務に配置 

（自分の病気に対して）上司は割と受け入れはよかった。退院して「私は仕事には行きたくない」って言ってるのに、

「１週間もせんでもう出てきなさい」って言われた。最初は軽い業務からだけど、普通の一職員としてちゃんと戻して

くれて、普通に業務をさせてくれました。 
 

介護職における心臓デバイス挿入後の電磁干渉する機器等の設置個所での作業者の交代の上司からの指示 

（ICDに影響する）電磁波のために、あまり触ったらいけないもの、近づいたらいけないときは、その人（理解のある

上司）がいらっしゃるときは、職員に「Bさんは使えんけん、あんた行っといで」とか言ってくれるので、ものすごく

助かりました。上司が理解があったことで、救われてたところもあると思います。 
 

疾病の受け入れに悩んでいた際の上司からの励ましの声かけ 

（理解のある上司に）「病気を治すために入れてるんだから、全然恥ずかしがることも何もない。薬飲みよるのと一緒

やろ」って言われて、「ああ、そうか」って（思った）。「（傷を）そんな恥ずかしがるような（ことはない）、（他

人が傷を）見たかったら見せなさい。そのおかげで生きとんやけ」って言われ（励まされ）ましたね。 
 

介護職における心臓デバイス挿入後の介護業務遂行に対する上司の配慮 

仕事内容としては、介護業務は、他の人と変わらないぐらいの業務はしてるんです。夜勤もする。するんですけど、自

分の中ではできてないというか、普通だったら、早く動けるのに、とか思ったりしますね。上司の方は、今までどおり

ある程度仕事をしていこうということは言ってくれて、普通の看護婦さんと変わらないように、扱ってくれてます。 
 
心臓デバイス挿入後の復職後 4年での生活や仕事に対する自己受容 

やっと最近、いろんなことで自分も受け入れだしたと思います。いろんなことで開き直ったのかもしれないですけど、

今の生活は嫌じゃないので、仕事にも普通に行く。（自分の）気持ちの中で、自分が「できないことはこっちで、私は

これをしよるけん」って納得してるのかもしれない。 
 

心臓デバイス挿入に対する上司の理解と声掛け 

もう一回働き出すにあたって、上司の方がある程度「今までどおり頑張りなさい」みたいな感じで（支援してくれて）、

ものすごく助かりました。職場自体は障害者だからどうとかいう扱いも全くなく、普通に接してくれてる。異動もない

です、働き慣れた場所で働きなさいって。 
 

心臓デバイス挿入後の 5年での生活や仕事での価値観の変化・疾患の受容 

仕事でも、お年寄りや職員に接する態度は変わってると自分の中で思う。「胸が苦しい」って言ってるおばあちゃんを

見たら、「苦しいよ、朝方きついんよね」って、自分も体感してるので言ってみたり、「寝とるより、起きとった方が

楽なんよね」とか、「のど乾くけど、水飲んだらいかんよ」とか、「ここでこけたら頭骨折するき、痛いよ」とか、自

分が体験したことを言える、元気な頃より楽しく仕事しよんかなって思います。 
 

心臓デバイス挿入後の職場に対して疾患について専門家からの説明の要望 

他の人は（自分の病気のことが）全く分からない状態（だけど）、自分で説明するわけにもいかんやないですか。「私

はこうなので、こうしてください」とか「こうなったらこうしてください」とか「作動したときは…」とか、自分から
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言うことでもない。職員の中で興味のある人は、（病気のことを）自分で調べて知ってくれてるが（十分な知識ではな

い）。（周囲の人には）上司が言ってはくれてると思うんですけど、（周囲に十分）伝わってない分、そういうお話を

してくれる先生がいたら、やっぱり（周囲の理解が）違うかなって思いましたね。私も話ができるが、他の人たちも戸

惑ってるところもあると思うので、そういうのも聞いてくれて、第三者という立場から説明してくれたりしたら、もの

すごく助かるなって、心強いなって思いますね。仕事で事故を起こすこととか精神的にが一番強いとは思う。そういう

方（自分の病気のことを説明してくれる第三者）がいらっしゃったら、知識なく言ってくる他の人たちに説明をしても

らう方がいい。やっぱりに（人間）関係もぎくしゃくしてくるので、自身の不安感とかを聞いてくれるのも助かります

ね。 
 
＜問題点＞ 

心臓デバイス挿入後の同僚からの疾患に対する理解不足と差別的発言 

（同僚に）笑いながらなので本心ではないんでしょうけど、「こういう仕事に向いてない」「仕事をせんでも年金で食

べていける」「お荷物になって帰ってきたね」「ロボット」「電池で生きてるから、電池が止まるまでは絶対に死なな

い」って言われ、最初の頃はものすごく暗かった。障がい者は車椅子に乗って、謙虚に遠慮しながらするべきなのに（自

分は）全然元気だから、（同僚の理解がなかった）。(同僚は自分が)死にそうにきつかった状態で（ICDを）入れても

らって元気になったのを知らないので、そうやって言う。 
 
心臓デバイス挿入後の職場での「疾患もち、障がい者」という噂や中傷 

（病気のことを）自分から言う分にはいいけど、新人さんとかに、私が言う前にみんなが言ってるっていうのも嫌やっ

たですね。「あの人はああ見えて障害者」って。「（ICDを）触らせてもらい」って。「電池で動きよるよ」って、言

われますね。もう今は「どうぞ」って、「（ICDを）見たかったらどうぞ」って言います。結構、見られたり、言われ

たり（してる）。陰ではもっと言われよんでしょうけど。それが一番嫌かもしれない。 
 
不整脈症状に対する悩みや職場での悩みの相談相手不在 

相談相手が欲しかったです。職場でも仲良くしてる職員の人たちもおるですけど、分からないじゃないですか。他の人

はやっぱ分かんないですよね。脈が打つまでに、気が遠くなるぐらい遅いとかは、やっぱ体感せな分からんのやなあと

思いながら。もう病院の先生にずうっとぐちぐちぐちぐち言いたい気持ちでおった。 

「聞いて」って言って、「こんなん言われたんよ」って言いたかった。やっぱり先生が分かってくれてるっていうのが

あるんで最初の頃は、ここに来るのが楽しみやったです。ものすごく。 
 
 
循環器疾患 ケース３ 

＜メリット＞ 

過剰な配慮をしないよう主治医から管理職への助言・連携 

入院プラス自宅療養は１か月でしたけど、それでも、体がなまっていて、減らしてもらった仕事をやるのも、かなりき

つかったですね。２月の終わりに倒れて、新学年４月１日から復帰した。（主治医の）先生が、ブルガダ（を専門とす

る）先生で、管理職に「あまり職場で配慮しすぎると、うつになることがよくあるので、「もう普通にしてください。

気にしなくていいですよ」みたいなことを言ってくれた。（主治医の）先生が職場の上司に直接コンタクトを取ってく

れたので、かなり普通に（接）してくれた。（仕事を）２割分ぐらい減らしてくれたん（体力の範囲よりも仕事が多す

ぎて）きつかったという部分もありますね。 
 

主治医からの職場訪問し疾患について講演・説明する支援 

(主治医は)（職場）のすぐ近く（の病院）で、ＩＣＤ植え込みの非営利団体を立ち上げて、運動もされていたような先

生だったので、（職場）にもＡＥＤの講習に来られたことがあった。だから（復職した）あとも、講習（等で主治医が

職場に来る機会が）あった。（その中で）１度、自分の（病気の）件を中心に講演をしてくださったり、（主治医から

職場に説明してくれた）。主治医が（他の活動を通して職場に）訪ねた折に、（職場に）「普通に（接して）あげなさ

い」とのアドバイスして、学校の方も好意的に受けて、（普通に接）してくれた。 
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職場における不整脈発作時の AED稼働による救命措置 

２人で組んでコンピューターを使う授業をする休み時間に、（職場の）通路で倒れた。頭から倒れたんで血だらけにな

って、もう１人の先生が職員室に駆け込んでくれて、（その場）で（AEDを）やってくれたんで、血がそこらへ（飛び

散った）。（自分の血で汚れた）場所も、（職場の）皆さんで（掃除）してくれてるので、私が（職場復帰）ときには、

皆さん、歓迎してくださって、そういう意味では、非常に温かい受け入れだった。 
 

教育職における心臓デバイス植込み後の主担任から副担任への異動を伴う業務量軽減措置 

（仕事は）学校で主担任していたのが、副担任になって、（業務量を）軽減してもらった。それと、管理職も声かけは

してくれていた。まわりは、腫れもんに触るような（対応）で、何となく（気を遣って）くれましたね。 
 

教育職における不整脈発作再発への不安による海外研修への参加困難 

海外研修は若い頃には行ってました。主治医には、「(海外でも治療)できたもんだし、（行って）いいんだよ」と言わ

れるけども、「もし飛行機の中で（発作が）起きたら、どうするんだろうか？」（という不安）もある。もちろん（職

場）側も、「（海外研修）に行け」とは言わない。私も、もし（海外研修に参加しろと職場に）言われても…長時間の

飛行機に乗る（のは気が）進まない。 
 

心臓デバイス挿入後の転職に係る障がい者雇用での採用 

（復帰後転職した。）（転職）の際に、（ICD植え込み等の既往歴について）内定が決まるまで言ってなかったですね。

内定決まった段階で、人事課に（既往症を持っていることは問題ないか）聞いたら、「普通に授業できるんでしょ？」

と言われた。客観的にみれば、（企業の）障碍者（雇用）のノルマがあり、「普通に仕事してくれる障がい者１級がい

るのは、非常に、むしろ職場としてはありがたい」（状態が）、あると思う。しかし、もういっさい配慮してくれませ

んね。大学教員というものの特性で、あまり人のことを配慮したりしない人種なんだなあと、つくづく思う。 
 
＜問題点＞ 

職場復帰後の入院加療による再休職の際の上司からの心無い発言 

２回目の（入院では）、事務長や管理職の１人の教頭に「入院は、もうこれぐらいにしてくれ」と、はっきり言われた。

心無い発言をした上司は、（元々）仲良かった（人だった）。「あんたが急に休むから大変だ」って（言われ、）後任

を探そうとされた。今にしてみれば、（職場の）まわり（の人）は「ああ、もう、この人は終わったんだな」という感

じはあったと思いますね。そうはいっても、全体的には「かわいそうにな」「よう助かったね、よかったね」と言って

くれる人も多かった。2週間入院して１週間家にいて、もう（復帰し）ました。 
 
 
循環器疾患 ケース４ 

＜メリット＞ 

教育職における心臓デバイス挿入後の電磁干渉環境下の教室から電磁干渉のない教室への授業（作業）場所の変更の自ら

の申し出 

私は学校の教員してるんですが、（校舎の上を）高圧電線が通ってて、高圧電線の下側に（ある教室へ授業をしに）行

くときは、ちょっと胸が重たく気分が悪くなる感じがありました。「（授業を受ける）クラス（の生徒）を（高圧電線

の真下にある教室から高圧電線の移動させて）（授業をする）教室を替えてくれ」と自分で校長先生に（申し出た）。

最初の頃は、わがままを言わしてもらいましたね。 
 

教育職における部活動の顧問業務での超過勤務困難と通勤時の同僚の配慮 

（クラブの）顧問はしていたが、練習（の同行は）（通常の）勤務（時間）内だけで終わっていた。車（運転制限期間

は）副顧問に自分の家まで送ってもらっていた。まわりに迷惑かけましたけど、協力してくれた。 
 

ICD挿入後の運転制限に対し上司からの出張時の運転業務交代の命令 

担任は（して）なくて、教務主任をしていた。対外的な（業務が）多かったので、治療後から部下の教務サブがついて、

サブが車を運転し、一緒に出張に行って、必ず２人で行動していた。校長先生が、「（自分と）出張とか全部一緒に行

け」とサブ（をつけてくれた）ので、非常に助かりました。 
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心臓デバイス挿入後の上司が業務量を半分負担し業務量軽減する配慮 

機械を扱う仕事（では）なく、仕事上人をうまく教育していく（職務）なので、校長先生の理解があって、（対外的な

業務に就くときは）は必ずサブをつけてくれたので、私自身は、復帰後は非常に仕事がやりやすかったですね。（自分

の業務である）教務主任はけっこう重たい仕事なので、教頭先生が半分担当していただいて、治療後の業務は半分にな

った。（だから）復帰がしやすかったですね。 
 

教務主任という業務内容について裁量権を持つポジションと組織トップの要望・申し出を受け入れ 

僕は教務（という）立場である程度（業務内容を）コントロールできる立場にはいたが、コントロールできない（要頄）

でも、（上司の校長先生に）言えばしてくれた。 
 

心臓デバイス挿入後の復帰時の自分から積極的に職場に対して配慮を要望 

（復職に際し）やっぱり上司の理解が必要になると思います。だから、（今回）の職場復帰をする前に、学校（職場）

に夫婦で出向いて校長先生に「こう（いう配慮を）お願いできないか」と要望を出し、どういう形で復帰を（するか）

お話しさせてもらいました。「こういう病気なので、ここまでしかできません」「半年間は免許も、車も乗れないので、

配慮してください」（等の）要望は、当然（職場に）言わないといけないですよ。(要望を申し出るには本人の)性格も

あるけど、職場環境も（要望を）言える環境にあったんです。 
 

心臓デバイス挿入後の積極的な配慮の申し出による職場全体の働きやすさの改善 

学校再編（という同じ業務についていた）２人の教務主任が（同時期に）倒れたんですよ。１人は死んだんです。僕が

2人目に倒れたんです。それだけ激務やった。今考えれば、（あんな激務）をよくやってたな、という感じはしますね。

そ（のような経緯）もあって、第２・第３のこういう人は作っちゃいけないから、（復職に関しての職場で必要な配慮）

を要望した。現場または上の立場の人としては、こういう配慮も必要だ、言わないと分からない。今まで３人やった（業

務）が、「３人じゃ無理」と（激務の状況が伝わって）、次の年の配置換えで、５人に（増員）なったりしました。（自

分が倒れた）ことをきっかけに、いい方向に改善がされて、学校（職場）にとってもよかった。 
 

＜問題点＞ 

教育職における心臓デバイス挿入後の部活動顧問現場で単独になる不安と複数人体制 

クラブの顧問をしているが、土日の試合や夜の練習への（同行業務）については、配慮は全然なかったです。ただ、顧

問１人じゃちょっと（心配）だから、必ずサブの顧問と一緒にやってました。（自動車運転制限のため、復帰後）半年

間は車に乗れなかったので、その期間は遠征（試合への同行）はしていないです。 
 

心臓デバイス挿入後の職場からの就労継続の期待や不本意な昇進 

（教務主任から進路指導主事への昇進）に（心臓ペーシングデバイス）を植え込んだことはぜんぜん影響していないで

す。配慮ないですね。（上司から）「進路指導主事せえ」って言われ、進路指導主事は仕事が人の３倍ぐらいあえり（業

務量の多さのために）したくなかったので「もう、辞めさしてくれ」（と答えた）。（しかし、上司に）「おまえが辞

めたら学校（職場）が困る」と言われ、（説得されて）「いいですよ」と了承した。 
 
 

循環器疾患 ケース５ 

＜メリット＞ 

営業業務における心筋梗塞後の運転代行という同僚からの配慮 

同僚は気使いしてくれますね。私が（遠方）に営業に行くとき身が空いてたら、同僚の者が「運転しますよ」「私連れ

て行きますよ」と（申し出てくれて）、何回かその同僚の助けにあってます。 
 

心筋梗塞後の負担の大きい非定常の事務作業の際の職場からの声かけ 

事務でも何か難しい事務があったら「私がしましょうか」ってことでやってくれます。会社よりもまわりの者が、もの

すごく心配して助けをくれますね。 
 

心筋梗塞後の自分のペースで体調管理をしながら仕事に取り組む姿勢 
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私は今、（心筋梗塞発症以前の）100％の力から、例えば 50（％）になったとしても、自分なりのペースで（体調）管

理しながら、無理をしないようにやろうと思いますね。 
 

営業職における心筋梗塞後の仕事をする場を自分で決めるといった業務調整 

仕事を尐し簡素化はしてます。（営業先に）行っても電話や資料でなるべく補助して、長居はしない。例えば相手が「何

日に来てくれ」って言（われても）、「こちらが何日頃に行きますので、合わしてもらえませんか」と、こちらのペー

スに合わせるよう調整してます。（営業にむかうため車で）走る距離は、前の半分ぐらいに下がった。（残り）は、同

僚に運転してもらって行く等して、なるべく運転しないようにしてます。対策を会社がやってくれない以上、自分で（工

夫・努力）しなきゃ、どうしようもないね。 
 

＜問題点＞ 

心筋梗塞後の職場からの就業上の配慮の未検討 

職場の受け入れは心配するばっかりで、対応（策や）改善がないですね。私はもう 62歳なんですけ 

ど、代わりの者を行かせるとか、運転手に若い者を付けてそこまで行くとか、負担をかけない（ための配慮・対応策）

があまり見られないですね。（病気）を克服してきた人間に対して、「その扱いはないだろう」っていうような感じは

しますね。 
 

心筋梗塞後の職場からの高いパフォーマンスの期待と消極的声かけ 

職場の受け入れは、普通どおり「あ、戻ってきたか。まあ、しっかり頑張ってくれ」っていうような感じですね。 
 

心筋梗塞後にして欲しい就業上の配慮を申し出せない職場の雰囲気 

会社自体として復帰後の支援っていうものは、ほとんどないですね。 

（自分から配慮の申請を）言えば、逆に給料を減額されるんじゃないかというような（雰囲気ですね）。 
 

営業職における心筋梗塞後の遠距離運転時や外泊時に再発作が生じる心配 

（営業の）仕事をするとき、やっぱり遠距離での運転途中でまた心筋梗塞起こした場合が心配（です。）走りっている

ときに（心筋梗塞に）なった場合はどうなるのか、宿泊先で（心筋梗塞に）なったときはどうなるんか、すごく心配で

すね。（だから）泊まりになるべく行かないようにしている。 
 
職種転換・後進育成の対応がない就労環境 

今までもう何十年も、会社のためにやってきてるわけでしょ。だから会社は、もっと（病気）に対応できるような職種

に替えるとか、条件はそのままの状態で（後進）を育てる（仕事に替えるとか対応するのが大事ですよね）。（仕事を

してくれる自分の）代わりはおるもんなんですよね。例えば私が倒れても大したことないんですよ。 
 
 
循環器疾患 ケース６  

＜メリット＞ 

製鋼業における心臓デバイス挿入後の電磁干渉の恐れがある機械のある区域 

当社の溶接をする工場で、ガイドラインに（電磁干渉のため立ち入ってはならないと）書いてような（設備のある敷地）

には、（自分）から（会社に）言って、立ち入らないという了解はもらっておりました。 
 

心臓デバイス挿入後の就労時間について自己裁量権の付与という配慮の会社への申し出と認可 

勤務時間についても（自分の）自由（がきくように）要望し、会社側に許可してもらっている。 
 

教育研修を行う業務における心臓デバイス挿入後の勤務時間の短縮（宿泊研修を日帰り出張に変更） 

退院後、宿泊を伴う研修（では）、宿泊はしないで日帰りの形に数回してもらった。（その後）体も特に問題もないし、

慣れてきたので、すぐに普通と同じ仕事に完全復帰しました。こちらから要望するというよりも、会社側から心配され

て、「他のスタッフでするから心配しないで、今回の研修は宿泊にわざわざつかなくてもいいですよ」と言ってもらっ

た。 
 

移動時における ICD挿入後の自動車運転制限に対する運転代行という同僚からの配慮 
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（講習は）本社や外部の公共施設の研修センターをよく使って、宿泊研修をしております。その移動というのは基本的

には車ですが、送迎をしてくれる施設を、選んで（いるので）、運転はほとんどしないです。病人が発生したときのた

めに社用車を１台だけは持って行くけど、他のスタッフが運転します。 
 

心臓デバイス挿入後の身体的負荷を気遣う職場からの声掛け 

周りの者が「もういいよ」とか「あとはこっちでやらせるから先にあがってくださいよ」と、そういう配慮をしてもら

ってるから大丈夫ですね。 
 

心臓デバイス挿入後の定年後雇用に関わる就労条件の要望 

私、67になるんですけど、60が定年で過ぎたら１年契約の嘱託社員になるんですよ。私の場合は、私から月に 17日勤

務にしてほしいと勤務条件を出したんです。だから（通院のため）の（休日）も自由が（きき）ます。 
 

合理的配慮の申し出を受け入れてくれる背景にある職場からの復職の期待や信頼関係 

私の方から就労の条件を出して、会社が分かりましたと言っていただく背景は、やはり会社に必要とされてるからです

ね。この前も「残ってくれますか、頼みますよ」というふうに（言われました）。 
 

就業配慮の要望に応えるアットホームな企業風土 

（会社の）規模は従業員 1,800人ぐらいで、歴史も古い（会社）ですが、案外とアットホーム的な面もあり、案外融通

はききやすい（です）。 
 
＜問題点＞ 

該当なし 
 
 
循環器疾患 ケース７ 

＜メリット＞ 

産業医からの残業禁止・夜勤禁止という就業制限 

（会社の食堂は）23時まで夕ご飯とか出ないので、夕食は 24時以降でした。（休職後の）入院時の栄養指導で、（夕

食が深夜は病気の管理上）ないと（言われました）。なので、復帰したときは、産業医の先生から「ほぼ定時での（就

労で）、夜６時以降の仕事禁止、３日に１回の夜間コール担当の仕事も禁止。」という就業制限がかかったんです。復

職にあたって、就業時間を短くしてもらった勤務制限はとても役に立ちました。 
 

SE職における就業時間制限に対する職場の受け入れ・理解 

（自分は就業制限がかかっているので）他の人に（仕事の）負担がいってる。それに関して（同僚から）何か言われた

ことはないけど、自分が気にして産業医に言ったことはあります。今は、基本的には（周りに）もう認めてもらって、

定時退社として普通に働けてる。 
 

主治医からの説明や意見を産業医に自分で伝達・説明 

（主治医の）先生から、産業医に手紙とかはなかったですね。産業医の面談のときに、自分で「こういうふうに言われ

ました」って言った。そしたら産業医の先生が就業制限を会社側に伝えた。（就業制限によって）だいぶ楽になった。 
 

SE職における客先での業務から自社内での業務への転換 

（休職）前は客先の会社に入っての仕事をしてたが、そうすると客先の会議とかで（就労時間が）長くなっちゃうんで、

今は、客先常駐業務もＮＧ（就業制限）になって、自分の会社で仕事するというふうに（配慮してもらってる）。自身

の負担としては当然軽くなった。 
 

＜問題点＞ 

該当なし 

 

 

－300－



表３．脳卒中患者の医療情報の職場との共有化によるメリットと問題点 

 

 脳卒中 ケース１  

＜メリット＞ 

上司による作業遂行能力の適切な判断 

上司の方が、やはり、１週間にいっぺんぐらい、体調を気にして、それでいろいろ話をして、まだ、仕事は無理だなと

か、そういう判断はしてもらいました。 
 

上司による自己の状態へ頻回な気遣い 

上司の方が、やはり、１週間にいっぺんぐらい、体調を気にして、それでいろいろ話をして、まだ、仕事は無理だなと

か、そういう判断はしてもらいました。 
 

同僚による制限作業の代替 

今はほぼ前と同じ業務に戻っているが、その業務に、半年ぐらいはかかったですね。まず、簡単な電話応対っちゅうか、

難しい内容は、職場の方に替わってもらったりとか。簡単なことを初めは、やりましたですね。 
 

新たな作業習得に係る同僚による補助 

今はほぼ前と同じ業務に戻っているが、その業務に、半年ぐらいはかかったですね。まず、簡単な電話応対っちゅうか、

難しい内容は、職場の方に替わってもらったりとか。簡単なことを初めは、やりましたですね。 
 

新たな作業習得に係る同僚による補助 

やるようになったけども、やはり、分からない面ちゅうが、中にはありましたので、そのときは、助けてもらったとい

うことですね。 
 

上司の疾病経験による障害への良好な理解 

上司が、心臓の病気(大動脈解離)をやったばっかしやったんですよ。それで上司も、ちょっと体調の方が悪い内容を持

っとって。だけん、痛みが分かってくれた環境がありました。 
 

新たな作業習得に係る同僚による補助 

担当の職場っちゅう形んなりますと、10 人ちょいぐらいですね。その人たちは、やはり、親切に面倒を見てくれまし

た。 
 

上司の疾病経験による障害への良好な理解 

上司の方が、そのサポートをしてくれなかったら、職場に復帰できたかどうかっちゅうのは、私も分からんですね。や

っぱ、退院したときを考えれば、もう、何もできない状況やったけんですね、それを黙って見守ってくれたっちゅうの

が、はい、やっぱ、大きいなと思います。 
 

＜問題点＞ 

言語障害の他者からの理解のしづらさ 

言語障害、失語症というと、外からは見えないので、麻痺とかと違って。そうすると、「あの人は、何も悪くないんで

はないか」と思われることもありました。 
 

言語障害の見えづらさによる同僚とのコミュニケーションの困難さ 

他の職場の人たちには、知れてるのかどうかっちゅうのが、分からなかった。１年後ぐらいに、職場をまた替わったん

です。その職場の方に替わったときの方が、自分がそういう病気、したのかどうかっちゅうのが、あまり分かってなか

ったと思うんです。苦労はちょっとしたですね。電話はしないんですけども、周りの人と、方との、何ていうんですか

ね、コミュニケーションが難しくなった感じがありました。 
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 脳卒中 ケース２  

＜メリット＞ 

産業医による職場巡視を基にした更衣上の配慮 

ここの卒業の先生がいて。上がるときに、靴を履き替えないかんの、上履きと。いすを置いてくださいって、先生に頼

んだ。で、中に入って、また、同行して、今度、トイレ。トイレも、スリッパに履きかえないかんもんで、立ってでき

ないから、こうやって座って、靴、スリッパへ履き替えて、できるようにいすを入れてくれた。非常にありがたかった

ですね。 
 

産業医による職場巡視を基にした業務周辺上の配慮 

ここの卒業の先生がいて。上がるときに、靴を履き替えないかんの、上履きと。いすを置いてくださいって、先生に頼

んだ。で、中に入って、また、同行して、今度、トイレ。トイレも、スリッパに履きかえないかんもんで、立ってでき

ないから、こうやって座って、靴、スリッパへ履き替えて、できるようにいすを入れてくれた。非常にありがたかった

ですね。 
 

産業医による体調回復に合わせた就業制限 

産業医の先生、復帰する際にそういう、いろいろアドバイスとかですね、サポートやられて。その後も、復帰後も、定

期的に、産業医の先生と、面接とかあったよ。復帰して２か月は、「半日にしてください」って。「午前中ですぐ、終

えて、終わらしてください」って、言えば(意見書を書いてくれた)。 
 

産業医による復帰における面談評価・アドバイス 

産業医の先生、復帰する際にそういう、いろいろアドバイスとかですね、サポートやられて。その後も、復帰後も、定

期的に、産業医の先生と、面接とかあったよ。復帰して２か月は、「半日にしてください」って。「午前中ですぐ、終

えて、終わらしてください」って、言えば(意見書を書いてくれた) 。 
 

職場の経験による障害の良好な理解、受容 

職場、会社全体として、非常に理解があるところなんだと思います。 
 

上司の多方面への配慮 

周りの方々の配慮も良かったですか、産業医の先生、それから、上司の方々。非常にいろんなところですね、配慮いた

だいてる。 
 

産業保健スタッフの多方面への支援 

周りの方々の配慮も良かったですか、産業医の先生、それから、上司の方々。非常にいろんなところですね、配慮いた

だいてる。 
 

左麻痺による作業制限に対する代替作業の残存機能へのフィット 

座ってできるということですね。 
 

職場への自己の状態のアピール 

まず、会社の人と連絡、取ることだよね。何もしなかったら、向こうも分かんないし、「これが、こういう状況です」

っていうのを行かないかん。自分からアピールしないと。 
 

休職中の職場との定期的な情報交換 

会社の方は何か月かに２回、定期的に状況報告に行ってた。３年、雇用関係は継続してた。 
 

＜問題点＞ 

産業医による就業制限のための残業手当分収入減 

でも、残業もね、もう、交通費と一緒やもんね。厳しいよ。 
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 脳卒中 ケース３  

＜メリット＞ 

上司の福利厚生手続き上の代行支援 
出勤初日に倒れたから、保険など心配していたら、社長のご厚意で、「俺が、社会保険、入るように、もう、手続きを

しとるから」っていうふうに言っていただいて。会社勤めなってるので、休職中は傷病手当金とかは、いただきました。 
 

左麻痺による作業制限に対する代替作業の残存機能へのフィット 
（復職後は）ビルダーをしている。注文住宅の設計・営業。お客さんと金融機関との、橋渡しとか、ローンのお世話。

お客さんのご希望を聞いて、間取りとかを作る、プランナーのようなもの。10 月に退院し、12 月に復帰された。マネ

ージャーで、マネージメントだけでいいからっていうことで。 
 

医療機関による傷病保障制度に関する情報提供 
（治療した）先生が、やっぱり、まず、お金だっていうことで。涙が出そうだった。治療できないじゃないですか、お

金がなかったら。保険のこと、教えてくださって。で、「訪ねてみられたらどうですか」って言ったから、一か八か、

会社の社長さんにお電話したら、「あ、それぐらい、してあげるよ」って言ってくださった。教えてくれなかったら、

分からなかった。知らないと、申請、やっぱ、しないので。 
 
上司の福利厚生手続き上の代行支援 
（治療した）先生が、やっぱり、まず、お金だっていうことで。涙が出そうだった。治療できないじゃないですか、お

金がなかったら。保険のこと、教えてくださって。で、「訪ねてみられたらどうですか」って言ったから、一か八か、

会社の社長さんにお電話したら、「あ、それぐらい、してあげるよ」って言ってくださった。教えてくれなかったら、

分からなかった。知らないと、申請、やっぱ、しないので。 
 
他患者による傷病保障制度に関する情報提供 
障害年金は、ここにかかって、同じ病気をしていた方の奥様と、ちょっと、仲良くなって、教えていただきました。ほ

とんどの人が、初めてだからどこに行って、どこに相談したらいいのか分かんないですね。 
 

＜問題点＞ 

現存の業務遂行能力と上司の希望のジレンマ 
途中で、やっぱり、そうはいったものの、まあ、結局、「マネージャーだけに基本給を払って、それがもったいないな」

みたいな感じになってきたんですね、その経営者自体が。僕もそんなに、ずっと、プライドを持って仕事をしてきたつ

もりなもんですから、「いや、要らないなら、社長、もういいですよ」っていう感じで、「お世話になりました」って

いう感じで 10 ヶ月で退職。何か、女房の方にしょっちゅう、要るような、要らんような話をされてたみたいだから、

もう、しょうがないねって。 
 
罹患による状態変化と職場の期待とのギャップ 
途中で、やっぱり、そうはいったものの、まあ、結局、「マネージャーだけに基本給を払って、それがもったいないな」

みたいな感じになってきたんですね、その経営者自体が。僕もそんなに、ずっと、プライドを持って仕事をしてきたつ

もりなもんですから、「いや、要らないなら、社長、もういいですよ」っていう感じで、「お世話になりました」って

いう感じで 10 ヶ月で退職。何か、女房の方にしょっちゅう、要るような、要らんような話をされてたみたいだから、

もう、しょうがないねって。 
 
職場の人員不足による要求 
指導するような人間が、いなかったんですよね。それを期待されてた分、それから、入った分、社長が、「早よ来てく

れ、早よ来てくれ」っていうもんですから。今思うと、もうちょっと治ってから職場復帰しても、早かったのかな。 
 

通勤に係る家族の送迎支援 
通勤とかは、女房が、送り迎え。 
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 脳卒中 ケース４  

＜メリット＞ 

右麻痺による作業制限に対する代替作業の残存機能へのフィット 
今は作業はパソコンみたいな感じが 50％で、いろんな資料集めとか、コピーとかっていうのも 50％ぐらい。職場は、

麻痺の影響があっても、非常に歩いたりしにくい部分はない 
 
右麻痺による歩行障害に対する職場環境のフィット 
今は作業はパソコンみたいな感じが 50％で、いろんな資料集めとか、コピーとかっていうのも 50％ぐらい。職場は、

麻痺の影響があっても、非常に歩いたりしにくい部分はない 
 
公共交通機関の使用が困難な職場の立地 
行きは、１駅電車で行って、帰りは、雤が降ってなかったり、暑くなかったりしたら歩いて帰ります。朝は駅から歩け

なくはないぐらいの距離ですけど徒歩で 10分ちょっとぐらいかかるので、（右麻痺のため）ちょっときつい。帰りは、

歩いて帰ります。早くて 30分で、遅かったら 40分ぐらい。運動と思ってやってます。 
 

障害者雇用に慣れた企業体制 

日鉄住金も、障害お持ちの方、結構、雇用し、いろんな部署に配置をして、仕事、されてるんだと思います。だから、

人事とか労務とかの人は、多分、パソコン使うから、障害者がいいと思って。 
 

右麻痺による作業制限に対する代替作業の残存機能へのフィット 

日鉄住金も、障害お持ちの方、結構、雇用し、いろんな部署に配置をして、仕事、されてるんだと思います。だから、

人事とか労務とかの人は、多分、パソコン使うから、障害者がいいと思って。 
 

間接作業上の麻痺による困難に対する同僚の作業補助 

現時点では、左手で作業してることほとんどです。右手は重たいものを持つときに、そえるだけです。研修とかで弁当

出したりとかで、お弁当はいっぱいあるんですけど、片手っていうのはですね、お弁当が、30 個とかんなると持てま

せん。どなたか、手伝ってもらって。 
 

右上肢麻痺による物品運搬作業の制限 

現時点では、左手で作業してることほとんどです。右手は重たいものを持つときに、そえるだけです。研修とかで弁当

出したりとかで、お弁当はいっぱいあるんですけど、片手っていうのはですね、お弁当が、30 個とかんなると持てま

せん。どなたか、手伝ってもらって。 
 

同僚の理解 
周りの方は障害に対して理解がある 
 

上司の理解 
周りの方は障害に対して理解がある 
 

＜問題点＞ 

通勤に係る家族の送迎支援 

行きは、１駅電車で行って、帰りは、雤が降ってなかったり、暑くなかったりしたら歩いて帰ります。朝は駅から歩け

なくはないぐらいの距離ですけど徒歩で 10分ちょっとぐらいかかるので、（右麻痺のため）ちょっときつい。帰りは、

歩いて帰ります。早くて 30分で、遅かったら 40分ぐらい。運動と思ってやってます。 
 

産業保健スタッフの不介入 

会社の中で、産業医の先生は知っている。他の人はありますけど、私は特別お会いするような面談はしなかった。 
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労災疾病臨床研究事業補助金研究 分担報告書

身体疾患を有する患者の治療と就労の両立支援における                            

プライバシーへの配慮等の倫理的事項の検討 

合理的配慮と安全配慮義務に関する法的・倫理的検討 
 

研究分担者 

藤野 昭宏   産業医科大学 医学部 医学概論教室 教授 

研究要旨 

【目的】 
 『両立支援パス』利用における事業者の倫理的配慮としての「合理的配慮指針」の活用

の有効性について、「安全配慮義務」を含めて検討すること。 
【方法】 
 2014-2015年度の両立支援に関する倫理的検討の研究結果と「合理的配慮」及び「安全

配慮義務」に関する法令・行政指針等から、身体疾患を抱えて就労する労働者に対する事

業者の「合理的配慮」及び「安全配慮義務」に関する倫理的問題点と倫理的配慮の留意点

について検討した。 
【結果】 
 主治医と事業者が医療情報の共有化によって「患者の就労上のメリットを高め、デメリ

ットを防ぐこと」が倫理的配慮として不可欠あることが明らかとなった。『両立支援パス』

は、これらの倫理的検討の結果を考慮して作成されたものであるが、相互の対話に基づく

『両立支援パス』を職場内で有効に活用するためには、身体疾患を有する患者に対する会

社組織内で統一した理解と柔軟に個別対応できる組織体制が必要となる。その倫理的アプ

ローチとして、「合理的配慮指針」の活用が有効であることが示唆された。 
【考察】 
 身体疾患を有する患者の就労支援に向けて、両立支援パスを効果的かつ倫理的手順を踏

まえて利用するには、主治医が最も懸念する患者本人に就労上の不利益が被ることがない

ように、相互理解のための対話型アプローチを基本とする「合理的配慮指針」の社内での

活用が有効であると考えられる。そのためには、事業者のみならず、主治医・産業医をは

じめとする医療関係者への「合理的配慮指針」の周知徹底が必要である。しかしながら、

障害者と認定されることを拒否する患者については、事業者の安全配慮義務が優先される

ため、本人の希望とは異なる配置転換や就業の変更となるケースが想定され、障害者とし

て合理的配慮を受けるメリットとデメリットについて十分理解した上での拒否であるこ

との確認が患者本人と事業者の双方に求められる。 
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A. 研究の背景と目的 

 『両立支援パス使用ガイド（職場・事業

者向け）』と『両立支援 10の質問（産業保

健スタッフ向け）』は、これまでの倫理的

検討の結果を踏まえて作成されたもので

あり、特に、医療情報の共有化で倫理的問

題が生じる可能性が高い産業医が不在の

事業所で利用する際にも役立つように工

夫されたものである。しかしながら、両立

支援パスを効果的に職場内で活かすため

には、身体疾患を抱えて就労する労働者に

対する職場での理解と柔軟な個別対応の

姿勢が組織的な体制として整備されてい

ることが前提となる。 
 ここでは、本研究班が推奨する「両立支

援を事業所で推進するための提言」で指摘

した、身体疾患を抱えて就労する労働者に

対する事業者の倫理的配慮について、「合

理的配慮指針」を基軸として「安全配慮義

務」を含めて考察し、本人、事業者及び主

治医の間で、職場内で両立支援パスを効果

的に利用し、倫理的にも問題が生じないよ

うにするためには、どのような具体的なア

プローチが考えられるのかについて検討

することが目的である。 
 
B. 方法 

 これまでの両立支援に関する倫理的検

討の研究結果と「合理的配慮」及び「安全

配慮義務」に関する法令・行政指針等から、

身体疾患を抱えて就労する労働者に対す

る事業者の「合理的配慮」及び「安全配慮

義務」に関する倫理的問題点と倫理的配慮

の留意点について検討した。 
 
C. 結果 

１）倫理的検討に関する調査結果

（2014-2015年度） 

 身体疾患を有する患者の就労支援にお

ける主治医と産業医又は事業者との情報

共有に関する倫理的検討に関する調査結

果（2014-2015 年度）から、以下のことが

示された。 

（１） 国内外の産業医の倫理綱領や産業

保健従事者のための倫理指針（①

ILO 健康サーベイランスのための技

術・倫理ガイドライン・労働者個人

情報の保護実施要項、②国際産業保

健学会（ICOH）：産業保健専門職の

ための国際倫理コード、③英国王立

内科医会産業医部会：産業医倫理ガ

イダンス（第 6 版）、④日本産業衛

生学会：産業保健専門職の倫理指針、

⑤健康開発科学研究会：産業医の倫

理綱領）おいて、身体疾患を有する

患者の就労復帰における主治医と

産業医の間での医療情報の開示及

び提供において倫理的に留意すべ

き事項に関して具体的に明記され

た内容は存在していないこと。 

（２） 臨床医へのインタビューの結果か

ら、身体疾患を有する患者の職場復

帰に際して、主治医の立場で産業医

及び事業者に対する医療情報の開

示及び提供における倫理的留意事

項として、患者本人が就労に際して

社会的不利益を被らないように相

当に慎重な開示及び提供を実施し

ていることが示唆されたこと。 
（３） 患者本人へのインタビューの結果

から、患者本人及び主治医と会社と

の医療情報の共有化がもたらすメ
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リットは、病気に対する積極的な職

場の理解、上司による業務中の積極

的な傾聴・声掛け、治療スケジュー

ルと労働時間の調整、上司の配慮に

よる業務転換などであったこと。 
（４） 一方、医療情報の共有化による問題

点は、病気に対する職場の誤解と偏

見、主治医から職場への不十分な説

明による職務に対する配慮の不徹

底と就労中の症状に対する忍耐、同

僚によって病気に関する個人情報

を広められた精神的負担などであ

ったこと。 
（５） 主治医と産業医との間での医療情

報の共有化におけるメリットは、医

療者同士の直接的な情報交換によ

って会社が病気や就労に対する偏

見を生じない職場環境を育成でき

ること、産業医から人事や上司に就

業上の具体的なアドバイスがある

ことなどであり、一方で問題点と考

えられるのは、情報の共有化があっ

ても就労復帰に際して産業医が積

極的に関与していなかったこと。 
（６） 以上の倫理的検討の結果から、本人

及び主治医と産業医及び企業とが

就労復帰に際して医療情報を共有

化する場合、身体疾患を抱えて就労

することへの職場での理解と個別

対応姿勢及び組織的な支援体制が

あってはじめて医療情報の共有化

の効果が生じるものであり、就労復

帰の際の倫理的問題点を解消する

には産業医の役割が大きいことが

示唆されたこと。 
（７） 一方で、医療情報の共有化で最も倫

理的問題が生じるのは、産業医が不

在の職場において人事担当者が主

治医から直接に医療情報を得る場

合であり、本人同意の原則だけでな

く、主治医が安心して情報提供する

ための倫理的配慮を十分に踏まえ

た書類の様式とガイダンスの検討

が必要であること。 
 
 これらの結果から、身体疾患を有する患

者の職場復帰に際して、主治医が患者の就

労状況について具体的に把握した上で、主

治医と事業者が医療情報の共有化によっ

て「患者の就労上のメリットを高め、デメ

リットを防ぐこと」が倫理的配慮として不

可欠であることが明らかとなった。 
 『両立支援パス』は、これらの倫理的検

討の結果を考慮して作成されたものであ

るが、『両立支援パス』を職場内で有効に

活用するためには、身体疾患を有する患者

に対する会社組織内で統一した理解と柔

軟に個別対応できる組織体制が必要とな

ることが示唆された。 
 
２）合理的配慮指針（平成 27 年厚生労働

省告示第 117号） 

 「雇用の分野における障害者と障害者で

ない者との均等な機会若しくは待遇の確

保又は障害者である労働者の有する能力

の有効な発揮の支障となっている事情を

改善するために事業主が講ずべき措置に

関する指針（合理的配慮指針）」で提示さ

れた合理的配慮の基本的な内容の中から、

倫理的検討に関係するすると考えられる

ものは以下の通りである。 
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C-2)-1 合理的配慮の基本的な考え方 

 全ての事業主は、障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和 35年）第 36条の２か
ら第 36 条の４までの規定に基づき、労働
者の募集及び採用について、障害者（身体

障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害（以下「障

害」と総称する。）があるため、長期にわ

たり、職業生活に相当の制限を受け、又は

職業生活を営むことが著しく困難な者を

いう。以下同じ。）と障害者でない者との

均等な機会の確保の支障となっている事

情を改善するため、労働者の募集及び採用

に当たり障害者からの申出により当該障

害者の障害の特性に配慮した必要な措置

を講じなければならず、また、障害者であ

る労働者について、障害者でない労働者と

の均等な待遇の確保又は障害者である労

働者の有する能力の有効な発揮の支障と

なっている事情を改善するため、その雇用

する障害者である労働者の障害の特性に

配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設

の整備、援助を行う者の配置その他の必要

な措置を講じなければならない。ただし、

事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りでない。 
  合理的配慮に関する基本的な考え方は、
以下のとおりである。 
（１） 合理的配慮は、個々の事情を有す

る障害者と事業主との相互理解の

中で提供されるべき性質のもので

あること。 
（２） 合理的配慮の提供は事業主の義

務であるが、採用後の合理的配慮に

ついて、事業主が必要な注意を払っ

てもその雇用する労働者が障害者

であることを知り得なかった場合

には、合理的配慮の提供義務違反を

問われないこと。 
（３） 過重な負担にならない範囲で、職

場において支障となっている事情

等を改善する合理的配慮に係る措

置が複数あるとき、事業主が、障害

者との話合いの下、その意向を十分

に尊重した上で、より提供しやすい

措置を講ずることは差し支えない

こと。 
 また、障害者が希望する合理的配

慮に係る措置が過重な負担である

とき、事業主は、当該障害者との話

合いの下、その意向を十分に尊重し

た上で、過重な負担にならない範囲

で合理的配慮に係る措置を講ずる

こと。 
（４）合理的配慮の提供が円滑になされる

ようにするという観点を踏まえ、障

害者も共に働く一人の労働者であ

るとの認識の下、事業主や同じ職場

で働く者が障害の特性に関する正

しい知識の取得や理解を深めるこ

とが重要であること。 
 
C-2)-2 合理的配慮の確定 

 合理的配慮の提供義務を負う事業主は、

障害者との話合いを踏まえ、その意向を十

分に尊重しつつ、具体的にどのような措置

を講ずるかを検討し、講ずることとした措

置の内容又は当該障害者から申出があっ

た具体的な措置が過重な負担に当たると

判断した場合には、当該措置を実施できな

いことを当該障害者に伝えること。 
 その検討及び実施に際して、過重な負担
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にならない範囲で、募集及び採用に当たっ

て支障となっている事情等を改善する合

理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業

主が、障害者との話合いの下、その意向を

十分に尊重した上で、より提供しやすい措

置を講ずることは差し支えないこと。また、

障害者が希望する合理的配慮に係る措置

が過重な負担であったとき、事業主は、当

該障害者との話合いの下、その意向を十分

に尊重した上で、過重な負担にならない範

囲で、合理的配慮に係る措置を講ずること。 
 講ずることとした措置の内容等を障害

者に伝える際、当該障害者からの求めに応

じて、当該措置を講ずることとした理由又

は当該措置を実施できない理由を説明す

ること。 
 
C-2)-3 採用後における合理的配慮 

 障害者である労働者について、障害者で

ない労働者との均等な待遇の確保又は障

害者である労働者の有する能力の有効な

発揮の支障となっている事情を改善する

ために講ずるその障害者である労働者の

障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行

に必要な施設の整備、援助を行う者の配置

その他の必要な措置       
  なお、採用後に講ずる合理的配慮は職務
の円滑な遂行に必要な措置であることか

ら、例えば、次に掲げる措置が合理的配慮

として事業主に求められるものではない

こと。 
  イ 障害者である労働者の日常生活の

ために必要である眼鏡や車いす等を提供

すること。 
  ロ 中途障害により、配慮をしても重要

な職務遂行に支障を来すことが合理的配

慮の手続の過程において判断される場合

に、当該職務の遂行を継続させること。た

だし、当該職務の遂行を継続させることが

できない場合には、別の職務に就かせるこ

となど、個々の職場の状況に応じた他の合

理的配慮を検討することが必要であるこ

と。 
 

C-2)-4 過重な負担の考慮要素 

  事業主は、合理的配慮に係る措置が過重
な負担に当たるか否かについて、次に掲げ

る要素を総合的に勘案しながら、個別に判

断すること。 
（１）事業活動への影響の程度 
  当該措置を講ずることによる事業所に
おける生産活動やサービス提供への影響

その他の事業活動への影響の程度をいう。 
（２）実現困難度 
  事業所の立地状況や施設の所有形態等
による当該措置を講ずるための機器や人

材の確保、設備の整備等の困難度をいう。 
（３）費用・負担の程度 
  当該措置を講ずることによる費用・負担
の程度をいう。 
  ただし、複数の障害者から合理的配慮に
関する要望があった場合、それらの複数の

障害者に係る措置に要する費用・負担も勘

案して判断することとなること。 
（４）企業の規模 
  当該企業の規模に応じた負担の程度を
いう。 
（５）企業の財務状況 
  当該企業の財務状況に応じた負担の程
度をいう。 
（６）公的支援の有無 
  当該措置に係る公的支援を利用できる
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場合は、その利用を前提とした上で判断す

ることとなること。 
         
C-2)-5 過重な負担に当たると判断した

場合 

  事業主は、障害者から申出があった具体
的な措置が過重な負担に当たると判断し

た場合には、当該措置を実施できないこと

を当該障害者に伝えるとともに、当該障害

者からの求めに応じて、当該措置が過重な

負担に当たると判断した理由を説明する

こと。また、事業主は、障害者との話合い

の下、その意向を十分に尊重した上で、過

重な負担にならない範囲で合理的配慮に

係る措置を講ずること。 
 
C-2)-6 相談体制の整備等 

  事業主は、法第 36 条の３に規定する措
置に関し、その雇用する障害者である労働

者からの相談に応じ、適切に対応するため、

雇用管理上次の措置を講じなければなら

ない。 
１ 相談に応じ、適切に対応するために必

要な体制の整備 
（１）相談への対応のための窓口（以下こ

の１において「相談窓口」という。）をあ

らかじめ定め、労働者に周知すること。 
（相談窓口をあらかじめ定めていると認

められる例） 
  イ 相談に対応する担当者・部署をあら

かじめ定めること。 
  ロ 外部の機関に相談への対応を委託

すること。 
（２）相談窓口の担当者が、相談に対し、

その内容や相談者の状況に応じ適切に対

応できるよう必要な措置を講ずること。 

２ 採用後における合理的配慮に関する

相談があったときの適切な対応 
（１）職場において支障となっている事情

の有無を迅速に確認すること。 
（２）職場において支障となっている事情

が確認された場合、合理的配慮の手続を適

切に行うこと。 
 
C-2)-7 相談者のプライバシーを保護す

るために必要な措置 

 採用後における合理的配慮に係る相談

者の情報は、当該相談者のプライバシーに

属するものであることから、相談者のプラ

イバシーを保護するために必要な措置を

講ずるとともに、当該措置を講じているこ

とについて、労働者に周知すること。 
   
C-2)-8 相談をしたことを理由とする不

利益取扱いの禁止 

 障害者である労働者が採用後における

合理的配慮に関し相談をしたことを理由

として、解雇その他の不利益な取扱いを行

ってはならない旨を定め、労働者にその周

知・啓発をすること。 
（不利益な取扱いを行ってはならない旨

を定め、労働者にその周知・啓発をするこ

とについて措置を講じていると認められ

る例） 
（１）就業規則その他の職場における職務

規律等を定めた文書において、障害者であ

る労働者が採用後における合理的配慮に

関し相談をしたこと又は事実関係の確認

に協力したこと等を理由として、当該障害

者である労働者が解雇等の不利益な取扱

いをされない旨を規定し、労働者に周知・

啓発をすること。 
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（２）社内報、パンフレット、社内ホーム

ページ等の広報又は啓発のための資料等

に、障害者である労働者が採用後における

合理的配慮に関し相談をしたこと又は事

実関係の確認に協力したこと等を理由と

して、当該障害者である労働者が解雇等の

不利益な取扱いをされない旨を記載し、労

働者に配布等すること。 
 
３）安全配慮義務（民法、労働契約法、労

働安全衛生法、裁判例） 

 

C-3)-1 民法 第 415条 

「事業者が労働者に負っている労働契約

上の債務で、労働者に対し、事業遂行のた

めに設置すべき場所、施設もしくは設備な

どの施設管理または労務の管理にあたっ

て、労働者の生命および健康などを危険か

ら保護するよう配慮する義務」 

 

C-3)-2 労働契約法 第 5条 

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がそ

の生命、身体等の安全を確保しつつ労働す

ることができるよう、必要な配慮をするも

のとする。」 
 
C-3)-3 労働安全衛生法 第 3条 

「事業者は、単にこの法律で定める労働災

害の防止のための最低基準を守るだけで

なく、快適な職場環境の実現と労働条件の

改善を通じて職場における労働者の安全

と健康を確保するようにしなければなら

ない。」 

 

C-3)-4 判例上の安全配慮義務：川義事

件・最高裁昭 59.4.10 

「雇用契約は、労働者の労務提供と使用者

の報酬支払いをその基本内容とする双方

有償契約であるが、通常の場合、労働者は

使用者の指定した場所に配置され、使用者

の供給する設備、器具等を用いて労務の提

供を行うものであるから、労務の提供のた

め設置する場所，設備もしくは器具等を使

用しまたは使用者の指示のもとに労務を

提供する過程において，労働者の生命及び

身体を危険から保護するよう配慮すべき

義務」 

 

C-3)-5 安全衛生配慮義務の具体的な内

容 

（１）設備・作業環境面の設備 

 イ 施設、機械設備の安全化あるいは作

業環境の改善対策を講ずる義務 

 ロ 安全な機械設備、原材料を選択する

義務 

 ハ 機械等に安全装置を設置する義務 

 ニ 労働者に保護具を使用させる義務  

（２）人的措置の義務 

 イ 安全監視人等を配置する義務 

 ロ 労働災害被災者、健康を害している

者等 

に対して、治療を受けさせ、適切な健康管

理、労務軽減を行い、必要に応じて配置換

えをする義務 

 ハ 危険有害業務には有資格者、特別教

育修了者等の適任の者を担当させる義務 

D. 考察 

D-1 合理的配慮とは何か 

平成28年に障害者差別禁止と共に法的義

務化 

－313－



 合理的配慮（reasonable accommodation）

は、1990年にアメリカで制定された「障害

を持つアメリカ人法（Americans with 

Disabilities Act of 1990：ADA）により、

障害を理由とする雇用差別を禁止するた

めに障害者に合理的配慮を義務付けて以

来、国際的に普及した雇用差別禁止のアプ

ローチに関する考え方である。合理的配慮

を提供しないことは差別に相当するとし

たことが特徴的である。 

 日本では、平成27年に、障害者に対する

差別の禁止に関する規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するための指針

（厚生労働省告示第116号）、障害者の雇用

の促進等に関する法律（昭和35年）第36条

の２から第36条の４までの規定に基づく

厚生労働省告示第117号として、「雇用の分

野における障害者と障害者でない者との

均等な機会若しくは待遇の確保又は障害

者である労働者の有する能力の有効な発

揮の支障となっている事情を改善するた

めに事業主が講ずべき措置に関する指針

（合理的配慮指針）」が出された。翌年の

平成28年には、障害者の権利に関する条約

の批准に向けた取り組みとして、雇用の分

野における障害者に対する差別の禁止及

び障害者が職場で働くに当たっての支障

を改善するための措置（合理的配慮の提供

義務）を定めた「障害者の雇用の促進等に

関する法律の一部を改正する法律（同年4

月1日）」が施行された。 

 しかしながら、障害者差別禁止と共に合

理的配慮に関しても法的に義務化された

ことは、医療関係者や産業保健スタッフに

はまだ十分に普及していない現状がある

ものと思われる。身体疾患を有する患者の

両立支援を考慮する際に、企業の人事・労

務担当責任者はもちろんのこと、産業医や

産業保健師などの労働衛生の専門家、医師

会の産業保健担当医師などが明確に認識

した上で周知徹底しておく必要がある。 

 

D-2 合理的配慮の特徴 

相互理解に基づく対話型アプローチが基

本 

 厚生労働省告示第117号によって提示さ

れた合理的配慮指針の特徴は、①雇用時だ

けでなく採用時も含まれること、②障害者

からの申し出が原則であること、③待遇の

差別の禁止、④障害者の特性に配慮した設

備を準備すること、⑤合理的配慮を確定す

る際の障害者の意向の尊重、⑥事業者が過

重な負担となる場合の判断基準、⑦相談体

制の整備、⑧相談者のプライバシーを保護

するための措置、⑨相談をしたことを理由

とする不利益取扱いの禁止などである。こ

の指針に一貫して流れている考え方は、障

害者と事業者の双方の「十分な対話による

相互理解」の上で合理的配慮が提供される

べきであるという基本方針である。 

 この相互理解に基づく対話型アプロー

チは、両立支援パスの実施においても基盤

となるものあり、上記①以外の②〜⑨に関

しては、身体疾患を有する患者の両立支援

のための倫理的検討事項としてほとんど

共通した内容であると考えてよい。この内

容であれば、今回の調査研究の結果で明ら

かになった、主治医の事業者に対する不信

感は払拭されるものと思われる。 
 
D-3 合理的配慮の適用範囲  

両立支援の患者も適用内と判断可能 
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 合理的配慮指針の適用範囲は、身体障害、

知的障害、精神障害（発達障害を含む）そ

の他心身の障害があるため、長期にわたり、

職業生活に相当の制限を受け、又は職業生

活を営むことが著しく困難な者（障害者雇

用促進法第2条1号）であり、障害者手帳所
持者に限定されない。したがって、この適

用範囲であれば、今回の調査研究の対象と

なった、抗がん剤治療など化学療法を継続

的に要する患者、心臓デバイス治療を受け

た患者、脳血管障害により後遺症を伴いリ

ハビリ中の患者はいずれも合理的配慮の

対象内に入ると判断して差し支えないと

考えられる。 
 独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用

支援機構から公開されている「はじめから

わかる障害者雇用 — 事業者のためのQ&A
集」の中では、障害者の範囲として、視覚・

聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障

害、発達障害、高次脳機能障害と並んで、

「内部障害」という障害の枠組みがあり、

①心臓機能障害（心臓人工ペースメーカー

の使用者）、②腎機能障害（人工透析を必

要とする者）、③呼吸器機能障害（酸素療

法を必要とする者）、④膀胱または直腸の

機能障害（ストマを造設している者など）、

⑤小腸機能障害、⑥ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害、の7つの具体例が紹
介されている。これは、都道府県労働局・

ハローワーク、独立行政法人 高齢・障害・

求職者雇用支援機構によって収集された

「合理的配慮指針事例集」においても同様

に「内部障害」として分類されている。 
 したがって、今回の調査研究の対象とな

った、抗がん剤治療など化学療法を継続的

に要する患者、心臓デバイス治療を受けた

患者、重篤な脳血管障害により後遺症を伴

いリハビリ中の患者は、いずれも障害者と

して合理的配慮指針の適用範囲内と考え

るのが自然である。ただし、医学的に十分

回復可能な一時的な機能障害については、

当然ながら障害者として除外されること

は確認しておきたい。 
 
D-4 安全配慮義務が優先されるケース  

障害者であることを拒否する場合 
 しかし、ここで倫理的に問題となるのが、

当該患者が障害者として扱われることを

拒否したり、否定的に考えるケースである。

すなわち、障害者ではなく、身体疾患を有

している一人の労働者として扱うことを

強く希望する場合は、合理的配慮よりも安

全配慮義務が優先されることになる。安全

配慮義務は事業者に課せられた法的な災

害予防義務であり、疾患予防義務であるこ

とから、場合によっては本人が希望しない

部署に配置転換される可能性がある。相互

理解による対話型アプローチを基本とす

る合理的配慮とは、この点が決定的に異な

ることを十分留意する必要がある。 
 合理的配慮は本人の申し出が原則であ

るため、本人の仕事へのプライドが強い場

合や会社への迷惑を考えて申し出を遠慮

する場合など、合理的配慮について誤解を

招かないように、主治医又は産業医から、

障害者として合理的配慮を申し出ること

のメリットとデメリットを十分に説明す

ることが望ましい。 
 
D-5 事業者の過重な負担のリスク対策       

6項目と本人の意向を尊重して判断 
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 合理的配慮による事業者の過重な負担

のリスクについては、障害者から申出があ

った具体的な措置が過重な負担に当たる

と判断した場合、①事業活動への影響の程

度、②実現困難度、③費用・負担の程度、

④企業の規模、⑥企業の財務状況、⑦公的

支援の有無、の6項目の観点から、当該措
置を実施できないことを当該障害者に伝

えるとともに、障害者からの求めに応じて、

当該措置が過重な負担に当たると判断し

た理由を説明しなければならない。その上

で、事業者は、障害者との話合いの下で、

その意向を十分に尊重した上で、事業者に

とって過重な負担にならない範囲で合理

的配慮に係る措置を講ずることになる。 
 合理的配慮による事業者の過重な負荷

になるリスクを避ける方法として、上述の

6項目による評価と障害者の意向の尊重の
アプローチは、両者にとって倫理的観点か

らも本来あるべき姿勢であると考えられ

る。 
 

D-6 プライバシーの保護と相談体制の整

備  トラブルは紛争調停委員会で解決 

 合理的配慮について障害者と事業者の

対話により相互理解を推進するために、相

談者のプライバシーの保護と相談体制の

整備し、相談したことを理由に不利益な取

り扱いを禁じていることを事業者は労働

者に通知しておかなければならない。万一、

障害者と事業者の話し合いがうまくいか

ず、双方が納得いかない場合は、「障害者

の雇用の促進等に関する法律の一部を改

正する法律（平成28年4月1日施行）」に基

づいて、紛争調整委員会（労働局長が委任）

による調停や都道府県労働局長による勧

告等によって、苦情処理と紛争解決が行わ

れる。 

 企業のトップ自らが、企業の社会的責任

の一環として、障害者に対する雇用の取り

組みを就業規則に取り入れて明確に社内

外に示すことが最も望ましいが、企業の伝

統的な精神風土によっては、障害者として

合理的配慮を行うことに積極的ではない

ことも十分考えられる。対話を通して相互

理解することがどうしても困難な場合は、

都道府県労働局長が委任した紛争調整委

員会にて解決を求めることになる。相談し

たことを理由に不利益な取り扱いを禁じ

ているのと同様に、紛争調整委員会にて解

決した後も不利益な取り扱いにならない

ように事業者は当該労働者に対して倫理

的に配慮する必要がある。 

 

E. 結語 

 身体疾患を有する患者の就労支援に向

けて、両立支援パスを効果的かつ倫理的手

順を踏まえて利用するには、主治医が最も

懸念する患者本人に就労上の不利益が被

ることがないように、相互理解のための対

話型アプローチを基本とする「合理的配慮

指針」の社内での活用が有効であることが

示唆された。そのため人は、事業者のみな

らず、主治医・産業医をはじめとする医療

関係者への「合理的配慮指針」の周知徹底

が不可欠である。 

 しかしながら、障害者と認定されること

を拒否する患者については、事業者の安全

配慮義務が優先されるため、本人の希望と

は異なる配置転換や就業の変更となるケ

ースが想定され、障害者として合理的配慮

を受けるメリットとデメリットについて
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十分理解した上での拒否であることの確

認が患者本人と事業者の双方に求められ

る。 
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患者を中心とした職場と医療の情報共有支援ツールの開発 

医療機関における妥当性の検討 

 

研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師  立石 清一郎 
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産業医科大学・リハビリテーション医学 教授 佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論 教授 藤野 昭宏 

研究要旨 

【背景・目的】我々の先行研究で、治療と就労を両立する上で疾病の種類による働き

づらさや、疾病ごとに必要とする就業配慮の特徴に差異があることが確認され、就業

配慮を検討する際に主治医側より提供される従業員の健康状態や治療状況に関する情

報は極めて重要であると考え、「両立支援パス」というツールを作成した。ただし、こ

ういうツールが一般に用いられるためには、ツールの存在を事業場に対して周知する

必要が考えられる。 

 本研究報告では、医療機関側からの働きかけによる妥当性、有効性の検討を行った。 

【方法】対象は平成 28年 7月～平成 29年 1月の 6ヶ月間に、本学病院の「血液内科」・

「リハビリテーション科」・「循環器内科」を受診している患者に参加を呼びかけ、患

者から復職したいと申し出たものである。彼らに「両立支援パス」を主治医から渡し

て、事業場で本人と職場が話し合い、様式「復職・就業配慮に関するご意見伺い書」

を主治医に提出してもらう。その上で、主治医は就業上の意見を作成し、事業場で得

られた協力や、患者が考えるパス利用の課題などを患者から聴取した。我々は、これ

らの患者から得られたヒアリング情報をもとに質的にまとめた。 

【結果】参加を呼びかけた中から 4 例の事例を得た。そのうち、実際に「両立支援パ

ス」を使用して復職に至ったのは 2 例のみであった。この 2 例では、患者、職場、主

治医の良好な連携が得られ適正な就業配慮のもと復職を行うことができ、患者から得

られたヒアリング情報からも患者の満足度は高かった。一方、他 2例に関しては、「両

立支援パス」を使用しようとして、職場と患者本人の問題でうまく進まなかった事例

が 1例と、職場のシステムの問題で使用できなかった事例が 1例という結果であった。 

【考察・結論】「両立支援パス」を医療機関側から働きかけることは、熟知している主

治医が用い、復職したいという患者のニーズに対して、職場のニーズが適切に揃えば、

妥当性、有効性がある可能性が考えられる。 

研究協力者 
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A. 研究目的 

本研究は労災疾病臨床研究事業『身体疾

患を有する患者の治療と就労の両立を支援

するための主治医と事業場（産業医等）の

連携方法に関する研究－「両立支援システ

ム・パス」の開発（課題番号 14010101-03）』

（主任研究者：森晃爾）の一環で実施され

る。 

 身体疾患を有する就労者が治療と就労を

両立して継続するためには、様々な困難が

生じることがあり、主治医・職場・社会・

家族の各々から支援または配慮を受けるこ

とが必要となる。我々は、がん・循環器疾

患・脳血管疾患の 3 つの身体疾患群につい

て患者の仕事と両立に関する研究に取り組

み、「両立支援システム・パス」の開発を行

っている。 

 

 我々の先行研究にて、「がんなどの腫瘍性

疾患」、「循環器系疾患」、「脳・関節疾患」

に対して、疾病の種類による働きづらさ、

疾病ごとに必要とする就業配慮の特徴に差

異があることが確認されている。すなわち、

「がんなどの腫瘍性疾患」においては『治

療の不安定さがあるために就業復帰の不確

実性がある』という点、「循環器系疾患」に

おいては『特殊業務の就業が可能か否か』

がポイントになっている点、「脳・関節疾患」

においては『機能低下の種類と本人の残存

機能により就業に必要な配慮が異なってく

る』という点、といったものであった。 

 これらの就業配慮を検討する際に、主治

医側より提供される従業員の健康状態や治

療状況に関する情報は極めて重要である。

しかし、患者側の立場では、治療のことに

集中している労働者にとって試行的にも実

効的にも負担の大きいことが推察される。

また、主治医側の立場では、我々の先行研

究でも、医療側が患者の就業上の意見を述

べる際の問題点として①仕事の状況が分か

らないので就業配慮を述べようがない、②

就業配慮を述べることによるリスクが明確

でない、③出した意見が職場でどのように

取り扱われ、患者の就労継続や待遇に影響

を与えるか不安である、といった意見が挙

げられており、少なくとも②と③に配慮し

た手順にはなっていない。 

 

 そこで、患者側および主治医側に存在す

る課題を解決する手順として、「両立支援パ

ス」を作成した。これは、平成 28年 2月に

厚生労働省より発表された『事業場におけ

る治療と職業生活の両立支援のためのガイ

ドライン』を補なう形で、患者が就業に戻

る際に産業医や事業者と事前に話し合った

うえで必要な配慮を検討したことをもとに

医療者が意見を述べることができるツール

である。 

 ただし、こういうガイドラインの手順や

ツールが一般に用いられるためには、事業

場側の人事労務担当者、産業保健スタッフ

に加えて、多くの労働者に周知されること

が必要である。しかし現実的には、すべて

の関係者に周知することは困難であり、ガ

イドラインの手順やツールの存在を事業場

に対して最初に働きかける医療職が必要と

なる。すなわち、事業場の産業医か、医療

機関の主治医かが最初に積極的に働きかけ

を行う必要性が高いと考えられる。 

 

 そこで、本研究においては開発中の「両

立支援パス」の妥当性、有効性を検討する

ために、事業場側ならび医療機関側それぞ

れにおいて調査を行った。本研究報告書で

は、医療機関側からの働きかけの妥当性、

有効性の検討を行った。 
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B. 研究方法 

1）対象者の選出 

産業医科大学病院の「血液内科」・「リハ

ビリテーション科」・「循環器内科、腎臓内

科」と産業医科大学若松病院の「リハビリ

テーション科」・「循環器内科、腎臓内科」（両

者の病院を併せて以降、本学病院）を受診

している入院・外来患者のうち復職したい

と考えているものに参加を呼びかける。除

外基準は就業中でないもの、復職を考えて

いないものである。参加への任意性を確保

するため「両立支援パス」配布時に参加が

自由であることを伝える。中止基準は本人

の申し出があったもの、病勢が悪化し復職

の状況でなくなったものである。 

 

2）対象者の目標人数 

 本学病院患者、各科 3-15名。年齢・性別

は問わない。就業中に疾病罹患したものを

対象者とする。復職支援対象としては性・

年齢・身体疾患/精神疾患など疾患の別、に

ついて問わないものとする。 

 

3）期間 

平成 28年 7月～平成 31年 6月とする。（本

研究報告書では、平成 28年 7月～平成 29

年 1月の期間に得られた事例をまとめた） 

 

4）場所 

 本学病院各診療科入院自室または外来待

合室とする。 

 

5）研究デザインと具体的方法 

 前向き臨床介入研究である。 

患者から復職したいと申し出たものに対し

て本研究班で作成した「両立支援パス」を

渡して、事業場で話し合ってもらい様式「復

職・就業配慮に関するご意見伺い書」を主

治医に提出してもらう。その上で、主治医

として就業上の意見を作成する。 

 研究分担者や研究協力者は、事業場でど

のように協力が得られたか、患者が考える

パス利用の課題などを患者から聴取する。

聴取時間は 30分以内とする。聴取された内

容を事例ごとに匿名化されたサマリを作成

し、「パス使用の所感」として記録する。ま

た、事業場側から出された伺い書および主

治医としての就業上の意見のコピーを研究

責任者への送付を求める。 

 

 6）統計解析方法 

 患者から得られたヒアリング情報から重

要な項目を抜き出して KJ法などの手法を参

考にカテゴリーを作成する質的研究の手法

を用いる。 

 
C. 研究結果  

参加を呼びかけ復職したいと考えている

4例の事例(くも膜下出血 後遺症 1例、急性

骨髄性白血病 移植後 1 例、肥大型心筋症 

ICD植え込み術後1例、僧帽弁閉鎖不全症 手

術後 1例)を得た。平成 28年 7月～平成 29

年 1 月の期間においてはこのように、血液

内科 1 例、循環器内科 2 例、リハビリテー

ション科 1 例という結果であった。患者背

景は、男性 3名、女性 1名で、平均年齢 55.75

歳（44歳-64歳）であった。主治医背景は、

診療科専門医経験年数は平均 年（）で、

産業医経験は平均 年（）であった。 

 

当初は「両立支援パス」を使うことに 4

例とも同意を得たが、実際に両立支援パス

を使用して復職に至ったのは 2 例のみであ

った。この 2 例では、患者、職場、主治医

の良好な連携が得られ、復職に際する適正
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な就業配慮を行うことができ、患者から得

られたヒアリング情報からも患者の満足度

は高かった。一方、他 2例に関しては、「両

立支援パス」を使用しようとして、職場と

患者本人の問題でうまく進まなかった事例

が 1 例と、職場のシステムの問題で使用で

きなかった事例が 1例という結果であった。 

 

各事例より得られた「パス使用の所感」

（患者のヒアリング情報）の詳細は下記の

ごとくである。 

＜事例 1＞ 

事例：くも膜下出血後遺症（左片麻痺） 

患者背景：59歳女性 

主治医：リハビリテーション科 28年目 

産業医経験：あり 

両立支援パス：利用していない 

理由：条件付きでの復職方針となったが、

職場と本人双方の意見が対立し、職場顧

問弁護士、本人側の弁護士を立て、弁護

士間での協議調整となったため。 

＜事例 2＞ 

事例：急性骨髄性白血病（移植後） 

患者背景：44歳男性 

主治医：血液内科 13年目 

産業医経験：なし 

両立支援パス：利用していない 

理由：会社の書式で復職を進める必要が

あったため。 

＜事例 3＞ 

事例：肥大型心筋症（ICD植え込み術後） 

年齢：64歳男性 

主治医：循環器内科 17年目 

産業医経験：なし 

両立支援パス：利用した 

患者評価：主治医、産業医、職場と連携

して有り難い。職場側の対応には満足し

ていて、仕事の休みをしっかり取らせて

くれる。 

＜事例 4＞ 

事例：僧帽弁閉鎖不全症（手術後） 

年齢：56歳男性 

主治医：循環器内科 年目 

産業医経験： 

両立支援パス：利用した 

患者評価： 

 

 両立支援パスを利用できた 2 例に関して

以下にさらに詳細を示す。 

 

＜事例 3＞ 

 64 歳男性で、職場は某工業株式会社のエ

ンジニアリング本部の技術課であった。肥

大型心筋症に対して ICD植え込み術を行い、

経過良好で術後 2ヵ月での復職検討の際に、

「両立支援パス」を利用した。 

 

 本人および職場より主治医宛てに、様式

「復職・就業配慮に関するご意見伺い書」

が下記のごとく記載された。 

1. 就業状況について 

業務内容：基本的にデスクワークが主で

す。見積や計画検討業務を行っています。 

通勤状況：公共交通機関（○○電鉄, JR）

利用で約 50分 

高負荷・危険業務：現場作業でないので

高負荷・危険業務はありません。 

時間外勤務の状況：当分の間、時間外勤

務はありません。 

2. 就業配慮検討事項（提出者と会社の
協議に基づく） 

想定される健康上の問題点：就業復帰後

の体調不良が発生しない勤務環境つく

り。 

検討された配慮：1.勤務日を週 3日とし

ます。2.勤務時間については、体調を整
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え、5時まえの終業を可とします。3.現

場や他場所打合わせは当分行いません。 

 

 これを受けて、「主治医の診断書」は下記

のごとくであった。 

病名：心尖部肥大型心筋症・持続性心室

頻拍 カテーテルアブレーション後 植

え込み型除細動器（ICD）植え込み後 

付記：カテーテルアブレーション後、心

室頻拍および ICD 作動を認めておらず、

病状は安定しています。一般的に肥大型

心筋症は運動負荷時・過労・ストレス・

寝不足時に不整脈・心不全が誘発されや

すいのですが、デスクワークであれば作

業内容に問題はないとおもいます。一般

的な事務所であれば無線 LAN などの事

務機器による ICD への影響はありませ

んので、職場環境としては現状でよいと

思います。 

勤務時間については、当面の間時間外制

限、勤務日制限を行い、体調によって

徐々に緩和する方向にして下さい。 

現場調査は当面の間行わないとのこと

ですが、将来的に行う場合には、溶鉱

炉・各種溶接機・発電施設・レーダー基

地など強い電磁波を発生し、ICDへの電

磁干渉のおそれがある施設への視察は

お控え下さい。 

自動車運転については法令に基づき○

○年○月○日（術後半年）までは二次予

防目的の ICD植え込みにつき、運転禁止

です。それ以降は ICDの作動状況により

運転の可否が異なりますが、運転許可の

場合でも、業務として長時間運転を行う

ことを避ける必要があります。 

上記の通り診断します。 

 

 この結果、職場では下記の「就業配慮報

告書」を記載し行うこととした。 

就業配慮事項： 

1. 勤務日を週 3 日（月、水、金）とし

ます。 

2. 勤務時間については定時の 5 時では

なく事前終業を「可」とします。 

3. 現場等へは立ち入らないようにしま

す。 

4. 打ち合わせで車を必要とする場合、

運転者が同乗することとしますが、極力、

構外での打合せは控えるようにします。 

 

 このように、本人、職場より得られた仕

事内容を主治医が十分吟味した上で、病状、

職場環境、勤務時間、将来的な現場作業や

自動車運転の可否といった、就業配慮検討

に必要な医学的情報を現在から将来にわた

って詳細に得ることができ、その結果、職

場は必要な就業配慮を十分に考えた上で復

職を行うことができたとのことであった。 

 

＜事例 4＞ 

 56 歳男性で、職場は某家具・ホームファ

ッション店の店舗管理業務の管理職であっ

た。僧帽弁閉鎖不全症に対して心臓血管外

科手術を行い、経過良好で術後 1 ヵ月での

復職検討の際に「両立支援パス」を利用し

た。 

 

 本人および職場より主治医宛てに、様式

「復職・就業配慮に関するご意見伺い書」

が下記のごとく記載された。 

1. 就業状況について 

業務内容：管理職の為、デスクワーク及

び店舗管理業務をしています。肉体労働

はありません。 

通勤状況：自動車通勤に 10 分を要しま

す。 
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高負荷・危険業務：特になし。 

時間外勤務の状況：全くなし。 

2. 就業配慮検討事項（提出者と会社の

協議に基づく） 

想定される健康上の問題点：長期入院の

為体力低下。 

検討された配慮：店舗内を歩いてまわる

為、足腰の疲れが心配されるので、細か

な休憩を与えるようにしています。 

 

 これを受けて、様式「主治医の診断書」

は下記のごとくであった。 

病名：僧帽弁形成術後 

付記：○○年○月○日に当院心臓外科に

て手術を受けておられます。術後経過は

良好と思われます。術後 3ヵ月間は重量

物作業は制限した方が良いと思います。

具体的には 5kg 以上の重量物は持たな

いように指示しています。運転に関して

も 3 ヵ月を過ぎますと制限は必要あり

ません。 

今後の治療スケジュール：当院心臓外科

で定期の外来フォロー及び内服薬によ

る管理を行っています。抗凝固薬（ワー

ファリン）を内服中です。 

想定される急変：ワーファリン内服のた

め、出血に注意が必要です。 

避けるべき事項：術後 3ヵ月の重量物 

上記の配慮が必要な期間：約 3ヵ月 

上記の通り診断致します。 

 

 この結果、職場では下記の「就業配慮報

告書」を記載し行うこととした。 

就業配慮事項： 

1. 重たい物を持ったり、運んだりする
仕事からはずし、軽作業、事務作業にて

シフトを組んでいます。 

2.  細めに休憩をとるように指導し、必

要に応じて休憩をとれるようにしてい

ます。 

3. 当面は時間外勤務を行わないように
します。 

4. 日々の体調をヒアリングし、体調の
悪い時は早退する事を本人に許可し、本

人の裁量にまかせます。 

 

 このように、本人、職場より得られた仕

事内容を主治医が十分吟味した上で、さら

に重量物や内服薬などの追加情報も含めた、

就業配慮検討に必要な医学的情報を詳細に

得ることができ、その結果、職場は必要な

就業配慮を十分に考えた上で復職を行うこ

とができたとのことであった。 

 

D. 考察 
 疾病罹患後に休職し障害を抱えた患者が

安心して就業につくために、これまで主治

医が患者や職場に深く踏み込んで医療機関

側から積極的にアプローチしたことはほと

んどないと考えられる。本研究は、医療機

関側からアプローチを開始して両立支援に

取り組んだ初めての研究である。 

 

 上述の 4事例を質的に分析すると、「両立

支援パス」を利用できたか否かは、患者の

ニーズと職場のニーズが合致したかに影響

を受けていると考えられる。 

 ＜事例 1＞では、両立支援パスを利用する

本人と職場間での連携ができなかったケー

スで、＜事例 2＞では、職場の復職支援規則

と書式が定められており利用する必要がな

かったケースであり、ともに復職したいと

いう患者のニーズに対して、職場との連携

やシステムといった職場のニーズが合って

いなかったと考えられる。一方で、両立支

援パスを利用できた＜事例 3＞、＜事例 4＞
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はいずれも、患者、職場、主治医が連携し、

適正な就業配慮のもとに満足のいく復職を

開始することができた事例であり、復職し

たいという患者のニーズに対して、復職を

受け入れる企業の担当者のニーズにうまく

適応していたと考えられる。なお、＜事例 3

＞では企業の担当者以外に企業の嘱託産業

医・保健師が関与していたのが確認された

が、＜事例 4＞では産業医と保健師とも関与

がなく企業の担当者とのみとなっていた。

このことより、仮に産業医や保健師がいな

い企業においても、患者と信頼関係の強い

企業の担当者がいれば、医療機関側から働

きかけることで、適正な就業配慮のもとで

の復職を行うことができる可能性があると

考えられる。  

 

 今回、復職したいという患者のニーズが

あり、さらに主治医が「両立支援パス」の

意図を熟知しているという条件のもと、医

療機関側からアプローチを試みて以上のよ

うな結果となった。今回判明した、復職し

たいという患者のニーズに対して、「両立支

援パス」が利用できたかできなかったかに

関与した職場のニーズの要因を下記にまと

める。 

 

「両立支援パス」利用できない： 

患者・職場の双方の意見が対立する 

会社としてすでに所定の復職ルールが

存在する 

「両立支援パス」利用できる： 

企業の産業医・保健師がいる 

患者と信頼関係の強い企業の担当者が

いる 

 

 本研究は始めたばかりで期間と事例数が

まだ不十分ではあり、こういった職場のニ

ーズの要因は今後さらに増えていくものと

推測される。4 例を通して考えられるのは、

医療機関側から働きかけて「両立支援パス」

を使用することは、職場のニーズが揃うこ

とで、妥当性、有効性がある可能性が考え

られる。 

 

E. 結論 

 医療機関では、治療中または治療後とも

に主治医から自発的に患者の仕事・職場の

面を考慮することはこれまでほとんどなか

った。 

 しかし、復職したい患者のニーズがあり、

「両立支援パス」を医療機関側から働きか

けることは、その意図を熟知した主治医が

用い、職場のニーズが揃えば、妥当性、有

効性がある可能性が考えられる。 

 今後さらに事例が集まることで、より多

くの要因が判明しより深い分析ができるこ

とを期待する。 

 

F. 参考文献 

なし 

 

G. 研究発表予定 

なし 
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研究分担者 

産業保健経営学 教授  森 晃爾 

産業医科大学産業医実務研修センター 講師  立石 清一郎 

研究要旨 

先行研究で「両立支援パス」というツールを作成した。本研究においてはこの「両

立支援パス」の妥当性を検討するために、事業場における新たな「両立支援パス」の

利用によって収集される就業配慮に必要な情報の質的・量的情報を評価した。 

（調査１）まず、産業医科大学産業医実務研修センター元教員・元修練医・現教員・

現修練医が実際に従業員の復職に携わる際に「両立支援パス」を使用するか、使用せ

ずに現行通りの方法で復職支援をするか選択させた。「両立支援パス」を使用した群を

「介入群」、使用しなかった群を「対照群」とし、両者を比較するために前向き介入研

究を行った。復職した事例の診断書、診療情報提供書などを収集した。事業場から医

療機関への情報提供の有無と内容で 3 つのカテゴリーに分け、診断書に記載されてい

る情報を就業配慮について質的に記載されている内容を収集し、分析した。また、事

例ごとに産業医にアンケートを行い、回答を Visual Analog Scale(VAS)を用いて測定

し、分析した。結果、事業場側からの情報発信があった事例は就業配慮に関する意見

を主治医から得られており、診断書への産業医の満足度が高かった。また、事業場か

ら勤務内容に加え、可能な就業配慮の対応の情報発信があった群では、対応可能な現

実的な就業配慮の意見を主治医から得られていた。 

（調査２）調査１で事例を提供した産業医４名（「両立支援パス」を使用した産業医２

名、使用せずに復職支援を行った産業医２名）に、復職支援の際の主治医との情報交

換についてのグループインタビューを行い、「両立支援パス」の使用感、「両立支援パ

ス」が有効に利用できうる事例などについて聴取した。「両立支援パス」は、利用する

ことで事業者と患者が復職について話し合いの場を持てるという利点があった。一方

で休職期間が短い場合や、既存の方法で復職支援を行っている場合は「両立支援パス」

の書式を使いづらいとの意見が挙がった。また復職に際し「患者のキャラクター」、「主

治医の負担」などの要素が復職に影響するという意見が聴取された。 

以上より、「両立支援パス」は事業場側からの情報発信の流れが確立できていない復職

支援に不慣れな産業医や事業場、専属の常勤産業医がいない事業場で有効と考える。 

研究協力者 

横山 麻衣   (産業医科大学 産業医実務研修センター） 

永尾 保   (産業医科大学 産業医実務研修センター） 

大橋 りえ   (産業医科大学 産業医実務研修センター) 
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A. 研究目的 

疾病罹患後に休職し障害を抱えた患者が

安心して就業につくためには医療と職場が

情報を共有することにより適切な就業配慮

がなされることは欠かせない。平成 28 年 2

月に厚生労働省より発表された『事業場に

おける治療と職業生活の両立支援のための

ガイドライン』では、両立支援のための事

業場での体制づくりに加え、「両立支援の進

め方」として以下のようなプロセスを推奨

している。 

 本人が主体的に事業場ルールにのっとっ

て就業上の問題点を整理したうえで主治医

に伝え、①症状や治療の状況、②退院後又

は通院治療中の就業継続の可否に関する意

見、③望ましい就業上の措置に関する意見

（避けるべき作業、時間外労働の可否、出

張の可否等）、④その他配慮が必要な事項に

関する意見（通院時間の確保や休憩場所の

確保等）を主治医から聴取したうえで事業

者に伝える。 

このプロセスは、メンタルヘルス不調者

の職場復帰支援等で用いられる一般的な流

れを示したものであるが、事例によっては、

患者および主治医の立場から大きな困難が

存在する。患者側の立場では、治療のこと

に集中している労働者にとって試行的にも

実効的にも負担の大きいことが推察される。 

主治医側の立場では、我々の先行研究で

も、医療側が患者の就業上の意見を述べる

際の問題点として①仕事の状況が分からな

いので就業配慮を述べようがない、②就業

配慮を述べることによるリスクが明確でな

い、③出した意見が職場でどのように取り

扱われ、患者の就労継続や待遇に影響を与

えるか不安である、といった意見が挙げら

れており、少なくとも②と③に配慮した手

順にはなっていない。 

そこで、ガイドラインを補う形で、患者側

および主治医側に存在する課題を解決する

手順として、医療者が安心して就業上の意

見を述べることができる環境整備が必要で

そのためには患者が就業に戻る際に産業医

や事業者の事前に話し合ったうえで必要な

配慮を検討したことをもとに医療者が意見

を述べることができるツールが必要と考え、

両立支援パスを作成した（添付資料：両立

支援パス使用ガイド）。 

また、ガイドラインの手順が一般に用い

られるためには、事業場側の人事労務担当

者、産業保健スタッフに加えて、多くの労

働者に周知されることが必要である。 

そこで、本研究においては開発中の「両立

支援パス」の妥当性、有効性を検討するた

めに、事業場における新たな「両立支援パ

ス」の利用によって収集される就業配慮に

必要な情報の質的・量的な評価を評価する

ことによって「両立支援パス」の有効性の

検討を行った。 

 

B. 研究方法 

調査１ 

まず、産業医が従業員の復職に携わる際

に実際に「両立支援パス」使用してもらい、

使用せずに復職に携わった群と比較するた

めに前向き介入研究を行った。（調査１） 

 

1）対象者の選出 

産業医科大学産業医実務研修センター元

教員・元修練医・現教員・現修練医の 126

名に E メールまたは直接面会の上参加を呼

び掛けた。介入群を両立支援パス使用事業

場とし、対照群を厚労省ガイドライン手順

または同等の事業場手順の実施事業場とし

た。研究デザイン上、2重盲検法やランダム

割り付けをすることが困難なため、事業場
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ごとにどちらを選択するか参加者の自発的

意識に決定をゆだねた。除外基準は、現在

産業医の職についていないものや使用を希

望する手順がガイドラインを大きく外れる

ものと認められる場合とした。本研究は産

業医科大学倫理委員会による審査を経て実

施された。 

 

2）情報収集方法 

 参加事業場の産業医に、事前にパス使用

群（介入群）か、ガイドライン等の使用群

（対照群）か、どちらかのグループを選択

するところからスタートとした。 

 介入群については労働者が何らかの方法

で復職したいという申し出を受けた場合、

事業場において産業医面談を実施した。研

究に関する情報収集や「復職・就業配慮に

関するご意見伺い書」（以下、伺い書、両立

支援パス 8ページに記載）の様式を発行し

事業場で考えている就業上の配慮を主治医

に提案し、その内容に対する主治医の意見

を診断書等の方法で発行してもらった。発

行された診断書等の個人を特定する情報を

外した匿名化された診断書と伺い書のコピ

ー、その事例における産業医のアンケート

を併せて研究責任者に送付を求めた。 

 対照群については、復職の際に発行され

た主治医からの診断書のコピーとその事例

におけるアンケート(○ページ参照)を併せ

て研究責任者に送付した。産業医から主治

医に出された書類がある場合にも、その内

容就労内容を記した様式のコピーの提出を

求めた。 

 

3）統計解析方法 

調査１ 

診断書に記載されている情報を研究班メン

バーで就業配慮について質的に記載されて

いる内容を収集し、特に重要な項目をカテ

ゴリーとしてまとめた。 

 また、主治医から発行された復職の診断

書について、①産業医の満足度、記載の充

分さ（②医学情報・③治療スケジュール・

④就業上の配慮・⑤配慮期間・⑥会社ルー

ルへの配慮）、⑦フォローアップの役立ち度、

⑧主治医―産業医間の信頼関係情勢の役立

ち度を Visual Analog Scale(VAS)を用いて

測定した。VASは 10点満点として①～⑥の

項目は高ければ高いほど有用であり、⑦・

⑧については逆転項目とした。各カテゴリ

ーの VASを比較するために分散分析を行っ

た。等分散性のための Leveneの検定を行い、

等分散性のある項目はその後の検定として

Bonferroni検定、当分散性がない項目は

Games-Howell検定を行った。 

 

調査２ 

次に調査１で事例を提供した産業医４名

（「両立支援パス」を使用した産業医２名、

使用せずに復職支援を行った産業医２名）

に、復職支援の際の主治医との情報交換に

ついてのグループインタビューを行った。

インタビューにて「両立支援パス」を有効

に利用できうる事例の背景などを聴取し、

内容を項目別にまとめた。 

 
C. 研究結果  

調査１ 

17名の産業医より、「両立支援パス」を利

用した介入群の事例 7 例、「両立支援パス」

を使用せずに復職支援を行った対照群の事

例 24例を収集した。事例を提供した産業医

の属性は以下の通りである。専属産業医 

11 名、嘱託産業医 5 名であった。日本産業

衛生学会産業医専門医資格を有する産業医

13 名、持たない産業医が 4 名であった。ま
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た産業医経験年数の平均は 7.18 年(最長 14

年、最短 1年、標準偏差 3.81)であった。 

24 例の対照群には厚生労働省の両立支援

のガイドラインに則り復職支援を行った事

例が 2 例、各企業が独自に備える復職時の

規定や既存の書式に則ったものが 22例であ

った。当初想定した介入群の中にすでに「両

立支援パス」に記載されている事項につい

て様式の中に盛り込んでいる企業も相当数

存在したので以下のように分類をして分析

した。 

【カテゴリー1】事業場側から医療機関側に

勤務内容に加え、可能な就業配慮に関する

情報提供が行われた例(「両立支援パス」利

用群を含む) 、事例番号 1、2、3、12、14、

15、17、18、19、20、31 

【カテゴリー2】事業場側から医療機関側に

勤務内容に関する情報提供が行われたが可

能な就業配慮に関する情報提供がされなか

った例、事例番号 7、8、11、16、21、27 

【カテゴリー3】事業場側からの情報提供が

されなかった例、事例番号 10、13、28、29、

30 

の 3つのカテゴリーに分類された。 

別表に各事例ごとにとったアンケート結

果をカテゴリーごとに復職に有利であった

点、不利であった点に分けてまとめた（別

紙表 1参照）  

以下、カテゴリーごとに医療機関側から

得られた情報、産業医アンケートの結果を

報告する。 

 

復職に関わった産業医によるアンケート結

果の解析 

アンケートの各項目についての VASを報告
する（別紙表 2、fig.1参照）。分散分析を行
った結果、対応可能性以外の項目について

は有意差が認められた。等分散性を検討し

たところ、診断書満足度、医学情報、就業

上配慮、会社ルール、フォロー(今後の連携)、
信頼関係の項目は等分散性があったため

Bonferroni 検定、治療スケジュール、配慮
期間の項目については等分散性が無かった

ため Games-Howell検定を行った。 
① 診 断 書 満 足 度 は カ テ ゴ リ ー 1 で

8.79±1.81(平均値±標準偏差、以下同様)カ
テゴリー2 で 7.93±1.70、カテゴリー3 で
1.80±2.49、②医学的情報はカテゴリー1 で
8.90±1.99、カテゴリー2で 8.01±3.25、カ
テゴリー3 で 3.76±2.12、③治療スケジュ
ールはカテゴリー1 で 6.76±2.67、カテゴ
リー2 で 6.69±2.93、カテゴリー3 で 1.15
±0.75、④就業上配慮に関してはカテゴリ
ー1 で 8.60±2.14、カテゴリー2 で 7.47±
3.48、カテゴリー3 で 0.84±0.56 となって
いた。これらの 4 項目では事業場側からの
情報発信があった群(カテゴリー1、2)となか
った群(カテゴリー3)に有意な差があり、事
業場側からの情報発信があった群の方がよ

り優れた結果となっていた。また、⑥会社

のルールへの配慮の項目では、カテゴリー1
が 8.12±2.48、カテゴリー2が 4.03±3.21、
カテゴリー3が 4.20±2.39と、カテゴリー1
が他カテゴリーより有意により主治医の就

業上配慮が会社の事情やルールについて考

慮されていた。さらに、⑧信頼関係の項目

に関しては、カテゴリー1 で 1.94±1.94 カ
テゴリー2 で 3.92±1.38、カテゴリー3 で
6.59±2.02 と、事業場側からの情報発信が
あった群の方が復職にあたり主治医との信

頼関係を築けており、有意差は無かったも

のの、カテゴリー1の方がカテゴリー2より
主治医との信頼関係を築けている傾向にあ

った。 
 

１．カテゴリー1（事業場側から医療機関側
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に勤務内容に加え、可能な就業配慮に関す

る情報提供が行われた例） 

カテゴリー1 に該当したのは 19 例、その

うち「両立支援パス」使用し復職支援を

行ったものは 7 例であった。以下にカテ

ゴリー1 の事例で復職支援に優位であっ

た点、不利であった点について述べる。 

 

復職支援に際し有利であった点 

・産業医の診断書の満足度 

産業医からの情報提供依頼や質問事項に

ついて主治医からの回答は概ね得られお

り、診断書に対する産業医の満足度は高

かった。カテゴリー1の中でも「両立支援

パス」を使用した例では「様式 3」に記し

ている「今後のスケジュール」「想定され

る急変」「急変時の対応」「避けるべき事

項」の 4 点に関してもほぼ全例で診断書

に記載されていた。アンケートでの以下

のような意見があった。 

「やや短めの診断書ではあったが、最小

限必要なものは得られていた。(事例 2)」 

「情報量や記載の丁寧さに明らかに変化

があった。(事例 4)」 

 

・会社のルールへの配慮・対応可能性 

カテゴリー1の全事例において、事前に社

内のルールや就業配慮の対応可能性につ

いて主治医に伝えることで、対応が不可

能な、現実的ではない配慮の提案をなさ

れることはほぼなかった。特に、事業場

側から就業配慮の例を挙げることで、具

体的な就業配慮の提案が主治医からされ

ていた。例えば適応障害の復職支援で事

業場側から復職後の配置転換の提案がな

され、主治医もその必要性を感じ同意し

た事例があった。 

 なお、アンケートでは以下のような意

見が挙がった。 

「会社側が対応可能な配慮を事前に提示

することで、現実的な配慮が出されたと

思う(事例 4)」 

「考慮の上の配慮だった(事例 24)」 

「専門家としての意見を述べる一方で、

安全配慮義務にも触れた内容の記載をし

ていただけた(事例 25)」 

「産業医からの情報提供依頼時に会社の

事情・ルールについて情報提供したため、

就業措置不要との判断は、十分な考慮の

上と考えたため(事例 17)」 

 

・主治医との信頼関係 

事業場側からの情報発信があると主治医

との信頼関係がより築くことができるこ

とができていた。アンケートでも他カテ

ゴリーと比してより主治医との信頼関係

を築けたと回答があった。理由としては

「丁寧に返書をいただけたから(事例 5)」

「返書の内容が的確で過度の就業配慮を

避けられると思ったから(事例 12)」など

が挙がった。また、「就業制限の要否につ

いて明確な判断と治療状況の十分な情報

をいただいたので今後も連携可能な主治

医と考えた(事例 17)」という意見があり、

主治医の返書に記載されている内容（就

業配慮の内容や必要性、治療内容の記載

の丁寧さ）が信頼し得る主治医かどうか

産業医の判断材料のひとつになっていた。 

また、「どれくらいの配慮をしているか、

情報の扱いについて慎重であることは伝

わったのではないかと思います。（事例 1）」

といった意見があるように主治医も安心

して診断書を書ける環境を作ることがで

きたのではないかというアンケートでの

意見があった。 
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・急変時の対応 
「両立支援パス」の様式③を使用する

ことで急変について、本人と主治医が話

を共有し、事業所も対応を一部追加する

きっかけとなったという事例があった。 
 
復職支援に不利であった点 
・必要以上の情報 
診断書を事業場に提出する場合、病状

や治療スケジュールや予後など詳細な情

報は健康管理部門が必要な情報であって

も人事部門が必ずしも必要というわけで

はなく、同じ診断書の書式を共有すると

必要以上の情報が人事の目に触れてしま

うおそれがある。このことが診断書をど

こまで書くか難しくしていた。例えば膵

体部がんの事例(事例 1)など、予後が比較
的厳しい疾患などは人事の目に触れてし

まうことに配慮し今後の治療スケジュー

ルや予後などを書きづらいとの意見があ

った。 
 
・「両立支援パス」の書式 
「両立支援パス」様式 2 の「復職・就業
配慮に関するご意見伺い書」記入スペー

スに限りがある。（事例 4、事例 31）就労
内容写真掲載に関して社内のルールによ

っては掲載が困難という事例があった。 
 
・配慮について書かれているが曖昧 
主治医側より「重量物運搬（事例 2）」「危
険作業(事例 9)」などの定義がはっきりし
ないような就業配慮に関する言及があっ

た際には事業場側の困惑が見られた。 
 

２．カテゴリー2（事業場側から医療機関側

に勤務内容に関する情報提供が行われたが

可能な就業配慮に関する情報提供がされな

かった例） 

カテゴリー2 に分類されたのは 6 例であ
った。 
以下にカテゴリー1 の事例で復職支援に

優位であった点、不利であった点につい

て述べる。 
復職支援に際し優位であった点 

・就業配慮の対応可能性 

主治医が就業配慮について事業場側に選

択の余地を残す言い回しで記載したこと

により、就業配慮を社内の規定・産業医

の判断で決定することができた例が存在

した。 
「残業禁止の程度が「過度な」と、明確

な時間指定でなかったため、社内規則の

枠内で検討できた。（事例 8）」 
・主治医と事業場側間の信頼関係 
就業配慮の対応可能性について事業場側

から情報提供がなくともある程度の主治

医との信頼関係を築けた事例もあった。 
「返信内容が詳細・丁寧で、困っている

ことに対して的確に焦点を当て書かれて

いたため。（事例 8）」 
 
復職支援に際し不利であった点 
・配慮期間と対応可能性 
配慮内容や配慮期間、対応可能性につい

ては事業場側から医療機関側に情報提供

がない場合、主治医から得た情報を元に

産業医が復職後に本人と面談をし、判断

する必要があった。 
「診断名が主で、治療経過や病態の評価

について情報が少ない。治療スケジュー

ルや要配慮期間は退院後に浮いて特に記

載がなかったので、産業医面談で本人の

状態を確認し、しかるべき時期に産業医

から主治医の意見を求め、得た情報で、

配慮期間が決まっていった。（事例 11）」 
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「「事務職」とのみの記載であったので、

詳細は面談にて確認する必要があった。

（事例 11）」 
 

３．カテゴリー3（事業場側からの情報提供

がされなかった例） 

事業場側から情報提供がなされなかった

事例では医療機関側から診断名のみの診

断書を得ることがほとんどであった。そ

の為治療の副作用などの医学的情報、治

療スケジュール、就業配慮の内容、配慮

期間などの記載はなかった。その為、産

業医の診断書に対する満足度が低く、主

治医との信頼関係を気づきにくい傾向に

あった。 
 
調査２ 
調査１で事例を提供した産業医４名（「両立

支援パス」を使用した産業医２名、使用せ

ずに復職支援を行った産業医２名）に、復

職支援の際の主治医との情報交換について

のグループインタビューを行った。 

インタビューで得られた復職支援に関する

所感を以下の項目ごとにまとめた。 

まずは「両立支援パス」が活用しやすさに

ついて事例を上げて議論した。 
「両立支援パス」書式が活用できる事例 
「両立支援パス」の書式を使用することで

本人と事業場が復職について議論するきっ

かけになったり、話し合った痕跡を書面で

残すことができるとの意見が挙がった。 
・本人が必要以上の配慮を求めるとき、本

人の話に産業医の納得感がない時の証拠書

類には書式が活用できそう。 
・会社担当者の署名は、会社側の同意を書

面として残すうえで有意義である 
・書類の作成の際に合意形成が出来た 
 

「両立支援パス」書式を活用しにくい事例 
休職期間や、既存の復職の方法で復職支援

を行っている場合は「両立支援パス」の書

式を使いづらいとの意見が挙がった。 
・休職期間が短い場合、復職の準備期間が

取れない。 
・ベテラン産業医は既存の書式でうまく復

職支援できている。 
 
次に復職支援支援全般について、医療機関

側から得られる情報が充実する背景、十分

に受け取れない背景について議論した 
医療機関側から得られる情報が充実する背

景 
■疾患の特徴 
精神疾患、身体疾患によって主治医からの

情報の必要度が違うことや、てんかん患者

の自動車運転など主治医にも責任が及ぶ疾

患では主治医からの情報が充実するとの意

見が挙がった。 
・精神疾患は病状と業務遂行能力が大部分

で相関するが、身体疾患はバリエーション

が豊富である。また、急変についての判断

も主治医意見が必要となる点である。 
・疾患によっては情報提供が得やすくなる

傾向がある。てんかんなど、主治医にも責

任が及びうる点で得られる情報が充実する

と考えられる。 
■本人のキャラクター 
支援をうけやすさには患者本人の性格も影

響しているとの意見が挙がった。 
・支援を受けやすいキャラクターである。

他責的、被害者的だと周りも支援しづらい。 
・日本は基本的に支援的だが、すれ違いが

問題を生みやすい。 
■主治医負担の少ない情報提供依頼 
主治医の負担として上がるのは大きく分類

すると「患者を守れるかの不安感」、「主治
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医自身のリスク」、「作業上の多忙感」であ

った。 
「患者を守れるかの不安感」 
主治医の立場からは患者の情報を事業場に

提供することで復職や人事に不利にならな

いかどうか不明であると情報を提供しづら

い。また、事業場側も就業内容を医療機関

側に提供することは企業の情報漏えいにあ

たらないか危惧するという意見が挙がった。

その点、産業医が患者本人に付き添い受診

するなど、主治医と産業医が顔の見える関

係であることである程度解消できる。 
・主治医側に、患者は復帰後、会社側に必

要以上に負担の大きな作業をさせられるの

ではないかという不安感があることで、情

報提供が妨げられたり、過剰な配慮要求が

出たりしうる。 
・先んじた情報提供により、顔が見える産

業医、事業所になることで、主治医が情報

提供するにあたって安心感が与えられる。 
・安心感という点で医療機関調査では人事

の付き添い受診はポジティブな評価であっ

た。付き添いを補完する目的で書式がある

とよい。 
・管理者には両立支援に必要なことが聞け

るマネジメント能力が必要となる。 
・診療現場における操作的診断学では、職

業に関する情報は収集されづらく、現場の

様子をイメージしてもらうのは困難である。 
・本パスにも写真掲載のスペースがあるが、

事業所内写真はセキュリティーの問題で

NGとなりがち。病院管理上での情報の流れ
が事業所側では想像できず、防衛的になる。 
・職場の様子、作業の内容についての動画

集のようなものが現場の想像、安心感のた

めに必要となりうる。 
「主治医自身のリスク」 

就業配慮を行った結果の責任の所在がどこ

になるのかはっきりしない面も主治医が診

療情報提供をしにくい一因となりうる。 
・両立支援の基本はリスクテイキングであ

る 
・会社は情報を得るほど予見可能性があが

り社員を守らざるを得なくなるため、両立

支援は主治医に判断を投げる目的で行えず、

社員を守ることにつながる 
・プロの産業医はリスクをとることを自覚

しているが、産業医がいない、機能してい

ない事業所では会社がその認識を持つ必要

がある 
「作業上の多忙感」 
主治医の時間的負担になりにくい診療情報

提供依頼であることも配慮の必要がある。 
・主治医として文書作成自体は書き慣れて

いる 
・会社における雇用継続のための連携であ

り、会社側は主治医が答えやすいよう配慮

する責務がある。 
 
医療機関側からの情報が十分に受け取るこ

とができない背景 
診療情報提供書のコストの問題と疾病に関

する詳細な情報を含む診療情報提供書の事

業場内での扱い方について問題提起された。 
■コスト 
・診療所登録がない場合、診療情報提供書

の点数がつかないことで返書が返ってこな

いことがある。主治医にも、患者が求めな

い限り書類作成の法的拘束力はない。 
・厚労省ではエビデンスがないことを理由

にお金がつかなかった 
・文書料はだれが持つか。初回は「労働者

自身が働けることを証明する義務」として

労働者が負担。 
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■事業所内情報管理 
・医療機関側からの診断書が、会社側に出

すものと健康管理部門に出すもので別であ

る方が望ましいが、一緒であることも多い。

医療機関側としてはコスト面で診断書でし

か出せない現状がある。 
・疾病性に関わる情報が記載されていても

人事の管理でよいのか不安。 
 
D. 考察 
疾病罹患後に休職し障害を抱えた患者が

復職する際には、事業場側が医療機関と連

携を取り情報を共有することが、より良い

復職支援に繋がることは既知の通りである。

患者が就業に戻る際に産業医や事業者が事

前に話し合ったうえで必要な配慮を検討し

たことをもとに医療者が意見を述べるとい

う「両立支援パス」を開発し今回実際に使

用し、妥当性を評価した。 

「両立支援パス」を使用せずとも「両立

支援パス」と同じ流れで、事業場側が就業

の状況や就業配慮の対応可能性や会社のル

ールなどを医療機関側に情報提供し、それ

を元に主治医が就業配慮などについて意見

を述べるという方式で復職支援を行った事

例が提供された。これらの事例と「両立支

援パス」を使用し復職支援を行った事例を

カテゴリー１とした。そしてカテゴリー2は

勤務内容に関する情報が提供された群、カ

テゴリー3 は情報提供がされなかった群と

した。 

カテゴリー3では、医療機関から病名のみ

記入された診断書を得ていた。カテゴリー3

は事業場側からの情報発信があった群(カ

テゴリー1、2)に比して医学的情報、治療ス

ケジュール、就業上配慮に関して主治医か

らの情報が無いため復職にあたり情報が不

足し、診断書満足度は低かった。 

カテゴリー１と 2 の差は事業場側が就業

の状況や就業配慮の対応可能性や会社のル

ールなどを医療機関側に情報提供したか否

かである。カテゴリー1ではより現実的な配

慮を医療機関側から引き出すことができて

いた。ただ、配慮の内容は主治医から引き

出せたものの、一部「重量物」「危険作業」

など定義がはっきりしない語句を含む配慮

を主治医が求めた場合に困惑も見られた。

しかし、カテゴリー2で具体的すぎない配慮

内容の記載は事業場側の事情に応じて配慮

が検討でき得るという点で逆に有利に働く

こともあった。従って、事業場の事情によ

って医療機関に求める情報のレベルにある

程度差があると考察される。 
また、主治医に情報提供をすることで、

事業場がどのくらいの配慮を考慮している

のか、情報の扱いを慎重に行っていること

を伝えることができ、そのことも主治医か

ら必要十分な情報を引き出すことにつなが

っていると考える。そして主治医の返書に

記載されている内容（就業配慮の内容や必

要性、治療内容の記載の丁寧さ）が信頼し

得る主治医かどうか産業医の判断材料のひ

とつになっており、今後の両立支援を行う

上で連携に繋がるのではないだろうか。 

さらに、産業医が直接主治医に会いに行

く、電話をするなどした例は配慮期間・ル

ール・対応可能性について満足のいく結果

になっており、直接会話をすることが書面

のみのやり取りより細かい配慮に繋がるこ

とを示唆していた。 

この研究の限界としては、「両立支援パス」

の使用を呼びかけたのは産業医科大学産業

医実務研修センターの元教員・元修練医・

現教員・現修練医であり産業医業務を専門

的に行っている産業医たちであり、復職事

例への対応に熟達していると考える。今後、
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専門ではないが産業保健業務を行っている

産業医、また産業医がいないような職場で

も検討をする必要があると考える。 
 
E. 結論 

身体疾患、精神疾患の復職支援において、

事業場側から業務状況を主治医に伝えるこ

とで、産業医側が復職支援に際して必要な

情報を得ることができた。また、さらに就

業配慮検討事項を伝えることで主治医から

現実的な就業配慮を引き出すことができ、

スムーズに復職支援ができた例が多かった。

従って、復職支援の際には事業場側から就

業の状況や就業配慮の対応可能性を主治医

に伝える情報の流れを作ることがスムーズ

な復職支援、両立支援へ繋がる。よって、

復職にあたっては事業場側からの情報発信

がなされるのが望ましい。また、事業場の

健康管理部門の事情によって必要な情報の

量や質に差があったり、休職期間などによ

り事業場側からの情報発信が困難な場合が

あることがわかった。 
専属産業医や常駐している事業場や復職

支援に慣れている産業医がいる事業場では

従来の復職支援の方式で満足度の高い復職

支援ができていた。一方で、当研究で開発

した「両立支援パス」は復職支援に不慣れ

な産業医や事業場、専属の常勤産業医がい

ない事業場で特に有効と考える。 
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カテゴリー別 メリット・デメリット
カテゴリー 項目 メリット デメリット

w１
継続的、というよりも、イベント発生時…となると思いますが、必要な
情報は頂けていると思います。

w9 必要な情報が十分には得られなかった

w２ やや短めの診断書ではあったが、最小限必要なものは得られていた。 w5 重量物搬送という言葉の定義が曖昧だから

w3 全項目に過不足なく記載してくれているから w6 車の運転を控える度合いは曖昧だったから

w17
終業内容を詳細に主治医に伝えたうえで、日常生活や就業上制限すべき
事項がないことを明示して貰ったので

w18 特に不自由は感じなかった

w23 問題は感じなかった

w24 質問に応じてくれた

w25 主治医としての意見が書かれているから

w26 主治医の考えを示していただけたから

w31 丁寧にお返事いただけた

w4 情報量や記載の丁寧さに明らかに変化があった

w12 服薬内容まで記載されているから w1
厳しい疾患の時には、主治医でも本人に伝えていないことがあること
を、産業医は組む必要がある。共有する以上、書けないスケジュール、
見込みもある。

w14 必要な情報が得られたため

w15 こちらからの提案に了承いただいている点で十分

w17 病名や治療経過など十分に記載されていたため

w18
十分記載されていた、現段階ではまだ確定ではないなどのニュアンスも
伝わってきた

w2 やや短めの診断書ではあったが、最小限必要なものは得られていた。

w20 本人の症状について記入いただけていると思うため。

w22 直接聞いたので

w24 書面上の記載は少ないが、他にも電話のやり取りがあったので

w3 きちんと記載されている

w14
治療スケジュールは記載されていないが、「本人↔会社・OP」の情報共
有の中で、必要な情報は得ることが出来たため

w２
記載されているが、全体に対する記載であり、段階的な予想には基づか
ない。

w19 返書がいただけなかったため、評価できません。 w17
今後の治療スケジュールは記載されていなかったため、本人から聴取す
る必要があったため

w2 やや短めの診断書ではあったが、最小限必要なものは得られていた。 w24 本人からも聴取の方が多かった

w20 通院に関する情報がありました。 w6 概ね問題ないが、再発のリスクについては知りたいと感じた

カテゴリー1 診断書の満足度

医学的情報

治療スケジュール
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カテゴリー 項目 メリット デメリット

w12
「重労働以外は可能」との記載だが具体的な内容までは記載されていな
い

w20 本人との解離もあります。「やや配慮しすぎ」かもしれません。

w14
先に会社として実施可能なことを提示し、それについてコメントをいた
だく形式としたため

w5 重量物搬送という言葉の定義が曖昧だから

w15 こちらからの提案に了承いただいている点で十分

w17
終業内容を詳細に主治医に伝えたうえで、日常生活や就業上制限すべき
事項がないことを明示してもらったので

w18 予め就業内容を伝えていたため、必要な配慮は充分記載されていた

w22 直接聞いたから

w23 記載があったので

w24 細かくないがこちらとしては十分

w3 主治医から見た配慮が確認できたから

w31 現状勤務の様子まで理解してくれた印象

w15 こちらからの提案に了承いただいている点で十分 w12
治療スケジュールは記載されているが、配慮が必要な期間とは明示がな
い

w17
就業制限が必要でない期間の記載はなかったが、体調や治療に変化があ
れば再度情報のやり取りが可能なため

w2
記載されているが、全体に対する記載であり、段階的な予想には基づか
ない。

w20 会社側との状況を考え妥当な記入をされていると思います。

w14 先に会社として実施可能なことを提示したため。

w15 こちらからの提案に了承いただいている点で十分

w17
産業医からの情報提供依頼時に会社の事情・ルールについて情報提供し
たため、就業措置不要との判断は、十分な考慮の上と考えたため

w18 会社の事情をあまり考えずに、主治医に判断してもらったのが良かった

w20 かなりご理解いただけていると思います。

w22 産業医から説明し、主治医の説明に答えたから

w24 考慮の上の配慮だった

w25
専門家としての意見を述べる一方で、安全配慮義務にも触れた内容の記
載をしていただけた

w3 文書に記載前に、口頭にてすり合わせが出来たから

カテゴリー1 就業配慮内容

就業配慮期間

会社のルール
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カテゴリー 項目 メリット デメリット

w14 先に会社として実施可能なことを提示したため。 w20 年休消化については、あまり付与されず難しい点があります。

w15 当初現実的でなかったが、最終的には現実的

w17
産業医からの情報提供依頼時に会社の事情・ルールについて情報提供し
たため、就業措置不要との判断は、十分な考慮の上と考えたため

w22 現実的に対応できる範囲を説明していたから

w23 こちらからも例として挙げていたので

w24 職場も理解があった

w3 文書に記載前に、口頭にてすり合わせが出来たから

w4
会社側が対応可能な配慮を事前に提示することで、現実的な配慮が出さ
れたと思う

w1
継続的、というよりも、イベント発生時…となると思いますが、必要な
情報は頂けていると思います。

w12 主治医のレスポンスがよく、疾患としても比較的稀であるため

w2 特に悪化時には共有したいと思える状況だった。

w20 丁寧に記入いただいた主治医だと思いました。

w25 今でもこまめに情報共有をしている

w3 文書に記載はないが、口頭で情報共有できたから

信頼関係
w1

どれくらいの配慮をしているか、情報の扱いについて慎重であることは
伝わったのではないかと思います。

w12 返書の内容が的確で過度の就業配慮を避けられると思ったから

w14
社員より、主治医が産業医を信頼しているとの報告を受けていたし、私
も手紙やTELを通じて丁寧に情報をくださるDr.と思っていたため

w15 面談結果報告書を全面的に受け入れて下さっている

w17
就業制限の要否について明確な判断と治療状況の十分な情報をいただい
たので今後も連携可能な主治医と考えた

w18 ある程度築けたと思う

w19 どのようなやり取りができるタイプの先生なのかわからなかったため

w2 特に悪化時には共有したいと思える状況だった。

w20 情報共有についてはできる関係を築けたと思いました.

w22 産業医の元上司、元職場だから

w3 産業医の立場を理解してもらえたから

カテゴリー1

対応可能性

対応可能性

今後の連携
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カテゴリー 項目 メリット デメリット
w5 丁寧に返書をいただけたから

w6 単発のやり取りであり、信頼関係の構築の感触はなし

w１
どれくらいの配慮をしているか、情報の扱いについて慎重であることは
伝わったのではないかと思います。

w１
様式③により、一定量、急変について、本人と主治医が話を共有し、事
業所も対応を一部追加するきっかけとなった。

w４ 本人に自署の署名をしてもらう所で心理的障壁があった印象

w22
産業医が直接主治医に会いに行く、電話をするなどした例は配慮期間・
ルール・対応可能性について満足のいく結果になった。

カテゴリー1 信頼関係

その他
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カテゴリー 項目 メリット デメリット

w21 詳細に書いてあったので w11
当社の業務の特殊性を詳細に確認する必要がある。診断名が主で、治療
経過や病態の評価について情報が少ない。

w27
過去の治療経過、現在の状況、今後のスケジュール等、詳しく記載され
ている

w7
病名以外の復職条件や療養期間などの詳細については、会社が用意する
別紙に詳細に書かれている為。

w21 検査データも送ってくれたので w11
当社の業務の特殊性を詳細に確認する必要がある。診断名が主で、治療
経過や病態の評価について情報が少ない。

w7
病名以外の復職条件や療養期間などの詳細については、会社が用意する
別紙に詳細に書かれている為。

w8
病名以外の復職条件や療養期間などの詳細については、会社が用意する
別紙に詳細に書かれている為。

w21 経過も記載されていた w11
本件については、リハビリメニューや経過も知りたかった。(本人申告の
み)

w7 本人から聞けば事足りる為。

w8 本人から聞けば事足りる為。

w11 問い合わせ(情報提供依頼)後の返信は満足している。

w21 記載されていた

w7
「診断書」事態には書かれていないが、会社が用意する別紙に詳細に書
かれている為問題ない。

w8
「診断書」事態には書かれていないが、会社が用意する別紙に詳細に書
かれている為問題ない。

w21 明確に書いていないが、内容から推察できる w11

当社の業務の特殊性を詳細に確認する必要がある。診断名が主で、治療
経過や病態の評価について情報が少ない。治療スケジュールや要配慮期
間は退院後に浮いて特に記載がなかったので、産業医面談で本人の状態
を確認し、しかるべき時期に産業医から主治医の意見を求め、得た情報
で、配慮期間が決まっていった。

w7
書かれていないが、就業配慮の期間は会社の制度によって違うし、どれ
くらいの配慮が適切という根拠もないため、主治医に記載いただく意義
を感じないから。

w27
期間は記載されていないが、治療の性質上、⾧期にわたることが考えら
れ、やむを得ないと思う

w8
書かれていないが、就業配慮の期間は会社の制度によって違うし、どれ
くらいの配慮が適切という根拠もないため、主治医に記載いただく意義
を感じないから。

医学的情報

治療スケジュール

就業配慮内容

就業配慮期間

カテゴリー２ 診断書の満足度
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項目 メリット デメリット
w11 問い合わせまでは、考慮されていない。

w21
ケースを意識していた分ではないと思うが、少なくとも今回のケースに
ついては影響の少ない範囲だった

w7
なされていないが、社内の事情・ルールを主治医が知る由もないし、説
明文を主治医に提出するにしても従業員の就業形態がここによってさま
ざまなため難しく、主治医に考慮いただく意義を感じない。

w8
なされていないが、社内の事情・ルールを主治医が知る由もないし、説
明文を主治医に提出するにしても従業員の就業形態がここによってさま
ざまなため難しく、主治医に考慮いただく意義を感じない。

w16 就業上の配慮について特にご意見はないとのことでした。 w11
本件については、日常生活レベルが可能であったので、その範囲で配慮
事項を検討した。ただし、「事務職」とのみの記載であったので、詳細
は面談にて確認する必要があった。

w27
デスクワーク、過度な負担を避ける等は、元の職場で十分対応可能だっ
た

w7
残業禁止の程度が「控える」と、明確な時間指定でなかったため、社内
規則の枠内で検討できた。

w8
残業禁止の程度が「過度な」と、明確な時間指定でなかったため、社内
規則の枠内で検討できた。

w11
身体疾患(外傷)であったので、ある程度経過が予測できた。何か不測の
事態が発生した時には、情報を共有したいと思っていた。

w7
主治医に問題を感じているわけではないが、単純に必要時以外に主治医
とやり取りする必要性を感じない。

w21 必要なことは記載してくれていた w8
主治医に問題を感じているわけではないが、単純に必要時以外に主治医
とやり取りする必要性を感じない。

w27 今後も⾧期の治療の中で、必要に応じて連携を取りたい

w11
よくわからない。情報を得た後は、簡素なお礼状を出しているが、それ
に対して、どのような反応を先方が持っているのか不明。

w21 相手がどう思っているかはわからない

w27 主治医からも会社が配慮を検討することについて

w8
返信内容が詳細・丁寧で、困っていることに対して的確に焦点を当て書
かれていたため。

対応可能性

今後の連携

信頼関係

会社のルール
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カテゴリー 項目 メリット デメリット

w10
診断名および休養の要否と期間のみであり、治療内容が全く記されてい
ない。

w13 必要最低限の記載内容であるため

w28 回復の程度や副作用などの体調と今後の治療状況が分からない

w29 回復の程度や今後の治療状況が分からない

w30
復職可能日が記載されていない。回復の程度や今後の治療状況が分から
ない。

w10
診断名および休養の要否と期間のみであり、治療内容が全く記されてい
ない。

w13 服薬内容についての記載はない

w28 病名と治療法はわかる。副作用も含めた体調面が分からない。

w29 主治医がどういった疾患を想定しているのかがわからない

w30 不眠症の原因となっている疾患の有無等について不明

w10 休養期間のみ。

w13
入院期間は記載されているが、退院後の治療スケジュールについて記載
がない

w28 現在の治療法はわかるが、今後のスケジュールが分からない

w29 まったく記載なし

w30 まったく記載なし

w10 当社指定の書式に対し、選択肢の選択はあった。詳細な記載はない。 w10 当社指定の書式に対し、選択肢の選択はあった。詳細な記載はない。

w13 具体的に配慮が必要な内容の記載はないため

w28 終業内容に関しては記載なし

w29 まったく記載なし

w30 まったく記載なし

w10 まったく記載されていない。

w13 退院後の治療に関する記載はない

w28 終業内容に関しては記載なし

w29 まったく記載なし

w30 まったく記載なし

w13
具体的な配慮内容の記載はないため、会社の事情に応じて配慮を検討で
きる

w28
休職前の業務からは特別な就業配慮は不要と考えられ、主治医からの意
見もなかった

w29
会社のルール上不可能な配慮は求められなかったが、考慮されたのかは
不明

w30
会社のルール上不可能な配慮は求められなかったが、考慮されたのかは
不明

w10 超勤制限のみであれば十分対応可能。 w28
休職前の業務からは特別な就業配慮は不要と考えられ、主治医からの意
見もなかった

w29
休業前より産業医と人事が介入し配慮する予定であったものと相違な
かった

w30 復職すること以外に求められた事項はなかったため可能であった。

項目 メリット デメリット

w13 必要があれば情報共有したい w10

当該社員の不調の背景を承知しているのか全く不明であり、また復帰前
に通院・内服治療が終了となっていた。本人は症状は消失しているも、
生活リズムは整っておらず、生活リズムの回復、職場復帰まで経過を追
わない医療機関であり、転院を勧めたい。

w28 治療状況については主治医と情報共有することが必要だと思う

w29 服薬状況や主治医の見解等の情報を共有したい

w30 内服薬の確認はご本人を通じて行っていきたい

カテゴリー３

カテゴリー３

治療スケジュール

就業配慮

配慮期間

会社のルール

対応可能性

今後の連携

診断書の満足度

医学的情報
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w28 本人と面談をした限りでは妥当な判断であろうと感じた w13 必要最小限の記載内容であり、信頼関係まではよくわからない

w29 不信感を抱いた点はなかったが、特別信頼関係も築けたわけでもない

w30 不信感を抱いた点はなかったが、特別信頼関係も築けたわけでもない

信頼関係

－348－
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*	

fig1.産業医アンケート結果	
*有意差あり	
診断書満足度、医学情報、就業上配慮、会社ルール、フォロー(今後の連

携)、信頼関係の項目は当分散性があったためBonferroni検定を行った。
また、治療スケジュール、配慮期間の項目については当分散性が無かった

ためGames-Howell検定を行った。	
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立石 清一郎 産業医科大学・産業医実務研修センター講師 

塚田 順一  産業医科大学・血液内科教授 

安部 治彦  産業医科大学・不整脈先端治療学教授 

佐伯 覚  産業医科大学・リハビリテーション医学教授 

藤野 昭宏 産業医科大学・医学概論教授 

森 晃爾 産業医科大学・産業保健経営学教授 

高橋 都 国立がん研究センター・がんサバイバーシップ支援部 
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労災疾病臨床研究事業費補助金研究  

分担研究報告書 
両立支援のための情報共有様式およびガイドの作成 

 

 
研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・血液内科 教授  塚田 順一 

産業医科大学・不整脈先端治療学 教授 安部 治彦 

産業医科大学・リハビリテーション医学 教授 佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論 教授 藤野 昭宏 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

国立がんセンター・がんサバイバーシップ支援部 部長 高橋 都 

研究要旨 

【目的】治療と就業の両立支援を行うための治療医と職場の情報共有について、治療医調査による

と「下手に情報を出すと患者に不利益となるから出せない」「そもそも産業医とコミュニケーションをと

るほど産業医の顔が見えたためしがない」という情報が挙げられた。一方で、職場調査によると、

「治療医からの情報は医療という一方通行でわかりにくい」「職場の現状を理解せずに思い付きの

就業配慮の要請が出る」など現状で両者の情報をつなぐには大きな壁が存在している。これらを解

決するために、必要なツールの在り方について検討する。 
【方法】 両立支援ツールを作成するにあたり、これまでの研究分担報告書である、「各科主治医イ

ンタビュー調査」、「患者インタビュー調査」、「職域調査」を参照のうえ、産業保健を専門職によるツ

ールである両立支援パス使用ガイド α 案を作成した。作成されたツールを研究班メンバー（産業保
健専門 5名、臨床専門家 15名、倫理専門家 1名）で 2回集まり改善点や問題点を議論し β版を
開発した。β版は事業所側、医療機関側で介入調査を実施し、妥当性を評価した。 
【結果および考察】α 版では、治療医は業務の内容が分からないので意見を述べようがない、職域
は医療情報が不足しているため必要な配慮が分からない、という意見から、ギャップを埋めるため

には本人を中心とした対応以外で解決することは難しいと判断した。合理的配慮の考え方を盛り込

んだ『本人の申し出に基づき必要な配慮を職場で検討の上、職場から主治医にポイントを絞った情

報提供を依頼する』手順の α版を作成した。 
β 版作製の議論では、「職場からの依頼では本人に利益か不利益かわからない」、「主治医に会

社のリスクを押し付けられているようで書きづらい」、「主治医側にインセンティブがなさすぎる」という

意見から、『本人と事業者が就労を継続するために必要な配慮を話し合ったうえで、「本人及び事

業者の連名で、配慮事項の内容について意見を求める』手順を加えたβ版を作成した。β版につい
て日本産業衛生学会専門医を集めたグループディスカッションと、β 版使用のモデル調査を実施し
た。 
【結論】職域、治療医両者が使いやすい連携パスを作るために本研究班の意見を統合し両立支援

パスを作成した。 
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研究協力者 
岡田 岳大   産業医科大学 産業医実務研修センター 
原田 有理沙   産業医科大学 産業医実務研修センター 
横山 麻衣 産業医科大学 産業医実務研修センター 
永尾 保 産業医科大学 産業医実務研修センター 
大橋 りえ 産業医科大学 産業医実務研修センター 
山口 享宏 産業医科大学 血液内科 
北村 典章 産業医科大学 血液内科 
河野 律子 産業医科大学 不整脈先端治療学 
荻ノ沢 泰司 産業医科大学 第２内科 
大江 学治 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
林 克英 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
高橋 正雄 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
加藤 徳明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
伊藤 英明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
白石 純一郎 産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 
二宮 正樹 産業医科大学 リハビリテーション医学 
杉本 香苗 産業医科大学 リハビリテーション医学 
 

A. 研究目的 
 治療と就業の両立支援を行うための治療

医と職場の情報共有について模索している。 
 類似の取り組みとして英国フィットノー

トがある。フィットノートは治療を担当し

ている家庭医が本人の病状に則した働き方

を職場側に提案し、それをもとに職場と本

人が話し合って雇用を継続するために必要

な配慮を検討する仕組みである。フィット

ノートで記載された配慮事項はあくまでも

参考意見で事業者と本人が話し合って合意

事項を決めるという仕組みである。わが国

の治療医の診断書をベースとした復職とは、

以下の点で大きな相違点が存在している。 
1. 英国では雇用契約について、明確に記
載されている Job description (職務
規定書)が存在し、雇用契約を履行で
きるかという判断を事業者側が慣れ

ていること。 

2. 英国では障害者差別禁止法により「病
気があるというだけでの解雇」を事業

者側に禁じている。 
3. 一定の順を満たした場合、事業者は労
働者に対して Statutory Sick Pay（法
定傷病手当）を 28週にわたり支給す
る必要があるので少しでも Work 
ability があるものについては業務に
ついてもらいたいというモチベーシ

ョンが存在する。 
4. 英国では家庭医がフィットノートを
記載するので本人や地域、家庭、職場

の置かれている状況について一定程

度の理解を持ったうえで業務と治療

状況を勘案した内容で記載すること

が可能である。一方で日本では家庭医

機能は脆弱で、現状では各科の専門医

が記載することになっているので労

働事情を踏まえない医学的な一方的
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な情報提供になっている。 
5. フィットノートが法律で規定されて
おり記載内容について家庭医に責任

が追わないように制度化されている

ので家庭医が安心して記載すること

ができる。 
6. 家庭医は労働者が健康な状態で労働
をしていると地域での健康管理がう

まくいっていることで結果的にイン

センティブにつながるので家庭医側

にも適切な情報提供を行うモチベー

ションが存在する。 
このように、背景・制度が違う国の仕組

みをそのまま取り入れようとしてもあまり

うまくいかない可能性が高い。我が国なら

ではの事情を鑑みたうえで適切な情報共有

ツールを作成することが重要である。 
本研究班の治療医調査で治療と仕事の両

立支援を阻害している条件は以下のようで

あった。 
 医学的な正確情報を出すと患者に不
利益となるからあいまいな情報しか

出せない 
 そもそも産業医とコミュニケーショ
ンをとるほど産業医の顔が見えたた

めしがない（特に嘱託産業医） 
 主治医が会社の相談窓口に問い合わ
せるだけの時間的余裕がない 

 主治医には会社の雇用関係や就業規
則などを把握しようがなく実態に合

った意見を述べることが困難 
 仕事の情報が会社から入ってくるこ
とはない 

 仕事の情報は患者に頼るしかなくど
の程度の業務上の負担か、どの程度の

危険があるかを判断することは困難 
 患者の求める情報以外は出せない 
 主治医は患者と診療契約を結んでお

り患者の利益を最大限に考えるため、

信頼できない会社に情報を提供する

ことは現状では困難。 
 情報のやり取りがあったとしても１
回きりでその後の就業配慮変更など

の意見を求められたことは皆無であ

る。 
 診断書に記載した内容がどのように
取り扱われているか主治医側から見

えづらく、意見した就業配慮が実際に

なされていることの報告がないため

不安を覚える 
 職場（産業医）が必要としている情報
が何かわからない 

 詳細な病状報告をすると大げさにと
らえられることがあり復職できなく

なることがある。 
よって、情報共有ツールが機能するため

の条件は①主治医が安心して情報を提供で

きる、②お互いの信頼関係が得られるよう

に工夫する、③会社の状況をわかりやすく

伝えられるようにする、という要素が必要

である。 
一方で、職場調査での阻害要因は以下の

ようであった。 
 明らかに就業困難な体力であっても
就業可能という診断書が出されるこ

とがある 
 治療医からの情報は医療情報が就業
にとって不要な情報、時に就業を困難

にさせる情報も含まれている 
 職場の現状を理解せずに思い付きの
就業配慮の要請が出る 

 不可能な配置転換の言及 
 配慮について原因となる病状の説明
がないので配慮する際の困難が生じ

る 
 そもそも、労働者すら希望していない
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配慮を要請されることがある 
 字が汚すぎて読めない 
 休職期間を無視した要休養の診断書 
このように、現状で両者の情報をつなぐ

には、情報共有するツールがない現状では

大きな壁が存在しているといえる。これら

を解決するための書式や考え方の整理が必

要であり、必要なツールの在り方について

検討する。 
 
B. 研究方法 
【α版の作成】 
 両立支援ツールを作成するにあたり、こ

れまでの研究分担報告書である、「各科主治

医インタビュー調査」、「患者インタビュー

調査」、「職域調査」を参照のうえ、産業保

健を専門とする 4 名（ST、TA、AR、MY）
で議論をして、両立支援パス使用ガイド（パ

スガイド）α版を作成した。 
【β版の作成】 
作成された α版を本研究班メンバー20名

（専門：産業保健；5 名、臨床；15 名、倫
理；1名）で議論した。2回集まり改善点や
問題点を議論し、パスガイド β 版を開発し
た。 

 
【β版の妥当性調査】 
パスガイドの手順が一般に用いられるた

めには、事業場側の人事労務担当者、産業

保健スタッフに加えて、多くの労働者に周

知されることが必要である。しかし現実的

には、すべての関係者に周知することは困

難であり、医療機関側からの働きかけも重

要となる。 
そこで、β 版の妥当性を検討するために、

①事業場における新たな「両立支援パス」

の利用によって収集される就業配慮に必要

な情報の質的・量的な評価および②産業医

科大学病院・産業医科大学若松病院等で復

職を考えている患者に対する利用の呼びか

けとその後の情報の経緯を評価することに

よって医療機関側からの働きかけの妥当性

の検討を行った。詳細は別頁分担研究報告

書「事業所側調査」「医療機関側調査」にて

それぞれ報告する。 
 

C. 研究結果 
【α版について】 
まず、治療医と職場の情報共有の阻害す

る論点を整理することから始めた。最初に

議論したことは起点をどこにするかという

点である。 
～主治医起点のアプローチについて～ 
まず、大前提として主治医が職場のこと

が分からない（分かりようがない）という

ことが存在する。よって、職務適性の判断

は通常、健康と就業のフィットの状態を判

断する。よって、就業状況が分からない限

りフィットさせるための就業配慮を検討す

ることは不可能であると判断した。 
次に、労働者が主治医に業務の情報を伝

えられるか、という点を検討した。主治医

は様々な点から時間が取れないという意見

が述べられている。また、復職の診断書は

外来患者の場合、多くは外来診療時間外に

記載するとの意見があった。よって、労働

者が業務の内容を外来等で伝えるというこ

とは現実的でないと判断した。 
よって、職場と治療医の適切な情報共有

という観点で考えると主治医起点では職場

の状況を理解しがたいので情報の過不足が

生じる可能性があるということで意見が一

致した。 
～職場起点のアプローチについて～ 
 職場起点の場合、まず的確に症状を確認

することができるのかという議論になった。
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職場の上司や人事は専門家でないので聞く

ことは難しいと思われた。それを代替する

手段として産業医がいることや『疾病ごと

の症状集』が存在したら可能になると議論

された。 
また、復職する際には必ず本人がいるの

で、自分の症状は分かるはずで、直接本人

から聴取すれば確実にわかるという議論に

なった。しかしながら、患者インタビュー

の全文を確認したが、自らの症状をオープ

ンクエスチョンで聴取してもうまく表現で

きる患者はあまりいなかったという状況を

鑑みても、少なくとも職場が起点とする場

合には『疾病ごとの症状集』は必須である

と考えられた。また、圧迫的に聴取するこ

とで症状を隠すこともありうるので「就業

配慮を実施するため」という目的を明確に

して症状を聴取する必要性も言及された。 
次に、業務の内容について把握について

検討した。当然のことながら職場は仕事の

ことはよくわかっているので問題ないと判

断した。就業配慮を検討するときに、負荷

の高い業務や危険な業務をどの程度同定で

きるかがカギであると考えられた。 
最後に症状と業務の適合について職場が

検討できるのかという点に議論を映した。

これについてはこれまでの情報をもとに職

場と本人が話し合うという合理的配慮（労

働者が症状を背景に就業困難性が発生した

場合、困難性を解決するために自らの望む

配慮を申し出る配慮）を検討することで解

決が図られると考えられた。ただし、これ

は医学的な背景がないものなのでこの配慮

そのものを医療者に確認の上承認をもらう

プロセスが必要ではないかという議論がな

された。 
以上のような観点から本研究班が目指す

両立支援パス：『職場と医療が適切に情報共

有したうえで本人の就業配慮を検討し実施

する』という観点に立った場合、職場起点

のほうがその目的を達しやすいと産業保健

グループの検討では結論付けられた。作成

された情報共有ツールの一部を巻末に示す。 
【β版について：検討 1】 
 事前の検討をもとに作成されたパスガイ

ド α 版を研究班会議で提示した。挙げられ
た改善に関する意見の以下に示す。 
 信頼関係に関する議論 

 会社が悪用する可能性がある。同意
欄があるが書かされている可能性

もある。差出人は本人と会社側、産

業保健スタッフの連名とするほう

が自然ではないか 
 就業配慮を検討することにのみ使
用する会社の協力姿勢がはっきり

と分かるようになる。 
 治療医が安心してコメントをすること
ができる環境整備に関する議論 
 主治医は本人と診療契約を結んで
おり会社に対して責を負っていな

いので例えば自動車運転してもい

いのかといわれても困る。責任は常

に事業者の側にあり 
 起点に関する議論 

 まず本人と職場で配慮について話
し合ってもらい、規定の書式に「会

社と話し合った内容でこうなりま

したがどうでしょうか？」という伺

いを主治医に提示する、という流れ

を作る。 
 治療医のインセンティブに関する議論 

 現状の診療情報提供書では文書作
成料がもらえない。主治医からの返

書は「復職診断書」として書けば解

決するのではないか 
 これらの意見が得られたので各項目につ
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いて修正を加えたパスガイドα2版を作成し
た。α2版の要点は以下のとおりである。 
 両立支援パスの目的：疾患・内部障害を
有した後に、復職後も働きやすい職場を

目指し、患者・主治医・職場間で必要十

分な情報をやり取りし共有できる。 
 パスの流れ 
≪書式）復職・就業配慮願い：本人と職

場が話し合う≫ 
 本人からの申し出からスタートす
る。 

 安全配慮義務が発生する高負荷・危
険業務について検討する。 

 職場で受け入れできるか、どのよう
な配慮ができるか、両者で合意形成

する。 
≪書式）復職就業配慮伺い書：本人と上

司で記載する≫ 
 本人と職場との合意を基に、連名で、
主治医に意見を確認する。 

≪書式）診断書：主治医が記載する≫ 
 復職就業配慮伺い書の情報を基に、
配慮に対して返答をする。 

 配慮の期間、再評価の時期を明示す
ることでフォローを継続する。 

上記パスガイド α2版について 2事例のト
ライアルを実施した。 
～事例１～ 
概要：30代 女性 胃がんステージⅠA全摘
出術後、パート勤務事務作業。上司・保健

師・産業医とともに復職前面談。ダンピン

グ症候群が就業に影響を及ぼす可能性があ

り。業務可能か見定めるため段階的復職と

して 2 週間の短時間勤務ののちフルタイム
復職を職場側から主治医に提案。主治医か

らはその復職で問題ないと追認が得られた。 
～事例２～ 
50 代 男性 拡張型心筋症および心房細動ア

ブレーション後。工事補修業務。溶接・ガ

ス切断・グラインダ作業の危険・有害作業

があり。暑熱寒冷作業や深夜作業があるの

みならず身体強度の高い作業あり。持続す

る頻拍のためアブレーションを実施。復職

前の上司・産業医面談でカテーテル刺入部

からの出血、心不全の悪化、致死性不整脈

のリスクを想定して 2 週間の 2 時間短時間
勤務からフルタイムへの段階的復職を主治

医に提案。主治医はリスクの医学的評価を

職場に返し職場の側で最終的な復職合意が

なされた。 
2事例とも本人・職場をヒアリングした結果、
復職に納得感が得られたと聴取された。 
【β版について：検討２】 
 α2版の説明と 2つの事例を提示したうえ
で、研究班会議にて再度の議論を行った。

その際得られた意見を以下に示す。 
≪復職配慮伺い書について≫ 
 トライアルのように、困り事や会社とし
て何が知りたいかが具体的に記載され

ていると、主治医は返書を書きやすい 
 本人の働く現場の写真が一枚あると、主
治医は作業内容や状況を想像しやすい 

 「雇用形態」については、事例 1のよう
に復職時期が雇用継続に関わるなど、必

要な場合のみ記載するオプションとす

るがよい。 
 不要な周辺情報があると、主治医の純粋
な医学的判断に影響がある場合がある。 

 「主治医のご意見を参考にし、就業配慮
を検討・決定します」の趣旨を明記する。 

 就業可否の最終判断は会社側にあるこ
とを強調すると、主治医の心的負荷が軽

減され、ツールが広く使用されやすくな

る 
 「甲・乙」という表現に医療者は違和感
がある 
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≪診断書について≫ 
 期限は、日にちを明示するのみでなく、
期間でも記載できるようにする方が良

い（治療内容によっては、運転制限の期

間等、作業の禁止期間が決まっている） 
 記入欄により自由度が欲しい。あるいは
既存の診断書でもよい旨を強調する 

 例をもう少しほしい 
 法的禁止事項や、作業が明らかに病態進
行に影響するといった医学的に許容さ

れない事項以外に関して、主治医が就業

「不可」とすることはできない。主治医

に責任転嫁することなく事業者が決め

るべきである 
 診断書の内容は本人宛に発行：本人が見
ても問題ないものであるべきである 

 本ツールの主治医意見書は、他の診断
書・手紙同様、外来中の記載は困難であ

り患者が目の前にいない状況で記載す

ることを想定しておいたほうが良い。現

在、多くの診断書は患者が後日病院に取

りに来る 
 診断書・意見書の返信については、職場
側も柔軟対応にできるよう検討する。 

≪その他について≫ 
 診断書後の会社側からの返書も必要で
はないか。会社が実際に実施した配慮と

配慮期間を明示すると、次回のフォロー

が行いやすいし信頼感も向上する 
 会社から主治医への返書についても、本
人を介して受け渡しをした方が、互いに

不信感を持ちにくい。 
 （上記 2点を踏まえ）フォローアップ用
の書式があった方が良い。 

 パス使用時の費用や事務処理的な手続
きについて、ツール内に明示した方が良

い 
 産業医と主治医の直接のコミュニケー

ションがあった方がさらに良いが、それ

を求めればお互いの負荷が増える。 
 これらの意見を参考に修正した情報共有

ツールを β版として本文末に示す。 
 
【β版の妥当性調査】 
詳細は別頁分担研究報告書「事業所側調

査」「医療機関側調査」においてそれぞれ報

告した。 
2つに報告書に示した手順でもって、事業所
側、医療機関側におけるβ版使用による両

立支援の妥当性を調査した。それぞれのサ

マリーを以下に示す。 
 
＜事業場側調査サマリー＞ 
[方法] 
調査 1：介入調査 
産業医科大学産業医実務研修センター元教

員・元修練医・現教員・現修練医である現

役産業医を対象に、前向き介入研究を行っ

た。病気療養による休職からの復職、また

は新たな就業配慮を要する労働者について、

対象者は「両立支援パス」を使用する「介

入群」、使用せずに現行通りの方法で復職支

援をする「対照群」に自己選択による割り

付けを行った。両群共に復職した事例の診

断書、復職に使用した診療情報提供書など

を収集した。記載されている情報について、

就業配慮の判断に役立つ情報を質的に分析

した。また、主治医から発行された診断書

の記載内容について、産業医の満足度を

Visual Analog Scale(VAS)を用いて測定、分
析した。 
調査 2：グループインタビュー 
調査 1 で事例を提供した産業医４名（介入
群２名、対照群２名）に、復職支援の際の

主治医との情報交換についてのグループイ

ンタビューを行い、「両立支援パス」の使用
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感、「両立支援パス」が有効に利用できうる

事例などについて聴取した。 
[結果] 
調査 1：介入群、対象群問わず、事業場側か
らの情報発信があった事例については、就

業配慮に関する意見や就業配慮の期間など

が主治医から得られており、産業医による

診断書への満足度が高かった。また、事業

場から勤務内容に加え、可能な就業配慮の

対応の情報発信があった群では、対応可能

な現実的な就業配慮の意見が主治医から得

られていた。 
調査 2：「両立支援パス」の利用により、事
業者と労働者が復職について話し合いの場

を持てるという利点があった。一方で休職

期間が短い場合や、既存の復職の方法で復

職支援を行っている場合は「両立支援パス」

の書式を使いづらいとの意見が挙がった。

また復職に際し「患者のキャラクター」、「主

治医の負担」などの要素が復職に影響する

という意見が聴取された。 
 
＜医療機関側調査サマリー＞ 
【方法】平成 28年 7月～平成 29年 1月の
6ヶ月間に、産業医科大学病院の血液内科・
リハビリテーション科・循環器内科を受診

中の患者で、患者から復職、または新たな

就業配慮に関する主治医意見を要望した患

者を対象に、「両立支援パス」を主治医から

提示した。復職または新たな就業配慮の下

の就労がなされた段階で、主治医は、パス

が利用できたかどうか、事業場で得られた

協力や、患者が考えるパス利用の課題など

を患者から聴取し、所定の様式に記録した。

研究班メンバーによって、質的に分析を行

い、パスの妥当性、有効に利用できる背景

などを評価した。 
【結果】参加を呼びかけた中から 4 例の事

例を得た。そのうち、「両立支援パス」を使

用して復職に至ったのは 2 例であった。こ
の 2 例では、患者、職場、主治医の良好な
連携が得られ、適正な就業配慮のもと復職

を行うことができており、患者の満足度は

高かった。一方、他 2例に関しては、「両立
支援パス」が利用されなかった。このうち 1
例は職場-労働者間の問題で利用が困難であ
り、もう 1 例については職場のシステムの
事情で利用が困難であった。 
 
妥当性については事業所側においてはどの

ような書式を使った場合においても先に事

業者側から医療職に向けて仕事の情報や就

業配慮の内容などを提案しているものにつ

いて満足度の高い結果が得られている。一

方で医療職側の調査では 4 事例しか収集さ
れず医療職側からの介入の難しさが浮き彫

りとなった。 
 
D. 考察 
「治療と就労の両立支援」は、立場によ

ってとらえられ方や、果たすべき役割が

様々である。現状として、職場が医療機関

側へ情報提供を求めるケースは多くなって

きた一方で、職場側が自ら作業場や就労の

様子などについての情報提供を行っている

ケースは少ないという問題点がある。今回

調査の結果から、職場の労働衛生体制が機

能している、職場-労働者間の関係性が良好
である場合においては、職場側から医療機

関側に対してコミュニケーションをとるこ

とが、両立支援上必要な情報を得やすいと

いうことが分かった。本ツールは、情報の

やり取りの手順が提示されていること、提

供すべき情報、得たい情報について記載し

やすくなっていることから、上記のような

場合において有効に利用できると言える。
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今回作成した両立支援パスを使用すること

で、本人と職場で思いを共有する場を設け

るきっかけとなり、また職場の両立支援を

行う上での責任や役割を認識する機会とな

るであろう。本人と職場の関係性が、思い

を共有する程度に良好であること、また職

場が本人の治療と就労継続の両立を支援す

る立場に立っていることが主治医に伝わる

ことで、主治医としても安心して、必要な

情報を過不足なく職場に提供することが出

来るであろう。 
医療職側からの介入については、今回調

査においては、職場-労働者間の関係が良好
でない場合、職場システム上融通が利かな

い場合が利用困難なケースとして挙がった。

パスが有効に利用できる背景の正確な評価

のためには、さらなる介入が必要である。 
 
E. 結論 
 職域、治療医両者が使いやすい連携パス

を作るために本研究班の意見を統合しパス

ガイドを作成した。治療と就労継続の両立

を目指す労働者の支援となることが期待で

きる。 
 
F．参考文献 
なし 
 
G. 研究発表 
なし 
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身体疾患（あるいは内部障害）を有しながら働く従業員が、
「仕事と治療を両立させる」ために必要な就業配慮を検討する
ためには、事業者または職場の上司などに対して、病状や治療
状況、業務上の注意事項等についての医学的情報や意見が主治
医より提供される必要があります。
当研究班では、従業員（患者）・職場・主治医の３者が

関わる「就労と治療の両立支援パス」を開発しました。

両立支援パスの目的は、

「従業員(患者)・職場・主治医３者における情報交換」
です。

また、この両立支援パスは、

「両立支援に必要な情報のみを共有すること」
を目標としています。

就業配慮の検討に不必要な情報（詳しい病状等）は、共有さ
れるべきではありません。

両立支援パスの目的1

・・

3
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就労と治療の両立支援の原則は、実施可能な範囲で合理的な
配慮を行う事であり、従業員（患者）本人が申し出た際に適切な
就業配慮を検討する必要があります。また、本人がそのような
申し出をしやすいように、職場から働きかけることも、両立支援
の実現において大変重要です。

両立支援の重要なポイントは、

①従業員（患者）本人の意向
②職場の受け入れ姿勢
③必要な医学的情報

の3点に基づき、就業配慮を検討・実施することにあります。

そこで、本両立支援パスはまず従業員（患者）本人が復職・
就労継続の意思を示した上で、本人と職場の話し合いで職場で
実現可能な配慮を検討し、その可否・過不足について主治医が
意見するという流れを取っています。
また、本両立支援パスで得られた情報は従業員（患者）の就業

配慮の目的にのみ用いるものとします。

両立支援の基本原則2

4
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両立支援パス使用の実際3

復職を考え始める

本人の申し出
本人から職場へ
様式1「復職・就業配慮願い」を提出・・・

本人・職場（・産業医・保健師）の連名で
様式２「復職・就業配慮に関するご意見伺い書」を記載

本人が主治医へ
様式2「復職・就業配慮に関するご意見伺い書」を
提出し

※省略可。 職場が必要であれば、提出を規定する

最終的に決定された事項を
様式4「就業配慮報告書」に記載し、
本人から主治医へ渡す。

主治医が「診断書」に記載した
配慮が必要な期間の満了前に、
就業配慮について再度検討しな
おす。

職場の配慮を最終決定・開始

・・・・・・ 休職中に両立支援パスガイド(従業員向け)を
渡し、復職後の支援の流れを説明しておく。

社
内
で
の
事
前
検
討

主
治
医
と
の
検
討

主治医が様式3「診断書」に意見を記載して、本人に渡す。
※様式は医療機関のものでも可。

病気になり、休職が始まる

就業配慮の要望がある ・・従業員が復職や就業配慮を考えている時には、
会社との配慮検討の流れを説明しておく。

本人と従業員との配慮検討
• どんな症状があるか？
• 仕事において、どのように困っているか？
• どんな配慮が必要か？

※次ページ参照

配
慮
の
決
定

5
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様式 1 

復 職 ・ 就 業 配 慮 願 

 

平成  年  月  日 

 

企業名 

             殿 

  

所 属                

  氏 名（署名）            

 

 

この度、                                    により、

治療を継続しておりますが、就業に関しまして下記の困難事項が発生しております。 

つきましては就業に対してご配慮をご検討いただきたく、両立支援パスの活用をお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１．困難事項：                                     

依頼事項：                                     

                                          

                                          

                                          

 

私は本就業配慮願いの提出に当たり、情報提供文書の作成ならびに主治医・産業医への提

出について同意します。 
           平成  年  月  日 氏名              印 

 

 

 

 

 

 

主治医の意見 

(本人→職場) 
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様式 1 

復 職 ・ 就 業 配 慮 願 

 

平成  年  月  日 

 

企業名 

             殿 

  

所 属                

  氏 名（署名）            

 

 

この度、             リンパ腫                 により、

治療を継続しておりますが、就業に関しまして下記の困難事項が発生しております。 

つきましては、就業に対してご配慮をご検討いただきたく、両立支援パスの活用をお願い申し

上げます。 

 

記 

 

１．困難事項：抗がん剤の副作用により、手がしびれて通勤の運転が困難です。        

依頼事項：公共交通機関による通勤を考えており、通勤手当の支給を希望します。       

                                          

                                          

                                          

 

私は本就業配慮願いの提出に当たり、情報提供文書の作成ならびに主治医・産業医への提

出について同意します。 
           平成  年  月  日 氏名              印 

 

 

復職か就業配慮か当てはまる方に〇を付けます。 

主治医の意見 

就業に関して困りごとを記載します。 

どのような配慮を希望するか記載します。 

病名を記載します。 

 今後も抗がん剤の治療継続が必要となりますが、副作用で手のしびれや倦怠感

が出現することが考えられます。業務や通勤に支障があるようであれば、職場と

可能な配慮を検討することが必要と考えます。 

※上記の「困難事項」・「依頼事項」を書く際に、主治医の意見を参考にする場合

には、この欄に記載してもらいます。 

(本人→職場) 
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様式 2 
 年  月  日 

復職・就業配慮に関するご意見伺い書 

 
        病院 
        ｸﾘﾆｯｸ      先生 御机下 

                     〒                      
 

                     企業名                  
Tel                                     

※提出者（署名）               

                   ※会社担当者（署名）             

産業医（署名）              

保健師・看護師（署名）          

(※印の著名は必須) 
        は       の疾病に関する就業配慮を協議した結果、下記 2の配慮を検討しております。

記載の配慮に関しまして、主治医としてのご意見をいただければと存じます。主治医のご意見を参考にし、就業

配慮を再度検討・決定いたします。 
 なお、会社は本情報を就業配慮の目的のみに使用し、それ以外の目的には一切使用いたしません。 
 

記 
1. 就業状況について 

業務内容：                                            
通勤状況：                                            
高負荷・危険業務：                                        
時間外勤務の状況：                                         

 
2. 就業配慮検討事項（提出者と会社の協議に基づく） 

想定される健康上の問題点：                                    

検討された配慮：                                         

                                                 

                                                 

                                                 

 以上の内容を、上記連名者で協議致しました。 

就労内容写真 

(職場→主治医) 
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様式 2 

 年  月  日 

復職・就業配慮に関するご意見伺い書 

 
        病院 
        ｸﾘﾆｯｸ      先生 御机下 

                     〒                      
企業名                  
Tel                                     

※提出者（署名）               

                   ※会社担当者（署名）             

産業医（署名）              

保健師・看護師（署名）          

(※印の著名は必須) 
   会社名  は  患者氏名  の疾病に関する就業配慮を協議した結果、下記 2の配慮を検討しております。

記載の配慮に関しまして、主治医としてのご意見をいただければと存じます。主治医のご意見を参考にし、就業

配慮を再度検討・決定いたします。 
 なお、会社は本情報を就業配慮の目的のみに使用し、それ以外の目的には一切使用いたしません。 

 
記 

3. 就業状況について 
業務内容：デスクワークで、経理の仕事をしています。肉体労働はほぼありません。           
通勤状況：自動車通勤に 1 時間を要します。                             
高負荷・危険業務：デスクワークが主で、業務での危険作業はありません。               
時間外勤務の状況：時間外勤務は月に 30～40 時間程度です。                      

 
4. 就業配慮検討事項（提出者と会社の協議に基づく） 

想定される健康上の問題点：疲労により、自動車運転が不安な状況です。                

検討された配慮：本人は通勤に自家用車で 1 時間の運転を要しておりますが、抗がん剤の治療期間は疲れが

たまりやすく、特に帰宅時の運転が眠気などで危険な運転になることがあります。それ以外の業務には支障

ありません。本人と会社の協議の上、疲労が改善されるまでの間、公共交通機関を利用し、通勤手当を支給

することを検討しております。約６か月までは上記配慮は可能と考えておりますが配慮が妥当であるか、ま

たその他に検討すべき配慮などがありましたらご指導ください。                    

以上の内容を、上記連名者で協議致しました。 

患者本人が申請者となります。 
連名で署名します。 

業務内容等を、本人、または職場の支援担当者(産業医、 
衛生管理者、上司など)が記載します。 

本人と会社で話し合った配慮を記載します。 

復職か就業配慮か当てはまる方に〇を付けます。 

就労内容写真 勤務風景の写真を載せるこ

とで、主治医が仕事内容を把

握しやすくなします。 

(職場→主治医) 
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様式 3 

診断書 

 
 

氏名：                様     生年月日  年  月  日生(   歳) 
 
住所：                                                

 
病名：                                   

 

付記                                                 

                                                

                                                

                                                

                                                

今後の治療スケジュール：                                    

                                                

想定される急変：                                        

急変時の対応：                                         

避けるべき事項：                                        

 

上記の配慮が必要な期間： 約     か月  

 
上記の通り 診断致します。 
 

平成   年   月   日 
〒              

 
病院 

医師           印 

※この診断書の書式は一般化するために作成したものです。 
各医療機関の書式を使用していただいても結構です。 

 

(主治医→職場) 
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様式 3 

診断書 

 
 

氏名：                様     生年月日  年  月  日生(   歳) 
 
住所：                                                

 
病名：       悪性リンパ腫                      

 

付記  抗がん剤の使用中は薬剤の副作用により、疲労感が強く、長時間の運転通勤は支障を来す恐れがありま 

す。そのため、ご提案の通り、通勤には公共交通機関の利用が望まれます。              

 通勤手当の配慮のみならず、ラッシュ時を避けた通勤が可能となるような、出勤時間をご検討下さい。

ご本人にも了承を得ましたので、抗がん剤の治療スケジュールを別途添付いたします。治療期間の後、1

週間は少なくとも配慮をお願いします。その他、ご本人の症状に合せて、適宜配慮をお願いします。 

                                          

                                                

                                                

                                                

                                                

 

上記の配慮が必要な期間： 約  ２  か月  

 
上記の通り 診断致します。 
 

平成   年   月   日 
〒              

 
病院 

医師           印 

※この診断書の書式は一般化するために作成したものです。 
各医療機関の書式を使用していただいても結構です。 

 

配慮期間を記載し、終了前に

再度伺い書を提出してもら

います。 

「ご意見伺い書」に記載されている内

容に対して、主治医の意見を記載しま

す 

(主治医→職場) 
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様式 4 
 年  月  日 

就業配慮報告書 

 
        病院 
        ｸﾘﾆｯｸ      先生 御机下 

                     〒                      
 

企業名                  
Tel                                     

※提出者（署名）               

                   ※会社担当者（署名）             

産業医（署名）              

保健師・看護師（署名）          

(※印の著名は必須) 
 

        は        の疾病に関する就業配慮を協議した結果、下記の配慮を行うことといたしま

したのでご報告致します。 
 なお、配慮期間満了時に再度就業配慮を検討致しますので、ご協力をお願いいたします。 

 
記 

 
1. 就業配慮事項 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 
2. 就業配慮期間 

  平成    年   月  日   

 

以上 

 

(職場→主治医) 

－375－



様式 4 
 年  月  日 

就業配慮報告書 

 
        病院 
        ｸﾘﾆｯｸ      先生 御机下 

                     〒                      
 

企業名                  
Tel                                     

※提出者（署名）               

                   ※会社担当者（署名）             

産業医（署名）              

保健師・看護師（署名）          

(※印の著名は必須) 
 

   会社名  は  患者氏名  の疾病に関する就業配慮を協議した結果、下記の配慮を行うことといたしま

したのでご報告致します。 
 なお、配慮期間満了時に再度就業配慮を検討致しますので、ご協力をお願いいたします。 

 
記 

 
3. 就業配慮事項 

 通勤において公共交通機関の利用を許可し、通勤手当の支給を行います。              

 勤務のコアタイムを午前 10 時から午後 3 時とし、出勤・退勤時間は本人の裁量に任せます。     

 作業場付近に休憩室を設置し、必要に応じて休憩をとれるようにします。              

 当面は時間外勤務を行わないようにします。                           

                                                

 
4. 就業配慮期間 

  平成 〇○ 年 〇 月 〇日   

 

以上 

患者本人が申請者となります。 
連名で署名します。 

最終決定した配慮容等を記載します。 

主治医の「診断書」に記載された「配慮が必要

な期間」を元に、配慮を再度検討する日時を記

載します。 

(職場→主治医) 
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 両立支援は本来、本人の申し出に基づいて行われるもの

ですが、本人は病気のことで頭がいっぱいになり、支援の

申し出まで頭が回らないことがほとんどです。そのため、

職場側から本人に両立支援パスの利用を促すことで、

本人が支援の申し出をしやすい体制が整います。

 また、職場と主治医との間で適切な情報交換を行われるため

には、お互いの信頼関係が重要です。

職場から主治医へ「復職・就業配慮伺い書」を提出する際に

は、従業員（患者）への支援に真摯に取り組む姿勢を表し

ましょう。(次ページに記載のポイントをまとめています)

両立支援パスの使用のポイント4

14

－377－



＜ 「復職・就業配慮伺い書」を記載する際に＞
以下の点をより具体的に記載することで、主治医は支援が

適当かどうかを判断しやすくなります。

 就業状況は業種や職種だけでなく、「どのような働き方・
作業をしているか」を、可能な限り詳しく記載する。
（例：危険作業の有無、肉体労働の有無、出張の有無 など）

 雇用形態が就業条件に関与する場合、その内容も記載する。
（例：「契約社員であり、〇月〇日に契約更新の予定です。」 など）

 利用できる会社制度の内容を記載する。
（例：傷病手当金の有無、残りの年次休暇期間、復職プログラム など）

 当該従業員に対して可能な配慮の範囲も、出来る限り詳細
に記載する。
（例：短時間勤務の有無、フレックス制度の有無、配置転換の可否 など）

 配慮を記載する際には、配慮可能期間を記載する。
（例： 「〇〇か月まで△△という配慮を実施可能」 など ）

両立支援パスの使用のポイント4

15
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パス使用時の費用について5
職場の疑問：「診断書の費用」は誰が負担するの？

職場に提出する診断書が誰の負担になるかは、法令上の
明確な規定はありません。労使共に健康保持と安全配慮のため
の義務があり、状況は会社によって変わります。

まず、職場としては「職場が診断書の費用を負担するか
どうか」と方針を決定しておくことが重要です。
事前に労使間で議論を行い、その上で社内の規定や案内に
明文化しておきましょう。

16
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research

両立支援パス作成の経緯参考
少子高齢化の社会の中、各企業では労働力の確保が重要な課題

となっています。政府も「1億総活躍社会」の実現に向け、
「病気を持っていても働ける社会づくり」が進められています。
しかし、現実には身体疾患を有する従業員が職場の状況に適応

できず、退職したり働きづらい環境に身を置いている現状が数多
くあります。
このような背景の中で当研究班では、「身体疾患を有した従業

員が働きづらくなる原因はどこにあるのか」、各方面（従業員
（患者）・職場・主治医）から調査を行いました。

17
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 患者調査
身体的な業務遂行能力の低下や不安な感情などから働き
づらさを感じていた一方で、上司や職場の理解・配慮が
あったり、職場の受け入れ環境が整った場合は働きづらさ
は改善されていた。

 事業場調査
主治医から仕事の実情または病状に合わない就業配慮の
依頼、本人の就労の枠を狭める意見、詳しすぎる病状説明
などの記載があったことで、職場での配慮検討を阻害して
いた。

 主治医調査
事業場側から個人情報収集の目的が示されていないために、
患者に不利益をもたらす可能性のある医療情報の取り扱い
が懸念されていた。

以上の調査研究から、就労者の復職環境を整えるためには、本
人を介した主治医と職場との情報交換ツールの必要性を感じ、両
立支援パスとして本ツールを作成するに至りました。

18

両立支援パス作成の経緯参考
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就労と治療の両立支援を行う上で最も重要なのは、「対話」で
す。
従業員（患者）・職場・主治医の間で両立支援に必要な情報が

共有され、身体疾患を有しながら働き続ける従業員に職場・主治
医が寄り添う姿勢が求められます。
本ツールはあくまでもこの困難を乗り越える手助けをするもの

です。ひとりでも多くの方に使用していただき、両立支援の環境
づくりに寄与できることを期待します。そして、身体障害を有し
ながらでも、十分に働きやすい社会が実現することを切に願いま
す。

おわりに6

19
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両立支援パス使用ガイド
<労災疾病臨床研究 両立支援研究班>

産業医科大学
産業生態科学研究所 産業保健経営学： 森 晃爾
産業医実務研修センター： 立石 清一郎, 柴田 喜幸, 原田 有理沙,  岡 亜希子

岡田 岳大, 永尾 保, 大橋 りえ, 横山 麻衣
化学療法センター・血液内科： 塚田 順一, 山口 享宏, 北村 典章
不整脈先端治療学：安部 治彦, 河野 律子
第２内科： 荻ノ沢 泰司
循環器内科・腎臓内科： 大江 学治, 林 克英, 高橋 正雄
リハビリテーション医学： 佐伯 覚, 加藤 徳明, 伊藤 英明, 二宮 正樹, 杉本 香苗
若松病院リハビリテーション科： 白石 純一郎
医学概論： 藤野 昭宏

国立がん研究センターがん対策情報センター
がんサバイバーシップ支援部： 高橋 都
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分担研究報告書 

 

 

 

 

両立支援のための情報収集質問リストの作成 

 

 
 
 
 

 

 

 

研究分担者 

立石 清一郎 産業医科大学・産業医実務研修センター講師 

塚田順 一  産業医科大学・血液内科教授 

安部 治彦  産業医科大学・不整脈先端治療学教授 

佐伯 覚  産業医科大学・リハビリテーション医学教授 

藤野 昭宏 産業医科大学・医学概論教授 

森 晃爾 産業医科大学・産業保健経営学教授 

高橋 都 国立がん研究センター・がんサバイバーシップ支援部 

 

－385－





労災疾病臨床研究事業費補助金研究  

分担研究報告書 
両立支援のための情報収集質問リストの作成 

 
 

研究分担者  

産業医科大学・産業医実務研修センター 講師 立石 清一郎 

産業医科大学・血液内科 教授  塚田 順一 

産業医科大学・不整脈先端治療学 教授 安部 治彦 

産業医科大学・リハビリテーション医学 教授 佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論 教授 藤野 昭宏 

産業医科大学・産業生態科学研究所 教授 森 晃爾 

国立がんセンター・がんサバイバーシップ支援部 部長 高橋 都 

研究要旨 

【目的】治療と就業の両立支援を行うための労働者の働きづらさについて、包括的に把握、共感す

るためのツール、質問リストを作成する。 
【方法】 質問リストを作成するにあたり、これまでの研究分担報告書である、「患者インタビュー調

査」、「患者質問紙調査」を参照のうえ、産業保健を専門職による研究班メンバーで議論し、困りご

と抽出のための質問リストを作成した。 
【結果および考察】 
患者インタビュー調査で得られた68項目10カテゴリの困りごとの確認を行った。デザインを検討す
る中で、職場、主に産業保健職が使用することや、復職、就労継続に臨む労働者の困りごとを 
包括的に把握し、共感することを目的とすることなどの項目について合意し、案を作成した。患者質

問紙調査で得られた症状や困りごとを包括していることを確認し、質問リストの完成とした。復職に

臨む労働者の困難を、最小公倍数的に、包括して把握するための情報収集がスムーズに、適切に

行われることが期待される。 
【結論】職域、治療医両者が使いやすい連携パスを作るために本研究班の意見を統合し質問リスト

を作成した。 
研究協力者 
岡田 岳大   産業医科大学 産業医実務研修センター 
原田 有理沙   産業医科大学 産業医実務研修センター 
横山 麻衣 産業医科大学 産業医実務研修センター 
永尾 保 産業医科大学 産業医実務研修センター 
大橋 りえ 産業医科大学 産業医実務研修センター 
山口 享宏 産業医科大学 血液内科 
北村 典章 産業医科大学 血液内科 
河野 律子 産業医科大学 不整脈先端治療学 
荻ノ沢 泰司 産業医科大学 第２内科 
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大江 学治 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
林 克英 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
高橋 正雄 産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 
加藤 徳明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
伊藤 英明 産業医科大学 リハビリテーション医学 
白石 純一郎 産業医科大学 若松病院リハビリテーション科 
二宮 正樹 産業医科大学 リハビリテーション医学 
杉本 香苗 産業医科大学 リハビリテーション医学 
 

A. 研究目的 
医療の進歩により治療を受けながら就業

を継続したいと思う労働者は増加しつつあ

る。そのような労働者はもともとの疾患に

よる症状や治療の副作用により何らかの働

きづらさを持ちながら就業することになる

が、疾病ごとにどのような働きづらさが多

いかということはこれまであまり検討され

ていない。特徴的な疾患群として、①直接

的に業務遂行能力が低下する「脳・関節疾

患」、②直接的な業務遂行能力は低下しない

ながらも業務遂行時に事故等が発生する可

能性がある「循環器系疾患」、③疲労等によ

る業務遂行能力の低下と集中力の低下等に

よる事故等の両方の要素を併せ持つ「がん

などの腫瘍性疾患」についてそれぞれの『働

きづらさ』に焦点を当て、3系統の疾患の働
きづらさについて、先に報告の通り労働者

インタビュー調査を実施した。その中で、 
疾患群ごとに生じる症状や副作用に違いが

あり、それぞれ異なる働きづらさが存在す

ることが分かった。一方で、業務遂行能力

に直接的には影響を及ぼさないながらも、

疾患群を超えて多くの患者が抱える働きづ

らさが、ある程度共通して存在することが

分かっている(表 1:68項目)。 
また、今までの文献調査、主治医インタビ

ュー、事業所インタビュー、労働者インタ

ビュー・質問紙調査、さらに作成した「両

立支援パス」の妥当性調査を行う中で、よ

い両立支援が達成されるためには、 
・過不足のない情報をもとに 
・柔軟な対応がなされること 
が重要であるという知見を得た。症状や副

作用に限らない、本人や職場の背景などは、

ともすれば職場、本人ともに働きづらさの

要因として認識しづらい可能性がある。必

ずしも解決策が存在するわけではないが、

働きづらさを感じている要因を明らかにし、

支援者が把握、共感することは、課題の明

確化や信頼関係の構築に役立つと考えられ

る。今回は、患者インタビュー調査、質問

紙調査をもとに、身体疾患を抱える労働者

の働きづらさを包括的に把握、共感するた

めの「質問リスト」を作成する。 
 
B. 研究方法 
【質問リスト β版の作成】 
 質問リストを作成するにあたり、これま

での研究分担報告書である、「患者インタビ

ュー調査」、「患者質問紙調査」を参照のう

え、産業保健を専門とする 5名（KM、ST、、
MY、TN、RO）で議論をして、質問リスト
β版を作成した。 
【質問リストの作成】 
作成された β版を本研究班メンバー16名
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（専門：産業保健；6名、臨床；9名、倫理；
1名）で議論した。改善点や問題点を議論し、
質問リストを開発した。 
 
C. 研究結果 
【質問リスト β版の作成】 
研究班メンバーによるディスカッションを

2回行った。メンバーは研究分担者である産
業保健専門家 2 名に加え、研究分担者に紐
づく研究協力者 3名を加えて議論を行った。
1 回目の議論は患者インタビュー調査で得
られた 68 項目 10 カテゴリーの困りごとの
確認を行った。デザインを検討する中で、 
・職場、主に産業保健職が使用すること 
・復職、就労継続に臨む労働者の困りごと

を包括的に把握し、「共感することを目的」

とすること（必ずしも困難に対応するこ

とを求めているものではない） 
・支援の幅を狭めないため、詳細なソリュ

ーションの提示をしないこと 
・使用者である産業保健職や回答者である

労働者の負担を減らすため10の大カテゴ
リーの質問の上、そのカテゴリー上問題

が存在する場合にはサブカテゴリー内の

質問を聴取するスタイルとすること 
・質問者となる産業保健職が理解しやすい

文言であること 
などの項目が合意された。これらの意見を

もとに質問リスト α版を作成した。 
2回目の議論では、内容の近いものを並べ

て配置することについて合意し、別に報告

した患者質問紙調査の結果をもとに一部修

正して、質問リスト β版を作成した。 
【質問リストの作成】 
 β版を説明したうえで、研究班会議にて再
度の議論を行った。その際得られた意見を

以下に示す。 
・使用のタイミングが分かりづらい。復職

時に限らず、就業配慮を要すると考えら

れるいずれのタイミングでも使用できる

ことを示すべきである。 
・記入式リストの形式をとっているため、

記入された後には個人情報として慎重な

取り扱いがなされなければならないこと

が明示されるべきである。 
 これらの意見を参考に修正した情報共有

ツールを完成版として本文末に示す。 
D. 考察 
職場として両立を支援する意思がありな

がら、労働者の困りごとが十分に把握でき

ていないことで、支援が不足する、あるい

は的外れになることは、労使双方にとって

非常に残念である。患者インタビュー、質

問紙調査をもとにした「質問リスト」を両

立支援パスに付録することで、復職に臨む

労働者の困難を、最小公倍数的に、包括し

て把握するための情報収集がスムーズに、

適切に行われることが期待される。 
 
E. 結論 
 職域、治療医両者が使いやすい連携パス

を補助するものとして、本研究班の意見を

統合しパス、質問リストを作成した。治療

と就労継続の両立を目指す労働者の支援と

なることが期待できる。 
 
F．参考文献 
なし 
 
G. 研究発表 
なし  
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表 1．68カテゴリー 

 
 

1.業務遂行能力の低下 1.基礎体力 6.職場の受け入れ 37.職場からの配慮

2.日常生活 38.上司からの配慮

3.impairmentの程度 39.職場からの声かけ

4.容姿の変化 40.職場の理解

5.副作用 41.上司の理解

6.疲労（体力低下） 42.職場からの過剰な気遣い

7.身体機能の低下 43.職場の業務遂行能力に対する過大評価

8.高次脳機能の低下 44.職場での差別

9.ICDへの電磁干渉 7.職場の適正配置 45.合理的配慮の受入

10.ICDによる運転制限 46.業務転換による恩恵

11.職業リハビリテーション 47.業務転換による困難

12.医療リハビリテーション 8.社会・家族背景 48.地域愛

2.心理的影響 13.疾患の受容 49.世間の疾患イメージ

14.業務に対する自信の回復 50.家族からの支援

15.「障害者」であることの受容 51.家族の理解

16.症状再発・治療への不安・心配・恐怖 52.家族の過保護

17.失職への恐怖 9.職場と医療の連携 53.入院による休職

3.本人背景 18.資格・専門性 54.産業保健スタッフからの支援

19.職場への過去の貢献 55.職場での医療情報管理

20.職位・責任 56.通院・治療時間の確保

21.雇用条件・定年制度 57.職場と病院との連携

22.経済事情 58.主治医からの支援

23.職場からの復職期待 10.情報獲得 59.積極的な情報収集

24.家庭環境からの要求 60.医療保険

4.自助努力 25.自主トレーニング 61.収入

26.自己体調管理 62.福利厚生にかかるサポート

27.自己アピール 63.職場からの情報

28.自分から職場への説明 64.会社制度の活用

29.合理的配慮の申出 65.年次休暇の不足

30.自己努力 66.病院からの情報

5.職場背景 31.職場の疾患経験 67.ピア・サポーターからの情報

32.職場風土 68.医療費

33.職場規模

34.職場マンパワー

35.職場シチュエーション

36.職場設備・環境
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産業保健スタッフ向け

両立支援 10の質問

 はじめに
 目的
 両立支援 10の質問
 おわりに

・・・p. 2
・・・p. 3
・・・p. 4
・・・p.11

2016年 労災疾病臨床研究事業 課題番号14010101-03
『身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための

主治医と事業場（産業医等）の連携方法に関する研究－
「両立支援システム・パス」の開発）』班

（主任研究者：森晃爾）
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はじめに
：両立支援

 身体疾患（あるいは内部障害）を有しながら働く従業員が、
「仕事と治療を両立させる」ために必要な就業配慮を検討する
ためには、病状や治療状況、業務上の注意事項等についての
医学的情報や意見が主治医より提供される必要があります。

 よりよい両立支援を目指し、文献調査、
主治医インタビュー、事業所インタビュー、
労働者インタビュー・質問紙調査を実施し、これらをもとに
「両立支援パス」を作成しました。

 各調査に加え、「両立支援パス」の妥当性調査を行う中で、
よい両立支援が達成されるためには、

必要十分な情報をもとに
柔軟な対応がなされること

が重要であるという知見を得ました。

2
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目的
：「両立支援 10の質問」

 前記経過を経て、労働者インタビュー・質問紙調査をもとに、
「両立支援 10の質問」をリスト化しました。

 「両立支援 10の質問」の目的は、

復職、就労継続に臨む労働者の困りごとを
包括的に把握し、共感すること
です。

 産業保健スタッフ（産業医、産業看護職）がこのツールを
使用することで、治療を続ける労働者が抱える、病気に
よる症状だけではない様々な困難を広く把握することが
出来ます。

 困りごとの把握、共感をもとに、職場の状況に応じて
柔軟に対応を検討していただければ幸いです。

3
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など

例えば

両立支援 10の質問
使い方

4

本ツールは、復職時に限らず就労継続に当たって困り事が
生じうると考えられた場合に、繰り返し利用することができます。

労働者の仕事に
変化があった時

労働者の体調や
治療に変化があった時

復職する時
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➊で「いいえ」と答えた場合は、次の質問へ移動します。

5

支援の留意点を参考に、
両立支援を実施します。3

➊で「はい」と答えた場合は
具体的な内容について
リストを参考に確認します。

2

10の質問により労働者の
復職における困り事を把握します。1

3

2

1
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1.
病気による症状や後遺症、治療などにより、業務を行う能力に影響が
あることで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

1.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 身体の機能の低下がある
（運動麻痺、心機能低下など） □ 高次脳機能の低下がある

（失語、失認、失行など）

□ 病気・治療による障害の程度が
大きい □ 脱毛や手術痕など容姿の変化がある

□ 疲労・体力低下がある □ 治療の副作用がある

□ 障害や治療による運転の制限がある □ 心臓デバイス（ICD）への
電磁干渉の問題がある

□ 基礎的な体力が足りない □ 日常生活にも変化がある

□ 医療リハビリテーションが
十分に受けられない □ 職業リハビリテーションが

十分に受けられない

□ その他（ ）

支援の留意点:できること、できないことを明確にしましょう。
できないことの程度の大きさに応じて冶具等の支援ツールの検討、できないことの
業務制限、配置転換と、段階的に支援の程度を検討するようにしましょう。
また、業務を行う能力は、徐々に回復することが多いため、見直しの時期を設けることを
検討してください。

2.
病気によって、不安などの心理的な変化が起こったことで、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

2.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 業務に復帰することに自信が
持てない □ 職を失うかもしれないという

恐れがある

□ 自身の疾患を受け入れることが
出来ない □ 「障害者」となったことを

受け入れることが出来ない

□ 症状の再発や治療に対して、
不安・心配・恐怖がある □ その他

（ ）

支援の留意点:
心理的な影響について、前向きな変化のためにはある程度の時間を要すると考えられます。
周囲は受容的な姿勢を示し、自信の回復をサポートするよう心がけるとよいでしょう。
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4.
自主的な取り組み（意欲、職場への働きかけ、自主トレーニングなど）の
不足が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

4.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 自分から職場に、自身の状況を
十分に説明することができない □ 自分から職場に、配慮を

申し出ることが十分にできない

□ 自分から職場に自身の状況を
十分にアピールできない □ 自身で体調管理を十分にできない

□ 自主トレーニングを
十分にできない □ 自主的な努力を十分にできない

□ その他（ ）

支援の留意点:本人のモチベーションが向上できるように、自主的な取り組みを阻害する
問題の解決を支援しましょう。

3.
資格、職位、雇用形態や経済的な事情などといった個人背景が理由で、
仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

3.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 特定の資格・専門性がない □ 特定の職位・責任・裁量権が
ない

□ 雇用条件・定年制度の問題がある □ 職場に⾧く・大きく貢献した
経緯がない

□ 職場から復職の期待を感じない □ 家庭から復職の要求を感じない

□ 経済的な事情から、治療と就労の
両立ができない □ その他

（ ）

支援の留意点:産業保健スタッフが直接的に介入することが難しい場合が多いです。
状況を把握することにとどめ、出来る限り共感的な態度で状況を把握しましょう。
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5.
職場の規模や設備といった職場の特徴が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

5.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場の規模が小さい □ 職場のマンパワーが不十分である

□
職場の設備（エレベータ、診療所
など）の不足や、環境（広さ、立地、
衛生状態など）が妨げとなる

□ その他
（ ）

支援の留意点:
この項目の解決のためには、日頃からの動機づけが重要となることが多いです。
事例発生後の対応の場合は、職場と労働者の合意形成において、産業医の調整能力が
必要になります。

6.
職場の理解や配慮、気遣いといった受け入れの姿勢が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

6.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場からの共感が不十分である □ 上司からの共感が不十分である

□ 職場からの声掛けが不十分である □ 職場からの過剰な気遣いがある

□ 職場の状況から復職の期待を
十分に感じない □ 職場での差別がある

□ 職場の風土が支援的でない □ 職場で過去に両立支援が行われた
ことがない

□ その他（ ）

支援の留意点:
上司の方の勘違いで支援がうまくいかないことがあります。うまく支援者に引き込むよう
工夫が必要です。職場教育の折には、労働者の希望やプライバシーに配慮しましょう。
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7.
職場における自身の配置に関わることが理由で、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか

はい ・ いいえ

7.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場からの配慮の実施が不十分である □ 上司からの配慮の実施が不十分である

□ 新たな配置による困難がある □ 職場からの過剰な要求がある

□ その他（ ）

支援の留意点:
配慮が困難な理由について職場と一緒に再検討してみましょう。
両立支援について、職場へのアドバイスや指導が必要となる場合があります。

8. 家族や地域に関する問題が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますかはい ・ いいえ

8.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 家族からの理解が不十分である □ 家族からの支援が不十分である

□ 家族の過剰な気遣いや心配がある □ 世間から病気への偏見を感じる

□ その他（ ）

支援の留意点:
社会や家族との関係に困難がある場合は、職場でのサポートが重要な支えとなりえます。
労働者の気持ちに寄り添いましょう。
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9.
職場と医療機関との情報のやり取りや連携に関わる問題が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

9.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 入院、通院など、治療時間の確保が
困難である □ 産業保健スタッフ（産業医、保健師な

ど）による支援が不十分である

□ 職場と医療機関との連携が
不十分である □ 職場での医療情報の管理が適切でない

と感じる

□ 主治医からの支援が不十分である □ その他
（ ）

支援の留意点:
適正配置や就業制限、勤務形態の調整の際に参考にするとよいでしょう。
治療と就労の継続や病状の変化への対応のために職場と医療機関との連携は大切です。
労働者を中心に、積極的にコミュニケーションをとるとよいでしょう。

10.
治療と仕事の両立についての情報の過不足により、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか

はい ・ いいえ

10.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 相談先についての
情報が不十分である □ 職場の福利厚生についての情報が

不十分である

□ 治療・療養のため休める期間に
ついての情報が不十分である □ 就業規則についての情報が

不十分である

□ 医療費についての情報が
不十分である □ 医療保険についての情報が

不十分である

□ 傷病手当金についての情報が
不十分である □ 傷病中のお金について算段が出来ない

□ その他（ ）

支援の留意点:
情報提供、または情報源へのアクセス方法などについて支援するとよいでしょう。また、
困難を抱えることのないよう、あらかじめ休職中から必要な情報を共有できるシステムを
作ることも大切です。相談内容に応じた相談先の一覧表を作ることも有用です。
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おわりに

 就労と治療の両立支援を行う上で最も重要なのは、

「対話」です。従業員（労働者）・職場・主治医の間で

両立支援に必要な情報が共有され、身体疾患を有しながら

働き続ける従業員に職場・主治医が寄り添う姿勢が

求められます。

 本ツールはあくまでもこの困難を乗り越える手助けをする

ものです。ひとりでも多くの方に使用していただき、

両立支援の環境づくりに寄与できることを期待します。

そして、身体障害を有しながらでも、十分に働きやすい

社会が実現することを切に願います。

 本ツール使用によって得られた労働者の情報は、個人情報と
して鍵のかかるところに保管してください。

11
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<労災疾病臨床研究 両立支援研究班>

産業医科大学

産業生態科学研究所 産業保健経営学： 森 晃爾

産業医実務研修センター： 立石 清一郎, 柴田 喜幸, 原田 有理沙,  岡 亜希子

岡田 岳大, 永尾 保, 大橋 りえ, 横山 麻衣

化学療法センター・血液内科： 塚田 順一, 山口 享宏, 北村 典章

不整脈先端治療学：安部 治彦, 河野 律子

第２内科： 荻ノ沢 泰司

循環器内科・腎臓内科： 大江 学治, 林 克英, 高橋 正雄

リハビリテーション医学： 佐伯 覚, 加藤 徳明, 伊藤 英明, 二宮 正樹, 杉本 香苗

若松病院リハビリテーション科： 白石 純一郎

医学概論： 藤野 昭宏

国立がん研究センターがん対策情報センター

がんサバイバーシップ支援部： 高橋 都

両立支援 10の質問
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労災疾病臨床研究事業  
身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための 

主治医と事業場（産業医等）の連携方法に関する研究－「両立支援システム・パス」の開発  

分担研究報告書 
 

身体疾患を有する患者の治療と就労の 
両立支援のために必要な環境整備に関する提言 

 
研究代表者 森 晃爾  産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学教授 

研究要旨： 

今回の研究班では、専門医、事業場（産業医等）、患者（就労者）の調査を経て、３者が

関わる「両立支援パス」を開発した。しかし、調査検討の過程で、「両立支援パス」のようなツ

ールのみでは両立支援の取り組みが必ずしも進展するとは考えられず、様々な環境整備が

必要であることも明らかである。そこで、研究班会議において、各分担研究で明らかとなった

治療と仕事の両立を行うための課題と考えられる事項を明確化し、それらをもとに両立支援

を推進するための提言内容を検討した。 
その結果、以下の５項目の提言事項を取りまとめた。 
(1) 合理的配慮の対象拡大と浸透のための努力 
(2) ソフト面でのバリアフリー社会の構築 
(3) 両立支援を行う医療機関や企業等に対するインセンティブ 
(4) 両立支援に関する判断を行う医療者や事業主のリスクへの対応 
(5) 社会に対する啓発および関係者への教育の推進 
治療と仕事の両立支援の実践は、状況に応じた柔軟な対応が必要となり、そのためには

当該労働者本人のエンパワーメントとともに、専門医、産業医、事業主等の連携が欠かせな

い。そのような連携を高めるためには、両立支援のための社会システムが必要となる。現時

点では、技術マニュアルと教育研修が取組みの中心となっているが、今後社会システムの

構築という視点から、更なる政策や関係者の努力が不可欠と考えられる。 
 
研究分担者  

産業医科大学・血液内科    診療教授  塚田 順一 

産業医科大学・不整脈先端治療学   特任教授 安部 治彦 

産業医科大学・リハビリテーション医学   教授  佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論    教授  藤野 昭宏 

産業医科大学・産業医実務研修センター  講師  立石 清一郎 

国立がんセンター・がんサバイバーシップ支援部 部長  高橋 都 
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Ａ. 目的 

身体疾患（あるいは内部障害）を有する就

労者が治療を継続しつつ、事業場側で健康

状態に応じた配慮を受け、治療と仕事の両

立の支援がなされるためには、主治医から

事業主または担当者（産業医を含む）に対し

て、病状や治療状況、業務上の注意などに

関する情報や意見が提供される必要がある。

今回、専門医、事業場（産業医等）、患者

（就労者）の調査を経て、３者が関わる「両立

支援パス」を開発した。しかし、調査検討の

過程で、「両立支援パス」のようなツールの

みでは両立支援の取り組みが必ずしも進展

するとはいえず、様々な環境整備が必要で

あることも明らかになっている。 
そこで、研究過程で明らかになった課題

について、研究代表者および研究分担者で

検討を行い、提言事項として明確化した。 
 

Ｂ. 方法 

研究班会議において、各分担研究で明

らかとなった治療と仕事の両立を行うた

めの課題と考えられる事項を抽出した。

そのうえで、研究班メンバーの間で議論

を行った。議論の中では、課題を可能な

限り幅広く捉えるとともに、共通分野の

課題を一つのまとめるなどの処理を行っ

た。そのうえで、それぞれの課題につい

て提言内容を検討した。 
 

Ｃ. 結果 

「身体疾患を有する患者の治療と就労の

両立支援のために必要な環境整備に関す

る提言」として取りまとめた事項は、５項目で

あり、具体的な内容は以下のとおりである。 
(1) 合理的配慮の対象拡大と浸透のための

努力 

「障害のある人が他の人同様の人権と基

本的自由を享受できるように、物事の本質を

変えてしまったり、多大な負担を強いたりし

ない限りにおいて、配慮や調整を行うことで

ある」と定義される(障害者権利基本条約)合
理的配慮について、日本では「障害者の雇

用の促進等に関する法律」に基づき、「雇用

の分野における障害者と障害者でない者と

の均等な機会若しくは待遇の確保又は障害

者である労働者の有する能力の有効な発揮

の支障となっている事業を改善するために

事業者が講ずべき措置に関する指針（合理

的配慮指針）」が出されている。その対象は、

身体障害、知的障害、精神障害といった障

害者であり、今回の調査研究の対象となっ

た、抗がん剤治療など化学療法を継続的に

要する患者、心臓デバイス治療を受けた患

者、重篤な脳血管障害により後遺症を伴い

リハビリ中の患者は、いずれも障害者として

合理的配慮指針の適用範囲内と考えられる。

しかし、医学的に十分回復可能な一時的な

機能障害については、当然ながら障害者と

しては除外されている。 
事業主が「治療と仕事の両立支援」を行う

際には、何らかの負担が生じるわけであり、

その努力を幅広く得るためには、何らかの法

的根拠が必要となる。その意味で、今回の
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合理的配慮指針によって対象が拡大したこ

とは評価できるが、仕事を継続する上で何ら

かの支障が生じる多くの傷病について、合

理的配慮の概念が適用されるとともに、浸透

のための努力が必要である。 
(2) ソフト面でのバリアフリー社会の構築 

何らかの身体上の障害を持つ労働者が、

本来の能力を発揮できるように配慮を行う方

法には、施設・設備の改善と休憩の取得や

通院のための時間の確保などの就労に関

する配慮がある。前者をハード面での配慮、

後者をソフト面での配慮と呼ぶことができる。 
労使関係の中でのソフト面での配慮は、

他の労働者の負担を増やす可能性があるた

め、就業規則に明確に規定して実施される

ことが基本である。例えば、業務時間内に短

時間の通院のための離席をしようとした場合

には、時間単位の有給休暇取得が認められ

ていない職場では、半日または１日の取得

が必要となる。また、通勤が困難な労働者に

在宅勤務を認めることなどである。 
職場側での両立支援は、それぞれの労

働者の症状や仕事の困難性に合わせて柔

軟に対応することが有効であることが明らか

になっているが、そのような柔軟な対応を可

能とするような就業規則やその他の職場内

ルールが必要となる。そのような規則やルー

ルが多くの企業等で作られるようなソフト面

のバリアフリー化を推進する必要がある。 
(3) 両立支援を行う医療機関や企業等に

対するインセンティブ 

 健康状態や就労において配慮すべき事項

が主治医から事業主に情報提供されること

は、適切な両立支援を行う上で不可欠な要

素である。特に産業医の選任のない事業場

においては、その際の情報の質が就労継続

を大きく左右することになる。しかし、多忙な

診療業務の中で、その情報提供について後

述のようなリスクが伴いこそすれ、診断書と

同等の費用を患者本人に請求する以外、何

の報酬も支払われていない現実を考えれば、

多くの臨床医師の認識や行動に結びつける

ことは困難である。また、医療機関において

医療ソーシャルワーカーを配置して支援を

行う場合においても、人件費等の費用が必

要となる。 
一方、職場での両立支援においても、事

業主の経済的な負担は少なくないため、合

理的配慮の理念だけでは、企業間で理解

度には大きな差が生じ、特に就労配慮の予

知が小さい小規模事業場ではその対応は

困難である。 
このような課題を解決するためには、保険

診療上の診療報酬として認めたり、企業に

対して何らかの経済的優遇を与えたりする

など、何らかのインセンティブ制度を構築す

ることが必要である。 
(4) 両立支援に関する判断を行う医療者

や事業主のリスクへの対応 

治療と仕事の両立支援は、疾病に関連し

たリスクが存在する状況で、就業制限によっ

て回避する考え方ではなく、支援によって低

減しても残存するリスクを積極的に取ってい

くという側面がある。 
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事業主は、労働契約に基づき労働者に

対して安全配慮義務を負う。安全配慮義務

は、労働者の健康や生命にかかわる事象の

発生について、予見可能で回避可能な場

合には、それを防ぐ民事上の義務が事業者

に課せられている。両立支援は、必要な配

慮と一定のリスクを取りながら就労の継続を

支援しようとするものであるため、合理的配

慮の考え方と安全配慮義務の考え方は、一

部に対立が生じる可能性がある。 
また、仕事の継続に関する判断を行った

立場において、何らかのリスクが生じうる。そ

のような判断に関わる者には、主治医、産業

医、上司などが含まれるが、患者・労働者の

ためを考えて行った判断と支援が、自らのリ

スクとして発生するのであれば、明確な判断

を避けたり、情報提供を躊躇したりすること

に繋がる。 
両立支援の過程で、連携や支援に必要

な支援や判断を行う関係者のリスクを整理し

て、そのリスクを低減したり、免責したりする

ための方策について検討が必要である。 
(5) 社会に対する啓発および関係者への

教育の推進 

疾病を治療することが目的の医療機関や

営利を目的とする企業において、私病であ

る疾病を持つ労働者の就労に対する支援を

引き出すためには、それぞれの組織が持つ

固有の役割との関係や社会的価値につい

て、整理し、理解を得るために継続的な努

力が必要である。 
また、両立支援がテーマになってきた背

景には、医療の進歩でがんなどの疾病の治

癒率が高まったことや、高齢化社会におい

て可能な限り多くの国民が生産人口として

社会に貢献することが必要になったことなど

の社会的背景が存在する。そのような背景

を基本として、多くの国民が理解できるような

啓発活動が必要である。 
 
Ｄ. 考察 

 治療と仕事の両立支援の実践は、疾病

ごとに症状や仕事の継続における課題は

異なり、さらに同じ疾病でも個人差が大

きい状況が存在し、状況に応じた柔軟な

対応が必要となる。そのためには当該労

働者本人のエンパワーメントとともに、

専門医、産業医、事業主等の連携が欠か

せない。そのような連携を高めるために

は、両立支援のための社会システムが必

要となる。急速な高齢化によって、労働

力の確保や医療システムの維持に大きな

課題を抱える日本においては、産業保健

というフィールドだけの課題としてでは

なく、社会全体で取組むべき課題である

ことについても、多くの国民の理解が得

られると考えられる。そのような社会シ

ステムには、支援のための技術マニュア

ルやツールだけでなく、社会に対する啓

発活動や医療者等への教育、両立支援に

積極的に貢献する関係者に対するインセ

ンティブ、判断や支援を行う関係者のリ

スク低減など、様々な要素が含まれるべ

きである。 
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現時点では、技術マニュアルと教育研

修が取組みの中心となっているが、今後

社会システムの構築という視点から、更

なる政策や関係者の努力が不可欠と考え

られる。 
 

Ｅ. 結論 

「身体疾患を有する患者の治療と就労の

両立支援のために必要な環境整備に関す

る提言」として、５項目を提示した。 

 

Ｆ．引用・参考文献 

なし
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労災疾病臨床研究事業  
身体疾患を有する患者の治療と就労の両立を支援するための 

主治医と事業場（産業医等）の連携方法に関する研究－「両立支援システム・パス」の開発  

分担研究報告書 
 

身体疾患を有する患者の治療と就労の 

両立支援のためのウェブサイトの開設 
 

研究分担者 立石 清一郎  産業医科大学 産業医実務研修センター 

研究要旨： 

両立支援において重要なことは両立支援をしようとする本人の支援のみならず『支援者に

対する支援をどのように行うか』が重要である。しかしながら、支援者は時に当事者意識がな

かったりどのように対応したらいいのかわからなかったりということがありうるので確実な情報

を収集する手段が必要である。 
情報提供の手段について研究代表者、研究分担者、研究協力者計 12名で議論した。 
冊子体等の作成については購入という一つのハードルがあるためよほど関心のある層に

しか効果がない上に、配布数が終了となった時点でそれ以上の広報ができないということが

議論された。現状でWEBにアクセスすることのできない労働者は比較的少数であること、公
的研究費ということで情報閲覧者も選択的に見てもらえる可能性が高いという点からホーム

ページを作成し、公開するということとした。 
今回の研究班の主な成果物は、「両立支援パスガイド」、「産業保健スタッフ向け両立支

援 10 の質問」である。いずれのツールにおいても研究データに基づいて作成されており使
用されることにより、現在困っている産業保健スタッフや主治医グループの手助けになるの

みならず、両立支援へのさらなる関心を引き起こす一助になるものと考えられる。 
 

 
 
研究分担者  

産業医科大学・産業保健経営学   教授  森 晃爾 

産業医科大学・血液内科   診療教授  塚田 順一 

産業医科大学・不整脈先端治療学  特任教授 安部 治彦 

産業医科大学・リハビリテーション医学  教授  佐伯 覚 

産業医科大学・医学概論   教授  藤野 昭宏 

国立がんセンター・がんサバイバーシップ支援部 部長  高橋 都 
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Ａ. 目的 

両立支援において重要なことは両立支援

をしようとする本人の支援のみならず『支援

者に対する支援をどのように行うか』が重要

である。しかしながら、支援者は時に当事者

意識がなかったりどのように対応したらいい

のかわからなかったりということがありうる。ま

た、公開されている情報には確実な情報と

そうでない情報が玉石混交の状況であり利

用者にとって望ましい状況であるとは言えな

い現実がある。したがって、確実な情報を収

集する手段が必要である。 
 

Ｂ. 方法 

情報提供の手段について研究代表者

（森）1名、研究分担者（高橋・塚田・安
部・藤野・立石）5名、研究協力者（荻ノ
沢・河野・大江・白石・二宮・原田・永

尾・大橋・山口）9名の計 15名で議論し
た。 
 

Ｃ. 結果 

冊子体については利用しやすく比較的ポ

ピュラーな手法である。しかしながら、購入

や書籍を入手することがネックとなるため。よ

ほど関心のある層にしか効果がない上に、

配布数が終了となった時点でそれ以上の広

報ができないということが議論された。冊子

体についてはむしろ研修時に配布するなど

モチベーションの挙がっている状態で利用

者の手に渡す手法が望ましいという意見が

得られた。 
次にホームページを作成し公開すること

が議論された。現状で WEB にアクセスする
ことのできない労働者は比較的少数である

こと、公的研究費ということで情報閲覧者も

選択的に見てもらえる可能性が高い、という

点からホームページを作成し、公開するとい

うこととした。 
 
Ｄ. 考察 

 今回の研究班の主な成果物は、「両立支

援パスガイド」、「産業保健スタッフ向け

両立支援 10の質問」である。いずれのツ
ールにおいても研究データに基づいて作

成されており、適切な広報がなされ使用

されることにより、現在困っている産業

保健スタッフや主治医グループの手助け

になるのみならず、両立支援へのさらな

る関心を引き起こす一助になるものと考

えられる。 
 

Ｅ. 結論 

身体疾患を有する患者の治療と就労の両

立支援のためにウェブサイトを開設した。 
 
Ｆ．引用・参考文献 

なし
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